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はしがき

本報告書は f特殊教育とインクノレーシブ教育の創造的融合による特別支援教育革新のた

めの総合的研究Jと題して、平成 18年度一平成 21年度科学研究費補助金(基盤研究 (A)) 

を受けて行われた研究の成果報告書である。資料の収集、討議、助言等、研究に際しては、

国内外のさまざまな研究者、図書館員にお世話になった。深く感謝するしだいである口

本研究課題に従事した期間は、日本にとっても周辺の国々にとっても、障害児教育にお

ける激動期であった。韓国でも台湾でもインクルーシブ教育運動は受容されているように、

世界的に着実に拡大しているようにみえる。日本では、 2007 (平成 19) 年度から特殊教育

制度は特別支援教育制度に転換し、理念もシステムも大きく変貌した。特別支援教育制度

の発足は、後代にどのような評価を受けるのかに関心を抱かせるほど、障害児教育制度に

おける歴史的な大転換であった。いいかえれば、特殊教育制度はそれだけ大きな矛盾を抱

えていたことになる。また、特別支援教育への転換は、特殊教育の国際的な流れからの~

離の修正でもあった。他方で、インクルーシブ教育運動においても、そのラディカノレ化で

あるブノレ・インクノレージョンは、その理念、は立派でも、実践化とその結果を考えた場合、

問題が露呈した時期でもあった。

本研究プロジェクトはそのような転換期に遭遇した。まさに、特殊教育とインクルーシ

ブ教育の創造的融合というテーマはタイムリーではあった。しかしながら、 4年間の研究

をひとまず終えて改めて認識することは、研究プロジェクトの発想自体は間違いないとし

ても、それぞれの分担者が担当する小テーマは、基礎的研究を再構築しないと本格的な解

明は国難であることである。というのは、インクルーシブ教育運動が指摘した特殊教育の

問題点は、近年になって突然発生したわけではなく、私たちの先覚者が遭遇し、解決に苦

闘し、そのうえで解消国難だ、ったものが多いからである。したがって、部分的にシステム

を改善すれば大いに成果が上がるとし、う種類の問題ではないということであろう。

いいかえれば、特殊教育の長所のうえに、特別支援教育をインクルーシブ教育の方向に

近接させて開花するには、一つは、実践的な蓄積とシステム化を深化させることであり、

もう一つは、障害のある子どもや大人が他の差異のある人々を含めて、日本という社会の

なかで共存してし1く意義と方策を、先人の努力を参照しながら発掘・整理・体系化してい

くことが必要であろう。

最後に、このような興味あるものの困難な研究テーマの研究活動に参加してくださった

本研究プロジェクトの皆さまに感謝申し上げます。

2010年 3月 31S 

研究代表者 中村満紀男
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第 1 部

障害児教育における目的と本質の歴史的考察

ーアメリカ合衆国における一



はじめに

中村;高紀男・間 典子

第一部では、特別支援教育の可能性と問題点を示し、特別支援教育の改革を構想するた

めに、障害児教育の目的と本質に関する歴史的考察を検討することにより、インクノレーシ

ブ教育ならびに特別支援教育の構造、歴史的位置、可能性と課題、課題解決の方向に関す

る基礎的知見を得ることとしたい口対象については、特殊教育制度が最も発展したにもか

かわらず、あるいはそれゆえにこそインクノレーシブ教育運動が最も広範に発展した国であ

るアメリカ合衆国を中心とする O 特別支援教育は、特殊教育とインクルーシブ教育の中間

にある制震であると考えられるという意味では、アメリカは適切な対照屋であると考えら

れる。

小論において、障害児教育の目的と本質を詳細に検討した理由を、やや詳細になるが予

め説明しておきたい。これはインクルーシブ教育にも関連する問題でもある。インクルー

シブ〉教育運動の唱導者は、歴史的な事実と経緯を無視して、現在の結果としての特殊教育

の諸問題(たとえば通常教育からの分離やスティグ、マ)が、創始時点から存在していたと

か、特殊教育は差別を意図していたと断じてきた。したがって、インクルーシブ教育運動

において指摘された特殊教育の諸問題が、いつの時点でどのように成立したのかを把握し

ておく必要がある。

もう一つは、インクルーシブ教育論争における解決しがたかったのは、結局は、「教育と

はイ可かj という問題に遭遇したからである。インクルーシブ教育論争では、教育学的な問

題として、教育の最終的ゴールについての共通理解が関係者間で共有することは困難であ

った。一般論としては、 Fuchsand Fuchsがし¥うように、親も教師も「障害種別と程度にか

かわりなく、憶害のある子どもに対して同じことを願う。彼らが快適と感じ、尊敬心をも

って自分たちをみる友人をもち、大人との適切な関係を発展させ、将来の成功をもっと可

能にする知識とスキルを獲得することを願うんしかし最終的なゴールを具体化させるとな

ると、インクルージョニストが描くゴールは、社会的で態度的になる傾向がある。これに

対して、特殊教育維持論者は「ほとんどつねに教科的要素を強調するんその結果、インク

ルードされているのは重度障害児であり、教科学習が可能な障害児は抽出プログラムを必

要とするという (Fuchs& Fuchs[1990]252-253)o それは、教科学習が可能な生徒は、自立

生活に必要な知識とスキル、自己への肯定的感情、自分の能力に対する自信を、学校教育

で得られるからであるという (Bryanet a1.， quoted in Fuchs & Fuchs[1990]253)o 

インクノレーシブ教育運動の論争において、このような対立を解くことは困難で、あった。

代表的な specia1educator、D.P. Ha11ahanとJ.M. Kauff amnは、かつて障害者権利運動

の活動家自身が、運動のゴールについて一致していないことを指摘した。ある活動家は免

税と運賃割引制度の拡大を求め、別の活動家は、そのような優遇こそ、非障害者に対する
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慈善的な特別扱いであると主張していると (Hallahan& Kauffman[1996]56)o 

G. M. ChesleyとP.D. Calaluce， ]r. (Chesley & Calaluce， ]r. [1997J)は、精神遅滞生

徒には認知的・社会的・職業的スキノレが必要であるし、通常教育のカリキュラムの焦点と

精神遅滞生徒の指導の焦点が一致しないことを指摘して、インクノレージョンには懐疑的で

ある。これに対する反論において、 C. Kliewerのようなインクルージョニストは、教育と

はメンバーシップに関するものであり、その形態はともかく、活発で有意味、多様で継続

的な参加することであるとする。同時に、教師によるスキノレ伝達を教育と考える立場に対

しては、変化する広い世界ではそのようなスキルは必ずしも役立たないこと、依存から自

立までは連続的な状態であることも指摘する (Kliewer[1998J)。

たしかにスキルなき指導による教育は社会参加を妨げるが、方向なきスキルも実生活に

おいて意味をもたないかもしれない。代表的なインクノレージョニスト、 Stainback夫妻

(Stainback & Stainback) が、通常学級の生徒は身体的・知的・情緒的な重度障害生徒の

統合によって、人間の相違点と類似点および社会の一員として相互に影響しあう方法につ

いて直接学ぶ機会を得られるし、受容的になり、障害児に対する恐J怖感を減らし、理解を

促進するという (Stainback& Stainback[1990J) ゴールは、一方で毘大な社会的格差の前

では無力のようにも思える。しかし、インクルーシブ教育は、排他的社会を少しでも変え

ていく地道な非代替的方法であることも事実なのである。

第一の観点からは、 19世紀前半の聾唖院、富院、白痴学校の創設から 19世紀末における

その発展もしくは変容、 20世紀転換期以降の公立学校における特殊学級における障害児の

教育と 1920年代の特殊教育制度の成立を経て、 1960年代において、特殊教育制度の問題点

が専門家の組上にのぼる。

つぎに第二の観点である。 1975年の全障害児教育法から 1980年代半ばの通常教育主導

(REI)提唱を経て 1990年代のインクノレーシブ、教育運動において、特殊教育制度に内包す

る理論的・社会的・実践的問題が、障害者の自立と社会への参加を妨げる主因と指摘され、

特殊教育のインクルーシブ教育への転換が主張されることになり、特殊教育専門家との間

に激烈な論争が生じた。インクノレーシブ教育における特殊教育批判には、たしかに根源的

であるがゆえに重要な指矯がみられるし、つねに参照すべき項目ではある。しかし、障害

者をめぐるすべての問題の所在を、近代における障害児の教育の成立を基盤として形成さ

れてきた特殊教育制度に還元することは、理論上も実践上も無理がある。

特別支援教育制度は、 2007(平成 19)年度の特殊教育制度からの転換以降、マイナーチ

ェンジを重ねて、インクルーシブ教育あるいは特別なニーズ〉教育への接近がみられる。そ

の最たる例は、特別支援教育の英訳である。当初は、 specialsupport educationという英

語として奇妙と思われる表現から、 specialneeds educationというイギリス風の表現に変

わった。特定Ij支援教育における社会的な広がりも、学校内に限定されていた視野も、共生

社会との繋がりをもたせた。しかし特別支援教育の理論のインクノレーシブ、教育との類似性
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は、必ずしも内在的であるとはいえないし、インクノレーシブ教育が提起した重要な観点を

付度していないように思われるのである。

このように、特別支援教育の問題の所在とその解決を検討するためには、特殊教育の改

革で解決できる部分と特殊教育から離脱しなければ解決できない部分があるのであるから、

特殊教育の功罪についてその前史から、成立と展開におけるそれぞれ時点での文脈におい

て特殊教育を理解することが不可欠である、伺時に、特別支援教育を検討するには、イン

クルーシブ?教育運動における特殊教育批判もまた必要な手続きである D 以上の理由から、

障害児教育の成立以降の歴史的考察を詳締に検討するとともに、現代のインクノレーシブ教

育運動の理念および実態と特別支援教育の関連について検討することにする。

なお、これまでに発表した論文等を、一部加筆・修正を加えて使用しているD
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第 1章 障害児教育における目的・本質論の歴史的変遷と
その理論的・実践的意義一序説

1.現代の障害者政策の潮流・動向とその理解

1 .はじめに

中村満紀男・岡 典子

障害のある子どもが教育の機会を享受するようになって、人類史上では 150余年が経過

するが、その問、障害児が教育を受ける社会的・法的根拠も、社会との関係も、根本的と

いってよいほど変化してきた。すべての障害児を教育の対象とする法制は、 1970年代のイ

ギリス・アメリカ合衆国・日本において成立した。現代において、日本のように障害のあ

るすべての子どもが教育を受けることを実質的に達成している国は例外的であり、ほとん

どの国では、全員就学を積極的に推進することは理念的レベノレに留まっており、国際的に

普遍的な政策上の目標となっているといってよい。

たとえば理念では、 2006年 12月 13F-l、第 61回国連総会本会議において障害者権利条約

が採択された。政策上では、ヨーロッパ連合におけるように、障害のある人の教育は社会

的排除に対する対応のーっとして積極的に推進されている。しかもこれらの理念や政策は、

国連総会で採択されたごとく、先進国に限定されるわけではなく、開発途上国においても

普通的な支持を得ているといえるのであるD

現代において国際的に標準的な障害児教育の動向を例示してみると、①全員就学および

最終自的としての島立と社会への完全参加、②その百的達成と学校教育全期間との関連づ

けおよび教育と生活における環境整備の重視、③学校教育とそれ以外のサービスとの密接

な関連づけおよびそのシステム化、④サーピス過程の文書化、⑤サービス決定における当

事者の意思尊重、⑤経費-効果問題があげられる。

2. 理念としての抽象性

しかし、これらの動向がどの程度現実化しているのかということになると、いくつかの

重要な問題がある O その第一は、理念で示されている表現は抽象的な表現になっているこ

とである O 国連障害者権利条約では、その目的について「すべての障害者によるあらゆる

人権及び基本的自由の完全かっ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障

害者の固有の尊厳の尊重を促進すること J(外務省)とされている。

上記の理念は多かれ少なかれ政策に反映されるが、政策化での記述は概括的である。文

部科学省は、ホームページにおいて「特別支援教育Jについて以下のように書いている(文

部科学省)0 ["特別支援教育Jとは、

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視

点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生

活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので
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す。

つまり、特別支援教育の最終目的は、障害児本人による主体的な自立と社会参加であり、

そのためには障害児は自分が直面している困難を自ら改善・克服することが必要であり、

それは、学校や教師が個別的に障害児のニーズを把握し、適切な指導と必要な支援によっ

て障害児一人ひとりの可能性を具体的な力にすることによって達成される、との趣昏であ

ると解される O 上記の国際的動向が、少なくとも部分的に反映していることだけは確かで

ある口

3. 新しい潮流や動向の特徴

第二は、私たちは何ごとであれ、到達点を行動の基準として考えがちである。障害児教

育においても、欧米や国際機関における潮流や、それを承けての国内の動向を前提として

研究や実践が行われ、あるいは新しいシステムが構想・試行されている D 新しい潮流や動

向は、過去の問題を改善あるいは解消するうえで、何らかの革新的な要素を提起している

のであるから、それに従うのは当然のことといってよい。

しかし最新の潮流や動向が最善であるとは限らないことも、認識しておく必要がある。

ニューヨーク州立白痴続における医師で校長の H.B. ウィノレバー (HerveyBackus Wilbur 

1820-1883)が年次報告に記載した極めて発達が遅れた 3事例の報告 (NewYork State Asylum 

fOl角 theIdiots [1866J 16-17) は、現代においても続床的にも実践的にも貴重な情報であ

るばかりか、障害児教育の本質に追る内容を含んでいるが、その報告は実に 1866年に発表

されたのである。

アメリカのインクルージョン論争で特殊教育擁護の立場から名を馳せた JM. カウフマ

ン (JamesM. Kauffman) は 19世紀の白痴学校の教育実践について積極的な再評価を試み

ているが、当時の白痴教育指導者が用いた指導技術は、個別的アセスメント、多重感覚法、

正の強化を駆使していたと評価している。この再評価のなかには、重度の白痴と情緒障害

の密接な関連が、当時認識されていたことも含まれる (Kauffman [1976J342)0 

また潮流や動向は絶えず変化するので、ある時点で最先端を進んでいた考え方は、状況

が変わると指弾の対象となることがある。第二次世界大戦前のアメリカの代表的な精神薄

弱者施設であったエルウィン施設 (PennsylvaniaTraining School For Feeble-minded 

Children)の第三代施設長、精神科医の1.N. カーリン(Isaac Newton Ker 1 in 1834-1893) 

はそのような典型的な人物であった(タイオワ・ベル[1988J 81-85 ; トレント [1997上J116-

122)。大規模・隔離化が最先端の施設経営であった 19世紀末までは、彼は大規模・稿離化

への理論的・実践的に先鞭をつけた先覚者として高く評価されていたが、 20世紀初頭にな

りコミュニティ・ケアへの転換がトレンドになった時代には、カーリンは過去の遺物と見

なされるようになる。大規模・隔離化は、精神薄弱者の長期入所による社会妨衛を主眼と

し、入所者には保護的処遇を重視したというのが一般的な理解である口しかしそのような

トレンドに従っただけのカーリン理解は妥当なのだろうか。

そのような通説的理解に疑問を投げかける材料をいくつか挙げてみよう。一つは、カー
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リンの処遇論における教育の位置である。彼は、施設名に含まれる“School"を意識して、

1867年につぎのように述べている o r私たちの組織の法人名は“School"であるD 入所した

158名のうちの 92名にとって、当施設は本質的に学校であるJ(Pennsy 1 vania Training 

School For Feeble-minded Children [1867]p.7-8)。カーリンは、何をもって全入所者の

6割近い精神薄弱者に対して、エノレウィン施設が学校であると称したのであろうか。また

その学校は何を行ったのか。しかもこの叙述がなされている 1867年という時期は、彼の施

設が国内でいち早く学校単一機能から収容部門の併設へ転換した時期であったことは興味

深い。ともかく、カーリンが保護的処遇だけを提供したのではなく、教育を重視したこと

は間違いない。

もう一つは、カーリンの精神薄弱者処遇論における生活の位置である。カーリンが精神

薄弱脅威論の先駆となり、また生殖器除去のための去勢を唱導し、かつ少数ながら実施し

たことと、精神薄弱者の施設内での長期保護という彼の処遇方針を連動させることで、日

常の施設生活の苛酷さを連想させるのであるが、実際には彼は精神薄弱者の幸福を第一義

として生活日課を設定したことの先駆性はほとんど無視されている。完全、意的で部分的な先

駆性への着臣に基づくカーリン理解は、彼と同時代の精神薄弱処遇論の本質に迫ることが

できないであろう D

4. 潮流・動向と歴史的・社会的・文化的文脈

第三は、潮流や動向は歴史的・社会的・文化的な文脈に位援づけてこそ、理解可能であ

る。 WHOの 2001年の ICF(International Classification of Functioning， Disabili ty and 

Health) の改訂も、上記の由連障害者権利条約の内容決定も、実現までに時間を要したの

は、従来のように欧米先進国を基準とする考え方が適用できない国や地域、文化等の現実

が認識されたためである。また、障害カテゴリーによる考え方の違いも考慮に入れる必要

があっためである。 r障害」がもたらす問題を時空と文脈に基づく構造として把握するプロ

セスが必要なゆえんである。いし、かえれば、潮流や動向の怒意的なつまみ食いや障害を超

越した安易な一般化も、各障害における独自性のみの蛸壷化をも回避した、普遍性と独自

性という緊張関係のなかで、さまざまな文脈を考慮に入れつつ、潮流や動向を吟味しなが

ら、障害のある人々に対するサービスの内容とその提供方法を具体化することが必要であ

ろう O

11.研究目的の設定と意義

1 .研究の毘的

小論で、は、障害のある子どもの教育の目的と本質が、どのような趣旨や目的から障害児

の学校創始者により提起され、関係者において定着あるいは変容してきたのかの歴史的変

遷とその理論的・実践的意義について、障害の種別や程度ごとに時系列その他の観点から

研究の意義と方法を中心に予備的に検討することを l目的とする。そこで、研究の意義を提

案し(本章)、本研究の課題を達成するための方法と観点を検討する(次章)。
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2. 本研究の意義

障害児教育に関する理念や政策の具体化において、それが最も顕著に表れるのは教育の

目的と本質に関する規定や考え方であると思われる O 教育の目的や本質論はいつの時代で

あっても、指針や努力目標に過ぎないプログラム的規定として抽象的に存在することはあ

りえず、何らかの具体化は不可避であると思われる。その具体化を規定する要因は、それ

ぞ、れの国や地域の社会的・教育的背景、その時点での社会と学校からみた必要性、教育サ

ービスを受ける人々の要求、それまでの歴史、教育に関連する資源の蓄積と質等であろう。

障害児教育の社会的・経済的基盤が脆弱だ、った慈善事業時代には、主導者は、イ可らかの

斬新性と社会的有用性を意識して教育の目的・目標・本質に関する考え方を提起し、その

社会的是認に努力し、法的・社会的規定に結実させないと、原初的な障害児教育機関であ

った聾唖院と盲院は、その存続も事業の継続もできなったはずである。

しかし、障害児教育の制度的・社会的基盤が安定してくると、社会との緊張関係は希薄

となり、障害児教育が存続することは当然のこととなってし 1くO 一方で、公立学校におけ

る障害児の教育が拡大するにつれて、障害児の教育機会の法制的根拠も障害のない子ども

のそれが援用されることで、教育の目的と本質も通常教育と同等になる。その結果、草創

期の障害児教育の先達がその獲得に苦闘した教育機会の提供は義務教育の一環として当然

のこととなり、初期の教育の目的と本質に関する考え方は陳腐とみなされるようになり、

教育の目的・本質論は形骸化してきたように思われる O その結果、障害児の教育を開拓し

た人々が直面した現実に対する切実な意識や感情は継承されず、教育の目的と本質の探求

は、いわばルーティン化した手続きに変形することがあるのである

上記の文部科学省ホームページにおける特別支援教育の説明が教育目的における現代の

特別支援教育の一つの到達点であるとして、その記述における自立と社会参加は、障害児

教育草倉Ij期におけるそれとどのように異なるのであろうか。自立や社会参加の程度と範囲

なのか、主体性の関与の問題なのか。当然のことながら、障害児教育の草創期においても

障害児は自分が直面している困難を改善・克服することに対して、現在以上に努力しなけ

れば生活が成立しなかったはずであり、そのためには、上記でカウフマンの指t商を引用し

たように学校や教師の側での障害児のニーズの個別的な把握、適切な指導と必要な支援を

行うことで、自立や社会参加の実現を図っていたはずである。現代における「移行支援j

は、聾唖l涜と富院が当初から果たしてきた固有の機能だ、った。

教育の目的と本質に関する規定も考え方も、社会によって大きな影響を受けるのである

が、現代におけるそれは草創期のものとは異なることは認識されているものの、その相違

が実際に意味することは、行政家だけでなく実践家あるいは研究者ですら理解されている

とは限らない。その例として文部科学省ホームページにおける特別支援教育の説明を引用

したのである。

つまり、文言だけから捉えようとすると、程度や範囲の問題しか認識されなくなるので

あり、一定の研究手続きによって教育の自的や本質に対する広義の教育関係者の取組を解
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明しなければその実体や含意は把握できないのである。

3. 障害児教斉の目的・本質論と実践との関係

ところで、障害児教育の自的と本質の変遷とその意義の理解は、実践にも影響する。そ

れは一般的・共通約・連続的・ノレーティン的な側面と、具体的で障害男IJの個別的な側面や

不連続で創造的な側面に分けられる。前者はとかく観念的に認識され、後者は子どもの個

人ごとに分解される。一般的な面を具体的な話にどのように具現するかという問題は、学

校内・学級内に限定されがちであり、必ずしも学校全体そして学校外での共通理解と両者

間の議論を経たうえでの認識まで昇華するとは限らず、部分的な認識しか達成されていな

。
、、.、hv

そのレベノレにしか達しないのは、教員の呂常が多忙すぎるということもあるが、教育の

目的と本質の世界史的意義が観念的レベルに留まっていることにもよる。もちろん世界的

動向のみが教育目的を規定するのではないし、日本の社会的・文化的文脈も教育の目的と

本質の設定には関連する重要な要素であるが、国際的動向=グローバルな文脈と日本ニロ

ーカルな文脈との相互関連づけを経て、教育の目的と本質が考慮、されているとは限らなし ¥2

しかしながら、教育目的におけるグローバノレな到達点が、近代の慈善事業における障害

児教育の成立期以降、義務教育段階における障害児教育の公教育性の{寸与と通常教育から

の;f!補佐、そして統合教育を経てインクノレージョンにおける一元的制度における障害児教育

の提唱を経て達成されていることを考えると、障害児教育における目的と本質がどのよう

な背景と矛盾を抱えながら、また、教育対象の区分と選31Jや教育内容の選択と設定をし1か

なる根拠に基づいて好余曲折しながら展開してきたのかは、障害児教育における理論と実

践を考えた場合、改めて検討する価値があると思われる。

現代の理念は、障害児教育に対する社会的支持を間接的に示すものではあるし、障害の

ある人々に対する教育の提供においては、もちろんプラスに作用する D しかしながら、あ

る障害種別の人々に、あるいは一人ひとりの障害のある子どもに、このような理念を具体

的な教育において構想するとなると、問題はそれほど簡単ではない。ともすれば理念倒れ

になりがちであり、障害カテゴリー・フリーとカテゴり ~3iJに必要な専門性の違いが混同

されたりする。また、教育に関連する各分野間で、利害が必ずしも一致するとは限らない

から、それを調整する必要があるだけでなく、学校教育分野のアイデンティティおよび富

有の役割も明確にしなければならない。

I I 1.研究方法とその根拠

1 .基本的観点

教育の目的および本質の変化とその意義が解明できるような研究の方法について、予め

その要素を簡単に説明し、各要素に演する詳しい説明は後述する。当然のことながらそれ

ぞれの要素は関連しあっているが、関連の様相は多様である。

基本的には時間的経過と障害カテゴリーの組合せによる。障害カテゴリーについては、



比較基準の障害として聴覚障害と視覚障害を設定するD

これらの要素が相互に関連しあっているために記述が繰り返されやすいが、可能な限り、

重複しないように検討し、記述する。

空間については、小論ではアメリカ合衆冨を中心とする。その理由は、研究成果の蓄積、

体系的な資料と言語上の制約である。地理的・文化的に異なる他の空間との比較3は、小論

のようなテーマにおいては不可欠な作業であるが、つぎの研究段階とする。

2. 時系列

結害児教育の目的と本質について時系列的に検討するといった場合、単純にその経過を

辿るのではない。時間的変化は成長や上昇の変化を意味するとは限らなし¥からである O そ

こで、時間的変化のなかに、どのような理論的・実践的含意が読み取れるのかを意識して

追究することを意図したい。

( 1 )第一段階 1810-1830年代:時系列の画期については、第一段階は 1810年代から

1830年代であり、慈善事業として聾唖児、盲児、白痴児の教育が成立した時期である。自

痴児は後述するように障害カテゴリーという点で、前二者の障害児とは異なる側面がある

が、この時期の自痴児教育では、「学校Jr教育」において前二者との連続性が不可欠な条

件として成立したという意味で、このグ、ノレーフ。に含める。

( 2 )第二段階 19世紀末-1910年代:第二段階は、聾唖院・富院が学校教育に脱皮し

た 19世紀末から 1910年代とする。この時期では、かつての白痴学校は大規模で隔離的な

精神薄弱者施設に変容し、年少精神薄弱者だけを対象とする学校から幼児と成人と老人を

含む幅広い年齢の状態の精神薄弱者を対象とする施設となり、それに伴って学校の役割や

教育の機能は対応せざるをえなかった。精神薄弱脅威論という社会的な観点が非常に強力

に処遇に反映せざるをえなかった時代であった。

またこの時期では、公立学校で義務教育の確立に伴い、学業・行動・健康における逸脱

問題が発生しつつあった公立学校における障害児への対処が成立し、障害児教育成立の第

二期となる。いち早く 19世紀末には中西部州の公立学校制度内に設置されていた聾唖学校

はコミュニケーション・モードを手話法から口話法に転換させる D また、公立学校特殊学

級(学校)の開設は、正常基準への逸脱と公立学校機能化への教育的対応、そして社会改革

の意図という意味では、現代におけるインクルーシブ教育運動に通底する要素を含んでい

る時期である。

( 3 )第三段階 1920-50年代:第三段階は、大都市では公立学校特殊学級における障

害児への教育的対応が特殊教育制度として展開する 1920-50年代とする。この時期の公立

学校では、すでに開設されていた聾学校から難聴学級が分離し、同じく盲学級から視力保

存学級が分離するほか、結核や虚弱の関窓学級、肢体不自由学級、言語障害学級も開設さ

れるようになる。公立学校制度は州管轄の特別学校とは異なるコミュニティ基盤の教育制

度であり、樟害児が障害のない子どもと同一の根拠で教育が提供される一方で、障害児教

育が、公立学校を価値基準とする枠組みに組み込まれることを意味する。なかでも 19世紀
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末から大都市を中心に設置されていた精神薄弱学級の在籍者数はこの時期にまもなく所施

設収容数に迫るようになり、同時に通常学級から学業・行動・健康上の逸脱児を特殊学級

に委託するダンピング問題が指摘されるようになる。チトi管轄の障害児の学校や施設では、

肢体不自由やてんかんの子どもの機関が少数ながら開設される。指導主事職を設置する都

市や、特殊教育の州行政制度を整備する事例も見られようになり、連邦教育局に特殊教育

専門官が設置される時期である。

なおこの段階は長期間となっているが、 1920年代末に発生した大不況と第二次世界大戦

を挟んだ時期のために、基本的には同ーの状況にあったという認識に基づく。

(4 )第四段階 1960-1980年代:第四設借は 1960-1980年代であり、教育を受ける主

たる湯が寄宿制の学校から公立学校に転換するようになったこと、統合教育が開始される

ようになったこと、そして重度知的障害や重複障害の子どもの教育が課題になったことを

特徴とする時代であった。また、脱施設化の潮流が拡大するとともに、入所施設自体の存

在が否定されるような風潮となる。重度知的樟害児の公立学校への入学拒否と精神薄弱児

の特殊学級への措置が司法の問題になった時代でもあった。

( 5 )第五段階 1990年代以降:第五段階は 1990年代以降の時期である。この時期は、

インクノレーシブ教育運動が国際機関や英国・米国・北欧諸国の国策となった時代であり、

これまでの特殊教育的枠組みに対する根本的な再検討-を提起した。しかし現代の特殊教育

が抱える問題は、スティグ、マを初め、 19世紀前半に障害児の教育が創始され、展開された

過程において何らかの形で内包してきたことに留意する必要がある。

( 6 )作業仮説としての持期区分:上記の時期区分は、もとより作業上の便宜的な基

準である。アメリカ国内で、河じ時期において罰ーの障害カテゴリーに属するすべての教

育機関が同等のレベルに達することはありえない。州立であれ公立であれ法人立であれ、

新しい事業に必要な員オ源は民間人の自発的な寄金や州や地方自治体の特別補助金によるこ

とが多いが、それは、個々人や公共団体が、時代の溺流を探り当て、それを先導した校長・

施設長等の理念に共鳴した結果であるか、政策的な計算によるものであろう。そのような

例として、学校教育への脱皮の象徴となったパーキンス盲学校幼稚部の開設(1886年)や

パインランド精神薄弱者施設に拠点を置いた脅威論に基づく研究・運動団体の精神薄弱者

対策委員会 (TheCo~nittee on Provision for the Feeble-minded. 1915年結成)が挙げ

られる。

このように、人材や財源により、教育の在り方は変化せざるをえないし、そのような要

素の有無によって、学校や施設の到達点は変化するから、上述した時期設定は、先端のあ

るいは主要な学校・施設を念頭においた基準であるといってよい。

3. 障害カテゴリー

( 1 )基準としての聴覚障害教育と視覚障害教育:全体の期間を通じて聴覚障害教育

と視覚障害教育を基準とする。その理由は、障害児教育のなかで最も古い歴史をもってい

ること、教育の内容・方法が長期間をかけて確立されてきたこと、通常の教育との連続性
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が強いことが挙げられる。聾!車教育は 18世紀半ばにヨーロッパの三地域で、富教育はパリ

で 1784年に創始され、アメリカで最初〕の聾唖院は 1817年にコネチカット州ハートフォー

ドに、富院は 1831年にニューヨーク市に開設される。これらの学校は、どのようなコミュ

ニケーション・モードを用いるのかが重要な課題であった。そしてそれは、教育の目的・

本質に繋がる問題であったと考えられる。

また歴史が古いことは、教育の内容と方法が長い時間をかけて練られてきたことを意味

することになるし、これらの学校が、知的障害やてんかんのある子どもを入学対象外とし

て運営したことが、教育の内容と方法の通常教育との連続性を高めたのである。

( 2 )対照とする基準

1 )知的障害:穂覚障害と視覚障害を基準とする場合、その対照基準として第一に設

定すべきなのは知的樟害である。その理由の第ーは、聾唖と富の教育機関の創設後に、そ

れらを重要な根拠として白痴学校が創始されたが、白痴学校は、それまでには存在しなか

った学校と教育の在り方を提案しなければならなかった。通常の教育との連続性が希薄で

あるとみなされたからで、ある。

第二の理由は、 19世紀後半において、聴、覚障害と視覚障害が慈善事業から学校教育への

脱皮を自ざした方向と逆行したのが精神薄弱だ、ったからである。そのような方向の一つは、

精神薄弱の社会との関係であり、社会における位置であるが、この点は後述する。聾唖と

盲の専門家の協議の場は社会事業(全国外i慈善・矯正会議、 theNational Conference of 

Chari ties and Correction)から教育(全国教育協会、 theNational Education Association) 

への離脱を図るのに対して、精神薄弱の主たる協議の場は社会事業がますます中心となる O

第三に、知的障害教育は、最も普遍的な教育の内容と方法を提案する可能性をもってい

ると考えられるからである O トロント大学の教育心理学者だった P.サンディフォード

(Peter Sandiford 1882-1941)は、精神薄弱児教育から得ーられる教訓として、①すべての

子どもは侶別的な存在であり、個別的な対応を必要とすること、②正常児では素早くて観

察臨難な精神的操作と過程を、精神薄弱児はきわめてゆっくりと教えてくれることを挙げ

て、 f実際に指導における新しいすべての方法は、精神薄弱者の研究と指導に遡ることがで

きるj と述べている (Sandiford[1913]p.497)口

そのような知的障害教育の可能性にもかかわらず、 f伝統的な教育」の基準に基づいて「平

均的な子どもにぴったり合致する指導の目標・教材・方法が、精神薄弱者にはうまく適用

できないことを、多くの人が認識できていないJ(Berry[1930]p.68) 現実を払拭できない

のが知的障害であった。

2)通常教育:障害児の教育が慈善事業として、義務教育が確立する以前に開始され

たという歴史的経緯は、障害児教育の通常教育からの距離が、その発足当初から存在した

ことを示すが、それは同時に障害児の教育にスティグ、マを付与した理由でもある D しかし

聾唖・盲教育は、慈善事業からの脱皮を自ざす過程で教育の自的・内容・成果において通

常教育への接近が一層生じ、また、 20世紀転換期に公立学校制度に特殊学級が設置される
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ことで、公立学校の枠組みに包含されるようになる D この公立学校制度への編入は、障害

児の教育が障害のない子どもの教育との同等性を獲得すると同時に、障害児の教育が、怠

進級や卒業、就労等における通常の基準によって管理されるということをも意味する。

また、 20世紀初頭の公立学校における障害児と障害のない子どもとの「共学 (co-education)J

以降、現代における統合・主流化・インクノレーシブ教育まで、その目的と方法、教育の場、

通常教育の生徒との関係は、重要な評価項目となる。

3) てんかん、技体不自由、脳性麻痔、重度知的障害:教育機会から排除される障害

や、逆に新しく教育の対象となる障害は、それまで教育の対象となってきた子どもたちに

はない、付加的な意味をもっている O てんかんは聾唖や富と重複する場合は例外なく聾唖

と盲の学校の入学拒否の対象であり、 19世紀中に一部の州で州立てんかん者施設または精

神薄弱者施設の一部門として保護対象となってし、く O しかし 20世紀半ばになって医療約に

不治とされてきたてんかんを公立学校の対象とする場合に、学校と教育の役割や教育の臣

的と本質に関する従来の見方をどのよう変更することによって、教育へのバリアをクリア

したのであろうか。抗てんかん剤の開発以外の何が、てんかん児の公立学校への就学を可

能にしたのであろうか。

肢体不自由もまた、 19世紀後半に病!涜内での治療のみの対象から教育国有の役割の発見

を経て、教育が不可欠な位置を獲得していく(中村[1991])結果、 20世紀になって肢体不自

由の病院・学校がいくつかの州で誕生する(越、[2008J)0肢体不自由の場合、教青の目的・

本質という観点からとりわけ注告されるのは、身体奇形や移動困難によるアイデンティテ

ィや劣等感に対する心理的配慮と心身の総合的育成が、他の障害にくらべて格段に指導上

の重点事項になるという点にある口

重度知的障害は比較的新しい障害カテゴリーであり、 1960年代以降、障害児のなかで最

も最後に教育機会を提供されたが、それは、彼らの状態に対応する教育方法が乏しかった

だけでなく、教育成果の評価が困難であったからである。しかし知的障害が樟害児教育に

対して提起した問題は、その内容が多様であり、問題が多元的で、あるだけでなく、根本的

である。その主たる理由は、重度知的障害児が、他のさまざまな障害や状態を併せ持って

いて、生命を維持しているだけにみえるような状態もあり、基礎的な感覚・運動的な観点

からのアプローチを必要とするという指導法上の問題があるからである。

しかし彼らは、そのような教育方法の創意工夫に満ちた開発を私たちに要求する挑戦的

な側面をもっていることは、上記のウイノレバーを初め、研究者にも刺激を与えてきた

(Doll [1964J)。それだけでなく、彼らは、教育の可能性と成果、学校教育の機能と役割や

専門性を私たちにj習し 1かけ続けているからであり、現代においてもなお私たちは十分な答

えを用意できない子どもたちがし 1る4。この意味で¥重度知的障害は、教育の自的と本質を

考える場合、重要な検討すべき要素である口

4)学業不振、行動・情緒的問題、軽度の障害、脳燈害:学業不振問題は、古典的か

っ現代的問題である。就学義務の強化に伴う公立学校への通学の通年化と進級基準の厳格
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化によって、都市公立学校で学業不振問題が深刻な問題として成立したのが 19世紀末であ

った。しかし学業不振は結果的で表面的な現象である側面があり、その原因は実に多様で

多元的であった。とりわけ、アメリカ社会が急速に農業社会から工業社会に転換しつつあ

った 19世紀末には、貧留に伴う家庭の文化的な環境と栄養および健度上の問題が顕著で、

学校における衛生的問題、 1学級当たりの多人数と教員の量・質の問題、急激に変化しつ

つある社会秩序への不適応宿題に加えて、移民国家アメリカとしての言語・宗教・文化等

の独特の問題が、学業不振問題を複雑にしたのである。

しかし学業不振問題は、公立学校の機能向上、効率的な経費の使用、社会発展に必要な

人的資源育成に結果するために放置されることは社会的に許されなかったから、市教育委

員会は改善に大いに努力することになるD

しかし、ここでは学業不振問題が、別の観点から追究することも、小論のテーマにとっ

て重要性である。第一にそれは、学業不振の個々の原因究明の作業が、それまで概念化さ

れていなかった新しい障害カテゴリーが分化することで、学業不振の解消や軽減につなが

ったことである。最も明白な例は、難聴や弱視のような比較的軽度の障害や病弱・虚弱で

あるが、それぞれの特殊学級(学校)の開設と通学の規則化と障害や状態に対応した指導

によって、学業不振が改善あるいは解消できることが多かった。

第二に、もっと重要なことは、知能が正常で他の顕著な障害が観察されないにもかかわ

らず、学業不振の状態にある子どもに対して、一部の心理学者が強い関心を示したことで

あり、彼らが案出したアプローチが、教育的働きかけの方法を開発し、教育が国難な子ど

もの指導を有効なものとしたことである O このような代表的な例として A.A.ストラウス

(Alfred A. Strauss 1897-1957) らの脳障害児に対する診断と指導の試みがある

(Strauss [1951]) 0 

しかしこのような評価がなされていない歴史上の例も、実際には多いものと思われる。

そのような一人に、 1896年にペンシルベニア大学にアメリカ最初の心理クリニックを開設

したL.ウィトマー (LightnerWitmer 1867-1956) がいる(班cReynolds[1997J)。彼は臨床

心理学の祖として名を遺しているが、その業績に対する正当な評価を受けてこなかった人

物である。小論で、のウィトマーに関する関心は、知能を含めて明確な障害が観察できない

にもかかわらず学業や行動や情緒の点から公立学校教育に適応困難な子どもが明らかに存

在していたことと、このような子どもに対して心理学的な関心をもったウィトマーのよう

な専門家が存在したことである。ウィトマーは、「学業の遅れおよび行動の逸脱を研究し、

何らかの理由のために学業に遅れがあったり、行動に逸脱があったりることが分かつてい

る子どもを正常な状態に回復する方法を研究する科学」を正常発達科学 (orthogenics) と

命名した (Witmer[1909J122)。

ウィトマーのように正常とみられる子どもと障害児との狭間にいた子どもに興味をもち、

具体的な活動をしたにもかかわらず、その活動が雑誌上にしか遺されていない事例には、

M. P. E.グロースマン (MaximilianPaul Eugen Groszmann 1855-1922)や].E. W.ウォーリン
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(John Edward Wallace Wallin 1876-1969)がいる。グロースマンは「通常のやり方や通

常の基準では進級できない一一一(r平均的な典型児・正常児j とは異なる、 f独特の要求・ニ

ーズ・適性j のある)子どもj に関心をもったのである (Groszmann[1908]p.31)o ウォー

リンは重度級を含む精神薄弱児をはじめとして、てんかん、言語障害だけでなく、「正常J

児(者)のマイナーな精神的不適応にも関心を示した (Wallin[nd;np])口また、勤務先が

変わる度に各地の公立学校を中心にクリニックを凋設した(Anonymous[1945])o彼らの共通

点は臨床的方法を重視した点であり、ウィトマーとグロースマン(そしてストラウス)は、

診断と指導のための私立学校を開設した。彼らが対象となる子どもだけでなく、公立学校

教育にも大きな関心をすムっていたことも共通している。

学業不振問題が重要な第三の理由は、このような子どもの教育的措撞である O 当時にあ

っては、明確な障害が診断できない、学業や行動が標準レベノレまで達していない子どもの

大半は教育上、通常学級で放置されるか、精神薄弱児学級へダンピングされた例が多かっ

たと思われる。彼らは、公立学校の運営が課程制に基づいていた当時にあって、大量の落

第者・留年者のかなりの部分を占めたであろうと思われる。公立学校は彼らの教育の目的

と本質をどのように考えていたのであろうか。ウィトマーたちは、彼らが関心を抱いた子

どもたちにどのような将来像を描いて教育をしようとしたのであろうか。そのような成果

を公立学校教育にどのように還元しようとしていたのであろうか。

アメリカの公立学校教育において、 19世紀以降、一貫して大きな問題であったのは非行

問題であった口当初は単純な精神薄弱還元論で推移していたが、 1920年代初め、 E.A.ドノレ

(Edgar Arnold Doll 1889-1968)は臨床約方法によって、非行は実際には常習的な怠学で

あること、書、学は公立学校が個人差と特別なニーズを無視することによって生じること、

知的タイプに応じた集団と学科課程の編成によって解消可能であることを提起した。彼の

指摘で重要なことは、知能を言語・手技パ心理一身体能力j に分けて、子どもの可能性を

考えたことである口かくしてドノレからみれば、従来の非行児の多くは「望ましいシティズ

ンシップJが期待される生徒になりえたのである (Doll[1921]p.482，483，485)

4 対象者、社会、専門家、当事者

( 1 )対象者の数、教育可能性、最終達成度:教育の目的や本質に関わる項目として、

教育の対象者数やその規模は、潜在的ながら規定的要素である。ある障害に対する社会的

態度は、すべての障害において同等に形成されるわけではない。社会にとって重要である

か否かの一つの要素は、障害カテゴリーの数量である。もう一つは、障害カテゴリーが存

在することの社会に対する意義である。 19世紀末に精神薄弱がおそらく史上初めて社会に

対して大きな意味をもったのは、その脅威性と矯正図難性であったし、狂気とともに当時

最大規模の樟害カテゴリーであったからである。

現代において発達障害が重要な政策項目に昇格した一つの理由が、学習障害が児童生徒

の6%も存在するという推定値によっていたことは否定できない。また彼らが、適切な指

導条件下では、 )1慎調に成長・発達が可能であるとの教育可能性あるいは最終達成度の予測

門
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も、かなり重要な意味をもっ。逆に、通常教育環境に有害となると理解されることで、そ

の重要性が理解される障害カテゴリーもある口

( 2) コミュニケーション・モード:聴覚障害教育では、手話法と口話法の選択が重要

な問題として展開してきたが、この選択は、墾唖者の教育が目ざすべき人間像と社会にお

ける聾唖者の位置に深く関連する問題で、もあった。アメリカでは、 19世紀末には白話法へ

の転換がトレンドとなり、都市公立学校制度に開設された通学制聾学校を舞台に、口話法

が他のモードを排除して拡大していく O この二つのコミュニケーション・モード(そして

併用法も)はそれ自体の優劣の問題だけではなく、言語の意味、聾唖者と社会の関係につ

いても、異なる見解をもっていたように患われる。したがって、少なくとも口話法に立っ

て構想する教育の考え方は、交換可能な理念、と内容ではありえず、手話法のそれとは相容

れなかった。

コミュニケーション・モードは聴覚障害だけの問題ではない。視党障害教青においても、

少なくともブライユ点字が標準的地位を占めるに至る 19世紀末の前までは、盲児がどのよ

うな文字を選択すべきなのかは、聾児の場合ほどではないにせよ、重要な意味があったと

思われる口議長字の選択におけるアノレファベット・タイプか速記文字タイプの選択がそれで

ある O 現代においては、点字の習得が、録音メディアや読み上げソフトに代替可能なのか

という議論がある (Okaand Nakamura[2005]553-555)o 弱視児の教育が視力保存の問題で

あった時期には、彼らは擬似的な盲として扱われたように、指導される文字は墨字ではな

く、点字となる傾向があった。彼らは盲なのか弱視なのかという彼らのアイデンティティ

がまさに、自ざすべき教育の最終目標において根本的な違いがあったはずである口

重度知的障害児の指導における音声言語か簡単なサイン習得かの議論も、撃と盲におけ

るコミュニケーション・モードの議論の延長線上にあるように思われる。

( 3 )シティズンシップ、社会的位置、社会との関係:障害の社会的位震は、教育の

在り方を規定する要素であった。障害のある子どもに、教育期間中にどのような社会的位

置づけを考えるのか、教育後に、どこに生活の場を設定し、社会との関係を構築するのか

は、障害児学校の懸案事項だ、った。とくに視覚障害教育では、学校教育後の生活の場は、

一般の社会への接近を目ざし、盲学校は社会の構成員に加入できるように生徒を教育した

し、市民としての参加が教育の成功の証拠であると考えた。他の障害でも、程度の差やど

の学校段階における課題であるかの問題はあっても、一般社会への接近は共通の方向であ

ったといえるだろう O

それに対して、 19世紀末の精神薄弱者の場合、社会との敵対関係が措定され、社会と彼

ら本人を保護するために、精神薄弱者は大規模な施設に隔離された口したがって、精神薄

弱者にはコミュニティへの参加もありえず、市民という概念も存在しなかった。精神薄弱

者施設は自己完結した精神薄弱コミュニティであった。精神薄弱カテゴリーが社会との関

係で複雑なのは、精神薄弱者の社会へのインフォーマノレな参加が実態としてありながら、

政策や精神薄弱専門家の見解に見られるようにフォーマルには彼らの社会への加入に対し
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ては拒否していたという実態との本離がかなり存在したと思われるからである。このよう

な軍離は、 20世紀初頭の公立学校特殊学級における教育や、まもなく施設でも始まる社会

適応を意識した施設内学校プログラムにおいて、どのように対処されたのであろうか。そ

して第二次世界大戦後に、精神薄弱児開の儲人差と異質性を認識したうえで、改めて社会

の一員としての意識した教育において (Rosenzweigand McAllister[1949])、精神薄弱児

の教育の目的と本質はどのように展開されていくのであろうか。

社会との関係、を測る項目の一つが、経費問題である口経費-効果問題は、インクルーシ

ブ教育運動において初めて提起されたのではなく、アメリカにおける伝統的な事業評価基

準であり、慈善・社会事業においても公立学校特殊学級(学校)においても、一人当たり

経費によって成果の一部を測定されたのであり、障害児(者)以外の教育や福祉にも適用

された。経費項臣もまた、障害児教育の在り方を規定するのである。

社会との関係において参照すべきもう一つの項自は戦争と大不況である。二つの世界大

戦はとりわけ、公教育の目的に大きな影響を与えている。もう一つは人類最初の世界的な

経済的な困難であった大不況である。これらの歴史上希に見る社会的・経済的な変動が障

害児教育の在り方にどのような影響を与えたのかについて、検討をすることが不可欠であ

る。

(4 )当事者、親、利用者、専門家:教育の自的と本質は、学校内だけで専門家たる

教員だけが決めるのではなく、社会が、そして後には親、ある場合には障害当事者本人が

参加して決定するように変化しつつある。しかし歴史的には、障害児の寄宿制学校であれ、

公立学校特殊学級であれ、その大半は教育の臣的と在り方は専門家が主導してきた。その

ような意味で、教員組織や専門家の組織における議論は重要な材料となる。糖、覚障害でも

視覚障害でも 19世紀中には教員の全国組織の活動が始まるが、精神薄弱分野でも 1920年

代末には、小規模ながら広域の教員研究組織が結成されるようになる。

障害当事者がイニシアティブをとるのは感覚障害に例が見られる。 19世紀第4四半期に

おいて一部の公立学校に開設された手話法聾学校は、帯、覚障害者が主導した学校が少なく

ない。また、 20世紀初頭に少数の公立学校に開設された盲学級の初期では、盲人あるいは

富人援護団体がその開設と展開に関与している。他方で、法人立を含む公的な寄宿制の聾

唖学校・盲学校は、障害のない専門家が経営していた。

それでは、学校や施設を利用する親はどのように関与するのであろうか。それが顕著に

見られるのは聾児の親であった。 19世紀後半に司話法による教育を要求する社会上層の親

が出現したが、これは、学校形態や教育の内容に対する明確な要求を親の立場から行った

アメリカで最初の例であろう 5 20世紀転換期の公立学校聾学校設立運動では、中産層の親

も口話法を要求するようになる(中村[1991]p.28-29)。富児の就学形態における寄宿秘から

通学制への転換をもたらしたのは、 1950-60年代の未熟児網膜症をもっ中産麗の親の公立学

校就学運動であった (Lowenfeld[1975]p‘112)0 

親の要求が提起されにくい俸害カテゴリーである知的障害において、教育や学校の在り
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方に対して殺がイニシアティブをとって発言した例は、富裕層の私立精神薄弱学校におい

てあったように思われ、最初期の例は 19世紀半ばにあるが、 20世紀にもいくつかの例があ

る (Doll[1970])。精神薄弱児の裁からより広範な要求が提起されるのは、 1950年 9月の親

の会 (TheNational Association of Parents and Friends of Mentally Retarded Children) 

の全国組織化 (Hay) と司法への提訴である(タイオワ・ベノレ[1988]p.160-161)o つまり、

精神薄弱カテゴリーでは、親からの要求が社会に対して明示されるのは、ほぼ20世紀半ば

以降のことで、あった。

( 5 )複合的な機能と形態、チーム:教育の対象となる障害カテゴリーの拡大と多様

化は、事業の機能と形態、事業に関与する専門家と分担の仕方を変化させてし1く。この条

件もまた、教育の臣的と本質に関連がある。教員・寮母だけが学校の従事者であった初期

の寄宿制聾唖学校と盲学校から、精神薄弱者やてんかん者施設、公立学校の各種の特殊学

級(学校)、肢体不自由児の病院学校へと拡大するにつれて、ソーシヤノレ・ワーカーだけで

なく、関与する医師の分科が拡大するだけでなく、パラメデイカルの専門家も関与するよ

うになり、心理学の専門も分化する。

またこのような拡大と多様化においては、教育と生活だけでなく、長期の医療も必要と

なり、ある場合には在宅としづ形態も必要となる。

このような関与する専門家の増加と多種化は、学校を複合的な機能の場とし、教育の目

的と本質の設定は、単機能で教員(と寮母)だけの場とは異なる考慮、を必要にするであろ

うと思われるD

5. 資料

小論で使用する資料は、それぞれの検討事項で最も適切な資料とする。可能な限り、一

次的な史資料を活用する。その理由は、障害児に実際に触れあう親、教師、教育行政官、

臨床家としての心理学専門家や医師の障害児教育に関する考え方や見方およびその根拠を

明らかにするには、できるだけ現場に近い資料が望ましし¥からである。その意味で、学校

や施設の事業報告である年次報告は時系列的に刊行されていて、比較対照しやすく適切な

資料である D また実践報告が掲載されている専門誌も、小論の呂的を達成するには適切で

ある。

6. 用語

用語は、歴史上の記述をする場合は、その当時使用されたと思われる表現によって表記

している。

IV.むすび

小論で、は、序説として、障害児教育の目的と本質に関する研究の目的と意義、研究の方法につ

いて検討した。今後は、小論で、提案した方法に基づいて具体的に論を展開していくこととする。

付記 本研究は、学術振興会科学研究補助金に基づく研究の成果の一部であるO
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註

1. たとえば、日本の 1979年養護学校義務制前後は、学校教員も研究者も非常にモラー

ノレが高揚していたが、制度が安定してくると、急速に低下したように思われる(後述

の松田[未発表]の発言を参照)。このように、障害児教育は新しい制度の成立を画期と

みなすが、制度の成立は必ずしもバラ色の将来を保障するものではないのである。

2. グローバルな現代の到達点だけが検討すべき課題であるという意味ではない。日本

の近代以前の歴史を含めて、日本という社会が障害者の存在をどのように認識し、彼

らの生活をどのように考えてきたのかは、別の極めて重要な検討課題である。このよ

うな障害者の社会的位置の変化は、時代によって好余曲折の側面があるにせよ、一定

の原則によって規定されてきたものと思われ、グローパノレな動向との接近と軍離の経

過とその理由を明らかにする必要があるが、小論で、は前者のグローパルな動向を検討

課題とする。

3. 障害と地理的空間や地域を扱った研究として、イングスタッド・ホワイト『障害と

文化よ佐々木・ i可「障害と文化j がある。

4. 長年、重度・重複障害教育の実践的・理論的研究に従事してきた松田直は、 2006年

9月の E本特殊教育学会第 44回大会(群馬大学)で「震度・重複障害児教育の発展に

何が必要か ?J と題するシンポジウムを主催した動機について、重度・重複障害児の

「教育の内容や方法等に様々な問題があると感じj、「事柄によっては以前よりも後退

しているのではなし 1かとさえ患っていたからj と述べている(松田[未発表J)。

5 . 1866年 6月、マサチューセッツ州チェノレムスフォードに開設された口話法による

H. B. ロジャーズ (HarrietB. Rogers 1834-1919) の私立聾学校は、 1967年 10月に州

議会により法人化と州補助が認められて同州ノーザンフ。トンに開設されたクラーク聾

学校に発展するが、この間の学校創設運動の牽引役は、 5歳で失聴した娘をもっ G.G. 

ノ¥ノくード (GardinerGreene Hubbard 1822-1897) だ、った (Irvine[1985-86Jp.378)口彼

は父を州最高裁判事に持つボストンの名家出身の弁護士でビジネスにも関与し、ナシ

ョナル・ジオグラフィック協会の初代会長でもあった口後にロードアイランド州知事

となる H. リピット (HenryLippitt 1818-1891) の夫人も 4歳で失聴した娘に口話法

教育の個人指導を行っていて、ノ¥ノくードの口話法聾学校創設運動に関与した(荒川

[1970J p.362-370)0 このような上層の親の要求は障害のある子どもの要求を代行する

ものとして現れたのであるが、親・家族と障害当事者の要求はつねに調和があるとは

限らない。
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第 2章 アメリ力合衆国草創期における寄宿制障害児教育施設の
慈善性と教育目的・本質との関連

中村満紀男

はじめに

障害児の教育が 18世紀半ばのヨーロッパで、襲という特定の障害のある子どもを対象に

学校という場で教育が始まってから、現代におけるインクルーシブ教育に至るまで、教育

にかかわる人々も、制度も、そして教育に関する考え方も変化してきた。なかでも、教育

によって何を実現するかという包約と、教青の独自で非代替的な営みとしての本質は狭小

で直接的な内容から、広範で、抽象的かっ一般的な内容に変わってきたD それゆえ、現代に

おける学校の目的とその具体的内容である自擦は形式的で画一的な内容になる傾向があり、

それが実際に意味するところは必ずしも明確であるとはいえない。しかしながら教育の自

的・本質は、耳常の教育実践がつねに参照すべき指標である。

そこで、現時点における教育の目的・本質の意味を理解するとともに、それが一つの相

対的な到達点であることを認識するために、近代における障害児教育の成立以降の障害児

教育における自的と本震に関する変遷と意義について整理しておくことは、 j嘩害児教育の

在り方を考察するうえでも実践上も意味があると思われる口

上記のような趣旨から、障害児教育機関において、校長・施設長・教員や研究者が障害

児に教育を提供するにあたって何を意図していたのか、親や障害当事者がそのような教育

をどのように評価していたのかについてその変遷と意味を把握するために、障害児教育の

創始から現代に至るまで、関係者が論じた教育の臣的・本質とその背景や理由について一

連の研究として追究する。

その場合の分析は、一定の観点と基準にしたがって、アメリカ合衆国(以下、アメリカ)を

対象として行う。教育の自的・本質(論)を分析する基本的観点 1としては、時期区分と障

害カテゴリ一、通常教育、対象者、社会、専門家、当事者に設定する。全体の時期はそれ

ぞれの相対的特徴から 5つ(①1810-40年代、②19世紀末-1910年代、③1920-50年代、

④1960-80年代、⑤1990年代以降)に区分する。障害は基準カテゴリー(聾・富)と比較カ

テゴリー(知的障害)およびそれ以外の障害カテゴリーと状態に分化される。しかしこれら

の観点や基準は、すべての時期に同等に出現するわけではない。

研究対象としてアメリカを選択した理由は、 1810年代の障害児教育機関の創設から現代

におけるインクルーシブ教育運動の展開まで、障害児に対する教育の目的と本質を術撤す

るうえで、相対的に条件がそろっているからである口すなわち、民主制・共和国というア

メリカの政治体制ゆえに広く障害児に教育機会が提供される可能性がありえたし、本研究

の課題を検討するうえで関連する研究も資料も比較的整っているからである。

本論文で検討する時期と対象は、 19世紀前半のアメリカにおいて開設された聾唖院、盲
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院、白痴学校とする。

ところで 1810年代後半に創設された聾唖院は、聾唖児という特定の障害カテゴリーの子

どもに対して、従来の保護だけを目的としない、教育を主機能とする新しいタイプの慈善

事業であり、 1830年代前半には富院の創設を導くこととなった。さらに 1840年代末に成立

する白痴学校は、聾R亜院と富院が教育の目的と本質において通常の教育と共通点および連

続性をもつのに対して、白痴学校は、学校および教育の概念において聾唖院および富院と

の不連続性と連続性を不可分な条件として成立し、 19世紀末に聾唖院と盲院が学校化、 i主

痴学校が施設化という対照的で異質な展開を辿ったのである。

なお歴史的研究としての本研究では、白痴(idiot;idiocy)や唖(dumb;mute)のように、

当時用いられた用語を邦訳して使用するものとするD 聾唖院は墾学校の、盲院は盲学校の

慈善事業段階の教育機関を示す用語として使用する。白痴学校は同時期の中度級精神薄弱

児を対象とする教育機関を示す。「院j は asylumや institutionの訳語であり、学校の!日

称として明治初期に一般に使用されていた。

先行研究については本研究のような障害児教育の目的と本賓というテーマに焦点を当て

た研究は見あたらないが、障害児の教育を論じる際に、教育の自的と本質をどのように考

えるかは不可欠の項目であり、何らかの検討がなされているので、必要に応じて適宜、そ

れらを参照することとする。

ト上層の親の発意に基づく新規慈善事業としての聾唖践の創設

1 .ハートフォード聾唖院創設過程における教育の目的と本質の変化

( 1 )創設構想段階における教育の趣崖:アメリカ最初の障害児教育専問機関として

開設されたのは聾唖続で、あった。聾唖~完の創設は、 1810 年代後半から 1820 年代初頭にかけ

て、コネチカット州ハートフォード、ニューヨーク、ブイラデ、ノレフィアの北東部三都市で

実現するが 2、創設動機としてのキリスト教慈善や博愛家による運動は各都市で共通するも

のの、各都市の創設計画やその推進者の存在は必ずしも同じで、はなかった。このことは、

後述するように欝教育の目的と本質に密接にかかわることになる。

貧困層に対する教育的救済という新しい慈善事業となった聾唖院の創設の経緯(安藤

[2001] 40-42;荒)11[1970J261 -277;上野[1991]57-59;Williams [1893J)について、聾唖

院の設立と教育目的を中心に略述する。ハートフォード校(TheConnecticut Asylum for the 

Education and Instruction of the Deaf and Dumb Persons. 1819年に TheAmerican Asylum 

at Haytfoyd， foy Education and Instruction of the Deaf and Dumbに改称)は、アメリ

カ最古の態学校としてだけでなく、その設立趣旨が明確であった点に特色がある O いいか

えれば、創設運動が他校に比べて組織的で、中心となる担い手がおり、しかもそのなかに親

が含まれていた。また本校は、慈善的教育機関の利用者を特定の階層に限定しない、出世

界には少数であった新しい障害児教育機関を創設したという意味でも、アメリカン・モデ

ルの原型となった。
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ハートフォード聾唖院創設の発端は、中途失聴の聾唖児をもっ上層の親の願望から生じ

た3。コネチカット州ハートフォードの出家に属する外科医で博愛家の M. F.コグスウエノレ

(Mason Fitch Cogswell 1761-1830)には、病気により 2歳で失聴したアリス (Alice)という

娘がいた。また、ハートフォードの東南約 30kmの距離にあったへブロン倒的ron)にはs.ギ

ノレパート (SylvesterGilbert 1755-1846)4という、もう一人の名士がし、た。法律家で、長

年にわたって州議会議員を務め、連邦議会議員の経歴もある彼には、 5人の聾唖の子ども

がいた (Valentine[1993J18-26)。隣接するマサチューセッツ州セイラム(ハートフォードか

ら約 200km)にも、資産家である E. キンブノレ(E. Kimball)に聾の子どもがいた(バン・クジ

ーブ/クローチ[1993J33-34) 50 彼ら上層の親は、聾唖院を設置して、教育によって子ども

の言葉の維持と回復を願ったのである。

コグスウェル医師を中心とする設立運動の扱い手は、会衆派の聖職者(上野[1975J113)、

実業家、政治家、博愛家、富裕層で、あった。彼らの活動は、言葉を持たないために異教徒

とみなされていた聾唖者に対して、言葉の獲得によってキリスト教徒に育成するという愛

他的慈善行為として行われた。

加えて、発達可能性に対する教育力への信頼と撃者の社会的位置づけが、この創設運動

の前提として存在していたことに留意しておく必要がある。それは、ギノレパートが筆者と

推定される (Valentine [1993J20-21; note 21)文章から理解できる。「欝H亜者j と題する小

論文において筆者の「一人の親Jは、 1812年に「私たちのこの市民集団住居者一引用者)は、

多くの学問分野(arts)と一部の科学において大きな進歩(improvement)が可能であるのに、

アメリカで完全に無視されているのは、何と残念なことかJと述べる (Aparent [1901] 135) 0 

この文章で注目すべき点は 2つある。一つは、聾者が教育によって多面的に大きな進歩

が可能であるという点であり、もう一つは彼らを「市民j と位置づけている点である。前

者では、アメリカは共和国として独立した経緯から、共通の教育目的と教育内容を想定し

た公立学校制度に見られるように、教育とその機能について肯定的な環境にあったけれど

も、万民教育の基盤となる近代啓蒙思想が聾児にも援用されたこと、同時に教育内容とし

て教養的教育を想定していたであろうことが推論される 6

もうひとつの点については、さらに注目される。言葉がないために、キリスト教徒とい

う市民要件を満たしていなかった聾唖者を、教育によってキリスト教徒=市民になりうる

として、障害のない人々と社会的に同列におき、社会的排除者リストから聾唖者を抹消し

ようと意図していたのであった。このような発想が可能となったのは、筆者のギルパート

が当時の超エリートとして高度な教育と市民生活を体験していたからであろうし、彼が念

頭においた対象が自分の子弟で、あったからである。

こうして聾唖慌の教育は、富裕層の親を発意者として、言葉のない、あるいは喪失しつ

つあった聾唖者を隣人・同胞としてキリスト教徒に育成し、教養的教育を提供する趣旨の

慈善事業として着想されたのであった。したがって、聾唖院教育の着想、持点そして開設初

期においては、教養あるキリスト教徒の市民というイメージ以外には、教育後の境遇や将
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来像を展望した教育目的や本質に関する明確な構想、がなかったものと思われる。

( 2) 公金の投入と教警白的・本質の公共性:しかしながら、コグスウェルやギノレパ

ートの個人的な教育動機が社会的な動機に転化するのは必然であった。というのは、彼ら

以外の創設関係者による聾唖児の教育への関心はキリスト教慾善に裏づけられた博愛にも

動機があった 7からであり、聾唖院が想定する教育対象は富硲層の少数の生徒ではなく多数

の、しかも貧窮な聾唖者になるからであった。他方で、州内の聾唖者数は全部で 74人

(Valentine[1993]20)に過ぎなかったから、富裕層の学校として経営することは財政的に国

難であった。こうして、上層子弟の教育だけでなく、教育的救済の対象に下層聾R鹿児を包

含させ、州資金を得ることで、外iの政策として展開する可能性が当初から潜在していた。

そのような方向が、聾磁波を社会的かっ財政的に安定させる手段でもあったからである。

確かに、貧しい階層の聾児(そして、後には他の樟害カテゴリーの子どもの教育でも)の

教育可能性が上層の聾唖子弟と同等視されたとはいえないし、聾唖者が一般的な市民条件

を獲得するには、それから長い時間を要することにはなるが、それにしても、上記の上層

の親の考え方は、聾唖者(そして他の障害者)の教育可能性と社会的地位について、将来、

アメリカ社会に是認される出発点となったことは確かである。共和国アメリカでは、権利

と平等を障害者に拡大することを社会的に納得させる実績(この場合は教育成果)が、条

件として必要であったのである。

こうして、ハートフォード聾唖院を富裕層の学校にではなく、対象を貧困層にも拡大、

すなわち公共化したのは、財源における公金の投下によってであった。コネチカット州議

会の 1816年の 5千ドルの支出決定8を初め、 1817年 4月の開校後に実現したニューイング

ランド諸州の州議会による州費生派遣によって、法人立のハートフォード聾唖続は公共性

を付与されるようになる。州、!費の支出は広く州民に利益を提供するものであるから、聾唖

院の対象は私費生だけでなく、貧窮な生徒を少1'1費生としてほぼ無償で受け入れるという教

育機会の拡大に結び、つくことになる。

入学者の階層格差は、聾唖院入学者の教育内容の差異をもたらす危険があった。自活手

段の獲得は庶民j習の聾唖児には不可欠であっても、私費生ではそうで、はなかったからであ

る九一つは、生徒が属する階級の差異と教育内容の差異の問題、もう一つは、スティグマ

の付与である。公金の投入は、その危険を薄めることになった。

しかし州費の投入は別の問題をもたらす。第一に、広く聾唖児に教育を行うことにより、

キリスト教徒への育成と基礎的教育以外の教育の必要およびその基準を聾唖院に要求する

ことになる。第二に、聾唖読を州救貧政策の対象とすることになり、聾唖院の教育はその

政策の実現と関連づけられる。第三に、外i救:貧政策の対象化と聾唖院教育の無償化は、

唖児と聾唖院に社会的劣等というスティグ、マを付与することになる。当然ながらこの三つ

の問題は相互に関連しているが、そのことが、聾唖俣の性格に多菌性を与えることになる。

いわば慈善は私事性と公共性(州資金による公的慈善)としづ矛盾を苧みながら、聾唖院

の教育において具体体されることになる。そのよう矛盾を苧んだ慈善性は、コネチカット
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校以降の初期 3校以降、担い手の構想、校長、州当局において共有されることになる

(Best[1943J403-40)。

2. ニューヨークとペンシルベニアの饗唖院議IJ設における教育の停滞と呂的・本質

ニューヨーク聾唖院(The New York Institution for the Instruction of the Deaf and 

Dumb， 1818年開設. Currier & Fox[1893J)とペンシノレベニア聾唖院 (ThePennsylvania 

Institution for the Deaf and Dumb， 1820年開設. Allen[l893J)の創設過程は、設立・運

営の中核的担い手が不明確で、実践にあたる校長の選抜に失敗した点で共通していた。ニ

ューヨークでは聖職者と 2人の医師が中心となって聾唖続設立運動が進められたが、強力

な推進役に欠けていた。ブイラデノレブイアでは、ハートフォード校創設への寄金運動のた

めに同市を訪問したギャローデットとクラークに触発された面が強い。ブイラデ、ノレブイア

では、専門的見識と技術をもった教員の確保にも失敗した。明確な教育の目的とその実際

化および担い手が不在であったことになる。

その結果、創設の担い手の意識は貧国な聾唖児ニ異教徒に対する宗教的・慈善的救済と

いうレベノレに留まったし、専門性を備えた教員の不在のために、言葉の獲得という聾唖段

最大の教育目標が十分に達成されないことになる。 1826年の創設者の一人による講演では、

f本校は慈善として開設されたJr本聾唖院は本質的に慈善的な機関であるJと慈善|注が繰

り返し強調される。全生徒数 62名のうち私費生(全額および一部負担)の 11名以外は、州、I• 

団体・聾唖院の慈善生であった (Akerly[1826]3-4)。

尤も教育成果が低かったのは、遅い入学年齢と短い在学期間、聾教育専門の校長の着任

が遅れたことによるところも大きかった。ハートフォード聾唖院の最初の生徒 100人の平

均年齢は 18歳であり、在学期間は4年間が適切とされたが 2年間しか在学し「なかった生

徒もいた(上野[1991]74)。ニューヨーク聾唖院の平均入学年齢は 12歳、平均在学期間は4

年半だ、った(Peet[1854J226)0ケンタッキー聾唖院の最初期の 17名の生徒の年齢は最年長

は30歳、最年少は 12歳であったが、20歳以上は9名で、平均年齢は約 19歳であった (Fosdick

[1893J 19) 0 

在学期間規定は長期化していくが、入学年齢は教育効果の理由からむしろ遅くなり、 19

世紀半ばでは 12歳が適当とされた(上野[1991]75)。また、聾唖教育専門の校長は最初から

用意されておらず、長期の着任期間になるのは、ニューヨークでは 1831年、フィラデルフ

イアでは 1822年であり、いずれもハートフォード校が供給した。 1人は聖職者、もう一人

も高い宗教的教養の持主だ、った。

こうして、はかばかしい教育成果の展望が得られないことは、寄付による財源獲得が図

難になることを意味したから、運営には早期に公的資金の導入が必要となる。この事態は、

聾唖続が州の救貧政策に包含されることを意味し、同時に教育の対象選択と目的と内容に

大きな影響を与えることになる。教育対象としては貧窮者を含む広い階層から選択される

ことになり、教育目的は、キリスト教徒の育成だけでなく、職業教育による生活能力を付

与することが、州政府ならびに社会から要求されることになる。その結果、州政府の関与
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や介入も発生するようになる。これには、理事会や校長と州政府・州議会との力関係が反

映されることになるが、州の関与や介入の意義は、初期ではプラスに働いた。ニューヨー

ク聾唖院では、州教育長による関与が早期から生じた。 1827年に建設費 1万ドソレを州議会

が支出する条件として、州教育長のi弓聾唖院の視察と指導法の改善勧告が含まれたからで

ある。

しかし初期には、州側に明確な政策があったわけで、はなかった。アメリカ最初の州立聾

学校となるケンタッキー校(TheKentucky Asylum for the Tuition of the Deaf and Dumb) 

では、聾唖の子をもっ州議会議員 E. バーピー将軍(GeneralElias Barbee) 10が法律家で政

治家であった]. ローワン (JohnRowan 1773-1843)の協力を得て、 1822年 12Jj 7日に同校

の法人化が州議会で認可され、翌 1823年 4月 10日に開設される。しかもハートフォード

校と同じように、初期アメリカを代表する政治家の一人で連邦議会に大きな影響力をもっ

ていた H. クレイ (HenryClay 1777-1852)の尽力により毘有地を 2度にわたり与えられた。

ところが最初の教師はし功￥さま師でその後任は能力に欠けていた (Fosdick[1893J 3) 0 1823 

年 4丹 27Iヨには、バーピーの娘、ノレーシー (Lucy)を含めて 3人の生徒が入学したが、親も

学校理事会も、漠然とした教育への期待だけしかなく、このような指導条件下で明確な教

育計闘もなければ、州立校としての政策的要求も、オハイオ州立高学校で導入したような

貧窮童劇団i児のスティグ、マを解消する対象規定もなかった(私費生規定の廃止は 1882年.

Fosdick [1893J36)。しかし本校は、南部諸州を初め、近隣州の聾唖児が利用する教育機関

として発展してし 1く。なお本校に黒人部が開設されるのは 1885年からである

(Fosdick[1893J84)。

こうして、ハートフォード聾唖焼以降の 3都市における聾唖院創設において、教育とい

う新しい救済方法を採用したことは、 30歳前後の若い世代が創設運動の有力メンバーとし

て参加していたことと関連があろう。しかしながら、慈善性を超える聾唖児の教育に関す

る見識と問題意識は、創設期の担い手には構想されていなかったのである。そのうえ、ハ

ートフォード校以外の初期聾唖院には、ハートフォード校に備わっていた創設・運営の組

織と教育の専門家を欠いていたから、聾唖院教育の社会化は授産=職業教育としづ救貧政

策的な方向に偏ることになるが、それを含めて経営方針は一貫しなかったのである口ハー

トフォード以外の都市の聾唖院は意図が慈善に限定されたうえに、襲l亜!Aに対する教育機

会の創始という個人的な関心を社会的に拡大するという意識に乏しかった。

3. 聾唖院創設段階の教育論における意図の車接性および限定的な教育内容と当事者の

位置

こうして聾唖教育では、聾唖(者)に対するスティグ、マへの意識、彼らの教育機会の社会

的根拠についての議論では、開設前の親(ギルパート)の所見を除けば、少なくとも事業を

阻害する要因として深刻に認識されことはなかったのであり、あったとしても教育によっ

て解消可能と考えられたのであった。

この結果、慈善事業の枠内で聾唖者の依存的状態と宗教的無知からの解放としづ、聾唖
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者の現実の境遇から着想された直接的な内容の伝達が主たる教育目的となり、それ以外の

教育の必要性は認識されなかった。 T.H. ギャローデットは、「道徳的真理は知的真理より

も高い序列であり、精神に対してより高尚な影響力があるJ(Valentine[1993J256)とする

が、その理由は、ギャローデット校長にとって人間の道徳的訓練が最も重要であり、それ

に比べれば単なる知識習得は重要で、なかったからであり、それゆえ同校長は聾唖者の宗教

的指導を重視したのである。

このような「宗教的教化」の考え方は、ハートフォード欝1]亜院に受け継がれ、第 3代校

長となる W.W. ターナー (WilliamW. Turner 1800-1887)は、「草壁唖者の知性を訓練すること

は重要ではあるが、道徳的感情の育成と比べれば、小さな価値しかない目的である」と述

べている。聾唖院の理事会も、「教育は知的なものだけに限定されるのではない。教育は、

心、自然に対する情愛、徳性、その主体に対する信心に対処しなければならなしリと述べ

る(Valentine[1993J256-257)。

教育自的がこのような限定されて設定された要因はいくつか考えられる口それは、教育

対象が交信をそれほど必要としない第一次産業や手仕事に就労できる労働力をもっている

聾唖者であり、貧困問題を創出しないこと、極言すれば、職業教育の機会がなくても働く

場はあったから、富人の場合のような就労国難と貧国に対する切実さとその対策が、初期

聾唖院では生じなかったことも一国であろう。またハートフォード聾唖院は、教育を主機

能とする障害児に対する慈善事業の初例として経験が乏しかったことも関連するであろう口

開設趣旨がキリスト教徒への育成にあったこと、とくにハートフォード聾唖践にみられる

ように会衆派信者が主要な支持者であり、向派の聖職者で、世俗的な広い経験のないギャ

ローデットが学校経営の責任者だ、ったことと関連している。初期の入学者の平均年齢が年

長であったことも、聾唖院教育と初期公立学校の教育との関連を着想させることを困難に

したのである。

以上のような事情のために、教育の目的も内容も直接的で、限定的になったと考えられる。

ハートフォード聾唖院は、向校での教員経験者でイェーノレ大学出身の聖職者(上野[1991]70， 

92)を後発の聾唖院に送り込んだから、宗教と道徳および精神的訓練を基本とする教育の考

え方も継承され、園内に拡大したのである。その典型的な一例を挙げておけば、オハイオ

州立聾唖院とハートフォード聾唖院の校長を歴任した(上野[1991J474-476)C. ストーン

(Collins Stone 1812-1870)は イエール大学出身者で、聖職者で、あったD 彼が聾唖院卒業

者に期待したことは、有用な市民、勤勉による自活、選挙権の行使であったが、それは、「キ

リスト教コミュニティ」構成員としての前提条件としてであった(Stone[1869J 17)。

聾唖院が教育的性格を強化するのは、大半の州に聾唖院が設置される 19世紀後半である 0

1850年には、最初の聾教育教員会議(TheConvention of American Instructors of the Deaf 

and Dumb)がニューヨークで開催される。このような会議は、聾唖教育の基本的な考え方・

教育の専門性・情報を共有する場として、事業の成熟度を示す指標で、あった。
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当事者の関与については、殺では、上層の聾唖児の親だけが、聾唖者の教育を、言葉の

獲得とキリスト教徒への育成を願って求めることができた。

塁塁唖者自身が教育の機会とその在るべき姿を要求するようになるのは、聾唖院で教育を

受けて後のことになる。その意味では、聾者にとって高等教育の意義は大きかったといえ

る(後述するように、富人の場合も、公立学校通学制盲学級を主導するのは、高等教育を

受けF た盲人だ、った)。手話法の聾唖院は教育歴のある聾唖者が教員として活躍できる場であ

り、盤唖院卒業生は、各地で聾唖院創設の主導者として貢献したD その初例は、アメリカ

盤唖慌の卒業生で、オハイオ州立校の教員の経歴があるW. ウィラード (William Wi llard 

1809-1881)であり、彼は 1843年 10月、インディアナポリスに私立聾唖院を開設し、 1年

後には州立校となった (Warner[1930J21)0 

また、最初]の当事者団体は 1854年 11に結成されたニューイングランド・ギャローデット

聾唖者協会(TheNew England Gallaudet Association of the Deaf-Mutes)であり、 1880

には全国撃者協会(TheNational Association of the Deaf)がオハイオ州シンシナティで

結成される。

11.盲院における慈善性ロスティグマの認識とその脱皮における教育の目的・

本質への連動

以上のように、聾唖院は親の教育への願望から貧窮聾唖児の教育的救済へと発展するこ

とで、保護に代わる新しいタイプの慈善事業として開始された。しかし各聾唖院の開には

創設の構想、とその具体化において相当の違いがあったものの、言語習得によるキリスト教

徒への育成と救貧政策の延長としての依存的状態の解消というこつの直接的な教育包的は

共通していた。

これに対して、盲院は、貧函盲児に対する慈善的救済を趣旨として開設されたという意

味では聾唖院と共通していた。創設運動の担い手が医師、州議会議員、大商人、聖職者を

中心とする博愛家で、あったからである(彼らの一部は、同じ市の聾唖|涜創設運動にすでに関

与していた)。個々の聾唖院関の相違は、それぞれの音院創設過程にも生じた。この相違が、

教育において大きな差異を生じさせることになる。

ハートフォード聾唖院の開校準備が整っていたのと酷似しているのは、パーキンス富院

(The New England Asy lum for the Blind. 1839年、 PerkinsInsti tution and Massachusetts 

Asylum for the Blindに改称)だった。パリの富院情報をアメリカに紹介した眼科医].D. ブ

イツシャー (JohnDix Fisher 1797-1850)を中心とする有力者による盲院創設運動ならびに

運営組織、校長予定者の外科医でギリシャ独立戦争の英雄、 S.G. ハウ (SamuelGridley Howe 

1801-1876)のヨーロッパへの長期派遣による盲教育法の習得がそれである。また、富混と

いう新しい救済事業に対する豊富な寄金も調達していた。

とりわけハウの校長への起用は、先行していた聾唖院が認識せず、達成できなかった慈

善的盲院の盲学校への転換と教育の近代化の成就をもたらすことになり、パーキンス盲院
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をアメリカの代表的な盲学校に昇格させることになった。その実体はまさに盲院教育の革

新であり、慈善事業からの脱皮であった。

ハウは、キリスト教徒の愛他的慈善を前提としながら、同時にヨーロッパ盲教育に固着

していて、盲人の職業自立を妨げていた慈善性の払拭を意図したのである。初期こそ能力

別・貧富53!Jの教育を行ったが、しだいに方針を転換させる。慈善的富人観から脱却するた

めに、教育においては、盲児に対しては、自侍と自分の資質への信頼をもたせ、盲人の有

能感を称揚し、通常社会における幸福と有用な自助的生活を奨励した。

社会的には、富に対するスティグ、マの解消と教育機会の社会的根拠を探索した白そのた

めに、(公的)慈善事業の評価指標である逓 l人当たり経費の低さに真っ向から挑戦し、教

育を受ける根拠を正義すなわち権利に求め、盲教育を怒善事業という枠内ではなく、教育

機関としての社会的位置の向上に努力した。そして実現すべき教育と生活の比較基準を、

同時代の晴眼者との同等性においた。すなわち1]青眼児の公立学校教育であり、通常のコミ

ュニティでの一員としての生活と貢献である。ハウにおいて、それを実体化するものこそ

教育で、あった(中村[1987aJ55-63)0

パーキンス盲院が聾唖院を含めて慈善的障害児教育機関と異なっていた特色は、教育目

的を実現するための教育内容を設定していた点にみることができる。初期の障害児教育機

関が、宗教色の濃い道徳教育と盲の場合は職業教育に限定されていたのと比べると、パー

キンス盲院は当初から、手工教育以外に読み方・算数・地理・音楽を指導したし、設立期

にあった公立学校との教育内容の関連も重視していた。また、教材も豊富だったし、富教

育専門の教員 2名をヨーロツノ守から招鳴し、音楽教員 l名を雇用していた(中村[1987aJ31-

46; 岡[2004J 19)0 

アメリカ最初の富院だったニューヨーク盲院は、新しい救貧事業として最初から着想さ

れていたという意味では、他の富院よりも進んでいた。というのは、最初の生徒 3人は市

救貧院からの移籍であり、教育目的として、道徳的・知的状態の改善とともに、職業教育

を行うことが、開設前から計画され、実際に手工が最初から導入され、職業教育としての

音楽教育も行われていたからである(同 [2004J14-18)0新しい型の慈善事業ではあったが、

財政難と校長の頻繁な交代のために、富教育の基本方針が確立できず、当初の計画とは異

なり職業学校化していったものの、アサイラム化は否定した(中村[1987aJ29)。

アメリカで三番目の盲i涜だ、ったペンシルベニア富院(ThePennsylvania Institution for 

the Instruction of the Blind， 1833年開設)では、 ドイツで盲教育教員の経験があった

]. R. フリードランダー (JuliusR. Friedlander 1803-1839)を教員として雇用した。彼は

ハートフォード聾唖院のクラークと向じ専門的な指導者としての役割が期待できたであろ

うが、同校関係者に惜しまれながら早世し、その後任は安定しなかった。彼は、他の富i涜

校長と j弓じように、盲人が職業自立によって依存的生活から脱却することを志向したが、

その考え方の特色は、盲人の晴眼者社会への心理的・行動的同化にあった(中村[1987aJ 50， 

53)0 
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19世紀前半において聾唖者には就労機会が豊富にあったのに対して、盲人は、通常の事

業所には就労困難という独自の事情があり、各盲院ともに就労の場がない卒業生対策に直

面していた。この問題への対処は、盲教育・盲院の在り方を分岐させる。一つは、盲人の

生活困窮に対する慈善性を強化することであり、もう一つは、教育を強化することによる

自立の促進である。アメリカの盲院は、高成人作業所を併設しつつ、年少富児を対象とす

る学校への脱皮を選択する。しかし、教育における理念の抜本的な変更とその実現条件と

してのカリキュラムの大幅な改善によって一部の盲院が高学校に脱皮し、その結果、ステ

ィグマとしての慈善性が解消あるいは縮小するのであるが、それは 19世紀末を待たなけれ

ばならなかったD

音教育の考え方を校長や教員・理事が議論する場として、アメリカ盲教育教員会議(The

Convention of the American Association of Instructors of the Blind)が 1853年にニ

ューヨークで初めて開催されて以降、しばらくは開催が不規則であった。その理由は、富

院でも鳥取字や点字の選択問題はあったものの、聾唖院のコミュニケーション・モード問題

におけるような深刻さ・重要さがなかったためであるように思われる。また当事者として

の親がほとんど登場することはなく、盲院教育の成果である富院教員の富人が当事者活動

の中心となったし、盲院卒業者で高等教育を受けた富人が、寄宿制富学校・通学制の公立

学校富学級を創設する中核となった(伺[2006J116-117) 0 イリノイ州で私立盲学校を 184

8年に開設し、 1849年に州立盲院となった S.ベイコン (SamuelBacon 1823-7 

Hendrickson[1972J11)のような事例はアメリカで、は他になかったように思われる 12

111. 19世紀中葉アメリカ障害児教育の精華としての白痴学校における教育の

目的 a 本質への反映

白痴学校は、 19世紀前半までの障害児教育の精華であるといえよう。聾唖院と盲院の成

果が白痴学校において、開花したからである。聾日亜j涜と盲院は、障害発生数が少なく、専

門家が国内に存在せず、新しい慈善事業としての効果的な救済方法を開発しなければなら

ないという共通の事情があった。白痴学校は、その約 30年間の聾唖院と盲院の教育的・社

会的成果を反映するとともに、慈善事業の限界を克服しようとした成果であった。

これら盤唖院と富院が築いた成果の第一に、教育の有効性がある。教育では、貧困問題

の解決やキリスト教徒への育成に対して、類似の障害児集団に対する 24時間コントロール

された家族を模した寄宿生活のなかで、献身的な教員の指導は有効であった。第二に、ア

サイラムでの保護よりも経費はかかるが、最終的に依存的な障害者が良きキリスト教徒に

なり、職業自立が可能となることで、聾唖院と盲院の担い手にとって物心ともに満足でき

る成果が上がることになり、結局は倹約となった。第三に、聾唖院と盲院は年少者を対象

とする教育目的をもっ通過機関となり、コミュニティへ巣立っていくことで、純粋の教育

施設への脱皮を指向した。

塁塁唖院と富i誌が超えられなかった限界あるいは問題点としては、障害に対するスティグ
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マの付与があったが、この現実に対抗する実践と論理の用意がなされるようになっていた。

一つは職業告立であり、もう一つは、教育の機会は権利であるとの主張による聴児・精娘

児との社会的根拠の同等性である。この流れから、安上がり経営を旨とする慈善事業の倹

約批判も提起される。

白痴学校は、以上のような聾唖続と富院が築いてきた教育や生活の成果のうえに、その

限界や問題点を縮小す一べく開設されたという意味において、先行する聾唖i涜と富院という

障害児教育施設の到達のうえに開花したということができる。校長や教員が、殺や本人の

後見人的代理として彼らの意思や願望 13を代行していた行為(現代の表現でいえばバター

ナリズム)は、この時期の白痴学校では教育を行ううえで不可欠な条件であった

アメリカ最初の白痴学校は 1848年 10月、マサチューセッツ州において州費による実験

学校として開始され、 1851年に法人校として永続化する。本校は、 TheMassachusetts School 

for Idiotic and Feeble-minded Youthを名乗った。慈善事業の象徴的用語である asylum

ではなく、さらにその改称である institutionでもなく、敢えて schoolを校名に冠したの

である 14 ハウが schoolを校名に冠した理由は教育的・社会的観点から複合的であった(中

村[1987J46， 63， 111， 170-171， 175， 266-268) 0 schoolを採用した第一の理由は、ハウが

ノ〈ーキンス盲院でスティグ、マ解消に苦闘していたからであり、一般に慈善施設名に付され

ていた institutionや asylumという機関名称はまさにそのスティグマを象徴していたため

にハウは回避しなければならなかったのである。第二の理由は、教育的機能の強化という

学校内活動の改善によって、 schoolという外面の変更に対応させようとしたからであった。

しかもこの教育上の改善に効果的で、あり、スティグマの解消にも寄与できた。第三の理由

は、年少児対象の教育専問機関とすることで、成人をも対象とする保護機関化することを

防止するためであった口このことは、 schoolをコミュニティと密接に関連した機関である

ということも、ハウにおいて合意されていたD

こうして白痴学校は、聾唖院、とくに富慌の教育改善と盲人の社会的地位の向上に関す

るハウのリードの延長線上に実現したという意味では、聾唖院と盲院の成果のうえに開花

したといえる口しかし白痴学校は、後述するように聾唖院・盲院とは不連続線上にあるこ

とも、ハウにおいて認識され、そのうえで白痴の学校・教育論が提起されたのである。こ

れこそ、ハウの白痴学校論の真価であり、ハウの教育の自的・本質論の正鵠だ、った。しか

もハウは、これを形式的理念からではなく、富院経営における富白痴との苦留から導出し

たのであった。

ハウには盲続において白痴と接点があった。同校には富白痴児が入学してきたが、職業

自立によって盲児と富院に対するスティグマを解消しようとしていたハウには、高白痴児

の在学を是認できるはずがなかった。パーキンスは創設当初から入学徐外対象を設定して

いた。いし 1かえれば、白痴児には、聾唖児・富児の教育目的・内容を適用できないことも、

ハウにおいて認識されていたのであるむ

したがって、そのような状態にある白痴児を教育する白痴学校は、学校および教育の新
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しい概念、を提起し、それがある程度、社会的に承認されることが必要であった。それまで

の聾唖院・音院、そしてその後公立学校において、キリスト教徒への育成とその基盤にあ

る言葉の教育、そしてその後の 3γS教育を初めとする初等学校と同等の科目を指導する

ことが教育であり、そのような教育の場が学校であると考えられていた時代に、 3R' sの

基礎的能力はおろか、身辺自立さえできない白痴児を教育の対象と考え、彼らを教育する

場を学校として提起したことは、画期的なことではあった。とりわけ、白痴学校創設期は

キリスト教が生活を支配していた時代であったから、言葉の習得は、コミュニケーション

の手段である以上に、キリスト教徒になるための必須条件であった。聾唖児の教育に関心

を示したのがキリスト教であった半面、聾唖児のキリスト教社会への参加を拒んだのもキ

リスト教であった (20世紀初頭に、親優生学的キリスト教聖職者が精神薄弱児の教会参加

を妨げた(中村[2004J91-92) のも、同じような理由であろう)。それだけに、言葉に問題

をもっ子どもを対象とする白痴学校創設の発想自体、時代を超えていたと言えるのである。

ハウの白痴論の特長は、自痴児およびその教育の社会的位置づけにあったと思われる。

白痴児を同胞・隣人愛の対象および権利主体とするのは、富児の場合と|弓じである。しか

し富児を対象とする権利論が社会に受容されるのは、その教育成果が彼の主張通りに現実

化されたからであり、白痴児を権利の受益者に含めるというレトリック上の整合性だけで

は、白痴児権利論が受容されることは沼難だ、った。しかし、十分に社会に受容されたわけ

ではないとしても、彼の自痴論の主張が 1852年のマサチューセッツ州義務教育法以前の段

階で提案されたことは、もっと重視されるべきであろう口

教育論における白痴児の行動理解と指導の具体化については、第一世代の教員となるニ

ューヨーク校の校長、自.B. ワイノレバー(司erveyBackus Wilbur 1820-1883)医師やマサチュ

ーセッツ校の].B. リチャーズ(JamesB. Richards 1817-1886)が述べており、ハウの一般

論に実体を与えた。最も指導が国難だ、ったリチャーズの生徒は、以下のような状態であっ

た(Richards[1885J175)o

8歳 6ヶ月くらいの男児、自に光る物をかざしても瞬きしない、移動の力なし、

下肢はまひ、痛覚がなく、触覚もない、寝返りせず、何もしない。

確かにリチャーズの指導は、子どもが反応するまで何度でも繰り返して刺激を与えると

いう単純なものであったが、それで、も行動の変化が生じる例があったのである。それは、

子どもがもっている、唯一あるいは最小限の欲求という現時点の状態に対応しつつ、それ

から「欲求の階段を一段ずつ登って、人間のあらゆる発達の尺度を上がっていく」

(Richards[1885J175)としづ信念のもと、観察および創意工夫と愛情に裏づけられた指導で

あったからである。

しかし白痴問題において提起された画期的なハウの所論は、実践論としては具体化され

なかった。ウィノレバーの臨床的な教育方法 (NewYork Asylum[1866J15)やリチャーズの情

念的な教職論は、重要ではあるが部分的でしかなかった。というよりも、先覚者の白痴教

育論は時代よりも透かに進んでいたということであろう。教育可能か否か、その教育可能
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性が通常の教育とどのように連続的な関係にあるかが、創設期の白痴学校の教育目的・本

質に対する社会の期待であった。これが、創設期に明確・明瞭に解決されたというよりも、

聾唖教育創始に当たって鍵となったキリスト教徒への育成可能性と同じように、とりわけ

大きな行動の改善を示した白痴児の事例をもとに、白痴学校を創設する説得の根拠になっ

たといえよう。このことが後に、精神薄弱児は教育可能か、教育によって行動の変化が生

じるか否かが学校内の評価ではなく、彼らの行動変化の量と質(たとえば貧困や非行)に

対する疑問が社会的に確立し、白痴学校が縞離施設化する根拠になるのである(中村

[1987J534-536)。そして現代に至るまで、白痴は、精神薄弱・精神遅滞・知的障害あるい

は重度・重複障害として、社会的には最も理解が困難な障害カテゴリーとして、存在し続

けたままである 15

結語ースティグマ認識と教育論

1 .障害(児)および障害児教育とスティグマ

草倉Ij期の障害児教育においてスティクやマに関連する最大の要素は、事業の慈善性であっ

た。というのは、事業の慈善性は、教育の目的も内容も規定するからである。そこで最初

に、 19世紀前半の障害児教育事業がその解消に苦闘した慈善性について確認しておかなけ

ればならない。それは慈善の二義性である。慈善性がスティグ、マの付与と関連するのは、

物心両面における依存的存在として障害児を見なすことになったからであり、それは職業

告立を妨げる最大の問題となったことは、すでに盲院でみたとおりである。

しかしながら、慈善はキリスト教における当然の倫理として、弱い存在である障害児に

対する同胞愛や隣人愛の発露の源で、あった。したがって、この意味での慈善性は称揚され

るべきであったし、現実に財源確保のためのレトリックでもあった。聾唖院が慈善性に制

約を加える見解は、「私費生にも開放されているJとの意味であったように、聾唖院ではス

ティグ、マを意識した慈善性の限定で、はなかったのであるD

すなわち、称揚されるべきキリスト教的・個人的な慈善としての救済行為と、要保護的

な状態にある人々に対する救済がスティグ、マを生じるという慈善の社会的な機能や意味の

違い、いわば慈善事業の負の面に対する認識を意識せず、前者の意味で f慈善j を使用す

る傾向にあり (Mitchell [1818J 33， 36)、後発の聾唖院も先例に倣ったのである(たとえば

1843年創設のインディアナ州立校。 Warner[1930J 31-32) 0 I聾唖院は終生保護施設ではなく、

聾者の教育のための学校であるJという主張が出てくるのは、 19世紀半ばであった (Best

[1914J148)0 

スティグマの意識が富院で、痛切に感じられたのは、職種が極度に制限されているために、

職業吉立が困難となるという事情だけでなく、卒業後にどのような社会生活を送らせたい

かというビジョンの濃淡でもあった。

2. スティグマ解消の努力と教育自的・本質の変化

ハウは、盲人用キリスト教典を多数印刷したようにキリスト教教育に熱心ではあったが、
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職業自立を妨げるスティグマの存在を認識するようになったのは、職業教育に力を注いだ

にもかかわらず、卒業生の生活状況が改善されない現実に直面したからである。それだけ、

富教育の職業自立に対する貧困解消という社会的圧力が大きかったということができる。

慈善はキリスト教徒には確かに「誇らしい積極的な意味J(上野[1991]40)があった。ハー

トフォード聾唖院は、聾唖児に対して教育による救済の有効性を具体的に示したという意

味で、功績があったが、彼らは慈善のネガティブな面への認識が希薄であった。同胞愛に基

づく慈善性に基盤をおく聖職者であったためであろうと思われる。聾唖!涜→盲i涜→白痴学

校への展開は理論的・実践的な発展ではあったが、それは予定されていたわけでもないし、

簡単に発展したわけで、はなかった口問題の所在、認識する校長等、新しい理論や実践を構

想し、実現する力とそれを支える資源があってこそ、発展が可能であったD 障害に絡むス

ティグマ問題はその一つであった口

障害児教育の草創期においてほとんどハウだけが、スティグマ問題に対して総合的な対

応をしたと思われる。彼の対応は、スティグ、マの認識だけでなく、教育の改善と社会的理

論化、 f寄宿舎の小舎への変更、盲人像の変更にまで及んだ。 19世紀中葉まで、に限っていえ

ば、富i涜教育では、就労困難な盲成人のために成人授産所の開設と経営の分離、富人の働

く権利と平等な市民の要求、分散的処遇論の提案によってスティグ、マの付与の軽減に努力

し、 1860年代における富院から富学校への脱皮の基盤を築いたといえる。白痴学校では、

教育・学校の根本的問題と社会的関連について優れた問題提起をした。その新鮮さは白痴

学校初期こそ影響力があったものの、白痴生徒の校内滞留問題に対する有効な手段がない

まま、 1860年代の貧回・犯罪等の社会病理の拡大とその原因としての精神薄弱説、自痴学

校の施設化への序曲を迎えることになる。

イ可を教育の目的とするのか、教育とは何かは、キリスト教徒への育成と職業自立を前提

としながらも、障害カテゴリ一、時期、担い手等の資源によって左右された 16 19世紀前

というアメリカ障害児教育草創期においては、教育の目的も本質も、狭い、函定された

方向と内容から しだいにより広い人間的基盤と社会構成員の育成という方向に拡大し、

白痴教育においては、障害児教育の新しい次元を期待させるに至る。義務教育制度がほと

んど存在せず、公立学校制度が未熟な段階において、公立学校制度から分離した事業のな

かで、貧国とスティグマを軸にしながら、樟害児教育が営まれたのであった。
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3. ハートフォード聾唖i誌の創設提案は、 1812-14年の問、 T.H.ギャローデットのアリス

との面識から発するとする説も多い。たとえばバン・クリーブ/クローチ(1993，34-35)。

このような説明は、かなり古くから成立していたようである (Anonymous[1858J519)。し

かし 1812年 5月には、後述する男IJの聾唖児の親による教育可能論の雑誌掲載があり、 6

月にはコグスウェノレの働きかけから始まったコネチカット州会衆派聖職者協会による

唖者数調査が発表されていることから (Valentine[1993J20-22)、聾唖続創設運動は、ギ

ャローデットが個人的な関心をもっ以前から、聾唖児の親の主導により、開始されてい

たのは明らかである。荒川勇(1970)266-272も参照.

4. http://帆仰.cslib.org/memorials/gilbertsbio.htm; http://bioguide. congress. 

zov/scripts/biodisplay.pl?indexこG000178

5. バン・クジープ/ク口ーチ(1998)からの引用は、セイラム(土谷訳ではサレム)、キ

ンブツレ(向じくキンボーノレ)のように、邦訳を変更した箇所がある。

6. 上層の聾唖児の教育内容としてギャローデットが何を想定していたのかは、しクラ

ーク (LaulentClerc 1875-1869)との契約書から推測できる。バン・クリーブ/クロー

チ(1998)39. 

7. コグスウェノレの祖父と父親は会衆派の聖職者であり (Valentine[1993J22)、1815年

4月 13日の重量!亜j涜設立に関する協議に参加した他の 8人中 2人は会衆派の聖職者だ、っ

た(そのうちの 1人は T.H. ギャローデット (ThomasHopkins Gallaudet 1787-1851)0 

Valentine[1993]23)。

8. この例が、民間慈善事業に対するアメリカ最初の公費支出であるとされる。

9. ハートフォード聾唖院では 1819年 5月発行の第 3年次報告において、初めて職業に

関連した教育内容として園芸や手仕事 (mechanical)に言及する。それに対しては、活

発な勤勉習慣の形成、健全な身体的健康、娯楽、道徳と規律の基礎としての不規則で怠

婿な生活の防止としづ多様な意味が付与されていた。しかし少なくとも初期のハートフ

ォード聾唖院では、手を用いた仕事は子どもの境遇に左右されて用意されており、手を

用いた作業の指導の種類と程度は、偲人の能力だけでなく親の願望に応じて配分されて

いた。貧しい親の場合には自活手段の獲得のためであった。 ConnecticutAsy lum Annual 

Report， 3rd (1819)， 4-5. 

10. http://www.ormsby.or宮/genie/Miscellaneous/BarQee.html

11. パン・クリーブ/クローチ(1998)86.ギャローデット大学の Timeline(http://

archives. gallaudft. edu/τimeline.htm) では NewEngland of the Deafの結成は 1853

年となっている。この違いは、両者の名称にもやや違いがあり、 VanCleve and Crouch 

(1989) での 1854年説が「正式にJ(p. 87)結成された年を指していることによるのか

もしれない。

12. ベイコンの主導は、州都ジャクソンピ、ノレで、すでに経給していた盲院創設運動なしに

は不可能だ、った (Hendrickson[1972J1-11)。アメリカの盲院創設では富人の関与がほと
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んどなかったことは、近代日本で、は盲人主導の畜院開設運動が多かったことと対照的で

あり、その意味づけの再検討が必要であろう D

13. アメリカの最初の白痴学校は、 1848年に孔 B. ウィルパーによりマサチューセッツ

州ベアリィに私立学校として開設されるが、聾唖j涜のように公共化することはなく、

富裕層の学校として発展していった。中村(1987)643-677. 

14. マサチューセッツ白痴学校は、 1848年 10月開設の州費による実験学校段階(The

Experimental School for Teaching and Training the Idiotic Children) でも、州、|費

を財源として恒久化した 1851年の法人立校開設でも、 schoo1を名乗っている。 1854年

に開校したペンシノレベニア校も初代校長がマサチューセッツ白痴学校の教員だ、ったリチ

ャーズであったこともあり、初例の schoolを踏襲する (ThePennsylvania Training 

School for Idiotic and Feeb1e-Minded Children )が、 1851年に開設したニューヨー

ク州立校は TheNew-York Asylum for Idiotsである D

15. たとえば学校教育とは何かという議論は、インクルージョン運動の前夜、 1980年代

に再度、繰り返されることになるほど、この問題は根本的な問題である].M. カウフマ

ン(JamesM. Kauffman)ら、いわゆる specialeducatorとスタインバック夫妻 (W. and 

Susan Stainback) らとの間の最重度児教育論争である口中村(1987b) 152-153， 156. 

16. 慈善性の残存は実態の反映でもあった。たとえばインディアナ州立校は 19世紀半ば

過ぎまで、アサイラムの機能も持続していた。教育終了後もかなりの数の貧しい聾唖者

が被保護者として聾唖院に毎年残っていたという (Warner[1930J 23)。
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第 3章 学校教青およびシティズンシップの確立と新しいスティグ
マの発生への分裂-19世紀末アメリカ障害者学校・施設と教育目

的・本質への影響一

中村満紀男・間 典子

はじめに

ゆ世紀前半に新しいタイプの慈善事業として発足した動車税・盲院・白痴学校のうち、

聾唖混と富院はそれぞれ聾学校と富学校としづ学校教育の分野に移動し、社会的効用が認

められるとともに、慈善事業がもたらしたスティグマを縮小した。聾唖|涜では、開設当初

は 20歳を超える就学者は珍しくなかったが、入学年齢の低下がみられるようになる。富院

では、卒業者の就労困難による窮乏化がつねに課題で、あったが、教育と社会事業への機能

分化と幼稚部開設による就学年齢の低下と教育期間の長期化が導入されはじめた。

他方で白痴学校は、「学校j という名称から理解されるように、 19世紀i中葉においては教

育事業への指向という点で障害児の教育事業のなかで最も進んでいたが、 19世紀末には教

育機能を縮小し、大規模・縞離化した精神薄弱者施設として社会事業的性格が濃厚な機関

となる。また 19世紀末までには、 19世紀前半には例がなかった肢体不自由児病院、てんか

ん児施設、非行児施設 1等の機関も、障害別・状態別に開設されていた。

本論文では、これらの諸機関における教育の位置と教育の目的および本質を検討するこ

とを邑的とする。聾学校・盲学校と精神薄弱者施設については草創期および事業の性格の

変化との比較が主になる。この二群の事業性格の変化と教育の自的・本質との関連につい

て、それぞれの機関について個別的な検討を行うとともに、聾学校および盲学校と精神薄

弱者施設という対照的な変化を辿った機関の比較検討により検討を加える。とりわけ、そ

れぞれの機関の対象者とコミュニティとの関係、対象者の社会的な位置づけ、教育の考え

方、スティグ、マや向じ障害種別の対象者同士の関係に対する学校・施設関係者の認識の有

無と内容が観点となる。

19世紀末に初めて開設された新しい機関のうち、肢体不自由児病院は医療、てんかん児

施設は保護、非行児施設は矯正という主自的があるが、そのなかで教育がなにゆえに必要

とされたのかを究明する。そのうえでで、、以上の諸機関における教育の自的と本質を総合的

に検討

l凶9世紀末のアメリカは、義務教育制度が確立された時期であり、そのなかで学業・行動・

健康の逸脱の一部として障害が公立学校において潤題にされ、教育的な対処が課題となる。

つまり、類似した障害や状態にある子どもについて、 19世紀前半から開設されていた寄宿

制障害者学校制度と公立学校制度の特殊学級という二つのアプローチがありえた。前者は

コミュニティにおいて分離した慈善事業を源としたが、後者はコミュニティ内の公立学校

の結害のない子どもの教育を基盤としていたために、障害児の教育や指導は、通常の教育
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の枠組みを無視しては成立しえなかった。この前提条件は、教育の目的と本質に直接に関

連することであったはずで、ある。 19世紀末の寄宿吊IJ障害児機関の教育目的・本人における

到達点と、同時代の新しい現象である公立学校制度における障害児教育の自約と本質とも

対照する必要がある。公立学校特殊学級が登場する-要因としての公立学校固有の問題と、

寄宿制を必要とする社会的・教育的現実との関係とを整理して検討する必要がある。

本研究で使用する用語のなかで、聾11亜 (deafand dumb or mute)、白痴 (idiocy;idiot)、

精神薄弱 (feeble-minded)、のように、現代では使用されていないか、使用を回避されて

いる用語の訳語を使用している。その理由は、当時の歴史的状況を記述するうえで、当時

の用語法を使用する必要があるからである。なお、!涜 (asylumor institution)は、

院-盲|涜・白痴慌のように、障害児教育の怒善事業段階において一般に使用された障害児

教育の機関を表す用語である。

1.慈、善事業から学校事業への脱皮と教育自的幽本質論の変化-聾学校‘盲学校

墾学校・盲学校における慈善事業から学校事業への脱皮 2は、慈善性の解消、教育計画、

教員の専門化、撃者・富人の社会的地位、州行政における位置の観点から多元的に分析す

る必要がある。これらは、相互に関連しあっている。

1 聾学校・盲学校

障害児の教育事業は、慈善事業の枠内で新しいタイプとして始められた。単なる保護で

はなく、教育によって対象者を救済し、その依存状態を解消・軽減するというのは、救貧

事業における新しい着想ではあった。しかしこの新事業において慈善性からの脱皮は、お

そらく 19世紀障害児教育事業最大の課題となったといえよう。もとより、この慈善とは、

キリスト教徒としての同胞愛・実践愛の行為ではなく、結害者等が滋善の集積によって無

料で教育と生活を提供されるという理自で付与される社会的劣等者としてのラベリングは、

彼らの自尊心を傷つけ、職業自立はもちろん、市民あるし 1は社会構成員への飛朔を妨げて

きたからである。聾学校の前身である聾唖院は、元来は、関設趣旨としてキリスト教色が

強く、聾唖院の指導的立場の人々に聖職者が多いこともあって、慈善のスティグマ性には

鈍感だ、った。

したがって、創設時期は聾唖院よりも遅いものの、聖職者が創設運動を主導しなかった

盲院において、慈善性の負の側面がいち早く認識され、その改善と改革の構想と実行が生

じたのである。それは当初は、ニューイングランド盲院 (TheNew England Aylum for the 

Bl ind)、後のパーキンス盲学校(PerkinsInstitution and Massachusetts School for the 

Bl ind)校長、 S.G. ハウ (SamuelGridley Howe 1801-1876)の個人的な役割に依存してい

たが、彼の堅闘な支持基盤とあいまって、盲という障害による通常の職種への就労困難が、

ハウの言動を支えたということでもあった。

撃や軽度の精神薄弱等では観察されない、富の独自性といえる就労回難は、富!涜教育の

総決算となる卒業後の生活状況で明示されるし、それは、社会の資金によって運営される
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盲i涜教育の成果の指標となった。したがって、創設趣旨である職業自立が函難であれば、

より経費のかかる教育事業を継続する社会的意義に乏しし¥から、住居と食事を提供する盲

人アサイラムとなる可能性も十分にありえたのである O しかしハウは、教育機能の強化と

盲院の学校化を選択した。このなかに、盲児の教育機会と社会における位置の社会的根拠

の変更が含まれることになる口これは同時に、当初の慈善性を払拭できなかった教育の目

的と本質の変更でもあった0

1848年に私立校として開設され、翌年に州立校となったイリノイ盲学校 (TheI11inos 

Institution for the Education of the B1ind)の入学規定には、創設して 10年後の 1857

年になっても、心身状態に関する質問項目はあるが、年齢については何も示されていなし、。

校長によれば、教育によって有益な結果を得られそうなすべての盲人に対する入学許可が、

本校の慎習であった(Il1inoisInstitution[1859]14-15， 17)0 このようなあいまいな方針

は、中途失明者の入学を想定しており、また富院が社会事業的な機能も備えていたために

設けられたが 3、1873年になると入学者の年齢範囲がj原則として 10-20歳まで、入学欠格

者は産弱、痴愚、病的な精神、慢性的な不道徳習慣であると明記されるようになる。 f仕事

を学ぶことができるすべての盲人J(I11inois Institution[1875]15)に応えるのは、盲成

人4に対する社会事業的な職業教育の機能で、あった。

イリノイ盲学校は 1874年に着任した、医師で聖戦者の F.W.ブイリップス (Rev.Frank1 in 

W. Phi11ips 1827-1888)校長時代に生徒数が急増する(1873年には生徒数 79名、 1887年

には 212名。 111inoi s Inst i tution [1888J 12) 0 19世紀末になると、さらに入学最低年齢は

低下し、実際の入学者には 6歳児や 5歳児がし、るようになる。何時に、入学規定には f本

校は厳密に教育施設である j との一項が加えられる (I11inoisInstitution[1894]8，68; 

[1900J11)0 フィリップス校長の時期に、イリノイ盲学校の教育体制の基盤整備が進んだよ

うに思われる (Hendrickson[1972]47-59，67)。幼稚部課程2年(通常の第 1-2学年)、

年課程 6年間、ハイスクーノレ課程4年が標準になる口ただし、病気や家庭での養育によっ

て実際の入学が遅れる盲児が多いために、学年配置は弾力的に行われたようである。学科

課程では、幼稚園のほかに、タイプライティング、音楽、体育、手技(スロイド)が整備

され、とりわけ道具教科の指導とその裏づけとなる点字印刷が、 F.孔ホール (FrankHaven 

Hall 1843-1911)校長により普及された 5

ホール校長は 1892年にブライユ点字印刷機を開発したのであるが、この開発は、ブライ

ユ点字、ボストン線字、ニューヨーク・ポイントの混乱状態を、ブライユ点字に方向づけ

る大きな要因となった。彼は職業教育ではヒ。アノ誠律も、ことのほか盲人には困難な職業

自立を実現する手段として期待している。 19世紀末のイリノイ盲学校の教育成果が、ある

程度、達成されたと思われるのは、本校生徒が本校の学年を変更することなくシカゴ公立

学校へ転校する「多くの例j があったためである (I11inoisInstitution[1900]9-17; 

[1902J 10-13)。

ホーノレ校長のもう一つの功績は、アメリカ最初の公立学校盲学級開設をシカゴで実現さ

「「
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せたことである(盲学級担任[後に指導主事]の].B. カーティス(JohnB.Curtis 1871-1951) 

はイリノイ盲学校卒業生。岡[悶ほか 2006J126参照)0 ホールに富教育の経験がなかったこ

とが、盲学校あるいはその教育の問題点を把握させたのかもしれない。公立学校富学級開

設に対する彼の尽力は、高学校教育では、一般コミュニティにおける盲人の自立的生活と

いうハワの夢を実現しようとしたといえよう。それは、公立学校における日常的な交流を

通じて晴根児と同じ社会構成員として協力的で対等な関係の育成であり その基盤として

のコミュニティにおける存在と家庭における生活であった。

しかしホールは、盲教育において実際には伝統的な折衷的教育自的論を提起していた口

一つは人道主義的観点で、あり、もう一つは経済的観点である。彼は、完全自活並びに一部

自活の卒業生の職種を列挙しており (I11inoisInstitution [1900J18;[1902J16)、経済的

観点に関する成果も現実に提示する必要があったのである。

多数の職種例 声楽・器楽の教員

少数の職種例 富生徒の個人指導、タイピスト(他の人が口述)、ほうき等の製作・

修理、ピアノの調律・修理

もっと少数例の職種 音楽演奏家、富学校教員、他の機関の教員・助手、事業管理

(酪農・農業・製造)

盲教育の目的・本質論を、アメリカ最初の盲学校を開設したニューヨークにみてみよう 0

19世紀末のニューヨーク州では、盲学校も州当局も、ほほ同じ教育目標を設定するに至る。

それは、自侍・身体的発達・知的啓蒙、そして自尊心をもっ、暗践者と同等な州市民とし

ての育成であり、単純な職業自立から社会構成員への青成に転換したので、あった口しかし、

市民資格の条件をみると、経済的自立とその精神面での強化が、盲人の幸福と社会の安寧

の両立論の観点から、アメリカの代表的な盲学校長の一人で、あり、ニューヨーク点字を開

発した W.B. ウェイト (Wi11iamBe11 Wait 1839-1916) により提起される。彼のような両

立論は、州、iが資金を提供している学校・施設の標語となっていたが、姿勢や動作における

盲人の特性消失と結び、つけられており 6、結局は、慈善性の否定にもかかわらず、盲人を靖

限者に近似させる正常化理論に属する類型に陥る(中村[1987J461-462)口

ホールが吉学校長でありながら、公立学校における富児の教育を構想したのは、盲学校

教育における限界や制約を、卒業生の進路にみたからであり、それを縮小・解消しようと

したように思われる(岡[伺ほか 2006J116-119参照)。それは一方では、ハウに典型的なよ

うに盲学校内部から生まれた富教育の革新による社会構成員としての富児の育成という理

想像を、理念のみに留まることなく、また小舎告IJのような中間的制度ではなく、現実のコ

ミュニティと公立学校と家庭を舞台にして実現しようとする動きと、他方では、ホールの

ような盲学校外から通常という基準からの接近とが合成された構想であった。こうして、

ホーノレの提案は、従来の寄宿制盲学校教育の改革構想を超えた盲教育史における新たな段

階を建設しようとする野心的な試みであったと評価することができるD

視覚障害教育教員の全国会議であるアメリカ畜教育教員会議 (TheAmerican Instructors 
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of the B1 ind) は 1853年に結成され、その第 1回会議がニューヨーク富院で開催された。

定例化されるのは、 1872年、第 3@]のパーキンス校開催から改称されたアメリカ盲教育教

員協会 (TheAmerican Association of Instructors of the B1ind: AAIB) になってから

である。盲学校教員会議は、撃学校教員会議よりも定例化が遅れた。その点で、学校で使

用する文字が、数種類の線字と 2種類の点字を学校ごとに用いられていたために、まとま

らなかったように忠われる。

さて、聾唖院や聾教育において、慈善や貧臨といった聾児と聾唖院にまとわりついてい

たスティグマの解消が必要であると認識するようになったのは、口話法の導入と関連があ

る。口話法の導入に最初に肯定的に反応したのは、上層の人々であったからである。彼ら

は、スティグマにはことに敏感だ、ったといえよう o 1867年、マサチューセッツ州ノーサン

プトンに開設されたアメリカ最初の口話法の態学校となった寄宿制のクラーク態学校 (The

C1arke Institution for Deaf-Mutes. 1896年に TheC1arke School for the Deafに改称)

理事長、L.].ダドリィ (Lewis]. Dud1ey) は 19世紀末に慈善のスティグマ性を、つぎの

ように厳しく批判している (Sanborn，Dudley， and Ya1e [1893J17-18)0 

整児の教育は、行政的に慈善事業の範IU寄におかれたことによって、乞食・痴愚・狂人、

公的貧困・白痴・狂気と同じ範曙に入れられ、ナトi費生になるには殺は乞食の態度をして、

自分の貧la証明を得なければならず、その屈辱を回避すれば子どもを無知のまま成長させ

なければならなかった。多少でも資力がある親は、聴児のための公立学校税を支払ってい

るのに、自分の聾が子どもであればその教育費の負担を強いられた。

クラーク聾学校はこのような経費負担上の問題を f不当な課税と差別j として年来、問

題にしてきた。「マサチューセッツ州は、聴児の教育には初等学校から大学に至るまで最良

の機関を設置し、維持するために数百万ドノレを使って、教育問題では名声を勝ち得ている

にもかかわらず、 4つの器官しかない子どもに対しではなおも差別を続ける少数の州とし

て、これ以上目立たないことが期待されるJ(Report of the Commissioner of Education 

[1885-86J634)0 

この主張は、聴児と同等の教育の根拠を聾児にも要求する権利論なのであるが、慈善性

はまったくみられない。クラーク聾学校への就学が単なる教育機会の拡大要求で、なかった

ことは、手話法ではなく階級的出自(ダドジィも富豪だ、った)を反映した口話法の学校で

あったことと関連しているであろうに

このような事態は、障害児の教育機関に州資金を配分する州政府の担当部局が慈善関係

であったために生じた。マサチューセッツチHでは 1867年に聾学校が、 1875年に盲学校が州

慈善委員会から州教育委員会に移管されたが(中村[1987J177)、それは解決を意味しなか

った。貧函証明を必要書類とする州費生になるための手続きが、 1888年法による改正まで

変更されなかったからである O なお、マサチューセッツ州における州慈善委員会から州教

育委員会への移管は国内初例であり、他の州にも拡大する。

円
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聾唖院が惑善性を薄めて教育的性格を強化するのは、大半の州、iに聾唖院が設置される 19

世紀後半である。一つは聾i唖院自身による聾唖学校への脱皮、もう一つは、 1860年代末以

降、公立学校制度の襲学校が大都市に開設されることによる影響である。

しかし、聾唖院の学校化への転換は緩慢だ、ったのは、校長に聖職者が多かったこととキ

リスト教教育の重視(これは手話法指導とも関連する)、就学聾児に貧窮家族出身が多かっ

たこと、第一次産業が豊富にあったために教育転換の必要性が認識されなかったことによ

るものと思われる。

それにもかかわらず、重量唖院の慈善性の希薄化と学校への方向性は確実に存在した。そ

の指標は、就学年齢の低下と教育期間の長期化、聾教育教員向けの専門雑誌の刊行、全盟

約な態学校教員会議の設置と開催である。

開設当初の聾i唖院では、 20歳を超える就学者は珍しくなかったし、寄宿制ゆえに年少生

徒の受け"入れを回避したが、教育の必要性に対する認識の深化、教育機会の普及、口話法

運動への対抗等によって、入学年齢の低下がみられるようになる。これらは、護教育の目

的と本質にも当然、関連を生じるようになる。

ハートフォード聾唖院の初期の入学規定では、入学者の年齢は 10-29歳、在学期間は 2

年以上だ、った (ConnecticutAsylum[1818J 18) 0 20世紀初頭になると入学年齢は 6歳以上(上

限規定なし)、在学期間はコネチカット州住民が 6年まで、マサチューセッツ州住民が原則

10年8まで、になっていた (AmericanSchool [1913J 31， 33-34) 0 たしかに入学規定は厳格には

守られなかったと思われる (Best[1943J 430)口たとえばハートフォード聾唖院最初の入学

者のなかには、 53歳の男性と 35歳の女性が含まれていた。しかし入学年齢の年少化は学校

の基本方針となったのであり、 1830年以前は男女ともその 90%が 16-25歳であったが、 8

歳での入学が認められた 1849年以降の生徒の平均年齢は 14.5歳まで低下した (Valentine

[1993J 276-277) 9 

表は 1844年に開設したインディアナ州立聾学校の入学時点での年齢を、創設期と 19世

紀末、そして 1920年代後半に分けて示したものである (Warner[1930]78aを改変)。

表 インディアナ州立聾学校入学時の年齢

1844-49 1890-91 1927-28 

6-9歳 9(7.2弘) 18(51. 4) 17 (60. 7) 

10-14歳 51 (40.8) 13 (37. 1) 8 (28. 6) 

15-19歳 40 (32) 3 (8. 6) 2 (7. 1) 

20歳以上 25 (20) 1 (2. 9) O 

年齢不明 。 。 l 
i口b、言口きt 125 35 28 

表 2-1から、 19世紀半ばに創設されてから約 50年間の間に、入学者の中心年齢帯が

10歳以上から 9歳以下へと移動し、青年期および成人の聾者は当初の半数から 1割前後に

急減していることがわかる (1890-91年の 20歳以上の欄の 1名は 20歳である)。
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20世紀初頭における通学経験のある欝者は、全学齢態見の 8害IJ近くになっていると推定

された。しかし、地域によるぱらつきと中途退学の多さから、量質ともに聾学校の教育は

十分で、はなかった (Best[1914]268-272)。州、i立重量学校制度が多数の不就学盤児を解消でき

ず、教育の効率と効果を低下させる年長での入学に対処できないとしづ現実の矛盾をつい

たのが、口話法運動で、あった。たとえばイリノイ州では、州立聾学校就学聾児数よりも、

不就学聾者のほうが多い、と口話法運動から指摘されたのである (Fay[1894]312-313)o な

お、口話法運動は、 1869年を初例として、 1880年代半ば以降、都市の公立学校制度内盤学

校において口話法への転換が急速に見られることになるが、手話法による寄宿制聾唖院の

教育およびその理念に対する異議申し立てを含んでいたD

動車院の学校的性格の強化は、襲教育専門の教員の存在にみることができる。そのよう

な教員がどの時点で発生したのかを示すことができないが、間接的ながら、盤教育専門誌

と教員会議によって示すことができる。アメリカ聾唖者年報 (TheAmerican Annals of the 

Deaf and Dumb. 1886年に TheAmerican Annlas of the Deaf ~こ改題)は、 1847 年にハー

トフォード聾唖院から刊行される。とりわけ、ギャローデット大学の教授だ、った E.A.フェ

イ (EdwardAllen Fay 1843-1923) は、 1870年から 1920~三まで編集長を務めたが、この時

期は、公立学校制度に欝学校が開設され、手話法一口話法論争のピークに当たる時期であ

ったが、公平な編集を貫いた。この年報は、内外の欝教育関係の情報誌でもあり、欝教育

関連の論文も掲載することで、聾教育の専門性を確立しようとした。

1850年には、最初の聾教育教員会議(TheConvention of American Instructors of the Deaf 

and Dumb)がニューヨークで開催された。このような会議は、聾唖教育の基本的な考え方・

教育の専門性・情報を共有する場として、事業の成熟度を示す指標となった。 1868年には、

第 1回アメリカ聾唖院校長会議(TheConference of Principals of American Institutions 

for Deaf and Dumb. 千麦lこ、 The Conference of Executives of American Schools for Deaf) 

が開催された。 1868年の会議では E.M. ギャローデット (EdwardMiner Gallaudet 1837-1917) 

により併用法が提案され、採択された(上野[1991]223-235) 0 

聾教育の専門家の全国的な会議において、聾教育の社会的位置に関する認識が慈善から

権利へと転換するのは 20世紀転換期においてで、あった。 1898年のアメリカ教員会議

(Meeting of the American Instructors of the Deaf) で採択された決議は、以下のとお

りである (Best[1943J 497) 0 

襲学校および盲学校は、州、iの教育団体と向じものとして分類できること、聾者と盲人の

指導は、行刑・感化・慈善の諸施設との繋がりがあるとの誤解に代えて、賢明な世論に

より、州の公立学校制度の一部を形成すべきであると要求するようできること。

1905年 7丹、ノースキヤロライナ州モーガントンで開催された第 17屈の同じ会議で採択

された決議は以下のとおりである (Warner[1930J32;Best[1943}497)o 

アメリカの童筆者は、聴覚のあるきょうだいと同一の教育上の配慮、と利益に明らかに値する

ものであり、それに対する正当な権利がある。また、この教育は州憲法上の義務で、あって、
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慈善ではなく権利の問題として州によって聾者に与えられなければならない。それは、実

際そうであるように公立学校制度の一部として、法律によって認められ、法律において有

効なのである。

当事者団体である全国撃者協会 (NAD) 会議になると、聾学校を慈善機関ではなく、教

育機関に分類し、州の監督機関を慈善・矯正から教育に変更することを求めた類似の内容

であるといえるが (Warner[1930]32)、以下のように混種の決議では、今までになく最もラ

デイカルな主張となっている。 1907年 7月の NAD会議第三決議がそれである

(Best[1943]498)0 

教育とし1う特典は州が第一の義務として(認めている -Best)、アメリカのすべての子

どもの生得権であるがゆえに、

は一一一一聴児と向ーの権利に対する奪うことのできない権利をもっているがゆえに、

一一(この現在の運動は-Best)聾学校に対して国の教育制度の一部として適切な位置を

与えて(し¥る -Best)がゆえに、

第一に、州においては聾者の教育は聾者に対する|司情としての慈善や慈恵ではなく、権

利と正義の問題として、州、!の義務を実行すること、

第二に、聾学校は、慈恵または慈善の施設として知られたり、見なされたり、分類され

てはならないのであって州の公立学校制度の一部として厳密に教育施設としてみなされ

なければならないし、一一聾生徒に依存精神を育んだり、公立学校に通学する聴児以上に

慈善対象や州の被保護者として塾生徒を特徴づける結果となる(ような繋がりをもたせで

はならない-Best)

ことを決議する。

興味深いのは、教育の提供を慈善ではなく、権利に変更したことよる教育の目的と本質

もさらに明確になったことである。以下は、 1907年 6月のインディアナ州立聾学校卒業式

における州知事、J.F. ハンリー10 (James Franklin Hanly 1863-1920) の挨拶であるが、

ハンリ一知事は、竪児の教育を受ける権利を伝統的なレトリックによって雄弁に述べると

ともに、欝学校と盲学校を慈善視してきたのは過ちだ、ったとしてこれらの学校が教育機関

であることを繰り返し強識し、初等段階だけでなくハイ・スクールの教育の提供にも言及

している (Warner[1930]34-35)0 

この申し分のないインディアナ州に生まれた男子と女子が、少なくとも公立学校教育(望

むので、あればハイ・スクールも含まれる)という恩典を生得権として得ているという事

実を、私たちは誇り lこ思っています。それは彼らの生得権であります。それは慈善では

なく、州が贈り物として与えるものでもなく、当人が要求すべき権利を持っているもの

であり、チ1¥1に対して請求する権利をもっているものなのです(中略)。しかしそれが正常

な男子と女子の、精神のあらゆる能力をもっている男子と女子の、自然のあらゆる能力

をもっている男子と女子の権利であるなら、それが当人の生得権であり、当人が贈り物

ハ
uro 



としてではなく、慈善としてでもなく、この地上と空の下に生まれた当人の権利として

州に正当に要求できるものであるなら、 j司じインディアナ1'1¥1に対して同一の教育と向ー

の機会を請求すべき諸君の権利はずっと大きいのではないでしょうか。当人が持ってい

る能力の一部が諸君に拒絶されているとしづ事実は、自然によって諸君に拒否されてき

たこと(聴覚損失-引用者)を諸君に補うために、州ができる限りにおいて、州の義務

と州の責務を強調しているだけなのです(後略)。

問題は、 の生得権としての権利である教育の在り方についても、ハンリ一知事は明

示したことである。

(インディアナ州の)男子と女子は、リ十|は生活の関し、において平等な機会を私に与えな

ければならない。それをするために州は、私に教育を与えなければならないJと、州に

対していうべき権利をもっているのです。

ハンリ一知事が襲児に対して(盲児に対しても)、彼らの生得権として州に提供を求める

ことを認めた教育とは、聴児と同等・伺ーの権利としての教育であり、このような

州行政の責任者によってなされたことは画期的であった。しかしそのような宣言は、教育

終了後の生活において聴児と競争し、市民として自立した生活を営むための同等の条件=

教育機会を提供することを意味するものであったし、それは、社会構成員としての義務を

履行するように聾児に対する社会の当然の要求だ、った。教育の自的からいえば、個人と社

会という二つの観点がつねに関連あるものとして示されるのが通例で、あった。

以上のように、 19世紀前半の創設期においてキリスト教的動機から出発した聾唖院が慈

善性に満ちていたのは、塁塁児を憐偶祝していたことと同義であった。言語がないために家

族からも友だちからも孤立しており、知的・精神的・情緒的に無力あるいは未熟なまま放

置されている聾児に教育を提供することで、彼らの全体的な発達とともにキリスト教徒へ

の育成を目ぎすことは、まさに高貴な慈善であった。

しかし、聾学校の増加と教育機会の拡大、産業構造の変化に伴う就労職種の変化と拡大

という状況のなかで、創設時点での聾学校設置の精神的基盤であった慈善は、聾児の教育

においてしだいに妨げとなってくる。つまり、聾児は、教育によってキリスト教徒に育成

し、第一次産業に就労するだけでは、聾学校を維持することを正当化できなくなってきた

のである O いし 1かえれば、聾者が働き、生活する場も、彼らが占める社会的位置も通常の

世界へと拡大していったのである 11口こうして、 19世紀末になると、聾学校は一致して教

育の目標を市民の育成に転換するようになる。市民の育成には、他者への何らかの依存を

含意する慈善は否定しなければならなくなったのである (Best[1943]405-414参照)。

19世紀第4[9半期になると、貧困や障害にかかわる差別的用語や文言は決議や宣言では

なく、実定法で否定されるようになる。撃者の教育は州慈善委員会から州教育委員会の管

轄になり、「聾唖慌における州給費生の援助」は「護学校における州の聾生徒の教育j にな
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り、「親または後見人の貧富を理由として、し¥かなる差別も行われではならなしリことが、

州法で明文化されたのである (Dudley[1893J 17-18 in Sanborn， et a1.)。

欝教育においては 1870年代以降、盲教育においては 1900年代以降、州、iが管轄する寄宿

制と並立して市教育委員会が管轄する通学制の聾学校が、大都市に増設されるようになる。

これらの新しい学校形態の学校は、寄宿制学校の問題点を刻挟した新しい教育の考え方を

提起することになる。それは、教育の本質と巨的に連動するようになる。

11. a痴学校の社会事業への変質と教育目的・本質論の変化

19世紀半ばにおける自痴学校の創設の意義はすでに詳述したが、改めて現代の障害児教

育史までを視野に入れて術撤すると、現代アメリカの全障害児教育法や日本の養護学校義

務制に匹敵する画期であると評価できるのではなかろうか。それは、 1840年代半ばという

白痴学校創設運動期は、アメリカで聾教育が始まって約 30年、盲教育が始まって約 15年、

聾唖j涜と富院がそれぞ、れ 6-7校という揺鑑期にあり、その教育と学校が存続する意義の

社会的受容を獲得するために努力していた時期であったからである。公立学校制度すらま

だ緒に就いたばかりであり、その教育は無償でも義務でもなかったが、万民教育という理

念は支持されていたために、!日式な教育の考え方が支持されていた。

19世紀半ばのアメリカはなお農業国であったが、白痴学校が開設されたのは、アメジカ

の中でも居住人口が多いボストン、ニューヨーク、フィラデ、ルフィアであった。したがっ

て、コミュニティはまだ静的であり、伝統的な農村社会的な行動規範が要請されたといえ

る。

しかしながら、 19世紀半ばに慈善事業としての聾教育・盲教育が学校教育への緩慢な過

程を辿っていたこと、それが社会的に受容されてつつあったことを考えれば、その転換過

程を一言で表現するなら、改善で、あったといえよう。この改善とは、依存的状態から職業

自立への変化であり、異教徒からキリスト教徒への成長であった。この変化や成長には、

職業自立には精神的・道徳的な必要な基盤が、聖書の理解には読み書き能力が必要である

から、当然ながら知的・道徳的・社会的・経済的な要素が含まれていた。そのうえ、白痴

学校を創設する根拠として、聾児と富児の教育の可能性と成果が運動主導者によって利用

されたから、襲教育と盲教育は、少なくとも創設運動外のあるいは周辺の人々にとって白

痴教育を評価する基準となったのである。それゆえ、白痴学校は創設後にその成果と意義

が問題となる火種を抱えていたので、あった。

言い換えるなら、一部の主導者を除いて、数年間の白痴が教育によって聾唖児や盲児並

に劇的に変容すると予測した者はいなかったと思われる。それだけに、ハウやリチャーズ

(第 1章参照)の教育と学校に関する問題提起は、それが聾教育・盲教育を含めて既成の

概念と枠組みを超えていたという意味で、革命的だ、ったといえよう 12

しかしながら白痴学校は、学校・教育概念、と教育の成果の点で創設当初から聾唖院・盲

院と比べて極めて不利で、あった。最初期における有能な教員存在は事業の低い社会的評価
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からして継続することは困難であり、学校の施設化と相まって、教育の役割は縮IJ¥しなが

らも施設機能の象徴の位置を保ちつつを複雑に変容するようになる O また、州財源の施設

以外に、富裕層対象の私立施設も開設されるようになる。

この学校から施設への変容において、教育は単純に縮小したわけで、はなかった。たしか

に、精神薄弱者施設の教育機能は白痴学校時代よりは透かに縮小されたものの、広大な

地と建物に対する初期投下以外には、施設の精神薄弱者の幅広い労働力活用によって維持

費の軽減が施設の経営方針であった。すなわち、精神薄弱者の施設内自立という運営目標

に基づいて、労働力の育成教育がより重視されるとしづ奇妙な状態になった。この方針は、

施設長として精神病学の医師が経営者になり、精神薄弱脅威論の宣伝を行うようになった

ために、社会と精神薄弱者の保護を自的として不動となったのである口

施設におけるこのような教育の在り方は、 20世紀転換期になると大都市公立学校に限定

される現象であったと思われるが変化するようになる D 大都市公立学校では就学強化とと

もに、通常教育の枠組みから逸脱した子どもへの教育的対-応が特殊学級において展開され

るようになる。しだいに施設と特殊学級の間の役割分担も提起されるようになるが、特殊

学級は軽度級精神薄弱児に対象を絞り、コミュニティ生活への準備を計画するようになる。

他方で、公立学校での対応が整備されない州では、精神薄弱者施設が精神薄弱児に対する

教育的対応の役割を全面的に担当する。たとえば、イリノイ精神薄弱者施設では、時期は

やや前の時期になるが、公立学校の学年制とはレベルが異なるが 6学年に分けた指導が行

われ、卒業式さえ行われたのである (IllinoisAsylum[1882])。

このように自痴学校は、全体として社会的にはコミュニティの正常性を保護するために

大規模・隔離化した施設へと変容し、教育の役割も施設内自立に貢献するようになったの

であるが、教育機能は、その質はともかく、施設内学校として継続したのである。ただし、

ウィルパー校長やリチャーズが試みた重度級と思われる教育の本質につながるような教育

がどの程度継続されたのかは疑わしい。たとえば、マサチューセッツ州ウェイバリィ施設

のファーナルド校長は 施設訪問者に好んでセガン法を演示したといわれるが、その方法

は個別的であるうえにスキルと経験が必要であったにもかかわらず、担当できる教員や専

門技術の継承がインフォーマノレにせよ制度化されていなかったからである。

11I. 教育を主目的とした私立通学制肢体不自由児学校の創設ーボストン

1894年 10月 1日にボストン市チェンバーズ通りに開設された法人の私立肢体不自由児職

業学校 (TheIndustrial School for the Crippled and Deformed Children. 現在は Cotting

Schoolという名称の私立障害児学校として存続)は、アメリカの伝統的な障害児教育機関

の系譜を基盤としながら、アメリカ的精神基盤と 19世紀末の状況を部分的に反映した事業

であった。北欧先進例に触発された整形外科医のイニシアティブにより開設されたボスト

ンの肢体不自由児学校は、対象としての退院後の下層の肢体不自由児、篤志家と寄付財源、

職業教育による自活化という防貧目的、自活イヒにおける精神面の強調という面だけに限定
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されたわけで、はなかったのである。

本校の運営には、職業自立に必要な条件として、職業教育だけでなく身体的ケア(食事

と運動)および基礎的教育の必要性、とくに教科教育が認識されただけでなく、ヨーロツ

パの肢体不自由児教育先進国で観察された生徒の自己憐?関傾向を解消するという心理的な

アプローチを含んでいた。また、救貧事業に通例であった寄宿制ではなく自宅からの通学

制を採用し、コミュニティと家庭での生活を選択したのである。この形態を実現するため

に、学校は馬車による通学手段を提供した。

このボストンの事例では、コミュニティから孤立した収容施設における教育・生活と、

コミュニティ・自宅を基盤とする公立学校特殊学級での教育との中間段階として位置づけ

ることができる。教科教育、通学制、コミュニティ・家庭の重視、教育目標としてのシテ

ィズンシップの育成は公立学校の要件である。

これ以外にも同時代の新しい要素が含まれている。医療機関との協力、子どものニーズ

に対応した教育内容、学校の看護婦と女性委員会が生徒の家庭を訪問して親指導と実態把

握による教育の効率化、母親の会の開催による看護婦・教師・母親の協力関係の形成、そ

して 18981=!三から 1914年まで、法人理事長を務めた F.]. コッティング CFrancis]oy Cotting 

1865-1914) 自身が後天性の疾患による車椅子を使用する肢体不自由者だったことである

(The Industrial School 12th AR[1906J13; 50th Anniversary[1944J8-9)。

ボストン肢体不自由児職業学校は、アメリカ最初の通学制肢体不自由児学校として、公

立学校が教育の門戸を閉ざした肢体不自由児に対して教育機会を提供し 職業自立を目ざ

した新しい教育モデルで、あった。しかし通学制であったために馬車の数を増やしても通学

範囲は限定されていた。また、治療後または慢性的な肢体不自由の子どもが対象であった

ために、治療中の子どもも対象にはならなかった。こうして、ボストン校の実績は州立肢

体不自由病院学校の開設に結実する(1904年開設決定、 1907年事業開始)0 たとえば経済

的自立に必要な条件として教育だけでなく、肢体不自由児本人が f自己憐偶・自己意識・

自己中心的感情を捨てるJ(Fish [1920J230-231) ことが必要であるという考えは継承され

ている。だが病院学校の目的は、肢体不自由児を放置しておけば「重荷となる人々を、有

用で告活し自尊心ある市民にするJ(Fish[1920J231)ことを提起したにすぎ、なかった。州

立病院学校もボストン校と同じように、抜本的に事業の目的と性格を革新できなかったの

である。その理由は、公立学校改革やセツルメント運動にみられた社会と個人の在り方を

根本から再検討するようなイデオローグが病院学校にもボストン校にも不在であったこと

である。ボストン校に眠っていえば、たとえば私立校、通学制、コミュニティ立地等につ

いて、そうでなければならない理由を理論的に意味づけることがほとんどなかったのであ

るD

むすび.

以上の障害カテゴリーにおいては、慈善事業の成立からその組織化と公立学校の成立と
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いう枠組みの中で、学校・施設の責任者は、彼らの背後にいる人的資源と支持・対立のな

かで、農業国から工業化・都市化・移民の大量移入と帝国主義時代への変化に影響を受け

しながら、社会から要求された学校・施設の存立意義と対峠し、自らの理念を展開してき

た。そのなかで、障害児にとっての教育の意義を拡大したり、まったく逆に眼定したりし

てきた口

20世紀転換期になると、社会事業あるいは医療の対象として分化していなかった肢体不

自由児やてんかん児の病院や保護施設が開設されるようになり、 20世紀に入るとこれらの

教育を呂的としない機関でも教育の非代替的意味が認識され、教育が導入されるようにな

る。しかしその場合、ある障害児分野の最先端的な成果が後発分野の障害カテゴリーに援

用されることは、まずなかった。たとえば、富児においてその自立に妨げとなることが認

識されていたパターナリズムと慈善観は、肢体不自由児には色濃く残存することになった。

個人の価値と教育を受ける根拠としての権利や社会的同等性、スティグ、マの持続と解消も、

それぞれの障害カテゴリーの社会的効用や所属する階層によって、意義が異なることにな

る。

註

1 ) 非行は、道徳的痴愚 (moralimbecile)や欠陥性非行(defectivedelinquency)とし

て、精神薄弱者施設や精神病院、行刑機I~等の i苛で適切な診断と処遇をどうすべきか

が懸案だ、ったという意味で、境界線上にある問題だ、ったD 日世紀末になると、公立学

校教育への継続的で規則正しい通学、学業不振、学校・教室内での規律維持の問題と

して、非行が新たに問題となる。

2) シカゴ大学教授でソーシヤノレワーカーだった C.R. へンダーソン (Charles Richmond 

Henderson 1848-1915) は、聾教育・盲教育の慈善性をめぐる問題について、聾学校・

盲学校の校長の慈善性否定、公教育機関説に賛意を示しながらも、教育期間における

州費による寄宿費負担と卒業後の公的援助が正常者と比べて格段に多いことを挙げて、

聾者と富人を社会事業対象に含めている D へンダーソンは精神薄弱者も同じように取

り上げているが 聾者と盲人が貧窮化する可能性という観点であったの対して、精神

薄弱者は社会的安寧の観点から取り上げている O したがって、聾者・盲人の教育目的

は正常児の延長線上にあるのに対して、精神薄弱児の教育は「慈善と矯正の社会制度

全体」のなかで、「社会が保護される」意図が強調され、 -盲人よりも詳述されて

し¥る (Henderson[1901J169-182)o

3) 富院の入学時年齢が 1850年代末に至っても必ずしも低下していない。 7校の入学時

平均年齢のうち、低いのが 1852年の 11.5歳、 1853年の 12.6歳、 1832年と 43年の 12.7 

歳、高いのが 1850年の 18.5歳、 1858年の 18歳 1857年の 17.6歳となっており、着実

に低下しているとはいえなかった。その原因は「盲成人の教育需要J(中村[1987J195) 

であると考えられる。
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4) 吉成人に対するサービス機能の盲学校からの分離は、盲院の盲学校化を示す指標で

ある。 19世紀中に関設された盲成人対象の宿泊施設併設の授産所は、フィラデ、ノレブイ

ア(1874)、オークランド (CA)(1885)、ハートフォード(1892)、ブルックリン(1893) 

である。職業教育だけを提供する通所施設は、サウス・ボストン(1848)、ボノレティモ

ア(1853) にあった。 Anonymous(1908) ; Ried1e (1909) 127. 

5) ホーノレ校長は、通常教育の分野で教師や教育長として活躍したが、労農教育を校長

として実践するなど、当時の新しい動きにも敏感だ、った。イリノイ盲学校年次報告に

も、当時、影響を与えた人物 (w.T. ハリス、J.デ、ューイや G.スタンレー・ホーノレ)

の名前や動き(ハノレ・ハウス)が記載されている(I1linoisInstitution[1900J9， 10; 

[1902J 10，13)。なお、ホーノレ点字印刷機は、筑波大学附属視覚特別支援学校に現存し

ている。なお、 Irvine(1976) 120参照。

6) 姿勢矯正だけでなく、以前から校長に矯正の必要性が認識されていた、いわゆるブ

ラインデイズム (idiosyncrasies)矯正のための身体訓練(一般に physica1cultureと

称された)は、イリノイ盲学校長のフィリップス校長も重視した (Hendrickson[1972J

56-57)0 

7) 都市公立学校制度に開設された通学制や口話法の聾学校は、都市に居住する嬰児の

親にとって、学校を選択できる機会が生じることなるが、その親の階層は上層へと拡

大したものと思われる。

8) マサチューセッツリーHでは、州補助対象校での教育期間は 1887年には 10年間未満だ

ったが、 1889年には制限は撤廃される (Sanbornet a1. 30 in Fay[1893J)。

9) 18581:J三に開校したアラバマ聾学校 (TheAlabama Institute for Deaf and Dumb)の

1858年と 59年の入学者の年齢を表 2-1と向じ年齢帯で整理すると、 6-9歳 1名

(7.4弘)、 10-14歳 9名 (47)、 15-19歳 8名 (40.5)、20歳以上 2名(10.4) となり、

インディアナ饗学校初期と類似していることがわかる O ただし、 20歳以上は少なくな

っている。 Couchand Hawkins， ]r. (1983) 29. 

10) ハンリーは]. Frank Hanlyとも表記される。彼は、禁酒運動家で、あり、アメリカ最

初のインディアナ州断種法に署名したチ1¥1知事でもある。

11) 第 3章註 13参照。聾者が就労する職種が、農業から製造業へ転換しており、とくに

男性で急増している (Best[1943J 225)。

12) 19世紀中葉のアメリカ白痴学校の創設には 2つの先行者があったと思われる。一つ

は白痴学校の創設に連なるセガンの理論と実践という度接的な要因であり、もう一つ

は白痴学校の創設に約 10年先立つ精神病院の開設で、あったと考える。精神医学史家の

G. N.グロブ (GeraldN. Grob)は、「創設時の精神病践は主な機能は保護的ケアではな

し1治療法をもっていた。利用された療法が素朴なものであったとしてもこの療法によ

って達成された成果は、現代の基準によってさえ、強い印象を与えるものであるん精

神病院開設運動の指導者は楽観主義と希望に満ちた改革運動家であり、精神病者には
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救済に対する義務感を抱き、精神病は治療可能であると見ていた (Grob[1965J 1， 18)。

このような時代精神は白痴学校創設運動で、も共有されたのである。「改善Jは以上のよ

うな背景を包含する、まさに象徴的な言葉である。
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第4章 20世紀転換期アメリカ都市公立聾学校における教膏目的・

本質一手話法から口話法への転換と正常化

中村満紀男値岡 典子

はじめに

1 .罰的と方法

本論文の自的は、 20世紀転換期のアメリカ合衆国の都市公立学校において開設された新

しい社会制度としての特殊学級が、それまでの寄宿制障害児学校の教育に対してどのよう

な教育の目的と本実論を展開していったのかに関する研究のうち、特殊学級の一種である

公立聾学校に限定して検討するものである O 盤以外の障害や状態を担当する特殊学級につ

いては稿を改めて検討する。

20世紀転換期のアメリカは、障害児教育においても重要なi頂期であった。 19世紀末まで

は障害児の教育は寄宿市iJ学校でのみ行われていたし、その寄宿制学校も慈善的な性格を放

棄して、学校的性格を強化しつつあった。その時期に、人口が急噌していた都市公立学校

には障害児等を対象とする新しい教育制度として特殊学級が開設されつつあった。

とりわけ聾児の教育にとっては、重要な変化が起きていたo 1875年以降大都市公立学校

に撃者のイニシアティブで開設されていた聾学校が 1880年代には口話法への転換を開始し、

90年代には通学制司話法学校として拡大していったのである。ロ話法への転換は、手話法

としづ撃者・聾学校および周辺の支持者による従来の小規模で、内部的な運動で、はなく、拡

大した社会的支持を基盤とする理念と方法を備えた運動によって生じていた。しかもこの

口話法による公立通学制聾学校の拡大は急激であったものの、 20世紀初頭には併用法を採

用するようになり、再度、聾教育関係者のみの問題に縮小していったように思われる。

したがって以上の公立聾学校の成立と展開、コミュニケーション・モードの転換、社会

との関係において、公立聾学校は新しい公立学校内制度としてどのような教育を構想して

いたのか、通学制はどのように意味づけられたのか、コミュニケーション・モードはどの

ようにその教育と関連するのか否かは、教育の理論と実践に重要な意味をもっていたと思

われる。ノト論で、は、 19世紀末に都市公立学校制度に開設されたアメリカの公立聾学校の構

想、手話法聾学校の口話法への転換過程を参照しながら、襲児とその教育に関与していた

教育委員会、教員、親、それ以外の関係者が、これらの変化のなかで教育の自的をどのよ

うに設定し、教育の本質をどのように捉えたのかを、聾児を中心に明らかにしようとする

ものである。

研究方法としては、公立聾学校の教育の目的・本質に関する教育委員会、学校長、教員、

親、一般社会に関する認識と対応を整理する。さらにこの整理を、都市開について対照す

ることにより、目的・本質における各セクタ一間の類似・相違とその理由・背景を検討す

るものとする。以上の作業に最も適した資料として、都市教育委員会の年次報告を用いる
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ものとする。先行研究としては、本研究のような手話法一口話法に焦点を当てて教育の自

的・本質を論じた研究は見あたらない。

2.用語

( 1 )手話法・指文字・口話法・併用法

手話法は、現代のアメリカ手話言語 (ASL)の基盤となった、英語とは異なる体系をもっ

た聾者の言語を示し、手話法に基づく具体的な表現を手話またはサインとするD 口話法は、

読唇と音声によるコミュニケーション・モードとする。手話法の使用を認めない口話法を

純口話法とする O 併用法は、手話法と口話法を組み合わせたコミュニケーション・モード

であるに現実には、これら 3つのモードには中間的な形態があるが、主として利用してい

るそードによって示す。

( 2) 混合学年学級

公立学校制度に開設された聾学校に関連させて定義すれば、混合学年学級は、一つの教

に多学年の生徒がいる学級をさす。就学者人口が少ない地域に開設された学校は、就学

者数が少ないために必然的に混合学年学級となる O 公立聾学校のうち、市内各地に分散し

て設置される場合は、就学する撃者の数が 10人前後程度であり、教員は 1人しか配置され

ない。したがって、さまざまな学年に所属する撃者が同一の学級に所属することになる。

彼らは、穂、力をはじめ学業成績や能力、性格や家庭環境、年齢、通学距離や手段が異なる

うえに、個別的な観点から指導したとしても成果をあげることは困難だ、った。手話法から

併用法によってコミュニケーション・モードに転換すると、この困難はさらに増すことに

なる O センター化された聾学校の場合、モードだけでなく、糖、力531Jに学年編制が可能とな

り、指導成果が高まることになるが、自宅からの距離が遠くなり、通学が不規則になる可

能性が出てくる。そのため、年齢によって分散方式とセンタ一方式を使い分けたり、月曜

から金曜まで寄詣舎を利用する平日寄宿制が採用されたりした。公立学校への就学者数が

少数の障害児学級の場合、分散型の公立聾学校と類似の問題に直面することになる。混合

学年学級の一般的な用例は、学業不振の状態にある生徒を一時的または長期に収容する場

合である O

卜 手話法の通学制聾学校とその教育の目的・本質

1 .公立手話法聾学校の開設趣旨と教育の考え方

1869年 9月に公立学校制度に設置されたアメリカ最初の聾学校であるボストン校2を初

め、 1875年から 1878年の関に開設されたシカゴ・シンシナティ・セントノレイスの公立通学

制襲学校も、聾唖者のイニシアティブにより創設が計画された。したがって当初のコミュ

ニケーション・モードは手話法だ、った。しかしボストン校が公教育制度として開設された

持には日話法を採用した。それ以外の上記 3都市の公立聾学校は開設時には手話法によっ

ていたが、 1880年代後半には口話法を導入するか、全面的に口話法へと転換する。しかし

ポスト νを含めて聾唖者が主導したすべての通学制聾学校開設の最大の趣旨は、聾唖者の
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居住地近くに聾学校を開設して、寄宿制聾学校に通学しない不就学の襲児の教育機会を確

保することにあった。

したがって開設趣旨がその範囲内にある間は、寄宿制墾学校との対立はほとんど、なかっ

たといってよい。たとえばシカゴ公立聾学校の開設と維持を支えた欝当事者団体である「シ

カゴ聾唖者協会 (TheChicago Deaf-Mute Society)J の主張では、通学制は、就学者を獲

得する手段として最初から通学制聾学校の重要な論拠であったが、通学制の空間は、あく

までも親・家族・家庭に留まっていて、生育上および将来の社会適応上の正常性として主

張された。聴児の存在は、聾児が彼らと向じ公立学校に通学することで社会的に特異視さ

れるのを防止するという意味にすぎず、聴児との関係にも、関係形成も意図されていなし 10

また、聾唖児同士の関係は不明確にしか意識されていない (TheChicago Deaf-Mute Society 

in Fay[1875J)。したがって、聾唖者協会の通学制の提案は、コミュニティや家族、近隣の

学校のように統合教育論と部分的に共通な要素はいくつかあるだけで、統合教育の方向に

は向かわなかったのであるD

しかし口話法を採用する公立ボストン校が、口話法と通学制を組み合わせて両者を相互

関連させて展開した論拠は、とりもなおさず手話法と苓宿制に対する批判となった。この

ような口話法ェ通学制の擁護は、しばらくの間はマサチューセッツ州に限定されたローカ

ノレな運動にとどまっていたが、 1880年代後半には、シカゴ等 3都市の公立欝学校に拡大し

ていくのである D 手話法による寄宿詰IJ学校での教育と大都市公立通学制懇学校での教育、

そして口話法による公立通学制聾学校での教育は、教育の目的と本震について、明白な相

違を示していたと考えられる O そこで、とくに寄宿制聾学校と口話法の通学制整学校は教

育の目的・本質において、どのように対照できるのかを検討してみることとする。

2.初期公立手話法護学校における手話法の採用と教育の考え方

シカゴに手話法の通学制学校が開設される数年前の 1871年 ミネソタ州立聾唖・富学校

の校長だ、った].L.ノイズ (JonathanL. Noyes 1827-1905) は、第 7回アメリカ聾唖教育

教員会議の年会で聾唖児教育の義務化を訴えており(安藤[2001]54-57)、政治的・経済的・

社会的観点に基盤をおいて、聾唖児への無償教育の拡大を正当化しようとしていた。上記 3

都市で通学制聾学校開設に貢献した聾唖者たちは、教育機会の拡大を通学制としづ形態に

よって実現しようとしたのである。しかしその教育は、寄宿制欝学校の教育とどのような

関係にあったのだろうか。コミュニケーション・モードの変化は提案されていないし、寄

宿制聾学校で、は伝統的に根強かったキリスト教徒への育成や社会的負担ではなく職業自立

という最終目標も維持されたけれども、シカゴでは教育機会の拡大 (ChicagoBoard of 

Education 23rd Annual Report[1878J78)、生育における家庭の影響と親との関係維持によ

る成員としての形成が強調された (Chicago22nd AR [1876J 20-21)。しかし聴児との関係に

ついては、校舎の配置等、顧慮されてはいない (Chicago23Rd AR[1878J20-21)口聾唖児同

士の関係については、寄宿制欝学校における聾唖者だけの長期にわたる閉鎖的な空間は、

性格形成と精神的・道徳的発達に支障があるが (Chicago26th AR [1880J 77J)、公立学校で
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は、家庭ーという性格形成の場とコミュニケートできる聾唖児と交流による知識が得られて、

孤立が防止されることを指摘している (Chicago27th AR[1881]91) 3。聾唖児の教育可能性

については、生徒数が増加するに従い、知性ある農夫と賃金労働者という従来の目標より

も高いレベルの進路が期待されるようになったこと (Chicago27th AR [1881] 95)、しかし同

時に貧困問題が学校形態に深く関連しつづけていること (Chicago28th AR [1881] 97-98)は、

通学制聾学校の在り方を規定する重要な要素として注自される。

こうして手話法のシカゴ校では、基本的には手話法による言語の獲得、日常生活に必要

な知識と心身の発達、就労という社会成員としての基本要件の教育が自ざされたといえよ

う。この教育の目的論は、寄宿制聾学校と根本的に変わることはなかった。両者の相違点

は、聾児におけるコミュニティと家族との関係維持による社会的帰属意識と生育環境とし

ての家庭に対する評価にすぎなかった。その論点を左右するのは、聾児の社会的階層に対

する認識であった口寄宿制聾学校では貧しい聾児を念頭において、彼らの貧しい家庭では

享受困難な心身の健康と勉学に良好な環境を、長期にわたり日常的に提供することを重視

した。他方で通学制整学校は、将来、聾児が生活する環境のほうが、精神的にも適応しや

すい基盤を形成すると考えたのである。したがって通学制聾学校は、通常のコミュニティ

における生活と公立聾学校への通学が可能な環境にある聾児を念頭においた論理に基づい

ていた

このような通学制聾学校の論拠は、 1869年 9月に、通学制学校としてはボストン校(向

年 11月授業開始)よりも早く教育を開始したピッツパーグ校 5では、正常世界への同化的

な傾向がより強く、 1879年 4月にミズーリ州セントノレイス公立学校に開設された通学制

学校でも、先発校と類似の見解であった (St. Louis 27th AR [1882J 121-122， 123-124; 28th 

AR[l883J138-140; 29th AR[1884J100-105)0 6つまり、公立聾学校における墾児に対する教

育の新しい点はそれほど顕著ではなく、公立通学制聾学校としての教育の目的や本質にお

ける斬新さはほとんどなかった。

11. ロ話法の通学制聾学校とその教育の自的・本質

それでは口話法の通学制聾学校では、教育に関する考え方は異なるのであろうか。それ

を明らかにするには、その特徴を明確にしておくことが必要である。口話法運動が急速に

拡大したのは、口話法の利点が受容されただけではなく、口話法と通学制が対ーとして組み

合わせられていることによる口通学制は、家庭・親および家族、そしてコミュニティと一

体であり、寄宿制という人工的家庭と親の代行としての教職員、そしてコミュニティから

の分離を対極とする概念である D

以上の整理を念頭におきながら、各都市の状況を概観する。最初に、開設時期が口話法

転換期よりもやや早いので、完全に向次元では論じられないが、口話法=通学制の出発点

であるがゆえに基準となりうるという意味で、ボストンのホーレス・マン襲学校の開設の

論拠を取り上げる。本校創設構想、ならびに開設時における教育機会の拡大という趣旨につ
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いては上述したので省略する。

1 .ホーレス a マン校護学校における教育の趣旨

ボストン校は、たしかに公立学校制度の一部として、州、!と協議のうえで関設されたので

あるが、経費負担の点では公立学校として矛盾があった。それは、州費生でなければ授業

料を支払うことになっており 7、州費生になるには、従前の寄宿生聾学校のナ1¥1費生規定であ

る貧思証明を援用していたからである。しかもそれがスティグ、マの根源になっていた。

ボストン校の入学案内では、リイイ費生として子どもの入学を望む殺はまたは後見人は、入

学申請書」を州に提出しなければならないとなっており、申請書では、親または後見人が、

「指導と扶養に伴う経費とその他の必要な経費を支払うことができなしリ文言が含まれた

文書に署名したうえに、それが事実であることを証明するタウンの都市行政委員または市

長の署名入りの証明書が必要だった。この規定は、東海岸諸州の歴史のある聾学校・盲学

校・自痴学校では共通していたが、中西部および西部諸外iの州立校には存在しない、障害

児の親が自らの貧国を証明する屈辱的な手続きであった。

この手続きは、入学する障害児とこれらの教育機関の貧国の公的証明でもあったから、

まさしく燈害児にスティグマを発生させる源であり、職業自立を妨げる根源として指弾さ

れていた。なお、入学を申請する聾児が、病弱あるいは知的に弱くないことを示す医師の

証明書も必要だ、った (BostonSchool Commi ttee Annual Report on Horace Mann School [1877J 

22-23)。

少なくとも開設当初のホーレス・マン校は、貧臨層ではない階層の聾児の親が就学先と

しての選択肢に十分なりうる条件が揃っていたD 第一に、富裕層の聾学校がこの時点、では

国内に存在しなかった以上、富裕麗というほどの階層でなくても授業料を負担できる階層

は、授業料と寄宿費が無料ではあるが貧困や慈善性というスティグ、マが付与された寄宿制

聾学校よりも、州民共通の学校(コモン・スクーノレ)である公立学校、ホーレス・マン校

への就学を望むであろう。第二に、寄宿料聾学校の長所は職業教育の充実8であるが、それ

よりも、聴児に近い教育を、しかも 5歳から入学させたいと願うであろう。公立学校であ

るホーレス・マン校はその条件でも合致した(後述)。

第三に、ホーレス・マン校には、単純な職業自立が目的ではなく、宗派色がない教育も

期待できたD ボストン教育委員会のホーレス・マン校担当委員会には、教育力に対する楽

観的な期待(Osgood[2000J 97)が濃厚で、学業と品行において聴児の最良校並の水準を巨指

していた。また、元教育長の S. エリオット (SamuelEl iot 1821-1898)の発言を引用して、

押しつけと画一的ではない自由な教育環境のなかで、生得的な可能性の開花と他人的な満

足および社会的な効用を間接的に強調している。エリオットは各種障害児学校の理事を務

めることで障害児の教育に通じており、つぎのように彼の教育論を障害児にも適用してい

る (BostonSchool Committee AR on Horace Mann School [1905J6-7)0 

教育とは「個人一人ひとりの生得的な可能性と力の発見であり、開発である。また、

効率と実用を高めることで、本人の幸福、充実した人間としての満足-健康・生産的
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な勤労・社会と家庭の生活ーを増すことである。少1'1は、教育に対するあらゆる提供に

おいて、侶人を絶えず尊重しなければならない。州、jは、すべての才能ある個人を発見

し、彼を通常の集団から引き上げて、自分の力を自由に発揮するように努めなければ

ならない。州は、平均的な子どもをできる限り多様化するようにして、特別な可能性

がいかに小さくても それぞれの子どもにその可能性を活用するように努めなければ

ならない。州は、遅鈍な子どもや欠陥のある子どもを、特別な方法や器具によって活

気づかせるよう試みなければならない。その包的は、一人ひとりの個人の効率を増し、

集団全体の効率を増すことでなければならない。公共の力は一人ひとりの効率を促進

しなければならなしリ。

エリオット元教育長のこの教育論は、 20世紀転換期における教育改革論の基盤である新

教育運動と、アメリカで重視された効率と社会的効用の重視を反映した内容であり、生得

的な可能性を基準として 障害児やその周辺状態にあった子どもをも適用対象とした。

ボストン教育委員会における教育に対する楽観的な期待は、通学制および家庭と関連づ

けられる O 心と良心の教育には年少期が最適で、最良の方法は幼稚窟の教育である。教育

の結果、襲児は穂児よりも規則を遵守するようになり、指示に対して迅速かつ正確に従う

し、自由な活動では賞賛すべきスキノレを示すようになる O 教室で育てられた自己信頼の手

段は、家庭での活動や娯楽に援用されることで、それが教室の勉強を生産的・創造的にす

る、というのである (BostonSchool Committee AR on Horace Mann School [1900J3-4)0 

それ以外の口話法・通学制にかかわる条件も、ホーレス・マン校にはもちろん備わって

いる。家庭生活と耳の聞こえるきょうだいとの交流の幸福な影響下において、早期から指

導を開始できる、登下校時に自分自身の安全を気にかける習慣が発達する、有用と自活の

生活の準備として、自分がその一部であるコミュニティとの自然な関係のなかで成長する

ことである (BostonSchool Committee AR on Horace Mann School [1877J22)0 まさに、

これまでの寄宿制聾学校に田着していたスティグマが薄まるように文化的・社会的に構成

された学校計画は、中産層・上層の聾児の親にアピーノレしたと思われる。

公立学校であるホーレス・マン校の教育内容については、ボストン公立学校規則第 20条

第 297項で、英語の初等教育を行うこと、その準備として通常の言語の意味と使用を伝え

ること、サイン法とは異なり、話したり、他者のスピーチを読み取るように全生徒に指導

することとなっている (BostonSchool Committee AR on Horace Mann School[1877J21; 

[1900J3)0 つまりホーレス・マン校では、入学後しばらくは口話法によるスピーチと読唇

を指導し、通常の英語により初等段階の教育を行うことが意図されていた。

以上のホーレス・マン校の特徴は、他の公立通学制聾学校の開設ならびに公立聾学校に

おける口話法への転換において、先例として有力な基準となったと思われる。なお本校は、

ボストン唯一のセンタ一式の独立型聾学校であり、通学制を主としながらも、寄宿生もい

た。他都市の欝学校では当初は 1学級のみ開設され、就学者の増加によって分散型の小規

模学級が増加した。欝学校も特殊学級の一種ではあるが、 Iあるいは数学級であっても聾
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学校と称された。

口話法は通学制の公立聾学校を中心に拡大していくが、寄宿制整学校を含めて、コミュ

ニケーション・モード(指導法)別の生徒数を示せば、表 1のようになる(上野[1991]491

から抜粋)。

表 1 指導法男IJ生徒数の変化 (1880-1910)

年 1880 1895 1910 
マニュアノレ法 417 220 244 
併用法 5892 9504 10280 

口話法 489 955 3016 

以上から、併用法の生徒は 30年間で約1.7倍増に対して、 iコ話法は約 6.2倍増であり、

口話法の急激な拡大は劇的であったといってよい。この増加傾向はさらに強まる(第 III

章参照)。

2.口話法の公立護学校における教育の趣旨

ーミルウォ…キー・シンシナティ・シカゴ・ク 1)ーブランド

口話法聾学校が公立学校の正規の事業となったのは、ボストンを除けば、 19世紀中はほ

ぼ中西部に絞られていた。その意味で、中西部諾川公立聾学校における口話法の確立は、

口話法が全国の公立学校で拡大する最大の根拠となった。そこで、公立欝学校における口

話法への転換とその教育的・社会的意味を中西部の都市ごとに検討することにする。

(1)ミルウオーキー

ウィスコンシンナト|ミノレウォーキーでは、 1878年にドイツ移民らにより開設された私立寄

宿制襲学校が 1885年に公立学校制度の聾学校に移管されたが、この襲学校は、当初から口

話法を採用して開設された、公立聾学校ではボストンのホーレス・マン聾学校についで 2

例目であった(木村[木村ほか 2009J30-32; 中村[1991]27-28)。この聾学校は、私立聾学

校の開設と中産層の需要に加えて、 ドイツ移民のビジネスマン主導および上層の支持、純

口話法の選択という点で、他の都市の聾学校にはみられない特異な例であった。しかもウ

イスコンシン州の公立聾学校は、ウィスコンシン・システムとして、数名の聾児しかいな

い小都市の公立学校も含めて多数の聾学校が 9開設されたという点でも国内で例外的な存

在だ、ったD

ミノレウォーキーの公立聾学校が開設された時期は他の都市と同じように、急速な人口増

が見られた時期であったD 市の人口の変化をみると、 1870年 71440人、 1880年 115587人、

1890年 204468人、 1900年 285315人 10と、 20年で 3倍、 30年で4倍の規模に急増し、 1900

年当時、アメリカで 14番目の規模まで成長していた。それに伴い、学齢児も急増し、校舎・

教室の増設が間に合わず、二部授業で対応していた。

以上のような公立聾学校の開設期において人口急増都市にみられた共通の背景以外に、

ミルウォーキーには独自の現象あった。それは、 ドイツ移民のイニシアティブという特殊
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事情による。量的な側面では、 1900年のウィスコンシン州人口構成では、アメリカ生まれ

が 28.5%(こ対して移民が 71.5出であったが、移民のうち 34.5%がドイツ移民であり、ウィス

コンシンチ1'1に「ドイツ文化圏Jを形成していた。 ドイツに次ぐワィスコンシン州外国移民

は北欧 3カ国の 11.5%にすぎず、ドイツ移民は人口規模のなかで圧倒的な位霞を占めていた

(ミネソタ州のドイツ移民は 20.5%。中西部では移民の中でドイツ移民が全体として最も多

しかもドイツ移民は量的な多数派であっただけでなく、 ドイツ的なるものを維持する仕

組みも堅持した。彼らは出稼ぎ型の移民ではなく定住型であり、都市だけでなく 3割近く

は農業に従事した。また、 ドイツ系の教会や学校を設けて、移民を招来する活動があった

(小津[1985J14， 22， 25， 32， 33)0公立学校の指導では法定上は英語だけによるものと

され、教区学校や私立学校でのドイツ語による指導にも反対が強かった (Hawgood[1940J39)0

にもかかわらず、実際にはドイツ語が指導されていた。

また、中西部のドイツ移民は 20世紀転換期に至ってもドイツ系同士で結婚することが基

本であった。 ドイツ移民は、アメリカへの同化に対しても抵抗があり、ローマ・カトリッ

ク教とノレーテノレ派、 ドイツ語やドイツ文化・ 1賞習を維持しようと努力し、アメリカ的なる

ものを取り入れることに拒否的だ、った (Hawgood[1940J21-53)0 このような選択は、ウィ

スコンシン州やミルウォーキーが ドイツ移民が集中していた地域であったために可能だ

ったといえよう。

こうしてミノレウォーキーは、 rl自移民と新移民の中間的性格を持つゲ、ルマン的要素の一一

圧倒的優位j な都市であったから、 fミルウォーキ一社会の上層富裕層は殆ど完全にドイツ

系によって占められていたj 状況にあった(古矢[1982J191-192L 

以上のようなドイツの文化的・社会的・教育的背景があってこそ、 ドイツ法という口話

法を導入する基盤があったと考えられる口ワィスコンシン口話法普及協会 (TheWisconsin 

Phonological Institute for Deaf Mutes: WPI)は、 1878年 1月に結成され(1879年 1月

に法人化認可)、間 14日には WPIの発起者 2人が開設を勧めた結果、音韻の教師、 A. ステ

ットナー (AdamStettner)がWPIとの契約により、寄宿制・通学制の口話法私立聾学校を

彼の妻子を職員として開設する。 ドイツ移民の聾子弟に対してドイツ語で司話法を指導す

ることを開設趣旨として、州、i立聾学校生徒よりもかなり年少での口話法習得が可能な程度

の知能をもっ自費生と給費生を対象とした (WPI1st Annual Report [for 1878J 5， 7-8， 18; 

2nd A記[1879J5)。 ドイツ文化を誇りにしていた (Hawgood[1940J43) ドイツ移民にとって、

口話法もまた誇りで、あった (WPI2nd AR[for 1879J28-29)。

上述のような背景に留意すれば、 WPIの運動の趣旨をより正確に理解することができるの

で、 WPIの会員名簿から WPIの実体と口話法唱導との関連を検討してみたい(表 2)。

表2から、口話法欝学校設立の中心となった WPIの主力はドイツ移民で、彼らは 19世紀

半ばまでにアメリカに来て定住していたことがわかる。 1860年代以前に来米したドイツ移

民は中産層であった(小揮(1985J66) といわれているように、 WPI会員は、ビーノレ醸造のよ
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うなドイツの産業・文化の導入、 ドイツ協会の設置による文化の維持、 ドイツ語新開の刊

行のように、ほほ全員が実業に従事している成功者であるか、それ以外の者は専門職に就

いている中産層以上の賠層の人々であること、博愛ないし公共的な意味のある事業に尽力

した人々が散見されることが把握できる O 実業界からは、後述するように市商工会議所の

支持もあった。政治的にはyパブリカン系が多かった。

表 2から指摘できるもう一つの点は、市教育委員会の主要メンバーを占めたアメリカ生

まれの人々が、 WPIの方針を支持したことである。彼ら支持者は実業と専門職についていた

人々であった。しかも 2人は、 ドイツ移民が受容的で、なかったアメリカ・プロテスタント

の地域の指導者または教派色の濃い人物であった。彼らが、 ドイツ移民主導の口話法運動

とその主要包標としてのミノレウォーキ一公立聾学校の開設に賛意を示したのである。

表 2 ウィスコンシンロ話法普及協会 (WP1)会員等の属性

氏名(生没年) 移住生年 主な活動内容
(出国) (1日母国の記載がないのはドイツを示す)

Guido Pfister 1845 (独)初代WPI理事長。 中西部有数の皮革業者となり、鉄道や保険・銀行の
(1818-1889) 経営にも関与。彼の名を冠したホテルは現在もダウンタウンにある

Bernard Leidersdorf 1858 (独)WPI畠IJ理事長。ミノレウォーキー有数のたばこ製造業者で、製品は全国
(1837-1912) に流通した

Alexander Mitchell 1839 (スコ WPI会員。ジョン.M. ミッチェル教育委員会委員長(下機参照)の
(1817-1887) ットラン 父親。スコットランド移民。保険会社・銀行、鉄道の建設と経営に

ド) 従事、連邦議会下院議員を 2期。多年にわたり、中西部で最も影響

カのある一人

John Black (1827-1899) 1857 (仏)WPI会員。ファンス生。醸造業、銀行・保険業経営、州上院議員、市
長

David Adler (1821-1905) 1852 (填)WPI会員。オーストリア生。地域有数の衣類卸業、銀行経営

Valentin Blatz 1847 (独)WPI会員。ビーノレ醸造業、ミルウォーキーで最初の瓶ビールを製造。
(1826-1894) 鉄道建設、高業、不動産業

Frederick Borcherdt 1833 (独)WPI会員。マニトウォック郡最初のドイツ人定住者で同地にドイツ移
(1811 -1877) 民の移住を勧誘。新聞発行、実業家、外交官

William Frankfurth 1849 (独)WPI会員。金属製造業でミルウォーキーの有力な産業となる。公共図
(1829-1891) 書館の最初の理事

Ferdinand Schlesinger 1871 (独)WPI会員。農器具製造の後、州北部で鉄鉱石鉱床の開発、製鉄業等の
(1851-1921) 実業。 ミノレウォーキー子ども病院の後援者

Frederick Vogel 1846 (独)WPI会員。皮革業で後にファイファーと共同経営、第一次世界大戦前
(1823-1892) では世界最大。

William Werner Coleman 1850 (独)WPI会員。 ドイツ語新聞庁Herald"発行し、ドイツ語政治系新開として

(1835-1888) 中西部最大部数。その他、月刊・隔週刊等の出版

Franz Falk (1824-1882) 1848 (独)WPI会員。ビーノレ醸造のパイオニア

Adam Gettelman ウィスコ WPI会員。ビール醸造

(1847-1925) ンシン州

August Greulich 1835 (独)WPI会員。肉屋から政治家に転身、州議会上院・下続議員、 ドイツ語

(1813-1893) 新開発行

Emil Wallber (1841-1923) 1850 (独)WPI会員。弁護士、州議会下院議員、市検事長。公立聾学校になった

持の市長

Emil Schandein 1856 (独)WPI会員。ビーノレ醸造、銀行・保険業に関与。 ミノレウォーキー・ドイ

( 1840-1888) ツ協会創設

Frederick Pabst 1848 (独)WPI会員。コック、船長の後、ビール醸造に従事し、シャンダインと

(1836-1904) 共同経営、国内有数の会社とし、輪出量も多かった
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Frederick Miller 1854 (独)WPI会員。 ドイツ・ファンスで教育を受ける。 ドイツでビーノレ醸造を

(1824-1888) 開業後、アメリカで経営

Andrew Jackson Aikens ノミーモン WPI会員。小新聞編集、反奴隷制の自由土地党に参加後、ミノレウォー

(1830-1909) ト州、i キーで新開編集・発行

Frederick Norton Finney ボストン WPI会員。数年間弁護士を開業後、鉄道の建設と経営に従事

(1832-1916) 

Edward Hallock Brodhead ニューヨ WPI会員。工学専門家として鉄道建設に従事、電話・銀行等の実業
(1809-1890) ーク州

Charles Lewis Colby マサチュ WPI会員。輸入業の後、鉄道の建設と経営、鉱業にも関与。父親の

ーセッツ Gadinerも鉄道業で博愛家
州、l

John Anders Johnson 1844 (ノノレ WPI会員。ノルウェ一生。州議会上院・下院議員、農機具その他の製
(1832-1901) ウェー) 造。工場に読書室を設置、スカンディナピア出身学生に奨学金給付、

老人ホームの開設等の博愛事業

Williarn Plankiston ペンシル WPI会員。父親の肉類卸販売を受け継ぎ、他の実業にも進出。美術館・
ベニア什| 公共図書館・博物館の運営に貢献

Jarnes A. Macalister 1850 (スコ 公立墾学校化運動期の教育委員会教育長。 スコットアンド移民。弁
(1840-1913) ットラン 護士。公教育に関心をもち、 1874年から83年まで市教育長、 1883年

ド) から90年までブィラデルフィア教育長。初期のプログレッシブ教育

の唱導者、現代言語、手技訓練、幼稚|翠教育、成人教育に尽力

John し Mitchell ウィスコ ミノレウォーキ一生、父親はスコットアンド移民(上掲)0 1885年の
(1842-1904) ンシン州 公立移管11寺の教育委員会教育委員長。金融関係の実業家で州議会・

連邦議会の議員を務めたほか、傷1夷軍人に対する慈善活動に尽力

Jererniah McClain Rusk オハイオ 1885~'1\1法可決時の川知事。政治家。 B. ハリソン大統領のもとでj義務
(1830-1893) 1'i'1 省長宮

Joshua Stark (1828-1895) ノミーモン 公立聾学校化運動期の教育委員会教育委員長で聾教育特別委員会委
ト州 員長。ミノレウォーキーの指導的な弁護士で市および~~+I 弁護士会長。

州議会下院議員、地区検事に選出。行政訴訟で顕著な業績。父親は

会衆派教会の聖職者

s Arnsden Proctor ジョージ 公立聾学校創設を答申した市教育委員会特別委員会の一人で護教育
ヨ93) ア州 特別委員会委員、新関編集者、州慈善・感化・矯正委員会において

顕著な業績、市の長老派教会の幹部、親はキリスト教伝導
出典:State Historical Society of Wisconsin， Dictionary of Wisconsin Biography， 1960; Aikens 

and Proctor: Men of Progress， Wisconsin， 1897 

それでは、 WPIのどのような主張がアメリカ生まれの人々に支持を得たのであろうか。そ

れはドイツ移民コミュニティとしての当初の開設趣旨が、より公共的な趣旨に発展したこ

とを意味している。 WPIの口話法運動がドイツ移民の範囲に留まっている限り、運動の担い

手も口話法教育の対象もドイツ移民に限定された、いわばドイツ移民コミュニティの私的

な問題に限られていたことになる口しかし貧困な聾児にも口話法の恩恵を拡大し、そのた

めには、州補助を獲得することが必要であることは当初から十分に認識されていた (WPIpt 

AR[1878J5， 8-9)0 そのためには口話法による教育を公共性あるものにする必要があったか

ら、口話法で英語を用いることで当初から潜在していた (WPIpt AR [1878J 19) 英語系の

児の殺を含むように需要層の想定を変更し、口話法運動の支持者もドイツ移民以外に拡大

するような趣旨に口話法運動を転換する必要があった。そのうえ、 WPIが学校財源を公的資

金に求めた理由には、ミルクォーキーが経済不況下にあって必要な寄付金獲得が困難であ

口
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ったことよりも、需要者には私費生もいたことで寄付金による運営がもたらす学校の慈善

色の付与が嫌悪されたためと思われる (WPIpt AR[1878] 7， 8)0 

市教育委員会にしてみれば、公立学校への聴児の就学率はかなり低く、他都市の公立学

校で顕著にみられた私立学校・教区学校から公立学校へのシフトも、ミノレウォーキーでは

徐々たる変化にすぎなかった状況とその背景 11において、少数の嬰児とはいえ彼らが公立

学校に通学すること、しかもドイツ移民専用の口話法私立態学校から一般市民の艶子弟に

関かれた口話法の公立聾学校へ移行することは、アメリカ国民の育成という公立学校の大

目的を充足し、同時にミルウォーキ一公立学校の低調さを改善する効果があった。

しかし、公的資金による口話法欝学校の開設の条件のなかで、 WPI イl~IJ に備わっていなかっ

たのは、口話法および通学制を併用する理論化であった。たとえば口話法導入の意味づけ酬

は、学校開設当初は、手話法に対する憐慣のような情緒的な面が強く、聴者とのコミュニ

ケーションが可能となることがあげられた程度にすぎなかったし (WPIpt AR[1878] 9)、

家庭の意味づけはほとんどなかった。それは、 iコ話法を採用する教育機関構想が、自宅か

ら通学できる公立聾学校ではなくミノレウォーキー市における第 2)¥1¥'立校の開設案 (WPI2nd 

AR[1879]13)であったことからも理解できる O

WPIが通学制聾学校構想を明確にするのは 1880年だ、った。それも、 WPI自身がイニシア

ティブをとったというよりも、市教育委員会と他都市の通学制公立竪学校情報によるもの

だった。市教育委員会は市内の大半の聾唖児が無教育状態にあることを知り、 18801=1三 10月

5 S"市教育委員会内に襲学校設置検討特別委員会を設置して聾教育の着手の方法に関する

検討を開始した。そのなかで、ボストンをはじめとする他都市の公立学校における聾教育

情報を入手することで、通学吊IJという寄宿制以外の教育形態とその意義を知ることになる。

1880年 12月 7Sの特別委員会報告では、教育の最終目的としての有用な雇用と自活、親と

の分離の発達上の問題、教育適期、教育経費上の有利等が、口話法および通学制と関連づ

けられて主張されるようになる (WPIAR 3叫1881]10-13;4th AR[1882] 16-17)0翌年の WPI

年次報告では、小委員会報告の内容が継承されるなかで、聴者のなかで生活し、活動する

ことが強調され、英語による指導も重視される。また、人口 4千人以上の小コミュニティ

の公立学校で聾児を教育する計画であるウィスコンシン・システムの原型が提案される

(WPI 4th [1882J 10-13)。通学制公立聾学校というイメージが具体的となるこの時期前後か

ら、寄宿制と手話法に対する WPIの態度が攻撃的となり、 ドイツ口話法の擁護が強力とな

る。

つまり、 WPIはドイツ文化の誇りである口話法以外に明確な理念を予め照意していたわけ

ではなく、公的資金による教育機関の在り方を運動の展開(その一つが、州、i立撃学校の火

災後の第二州立校構想)にしたがって模索してきたのであるが、このような緩慢な変化の

なかでも、口話法教育による聾唖者の将来像を初期から正常化に定めていたのである。口

話法で指導された聾唖児は、「聴者と同じコミュニケーションの力を与えJ(WPI 3rd 

AR[1881] 7)られ、手話法で教育された聾唖者よりも、正常者 (fellowmen)に近くなるし
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(WPI幹事)、同年齢・同能力の子どもと同等である(市商工会議所内小委員会)と指摘さ

れる (WPI2nd AR[1879J 12，19)0 商工会議所小委員会は、口話法により、聾i亜児がコミュニ

ティの総明な一員となり、実生活での役割を果たし、糖、児と河じように楽しみの源を享受

することを期待している。

ミルワォーキーにおける口話法公立聾学校の設立構想は、ボストン等、他都市からの単

なる模倣的な導入ではなく、 ドイツ移民としてのアイデンティティを維持しながら、アメ

リカ的現実に合致させようとする同化的意思が働いていたといえよう口

(2)シンシナティ

つぎに、中西部オハイオ州シンシナティ公立学校に開設された口話法聾学校について概

観する。シンシナティ公立学校では 1875年 11月に手話法の聾学校が、聾者を校長として

開設された。市教育委員会の開設趣旨は、不就学聾児の無知からの解放という人道的・怒

善的な意図であった。 1886年には、聾児の親を含むよ層の支持により、純日話法襲学校が

開設され、 1888年には公立学校制度に編入された(中村[木村ほか 2009J32-37)。口話法聾

学校の教育の意図は、 20世紀転換期という時代状況、確立されつつあった公立学校制度と

しづ環境への合致、そして需要者のニーズへの対応を志向していたことに現れている。口

話法態学校は、非英語系移民の聴覚障害生徒に対しては口話法の英語教育を行うとともに

(Cincinnati Public Schools 62~ Annual Report[1890J)、チト!立校よりも上位の階層に属

していた口話法聾学校の生徒に対しては、公立聾学校の弱点であるとされた職業準備およ

び職業教育を提供し (Cincinnati65th AR [1894J; 66th AR [1895J; 67th AR [1896J)、下級

労働者や半熟練労働者に育てようとした。

また口話法整学校は、公立学校制度という市教育委員会が運営する枠組みにも合致する

ような教育を行うようにした。それは、何よりも公立学校に要求された秩序を遵守する生

徒の育成であり、公立学校の教育課程を一部修正のうえで、進級制度とともに導入したこ

とである (Cincinnati6Pt AR[1889J; 64th AR[1893J; 66th AR [1895J)。このことは、聾児

においても聴児と同ーの教育白的・自擦を追究することを意味する D 具体的にいえば、自

活する有用な市民への教育 (Cincinnati，67th AR[1896J) にとどまらず、穂児と競争可能

な状態への育成(Cincinnati6p1 AR[1889]; 65th AR[1894])であった。 20世紀初頭には州の

補助金制度が確立したことで、口話法墾学校の財政基盤が整った(中村[木村ほか 2009J35)0

重要なことは、この公立学校の最終目的が、口話法という大前提のもとで、口話法態学

校の需要者である親 12との密接な関連のもとに計画され、成果が公表されていることであ

る。第一に、最終目的が職業自立という抽象的な標語ではなく、就労の場において通常の

英語によるコミュニケーションが可能になるというものである (Cincinnati66th AR [1895J)。

これは、就労の揚が個人で従事できる第一次産業から、言語を含む他者との交流を要する

製造・機械産業へとしだいに転換しつつあった時代状況 13を反映しているものと思われる G

第二に、就労とコミュニティの成員化という公立学校の最終臣的に重要な口話法の習得

が、需要者の主たる部分を占める親・家族と日常的な生育の場である家庭と密接に関連づ
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けられているということである。口話法は家族との容易なコミュニケーションCCincinnati，

62nd AR[1891])であるがゆえに、親・家族が協力しやすく、聴者社会の理解と助力をえやす

い成果であった CCincinnati64th AR [1893J; 65th AR [1894J; 67th AR [1896J)。それだけで

なく、聴児と同等の教育課程という尺度や生徒の日誌作成という方法は、学校と家庭の緊

密な関係構築の動機づけになり、親・欝p亜児と社会という需要者の各セクターに満足をも

たらすことになるし (Cincinnati65th AR[l894J)、スティグマも希薄にしたであろう。し

かも口話法欝学校の教育では、主知主義的教育からの脱却を意図しての手技訓練の導入や

生徒の興味の尊重のように CCincinnati65th AR [1894J90; 66th AR[1895J89) 、19世紀末

にアメリカに流入していた新教育の考え方が反映されていた。

口話法聾学校は、同時代の公立学校が生み出す需要にも積極的に応えるようとしたこと

も、公立学校制度内での新しい聾教育の在り方を示した。それは穂覚障害ゆえに、通常学

級では学業不振になった生徒の指導である。口話法聾学校における個別指導によって通常

学級への復帰の可能性があることを示すことで CCincinnati67th AR[1896J)、口話法の妥

当性と信頼を強化できたのであった。

(3)シ力ゴ

イリノイ州のシカゴ公立態学校はすでに述べたように、ボストンのホーレス・マン聾学

校以降に開設された一連の公立欝学校の先駆けとして、 1875年に開設された。しかし仁i話

法への転換は劇的には行われず、併用法と共存する形で進行した。その理由は、市教育委

員会が、口話法の成果が上がらない下層の聾先が通学を継続する政策として、手話法を使

用できる併用法を維持したのであった(木村ほか[2009J28)。

シカゴ公立襲学校でみられた併用法と口話法の共存は、口話法重点化への過程に過ぎな

かったように思われる o 1890年代半ば以降の市教育委員会の平日寄宥制の提案は、州に対

する経費上の駆け引きあるいは要求 14であったとみれば、比較的単純なプロセスである。

聾学校の開設と維持という、本来は州、iの事業であるものを市が肩代わりしているという経

費負担区分がシカゴ市の主張であり、平 E寄宿制の提案はその具体化であった。そのため

には、生徒数が増加しない通学形態と指導法を改め、聾教育におけるトレンドを反映させ、

少なくともより広い支持を得られる社会的基盤の聾学校に変えていく必要があったのでは

なかろうか。

経費問題は、公立聾学校事業の成果に対する評価問題でもあり、要は、公立聾学校は市

教育委員会の事業として評価が低かったのである CChicago39th AR [1892-93J 168) 0 その理

由は、シカゴ公立聾学校は、潜在的な就学者がし 1るはずであるにもかかわらず、開設後約

20年経過しでも就学者数は 50人前後(木村[木村ほか 2009J27) にすぎず、担当教員 1人

の小規模聾学校では必然的に混合学年学級となり、冬季と遠距離・交通費負担による通学

の不規則とあいまって教育効果は低下した。したがって、通常教育よりも多額の生徒一人

あたり経費を要する公立聾学校を維持するには、学校増設や教員確保等、課題山積の教育

委員会にとって何らかの抜本的な対策が必要だ、ったのである。
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そのような対策とは、センター化と口話法の導入であり、この二つは関連していた。セ

ンター化は市内に分散している教員 1人の小規模護学校を集約して平日寄宿制とし、集約

によって浮いた経費で構音指導教員を雇用し、手話法に加えて iコ話法も指導するというも

のである。寄宿制の導入は、とくに経済的に下層の親の期待に応えるものでもあった。構

音の導入理由は、聴児から孤立するのを防止し、聾児を孤立した集団にしてきた障壁をな

くすためであり、年少期に教育を開始することであった (Chicago38th AR [1891-92J 215-218; 

39th AR[1892-93J 168-170)0月)窓児との関係はしだいに拡大し、その意味づけは強化される。

学校活動の一部を聴児と行し¥ (Chicago 42吋 AR[1895-96J64)、休憩時間・始業前・放課後

に交流し、年長児のなかには、通常学級で聴児と学業をともにする重量児も出現するように

なる (Chicago42nd AR[1895-96J64; 43rd AR[1896 -97J50)0 

しかし市教育委員会にとって、急速に口話法重点化へ転換することは困難であったと思

われる。それは、シカゴ公立聾学校の開設が聾唖者のイニシアティブと手話法の功績で、あ

ったからであり、それゆえに、シカゴ公立聾学校では口話法と併用法の併存が続いたので

あろうと思われる。しかしその併存の実体が口話法中心であることは、欝学校の監督委員

会だ、った特別基金委員会の報告の記述で明らかである O したがって初代の校長で撃者の P.A. 

エメリィが 1891年に退任し、市教育委員会と手話法聾学校を支えてきた聾唖者団体との関

が不和になる (Chicago39th Al~ [1892-93J 170) のは必然であった。

以上のシカゴ公立欝学校をめぐる動きは、シカゴ教育長の A.G. レイン (Albert G. Lane 

1841-1906) の在任期間とほぼ重なり、警学校の改革と関連があると患われるので、その改

革により彼が何を自ざしていたのかを探ることが、聾克の教育の目的・本質を分析するう

えで必要な手続きとなる。レインは、 1891年 12月から 1898年前半までシカゴ教育長に選

任され、その最大の功績は教員養成制度の先鞭をつけたことで、あった (Herrick[1971J74)。

彼はハイ・スクーノレ卒業後、公立学校の教員、校長を経て、クック郡教育長(通算 19年間)

を歴任した (Bright[1906J177-181)。彼がシカゴ教育長に着任した当時のシカゴ公立学校

の状況は、学校が不足し、教員養成と教育課程に深刻な問題があり、教育の量と質の点で

課題が山積していた。 1890年代前半、学童急増のため毎年 20校の新設が必要であるのに

二部授業を受けている生徒と学校に不適切な建物におかれている生徒数が 1万 3-4千人も

いた。大都市のなかでシカゴだけに教員養成機関がなく、ハイ・スクーノレ卒業生が教員に

なるのは政治的なコネクションによってであった。公立学校における特別教科の扱いが、

経費上の問題と初等教育の 3R' sの質の問題から大問題となったが、その背景には政治的

な対立があった (Herrick[1971]73-75)。

レインが公立聾学校の改革を模索していたと判断する理由は、市教育委員会年次報告に

おいて、通常取り上げる担当委員会報告だけでなく、教育長報告のなかで積極的に新しい

計画を主張していることである。それも、聾学校だけでなく、他の障害児や非行児の教育

問題と関連させて総合的に検討しているのである。ちなみに、精神薄弱学級と肢体不自由

児学校の開設は 1899年、盲学級の開設は 1900年で、あった。これらの新規の樟害児の学級・

つム
ウ

i



学校は、おそらくレインの描いた総合的構想の延長線上にある(後述)。また、児童研究運

動の拠点として 1899年には公立学校制度内に児童研究部 (thechild study and scientific 

pedagogy)が開設された。

シカゴで公立学校教育が低調であるのは、親も雇用主も義務教育法を遵守する環境に乏

しく、就学させなくても罰則を伴わない法律上の不備があったからである、とレインは指

摘する (Chicago38th AR[1891-92J 61-63; 4pt AR[l894-95J48-49)。第一の対応はもちろ

ん、現状の問題指摘だけでなく、義務教育法違反者に対する罰則強化で、ある (Chicago43rd 

AR [1896-97J 53L第二は不就学児対策であり、レインは 1892-93年度には親学校 (parental

school) 15の関設を提案している。対象児は、不就学で行動上の問題のため公立学校から排

除されている子どもであった。彼らが犯罪者になるまで放置されている現状を、規律ある

行動を回復するための教育機関を公立学校制度内に新設するという 他市ではすでに実施

されている試みだった (Chicago39th AR [1892-93J 65-67; 40th AR [1893-94J 39; 4pt 

AR[1894-96J 48-49)0街頭にいる子どもを通常の公立学校に就学させても、コントローノレ

が困難で、他の子どもに悪影響を及ぼすために分離が提案されていた (Chicago38th 

AR[1891-92J63-64)0 レイン教育長は、一方では非行や規律のために公立学校の外に追いや

られている子どもに対処することによって、義務教育法の実効化を図るとともに、親・雇

用者・社会に義務教育の効用と意識向上を考えさせ、同時に不就学児のなかでも規律上の

問題がある子どもは、通常学級から分離したのであろう。

第三は、学業と行動の点において対処が必要な子どもに対する公立学校の対応である。

そのなかで注目すべきは 1893-94年度である。特別学校 (specialschools)の表題のもと、

聾学校以外に盲学校と精神薄弱児施設、そして感化学校を取り上げ、続いて親学校にも再

度言及する (Chicago40th AR[1893-94J 36-40L 学齢生徒の教育に対する責任は市にある

ものの、障害児の教育は州の責任であるとしながら、とりわけ盲学校用の敷地を市費で購

入したのであるから、公立盲学校の開設計画は聾学校と同じ論理、すなわち寄宿制による

教育機会の提供を、とりあえず市が肩代わりするという計画であったものと思われる。

以上の 3つの学校の臣的は、自活できるような職業を身に付けさせることであった。感

化学校は、州刑務所委員会による要請に基づき、 1892年 12月から開設されていた。比較的

軽い罪で刑務所に収容されていた非行男子は、再犯率が高かかったために、教育効果を意

図したものであろう。親学校は、刑務所内感化学校よりは問題内容(学校の規律違反や家

庭の養育困難)が軽い生徒を対象とし、放浪者や社会の脅威になるのを防止する機能が期

待されている (Chicago40th AR[1893-94J38-39L しかし、非行や規律問題の内容や程度に

応じたシステムは、シカゴには用意されていなかった。

レインは、 1896-97年度に改めて精神薄弱学校と盲学校について、それぞれの表題のもと

に取り上げた。亘接には公立聾学校生徒中の知的に弱し i(weak-minded)子どもの言及から、

不就学の精神薄弱児(feeb 1 e-minded)の教育問題が展開される。精神薄弱児の教育問題は、

公立襲学校の開設・維持と同じような論理から展開される。 折、i立施設の収容力に空きがな
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いこと、同施設からの退所者の存在、入所対象者の多数の存在、精神薄弱児のケアと訓練

に対する権利、そして州の責任、シカゴの二次的な責任としての公立学校制度内での教育

である。富児についても、同じ議論が示され、市議会で敷地・建設経費 5万ドノレが計上さ

れている (Chicago43rd AR[1896-97]51-53)0 

レイン教育長は、義務教育の促進とともに、主流の子どもに対してはシティズンシッフ

の形成を自的とし、行動上の逸脱グループには、放置による社会的脅威化の防止を意図す

る(Chicago38th AR[1891-92]6L41st AR[1894-95J 48-49)0教育委員会委員長は、雄弁にシ

ティズンシップの社会的必要性とそれを獲得する子どもの譲渡できない権利を、無教育聾

者からのJHIの安全の立場から主張する (Chicago4Pt AR [1894-95J 16-17)。結局、レイン

は公立学校を統治の一部門とみなして、シティズンシップを形成させる場としたのであっ

た (Chicago38th AR[1891-92J62)。

レインの特別学校構想が結実したのは明らかである。第一に、公立聾学校改革は、生徒

数の増加が着任時の 2倍以上の 100名を越したことから、明らかに成功であった。 1896年

1月からは純口話法専門の聾学校も開設し、撃教育の効率と口話法への転換を明確にした0

1896年 9月には、前任の併用法に立つ校長に代わり、純口話法の聾幼児教育をアメリカで

最初に開始した M. マコーウェン (MaryMcCowen 1848-1930) を採用し、聾幼児に対する教

育への道も開いた (Chicago43rd AR[1896-97]49)。そのうえ、懸案だ、った州補助も 1897年

の州議会で可決された (Chicago43rd AR[1896-97J50)0 第二に、刑務所内感化学校では専

用校舎が開設され、非行児は成人の囚人から分離された。

シカゴ公立聾学校が急速に繁栄した功労はマコーウェン校長の運営にあった。彼女は、

口話法に関連する要素を活用し、生徒の多数化に成功した後は、指導方法男Ijに学校を編制

するだけでなく、生徒の分類を行うことで、通学制聾教育を体系化した。しかも、レイン

教育長の公立学校改革構想と関連する考えをもっていた。それは義務教育法の罰員iJの導入

による強化であり、襲学校に在籍していた精神薄弱児の排除=精神薄弱児学校の創設であ

った (Chicago43rd AR [1896-97J132; 44th AR[1897-98]66; 60th AR[1913-14]360; 53rd AR [1906 

-07J 184)。マコーウェンの精神薄弱児の聾学校からの排除が、施設への排除やコミュニテ

イからの排除で、なかったことに、留意する必要がある(後述)。

それではシカゴ公立聾学校では、聾児の学業不振についてはどのように対処したのだろ

うか。口話法の対象児は、学業成績および知的能力と連動して考えられた。 2-3年試行

しでも口話法の成果があがらない、学業が遅い聾者は手話法が勧められ、自活するための

特別訓練が推奨された (Chicago60th AR [1913-14J 360) 0 

シカゴ公立学校では、児童研究部が設置されたこともあり、科学的な心身の個別差研究

は、 年 次報告でも詳細に報告されている (Chicago 45th AR [1898-99J 27-69; 46th 

AR[1899-1900] 37~116; 60th AR[1913-14] 158-164)0 シカゴ聾学校への入学対象者は、児童

研究部が勧告した (Chicago53rd AR[1906-07J 184)。聴力の程度や失糖、時期により生徒の

3分類を行ったり、音の増幅器の製作の必要性を主張した。とりわけ残存聴力のある生徒
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に対する体系的聴覚訓練の必要性を認識していた (Chicago56th AR [1909-10J 36-37) 0公立

聾学校の整備と向上は、 1900年代後半には特別学校としてシカゴ公立学校における学業不

振児や障害児に対する教育的対処の中核となり、高児、病弱(貧血)児、肢体不自由児、

学業不振児、一時的な心身の障害児、精神薄弱児、入院先、てんかん児の教育について実

施あるいは計画し (Chicago50th AR[1903-04J121 -123; 520d AR[1905-06J184-189; 53rd AR 

[1906-07J180-188; 54th AR[1907-08J227-273]; 56th AR[1909-1910J17-37， 42-44; 60th AR 

[1913-14J356-373)、特殊教育制度の基礎を築いた。公立聾学校は、これらの生徒の正常化

が教青白擦となっていたことでもリードしていたが、正常化が閤難な障害の生徒には、職

業自立や脅威化の防止のような別の自標を二元的に用意していたD

(4) クリーブランド

オハイオ州クりーブランドの通学制聾唖学校は、アメリカ国内で口話法が優位となりつ

つあった 1893年秩にまず併用法の学校として出発し、 1900年代半ばには、教育長 E.F.モ

ーノレトン(EdwinF. Moulton)の主導により iコ話法に統一されるとしづ類型に属する(岡[木

村ほか 2009J37-39)0その関設趣旨は他の都市整学校と同じように不就学欝児に対する教育

機会の提供だ、った。州立聾学校から離れた都市と同じように、クリーブランドとその近郊

には多数の聾児を)'1'1立聾唖学校に送り出すとともに、不就学聾児に対する教育機会の提供

の必要性が長らく認、識されていた。通学制聾i唖学校の意義は他の都市と共通であり、チト!立

聾学校在籍者については、数年間にわたる家庭からの分離と両親からの保護および影響の

剥奪、家庭生活の維持という観点から問題が指摘されたD しかも、公立聾学校の州資金に

よる財政基盤はクリーブランドの項で述べたごとく、 20世紀初頭には確立した。

クリーブランド公立聾学校の併用法は、ニューヨーク聾学校卒業生の].H.ギアリー(John

H. Geary)が手話法による指導を、その妻が発音指導を担当することで行われていた。 1894

年秋には、口話法の指導訓練を受けた教員により、年少児を対象として本格的に口話法の

指導を開始している。 1900年代半ばまでは、口話法を中心に、手話法による指導も部分的

に維持された。それではクリーブランドにおいて口話法への転換はなぜ行われたのであろ

うか。クリーブランドでは、シンシナティの場合と同様、公立聾学校側の意向ではなく教

育委員会の主導によるものであった。 1905年、モールトン教育長は、ボストンのホーレス・

マン聾学校長 S.アラー (SarahFull er 1836-1927)や、ウィスコンシン口話法普及協会の R.C. 

スペンサー(ミノレウォーキーの章を参照)、 A.G.ベノレなど、口話法を支持・推進する著名人

の名や彼らの書簡を意図的に引用することで、当時、クリーブランドの通学制聾唖学校に

おいて導入されていた併用法を「併用法の導入は後退の一歩である」と痛烈に批判し、口

話法の絶対的優位を主張した。彼は、国内外の卓越した聾学校では口話法による指導が支

配的であると指摘し、手話法、併用法、ロ話法のうち口話法だけが、自然で実際的で効果

的かっ便利な聾児教育の方法であるとした (ClevelandPublic Schools 69th Annual 

Report[1905J 79-82)口

教育委員会による口話法支持の背景には何があったのか。墾児教育に対する家庭の役割、
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通常のカリキュラムへの近接への意図、聴者コミュニティにおける聾者の地位の向上可能

性に加えて、口話法に対する親の理解と支持を獲得することで通学制欝唖学校の在籍生徒

数を拡大し、これによって欝児の就学率・通学率の向上を目ざそうとする意図があったと

考えられる。このような口話法の趣旨はまさに指導的な口話法論者の模倣に過ぎなかった

が、実際には、口話法へと転換した 1905年以降、クリーブランド公立聾学校における生徒

数は、それまでの 40-----60名から 100名以上に急増しており、モールトンをはじめとする口

話法支持者によるアピーノレが、親や社会に対して効果があったことを示唆している。

クジーブランド公立聾唖学校が口話法に転換する時期のクリーブランドは、オハイオ)¥1'1

随一の人口規模の都市となり、急激な産業の発展、人口規模の拡大、移民の流入といった

社会の変化に対応するため、良質の労働力の育成と社会の秩序維持を唱導するプログレツ

シブが、公立学校改革を推し進めたアメリカ大都市の典型例であった(中村[2008J22) 0 20 

世紀初頭は、市人口規模の急増に伴って公立学校就学者数も膨張していた時期であった。

公立学校の責任者としての共通の課題の一つは、 )1頃調な進級と留年者の縮小で、あったが、

留年者のなかに聾や近視等の身体的欠陥による生徒の存在が認識されていた時期であった。

また、精神薄弱児の特殊学級開設の時期とも重なっており、まもなく 1908年の肢体不自由

学校、 1909年の盲学級、 1913年の弱視学級の開設へと展開する時期であり、公立欝学校が

基盤となってクリーブランド特殊教育制度の基盤を形成したのは、シカゴと類似していたD

3.公立重量学校の口話法への転換要因としての正常化と社会的支持の拡大

( 1 )口話法への転換要因としての正常化

その一方で、手話法運動側からの通学制聾学校に対する具体的な批判や疑問には、たし

かに正鵠を得たものが多い。職業教育の不備、少人数ゆえの学級編成四難、公立聾学校と

しての新しいカーストの発生、都市限定の制度という指摘である。また、貧国層や移民の

聾唖児の場合は、彼らの劣悪な家庭環境よりも寄宿制聾学校の年間を通じて統制された環

境のほうがよいし、生渡のケアにも対応しているというのである。

しかし通学制襲学校における口話法への転換は、それが純粋に聾者用言語としての、あ

るいは指導法としての良否というよりも、より広い社会的見地から、それも聴覚障害の程

度に関わりなく、学業・行動・健康の正常基準へ近接することが、親や教育委員会 (Eliot

in usgood[2000J99) を含めて聴者コミュニティで説得力をえた結果であった(関[木村ほか

2009J39-40;中村[1991]29-30)。ミシガン州デトロイト公立聾学校の自的は、「スピーチ・

読唇・音声言語との結合を通して、可能な限り正常な状態に聾児を復帰させ、日常語と文

学にっし旬、て聴児と向等にすること j であった。教育の三大要素である「注意力・観察力・

模倣力J(Detroit Board of Education[1902J21)は口話法とだけ、親和的な関連があるわ

けで、はなかったが、このような嬰児の正常化と聴児との同等性という語句と、指導の材料

や例示そして提示の方法が欝児の特別なニーズに対応しているだけであって、教育の基本

原理も教育の目標(注意力・観察力・模倣力、表現、従順)も聾児と糖、児では同一であり、

連続しているとの主張 ~Detroit Board of Education[1902J13)が、社会的に効果があっ
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たのである。

このような通学部聾学校の目的論は中西部から拡大していく。カリフオノレニア州ロサン

ジェノレス公立聾学校は、聾児を「可能な限り自然な環境に保って、彼らのきょうだいたち

と同じ指導・規律の状態にj におくことで、教育終了後、 f真の生活が始まるときにーすり

の集団とならないようにするためであるんしたがって、穂児との継続的な交流が必要であ

るが、聾児は、それによって自分の能力に対する自信を獲得する O 彼らは、かつては手話

法という精神的・道徳的な欠点のためにスケープ・ゴートとなっていたが、欝児は「し¥ま

や、自分たちが他の子どもにごく類似しているという事実を誇りに患っているJ(Los Ange 1 s 

Board of Education Annual Report[1900-01]101-02)。つまり、「ろう者をまったくろう者

にみえないようにしようする聴者の願いJ(パッデン・ハンフリーズ[2003J203)の具現で

あった。

このような正常基準で成立し、運用される世界である公立学校制度に位置づけられて教

育の目的や本質を設定することは、口話法への転換において不可欠だ、ったのである。この

ように、口話法聾学校は、聾唖児の独自なニーズや方法としての独自性よりも、聴児を基

準とした教育やその考え方に従うこと、コミュニティにおける生活を目ざす教育が標準的

となる。

こうして口話法運動では、聴児(者)の世界との交流促進が標語となる o A. Gベノレ

(Alexander Graham Bell 1847-1922)がし¥うように、日常的な聴児との交流は、将来の成

人生活に お け る 社 会 関 係 に発展することが期待されるからである

(Anonymous[1884-85]ccxxxiii)。それにもかかわらず、各地の口話法聾学校では、糖、児と

の交流はスローガンとしては示されるが、その交流は自然発生的な期待にすぎず、当初は

その意図的・計画的な指導はまったく記述されておらず、穂児と聾児はいわば自然の状態

におかれたままであったが、 20世紀になると、聴児との接触の強化が試みられる o I可能な

場合Jとしづ限定っきであったが、工作のような教科が追加されて、聴児との交流が試行

された(デトロイトではスロイドや料理の授業で試みられた。 DetroitBoard of 

Education [1902J 1 4 )。それよりも、聴児との接触の意味づけが強化されたといえる。一つ

は聾児にとっての利益であり、聾が効率的な活動に妨げにならないという自信を聾児が獲

得することであり、新しい経験が言語活動へ反映されることであった。もう一つは、聾児

が通常学級で学習すると、残りの襲児への教師の個別的配慮、がより行き届くというもので

あった (Chicago56th AR[1909-10]36)oなお、口話法通学制聾学校では、聴児との交流が

奨励されることと、聾児同士の関係が教室以外では忌避されることが対になっている。

(2 )口話法への転換に対する社会的支持の拡大とその理由

白話法が、失聴児の親とその熱烈な支持者による、そしてボストン近辺のローカノレな運

動であったものが、全米的な運動に発展したのは、 1880年のミラノ会議での国際的な運動、

理論的・実践的・広報的拠点してのボノレタ・ヒ、、ュアローの開設と豊富な資金、口話法運動

のシンボルとしてのベノレの存在があったであろうが、線、教員、教育委員会、さらにはミ
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ルウォーキーにみるようにどジネスマンの支持という、今まで経験したことがなかった社

会的広がりがあった。口話法運動のイデオロギーが、 20世紀転換期における社会と時代に

アピールした要素をもっており、工業化社会に転換しつつあった社会的考え方 16が反映さ

れるようになったと考えられる。欝学校における教育内容も、キリスト教的教義の伝達や

キリスト教徒への育成は第一義的な自標ではなくなったし、聖職者中心の校長から世俗的

な校長に変化していた。

新移民のアメリカ到来の時期において、口話法の聾唖児が、聴者が理解できない手話法

ではなく聴者と共有できる英語でコミュニケーションできるように思われたことは、非英

語ニ手話法=異質な文化・宗教・行動様式と英語=口話法二二アメリカと共通のアングロ的

文化・プロテスタント・行動様式というアナロジーが、教育委員会や口話法運動において

極めて有効で、あったからである。口話法はまさに社会と聾唖者本人にとっての進歩の標語

に見えたのである(中村[1991J29-30)。

それゆえに、口話法=通学制聾学校は、親や聾教育の教員だけでなく、教育や社会事業

に関連する専門家に広く歓迎されたのである。たとえば汀¥規模の口話法=通学高目撃学校が

普及したウィスコンシン州の~\I'I 立機関運営局長 (conductor)だ、った F.M. ジャック (F.抵

Jack)が 1907年の全国教育協会 (TheNational Education Association: NEA)年会で述

べた公立通学制聾学校に対する期待は、聾児の育成像と公立学校制度の可能性によく表れ

ている。欝児は神聖な権利があるとされ、公立学校教育においてその力を開発されること

で、単なる職業自立以上に、聾者が社会の一員になることができると期待された。「誠実か

っ総明で勤勉な神を恐れる有用な市民」、「自制心と克己心があり、自立できるj 協力的で

調和的な社会の一員になることができた (Jack[1907J988，989， 990)0それだけでなく、

聾者は聴者にも助力となることが可能となるが、それは聴者に近づくことによってであり、

生存可能な適者に昇任することでもあった(Jack[1907J 989)。

かくして公立聾学校は純粋で明白な民主制を象徴し、公立学校制度の礎石で地方分権の

計画 (Jack[1907J988，990) となり、上記のような教育目的を達成することでその普遍性を

実証し、それによって公立学校の「構造・力・影響力・達成に対する、より明白な見解と

より広範な地平J(J ack [1907] 988)を広く示したのであった口

もちろんジャックには、通学制聾学校計画が年に 2万ドノレも経費節減できるメリットが

あるとの認識があったが(Jack [1907J 989)、この点は、ワインズ (Wines)州慈善委員会委

員長がかつて州立聾学校の増設や拡張ではなく通学制襲学校の設置を示唆したように

(日linesin Fay[1884J312-313)、少刊行政官として当然の共通認識だ、った。また、ジャック

が罰則規定を伴う州就学義務法によって聾児を公立学校に就学させようとした

(Jack [1907J 987) ことは、聾児を公立学校制度に包含することが、すべての子どもを公立

学校で育てる計画の象徴的位量づけでもあったからであろう。ジャックには、上記の嬰児

の社会成員化の目標に見られるように、公立学校を 20世紀初頭の新しい秩序形成の機構と

する意図があったのである。
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これらの人々の共通項は、整教育界とは直接縁のない行政高官であったということにあ

るD 口話法ニ通学制の論拠はこれらの人々にアピーノレし、それが通学制整学校における口

話法への転換や州法による援助等の財政基盤の形成に結果したのである。

ジャックの議論は、他の障害種別の特殊学級(学校)と共通している点が多い。それは最

大目的としての社会適応と正常性への同化である O 社会適応では、通常学級の数倍の生徒

一人当たり経費を要した特殊学級が存立し、障害児の親に対しては就学奨励によって通学

の継続を現実化するために必要であった。正常性への同化は、障害のない人々の行動を正

常基準として、それに可能な限り近似させることであり、それは、 20世紀転換期のアメリ

カにおける新移民の流入と資本家対労働組合の対立という状況におけるプログレッシブの

同化論の一環だ、ったといってよい。しかしながら、撃の障害当事者の特殊学級関係者の場

合、社会への参加という意図はあったとしても、同化のような意思は希薄であった。公立

学校富学級を主導した富の教員の場合も、日話法運動のような露骨な同化論を主張してい

るわけではない。

しかし口話法運動は、教育委員会にもアピーノレしたのである。シカゴ公立態学校の口話

法転換において決定的な役割を果たしたマコーウェン校長の計画は、レイン教育長の特別

学校構想を実体化するかたちで議論を展開したために、両者に共鳴効果があった口しかし

欝学校の改革において、口話法というよりも、彼女の主張が口話法とも連動して説得力が

あったというべきであろう O 第一に、センター化構想である。公立聾学校のセンター化は

平日寄宿告Ijを意味し、毎日の通学問難・交通費の負担・不規則出席を減少させ、週末での

自宅での生活を確保する通学制と寄宿詰IJの長短を将補する折衷的な計画で、すでにボスト

ンに先例があったが、従来は二者択一の議論にとどまっていた。しかし彼女の提案では、

全学年を通じてセンター化を一律に導入するのではなく、教育の効果・効率を組み合わせ

て、初等・中間・グラマーの各学年によってセンター化を段階的に進行させる構想、となっ

ている。初等段階では家庭の近く分散されたより少人数の小規模学校に通学し、グラマ一

段階では市内で 1校の寄宿制センター校に就学するというものである (Chicago43rd 

AR[1896-97] 133-134)0学業が高度になった段階では、多数の聾児が集まることにより、教

育効果を上げるための学級編制が可能だった。

第二に、聾児の教育可能性に関する議論である。マコーウェンは、新規の教育事業でし

ばしばあったように、非常に有能な障害者を例示して口話法教育全体の高い効果を約束す

ることをしなかった。平均13":)な能力の聾児でも、勉強熱心で早期からの教育という条件が

あれば、いいかえれば聾児がおかれている制約を解いてやれば、どのような聾児でも豊か

なその可能性は教育によって開発されることを示したのである。もっともこの発言は、口

話法の立場からではあった (Chicago43吋 AR[1896-97]130-131， 133)。なお 1897-98年度に

初めて、シカゴでは口話法学級数(10) と手話法学級数(7)が逆転した (Chicago44th 

AR[1897-98]64-65)0 

第三に、公立聾学校の運営において、通常学級を基準としたことである。整学校が形式
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上、公立学校制度に位置しているからではなく、マコーウェン校長は、進級の基準と方法、

カリキュラムは 通常学級と同一であるとした (Chicago43rd AR[1896-97J 133-134L墾児

の教育が通常の教育と同等の基準と成果を自ざすことは、公立学校関係者および社会には

きわめて理解しやすく、歓迎されたものと思われる口

第四に、マコ一ワエンは、聴

2009J戸29引)0たとえ学校側がリー iごしたにせよ、集団としての裁の意思が表明されたのは、

シカゴ公立盤学校の特徴であった。指導法の選択は、親に権限があると考えられた (Chicago

43rd AR [1896-97J 128) 0教育委員会は殺に公立聾学校の在り方に対する開き取りを行い、平

日寄宿制構想、を彼らから引き出した O 実際にはそのように誘導した (Chicago4Pt 

AR[1894-95J)。また「聾唖」のスティグ、マ性を軽減するためにその呼称を廃止し、「聾Jに

代えた (Chicago43rd AR [1896-97] 135) 0また、聾児が「同等な条件でj聴児と触れあう (mingle)

ことが推奨された (Chicago60th AR[1913-14]361)oそれが聾児に期待されている最も重

要な貢献であるとされていることから、その同等性はレトリック的な意味が濃厚であった

と思われる。しかし手話法聾学校時代には見られなかった方法での親の意思の尊重と組織

化 17は、子どもの教育の在り方に関心をもちうる余裕のあった聾児の殺にアピーノレしたこ

とだけは間違いない口こうして、口話法の生徒の親の関心を引きつけることによって、口

話法聾学校は生徒数が増加しただけでなく、白話法生徒の出席率は併用法のそれに比べて

顕著に高かった(木村[木村ほか 2009J29)01899-1900年度の併用法生徒数 61入、口話法

生徒数 127人で、併用法生徒の年間出席の 9ヶ月超が 29.5%、6ヶ月未満が 42.側、口話法

ではそれぞれ 59.8%と 11.8弘であった (Chicago46th AR[1899-1900J248-249)。それは、親

の口話法教育への期待が明示された表れといってよい。 18

第五に、マコーワェン校長の教育の経済的・社会的効果論も、教育委員会やブ。ログレツ

シブ、の支持獲得には有効で、あっただろう口彼女は、聾者を含む不就学者に対する義務教育

の実効化のための罰則強化を主張するとともに、無教育の聾者に対しては功利論的な議論 1

9をする。不就学の聾児は非生産者であり財政的な重荷であるばかりか、犯罪者の犠牲とな

って、社会的な脅威となるとする。したがって彼らの放置防止は、強制的に教育を行うこ

とが唯一の是正策であり、社会の安全策になるのである (Chicago43rd AR[1896-97J 133; 44th 

AR[1897-98J65-66)。

第六に、口話法およびその拡大運動が盛り上がっていた時期に、 NEA内に 1897年、「聾児・

吉見・精神薄弱教育部会Jいわゆる第 16部会が設置され(小川 [1982J27)、その幹事に就

任した。この時ベルが「聾者の教育Jと題する講演を行い、ウィスコンシン州での口話法

採用に大きな影響を与えるとともに、口話法の宣伝に大きな効果を上げた。マコーウェン

は幹事となり、報告を行っている (Chicago43~ AR[1896-97J128-129; McCowen[1898]1029 

-31)。このような全国組織での活動は、彼女の言動の正当性を保証する効果があった。

最後に、とくに注自されるのは、マコーウェン自身の教青活動において妨げとなったは

ずの欝精神薄弱先に対する対処である。彼女は、公立聾学校に在籍していた精神薄弱児を
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コミュニティから単に排除することを主張しなかったし、何より、 19世紀末にもかかわら

ず精神薄弱脅威論に与していないのである D そればかりか、彼らの教育に対する機会を他

の障害児と同等の権利として承認する (Chicago43rd AR[1896-97J 132; 44th AR[1897-98J66)口

これはまさに、脅威論を採用する人々が多かったプログレッシブのなかでは新鮮な見解で

あった。

ここで口話法をめぐる論争と司話法運動が提起した問題とその意味をまとめておく。こ

の論争は、ほぼ|弓じ時期に11宣伝された精神薄弱脅威論にも匹敵する社会的広がりがあった

が、内容的には、人間像(教育の最終目的)とその具体化(シティズンシップ)という深

さももっていた口しかしこの論争が、実際にはコミュニケーション・モードの良否の問題

よりも、論争と運動において勝利を得るための広義の政治的ストラテジーの有無あるいは

巧拙でもあったことに留意しておく必要がある O 論争・闘いの主な舞台は、義務教育擁立

期の都市公立学校 (public schools)であったD この論争の舞台が寄宿制欝学校であれば、

おそらくほとんど社会の注目を惹かなかったであろうコ話法運動は、韓児だけの学校で

ある寄宿制聾学校ではなく、アメリカ人として育成する、聴児と同一の目的を共有する公

立学校という場で勝手りしたからこそ、口話法は公共性というシンボノレを獲得し、公立学校

とコミュニティの問題となりえたのであった。そして、聴児と向じシティズンシップ形成

への近似が弓‘能なこととして、親や口話法支持者によって期待されたのであった。寄宿制

整学校であれば、たかだか撃者としての社会成員が社会的に支持されただけであったろう。

この論争のもつ意味の範囲と深さは、閉じ公立学校で 20世紀転換期に教育が始まった他

の障害カテゴリーと比較するとよく理解できる。盲児の教育は、教育の始期が聾児と比較

的近く、同じ寄宿制によって行われていたが、盲児の公立学校における教育は 1900年のシ

カゴ公立学校で初めて開始された。盲児の場合は、読み書きの手段という意味でコミュニ

ケーション・モード問題をもっていたが、 1900年には凸字ではなくブライユ点字の採用以

外に選択肢はなかった。たしかに、最終的な教育自的としての「正常者への近似j をはじ

め、当事者問題や樟害(者)と社会の関係等の項自自体は聾児の教育と共通するものの、

聾児の場合、言語問題が関係することによって近似問題も当事者問題も、盲児とはまった

く意味が異なるようになり、教育の根源性に至つては次元が異なる問題となったのである。

このような口話法運動やマコーウェンの活動に対して、手話法に対する支持運動はどの

ような状況にあったのだろうか。口話法運動の社会的積極性に対して、手話法はその擁護

運動の方向が手話法サークノレ内の内部にのみ向かった、コミュニケーション・モードに限

定された反応にすぎなかった。手話法は聾者および聾関係者のみにとって重要な問題であ

り、 19世紀末のアメリカ社会が直面していた重要な問題との関連づけがなく、社会的にア

ヒ。ーノレする運動論としての方向づけが欠けていたD また口話法=通学制運動では、寄宿制

の需要者よりも経済的に上位の親 20を教育に関心のある需要者としつつ、通学制を家族の

理想型や愛他主義のコミュニティによる支持(Jack [1907J 989) とみるように理想論に基
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づいていたが、手話法側は、ほとんどの親が経済的・社会的に順境で、はなかった親・家族

の聾唖児の職業自立に対ーする切実なニーズ、公立学校における職業教育の不備、ほとんど

が生育の場として好適でない聾唖児の家庭とコミュニティの現実というような議論で対抗

した。そのような地味な議論に対して、時代の変化をリードしたプログレッシブのような

人々は積極的に支持することはなかったのである。

111.併用法の通学制聾学校とその教育の自的価本質

併用法は、 1868年の第 1IEJアメリカ聾i亜院校長会議(TheConference of Principals of 

American Institutions for Deaf and Dumb，現在の theConference of Educational 

Administrators of Schools and Programs for the Deaf: CEASD)で、 E.M. ギャ口一デッ

ト(EdwardMiner Gallaudet 1837-1917)により提案され、採択された(上野[1991J 223-235)。

19世紀末においては、全生徒数の約 9割が併用法の指導を受けた。しかし口話法の指導を

受けた生徒数はますます増加する。表 3は連邦内務省教育局の調査に基づいて、その増加

状況を示したものである (Phillips[1917-18J676; [1921-22J5; [1926-27J)0 

表3 スピーチを指導されている生徒数の変化(1917-27) 

表 1と分類項目が異なるので典拠資料が異なると思われるが、表 3では「何らかの方法

でスピーチを指導されているJ項目が併用法を示していると思われる。興味があるのは 1910

年代後半からの約 10年間において、 1921-22年には口話法は併用法に措抗するまでになる

が、その 5年後の調査では増加傾向にかげりがみえることである。こうして、口話法は急

激に拡大したが、それが着実に継続されたわけで、はなかったD これは全国的な全体の状況

であるが、ローカノレでは、口話法に対する疑問と支持の喪失はすでに始まっていたように

思われる 21 1880年代の公立聾学校における口話法導入期に、寄宿制聾学校から、口話法

は労多くして益なし、口話を習得する間は他の勉強が疎かになる、そのような苦労をして

もほとんど成果が上がらない生徒が多いという批判が提起されていたからである D 公立聾

学校における口話法拡大期には、公立学校側にほとんど説得力をもたなかった口話法に対

する懐疑と批判は、ほかでもない公立襲学校内部で実践の結果生まれていたのである。

そのような早期の例が、 20世紀転換期にセントノレイスで生じていた。純口話法運動の11住

我独尊的態度もあって、撃者および口話法反対者の反発は国内外の一部で顕著となりつつ

あった (St.Louis 45th AR[1899J 180; 46th AR[190l] 133-134)0通学制聾学校の創設当初の

手話法の採用から、口話法を重点においた併用法を経て、口話法を限定した併用法という

転換を先導したのが、セントノレイス公立聾学校であった。この公立聾学校の前身は、ミシ
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ガン什|立聾学校と国立聾R亜大学卒業生である霊筆者 D.A. シンプソン (DelosAlbert Simpson) 

のイニシアティブと実業家・聖職者等の有力者ならびに盤児の親の運動により 1878年 12

月 2S 、シンフソン校長のもとに手話法により、請願者の経費負担の盤学校として開校さ

れた。しかし 1879年 4月にはセントノレイス公立学校制度の態学校になったから、公立学校

化は開設当初からの予定であったと思われる。シンプソンは 1889年 6月に病気退職となり、

同年秋には、オハイオ州立聾学校の教員でシンシナティ公立聾学校の創設から 5年間在職

した撃者の R.P.マックグレガー (RobertP. 出cGregor1849-1926) が後任となったが、こ

の有能な人物(中村[木村ほか 2009J32，35)が 1年間しか在職しなかったことは、手話法と

撃者校長に対するセントノレイスにおける評価が肯定的で、はなかったのであろうと思われる口

1890年秋に、聾の聖職者のJ.H. クラウド(James H. Cloud)校長が任命された(退任

は 1922年)。彼の勧告に基づいて、 1891年 2月に指導法は併用法に転換する (Cloud[1893] 4) 0 

当初は口話法に重点がおかれた併用法であったし、全生徒に試みられた口話法の成果がク

ラウド校長により、毎年のように示される (St.Louis 38th AR[1893] ; 40Lhぽ [1895]86; 43th 

AR [1898J 74)口22しかし 20世紀転換期には口話法と手話法の対象を限定し、かつ英語によ

るiコ話法の制約を主張するようになり (St. Louis 46th AR[1901] 134)、早くも 1900年代初

めには口話法には否定的となった。

その背景は複合的で多元的で、あったように思われる。第一に、聖職者の立場では、クラ

ウドは、聖トーマス撃者伝道団(構音生徒にも開放)の組織者であり、何よりもギャロー

デット大学出身の最初の聖職者 23で、あったから、伝道の効果をコミュニケーション・モー

ドの観点から評価していたものと思われ、口話法には否定的になったと考えられる。第二

に、聾唖者同士の交流を重祝していたように思われる。彼が執筆したセントノレイス公立聾

学校史には fセントルイス聾1]亜者クラブj が記載されており、 1882年4月にセントノレイス

で結成されたこのクラブの主な目的は社交的・学問的なものであり、毎月第 2木曜日に定

例会を設けていた (Cloud[1893J 5-6)。

第三に、襲(教育)専門家の間では、口話法への転換、とくに純口話法の採用は慎重だ

った。口話法は隆盛にみえたにもかかわらず、高学歴の聾者の開では併用法採用論が強力

であったし、寄宿制聾学校を中心として聾教育界全体では口話法転換に対する慎重論も棺

変わらず根強かった。第四に、聾学校が属していた公立学校制度内での評価も無視できな

い要素であった口指導法を問わず通学制整学校の成果に対する心理的圧力が、経費一効果

論からの疑問として継続していたように思われる。クラウド校長は、創設後 20年以上たっ

ても、セントルイス公立聾学校における生徒一人当たり経費が多額なことと指導上の困難

さを詳細に説明している。また、このような圧力が、高等教育への進学者の輩出に公立聾

学校の努力を注ぐように導いたと思われる (St.Loui s 45山政[1899J188-181)。こうして、

併用法としての教育の目的と本質の独自性については、それほど明瞭には示されなかった

のである。
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結語一公立襲学校におけるコミュニケーション雌モードの選択と教育の目的‘

本質

最後に、 20世紀転換期という時期に、アメリカの公立欝学校という場において、手話法・

口話法・併用法というコミュニケーション・モードとの関連において提起された議論にお

ける教育の目的や本質をまとめてみたい。

19世紀末にはそれまで樟害児教育の定型であった寄宿制学校や施設に加えて、都市公立

学校に特殊学級が開設されるようになる。それまでの障害児教育が、自宅とコミュニティ

を離れた寄宿制学校で数年間にわたって教育と生活提供されたのに対して、公立学校特殊

学級が、生徒が生まれ育った家庭とコミュニティに開設されたことは、寄宿告iJ学校の単な

る代替や教育機会の拡大以上に何らかの新しさを提起しなければ不可能だ、ったはずである D

市教育委員会としての教員雇用や施設・設備、交通費等の経費負担が発生するからである。

それゆえ、市教育委員会は、新しい障害児教育の形態を提供する教育13¥J・社会的な正当性

を提示しなければならず、そのなかには、それまでの寄宿制学校を超える教育の目的・本

質論が当然あったはずであり、それゆえ従来の教育目的・本質(論)を革新する可能性が

あり得たのである。

寄ffi制学校が教育・生活上、生徒に有益でない点があることは、 19世紀末までには撃に

限らず常識となっており、 20世紀初頭には家庭とコミュニティでの生育が望ましく、

制での教育・生活は避けるべきであることは社会事業関係者において一致していた

(Hart [1906J 88)。当然ながら、聾教育関係者もそれを認識しており、寄宿生活の改善や寄

宿制エ一時的家庭論 (Fay[1887])のようなレトリックで、寄宿制の必要性や正当性が主張

されていたD 生まれ育った家庭環境に恵まれない聾唖児は、寄宿制聾学校の主要な存立根

拠だ、ったからである。

公立学校制度という聴児と同等の根拠と教育の場において、特定集団だけを対象としな

い普遍的な教育の根拠と意義の適用は、たしかに新しい次元の主張ではあった。口話法運

動では、寄宿制学校という障害者だけの空間ではなく、通常のコミュニティの公立学校と

いう場で穂、児とともに協力的な関係における教育によって社会の一員となり、民主制社会

に貢献するとしづ理念が採用され、聴者をそデ、ルとし、聴者に近接するという正常化とい

う考えによって達成できると考えた。しかも正常化理念は、障害当事者である嬰児の代理

者である親の要求を満たしたのである D この正常化理念こそ、口話法が社会的な支持を拡

大した中核であり、その背後には社会改革家がいたのであった。

しかし純口話法運動家にあっては、口話法の絶対化が、手話法を常用する聾唖者のニー

ズを無視することになることには極めて無関心であり、彼らは、殊の外、ロ話法以外の方

法には排除的だ、った白口話法運動は、手話法のそれよりも、手技教育と幼稚園方法の導入

にみられるように、同時代の通常教育における新しい動向に敏感であった。聾児が苓宿制

学校に行くのではなく、「学校が襲児の家庭へ行く J(J ack [1907] 989) という口話法支持者

であったウィスコンシン州のジャックによる表現は、子どもに学校を合わせるというプロ
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グレッシブの理念、を反映したもので、あった。こうして、すでに 1971年に村井潤ーが早くか

ら指摘していた、口話法一手話法問題は「コミュニケーションの問題だけでなく、言語観、

人間観の違いの問題にまで遡らなければならなしリし、 f口話法を支える思想性の問題j が

あったのである(上野[1991]48から再録)。

このようにみてくると、口話法運動はたしかに聾コミュニティに嬰児を1mい込むことな

く、新しい社会的次元に聾児を想定したうえで社会構成員となるための教育を目ざした。

が居住するコミュニティが、嬰児の教育の第一次責任をもっているという考えや、聴

児と同じ教育内容を学習することは斬新だ、った。聴児と聾児の関係も、当初の偶然的な交

流と単に聴児と同じ空間にいることから、しだいに教育的に両者の関係を育成する考え方

が出てくる。口話法によって、穂者と同等に社会の活動に参加できるようになった聾者も

多かったであろう。

しかし口話法運動における教育目的・本質の考え方には、 zつの大きな問題があったよ

うに思われる O 一つは正常化論である O 聴児を理想モデノレとする考え方は、現実には存在

しない平均像の人間への育成を目ざしているのであり、その理想に可能な限り近接するこ

とは、聾児を不完全な存在とみていることを前提としている O 構音と読j蓄が完壁に行える

聾児が聴児と同等の存在であるという考えも、コミュニケーション能力が思考や行動に結

びつかなしゅ￥ぎり虚構であった。

もう一つは口話法運動の排除性である D 社会運動の宿命で、あるが、事例が少数であって

も成功例を一般化する傾向があり、口話法で、成功しない襲児は、ロ話法を標携する教育の

場と共感範囲から排除された。精神発達が順調でない聾児も口話法の適用外とされた。つ

まり「正常j に近接できない聾児は、口話法一通学制一家庭とコミュニティー聴児と同等

で、協力的な社会成員という口話法運動が掲げた教育の自的の対象から除外されることにな

ったのである。このほかにも、職業教育の貧弱、劣悪な家庭環境の聾児等、口話法運動が

解決困難な問題は潜在したまま残存した。

;コ話法運動に対する社会改革家の支持も、口話法の効果と効用があってのことであり、

それが明瞭に判明する 1920代以降、どのように変化するのか、また、教育の居的と本質に

関する考え方が変化するのかは、今後検討されなければならない。
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註

1 . 併用法は現代では何時法と同義に用いられているが、その定義は 1868年の E.M. ギ

ャローデットの提案時点から多義的に理解され(Nover[2000J 90)、20世紀初頭に至って

も混乱していた。 AmericanAnnals of the Deaf and Dumb誌の編集長だ、った E.A. ブ

ェイ (EdwardAllen Fay 1843-1923)は、併用法の定義は困難であるとじて 4つの用法

を例示しているが、第四の用語法が最も適切で、あるとした (Fay[1882-83Jcxcii)o(1) 

指導の全課程にわたって、同ーの生徒に対して同一の教員により、サインも構音も自

由に使用する。(2)全生徒に対する全体の指導はマニュアル法を用いるが、生徒の一

部に対して特技として構音と読唇を特別に訓練する。(3 )同じ機関内で一部の生徒は

マニュアル法を、他の生徒は口話法で指導する o (4)全体的な運営は一緒だが、別々

の学校でマニュアル法と白話法を用いる。

2. ボストン校(1877年 5月 8日にホーレス・マン聾学校と改称)の開設は、 PhiloW. 

Packardという聾唖者のイニシアティブに発端がある。彼は 1864年、無料で 20名ほど

の9歳以下の教育涯のなかった聾唖児を集めて教育を試み、ボ、ストン市教育委員会に市

費の支出を要請した。彼の提案に関心をもった E.N. カーク (EdwardN. Kirk)博士と

いう聖職者がし 1たが(彼は口話法にも関心をもつに至る。 Sa巾 orn[1893J 10)、教育委員

会は一般的な関心を示しただけだった (BostonSchool Committee AR[1865J50 -51; 

usgood[2000J94)oこの年の 3月は、G.G. ノ¥ノくード(GardinerGreene Hubbard 1822-1897) 

が州議会に口話法聾学校の開設請願書を提出したクラーク聾学校 (The Clarke 

Insti tution for Deaf-Mutes. 1896年に TheClarke School for the Deafに改称)創

設運動における微妙な時期だった。

3. シカゴ公立聾学校の開設と維持を支えた当事者団体のシカゴ聾唖者協会の主張もほ

ぼ同じである口通学制の空間は、あくまでも親・家族・家庭に留まっており、生育上

および将来の社会適応上の利点として主張された。聾i型児との関係は不明確ながら意

識されているが、聴児の存在は、聾児が社会的に特異視されるのを防止するという意

味であり、聴児との関係形成も意図されていなし¥(TheChicago Deaf-Mute Society in 

Fay [1875J)口したがって、聾唖者協会の通学制の提案は統合教育論には向かわなかっ

たのである O

4. 手話法の通学制整学校に関する議論については、 AADD誌の編集長だったフェイ、シ

カゴ聾!盛者協会、シカゴ公立聾学校長の撃者 P.A. エメリィ (PhilipAlfred Emery) 

による主張 (Fay[1870J; [1875J; [1882J)およびエメリィのシカゴ校略史論文

(Emery [1886J) を参照した。エメリィ論文はシカゴ校における口話法への転換が緒に

就いた時期に全 12頁の小冊子の形式で、刊行されており、通学制と手話法の擁護を目的

としている。エメジィの通学制擁護の論点において、職業自立を支える精神的な側面

だけでなく、通常の社会成員としての聾者の意識形成も含まれるようになっていたこ

と (Emery[1886J 5) は、それが、口話法z 通学制運動の重要な論拠になっていくとい

う意味で留意する必要がある。なお彼は 1891年にシカゴ公立聾学校長を退任する O

円。
口

δ



5. ピッツバーグ校は開設当初から寄宿吊IJの生徒もいた (43人中 10人)。この学校は、

その後、寄宿制の法人立のウエスタン・ペンシノレベニア聾学校へと発展解消する口そ

の経過から見れば、ブラウン師は開設の当初から通学制襲学校を初等教育のみの機関

としてみていたし、通学制学校で、は職業教育の不備や公的助成が不安定としづ財源問

題もあり、そのうえ、経験ある教員を雇用できなかったからである O 要するに、彼の

趣旨は教育機会の提供と大規模化の回避にあったといえる (Fay[1875J 35)。

6. シンプソン校長は、セントノレイス公立態学校が創設後間もない時期に起こった口話

法と併用法について所見を披露している口 StLouis 29th AR[1884J 102-105; 32nd AR 

[1886J 70-72. 

7. もちろん通常の公立学校は無償であるが、州費による教育機会が、ハートフォード

およびクラークの両聾学校に加えて、ホーレス・マン聾学校が追加されたということ

なのであろう。したがって、 1888年法第 239条によって交通費を含めてホーレス・マ

ン聾学校での教育が無償になるまで、同校は経費負担については中途半端な位撞に置

かれたことになる口なお 1888年法は、親または後見人の自発的な全額または一部の経

費負担を認めている (BostonSchool Commi ttee Report on Horace Mann School [1899J 

8-9)。

8. 公立聾学校側も弱点の補強に余念、がなかった。 1890年には手技が導入され、 1899

年には裁縫、スロイド、工業技術、料理、植字が、 1900年には紙細工・厚紙細工の上

位として木工が教えられているD 裁縫は、女子生徒には針と糸の使い方からドレス製

作までの 6年間、男子生徒には縁縫し 1からナイトシャツ製作までの 3年間の指導計画

表が作成されていた (Boston School Committee Report on Horace Mann 

School [1899J 6-7; [1900J 5) 0 

9. ウィスコンシン州では、 1900年までに 19の自治体に開設された。つぎに開設州が

多い州はオハイオ州で 6都市だった(木村[2006J178)0 これらの開設数はその後、廃

止された聾学校数を含んだ数である。公立聾学校が開設されたワインスコンシンの都

市の 1900年の人口は、規模の)1震にスティーブンス・ポイントの 9500人、マニトボッ

ク 11800人、ウォーソー12400人、アップノレトンとフォン・デュ・ラックがそれぞれ

15100人、オー・クレア 17500入、グリーン・ベイ 18700人、オシュコッシュ 22800人、

シェボイガン 22900人、ラ・クロス 25100入、ラシーン 29100人、スーベリアの 31100

人であった。なお、オハイオ州デイトンは 85333人であった。初期公立襲学校をリー

ドしたシンシナティの 1900年の人口が 325902入、シカゴの人口が 1698575人、クリ

ーブランドが 381768人セントノレイスが 575238人であったことから、不就学聾者数の

推定規模、すなわち公立学校就学者人口の規模が、公立聾学校を開設する主要な要因

であったという意味で、ウィンスコンシン州は特異な例であったといえるが、他の州

がそれぞれの自治体中心に襲学校の開設を構想したのに対して、ウィンスコンシン州

は州の政策として公立聾学校を考えたので、あった。
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10. Ilttp://www.populstat.info/Americas/usas-wit. htrr1;http://www. census. gov/statab/ 

hist/出 -07.pdf; http: / /WVfW. elderweb. com/home/node/2835; 11ttp://www.census.gov 

/population/www/documentation /twps0027/tab13. txt 

1l. ミノレウォーキー公立学校は他都市の公立学校に比べて、就学者の公立学校中心化が

遅れていたし、不就学率も高かった。ミノレウォーキーと東部のロードアイランド州プロ

ビデンスの就学者に占める公立学校就学者の割合を示せば以下のようになる(かっこ内

の割合がプロどデンス)0 1879年 63.97(76.33)弘、 1882年 62.58(77.45)弘、 1885年

61. 14 (77.20)弘、 1888年 61.83 (79. 59)弘、 1891年 59.86 (81. 30弘)誌であり、両市開の全就

学者中に占める公立学校就学者の差は歴然としていた。不就学率は 1879年、 1880年で

ミルウォーキーが 44.43弘であるのに対し、プロピデンスは 16.73、20.62であり、ミノレ

ウォーキーは不就学者がきわめて多かったといえる o Milwaukee Public School， 21th 

AH (p. 43)， 32吋 Al~(p. 145); Providence Public Schools， AH， p.70-74， 1891. 

12. シンシナティ公立学校の手話法聾唖学校も、州立饗学校に聾唖児を就学させない親

の態度については州立聾学校と同じように否定的に捉えており、親は、通学の継続と

州立聾唖学校での教育の継続を勧奨する対象にすぎなかった (Cincinnati65山

AR [1894J 91; 67tb AH [1896J 101)口それに対して同じシンシナティの口話法態学校では、

家庭は、学校における口話の習得を支える環境であり、親はその協力者・援助者であ

るというように、親の位置づけはまったく異なった(中村[木村ほか 2009J)。口話法整

学校が、コミュニケーション・モード選択における親の意思を引き出したことは評価

される。たとえば 1898年 l月にシカゴに開校した口話法聾学校であるイェーノレ校では、

開設と同時に母親研究クラブが母親と支持者により組織された。この組織は、教育成

果を上げるための教員.母親.社会事業団体の協力組織でで、あつた (Chicago4叫付4t

AR [1898J 68め)0 しかし、親の意思尊重は口話法を選択する親にのみ適用され、手話法を

選択する親は線中にないD

13. 20世紀初頭において、聾者の職業は農業から工業へと明らかに変化しつつあったD

Best (1943)は国勢調査により、 1910年と 1920年の撃者の就業職種を示している O こ

の時期の聾者の就労先は、ほぼ農業、製造・機械業、家事・個人サーピスに限定され

ており、農業は 34.5制瓦ら 24.4%に減少し(男性の場合は 39.3制￥ら 24.4話)、製造・機

械業では 47.5出から 58.7弘(男性のみだと増加が著しく、 48.4制瓦ら 61.5出)に増加し、

家事・他人サービスは 9.8%から 8.7鳴に減少している。なお、全撃者のなかで就労して

いる聾者の割合は 1910年と 1920年ではほとんど変化がなく、男性では全体の約 60始、

女性では約 15%であるが、 60%というこの男性撃者の就労率は、人口全体の男性の就労

率約 800/0と比較すると著しく低い (Best[1943J 219， 225-226) 0 また、 20世紀後半に

なるまで、聾者にとって印刷は収入のよい職種であった(パン・クリーブ/クローチ

[1993J 162-164)。

14. 州は、 1880-85年にシカゴ墾学校に資金を提供した。これが再開されるのが、 1897

口
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年以降である(木村[木村ほか 2009J27)。

15. レイン教育長は親学校開設提案の前年、 1891-92年度の年次報告で試行されていた

「混合学年学級J計画を詳述している O これは、学業や行動において標準から逸脱し

た多様な生徒を対象とし、通常学級への復帰を自的とする混合学年学級計画であり、

他の都市と共通する構想である O すなわち、進級ができない学業不振が共通の現象で

あるが、その原因は非行、通学不規郎、転居の繰り返し、知的能力と集中の欠如であ

るが、教師の能力不足の場合もあるという。この学級の成功には、優秀教員による個

別的な直接的指導が必要である O この学級は学業不振生徒が一時的に滞在する指導の

場であり、その対象には(知的に)弱し 1生徒、効率の上がらない生徒、移民が想定さ

れていた (Chicago38白紙[1891-92J48-50)。この時点での知的能力の欠如による学業

不振生徒の問題は、精神薄弱学校創設に繋がってし¥く O

16. その意味で、ベノレの口話法の通学時IJ聾学校を唱導する論拠は、まさしく変化しつ

つあるアメリカの社会的・経済的発展を支えるイデオロギーとみごとに合致していた

のである(中村[1991]33の註 34)0ベルの通学市IJ聾学校の理念については、安藤 (2001)

74-76を参照。

17. 20世紀初頭のデトロイトでも、子どもの利益と共感関係および相互の有益さを目ざ

して、親と教師の会 (TheAssociation of Teachers and Friends of Deaf Children) 

が開催されている (DetroitBoard of Education[1902J14)0 

18. 併用法生徒の親がコミュニケーション・モードについてどのように期待していたの

かは、親が健聴なのか聾なのかによる相違を含めて、資料的に把握できないが、口話

法が中心になる待期に併用法生徒数が顕著に減少することからみれば、彼らの親は口

話法には違和感を持っていたことになるだろう。少なくとも、教育長がいうように、

1896-97年度 77名から 1897-98年度 60名という併用法聾学校生徒数の減少は、退学可

能年齢になると聾児の労働力の活用による退学か、職業自立への期待に基づく州立聾

学校への転校による (Chicago44th AR[1897-98J64)わけではないであろう。というの

は、そのような理由は急に生じたわけではなく、以前から存在していたからである。

19. やや後の時期である 1907年の数値ではあるが、学校教育を受けた聾者の 81%が就労

(Best [1943J 221)していたことは、教育が就労とそれを基盤とする社会生活を可能に

するうえで、有効で、あったことを説得できる根拠となったであろう。しかし、学校通学

経験のない聾者の割合は 1910年 38.8弘と 1920年 38.0出(Best[1943J221)であり、 1920

年に至っても若干の改善が見られただけだ、った。

20. マサチューセッツ州では、ホーレス・マン聾学校、ハートフォード饗学校、クラー

ク聾学校等の就学における選択は、 1869年州法により殺に任されていた (BostonSchool 

Committee on AR Horace Mann School[1877J21)0親の選択は、家庭の境遇や殺が教育

に何を求めるかに左右されるから、経済的・社会的格差が反映されるものの、この州法

により、就学先には複数の選択肢があり、親が選択主体になったことになる。
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21. ニューヨーク市の私立口話法学校を経営していた].D.ライト(JohnDutton Wright) 

は 1914年の論文でアメリカとカナダの指導法の状況について設立および通学形態と生

徒数を関わず示しているが、アメリカの状況だけを抜粋すると、併ニ用法 60、口話法 78、

手話法 (manual) 3 (このほかに私立ウエスタン・ニューヨーク聾唖学校は manual

alphabetと記載されているが、 LyonPhonetic System、いわゆるロチェスター法であり、

指導文字と口話法の組合せの方法であった)であった。この時期になっても指導法とし

て手話法だけをあげていることが何を意味するのか、ここでは判断しかねるが、 3校の

うち 2校は州立黒人校、 1校はシカゴの夜間学校(経営主体不明)だ、った。後者は聾当

事者によるものと推測され、手話法は学校教育としては細々と継承されていたことを示

唆しているものと思われる。 Wright(1914) 17-23. 

22. クラウド校長は、黒人の聾児の教育機会の拡大も主張しているoSt. Louis 36th 

AR(l891) 53; 37th AR(l892)60; 38th AR(l893) 72. 

23. Anonymous (1923) 249. クラウドは、 1920-23年のアメリカ聾者協会 (TheNational 

Association of the Deaf: NAD) の会長であった。彼は、 1923年 5月 1Sの会長挨拶の

なかで、手話法を知らないし、必要とも思っていない聾学校の教員が多いことを指摘す

る一方で、手話は貴重な教育上の助けになるのであり、手話は聾者にとって精神的発達

に対してすばらしい刺激となり、すべての聾学校で重要な位置を認められるべきだと

張した。しかし現実には、聾学校はともかく、公立聾学校では聾者の教師は不要とみな

されていることも、彼は指摘している (Anonymous[1925]203)o
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第 5章 公立学校における特殊学級の開設と教育自的 a 本質論革新

の可能性-19世紀末.-;1910年代アメリ力都市公立学校一

間典子・中村満紀男・吉井涼

はじめに

1 .本論文の目的と方法

20世紀転換期はアメリカ社会にとって激動期であり(本間 [1982J7)、障害児の教育にお

いても、障害とその題辺状態 1にある子どもの教育・生活衛題において重要な画期となる。

その第一は、従来の寄宿制障害児教育機関の変化である。 19世紀末に至って聾唖院と盲院

は学校教育分野に脱皮・上昇し、それぞれ聾学校・盲学校となったが、当初 schoolを名乗

った白痴学校は大規模で稿離的な精神薄弱者施設へと変容し、学校機能は象徴でありなが

らも縮小する。第二は公立学校制度に障害児の新しい教育の場である特殊学級が開設され

たことであり、 1910年代までに、障害児教育にかかわる基準や制度が州や都市の教育行政

において開始され(Martens[1951J 236;安藤[2001]141)、大都市では特殊教育制度となる

出発点となった。

20世紀転換期アメリカの公立学校は、農業国から工業化への産業構造の転換、都市化に

ともなう人口集中と都市行政の混乱、移民の到来と社会下層の形成が反映し、文字通り激

動期にあった。義務就学の強化・怠学取り締まり、学齢期の就労制限による就学促進、児

童保護と就学期間の長期化、昼間やフノレタイム以外の多様な教育機会の提供によって、大

都市の公立学校は、多様で多元的な改革的対応を迫られていた。一つは、移民をはじめと

する就学者の急増と学校の多様化による学校の増設と教育環境の衛生上の改善で、あった。

第二は、教員の供給問題であった。そして第三に、多様な就学者における学業・行動・健

康上の逸脱に対する具体的な教育上・指導上の対応であった。この対応から、障害や状態

のカテゴリーに基づく新しい制度としての特殊学級が分化・成立する O

大都市の公立学校では、新種の特殊学級の開設に加えてもう一つ重要な変化が起きてい

た。 1875年以降大都市公立学校に聾者のイニシアティブで開設されていた聾学校が 1880年

代には口話法へ転換を開始し、 90年代には通学制口話法学校として拡大していったのであ

る。口話法への転換は、手話法という聾者・聾学校および周辺の支持者による従来の小規

模で内部的な運動ではなく、拡大した社会的支持を基盤とする理念と方法を備えた運動に

よって生じていたD しかもこの口話法による公立通学制聾学校の拡大は急激であったもの

の、 20世紀初頭には併用法を採用する公立翠学校が出現するようになり、再度、関係者の

みの問題に縮小していった。

20世紀転換期の公立学校における各種の特殊学級開設は、創始以来の障害児教育におけ

る貧困問題との密接な関係も反映しており、特殊学級運営には防貧政策としての性格が見

え隠れするD 他方で、 20世紀転換期は、アメリカに新興の中間層が成立した時期でもあっ
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た。それは、樟害児教育にとって二重の意味をもたらした。一つは、従来の貧困層や下層

以外の新しい需要層が障害児の教育において生じたことである。もう一つは、障害児の教

育に関連する専門職として、精神科医師、ソーシヤノレワーカーや心理学専門家等が、新し

い専門職として中間層が生まれたのである (Wiebe[1967]117-121)。この新興中産層のなか

に特殊学級教員も含まれるようになる。新しい教育需要と中間層の専門家の出現は、通学

信IJ聾学校における手話法から口話法への転換や、{也の新しい種類の特殊学級の開設の根拠

の提供のように、障害児教育に新しい様相を生んだと思われる口

小論で、は、公立学校で生じていた子どものさまざまな逸脱状態への教育的対応、その障

害別カテゴリーの特殊学級への分化過程、手話法墾学校の口話法への転換過程を参照しな

がら、障害児とその教育に関与していた教育委員会、教員、親、それ以外の関係者が、こ

れらの変化のなかで教育の自的をどのように設定し、教育の本質をどのように捉えたのか

を、主な教育対象となった子どもを中心に明らかにしようとするものである。この検討課

題には、精神薄弱脅威論のもとで、公立学校における精神薄弱教育の意義づけに最も苦労

したと思われる、第一世代の特殊学級教員の教育自的・本質論も含まれる。いずれの教育

事業も、公立学校における新規事業(精神薄弱・盲学級等)で、あったり、事業の根本的な

転換(聾学校)の可能性があっただけに、教育の目的と本質論は、通常教育や寄宿制障害

児学校における従来の教育論の適用や延長だけで、は成立困難だったはずである O それだけ

に、この時期の障害児に対する教育の臣的・本質論において、何らかの革新性と説得力が

予測される口なお、撃については紙数の都合上、男Ij稿で取り上げることとする。

研究方法としては 各種の特殊学級の教育の自的・本質に関する教育委員会、学校長、

教員、親、一般社会に関する認識と対応を教育機関別によって整理する。この基礎作業は、

最初の問題認識と問題解決としての制度化(たとえば特殊学級の開設)の関で生じたよう

に、逸脱に対する評価に基づく教育論が時間の経過によってどのように変化するのかを示

すのに有効である。さらにこの整理を、都市開と障害関について対照することにより、目

的・本質論における各セクタ一関の類似・相違とその理由・背景を検討する。以上の作業

に最も適した資料として、各教育委員会の年次報告や障害別の専門誌や隣接分野である社

会事業等の文献を用いるものとする。

現代特殊教育における障害児に対する排徐性批判は、 20世紀転換期の公立学校特殊学級

に対しでもその批判を、論証を省略して自明のものとして適用しているが、そのような評

価に批判的な研究は少数ながら存在する。たとえばE. ホフマンは 1975年に、 E.Eファレ

ノレ(後出)を例として、特殊学級教育に否定的な一面的理解に疑問を呈している

(Hoffman [1975J42)。後に 1990年代に特殊教育擁護の立場からインクノレージョン論争で名

を馳せるJ.M. カウフマン (JamesM. Kauffman)は 19世紀における行動問題研究の再評価

の立場から、現代の研究が過去の理論や実践に否定的である原因を分析している

(Kauffman[1976] )。

しかし樺害児を含む逸脱児に対する公立学校あるいは特殊教育の本研究のようなテーマ
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に焦点を当てた研究は見あたらないものの、障害児の教育を論じる際に、教育の目的と本

質をどのように考えるかは不可欠の項目であり、その意味で関連研究は枚挙にいとまがな

いほどあり、そこでは何らかの検討がなされているので、適宜、それらを参照することと

する。

2. 用語

( 1 )混合学年学級または学校 (ungradedclasses/ schools) 

就学者数が少ないために必然的に多学年学級となる村落地区学校の混合学年学級もある

が、本論文での混合学年学級は、①学年男IJ学級がある学校内に、特定の教科学習だけに開

設されるパートタイムの学級と、②ほとんどまたはすべての時間を過ごす国定(独立)式

の学級をさす。②学級の機能は公立学校制度内での必要性によって分化し、変化する。た

とえば、ニューヨーク市公立学校のように混合学年学級という名称で精神薄弱特殊学級を

運用したり、精神薄弱児をはじめ、さまざまな状態の子どもが在籍することは少なくなか

った。また混合学年学級が制度化されていない公立学校では、校長の個別的な判断で必要

に応じて、混合学年学級または教室 (room) を開設することがあった。

( 2 )特殊学級鍾特別学校 (speci a I c I asses/ schoo I s)‘通常学級 (reguI ar grade schoo I 

classes) 

特殊学級は、公立学校の学年別学級 (gradeschool classes) 以外に設置された学級で

あり、別の校地に開設されて「学校Jと称する場合もある。しかし開設の理由と背景は多

様であり、時期と地域によって障害や状態の範囲は一定しないが、障害を理由とする特殊

学級が多くなる。

通常学級は、上級学年への進級が、一定の課程の学習と試験合格に基づいていた課程制

における公立学校階梯の基本要素である O 欠席が多ければ課程の学習ができず、受験資格

が認められないし、試験に落第すれば留年となる。進級試験の回数はしだいに複数回とな

る。

11.混合学年学級の開設と教育目的としての進級促進と通常学級への復掃

1 . 公立学校における身体・行動・学業の逸税と混合学年学級での対処

本節では、通常学級において逸脱状態であるとされた公立学校生徒に対する認識と対処、

その教育的・社会的意味を検討する。 20転換期の公立学校では、農村から都市への人口移

動、農業等の第一次産業から工業への転換と、社会と産業の構造が変化するのにともなっ

て、子どもをめぐってさまざまな変化が急速に生じた。公立学校への就学義務の強化と取

り締まり、児童の早期就労からの保護、学校教育の効用に対する親の認、識が進行したこと

で、 19世紀末、都市化が進行した地域では、一定の年齢範囲の多数の子どもが公立学校と

いう場に、毎日、通年にわたって集合することになり、長時間にわたって規定の活動が行

われるようになる。

このような状況は、どのような問題意識と対応を公立学校にもたらしたのだろうか。第
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ーに、子どもの同一空間への集合は、まさに疫病蔓延の源になりかねない状況だ、った。第

二は、農村社会で、は、行動規範は個人の自由裁量に任されていたが、学校や工場では集団

を前提とした行動に関する新しい秩序や規範のもとでは、農村社会で、許容された行動も、

逸脱や非行が生まれるようになる O 第三は学業問題における逸脱である。課程制の通常学

校で、教育的経歴も文化的背景も異なり、年齢幅も大きい 100人近い生徒に対し教姉一人

による指導-学習環境では、多数の落第者が毎年多数発生し、留年を繰り返すことが少な

くなく、効率と経費の点で問題になる。第四に、 19世紀末の都市で急増した新移民は、言

語・宗教・文化・風習等において、それまでの!日移民とは異質であるとみなされていた地

域出身であった口この異質は、上記の三つの逸脱の発生ないしは何を逸脱と見るかに、大

きな関連があった。

子どもの個人差が認識されるようになったのは、新しい科学運動としての児童研究と応

用科学としての健藤診断 (medicalinspection) であった。いずれも 1890年代に拡大し、

公立学校生徒の心身の逸脱の発見と軽減・解消と関連する活動となる (ProvidenceSchool 

Committee Report for 1899-1900， 213)0 2しかしそれまでも、公立学校では学業・規律・

健康の逸脱に対して経験的に対処してきた。その対処が、逸脱生徒の排除を基本方針とし

ていたとするのは、一面的な理解に過ぎる 3 この対処の本質と対処の段階を、最初にマサ

チューセッツ州プリングフィールドを例として検討する。ついで混合学年学級による対処

を、ロードアイラン州プロピデンス・マサチューセッツ州ボストン・ミズーリ州セントノレ

イスの三つの都市を中心に検討してみよう O

最初に、スプリングフィールドでは、健康診断の導入以前から、通常の学級では対処図

難な子どもの存在を認識し、教育的に対処していた。第一に、学業不振児に対する「グラ

マー準備学校J 1学級の開設趣旨は、放置すれば通学を放棄する子どもを対象として、 1 

学級 25-30人の少数生徒により個別的指導を行うことで、あった。生徒の共通項は、初等学

年に多いこと、学年の標準年齢よりも年長であること、遅鈍であること、その原因は、「病

気や親の;怠慢J(Springfield School Commi ttee Annual Report for 1896， 27) による不

規則な通学であった。

第二のグループ。は「知的・道徳的に特異な (peculiar) な子どもj であり、一部だけは

精神薄弱であったが、それ以外は知的・道徳的に特異な生徒であった。彼らには通常学級

の教育は利益にならず、イ也の子どもには妨害的な存在であるが、少人数学級で専門的な教

員のもとで「個別的な注意とケアJを提供することが提案されている (SpringfieldAR for 

1896， 28-29)。

第三のグループ。は、非行により通常学級の秩序と規律を乱し、教師と生徒の関係、を損な

う生徒を対象とする少人数と値男IJ的な指導による「規律学校Jであった。 1893年にフ。ロピ

デンスに先例があった (SpringfieldAR for 1896， 29--31) 0 

以上が、スプリングフィーノレド公立学校における「特別な生徒の学校」群構想であるが、

実際には第一の学業不振児だけに対処された。興味あることは、これらの教育的対処は、
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単純な排除行為で、はなかったことである。たしかに、対処の仕方は状態に対応した分類処

遇であり、精神薄弱児は施設入所が望ましいとされたし、第三グループの矯正困難な子ど

もは州立施設に送られた。しかし彼らの主たる状態である学業不振の原因は環境的に理解

されている。また対処の仕方も、個別的で少人数で教育的であり、最終的自擦は、通常学

級への復帰であった。このことは、第三のグループに対する規律学校における教育的対処

が、体罰の禁止と対になっていることから理解できる。つまり、特別な生徒の学校におけ

る教育は、個別的な注意、体罰に代わる教育的方法であり、生徒の正常への回復可能性に

対する信頼があったのである。

このような教育の新しい考え方は、スプリングフィールド公立学校通常教育における新

教育的な考え方の適用といえる。たとえば、 1896年にハイ・スクーノレに手技訓練が導入さ

れたが、その呂的は、「筋によってなされる純粋に機械的な熟練した種類の作業ではないD

通常の学科課程では届かない精神的な力を教育し、開発すること」であり、脳の訓練であ

った (SpringfieldAR for 1895， 12) 0教育委員長の考え方には、鍛錬主義や、手技訓練

の職業自立への直接的な連結はみられない。

以上のような混合学年学級の枠組みは、ほぼ他の都市でも共通である。それは、対象児

の状態は、移民を含む学業不振・規律・健康等の多様な問題とそれ以外は正常な子ども、

学級収容定員の少なさ、状態に合わせての学級編制、改善可能性に基づく入級者の選抜、

目的としての通常学級への復帰、個別的指導と環境的改善における新しい教育の考え方、

情緒や感情や意思力や精神力の重視である (ProvidenceAR for 1907-08， 71-72， 104-105; 

Boston School Commi ttee 6th AR [1885J 13; Boston 8th AR [1887J 40; Boston Documents 

[1902J29; St. Louis Board of Education 58th AR[1912J187-189)0成果は、学業面だけで

なく、生徒自身が知的能力を意識し、自己に自信をもち、自侍心を得たこと、他者に対し

て自分の考えを表明する勇気を得たことも評価された (ClevelandPublic Schools 68th 

AR[1904J 37-38)。

この結果、混合学年学級は、不規則な通学・就労によって学習経験に欠けた種々雑多な

子どもの行き先になった。また、通常学級に復帰できる生徒が多かった半面、残留期間が

長期化する、視覚・聴覚欠陥、吃音、グラマ一段階まで進級しでも学習が進まない学業不

振、移民の子ども生徒も多くなり、都市によってはグラマ一段階でも開設された

(Providence AR for 1907-08， 71-72)0 

しかしこの措置は、通常学級から特殊学級への一方向的な措置であったわけで、はなかっ

たのである。また、少なくとも指導主事レベノレでは、混合学年学級の正当で不可欠な位寵

づけに努力したように (Boston8th AR [1887J 29)、公立学校で対処可能な範屈の逸脱に対し

て積極的に教育的な対応をしようとしたことは、十分に認められる。

2. 混合学年学級の機能分化とダンピング

混合学年学級がどのような意図のもとに機能が分化していったのかを、 20世紀転換期の

いくつかの市で、示すとともに、教育の考え方がどのように変わっていったのかを示すこと

- 99 -



とする。プロビデンス教育委員会は、 1894年に特別規律・指導学校 (Schoolsfor Special 

Discipline and Instruction) を設置した。この特別学校は元来は規律上の問題をもった

子どもを想定していたが、通学が不規則、年長、英語知識の不足のような行動以外の問題

を抱えていることが判明し スティグマの付与を防止するために、個別的学業の学校

(Schools for Individual Work) と改称された口さらに面倒を起こしたり、教師の指示を

きかない子どもの多くは知的に欠けていてそれに合わせた指導が必要であることが判明し

た。かくして、 1896年にアメリカ最初の精神薄弱児特殊学級(名称は Schoolfor Backward 

Chi ldren) がプロピデンス公立学校に開設されることになる(中村 [1992J79-83

Providence for 1899-1900， 136一-137)0

第二の混合学年学級の分化の事例は、ミズ一川十iセントノレイス公立学校である。当市で

の分化は、教育心理学者、].E. W. ウォーリン (JohnEdward Wallace Wallin 1876-1969) 

が、 1914年から 211:J三まで同公立学校制度に着任し、科学的裏づけを提供したことによって、

一層促進されたと考えられる。彼は豊富な臨床経験をもち、知能検査に通じた教育心理学

者として、公立学校では、対象と機能が完全に明確な「学級のセットを組織すること Jが

必要と考えていた。精神薄弱児学級と、非精神薄弱の 2種類の合計 3種の学級J(St. Louis， 

62nd AR[1916J143-144) であった。

しかしこのような混合学年学級にはスティグマ潤題が生じた。それは、この学級が本来

の開設趣旨を変質させ (Boston8th AR [1887J 29)、諸種の逸脱生徒の委託先になったためで

ある。その原因もボストンでは認識されていて、混合学年学級を「追放 (BotanyBay) J学

級あるいは精神薄弱学級とする通常学級の教員の評価であり、時には遅鈍生徒や非行の生

徒の放棄場所にする通常学校の機能にあった (Boston8th AR [1887] 39)。こうして、混合学

年学級の正当な開設趣旨と機能を改めて明示する必要性が生じたのである。

教育委員会内の指導主事レベノレでは、このような混合学年学級を開設趣旨通りに機能さ

せる方法は、「最も賢明で最もスキノレを備えた献身的な教師j の「最善の努力J(Boston 8th 

AR [1887J 40) であると考えた。しかし、無能な通常学級教員が、「混合学年学級では十分に

うまくいくであろうという考えJ(Boston 8th AR[1887J40) は誤りであると明言されている

ところからみて、混合学年学級では、精神薄弱特殊学級と同じように (Boston8th 

AR[1887J27-28)、有能教員の確保は困難であり、したがって期待遇りには機能しなかった

のであろう。事実、ボストンの教育長は、混合学年学級が、無能教員の救済場所や生徒数

減少によって生じた過剰教員の維持となっていることを指摘している。教育長は、ほぼ同

じ認識のもと、「確立した原則または明確な呂的」のもとに、混合学年学級の対象児が通常

学級へ進級するという本来の任務を果たしている混合学年学級の存在を念頭におきながら、

混合学年学級に対して、今までのように f見下すのではなく、大いに敬意を払われるべきJ

であり、それは、最もスキノレのある理想的な教師がいるためとする (BostonDocuments for 

1902[29-30J)。

こうして、低い学業成績に対する対処法とその指導成果に対する新しい考え方、スティ
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ク守マの発生と解消の必要性、そして有能教員の起用等について、教育の目的や本質1こかか

わる論点が教育委員会により提起された。しかし公立学校全体として、規則正しく長期的

な通学の確立、教員の確保、ハイ・スクーノレの増設、カリキュラムの改訂等の資金と社会

的支持の獲得を要する課題が山積するなかで、解決を具体化する資源に乏しく応えられな

かった口

シカゴでも事情は似たようなものだ、った。すでに他都市では、混合学年学級がいくつか

の種類の特殊学級への分化が増加していた 20世紀初頭、シカゴではなお混合学年学級に関

する方針が確立していなかった。精神薄弱学級は 1899年には開設されていた。教育長は、

数年前に混合学年学級が乱用されて「くずかごJ化した経験を踏まえて、「一定の乱用を防

ぐ手段がないままこのような教室を関設することは一一一間違いであろう Jとした (Chicago

52l1d AR[1906J185)。シカゴの公立学校校長たちも混合学年学級の効用を一致して認めなが

らも、混合学年学級は解決するよりも問題を新たに生みだすと述べているように (Chicago

52nd AR[1906J 191)、過大学級という状況のなかで、さまざまな逸脱の範臨・原因・程度、

年齢、出欠席、生活環境等において多様な子どもに対して、一方では可能な限り多数の生

徒を進級させる任務があり、他方では課題の山積と資源の制約という公立学校が註面する

現実のなかで、逸脱問題は優先順位が低かったのであろう。学業と行動の逸脱への教育的

対処がダンピングとなりがちであり、普遍化しやすいことを認識させる。

こうして、混合学年学級の入級・転出の統一基準の作成と運用や個別指導の徹底、規律

化における殺の代行等 (Chicago52nd AR[1906J190， 191， 192-193， 195)、スティグマやダ

ンピングを軽減・消滅させようとする努力と、それらを再生産させる現実が公立学校にあ

ったのである。後者の例としては、 14年間の混合学年学級担任の毘定や学業閤難な生徒に

対する画一的な教育内容=手技の提供 (Chicago52nd AR[l906] 190， 191， 198-199)、医学

的資源の不足 (Chicago52nd AR [1906J 195) があった。このような混合学年学級では、教育

可能性が限定されるために、 3R' sは娯楽や気晴らし程度とされ、手技と道徳訓練が重視

されることになる (Brune[1912]122)0 

11.精神薄弱学級の分化と第一世代教員のアイデンテイティの探求

1 .教員のアイデンテイティと教育の自的"本質論

精神薄弱特殊学級は、 20世紀初頭にその設置意義がいったん承認されてからも一時的に

混乱が生じる。 1910年代に、公立学校では精神薄弱学級よりも学業不振学級に傾注すべき

だという意見が‘時的に高まったからである。この混乱は、公立学校の課題が山積してい

たことを背景に、精神薄弱は施設、公立学校は学業不振としづ役割分担論に基づいているD

しかし精神薄弱特別学校は、軽度級の精神薄弱児に対象を限定して、公立学校制度の特殊

学級として定着していく

そのような状況のなかで、精神薄弱教育教員の第一世代は、精神薄弱児に対する公立学

校内で、の教育活動の目的とその意義をどのようにみていたのだろうか。彼女たちの活動は、
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教育委員会、学校、教員、そして社会の消極または反対と親の反感等、必ずしも肯定的で

ない環境において展開しなければならなかった。多数で多様な生徒と問題を抱えていた教

育委員会と学校・教員、通常の教育よりも経費がかかるわりに乏しい成果を理解できない

社会、他の子どもと異なる、分離した教育の場を勧められる殺が一般的な状況だ、った。

以上の多数例とは異なり、これらセクターのなかに、特殊学級の存在に理解を示す人々

もいた。セツルメント運動には特殊学級の開設に貢献する人々が少なくなかった。学級開

設に賛意を示す少数の校長もいた。親の中には、逸脱により通常学級で排除されてきた子

どもが特殊学級という支持的環境と子どもに対応した活動内容により、子どもが心身とも

に改善することで、特殊学級に対する反対と嫌悪を撤回できる例もあった口

こうして、第一世代教員が考えた特殊学級のアピーノレの一つは、特殊学級の成果が通常

教育の改革に貢献するという普通的意義だ、った (Barr[1903-04J95-96)。このようなアピー

ノレを間接的に支えたのは 全精神薄弱(者)を同質として理解するのではなく、その多様

性とともに障害のない子どもとの連続性を「正常性Jとして認めるという心理学的認識で

あった。その代表的な存在が、児童精神科医で非行研究を開拓してきた w. ヒーリー

(William Healy 1869-1963) であった (Healy[1918-19J; ジョーンズ[2005J74-107)0

精神薄弱脅威論は精神薄弱者の社会適応論の登場によってその根拠を部分的に喪失し始

めるが、急速に解消することはなかった。彼らの社会適応の程度と範囲における綬定性も

あったが、精神薄弱(者)に対する敵対性や社会心理的な嫌悪感は容易に解消しなかった

からである口元来は脅威論に共鳴して特殊学級教員になった人々も同様であった。指導的

な特殊学級教員の薄弱脅威論に対する立場は、少なくとも 1910年代末までにおいて数のう

えではなお脅威論が支持されているといえよう。

そのような一人が、初期精神薄弱特殊学級の主要なリーダーの一人だ、った A.班.フィッツ

(Ada M. Fi tts) である。彼女は、はボストンの精神薄弱特殊学級を確立し (usgood

[2000J 133， 134)、自己研修による教師教育にも功績がある人物である。しかし 1915年にな

っても彼女の精神薄弱像はつぎのように保守的で、あった (Fitts[1915J)0

①精神薄弱特殊学級は通常教育と社会の救済傾向が強い

②特殊学級での教育後の処遇は施設収容を基本として構想されており、コミュニテ

ィ生活は次善の策にすぎない

③精神薄弱脅威論が維持されている

なお、 1915年はブアレノレ 4が特殊学級卒業者調査において社会適応論を提示した記念すべ

き年であった。ブアレノレの前提は、精神薄弱特殊学級は生徒自身の救済の場として非代替

的なものであり、一部の精神薄弱者はコミュニティで問題なく生活可能であることであっ

た。この13昌導と比べると、フィッツの立場は対熊的であった。

しかし精神薄弱者の社会適応に懐疑的なフィッツにおいても、優生学運動を志向する精

神薄弱脅威論運動の指導者と異なるのは、精神薄弱の子どもとその家族に対する共感、標

準的尺度ではなく対象児自体の尺度の採用、子どもの発達的変化の認識、その新しい意味
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づけにおいてである。共感は、単純な排除ではなく、各種の逸脱の原因に関する熟考を

み、対象児独自の尺度の採用は個別的な評価と対応を可能とし、対象児に合致した環境は

子どもの発達的変化を可視化し、その変化は、既成あるいは伝統的な基準では意味がなく

とも対象児本人にとっては他に代替できない、不可欠な発達過程を意味する。

この種の{列は精神薄弱児教育の出発点であるから、特殊学級教員による多くの事例報告

に見ることができる。たとえば 1910年代半ば、サウスカロライナナHのウィンスロップ大学

実習校に開設された特殊学級の担任、 H.F. ヒル (HelenF. Hi1l)は 3年生のウィリーに

ついて報告している。ウィリーは 8年間も公立学校に在籍しながら、第 l学年の学業もで

きなかったが、学業不振、不規則な通学、他児に対する劣等感と暴力での対応、学業に対ー

する無関心、片耳が聴力障害の状態であり、家族は彼に関心を示さず、学業不振を恥じて

いた。しかし彼は、特殊学級でできないことではなく、できることを行うよう求められて

いることを知ると、行動が変わった。特殊学級の 21ヨ自に彼は「その日から)jiJの少年にな

ったJ。勉強にも活動にも意欲的となり、幸福で健全で有用になった。家族の彼に対する態

度も変わり、教育にも関心をもつようになる。家族は f先生がウィリーを作り替えてくれ

た。彼を叩きたくはなかったが、それ以外にどうしていし 1か分からなかった」という (Hi11 

in Byers[1917J7)o ヒルの特殊学級生徒に対する態度と関心は、後述のパイアーズのよう

な単純な精神薄弱脅威論者とはまったく異なる。

2.社会適応論の成立とスティグマ問題

施設総収容論から社会適応論への転換は複合的な要因によって生じた。それゆえ、精神

薄弱者の社会適応論があらかじめ理論的に用意されたものではなく、むしろ精神薄弱脅威

論と無能説という理論に内包されていた誤謬が、現実の制約と経験的事実と当事者の自然

な感情によって顕れたということができる。

このような過程にもかかわらず、精神薄弱者が一部にもせよ社会適応が可能であること

の根拠と適応が理論化されていったことは、時間を要しながら精神薄弱者の教育に根本的

な変化をもたらしたのである。 1920年に、ワシントン州シアトノレの特殊学級卒業者追跡調

査が発表されるが (Neterer[1920J)、その結論は、大半の精神薄弱者は、指導監督があれ

ばコミュニティで就労と生活が可能であるという 1915年にブアレルが先鞭をつけ、 1920年

代には一般的となる内容であった(中村[1992J84，85， 86;中村・田代[1992J)。

精神薄弱児教育問題が公立学校で正当な意義と位置を獲得するには、精神薄弱に付与さ

れたスティグマを縮小・解消することが必要だ、った。というのは、精神薄弱のスティグ、マ

は他の障害とは異なる内容をもっていたために、公立学校から排除されやすかったのであ

る。そこで案出された対応が、プロビデンスのように精神薄弱特殊学級の名称に backward

を使用し、精神薄弱という名称、を避けることであった。しかし社会的にみると、精神薄弱

特殊学級に対するスティグマの付与は、その裏づけが作られたとしても存在していたから

である。

精神薄弱の消滅と脅威論の普及を目的とする運動団体、精神薄弱対策委員会 (The

円
、
U
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Commi t tee olれ1 Provision for the Fee凶ble-白-一一→白-一一-一-白

部精神薄弱者のコミユニテイ生活の容認への転換(侶Byers[1917J)を余儀なくされていたが、

彼らの特殊学級の設置の趣旨は、公立学校の効率化と通常学級の教員および生徒の救済で

あった (Byers[1917]3，5-6)0

また特殊学級の対象は、学業の遅い子ども、学業不振児、扱いにくい子どもと彼らの状

態も原因もさまざまではあったが、バイヤーズらの意図は、これらの通常教育にとって有

害であるという意味では共通していた多様な子どもたちを精神薄弱学級へ移動=排除させ

ることにあったといえよう。こうして、精神薄弱児をはじめ、非正常児に対するスティグ

マは維持・強化されつづける O このような見解は影響力があり、ほぼ同じ持期に学童が急

増していたクリーブランド公立学校の教育長もまた、脅威論から自由ではなかった

(Cleveland 79th AR[1916]28)。就学者の急増、深刻な財源および資源難としづ状況におい

て、従来から行われてきた魯鈍級精神薄弱児に対する教育に、必ずしも積極的で、はなかっ

たのである

たしかに精神薄弱特殊学級が劣悪な教室を優先して割り当てられたとみなされがちであ

るが (Winzer[1993J)、就学者の急増による学校と教室の確保困難・財源難のなかで、適切

な教室を提供されなかったのは精神薄弱だ、けで、なかったD 財源難と空間不足にあって、通

常学級よりも経費を要する、精神薄弱児にとって(も)有益な教育・生活の場としての精

神薄弱特殊学級の開設と維持に踏み切った教育長等の勇断がありえたことと、その根拠を

日常的な実践のなかで蓄積した第一線の教師の努力と成果は正当に評価されるべきであろ

つ。

それにしても、精神薄弱に色濃く残ったスティグ、マとしづ事実と、高い能力と意思と意

欲をもった若い女性が率先して精神薄弱特殊学級の教員になり、指導主事等の中間管理職

についたという事実(中村[1993J67;Crockett & Kauffman[1999]44)は、きわめて興味深

い。当時において精神薄弱脅威論等の精神薄弱有害説という先入観から自由で、あった教員

は存在しえなかったであろうが、精神薄弱であってもその教育可能性を確信して臼常の実

践のなかで精神薄弱者のニーズに合致した指導の内容と方法の開発を試みた意欲と能力は、

若い世代の女性教員において体現されたのであった。その基盤として、新しい専門職=中

間層としての特殊学級教員 6 という社会上昇手段の発見と活用が女性に関かれたといえよ

つO

精神薄弱は、当事者・としての位置づけにおいても独特だ、った。一部の特殊学級教員は精

神薄弱児の告発性を積極的に認めようとしたものの、基本的に精神薄弱児は教育と適応の

対象という範閤に限定されていた。彼らの親にいたっては子どもや社会に対する要求を主

張する主体として認識されることはなかったし、学校における教育とコミュニティにおけ

る適応のための協力者としての認識も薄かった。むしろ、精神薄弱児の親は、社会事業的

技術により、成育の場としての家庭の改善を要求される対象であったといってよく、精神

薄弱学級における毅や家庭・コミュニティは、通学制の聾学校や盲学級のような開設・維
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持における教育・生活革新の重要な鍵で、はなかった。

I 11.新しい種類の特殊学級開設に対する多元的な期待と教書目的

1 . 非精神薄弱性の学業・行動の逸脱児に対する注目と臨床的アプ口ーチ

20世紀転換期において公立学校で、問題になった学童よりも逸脱皮の低い、精神薄弱の周

辺状態にある子どもの行動に関心が示されることはほとんどなかった。しかし、臨床的な

心理・教育アプローチだけは彼らに強い関心を示し、心理クリニックにおいて継続的な相

談や特別な学校を開設して教育を試みた。そのような代表的な人物がウィトマーで、あった。

彼は 1896年にペンシルベニア大学に心理クリニックを開設した。しかし臨床心理学の抱で

ありながら、彼の功績が公認されたのは少なくとも半世紀後であったが、その理由は、彼

の活動が科学的にも社会的にも当時のアメリカを動かした要素とまったく合致しなかった

からである。彼の臨床的方法は、書写明期アメリカ心理学における生理学あるいは研究室的

実験法・量的方法と合致しなかったし、 20世紀転換期の都市改革を支配したプログレッシ

どズムでは統計に対する過度の依存があり、工業界や教育界では標準や基準という数値に

基づく概念が支配的だ、ったからであろう (Brown[1992]37，40，43)。

しかし臨床的アプローチ的発想と対処は少数の専門家だけではなく、公立学校制度内に

も散見される。その意図はどこにあり、またその教育の目的と本質はどこに見いだそうと

していたのであろうか。たとえばプ口ピデンスの混合学年教室に関する記述内容には、つ

ぎのようなものがある (ProvidenceAR[1906-07]57)。

進級できなかった者の半数では、身体的発達が精神的発達よりも準かに進んでいた。

神経性の吃音が 2名にみられたD

言語と算数で進級できなかった生徒 89名の 6割ではその原因が注意集中不能で、い

たずらにあったが、ほとんどの生徒では、他の子どもから離して一人にして指導する

ことが解決策になった。

このような子どもに対する教師たちの指導努力を支えた最大の拠り所は、どこにあった

のだろうか。子どもの正常でない逸脱状態は、教育や環境によって正常化しうるという教

育への信頼性であるというのが、彼らの信念、であった。それは、数少ない教育臨床家だ、っ

た M.P. E. グロースマン (MaxirnilianPaul Eugen Groszrnann 1855-1922) を引用している

ことから理解できる。異常な可能性があるこれらの子どもは、[時間をかけて適切な教育的

変更を行うこと (recasting)により、下降的な動きが阻止され、反映されるようになれば、

典型的な子どもに近づくことが確保されるJのであり、その逆は欠陥や知的・道徳的な歪

みを永続化させる。もちろん改善可能性は、通常の社会成員になることの可能性がある非

精神薄弱児と、自己指南的で安全な成員になることはない精神薄弱児とでは異なっていた

(Providence AR[1906-07]88-89)o 

シカゴの児童研究部では、通常学級で何らかの問題が示された生徒にも関心を示してい
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る。不規員IJな出席、病気、転校、言語の困難、視聴力の問題であり、特別な教育や医療に

よって、これらの問題は解消可能であると考える (Chicago53rd AR [1906"-07J 185) 0注目す

べきは、正常ではあるが「患いもよらない感覚的欠焔Jがあり、身体的な活力に欠けた、

学校で、の規律上の問題や非行が問題になった生徒であった。かつての犯罪・非行を先天性

とみる欠陥性非行論が適用できない時代と対象において、公立学校に合致しない軽度の行

動上の問題をもっ生徒への着民と対処が課題になり始めたのであった (Chicago53rd 

AR[1906-07] 188)0 

2‘盲(点字)学級

公立学校制度に開設された最初の通学制盲学級は、 1900年 9月、シカゴに開設された。

その開設は最初の通学制護学校である同じシカゴのそれよりも 25年遅れた口盲学級は、創

設段階における障害当事者の主導を含めて先行例としての公立欝学校の影響は受けている

し、その成果は継承しているものの、盲学級の教員は、それを凌ぐ趣旨を提示することに

なる。この趣旨は当然ながら、教育の自的・本質に関連することになる。

公立学校における盲学級の開設趣旨で特徴的なのは、分離の否定とコミュニティの一員

としての富児を主張するだけでなく、それを実体化する教育上の仕組みを工夫したことで

ある O シカゴ富学級の指導主事に昇任した盲人の].B.カーティス (JohnB. Curtis 

1871-1951)によれば、特別教員のもとで身体的な発達や注意や集中力の不足に対応する指

を受け、点字による読みとタイプライターでの書きを習得した後は、特別教員の補充的

指導を受けながら、通常学級で学習するのであるが、その自的は、自分たち盲児が「学校

コミュニティから決して分離されていなしリと感じさせるためであった。そのために、通

常学級での学習の準備ができた段階で、しだいに通常学級でのすべての授業に参加し、晴

眼児との適切な人間関係をつくっていくのである (Chicago53rd AR[1907] 180-182)。

カーティスは盲学級での教育経験から、吉見について興味ある見解を提示している。そ

れは、盲児の正常性であった。正常条件のもとにおかれれば、盲児の発達は人格の発達を

含めて精眼児と向ーであるし、感情・娯楽・意志 (purpose) においても靖綬児と異なって

いるわけではない。盲人の願いは、通常のコミュニティで活動的であることである。少数

の例外を除いて、盲児は公立学校で自分の場を維持できたし、生活することで自信を得た

という成果があった (Chicago53rd AR [1907J 183)。

盲学級制度を確立させたもう一人の功労者であるクリーブランドの吉学級教員 R.B. ア

ーウィン (RobertB. Irwin 1883-1951) は、 20世紀の新しい考え方を一層強誠する白富学

級の開設は、特別学校の理念の発展および完全無欠な家庭の重視の論理的結果であるとい

う。とりわけ後者は、寄宿制盲学校が批判する通学制盲学級の弱点を意識したものであり、

盲学級は「正常な家庭生活の正当な賜物を富児に復活させるJ(フレデリック教育長)もの

であった (Cleveland73~ AR[1914]42，56)0 彼は、精娘児との関係についてはカーティス

よりもさらに進める。一つは、競争相手としての晴眼児であり、もう一つは憐れみに偏ら

ない思い遣りのある友愛関係の期待で、あった。もちろん富児自身にも、自侍心や勤勉さ、
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可能性の獲得が要求される(関・佐々木・木村・越・米自・中村[2006J116-117)。より明

確にいえば、彼は、晴眼者の世界を正常社会として、その世界での盲児の有用化を白ざし

ながらも、盲児は晴娘児からの一方的な助力の受け手ではなく、精娘児との相互助力こそ、

両者の絶えぎる接触と競争関係のなかで形成しようとしたのである (Cleveland73rd 

AR[1914J42)。

公立学校盲学級という制度の正当性についてのカーティスの努力は、端的にいえば高等

教育への進学に向けられた。アーウィンは、精神薄弱や学業不振の盲児を対象外とした。

この 2人に類似した盲学級における排除性は盲学級だけで、はなかったし、盲学級という新

しい制度を公立学校に定着するためには避けがたい過程であったが、この後の盲学級の運

営方針となった。

3. 肢体不自由児学校と戸外学校

1899年 1月にシカゴで最初の肢体不自由児学校が開設された。教育委員会委員長によれ

ば、通常教育から分離した独立学校において彼らを教育する目的は、自活と社会の有用な

一一とすることであり、そのための最良の教育と訓練を提供することであった。彼らの身

体的・精神的ニーズを考慮、に入れた教育によって達成されるこの I~ 的設定こそ、社会的に

アピーノレするからである (Chicago46lh AR [1900J 31-32) 0 それゆえ、この自的達成が悶難

な精神薄弱の肢体不自由児は対象外とする方針 (Chicago53rd AR[1907J185) は、シカゴ

に限らず一般的な方針であった。また、肢体不自由児は、路面電車を利用できないため、

社会事業団体の援助による馬車や自動車を利用して登下校が行われ、 1900年にはパスまた

は馬車による自宅一学校の送迎はシカゴ教育委員会の任務となった (Chicago47th 

AR[1901]51-52)o 

肢体不自由児教育の独自性は、公立学校制度においては手技関連の活動だけでなく、教

育機会がないために基礎学習さえ、なされていなかった初等段階の教育も重視された点に

ある。たしかに、肢体不自由児は知能・能力の多様性と学業不振が、他の障害児以上に顕

著だ、った。防貧としづ教育目的が第一義的であるために、職業教育は重視され、 10歳とい

う早い年齢から導入された(岡ほか[2006Jl19;Chicago 47th AR[1901J51-52)。ただし、手

技は将来の職業自立だけを念頭においただけではなく、音楽やゲーム等を含む活動であり、

心理的な高揚が意図されていた。とりわけ、公立学校における教育において配慮されてい

るのは、肢体不自由やその病気に対する心理的克服であり、それが、類似の状態にある子

どもとの接触や教部による偲別的注意によって達成が期待された。同じことは、注意深い

身体検査や給食の提供という身体的な配慮や体力・健康の強化だけでなく、遠足で楽しさ

を経験することで、生活における明るさを体得させるという心理的な配慮、でも指摘できる

(Chicago 48th AR[1902J80-81)o 

戸外学校(外気学校:open air schools) は、 1908年 1月 27日、ロードアイランド州プ

ロビデンス公立学校に結核児を対象として開設され (Providence[1907 -08J 10寸 2，53-55)、

1911年には 35都市に拡大した (Ayres[1911] 80) 0 この教育機関は、新規の特殊学級事業と

ウ

inu 



しての特徴をよく備えている。それは、結核予防協会等の教育事業以外からの民間団体主

によること、教育事業に編入されてからも、民間団体の協力を得ていること、他職種の

専門家による事業であること、学校以外の場での教育が学校教育として見なされるように

なること、カリキュラムとその方法が通常学級の教育とは異なる面があること、貧困等の

社会的背景が背後にあることに示される。

戸外学校とは、野外または屋外でのキャンプであり、公盤や船、建物の一角で、夏休み

等に一時的に開催された。屋外であるのは清浄な空気を得るためであるが、戸外学校では

同時に良質の食事、休息、入浴も提供され、看護婦による体温や体重の測定も行われる。

対象児はほとんどの都市では非開放性の結核児であるが、ボストンのように貧血・栄養不

良・腺肥大、病気からの回復期児童へ対象を拡大したり、事業の最初から虚弱や貧血・痩

せている子どもを対象とするハートフォードのような都市もあったD また、関窓学級 (open

windows classes) として、短期の事業から通年の事業へと展開していった (Ayres

[1910J45-72)0 

通常学級から分離した戸外学校や関窓学級において教育委員会が特別な教育を提供する

開設の趣旨は、戸外学校は公立学校の拡大として類似のニーズ、をもった子どもを集めて、

他の子どもから分離し、健康を促進するとともに、教育の目的を達成すること、子どもを

治癒し、有用な市民にすることで教育投資の経済的な損失を防止すること、健康を回復す

ることで、学業の遅れや水準低下を防止すること (Reportof the Commission---Boston 

[1909J 7-9) が基本で、あった。また、結核予防団体のような他の機関の協力を得るのが一般

的だ、った。戸外学校もまた、多様な子ども集団のさまざまなニーズに対して、学科課程・

進級の方法を調節し、子どもの生活と関連づけながら、公立学校制度の効率を維持すると

しづ意味で、これまでの公立学校制度内で試みられてきた公立学校機能の調整・拡大であ

った (Cleveland75~ AR[1911]20-21)0 

むすび

20世紀転換期アメリカという持期に、公立学校という場において、教育・指導・管理上

の諸問題に対する認識とその対応が、問題ないし障害別カテゴリーに基づいてどのように

分化していったのか、それが教育・指導上の問題にどのように焦点化されていくのか、親

を含む教育関係者はどのように対応したのかについて、教育自的・本質論を中心にまとめ

てみたい。

19世紀末まで、は障害児教育の定型で、あった寄宿制学校や施設に加えて、公立学校特殊学

級は新しい障害児教育形態として、なにゆえにそれまでの教育の目的・本質論を革新する

可能性があり得たのであろうか。

第一に、寄宿制学校は障害児教育の制度・内容・方法を確立したが、他方で、寄宿制に

伴う限界が明らかとなっていたからである。全国慈善矯正会議 (TheNational Conference 

of Charities and Correction: rにCC) では、子どもの成育の場はコミュニティ・家庭こそ

口。
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正常基準であり、寄宿告IJ教育施設の役割は限定的であることのコンセンサスを確認したば

かりか、大都市の公立学校では、非行児を含めて嬰児と盲児の通学制形態に対する支持を

表明した(託art[1906]88)o このことは、 20世紀初頭には児童のケアの方法全体において大

きな潮流の変化があったことを意味する。

第二は、公立学校という場で障害のない子どもと同等の根拠と教育の場において、普遍

的な教育の根拠と意義を適用して、新しい樟害児教育の世界を創造する可能性がありえた

からである。障害者だけの空間ではなく、コミュニティの公立学校という場で正常児とと

もに協力しあって教育によって社会の一員となり、民主制社会に貢献するという理念は口

話法運動で、採用され、盲学級以降の精神薄弱以外の障害カテゴリーで採用された。それは、

正常化という考え方であり、特殊学級関係者を含めて広く受け入れられることになる D

第三に、公立学校特殊学級の教育において、一般の公立学校教育における問題解決の提

案が可能であると考えられたからである。それは子どもの個別性の認識と指導への反映、

環境的な調整の導入 子どもや当事者の尊重であり これらは相互に関連しあって考慮、さ

れたのである。各種の特殊学級に共通する考え方として提起され、とりわけ教育改革的志

向をもった教師が共鳴したのは、心身状態や家庭環境といった子どもの現実を前提とし、

それから教育活動を開始する学校の設定であろう。それは、子どもが学校に合わせるので

はなく、逆に学校を子どもに合わせるというものであるが (Irwin& Marks[1924])、特殊

学級の教育の内容と方法は、まさに学校と教育を子どもに合わせる考え方から出発してい

る。

第四に、公立学校特殊学級教育では、改めて教育の意義が提起されたからである。肢体

不自由児とてんかん児の公立学校教育においても教育の非代替的な有効性が認識されたし、

通学制盲学級では寄宿制富学校では代替できない利点が示された。なかでも、通常教育の

臣的と内容において非連続的な部分があり、 3R' sの教育の意義を関わなければならなか

った精神薄弱児特殊学級教育において、新しい教育と学校の次元が開発される可能性があ

った。事実、第一世代の教員は、そのことに努力したのであった。

しかし初期よりも特殊学級が確立された後の時期に、第一線の教員や指導職よりも教育

長等の主張が、より形式的になっていくし、効用性が第一義的となってきて、特殊学級教

育の斬新性は希薄化してし1く。たとえばクリーブランドの w.H. エノレソン (WilliamH. Elson) 

教育長は、特殊学級教育の目的と教育内容について、「概して、すべての欠陥者集団の学校

はあまりに教科と学問だけである。その学校は、手による仕事のスキルに役立つことを多

く行うべきである。その学校は、もっと直接に自活と働くことでの自立を目ざすべきであ

る」と要望している (Cleveland81st AR[1907]37)o この要望は、寄宿制学校を含めてま

ったく時代錯誤であった。シカゴの児童研究部にいた F.G. ブルーナー (FrankG. Bruner) 

に至っては、 1910年代初頭においておおかたの教育委員会の見解として、精神薄弱児の教

育は公立学校の法的義務ではないとする (Bruner[1912]112)。

もう一つは、教育委員会のパターナリズムである。特殊学級初期においてパターナリズ
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ムが必ずしも顕著で、なかったのは、当事者自身が主導したことも関係するであろうが、 20

世紀初頭、クリーブランドでは各種の特殊学級を展開し、充実した待期であった。その時

期にモールトン教育長は、障害生徒に対して「成人した男女であってもまだ子どもであり、

偉大な留の被保護者Jとした (Cleveland69ili AR[190S]83)。

ところで、何らかの点で逸脱した生徒に対して公立学校が制度的に排除した仕組みを作

ったのか、教師がそのイニシアティブをとったのかは一概にはいえない。迷惑や負担に患

い、また排除的行為をとった校長や教師がし、たことは明らかであるが、しかしそれが一般

的な反応で、なかったことも同時に明らかである。制度自体も、学業や行動において逸脱し

た子どもに対して、個別的な援助をすることで、教育的に調和的な状況を生みだそうとし

ていた。もっともその基本は分類処遇であったから、改善可能困難児の排除を前提とした

うえで、より経費を要する教育的対応と成果の評価しだいで、その後の展開において特殊

学級の排除性が変化することは当然あり得たし、教鮪適任者の有無もその可能性を左右し

た。適任者の減少は、このような新しい事業に対する教師(候補者)による教育的・社会

的・経済的評価の低下でもあったであろう。

20世紀転換期というプログレッシピズム期の公立学校にあって、特殊学級がどのような

位置をもち得たのかを示すことも、難しい問題である。というのは、プログレッシブによ

る公立学校改革の一環として特殊学級が開設されたのは事実であるが、その一方で、その

制約を設けたのもまたプログレッシブであるからである。第一次世界大戦の数年前のクジ

}ブランドでは、フレデリック C].M.H. Frederick)教育長は、良き個人を育成するとと

もに、良き市民を育成するという公立学校の目的を、特殊学級生徒にも援用する D 個人の

力を最大限にすること 考える力、実行する力、正しく認識する力、内部にある認識に近

いものを自己から発する力である (Cleveland 78th AR [1914J 23， 25， 26， 27， 38)。こうして障

害児は、より高度な生活に、そしてより大きな助力と希望へと向上可能となり、公的負担

にならなくなる。しかし、ブレデリック教育長が精神薄弱児に対しても州支出を求めると

き、その根拠として、 113来の脅威論とその中核である家系遺伝論が蘇るのであった

(Cleveland 80th AR [1917] 42; 8Pt AR [1918J 76)。

結局、理念、と理論においては改善可能性を開発するための方法と社会的貢献を前提とし

て、公立学校に在籍するすべての障害児が対象となるが、公金の支出の有無や増減は、そ

れぞれ障害カテゴリーの社会的効用を基準として左右されたのである。これを教育の目的

と関連させていえば、社会への所属や参加の程度と内容が、 19世紀障害児学校の成果のう

えにシティズンシップ (citizenship) という用語によって表現されることになる。文字通

り、障害のない子どもと関等の程度と内容が期待される障害カテゴリーから、 19世紀的職

業自立、あるいはコミュニティへの単なる空間的な所属と迷惑にならない存在まで、多様

な意味をもつようになる。それがさらに具体化されるのは、 1920年代になると公立学校に

おいて特殊教育制度を設ける大都市においてである。
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註

1. 周辺状態j にあるとは、子どもに明確な障害はないが健康・環境条件によって、

障害と同等の教育的・社会的に不利な状態を意味する。

2. プロピデンスの規律・特別学校扱当の指導主事は、ホーノレの遺伝説を忠実に敷街す

るが、その一方で成長と発達が現れるには、環境要因が不可欠であることも指摘して

いる。かくして、「未発達状態に合致した訓練Jを用意するのは、殺と教師の任務とな

る。また、未発達状態に対する体罰と画一的な方法は厳禁されるJ特別な規律(訓練)

と指導の学校が運営されるのは、特別な訓練と状態に対する調節」の計画に基づいて

し¥る。 ProvidenceSchool Committee Report for 1899-1900， 213-214. 

3. しかし精神薄弱特殊学級の役割と実体は、精神薄弱の脅威性の減退や学業不振問題

の規模の大きさと継続性とあいまって、 1960年代の軽度級精神薄弱児の過剰入級問題、

1990年代以降のインクルーシブ教育運動における特殊教育批判にみられるように、現

代に至るまで繰り返し公立学校において課題として残ってきた。精神薄弱特殊学級開

設をめぐる議論については、安藤(2001)83-88を参照。

4. ブアレノレの実践から導き出された叡智は並々ならぬ水準にある。それは、ウィトマ

一主催の夏期講習における受講者との円卓会議における質-疑応答の記録として、ウィ

トマーの高い評価を含む前書き付きで残されている o Farrell (1911) Round Table 

Discussions wi th Student Observers. 1n Wi tmer， 138-204. なお本著書には、ブアレ

ノレ執筆の特殊学級の組織と活動についてそれぞれ 1章が充てられている。

5 . 1900年代末のクリーブランド教育委員会は、早期退学・学業不振・留年の繰り返し

に悩んでいた。 850/0の生徒は初等段階で教育を終えていた (Cleveland73~ AR[1909] 

24-33)0他方で、 1910年代初頭では未曾有の通学者の増加があった。直近の 9年間の

増加数が、その後の増加数とほぼ等しかった。 l万 7千人台の増加した生徒を教室に収

容し、有能な教員を増員することは、私たちの資源を最大限にまで圧迫した一一ーしか

し基金不足」は校舎の増加も教員の増員もまったく不可能にした (Cleveland 79th 

AR[1916] 15-16) 0 

6. 特殊学級教員には加給があったため、特別教科担当教員と同等の給与が与えられ、

通常学級教員よりも給与が高かったし、特殊学級指導主事は、他の各教科担当指導主

事と同等の処遇がなされた口
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第 6章 公立学校制度における特殊学級の確立と通常教育との二元

的世界の形成 C1920s'"'-J1950s)と専門性の希薄化・インクルージ

ョン運動前夜 C1960s'"'-J1980s) 

中村満紀男圃岡 典子

はじめに

19世紀末に、産業化・都市化と移民の流入に伴って生じた諸問題に対して、プログレツ

シブを主な担い手とする改革運動によって、都市公立学校は新しい時代の秩序形成に向か

っていった。そのなかで特殊学級は、 1910年代にはさまざまな思惑から多様化し、分化し、

機能を明確にしていった。しかしその機能は、障害種別や特殊学級の担い手によって必ず

しも伺じで、はなかったが、各特殊学級において共通するのは、 II珪度精神薄弱や非行を含め

て正常性への教育可能性の認識があったことであり、富から弱視、 ら難聴と言語障害

のように、同じカテゴリーに含まれていた障害が純分化することであった。 1920年代にな

ると、いくつかの大都市の公立学校では{憂れた特殊教育のスーパーバイザーを得て、指導

主事の配置に留まらず、特殊教育制度という公立学校制度内に独立した一部局の成立に至

ることになる。 1931年時点で公立学校における障害児教育に関する州焼定がある州は 24州

になっていた (Schleir[1931]6-7)口加えて、 1930年代以降になると、従来、学校教育から

排除されていた脳性麻症や単純な精神薄弱や学業不振とみなされていた状態に対する臨床

的知見と治療的アプローチが提案されるようになる。第二次世界大戦前までには、学校教

育の一分野としての特殊教育は制度的・専門的に確立していたといえるD

特殊教育のこのような確立過程は特殊学級の展開として、あるいは量的増加として現れ

たから、大都市では通常教育と特殊教育の問、そして特殊教育関の序列化が生じることに

なった。それは特殊学級教員の適任者が獲得できない場合に顕著だ、った。特殊学級の草倉Ij

期には、たとえば盲学級では高等教育歴のある盲人男性が、精神薄弱学級では中間層出身

の初等教育教員の女性がリーダーとして活躍し、全国的な研究協議機関や特殊教育専門家

が出現していくが、教師教育制度は整備されていくにもかかわらず、特殊教育の地位と専

門性の向上には、必ずしも繋がらなかった。こうして、特殊教育は教育的分離と独立的世

界を特徴としながら、矛盾を経胎して展開していったのである。

1960年代は、障害児教育の内外で転機となる事態が生じていたそれらは孤立的な事象

のようにみえるが、 1970年代になると合成されて一体となり、新しし1 トレンドを生むこと

になる D 公立学校でも寄宿制学校でも、重度知的障害でも、社会的位置でも、それぞれの

障害カテゴリー内で、そしてそれを超えて、構造的で全体的な変化が障害児教育の政策と

教育の在り方において起こる準備段階であった。
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1 .大都市公立学校における特殊教育制度の成立と統合圏分離の狭間における教育目的

特殊教育制度が成立した都市について例示してみる O ミズーリ州セントノレイスは主要産

業の変化により盛衰の激しかった都市であるが、 1920年代はセントノレイスの黄金時代の始

まりに位置していた。この年代初めのミズーリ州セントルイスでは、 1919、1921年の州法

により、吉、襲、精神薄弱、肢体不出由の子どもが 10人またはそれ以上いる学区には、そ

れぞれの特殊学級設置が、言語欠陥の子どもが 50人またはそれ以上いる学区では矯正訓練

が求められた。これ以外に、標準化された知能検査で精神薄弱ではないとされた学業不振

児が 20人以上いる学区では、混合学年学級の設置が可能であった (St. Louis 68th AR 

[1922J65-73)0 こうして、すべての特殊学級・学校登録者 (1241人)および在籍者 (998

人)は、通常の初等学校在籍者のそれに対して、登録数の1.2側、在籍数の1.36拡を占めた

2 (St. Louis 681h AR[1922J 111)。混合学年学級への措置や通常の学年への復帰、個別検査

の対象者の決定は、教育・心理検査の結果に基づいて行われることになり、恋意的な判断

によらなくなったが、検査結果への過度の依存が生じたともいえる。混合学年学級対象者

は、 8歳以上で学年が 2年以上遅れていて、スタンフォードーピネ検査で知能指数が 65-90

の生徒となった (St. Louis 68th AR[1922J36) 

このセントノレイス市の 1921年法は、特別学校・特殊学級の設置と運営の全体方針として、

州補助条件、教員資格、入・退級手続き、指導法、学級組織、指導職の設置を、さらにそ

れぞれの種別の学級についても規定していた。教員の一般的資格としては、 2年制以上の師

範学校または大学の課程修了に加えて障害種別の 8単位取得、望ましい資質と態度であり、

指導法では、個別的を旨とし、教育前の興味や習慣と心身障害に基づかなければならない

とされた (St. Loui s 68th AR [I 922J 34-35)。

セントノレイスの特殊教育制度は、心理クリニック担当の専門職も配置されており、全国

のなかでもかなり整備されていたといえるが、特殊教育の位置を考える場合、第三者から

どのような評価を受けていたのかが、一つの手がかりとなる。 1918年には学校調査運動の

一環として、セントルイスでも学校調査が実施され、その結果が公刊されている(Judd

[l918]pt.1&2)。

精神薄弱児学級は、親の感情を顧慮して{昌男IJ指導の特別学校または好機学級と称され、

標準化された偲別式知能検査で選抜された。また入級前に、身体状態、生育庭、身体的・

社会的環境に関する調査を行うことも重視された。精神薄弱でないのに精神薄弱児学級対

象児になった場合には、できるだけ早く、適切な学級への措置が求められた。精神薄弱児

学級でもう一つ注目されるのは、この学級の機能とカリキュラムである O 精神薄弱児学級

は混合学年学級と異なり、通常学級への復帰を意図しないため、回復 (restoration)学級

や勉強の指導(coaching)の学級であることは否定され、学級において提供されるのは、卒

業後に生活しなければならない制約のある世界で、できるだけ幸福に満ち足りて、有用に

なるタイプの訓練であり、その内容は具体的に示されている。教科と手技・職業の学習が

全授業時間のそれぞれ 35弘、残りが身体訓練と感覚・運動学習であり、これらのなかに矯正
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体操・遊び・ゲーム・勤勉習慣や適切な社会的反応の育成が含まれていた。

ところで、特殊教育の制度確立の指標は、特殊学級の数と種類、就学者数、専門的な教

員の存在と教員養成制度とともに、特殊教育の質を維持するための指導i織の設置に求める

ことができる。これらの条件が揃うのは、 1920年代である。 1929年には、 23の大都市の

うち 5都市に特殊教育専任の責任者がし¥た (Reavis，et a1. [1931J206-207) 

1931年時点で、の全国的な特殊教育教員養成状況を一瞥してみると、精神薄弱特殊学級教

員については、 241十|の 37教員養成大学と 8姉範学校および 29州、!とコロンビア特別区の 54

大学で、特殊教育教員および指導主事の養成の科目が隣諸されていた口しかし全体として、

特異児心理学 1科目だけを開講し、障害に分化しない特殊教育入門的な授業が多い一方で、

一部の大学は特殊教育学科を設置し、特殊教育専門カリキュラムを開設するようになって

いた。視覚および聴覚障害を含む身体障害特殊学級教員については、 5HIの大学と教員養

成大学が教員養成を行っていた。この種の特徴として、多くの養成機関が州立または法人

立の学校と協力して教員養成を行っていた (Schleir[1931]69-71)o

このように多数の対象児がいた精神薄弱学級の教員養成はレベルはさまざまであるが、

徐々に進んでいた。それが、実際にどのような状況であったのかを、 19241~三のオハイオ州

調査でみてみると、 37の精神薄弱児の特殊学級に 612人の生徒が在籍していたが、教員 37

人の精神薄弱教育の訓練程度は以下のようであった (Morton[1924J319-320)。全教員の 3

分の 2は何らかの特別訓練を受けていたことになる。公立学校精神薄弱教育教員の養成は、

自校内養成というインフォーマノレな方法をとっていた襲学校・富学校にはなかった正規の

方法に発展していく。それはまさに特殊学級が公立学校の制度であったために、その制度

内基準が適用されたためであった。なお、 28人の特殊学級教員は、最高額 100ドルまで加

給を受けていた。

表 1924オハイオ州精神薄弱学級教員の養成期間 (Morton)

聾学校・盲学校における教員養成で注呂されるのは、口話法の教員養成である。口話法

運動は、口話法教育の維持と拡大における教員養成の重要性をいち早く認識し、 1878年に

ウィスコンシン口話法普及協会 (TheWisconsin Phonological Institute for Deaf Mutes: 

WPI)が発足してまもなく、口話法の教員養成に着手した。聾学校教員養成では、 1891年に

ギャローデット大学に師範部が開設され、聾教育教員のセンターとなる。また、精神薄弱

教育の教員養成が施設で最初に開始されたように、大学との協力により聾学校・富学校の

教員養成が行われるようになる。視覚障害では、 1918年にカリフォルニア大学が最初の教

員養成課程を開設し、 1921年にはコロンピア大学ティーチャーズ・カレッジが弱視の、 1925

年にはどーボディ教育大学が盲の夏期講習による教員養成を開始する。 1921年にはパーキ

ンス盲学校でも教員養成を開始し、 1925年にはハーバード大学と協力して養成するように
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なる (Koestler;Corn and Spungin[2003J4)。

つぎに、障害児の教育において伝統的な問題である主流集団との分離の是非についてと

りあげてみる。分離問題は、障害種別によって明瞭な差があった。一般論としては、通常

教育に演する著作でも 1930年代初めには、正常児との分離は指導一学習のうえで必要な時

間以外には制限することが望ましいことが示されるようになる。しかし、正常児との接触

や交流が望ましいグ、ルーフ。と正常児集団からの分離が両者に望ましいグ、ループに分けるこ

とが通例であった。富児や嬰児は通常学級では満たせない学習上のニーズがあるとしなが

ら、分断は教室内だけで十分であり、とくに富児や聾者の場合、正常児との接触は望まし

いとされる (Reavis，et al. [1931J210， 219-220)0 それに対して、精神薄弱児、肢体不自

由児、病弱児、非行児等は分離が望ましいと考えられた。その理由は、通常教育における

カリキュラムと教育方法の違いによるためであったが、正常への改善可能性も、分離か通

常学級かを左右する重要な要因であった。後者は、特殊学級か特別学校形態で分離される

べきか、通常学級に在籍のままであるべきかという問題とも関連する。

肢体不自由児 3)の場合、治癒が不可能であるか、あるいは長年のトリートメントの後で

のみ治癒可能で、ある程度の奇形が遺る子どもは、特別学校または特殊学級が望ましいこ

とになる (Solenberger[1918]30; Simpson[1924]801-802)。いし1かえれば、通常学級に在

籍している肢体不自由児または通常学級に復帰できそうな特殊学級在籍児の教育課程は、

学年制学級とほぼ同じであり、この場合の教育の趣旨は、できるだけ学校歴の中断を少な

くして通常学級に復帰可能にすることとなる (Solenberger[1918J29)。このような状態の

肢体不自由児は通常学級に在籍すべきで特殊学級に在籍すべきでないことは、自分の障害

が、生涯にわたり特別な治療を要するという感情を防止し、肢体不自由は職業自立上の障

害とはならないことを証明し、肢体不自由に対する医療や訓練は放課後に行うことが可能

であるためにも必要であると考えられた (Anonymous[1940]46)。

結局、公立学校における肢体不自由児の教育の目的は、「依存的な廃人 (humanwrecks) 

を有用な生産的市民に改造する」ことであり、それが「経済的な価値Jであり、「州にとっ

ての包富Jとなり、さらに「哀れで薄幸な肢体不自由者自身にとっても一一一関係者にとっ

てもJ、f幸福と満足Jなことである (Simpson[1924]800) という、 19 世紀前半における

児・富児・自痴児教育の倉IJ始において用いられた常套句が再現されることになる。

肢体不自由児教育において、このような教育目的が陳腐であることは、当時の公立学校

教育の教育自的を参照すればよく理解できる (Ysseldyke& Algozzine[1982]7-8)0 1918年

の全国教育研究協会 (NEA) 中等教育再編委員会が掲げたのはつぎの 7つの目標だ、った。

健康、基本的処理能力、家族として立派な一員、職業、シティズンシップ、

価値ある余暇、道徳的性格

1922年の NEA教育長部会では、さらに社会と産業の変化への対応が意図されている o1920 

年の女性参政権の批准を背景にしていると思われるが、同部会は、幼稚閣から大学までの
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公教育が、自由で自治的な有権者のニーズと要求を完全かっ有効に満たすことと結びつけ

られ、高まる理念と社会のニーズ対応する教育が、民主コミュニティの社会的・知的・産

業的生活における完全な生活への準備となるとするD さらに 1938年の NEA教青政策委員会

は、教育の目的はカテゴリー化されて、個人の発達、家庭・家族・コミュニティの生活、

経済的要求、市民としての社会的義務に分けられている。

このように公立学校では、時代と社会の変化に対応すべく、とりわけ職業と他人および

市民としての条件を整えることに関心があったといえよう。

肢体不自由児教育では、このような公立学校としての基本的な目的と時代の変化を反映

した目的を設定していないのは、どのような理由からなのであろうか。 障害児の教育にお

いて、新しいカテゴリーの教育が始まる場合、 j笥辺の事情が直接かっ全面的に反映されて

教育が構想されることはほとんどない。聾児や富児の教育がすでに克服し、市民としての

同等性という新たな段階をそのまま目標とすることなく、欝i唖教育と富教育が草意Ij期にお

いて掲げた目的や目標とその改革過程を基本的な点について、再度、経験するのである。

新しい障害カテゴリーの教育の意義の唱導において、まさに教育目的における「先祖返り」

がみられたのであった。ということは、新しいカテゴリーの障害児教育における慈善的存

在から生産的存在へとしづ社会的な有用性が、社会的アピーノレしたであろうと考えられる。

したがって、権利としての教育やコミュニティ生活、さらには自立的市民や同等な社会的

存在という、先行の障害カテゴリーが努力して獲得してきた水準や内容が部分的に能され

たとしても、それだけでは新しい障害カテゴリーの教育は成立困難だ、ったと思われる。

もう一つの理由は、新しい障害カテゴリーにおいて教育を唱導した人々が、医療や社会

福祉の分野に属しており、聾児や盲児の公立学校における教育の展開とその歴史的・社会

的意義を認識していなかったことがあげられる。先行していた障害カテゴリーでは、公的

貧民間等の扱いが職業自立を妨げるために、職業自立の実現には公的貧民というラベルか

らの脱却が必要であった。そのためには、他の子どもと同等のレベルと内容の教育、その

教育の同一の社会的根拠が必要であることが経験されていたのであるが、異なる分野の先

覚者が唱導した新しい障害カテゴリーでは、必ずしもその経験で得た成果が継承されなか

ったのである。

ところで、教育の考え方が最も変化したのは精神薄弱である。その一つは、すでに述べ

たように、教育の場が施設から公立学校特殊学級への移行が徐々に進行したことであった。

それに伴い精神薄弱者施設の役割も隔離のみを目的とする施設から複合的な機能をもっ施

設へと転換していくのであるが、施設内学校における教育の目的も、少なくとも一部の対

象者については変更されることになったのである。たとえば、 1925年にニュージャージー

州トトワに新設される 20歳までの軽度精神薄弱の非行女性施設では、「患者の大きな割合

をコミュニティ生活に復帰させる」ことを目的とした。この大きな割合は文字通り多数と

いう意味ではなく、従来よりも大きな割合という意味であろうが、それにしても、自宅に

居住し就労する人々とと住み込みで家事に従事する人々への育成が当初から期待されるよ
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うになる。

その結果、教育内容も変化するようになり、家事では、家事、洗濯、食事の準備、子ど

もの世話、直接的な対人サービスが挙げられ、工場への就労では電動ミシン、カーペット

製-作、州向けの製造、電気洗濯機、製パン、缶詰、玩具、木工、ブラシ等の職種に合わせ

た指導が惣定されている。生活面への指導も変化がみられ、余暇時潤に対する訓練に加え

て全般的訓練が挙げられ、読み書き算が、銀行 o J苫・時刻等、コミュニティ生活に必要な

指導が想定されている(Jatho[1926J)。

施設外で働くにしても、この施設のように総分された具体的な仕事を指導する方向と、

基礎的な内容を指導する方向に分化していくように思われるが、それは、施設の経営方針

によるだけではなく、精神薄弱者が就労する産業が施設の周屈にあるというような立地条

件によっても異なってくるものと思われる。しかし、施設問あるいは施設と特殊学級によ

って異なるもう一つの教育方針は、最終的に精神薄弱児(者)を社会的にどのように位置

づけるかという観点の有無であろう。要するに、できるだけ社会的に害を与えない存在と

するのか、社会を構成する一員とみるのかという問題である。上記のジャトー施設長の場

合には、施設内ケアの対象者のほうが多数であることが想定されていることもあって、精

神薄弱者を社会の資産とみなしたり、市民(候補者)の一群として扱う発想はない。

これに対して、ほほ同じ時期に、マサチューセッツ州ウェイバリィ施設理事会は、まっ

たく対照的な見解を提示する。つぎの世代(つまり 30年後)という限定付きではあるが「有

用となり、自活し、自尊心ある市民となることが可能J(Fernald State School AR[1928]4) で

あることを、精神薄弱者施設の存在意義としたのである。

ここで正常について、教育の本質・目的との関連でまとめておくことが必要であろう D

これまで、正常については、第一に正常化があり、障害のない人々にできるだけ近似するこ

とを教育の目標とした。この正常化では、障害は社会構成員としての役割を果たすうえで

有害であり、その害を最小限にしたり、補足するために特別な教育が通常教育とは別の場

や機関で提供される必要があると考えられた。教育される前の障害者はすべて障害のない

人々よりも、社会的に劣等な存在であったが、なかには教育の効果により、障害のない人々

と同等(以上)の地位に障害者も現れた。しかし、精神薄弱児のように、つねに正常以下

であるとみなされる人々もいたのである。

しかし正常化にはもう一つの正常としづ意味も含意しており、二つの正常は必ずしも調

和的であるとは限らない。第二の正常は、同じ種類の障害のある子どもを障害児の学校や

公立学校特殊学級にーカ所に集めて教育する分離的で人工的な教育・生活の場ではなく、

生まれ育ったコミュニティで親やきょうだいと生活し、障害のない子どもとの交流が可能

な近隣の公立学校特殊学級で学習するほうが障害児の発達のためには好適であるという環

境の正常性を意味する。二つの正常が調和的で、ある場合は、第二の正常環境は、正常化に

必要な条件として重視されることになる。社会的貢献において、樟害者もそうでない者も

同等ではあるが異なる役割が期待される場合は、第二の正常は正常化を目ざすものとはな
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らない。しかし特殊教育においては正常化が一般的であり、後者の正常論が広く認識され

るようになるのは、比較的最近のことである。

2. 特殊学級の緩慢な普及における特殊教膏の独自性の備りと教育呂的のステレオタイプ北

特殊教育が公立学校制度において不可欠な位霞を占めること、そして特殊教育を必要と

する子どもにとっての権利であることが、教育関係者の一致した見解になったのは 1930年

代であったと思われる。この時期に、アメリカを代表する教育組織において、これらのこ

とが受け入れられたからである。ただし、それはあくまでもスローガンとしてであった。

たとえば、 1930年にフーバー大統領 (HerbertClark Hoover 1874-1964. 任期 1929-1933)

により設置された児童の健康と保護に関する自亜館会議 (TheWhite House Conference on 

Child Health and Protection) には4領域のーっとして「障害児J4が設寵され、その領

域はさらに、①A委員会:障害児のための州・地方の組織、②B委員会:身体的・精神的障

害児、③C委員会 1 要保護と遺棄による社会的障害児、④C委員会 2 非行による社会的

障害児に分けられた。 B委員会の委員長、 W.].エリス (William].Ellis 1897-1945)は、

ニュージャージー州施設局のコミッショナーだ、ったが、彼は明快に障害児の権利を多角的

に述べている。

障害児は、つぎのことに対する権利をもっ。

1. 人間の技量が与える限りの剛健な身体に対する

2. 経済的に自立し、できうる最も充足した生活の好機をもてるように、障害に合致し

た教育に対する

3. 本人が担わなければならない重荷の性質を理解し、重荷を本人が担うのを手助けす

ることを特権と考える人々によって、育てられ、教育されることに対する

4. 障害児を引き離さず、叱責・憐↑関・噺笑をもって障害児をみず、あらゆる子どもに

対するのと同じように障害児を喜んで受け入れ、まったく同じ特権と責任を樟害児に提供

する世界で成長することに対する

5. 障害が陰を落とすことなく、障害を価値あるとするもの、友情、愛、活動、遊び、

笑い、涙で日ごとに満たす生活、そして、これらのことが、成長、豊かさ、エネルギーの

解放、達成の喜びが増大することを継続的にもたらしてくれる生活に対する

(]ohnstone[1931] 338-339) . 

このような考えは この時期のアメリカ特殊教育の到達点を示すものといってよし1から

(ほぼ同じ時期に刊行されたウォーリンの論文でも、他の子どもと伺ーの譲渡できない権

利、公教育からの排除は正当化されない憲法上の権利となっている o Wallin[1932]319; 

[1934J 396)、建前としては、精神薄弱児を含めて障害児の特殊教育を受ける権利は、関係

者の共通理解となったとえいよう。これはまもなく後述するターマン等の心理学者を含め

てのことである。上記の部会内に設置された精神薄弱小委員会の委員長はゴダードで、タ

ーマンは委員の一人だ、った。
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NEAでも繰り返し、障害児の教育をうける権利が主張された (Wallin[1934]398-399)口 1911

年と 1931年には、特殊教育に関する決議が採択された。 1911年の年会では「義務教育法が

学齢のすべての子どもに例外なく適用されなければならず、彼らに訓練を提供しなければ

ならなしリとしている。 1919年の NEA年会でも、「州の教育政策は、正常であろうと、精神

薄弱であろうと、非行であろうと、永続的な身体欠焔があろうと、 18歳以下のすべての子

どもに対して、訓練と指導jを提供しなければならないという「原理を明確に述べたん 1932

年の綱領では「英才児、特異 (exceptional)児、障害(handicapped)児は、それぞれのニ

ーズに応じた指導・ガイダンス・特別なケアを受けなければならなしリが掲げられるとと

もに、現状を明らかにするために、地方・州、I.連邦当局による誠査が必要であるとしてい

る。

ウォーリンは、 1934年の論文で、上記の白亜館会議の画期的な点を明示している D それ

は、特別な教育の前提としてのニーズの把握についての言及である。「子どもの障害を早期

に発見し、診断するような処聾は、ケアと治療を提供し、社会の負債ではなくて資産とな

ることができるように訓練するj ことを政府と社会の義務としたうえで、「これらの諸権利

は、アメリカ国旗の保護のもと、どこで生活しようとも、人種・皮膚の色・境遇に関わり

なく、すべての子どものものであるJo注目すべきことは、全国的な組織や場だけでなく、

デラウェアやノくージニアにみられるように州レベルや PTA(ニューヨーク州)に拡大してい

ることであり、さらに、子どものの権利を充足すべき場が、コミュニティの公立学校へと

焦点づけられたことである (Wallin[1934]399)0 尤も、このような権利の主張が繰り返さ

れることは、特別なニーズに応じた教育への権利が充足されていなかった現実の反映では

あった。それは、文字通り、公立学校から排除されている、とくに白痴や低い程度の痴愚

だけでなく、 10歳になるまで通常学級または特殊学級で教育上放置されている、教育の機

会均等とは名ばかりの子どもも含んでのことである O 実践性と科学性を備えた研究を行っ

てきたワォーリンは後述するように、このような現実を指摘するとともに、知的に低い子

どもの特殊学級での試行的教育を彼自身の成果を示しながら提案している (Wallin[1934却]

402-408)。

公立学校における障害児の状況は単純で、はなかったが、このような権利論が公立学校で

教育を提供されていなかった障害カテゴリーの子どもに就学の場を拡大したことも事実で

ある。たとえば 1935年には、公立学校においてデトロイトで初めて特別学校を設けててん

かん児の教育を行われた。ニューヨーク市とボノレティモアでは、訪問指導が行われていた

(Tenny[1955] 162， 167)0 19世紀末にてんかん施設が設けられ、施設内学校で教育を受ける

機会があったてんかん児もいたが、それ以外は、通学可能な状態のてんかん児だけが、通

常の教育の場で教育を受けていたのであるが、彼らのニーズに対応した教育機会は、デト

ロイトにおいて初めて提供されることになった。デトロイトのてんかん児教育においても、

他の開拓的な教育でみられたように、公立学校フ。ログラムにおける教育と医療との協力、

学校教育に協力的でない保護者との親和的関係の模索、対象児の心理的問題、施設での保
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護と一般社会における就労が模索されるなかで、有効な窓療的手段が限られていたてんか

ん児に対する教育の意義の追究されたのであった。

障害の独自性の認識あるいは教科教育に偏った特殊教育の提供への反省もまた、 1930年

代にみられるようになる。たとえば 1930年代末、在宅を余儀なくされていた身体障害児(病

弱児を含む)に対する教育の試みが行われたが、そこで気づかれたことの一つは、教科指

導は、身体障害児が必要とする多くの問題の一つに過ぎず、人格全体をどのように指導す

るかこそ、教師の努力が注がれるべき非常に重要な点であった (Oettinger[1938]264)。こ

のような認識は、それぞれの障害ごとに見いだされた独自性であったし、それぞれの障害

児の教育がアイデンティティを確認する避けがたいプロセスでもあったから、当該障害種

別のみで完結する傾向にあり、障害横断的な発想、は希薄であった。

3. 特殊教育の停滞における教員のアイデンテイティの希薄化と教青目的

20世紀転換期以降の一時期に、主に女性からなる有能な特殊学級教員を生んで、きたこと

はすでに述べた。社会改革を志向する彼女たちを生んだ一つの要因は、施設長や心理学専

門家等の精神薄弱専門家が主導してきた精神薄弱者と社会との敵対関係であったが、 1910

年代末以降に、精神薄弱脅威論が徐々に希薄になると、それと連動して精神薄弱者は以前

のような敵対的存在ではなくなり、社会の精神薄弱に対する関心も低下し、皮肉なことに

20世紀初頭に現れたようなリーダー的な特殊学級教員も減少する。しかも教員養成制度は、

施設での夏期講習制度から正規の常設制度になっていくし、小規模とはいえ、 CECのような

全国志向の教員相互の研究協議組織が展開するにもかかわらず、話.アンダーソンを最後に

して、研究者にも対持できる実践基盤の全面的なりーダーとなるべき教員は目立たなくな

る。

ブアレルらの持代は 精神薄弱者の脅威に対する貢献という いわば作られたアイデン

ティティを埋め込まれる段階から、特殊学級での実践と自らの創意工夫並びに思考により、

特殊学級教員としてのアイデンティティを新しく創出した。特殊学級の創設期において、

特殊学級は施設入所までの一時的な待機の場であるとか、通常の学年制学級の生徒を精神

薄弱児から保護するといった当初期待されていた特殊学級開設の趣旨に対して、ともすれ

ば学校への通学意欲を継続することが困難な精神薄弱児を継続して通学したくなるような

教育を開発することで、精神薄弱児の社会的脅威性を実践の成果によって、相対的にでは

あれ弱めていったのである。精神薄弱児にはかけがえのない居場所を、公立学校内に確保

したのであった。

このような開拓期をすぎた 1920年代になると、特殊教育と教員養成は制度化への方向を

辿り、いわば公立学校教育における市民権を獲得してし1く。また、精神薄弱児に典型的な

ように、その教育可能性は以前よりも肯定的にみられるようになってし1く。それにもかか

わらず、能力と意欲の高いレベノレの教師は目立たなくなっていくのである。

4. ダンピングの冨定化と教育の本質への反映

特殊教育の源である慈善事業としての聾唖院と盲院、そして特殊教育を克服しようとし
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たインクルーシブ教育がともに密接な関連をもっていた、あるいはもたざるをえなかった

のは、障害のある子どもを取り巻く社会的・経済的な条件であった。とりわけ、学業の遅

れと非行の発生にかかわる条件とは貧留とエスニック・マイノリティであり、現在もこの

構造と事態は変わらないままである。

特殊教育の制度化は、カテゴリーの確立とカテゴリ一対象判別の道具としての知能検査

の専有とにより、相乗的な効果をあげることになった。しかし、そのカテゴリ一対象か否

かの判定手続きは、知能検査に決定的な優位性があったという意味で、妥当性がつねに潜

在していたし、そのカテゴリーから脱却するには、生徒の個人的な努力にほぼ依存してい

たから、結局は、生徒をめぐる社会的・経済的条件に規制されて、カテゴリーからの脱却

は間難だ、ったのである。

20 -t主紀転換期の公立学校において、障害や状態のカテゴリーは、学校運営や指導の必要

上から、平均を基準として生まれたものであったし、大雑把に分類され、それぞれの区分

が不明確でもあった。 backwa吋(学業不振)や incorrigible (手に負いがたし¥)あるいは

truancy (怠学)は、学業の遅れと非行の 2つの要素が含まれた状態で、あった。

20世紀転換期の公立学校における諸問題に関する議論は、アメリカ教育協会 (NEA)で行

われたが、特殊学級の展開に尽力したミノレウォーキー教育委員会教育長(1904-13在任)の

C. G. ピアス (CarrollGardiner Pearse 1858-?) は 1908年の NEA年会で「特異児の公立

学校j と題して発表したが、そのなかで“slow"な子どもとは、通常の子どもほど急速に

は発展しない、または特定教科にだけ遅鈍、時に自信がないとし、知的ならubnormal))児

は精神薄弱ではないが、生来からいくつかの点で欠如している子どもとし、さらに、

“exceptional"の数は不適切な状態や身体欠陥を放寵された結果であり、実際には予測ほ

ど多くないとした (Pearse[1909J)0 ここで重要なことは、ある状態が複数の原因によっ

ていること、しかも環境的な原因によることは多いことが認識されていることであった。

同じように、 1910年代までにおいて学業不振 (backwardnessor retar寸ation) はもっと

多様であるというより、多元的な子どもを含んでいた。ニューヨーク市公立学校の初代の

精神薄弱指導主事だった E.E.ファレノレは 1915年に特殊学級卒業生予後調査を発表し、精神

薄弱者施設長に批判されながらも、その影響は、 19世紀末以降の定説である精神薄弱脅威

説と教育可能極限説に甚大な影響を及ぼした。前者は、精神薄弱者総収容論を否定し、精

神薄弱者のコミュニティ生活可能論を提起することを意味した口

この調査に対して、教育心理学者であり、臨床的な経験も豊富だ、った].E. W. ウォーリン

は、ブアレノレの卒業生が精神薄弱ではなく学業不振ではないのかという疑問を呈し、ブア

レノレに卒業生が精神薄弱で、ある根拠の提示を要求したが、結局、ファレノレはその根拠を提

示できなかった。

この問題はかなり複雑な内容を含んでいる。第一に、特殊学級の生徒のかなりの者に学

業不振児が含まれていると推測されること、第二に特殊学級対象児の選抜は、知能検査と

いう科学的手続きによっていたこと、第三に、その生徒が社会下層の子弟であること、第
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四に、この学業不振児は当面は通常学級の教育には対応できないけれども、同時に彼らは

精神薄弱児教育指導法では成長できないことである。

公立学校精神薄弱学級の生徒には、新移民を含めて社会下層に属する生徒が多いことは

創設時から知られていたが、ニューヨーク市から 10マイノレほどのニュージャージー州ニュ

ーアーク市の精神薄弱学級のリーダーだ、った M. アンダーソン (MetaAnderson 1878-1942) 

は、指導の有効性という観点から改めて生徒の生育環境と生活状況を確認したのである。

教員の理想と基準に基づく指導では、これらの特殊学級の子どもには理解できないし

(Danforth[2009]7-8)、子どもにとって有効で、生活上意味がある教育でなければ教育が

成立しないし、親も入級させなかったであろう。公立学校教員の養成は中問題文化に基づ

いて行われていたから、下層(さらには出身国)文化に属する特殊学級生徒に対する教育

では、新しい理想と基準が必要となったのである。こうして、アンダ~'/ンは、精神薄弱

特殊学級の教育内容として、清潔習慣、感覚訓練、手技訓練、身体訓練、職業・作業訓練、

園芸、教科学習、言語訓練を列挙したのであるが (Anderson[1917J12-13， 18-43)、教育

における訓練的性格と内容の実際性が顕著で、ある。このような特徴は、教科学習には反応

しない子どもの実態、経済的に自立する将来の生活像、現実の劣悪な生育・生活環境とい

う現実の社会的・教育的制約のもとで、アンダーソンは、このような教育を推進せざるを

得なかったといえよう O

さらに複雑なのは、アンダーソンの教育対象が実際には学業不振児であり、それゆえ教

育効果が上がったのであり、そのうえ、彼女自身も「真の欠焔児J(精神薄弱児)の教育思

難を認識していたとしている (Danforth[2009]8-9)。精神薄弱学級の対象児が実際には学

業不振児だったのは、ファレノレの場合と同じである。

特殊学級生徒の選抜の方法は、どのような方法が採られたのか。アンダーソンも述べて

いるように、知能検査が利用されるようになっていた。しかし、ピネーシモン知能尺度を

アメリカ向けに開発したターマンや、テスターであり、ゴ夕、ードのカジカック一族研究の

フィーノレド・ワーカーでもあった E.S.カイト (ElizabethSarah Kite 1864-1954)は、知

能検査の制約を強調していた。ターマンは、知能検査は知能を澱定する尺度であって、情

緒や意志の測定、精神病や非行の発見を意図していないし、知能の全体の範屈ではなく、

全体的な知能レベルを検査するものであり、さらに教育上の手続きを示唆することもない

として、知能検査の効用に限定を加えていた (Terman[1913J95-96)。

カイトも、知能検査の意図は知能の測定であって、教育の測定ではなく、教科成績の可

能性を示すものでもなく、環境適応能力を決定するものでもない、精神的習慣や人種的特

徴を考慮、に入れていないとし、知能検査で測定できるのは生来的な知能ではないし、知能

には経験的要因が関与していることを明言している (Kite[1916J18)o

ところがターマンはその後、知能検査の結果に基づく学校再編を提案するようになる O

彼は知能検査の結果に基づく同質集団の学級編制を支持したが、究極には知能指数と職業

の可能性の同一視による職業ガイダンスで、あった。たとえば、知能指数 70以下の生徒は不
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熟練労働、 IQ70-80の生徒は半熟練労働、 IQ80-100の生徒は熟練労働または事務職、

IQ100-11 0ないし 115は半専門職、それ以上の知能指数の生徒は専門職またはビジネスであ

った (Terman[1923J27)o ターマンは、知能指数による学校改造を真剣に構想したのである

(おrman[1923J)o しかも、個別式検査が専門家または訓練をうけた人に限定されていたの

に対して、集団式の知能検査の実施者はどのような教師でも容易に熟達可能であるとして、

教師も知能検査実施者として想定されている (Terman[1923J23)o ターマンは、当初の知能

検査の利用目的を生徒の将来の職業範囲の限定に特定化しようとしただけでなく、学校で

の日常の教育実践を知能指数の下請けとし、指導一学習のダイナミクスから生じる教職の

魅力を倭小化し、子どもの可能性を限定したのである。まさしく学校は選別機関となり

(Chapman[1988J)、工場化することになる。知能検査開発運動に参加していた人々には、

知能検査の結果には、社会的・経済的因子が関与していることはビネーシモン知能尺度の

導入時点から熟知していたはずであるから (Kite [1916J 17)、このような知能検査の利用は、

階級の固定化をもたらすことも予見していたといえよう O

このようなターマンの唱導は、都市化に伴う教育人口および教育課題の増大に悩む教育

委員会には、公立学校教育の効率化・科学化という趣旨には好都合なことであった。たと

えば進歩主義教育を標携していたロチェスター教育委員会は、学年編成が生活年齢による

のではなく、知的能力によって行われることから、類似の能力の生徒で学級が編制される

と主張している。こうして精神薄弱児は、学業についていけないことで笑われたり、

をなくすこともなくなり、公正な競争において、自分の最悪ではなく最良のものを発達さ

せることが可能になる。本人が好まない教科学習よりも手技的活動に時間が害IJかれるので、

学校では最大の有益さと喜びを得ることができる、というのである。このような学級編制

の方針が、生来の傾向と可能性の尊重の結果であるというのであろう (RochesterBoard of 

Education [1927] 76， 94) 0 アメリカでの知能検査の発展は、生徒の可能性を毘定的なもの

として検査結果によって選別するのではなく、教育の開発的可能性を信じていたピネにと

っては、まさに「不幸な運命」で、あった (Sarason[1976J581)o

つまり、実際には多様な原因による学業不振が知能検査によって精神薄弱とみなされた

子どもが、 3年以上進級できない生徒が特殊学級対象であるとの州規定により特殊学級に

集められることで、彼らは「最初から熔印を押される (brand)J (Wallin[1922J 102) 現象

が生じたのであった。なお、知能検査は公立学校の精神薄弱児だけに有用だ、ったのではな

く、施設でも活用された。精神年齢による集団編成は施設内での作業効率を高める指標に

なりうるとされたからである (Hannna日924J43)。

精神薄弱児教育の実用的傾向は脅威論・可能i生論との関連ですでにみたが、その発生の

社会的背景と意義についても触れておきたい。 1910年代における精神薄弱(者)に関する

再評価が生じた社会的背景として、第一次世界大戦に伴う労働力不足を挙げることができ

る。その不足を構うべく精神薄弱者が雇用されるようになったのは、工場生産の自動化に

伴い精神薄弱者でも可能な単純 e単調な工場労働の出現したからでもあった。しかしその
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ことが、精神薄弱者は一般労働者と協調できないという管理上の困難の問題だけでなく、

精神薄弱者は一般の労働者が好まない仕事を行うという問題をも生じたのである(引gelow

[1921])。

5. 精神薄弱観の変更一費威論から社会j慶応、論への転換

精神薄弱に関連して 1920年代に変化があったのは、公立学校特殊学級だけで、はなかった。

特殊学級へのダンピング問題とは対照的に、精神薄弱者の可能性に肯定的な見方や処遇が

提示され、部分的にコミュニティ生活への転換5) が始まった。この試行はすでに 1910年代

にも観察されていたが、 1920年代の重要な点は、 1920年代の新しい動きが脅威論およびそ

の基底にある能力極限説という!日説からの転換によるものであったことにある凸

元来、精神薄弱では、白痴学校創設期から教育可能性という表現よりも改善可能性

(improvabili ty) としづ表現がなされてきた。それは、通常の学校生徒を想定した一般の

教育可能性と混同をしないためであったと思われる。しかしすでに 1910年代から、精神薄

弱学級生徒および精神薄弱者施設入所者の社会適応力の可能性が提案されていたが、 1920

年代になると、さらにいくつかの点で、発達可能性が指摘されるようになる。その一つは、

年少期を過ぎた魯鈍が 16 歳以降でも知的発達が可能であるという見方である (l~aymond

[1926-27J L ウェイバリーのマサチューセッツ州立施設のレイモンド (C.Stanley Eaymond 

1883-?)施設長は、退所者の知能検査の結果が入所13寺よりも高くなった可能性として、テ

スターが複数、検査に対する慣れ、非英語系の人々の英語の上達を挙げているが、問題は、

施設長自身が発達可能性を、退所者の発達的変化から着想する変化にある。

第二は、精神薄弱の多様性が認識されたことである。精神薄弱者はすべて画一的な状態

にあると認識されていたが、この時期になると、精神薄弱者は、知的発達における 3段階

だけでなく、その他の側面でも個別性があり、一人ひとり異なる存在であることが理解さ

れるようになってきた。このことは、精神薄弱者にも正常性があるとの認識をもたらすこ

とになる O 非行問題の権威だ、った児童精神科医、札ヒーリー (WilliamHealy 1869-1963) 

は、すべての精神薄弱者が類似の状態にあるのではないし、正常性があることを確認する

とともに、公立学校での教育とコミュニティ生活を正当化した (Healy[1918-19J)o

第三に、非行や犯罪は先天的素質に原因があり、そのために矯正臨難であるとする欠焔

性非行 (defectivedelinquency) は、 19世紀半ばでは moralimbecileと称されてきた状

態と同じであり、 19世紀末以降、精神薄弱者施設長たちに支持されてきたが、この言説は

当初は知能検査によって強化されていた。ゴダードは、 1915年に「最も慎重な研究の最良

の推定と結果は、全犯罪者の 50%近くが精神薄弱者であることを示している一一一注意深い

研究は、ひょっとしてこれら精神欠陥者の少なくとも 3分の 2は彼らの欠陥を継承してい

るということを疑うことなく示してきたJ、1916年にはターマンは「バイス、犯罪そして非

行の発生では精神薄弱が果たす恐ろしい役割を否認する研究者はいないJ と主張した

(Curti [1926J 132)。同じ時期にすでに、知能検査の結果で精神薄弱と診断されても、自活

可能で、反社会的な行動を示さない人々が多く存在することは気づかれていた
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(Haines[1917J707)。

ゴダードとターマンの誤りは、皮肉なことに知能検査の普及によって科学的に否定され

るようになったことである。 1920年代なかばになると、彼ら心理学専門家は知能検査の結

果を「あまりに拙速に一般化し、まだ揺箆期の科学的知見一ーは一一一完全に暫定的なものと

して社会に示すべきであった。彼らは、いまは自分の過ちを認識しているJ(Curti [1926J 

133)0 

第四に、精神薄弱者の社会適応には、知能以外の要素が重要であることが認識されるよ

うになった。ビゲローは A.ゲ、ゼノレ (ArnoldLucius Gesell 1880-1961)の指導のもと、コ

ネチカット州ニューヘイブンで、精神薄弱女子を対象とし、彼女たちの能力の範屈にあるタイ

プの仕事と彼女たちを効率的に扱う管理の要点に関する実験的研究をゴム長靴製造において行

ったが、彼女の得た知見は、就労には知能よりも習慣形成のほうが重要であることだった。

就労継続に必要な条件は、知能の相対的な高さよりも、訓練、能力 (capacity)に合った

仕事、方向づけ、指導監督、友人関係であり、痴愚級の者のほうが魯鈍級よりも問題がな

かった (Bigelow[192l])。この知見は、より広く高い教育可能性を目ざすのか、実用的な

教育の強化を目指すのか、精神薄弱児教育において分岐をもたらすことになる。

精神薄弱児に対する肯定的見方の変更は、彼らの社会的位置とともに教育を変えること

になる。特殊学級の目ざす方向は、特殊学級の分化と職業教育の強化となっていった (Coxe

& Cornell[1926])口特殊学級教育の傾向は、社会適応への重点化が顕著となる。それは、

自宅とコミュニティを基盤とする教育であり、早期発見、家庭に対するサービス、ニーズ

に対応した教育機会が強調された。だがその意図は、精神薄弱児の社会効率を増すためで

あり、家族には制約とともに可能性をも理解させるためであった (Hanna[1938J120)0

精神薄弱児の居場所と教育の提供がどのように変化したのかは、ナ1'1の公立学校における

対応が整備されていたかどうかによっても、精神薄弱とみなされた子ども(実際に精神薄

弱であったかどかは別にして)の教育の在り方は異なっていたと思われる。公立学校の精

神薄弱特殊学級は、同じ川内でもその整備状況はかなり異なっていたと思われる O 精神薄

弱特殊学級の整備は都市と密接な関連があったから、州、|全体に特殊学級制度が普及するこ

とは都市に限定されたし、また、大都市が存在しない少Hも多かったから、従来の施設の必

要性と施設における教育は、機能を変えながらも存続したであろう。

ということは、施設内学校は、大規模化と隔離という 20世紀転換期の機能をコミュニテ

ィ生活への準備教育へと部分的に変えながら、従来からあった教育機能を公立学校の代替

として維持していたと考えられる。たとえば、施設がし1かなる意味でも職業学校ではない

という指摘は、教科教育も施設内学校の機能であるとしづ意味であったが、このような機

能は大都市の特殊学級が存在すれば、そこで実践されるものであった (Hanna[1924J 3， 4-5)。

ミズ一川村立精神薄弱者・てんかん者施設を州管理委員会並びに管理者は、 1920年代前半

に、教育施設としての機能を生かすためにも、州立学校への名称変更を提案しているが、

全精神薄弱者をこコロニーの対象者とすることは f無益で実際的でなしリとし、照時に、入

。。
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所者の知能以上の教科教育を強いることは無用であり、彼らの効用と幸福に寄与するキャ

リアに適合した教育を提案している。「適切な環境と訓練によって、彼らの人格は実質的に

影響を及ぼすことは可能であるJとして、魯鈍は自活するようになって、指導監督がなく

ても十分に社会的存在になることが期待できるとまで言い切る (Missouri 2nd BR 

[1924J6， 14; 3rdBR[l926J39-41)o この施設の正確な学校部生徒数ははっきりしないが、 1924

年末で、施設在籍者数 684のうち、学校部在籍者数は 295となっており、体操や職業教育

等以外の受講者数は幼稚園 14、初等レベノレ以下の受講が 11、初等 23、学年別の勉強引と

なっているから (Missouri2nd BR[1924J265， 273)、少なくとも全収容者数の 1割以上は教

科に繋がる学習をしていたことになろう O

他方で、大都市とリーダーという条件が揃うと、特殊教育は男iJの方向に進むこともでき

た。ウォーリンが教育の権利を譲渡できないものと考えていたことはすでに述べたが、彼

は、それを民主制の原理のーっとしたうえで、その権利とは単なる機会均等ではなく、個々

の生徒の才能・欠陥・性向に適合した方法と内容の分化と多様化であり、生徒のニーズと

利益に合致した指導フoログラムの提供であるとした (Wallin[1932]349)。さらに彼は、学

校教育の範囲を当時としては最大限まで拡大していたと思われる。 11当痴と重度の痴f惑を除

けば、いかなる子どもも、公正な試験的試みなしに、訓練不能または教育不能として排除

すべきではなしリ。知能指数が 50以下であることでその生徒を公立学校から排除すること

は、理論的にも言語性 IQの傾向からも誤りである。たしかにウォーリンは、知能検査で測

定される知能と作業等で示される能力との簡に矛盾があることを認識しており、ピネ検査

による精神年齢 3歳と知能指数 30-35の子どもを試験的に特殊学級の対象児として受け入

れいたのである(情緒的・行動的問題のある子どもを除く o Wallin[1934J404-405)。

精神薄弱観は第二次世界大戦前においては、肯定と懐疑、多元性と単一基準という、お

およそ二つの極の間にあったということができる。これは、白痴創設期から顕在と潜在を

繰り返しながら存在してきた流れでもあった。前者の立場はたとえば、オーストリア生ま

れの児童精神科医、しカナー (LeoKanner 1884-1991) が 1942年 5月の第 98白アメリカ

精神医学会の昼食会で発表した「精神薄弱者の解放J(Kanner [1942J) に求めることができ

る。彼は、アメリカ社会における知性と認知能力を基準とする評価基準の文化的背景を明

確に認識し、知能指数だけによる精神薄弱診断とすべての精神薄弱を同質とする理解、そ

して一元的な分類と社会的・教育的評価に異議を唱えた論文であるが、精神薄弱 (mental

deficiencyまたは feeblemindedness) が「知的j な側面だけで評価され、「情緒と意欲の

機能j を評価していないこと、社会における適応と貢献を考慮していないことから、

intellectual inadequacyという用語を採用している。要するに、精神薄弱という用語によ

って学校と社会において精神薄弱の人々に排除と差別を行いがちなプロセスと彼らの社会

的有用の現実を対照し、その科学的・社会的な問題を易IJ挟したのである。論文の末尾には

「私たちは精神薄弱者を解放する (exonerate) ことによって、私たちもまた解放されるの

であるJ(Kanner [1942J 22) 0 なお、この論文は優生断種・安楽死ならびにナチ・ドイツ批

Q
d
 

つ/ω



半iJを意図しでもいた。

6 臨床的・治療的アプローチのリバイパルと不可避な煙害診断のきし用

通常学級における指導では対処鼠難な子どもに対しては、混合学年学級における少人数

での、あるいは個別的な指導が常套的な方法として行われたが、この時期になると、少人

数あるいは個別というだけでなく、焦点を定めた意図的で集中的な指導が開始される。い

わゆる治療的な指導である O このようなアプローチは、従来しばしば見られたように、学

業の遅れや非行を遺伝や精神薄弱のような原因に単純に還元することはせず、対象児に対

応した個別的で臨床的な指導を展開する活動が始まったのである。

そのような例として、 H.].ベイカー (Harry]. Baker)がいる。彼は、デトロイト公立

学校心理クリニック所長であり、学童の個人差に関心をもっていた。向市公立学校特殊教

育部長だ、った C.S.ベリィ(前出)と協力して、市内の初等学校 7校に通学する平均的な社

会的環境で、算数・綴字・読み・書きにおいて成績が平均以下の白人の 9歳児 60人(男 39、

女 21)に対して、特別教員による基本教科を中心とする個別的な治療的指導を行い、その

成果を明らかにした (Baker[1929])0 ベイカーは、これら基本教科の成績には、遅い動作

や穣撮性のなさのような身体的・精神的な俗人的要因とともに家庭環境等の社会的要因が

関与していること、教育的問題だけでなく、個別式知能検査やタッピングを含む精神検査

の結果に基づいた精神的問題が関与していることを明らかにしたが、彼の提案の特徴は、

教育的問題と精神的問題には何らかの関連があると考えたことにある。たとえば、聴覚に

よる機械的記憶が不得意な子どもに対して、いかなる個別的指導であっても、その指導法

が聴覚による機械的記憶であれば確実に失敗するとしづo1938年には、デトロイト教育委

員会から「読みの遅れの原因とその解消法」という小冊子が刊行された (DetroitPublic 

Schools[1938])。

基本的な教科スキルに宿題がある子どもに対する心理的アプローチはさらに進行する。

A. A.ダグラス (AubreyA. Douglass)の著書 (Douglass[1940J467-494)は特殊教育を表題

にした著書で、はなかったが、 1章 15頁を「特異児の教育j に充てている。そのなかで 3頁

にわたり、「治療的な勉強J(467-470)が取り上げられている口非常に賢い子どもだ、ったが、

綴字の学習に極度の濁難をもっ子どもで、何らかの精神的癖ないし生理的欠陥があると推

定された。読み・書き・算数・描題等に特別の障害をもっている子どもは、よくいるとさ

れる D ある感覚機能が適切に機能しない場合は、代わりの感覚を利用することによって、

学習思難を解決する oS. T. オートン (SamuelTorrey Orton 1879-1948) の失読症

(word~blindness) の指導法も紹介されている。

G. M. ファーナルド (GraueM'axwell Fernald 1879~1950) は、知能の遅れがない学業困

難な子どもに対して、視聴覚だけでなく、運動感覚と触覚を利用して、読み、綴り、算数

の指導法を提案し、ロサンジェノレスの州立師範学校を拠点にして画期的な試行を行い、そ

の成果は、『基本教科の治療技術』としてまとめられた (Fernald[1943])o

このような治療的指導は一般に基本教科が中心で1あったが、それだけでなく、社会科や
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性格教育 (charactereducation)、健康教育に拡大する場合もあった (Brueckner& 

Melby [1931])。従来の病理的タイプにおける逸脱ではなく、正常な子どもや成人における

軽い不適応に焦点を当てたウォーリンの著作も刊行された (Wallin[1939])0 本書の価値は、

逸脱が精神薄弱者や犯罪者のような特定集団に発生する異常なものではなく、正常といわ

れる人々にも軽い逸脱は存在するのであり、その原因と解決こそ、彼らの適応をより容易

にすることを明らかにした点にあろう。

議床的アプローチが有効なのは、教室13句・集団的アプローチのように平均や標準に依拠

するのではなく、{昌男IJ.具体に基づくために一人ひとりの反応の目標・材料・様態・方法

等に個別に調整することが可能であり、指導の過程も段階も個別的に設定することによっ

て、従来は、教育が不可能あるいは困難とみなされていた障害児でも、教育が可能となり、

加えて、他の障害児の教育では認識されていなかった指導やそれに先行する基礎的諸問題

の重要性も理解されるようになった。そのような典型は脳性麻庫であり、 1920年代から試

みられてきた脳障害児あるいは脳性麻痩児の教育は、外見上から得ーた印象で低能力と判断

されがちだ、った彼らの教育可能性を認識させるとともに、情緒的問題のように特殊教育に

おいて改めてその重要性を確認させることになった。なかでも、 A.A.ストラウス (Al fred 

A. Strauss 1897-1957)のグノレーフ。による神経心理学に基づく教育は、田内外に大きな影

響を与えることになった口

以上のように、臨床的アプローチは、かつては教育不可能と判断されて学校教育の対象

外となっていた子どもたちの障害の基になっている問題を究明して、教育的対処法を開発

したり、あるいは能力上の問題から学業不振とされていた子どもに対する治療的指導法を

開発したり、問題児のような、以前であれば問題にならなかったような種類やレベルの、

一定の社会的枠組みに収まらない行動、落ち着きない、注意散漫、じっとしていないとい

うような問題への処方築を開発することによって、子どもと親そして学校と社会に大きな

貢献をしたのである(今日の学習障害[ラーニング Disabilities: LD]もその一つである)。

と非障害に二分することなく、障害や低能力のメカニズムに新たな解明を加えたこと

になる。

しかしながら他方で、既存の技術や知見では説明できない行動や症状に対して、作業仮

説であったとしても脳の何らかの機能不全に原因を求めて、何らかの障害名が乱用される

ことになった。それは、微細脳損傷 (minimalbrain damage: MBD)に典型的で、あった。発

達の遅れと社会的関係の顕著な逸脱に対して、自閉という診断名が充てられて、それほど

深刻ではないが、知的・情緒的・社会的発達において何らかの逸脱が観察される子どもに

対して、説明のための診断名として船Dがしばしば適用されることになる。診断や指導す

る俣，IJからすれば、大いに便利な診断名ではあった。

優れた教育心理学者であり、公立学校の在り方や教員養成に積極的な発言をし、公立学

校特殊教育史にも歴史に残る著作を刊行した S.B.サラソン (SeymourBernard Sarason 

1919-2010)は、このような状況をどのようにみていたのだろうか。それを検討する前に、
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精神薄弱者をめぐる考え方が、第二次世界大戦の前後ではどのように変わったと彼が見て

いたのかに触れておく O それは MBD問題と関連するからである。精神薄弱観は激変したの

である。第二次世界大戦前には精神薄弱者の社会適応について否定的で、施設こそ最長の

処遇を提供できると考えたが(この考え方が戦前の関係者の常識であったことを、戦後に

初めて関係した人々が理解することは困難である、とサラソンは示唆している)、この 10

年でその考え方が誤りであるという考えに急速に変化してきたこと、社会適応の条件とし

ては適切な機関と訓練ブ。ログラムが必要であること、精神薄弱者の処遇の担い手が医学か

ら心理・教育に転換しつつあることを挙げたうえで、サラソンは、そのような変化は、精

神薄弱者自体が戦前と変わったわけではなし 1から、適切な訓練のプログラムと条件の開発

という変化によって、社会適応は可能であるという考え方に変化したとする (Sarason

[1964J 48-49) 0 

このことを前提としてサラソンは MBD問題に言及する。彼によれば、脳陣

(brain-injured) と診断される子ども(神経学的障害が明白な脳性麻庫児ではない)は、

この 20年(すーなわち、ほぼ戦後になってから)、劇的に増加している。しかし彼の結論は

脳障害が増加しているというもので、はなかった。彼によれば、明白な脳障害があると憶測

される場合でも、類似の結論に至るというのが現状であり、脳障害の存在が予め、特定の

心理的特徴の展開を決定しているのでない。 心理的特徴は、亘接に脳障害に反映すること

は決してなく、{自体と環境問の極めて複雑な相互作用が合成されたものの反映なのである。

かくして、彼の結論は、脳障害が直接に一定の心理的特徴を発生させるという当時の大半

の研究とは異なる、脳障害と心理的特徴の問には国有の関係はないというものであった。

この結論には、彼が行ってきた非定型的な (atypical)発達に関する長期的な研究から得

た知見が影響している (Sarason[1964J53-55)0 

ある時代における専門家の判断基準に収まらない子どもの行動を脳やそれ以外の障害に

還元する思考様式は、 20世紀転換期の精神薄弱脅威論の時代でも、発達障害が乱発される

現代においても、専門家が陥りやすい傾向なのではなし1かと思われる。

むすび.障害児教育の主たる場としての公立学校と専門性の希薄化・インクル

ーシブ教育運動前夜 (1960s~1980s)

知的障害を!徐いて、そして大都市を除いて、 1950年代までは障害児の教育の場は、少1'1が

管轄する寄宿制の学校であった。その理由は複合的なものであったと考えられる D 一つは

社会的・経済的理由である。寄宿制学校は授業料・食費だけでなく医療費まで無料の学校

もあり、とりわけ経済的に困難な家族は寄宿制を選択する傾向にあった。

教育上の理由もあった。全州の機関である寄宿制学校は多数の生徒が集まるために、障

害の程度や種類、進度目iに集団編成が可能となるため、よりよい教育が可能という利点も

あった。公立学校では職業教育が整備されていないことが、寄宿制を選択する理由にもな

っていた。学校教育終了後の経済的自立が、親の最大の関心事であったからである。
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また医療的な理由でも寄宿制が選択された。自宅や公立学校通学ではサービスを受ける

ことが国難な子ども、自宅では養育困難な(養育困難とみなされていた)子どもは、寄宿

制を選択することになる。

このような寄宿制選好の傾向は、専門家の認識や関心の結果でもある O 第二次世界大戦

前において、コミュニティ・公立学校における教育こそ、推進すべき方向であると考えた

専門家ならびに障害当事者はたしかに存在したが、現実には苓宿制から通学高IJや統合教育

に転換するだけの基盤が、とくに専門家全体においては弱かったのであり、特殊教育界の

外部にいる人々の関心も低かったといえる O もう一つは、サービス利用者の認識である。

親・家族や当事者の発言力が高くなかった戦前においては、寄宿制が当然の制度として理

解されていたと思われる。以上が、第二次世界大戦前において通学制度や統合教育が拡大

しなかった理由である。

障害児のなかでも知的障害分野における変化はめざましかったものの、その内容は地域

により一元的に改善されたわけではなかった。アメリカ赤十字の副部長、 E.A. リチャーズ

(Edward A. Richards) は、 19571=1三に「残された子どもたち、自宅と施設」と題する論文

のなかで指摘したように、この時期になっても家庭と施設で教育機会を享受できないまま

放置されている障害のある子どもたちがし、た (Richards[1960])。同じように、重度精神薄

弱であるがゆえに教育機会を剥奪された事例があり、 PARC訴訟では、親が集団訴訟という

新しい異議申し立ての方法により、自分たちの主張の正当性を示した。そのような親を支

援したのは、臨床や相談等の活動で障害児やその親と接触のあった専門家であった。

こうして、それまでは教育不可能あるいは教育成果が極限されているという理由で教育

の対象外となっていた子どもに対しでも、教育を拡大する試みがみられるようになった。

重複障害においても、たとえば精神薄弱と伴う盲児は伝統的に精神薄弱者施設対象におけ

る保護対象であったが、第二次世界大戦後の 1946年、マサチューセッツ州議会では盲以外

に障害のある富精神薄弱、富てんかん、盲精神薄弱てんかんの人々の対処に関する報告書

が提出され、約 350人いると推定されるこれらの人々を対象とする専門の施設設置が提案

される (TheCommonwealth of Massachusetts[1946])。この提案は、一方では重複障害者

に対して盲学校教育の対象外としての教育・福祉および立法関係者の再確認ではあるが、

他方では彼らが増加してきた背景のなかで独自の福祉的ニーズがある対象としての確認で

もあり、教育対象となる次のステップとしての意味もあった。 1950年代には、制度上は、

オハイオ、ウィスコンシン、カリフオノレニア、ペンシルベニア、マサチューセッツ、ニュ

ージャージ一、イリノイの諸州および他の 10州で重度級の精神薄弱児の教育機会を提供で

きるようになってきた (Kirk[1957]37-47)。

しかし、戦後にみられた新しい方向は、訓練や保護の対象とみてきた福祉対象者を教育

の対象として再評価し、教育を試みる点にみられる O アメリカ盲人援護協会 (American

Foundation for the Blind: AFB) は、教青シリーズツト冊子のーっとして、「脳性麻療盲児

の挑戦j を刊行し、早期教育以降のプログラムを提案する (Long[1952J)。精神遅滞児施設
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においても、同じように幼児期からの教育を、訓練に限定するのではなく教育のプログラ

ムを含めて実施するようになった (Lobenstein，et a1. [1964J ):，。このようなプログラムは、

第二次世界大戦後に顕著になった新しい現象ではあったが、 19世紀中葉の白痴学校期にお

ける教育の試みのりバイパノレでもあった。そして 1970年代になって、教育志向と福祉への

排除との問での長年の混乱は、すべての障害児を公立学校の対象に含めることへと結実す

ることになるのである。

その一方で公立学校でも施設でも潜在していた問題が浮上した。精神薄弱心理学者、L.M. 

ダン (LloydM. Dunn 1917-2006) は、公立学校で教青機会はあるものの、精神薄弱

でないにもかかわらず精神薄弱学級に過剰に措置されている状況と構造を問題提起した

(D u n n [ 1 9 6 8 J ) 0 もう一つは施設問題であり、精神薄弱者の処遇は施設収容を

最善とする考え方の変更を迫る理論的・現実問題であった。すでに財政上、

場加する収容対象を賄うだけの財源を増額することは、州当局にとって困難

となっていた O 施設サービスを利用する本人と親のなかにも、長期入所に代

わる形態を積極的に期待する人々が多くなってきた。そのような状況のなか

で露わになったのが、虐待等のスキャンダノレとその情報流布であった (Blatt

& Kaplan[1966J)。こうして、ノーマリゼーション理念を受容はugel & 

Wolfensberger[1969])する経済的・社会的・教育的な状況が整うことになっ

たのである。

同じ 1960年代には、公立学校における長年の懸案でありながら解決!遭難であった学業不

振問題に対するまったく新しいアプローチが提案された。それは学習障害であり、 196年

にはカークによって初めて learningdisabilityという用語が提唱され、 1964年には、親

の全国団体である学習障害児協会 (TheAssociation for Chi ldren wi th Learning 

Di sabi 1. i ties: ACLD)が結成された。 1969年には、学習障害児法 (TheChi ldren wi th Specific 

Learning Disabi1.ities Act of 1969)が連邦議会で成立した口また、障害児教育のなかで

最も歴史が古く、また伝統的な寄宿制という形態を採用してきた視覚障害教育においては、

公立学校における通学制形態への就学者が寄宿制就学者数を超えるようになった。学校形

態の問題の背後に、寄宿制が内包してみた矛盾の解決に関連する諾要素が含まれていたと

いう意味で重要な転換となった。

こうしてみると、 1960年代は、公民権運動とそれに触発された障害者権利擁護運動を背

景にして、その後の障害児教育の考え方や制度を革新する大きな転換期で、あったことが理

解できる口そして、二つの不十分さ一転換が不十分な結果であったこと(例えば、統合教

育の限定性)と転換自体が不十分であったこと(例えば、当事者の意思の尊重やローカル・

コントローノレ)が 後に、インクノレーシブ教育運動を生むことになる。

言王

1 )公立学校における重度精神薄弱児の教育措置問題をテーマとする 1957年のカークの論

文では、第二次世界大戦後の都市部における住宅不足、人口増加を背景として、精神薄
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弱者施設における過密と多数の入所待機の問題があり、施設とコミュニティにおける受

け入れの増加を願う親が、地方.v'l'l .全国レベルで自分たちの組織を結成することにつ

ながったと指摘している (Kirk[1957J 4) 0 重度精神薄弱児の教育問題は、施設と公立学

校特殊学級での受け入れ要求としづ福祉的・教育的対応の量的問題であったが、当然な

がら財政上の問題に連動する問題でもあり(カーク論文でも第 6章で検討している)、生

活と教育の在り方を根本的に問う質的問題にも繋がる問題で、あり、脱施設化やノーマリ

ゼーションに発展する要素を含んでいた。

2) 在籍数は、登録数から退学数を減じた数である D 注目すべきは、特殊学級と通常学校

ともに、退学数が多いこと(特殊学級で登録数の 19.6%[通常学級に復帰した事例もある

と推測される]、通常学校で 11.35%を占める)、退学者の通学iヨ数が少ないのは理解でき

るとしても、在籍者でも通学日数が 99日以下の生徒が通常学校では 7.9弘、特殊学級では

10.怖を占めていることである (St. Louis AR68[1922J111)。児童労働j制限法と就学督促

にもかかわらず、不就学者(登録しながら通学しなかった者は通常学校で 13667入、特

殊学級で 243人)と多数の中途退学生徒の存在は、義務教育制度が十分に機能していな

かったこと、就労の必要性を含めて保護者の支持を十分にうけていなかったことを示す

ものであるが、このような公立学校の状況における特殊学級の位置は、さらに詳細に検

討する必要がある。 3) 在籍児の肢体不自由の原因は、都市によって必ずしも同じでは

なかった。脊髄性小児麻庫、くる病、結核性骨疾患、先天奇形、炎症性疾患による奇形、

事故による肢体不自由等であったが、シカゴのスポノレディング特別学校では、生徒の半

数が脊髄性小児麻庫、 25拡が結核性骨疾患、 25拡が炎症性の疾患と事故・先天奇形であっ

たのに対して、ニューヨーク市の特殊学級では、全体の 3分の 1が結核性骨疾患であっ

た (Solenberger[1918J12)o

4)男IJに特殊教育部会も設けられ(委員長 CharlesScott Berry 1875-?)、その成果は 1931

年に f特殊教育、障害児と英才児』として刊行された (Berry[1931J)。この部会は、鋒々

たる小委員長のもとに、病弱、精神薄弱、行動問題、英才、視覚障害、糖、覚障害、言語

障害、教員養成と組織・運営が設置された。

5)精神薄弱問題の前にはつねに精神病部題があった。 19世紀中葉の教育可能説一白痴学

校の創設は治癒可能説一治療病院の創設からの分校であり、 19世紀末の精神病の治癒に

対する悲観一保護対象化は白痴の教育可能性に対する落胆一保護対象化に適用され、 20

世紀転換期の脅威論でも精神病者から精神薄弱者へと拡大する(ただし、優生断種論で

は両者は必ずしも連続的な関係ではなし¥)0 1920年代以降の精神薄弱社会適応可能論の前

にも、精神病者のコミュニティ生活可能論が先行していたが、精神f病と精神薄弱におけ

る処遇論の待問差は、かなり近接する。全国精神衛生協会 (theNational Commi ttee for 

Mental I-!ygiene) は、精神病を患った元入院患者が精神病者のコミュニティ・ケアを唱

して結成されたが、その機関誌 MentalHygineの 1918年の無署名記事は、 1913年以降

の5年間におけるニューヨーク州立病院のパローノレ数が1.5倍に、ほぼ全州立病!涜で増
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加していることを示しつつ (Anonymous[1918bJ)、その要因としてフィーノレド・ワーカー

の存在とコミュニティ・クリニックの開設を挙げている (Anonymous[1918aJ;

E1wood[1920J648; Hoch[1927J)。要するに、コミュニティ生活を可能にする環境の整備

があったのであるが (E1woodは、パローノレに慎重な女性クラブと社会学者に対する社会

啓蒙、コミュニティ資源の動員、作業療法、中間施設を例示)、重要なことは、脅威論の

時代にはその家系遺伝説のデータ収集の役割を担ったフィールド・ワーカーが、精神病

者のコミュニティ生活を維持するためのソーシヤノレワーカーになったことである。同じ

ように、精神薄弱者のコミュニティ生活には、指導監督者の存在が不可欠な条件として

考えられていた。 1920年代前半には、指導監督制度は実験的段階を脱しており、精神薄

弱者の半数以上はコミュニティ生活が可能であるとする楽観的な予測さえ出てきた

(Wi11iams[1923-24J52)。施設長のなかにさえ、パロールを施設機能の一部とみなすよ

うになり、パローノレに成功する対象条件を具体的に検討し、コミュニティ生活に必要な

友人の選択、余11授や金銭管理の教育を行う専門家も出てきた(ちなみに、パローノレに成

功する精神薄弱者とは、魯鈍級、良い人格、脳と手の使用、勤勉習慣であり、知能は二

次的であった)。そのうえ、 10年前には施設内保護を支持していた (inMurdoch [1913J 41) 

ニューヨーク州立シラキュース施設長の O.H. コブ (OrenHaward Cobb 1880-1931)は、

パロールには経済的・社会的利点だけでなく、コミュニティ生活を憲法上の権利である

とした (Cobb[1922-23J)o同じように、マサチューセッツ州ウェイバリィ施設のソーシ

ヤルワーカー主任だ、った M.A. マシューズ(括的e1A Mathews) も施設で訓練を受けた精

神薄弱者のコミュニティ生活を積極的に考えていたが、ソーシャルワーカーとしてパロ

ールの失敗例も見てきたために、精神薄弱者に与えられたスティグがマコミュニティ生

活を妨げるとの認識 (Mathews[1921J)をもっていたし、パロールの意義を「患者に幸福

を、家族に満足を、州に節約を、若年精神薄弱者に施設入所への機会J(Mathews [1922-23J) 

という新しい総合的見方に達することができた。しかし 1920年代のコミュニティ楽観論

の高揚は、精神薄弱者のコミュニティ・ケアの創始者、マサチューセッツ州立レンサム

施設長、 G.L. ウォリス (GeorgeL. Wa11ace 1872-1930)により、その見通しの甘さを

戒められることになる(inPotter &明cCo11ister[1926JI87-188)o
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第 2 部

特別支援教育の意義と改革

ーインクルーシブ教育との交差における-



第 7章 アメリカ合衆国インクルーシブ教育運動にみる理想と現実
の相克

中村満紀男・詞 典子

はじめに

特別支援教育制度を評価する場合、その前の形態である特殊教育制度と、その改革ある

いは解消を要求してきたインクルーシブ教育運動というこつの観点から検討することが、

最も常套的であろう口また、特殊教育制度については、日本と欧米先進屈に分けて検討す

る必要がある。そのうえで、特別支援教育の特徴を示し、何が問題なのか、どのように改

革すべきなのかを明らかにしたい。

このような検討の手続きをとるのは、つぎのような理由からである。

1 .インクノレーシブ教育運動は、特殊教育制度の原型である慈善事業段階の障害児の

教育においてすでに腔胎し、特殊教育段階になって一般化していった諮問題に対す

る根本的な解決を要求している。つまり、インクルーシブゃ教育運動とは、障害児集

団に対する学校教育が成立した 18世紀後半から 20世紀末までの障害児に対する教

育を巡る諸問題の解決に対する問題提起なのである。

2. 特別支援教育は毘本独自の障害児教育制度ではあるが、その性格は必ずしも明確

ではない。構想段階では、特殊教育の対象の拡大版であったものが、制度化される

にしたがって、しだいにインクルーシブ教育運動あるいは特別な教育的ニーズの考

え方を反映するようになってきている。特別支援教育の当初の英訳が special

support educationから、現在では specialneeds educationに変えられているのは、

その一つである。特別支援教育の特殊教育に対する評価も、不十分さは明示するも

のの、インクルーシブ教育運動におけるような否定的ではない。特別支援教育がイ

ンクルーシブ教育運動の特徴をコピーする必要はないが、インクノレーシブ教育運動

の特殊教育批判に対しては、明確に意思表示すべきである口

3. 特殊教育制度の意味することは、日本と欧米先進国では必ずしも同じではない。

インクノレーシブ教育あるいは特別な教育的ニーズ(または、 additionalspecial 

needs) 教育は制度としては specialeducationである。ところが日本では、特殊教

育から特別支援教育に転換した。しかも、特別支援教育はインクルーシプ〉教育運動

の提起する特徴(たとえば、当事者の意思の位置づけ)には必ずしも肯定的ではな

い。要するに、 specialの意味することにおいて、日本と欧米先進国では含意が異な

る。さらに複雑なのは、教員の「専門性J(少なくとも指導上での)および教員養成

制度では日本の水準は高く、平準化されている 0

4. 特殊教育の位置に関する各国における相違についても考慮に入れておく必要があ

る。同じ特殊教育という表現でも、日本では第二次世界大戦前は道府県の盲学校・
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態学校が主で、公立学校における特殊教育は量的に貧弱だ、った。戦後もその傾向は

変わらず、特殊教育の学校が主であり、特殊学級が従である状態が続いた。これに

対してアメリカ合衆国では、州管轄の特殊教青の学校中心から公立学校における教

育へと転換する。つまり、障害の有無にかかわらず、教育・生活の場は告宅近隣の

公立学校であることが一般的となってきたので、ある。こうして、アメリカではイン

クノレーシブ教育運動の唱導と共鳴する要素が、障害児とその家族の馬辺に存在した

のである。他方で、アメリカは能力に基づく競争社会という現実もあるD このよう

に、特殊教育の位置は、歴史が醸成してきたそれぞれの社会の文脈に影響されるこ

とも考慮する必要がある。

そこで小論で、は、第 7章でインクルーシブ教育(運動)の国際的位置を示したうえで、

インクノレーシブ〉教育の定義を明らかにし、特殊教育批判の内容を示す。ついで第 9章では、

特別支援教育の特徴を示したうえで、インクノレーシブ?教育のそれと対照し、日本社会にお

けるインクノレーシブ教育と特別支援教育の相違の意義を、障害児教育の呂的と本質の歴史

的検討の結果を参照しながら考察することで、特別支援教育の課題とその解決の方向を示

したい。

1 .アメリ力合衆国のインクルーシブ教育運動にみる障害児教育における理想

と現実の棺克一到達点と課題

1 .インクルーシブ教育の国際的位置一国際的標準

インクルーシブ教育 (inclusiveeducation) は、広義には、社会的インクルージョン

(social inclusion) の一つの方法としてのインクルーシブ教育であり、両者は密接な関

係があるD 社会的インクルージョンは、 1980年代にフランスで用いられた社会政策の用語

であり、社会の底辺に位置する異種の集団において、とくに貧困、住居・教育・健康等の

権利が十分に保障されておらず、その結果、倍人・集団・コミュニティが不利益を被って

いる状況を意識して使用された (Percy-Smith[2000]3)0 また、イギリス・ブレア政権の社

会的排除 (socialexclusion) を改善するための主要な政策であったことは局知の事柄で

あるむ

インクルーシブ教育は、つぎの経過から理解できるように、 1990年代以降の教育政策に

おける国際的標準になっている。

・1993年、国連総会は障害者の機会均等化に関する標準規則を採択したが、その「規

員iJ6.教育Jにおいて、障害児の教育は統合された環境で行われることを標準とし、

分離的な特殊教育は「場合により Jr一部の生徒」に対する教育とした。

・1994年、スペイン・サラマンカで、ユネスコとスペイン政府共催の f特別なニーズ教

育に関する世界会議j において、 f万人のための教育j の幅広い枠組みに特別なニー

ズ教育が位置づけられた〈サラマンカ宣言)。
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• 2000年、セネガノレ・ダカールで、ユネスコ・ユニセフ・毘連関発計画・世界銀行の共

催で世界教育フォーラムが開催され、万人のための教育に向けた「ダカール行動枠

組みj が採択された。また同年、マンチェスター大学で特殊教育に関する国際会議

が開催されたが、そのテーマは、排除されている人たちを、 1人の例外もなくイン

クルードすることであった。

• 2006年 12月 13日、第 61田昌連総会本会議において障害者権利条約が採択されたが

(日本は現時点で未署名)、第 24条第一項前文で障害者に対してインクノレーシブ教

育を保証し、第二項 (a)および(b)で通常教育から排除しではならないことを定めて

し1る。

インクルーシブ?教育論の内容は冨際的でもある。たしかに、先進国・途上国では教育の

基盤や資源等の違し¥から犯いと内容・対象は異なる口先進国では、これまで障害カテゴリ

ーに包含されなかった学習障害 (LD) 児、大量のドロップアウトや貧思)習の子ども、移民

の子ども等、障害のみならず環境や境遇上の理由で学習上の問題をもっ子どもに対する教

育の改善が主な狙いであるのに対して、途上国では、路上生活や就労している子ども、少

数民族や辺地の子ども等、広範なマージナノレなグ、ループ。の広範な子どもが対象となる。し

かしインクノレーシブ教育において、障害のある人は差異と排除の主要な対象であり、その

モデノレとしても典型的な位置にある O それだけでなく、インクルーシブ教育は、万人のた

めの教育(Educationfor All : EFA)を前提とし、その実現方法として特別なニーズに対応

して教育を提供するという考え方が、先進国にあっても園内にお排他的・排除的状況の改

善に有効であると認識されたのである。

インクルーシブ教育運動には、アメリカ国内にも源泉がある。 1960年代に高揚した公民

権運動から影響を受けた障害者権利運動を背景にしていること 1(Hallahan & Kauffman 

[1996J 55-57)、したがって親や障害当事者の意思を尊重すること、機能的制約論(し1わゆ

る医学モデ、ノレ)を否定し、問題の源を、障害ではなく、教育組織を含む環境を変えること

に求めることである。この観点からすれば、障害児は機能的制約論に基づく特殊教育にお

ける特定集団ではなく、マイノリティ・グ〉ループ。として位置づけられる。 Stainbackand 

Stainback(1992)は、マイノリティ・グルーフ。としての障害児は、「主流においてそのニー

ズを満たす教育プログラムを含めて、他のマイノリテイ.グノルレい-一巴一白白

なければならなし 1リj とする (ωSt凶ainηlb凶ac比k& St凶;冶ai山nb凶acはk[1992J口32υ)0

2. インクルーシブ教育の定義

インクルーシブ教育は、狭義には、ユネスコ、 OECD等の国際機関等が提唱し、主要先進

国が推進し、途上国でも展開されつつある教育政策を表す、新しい理念が含意されている

用語である。広義には、社会的インクルージョン (social inclusion) の一つの方法とし

てのインクルーシブ教育であり、両者は密接な関係がある。社会的インクルージョンは、

1980年代にフランスで用いられた社会政策用語であり、社会の底辺に位置する異種の集団
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において、とくに貧盟、住居・教育・健康等の権利が十分に保障されない結果、個人・集

団・コミュニティが不利益を被っている状況を意識して使用された (Percy-Smith[2000]3)o

イギリス・ブレア政権の主要な政策であったことは周知の事柄である。

ユネスコの定義によれば、「インクノレーシブ教育とは、すべての子ども・青年・成人の学

習するニーズに対処しようとする開発的アプローチであり、周縁化や排除の恐れがある

人々にとくに焦点を合わせているJ(UNESCO) 0 したがって、インクルーシブP教育は、障害

者だけを対象として考えた教育計画・福祉計画でも運動でもない。インクルーシブ?教育は、

社会的・経済的格差、民族・人種・文化・宗教等の差異がもたらす差別の軽減・解消をめ

ざし、不利な立場にある人々の自立および社会への完全参加あるいは民主制社会を、教育・

学校の改革によって実現しようとする社会改革運動で、あるから、障害のある人々に限らず、

社会的・教育的に排除されている広範な対象を想定しているといえる。また特別なニーズ

教育という用語は、「子どもの最適な発達を妨げることが分かつている非常に多様な理由j

(UNESCO) によって生じる教育的ニーズを指しており、それは障害だけに限定されないの

である。

ここであらためて定義すれば以下のようになるD

インクルーシブ教育とは、社会的・経済的・教育的格差、文化的・宗教的差異、エ

スニシティの相違、樟害等によって生じる社会からの排除を解消し、社会への完全

な参加を促進し、民主制社会を充実・実現するために、通常の教育内容・方法では

対処国難な特別な教育的ニーズのある子どもを対象として、通学者が生活する近隣.

コミュニティの通常の学校において、共通の教育居的と教育課程に基づき、またそ

れが可能となるような方法開発を追求しつつ、すべての子どもを伺年齢集団ととも

に教育することである。

インクノレーシブ教育は単なる新しい障害児教育論ではない。インクノレーシブ教育の社会

的背景と教育的基盤は、テーマの根源性、複雑さ、多様性と多元性をもっている。移民・

エスニシティ・文化・貧富・宗教等の問題から派生する socialexclusionという現実を意

識し、その解消と socialinclusionを吉ざした教育と学校と社会の改革が最終的な目標と

して設定されていると考えられる O

このように、インクルーシブ教育は、差異やそれに基づく排除を解消するための、政治・

経済・宗教・文化等、広範囲に及ぶ教育および社会の改革運動であるが、障害のある人は

差異と排j徐の主要な対象であり、そのモデノレとしても典型的な位置にある。また、これま

での教育改革運動ではみられないほどに、障害児(者)は主な対象として想定され、障害

が他の排除・差別と関連づけられて、教育を通じて問題解決が試みられているという意味

では画期的であるともいえる。

3. インクルーシブ教育(論)の特徴

こうして、インクノレーシブ教育は、主流化(mainstreaming)が通常教育と特殊教育の基盤
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のうえに主に障害児を通常学級で教育するのに対して、通常教育および特殊教育から排除

され、あるいは軽視されてきた障害児を含む子どもを、通常教育を基盤として教育し、そ

れを通して通常の教育と学校の改革によって民主制社会の実現を包ざすという政治的意味

を含む教育一社会運動である。その意味では、インクルーシブ教育は、それが批判の対象

とした通常教育、そしてとりわけ特殊教育の在り方の探究において 20世紀第4四半期最大

のトピックとなっただけでなく、総論としては、国際的・国内的な教育政策、専門家、親・

当事者等のさまざまなレベノレにおいても基本的には支持されてきたといってよい。

インクルーシブ教育をキーワードでいし 1かえれば、教育改革・学校改革による社会の改

革、国際的基準に基づく普及、先進国における民主制の充実と途上国における民主制の導

入と開発、排徐されている人々のアイデンティティと権利の擁護、市民としての社会参加、

当事者の意思尊重と決定権、参加形態・市民概念における原理性・多様性とローカリズム

ということができょう。

@インクノレーシブ教育は、差異やそれに基づく排除を解消するための、政治・経済・

宗教・文化等、広範囲に及ぶ社会改革運動で、ある。差異から差別が生じる諮問題を

教育によって解決しようとする教育運動・社会運動で、あり、 はその問題の主要

な一つである 0

・ 当事者の権利擁護と公正に基づく教育改革・学校改革による社会の改革、同等な市

民としての社会への完全参加をめざし、教育→学校→社会の諸改革を通じて、民主

制社会を構築あるいは充実をめざす運動で、ある。

・特殊教育(その改革版である障害児教育を含む)批判である。インクノレーシブ教育

では、同一年齢の児童生徒との通常教育における教育を基本とし、共通の教育呂的

と教育内容を唱導する。したがって、分離的な教育の場における障害別の教育プロ

グラムには否定的である。

・主たる問題提起者は 特殊教育制度下で必ずしも十分で適切なサービスを受けてこ

なかった知的障害・学習障害等の研究や教育の関係者で、あった。

・部分的あるいは個別な改革ではなく、学校・教育・指導のシステム全体の改革を呂

ざしている。すべての子どもたちの多様なニーズ、に最も適切に応える教育体制を築

くことを通して、学校教育の全体的な質的向上を実践的に実現しようとする。

・障害当事者の権利擁護に基づいている。社会的存在としての根源的感情や認識(自

尊心・アイデンティティ等)を重視する。新しいシティズンシップを目ざしている

といってもよい。

・ コミュニティに基盤をおく改革であるので、教育の場は自宅の近隣の学校であり、

生活の場は家族と分離した寄宿舎ではなく通常の生活である。

・教育の有効性と効率性を重視する。インクルーシブ教育における膨大な対象に対応

して経費の増額を要求するのではなく、二元システムの解消によって、これまで特
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に投下されていた資金を効果的に活用して、資金の使途と効用を十分に説明できる

ような教育の成果を目ざす。

・自的・対象・方法がセットとなった運動である。インクノレーシブ、教育は、すべての

子どもた、らの多様なニーズ、に最も適切に応える教育体制を築くとともに、学校教育

の全体的な質的向上を実践的に実現しようとする教育改革運動である。

①インクルーシブ、な学校は、多様性と差異を受容する哲学と実践方法に基づいて協

力的コミュニティになり、学校のすべての構成員は協力チームとして、すべての子

どもに対して責任を共有し、学習と発達を支援する。

②障害や能力の異なる子どもたちが通常学級で通常の教育課程で行われる授業に積

極的に参加するためには、授業内容を一人ひとりの子どもに対応して修正し、指導

方法も改善する必要がある。インクルーシブ教育は、学校がすべての子どものニー

ズや個人差にも対応できるように学校環境を改善する社会モデ、ノレに依拠する O

③インクルーシブ教育の評価の目的は、特殊教育におけるような障害の診断や教育

措置ではなく、教員、プログラム、教育環境、支援体制等、良質の教育サービスの

提供にある。

・社会的・経済的・人種的出自を問わず、すべての子どもの対等な関係を保障しよう

とする O

・生徒、家族、教師、コミュニティの住民一人ひとりが、相互に受容しあい、所属意

識を尊重しながら、共同的意識に基づいて学校を主体的に作り出していこうとする。

以上のように、インクルーシブ教育運動が援用する論理はアメリカの理念と伝統に基づ

く俗人と社会の考え方を反映としている、という意味においてきわめてアメリカ的である O

一方では、個人差の認識と尊重、個人の可能性の開発と社会への寄与、社会の基本要素と

してのコミュニティ、公益に対ーする相互協力であり、他方では、公的資金の投下の有効性

と効率性の追求に顕著であるD インクノレーシブ教育運動は、いわばアメリカ的原理の実現

を目ざしているわけであるが、構成要件のエッセンスは長年にわたり、実現のための改善

に大きな努力がなされてきたことに留意しておく必要がある。エスニック・マイノリティ

問題の根本的解決の困難は、障害者問題においても暗示的である。

4. インクルーシブ教育運動の特殊教育批判

特別支援教育教育を再検討するにあたって、インクルーシブ教育運動における特殊教育

に対する否定的な評価と意見は、その問題提起が根本的であるだけに、それを参照してお

くこと不可欠である O その評価と意克の範囲は多岐にわたるが、環境としての正常性、通

常教育との関係、とその結果、教育の機会と質、運営方針、経費に要約することができる。

特殊教育は、

①教育や生活の環境が正常性に欠ける。

②通常教育とともに教育の二元システムを構成しており、その二元性と教育の場の分離
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によって、スティグマやラベルの発生源となっている。通常の教青とはJ.lIJの体系をも

っていて、相互の交流がない。

③通常教育からの分離は差別を生むし、不必要な分縦もある。

④通常の教育よりも価値が低いとみなされる。

⑤通常の教育よりも経費がかなりかかる。その割に成果が上がっているようには見えな

。、
‘ト

v

⑥すべての障害児を対象としたわけではなく、重度障害児の教育機会を剥奪するととも

に、教育機会のあった障害児でも、程度を問わず必ずしも適切な教育を提供してきた

とは限らない。

⑦教育の専門性が個々の教員により差がありすぎる口

③教員や心理学等の専門家中心による運営になっており、障害児の親や本人の希望・意

思よりも専門家の意見を優先する。しかも彼ら特殊教育専門家は、特殊教育制度の差

別性の維持に荷担している。

⑨措置・指導の手続きの官僚化が顕著である (Biklenin W. Stainback， et a1. [1989] 

240)0 

⑬学校教育期間だけの考え方で運営されており、学校教育の前・後に障害児が関係する

福祉とは分断されている。

インクルーシブ教育は、障害当事者の権利擁護と公正に基づく教育改革・学校改革によ

る社会の改革、民主制社会の構築、同等な市民としての社会への完全参加を基盤としてい

るのに対して、特殊教育は白己完結的枠組みをもっ独立世界であった。インクルーシブ、教

育運動は、このような特質をもっ特殊教育を、通常の教育の枠組みのなかで新たに再構成

させようとしたのである。それゆえ、ノーマリゼーションを背景にした、新たな教育機会

と教育の質の向上を、通常の環境において実現しようとする構想であるといえるD

インクルーシブ教育運動では、特殊教育に対する上記の否定的評価や批判は、内容的に

相互に関連しあっており、特殊教育の元来の意図を歪め、特殊教育の特長を低下させる相

乗効果をもっていたといってよいD

6首インクルーシブ教育(運動)に対する反論と批判

以上のようなインクノレーシブ教育運動は、社会学的な立論を源として成立しながら、障

害当事者の立場へと拡大し、特殊教育制度が解決できない厳然たる現実もあって、アメリ

カ社会の注目とある程度の支持を集めていった。インクノレーシブ教育が提起した重要性は、

特殊教育という自弓完結的枠組みを通常の教育の枠組みのなかで新たに再構成させること

にあった。それゆえ、ノーマリゼーションを背景にした、新たな教育機会と教育の質の向

上を、通常の環境において実現しようとする構想であるといえる。インクノレーシブ教育運

動はフノレ・インクノレージョンへの進展に伴って、一部の時間ではあっても、通常教育とは

異なる場で障害児を教育する特殊教育は、公立学校が重度の精神薄弱者を教育対象外とし
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て排除したこともあって、特殊教育に従事する特殊教育専門家は差別主義者であるとまで

非難されるに至る O 差別は、アメリカでは人種差別を意味するがゆえに、このようなレト

リックは、特殊教育専門家には相当に堪えたに違いない。また、特殊教育に対する否定的

評価や批判jの責任は、すべて特殊教育にあるかのような言辞がとられたのである。そのた

めに、特殊教育側では、インクルーシブ教育(運動)に対する懐疑や敵意が生じて、相互

に非難を押しつけ合う傾向まで高まってしまった。

障害種別の教育には、特別なニーズ教育やインクルーシブ教育による批判が示すような

問題点があることも事実であった。そのような批判は当初、大きなインパクトがあった(問

題の所在は、特殊教育に還元できるほど単純ではなし¥から、その批判は今でも解消されて

し1るわけではなしサ O 特殊教育に対する批判が高まると、インクノレーシブ戸教育においてはそ

の批判は過大となり、特殊教育を改革すれば目覚ましい成果が達成されるのではなし¥かと

いう楽観的な期待が生まれることになった。それと同時に、し¥かなる障害児教育の形態に

おいても不可欠である要素(典型的な例は障害別専門性)を軽視する傾向が派生した。障

害という範!日露を総合的に検討したものの、横断的な分析とその比較、そのうえでの再度の

総合化というプロセスが欠けていたのである。いし¥かえれば、障害種別の論理と障害横断

的な論理の総合的な整理が必要なはずだ、った。その結果、インクルーシブ教育論は、障害

の独自性を軽視し、画一的に適用される傾向があった。聾や盲といった障害発生率の低い

障害当事者からも、インクルーシブ、教育理念の普遍化を目ざすあまり、分灘の必要性2のよ

うな各障害カテゴリーの独自性を認めず、教育形態が画一化に陥っていて、インクルーシ

ブ教育の理念、に反して排除を生んでいるとして、フノレ・インクルージョンの問題に対する

指摘が明言されるようになる (Oka& Nakamura[2005J ;中村・岡 [2005J)。時を同じくして、

特殊教育専門家からの本格的な反撃も始まるD

理念と方法という観点からの批判も可能であろう。インクルーシブ教育運動による特殊

教育に対する批判には、最近の改革における新自由主義に基づく偏頗な市場原理と競争主

義に依拠するものがある O このようなトレンドは、障害者問題の基本的原理としての公正

を従属化させる結果になっていることが多い。かつての 1980年代以降のアメリカの教育改

革運動においても、元来は卓越と公正の両立が目ざされるべきであったが、教育改革運動

が展開するなかで特殊教青は周縁化していった。子どもの最大限の可能性に到達しようす

る努力としての卓越は、教育改革の関心が世界市場におけるアメリカの競争力と経済的生

産性の向上に卓越を焦点化したために、通常学校の卓越に関する高い成績等の指標とする

ようになり、そのことは「最も有能な障害児でさえ、学校改革運動によって育まれた期待

にかなうことは殊の外困難であろう j というように、インクルージョンでは多くの障害児

にとってはバリアと化した。

その結果、インクルーシブ教育は障害の有無に関わりなくすべての生徒が対象であるに

もかかわらず、障害生徒には、他者に対して不当に頼ることなく、生産的な成人の生活を

送り、異分子からなるこの社会に統合される能力が期待されることになるD このように、
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公正概念の媛/J¥化、公正の卓越に対する従属化も、インクルーシブ教育の進展次第では発

生する可能性があるのが現実である。サラソンとラピッチのチャーター・スクーノレに対す

る批判と懸念 (Sarason[2002];Ravitch[2010]) は、公正の変質にも同じように援用でき

るだろう。

7. インクルーシブ教賓(隷)の課題

教育改革による社会改革はこれまでもしばしば導入されてきた方法であり、理念倒れに

なった教育改革構想は多し、からインクノレーシブ?教育運動もまた、多くの教育改革・学校改

革がかつてそうであったように、子どもや教育・学校に苦難をもたらしている、教育や学

校以外の問題の所在とその解決をあいまいにしてしまう危うさもあるし、成功が約束され

ているわけではない。清水も、社会的排除を解決するうえでのインクルーシブ教育の効果

に関する過大な期待を戒めている 3 排除・排他は、それぞれの留の発展段階では回避函難

な、社会構造における必要条件であったかもしれない。さらに、理念のラディカノレさは既

成の枠組みとの間に緊張関係をもたらす。こうして、画期的かっ国際的理念を掲げながら、

実際には学罰的にも実践的にも課題が多く残ったままである。

縞離と断種あるし¥はダンピング等に例示されるように、!嘩害カテゴリーの中で最も排除

の対象となってきた知的障害分野において、アメリカ最古・最大の知的障害研究団体、ア

メジカ精神遅滞学会 (theAmerican Association on Mental l~etardation : AA服.現在の

アメリカ知的・発達障害学会 theAmerican Association Intellectual and Developmental 

Disabi 1 i ties: AAIDD) の第 130回総会 (2006年 5月開催)が掲げたテーマは「社会的イン

クルージョンの実現-私たちの共通の挑戦 (Achievingsocial inclusion: Our comrnon 

challenge!) Jであったことは、インクルーシブ教育の最も菌難な障害カテゴリーの一つで

あることを考えると、 AAMR総会のテーマが重要性をもっていることも、インクルーシブ教

育が今後の進むべき普遍的方向であることも理解できる。

これらの意味では、インクノレーシブ教育は、これまでの社会的意義をもっ教育改革運動

を超える画期的な理念を提起している。しかし冒頭で示したように、インクルーシブ教育

の最終的理念は支持しでも、理念と現実の実践との関に遠大な距離を認識する立場は、特

殊教育専門家に多い。同時に、通常教育の支持を十分に受けているともいえない。それゆ

え、インクノレーシブ?教育は、既成の教育の枠組みを打破するまでに至っていない。

たとえば、教育学的な問題として、教育の最終的ゴーノレをどのように設定すべきなので

あろうか。一般論としては、 Fuchsand Fuchsがし、うように、親も教師も「障害種別と程度

にかかわりなく、障害のある子どもに対して同じことを願う O 彼らが快適と感じ、尊敬心

をもって自分たちをみる友人をもち、大人との適切な関係を発展させ、将来の成功をもっ

と可能にする知識とスキルを獲得することを願う」。しかし具体的なゴールとなると、イン

クノレージョニストが描くゴーノレは、社会的で態度的になる傾向がある。これに対して、特

殊教育維持論者は「ほとんどつねに教科的要素を強調するんその結果、インクルードされ

ているのは重度障害児であり、教科学習が可能な障害児は抽出プログラムを必要とすると

「門
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いう (Fuchs& Fuchs[1990]252-253)o それは、教科学習が可能な生徒は、自立生活に必要

な知識とスキノレ、自己への肯定的感情、自分の能力に対する自信を、学校教育で得られる

からであるという (Bryan，et a1.， quoted in Fuchs & Fuchs[1990J253)。

G. 時 Ches1eyと P.D. Ca1a1uce， ]r. (Chesley & Calaluce[1997]) は、知的障害生徒

には、認知的・社会的・職業的スキノレが必要で、あるし、通常教育のカリキュラムの焦点と

知的障害生徒の指導の焦点が一致しないことを指摘して、インクルージョンには懐疑的で

ある。これに対する反論において、 C. K1iewerのようなインクノレージョン支持者は、教育

とは、メンバーシップに関するものであり、その形態はともかく、活発で有意味、多様で

継続的な参加することであるとする。同時に、教師によるスキノレ伝達を教育と考える立場

に対しては、変化する広い世界ではそのようなスキルは必ずしも役立たないこと、依存か

ら自立までは連続的な状態であることも指播するは1iewer[1998])o

たしかにスキノレなき指導による教育は社会参加を妨げるが、方向なきスキルも実生活に

おいて意味をもたないかもしれない。アメリカの代表的なインクルージョニスト、

Stainback夫妻 (Stainback& Stainback) が、通常学級の生徒は身体的・知的・情緒的な

重度障害生徒の統合によって、人間の相違点と類似点および社会の一員として相互に影響

しあう方法について直接学ぶ機会を得られるし、障害児に受容的になり、彼らに対ーする恐

怖感を減らし、理解を促進するという (Stainback& Stainback[1990]) ゴールは、一方で

巨大な社会的格差の前で、は無力のようにも思える。しかし、インクルーシブ教育は、排他

的社会を少しでも変えていく地道な非代替的方法であることも事実なのである。そのため

には、インクノレーシブ教育が成り立っている背景と原理だけではなく、ローカノレな条件の

もとでのインクルーシブ教育の成立可能性も追究する必要がある(ダニエノレズ・ガーナー)。

インクルーシブ教育は、障害のある人々のシティズンシップという古典的問題を、その在

り方と実際との間で、障害カテゴリーを超えて、かっ、障害カテゴリーに基づいて、私た

ち研究者と実践者に改めて問うているといってもよい。

教育という営みが社会的・文化的文脈のうえに存在する事業であることを考えれば、元

来、欧米的文脈において誕生し、展開したインクルーシブ教育が、すべての国や地域に適

用できるわけではないのは当然である。インクノレーシブ教育が社会運動化されると、往々

にしてそれぞれの文脈を無視または軽視し、さらにはすべての障害種を画一的に論じる傾

向が見られる。インクノレーシブ教育の理念を実現するために一律に画一的にインクノレーシ

ブ教育を展開しようとすれば、インクノレーシブ教育が目ざすものとは逆の事態を生じさせ

るという矛盾に陥ることは明らかである。ブノレ・インクノレージョン論者が、分離を~高離と

して全面的に否定した結果、インクノレーシブ教育の究極的な目標である障害者の自立と社

会への完全参加を阻害した事例は、この点で示唆的である (Oka& Nakamura [2005J 553-555) 0 

このことは、他の障害の子どもにも一般化できる教訓であろう O
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註

1 ) ニューヨーク・タイムズには、「特殊教育はいまや公民権問題であるj との見出しで

大きな記事が掲載された (Fiske[1976.4. 25J)0 

2) 現代における分離必要論は、大目的としての自立と社会への完全参加のための基礎条

件の育成、分離の一時性、代替不可能な指導内容、障害カテゴリーによる指導内容の独

創生に要約できる。

3) 清水(2007)は、インクノレーシブな学校で、育つてはじめて子どもはインクノレーシブな社

会の貢献者になると観念するのは、あまりにも短絡的であると指摘して、 fソーシヤル・

エックスクルージョンj に抗するうえで「教育でのインクルージョンJが果たす役割を

過大評価することに懸念を示している。また荒川 (2004) は、多様なニーズに応えるこ

とを志向するインクルージョンは、一元論でなく多元論とみなすべきであると指摘して

し、る。
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第 8章 特別支援教青制度革新の基本構想

河合康

I はじめに

わが留の障害のある子どもに対する教育は、昭和 22(1947)年の「学校教育法」の第 6章

に定められた「特殊教育j という名のもとに約 60年の歴史を積み重ねてきた。一方、平成

18 (2006) 年 6月 21日に「学校教育法j の改正が行われ、第 6章の「特殊教育Jは「特別

支援教育」と改められ、それに伴い関連する用語や法令も改正された。改正法は平成 19年

4月 1Sより施行され、大きな転換が行われることになった。

こうした特殊教育から特別支援教育への転換は、①平成 13(2001)年の r21世紀の特殊教

育の在り方について~一人一人のニースゃに応じた特別な支援の在り方について，，-(最終報

告) J (以下、 r21世紀報告J)、② 121世紀報告」を受けて具体的な方向性を提示した

平成 15(2003)年の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)J (以下、 f特別支

援教育報告J)、③「特別支援教育報告」を踏まえて具体的な制度の在り方を検討した平成

17 (2005)年の中央教育審議会答申 f特別支援教育を推進するための制度の在り方について

(答申) J (以下「中教審答申J)などを経て具体化され、改正法に至った。

改正法に至るまでの各種文書において、特別支援教育の基本的枠組みを提示している記

述を以下に記してみる。

.rノーマライゼーションの進展に向け、 i嘩害のある児童生徒等の自立と社会参加を社会全体と

して、生涯にわたって支援するJ (121世紀報告」の第 1章「今後の特殊教育の在り方につい

ての基本的な考え方J2 (1) ) .1教育、福祉、医療、労働等が一体となって乳幼児期から学校卒業後まで障害のある子ども及

びその保護者等に対する相談及び支援を行う体制を整備するJ (r21世紀報告j第 1章2 (1) ) .1樟害の程度等に応じ特別の場で指導を行う f特殊教育」から障害のある児童生徒一人一人の

教育的ニーズ、に応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育jへの転換を図るJ (1特別支援

教育報告j 今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)のポイント)

・「特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の瞳害だけでなく、 LD、ADHD、高機能自閉

症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握

して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導

を通じて必要な支援を行うものであるJ (1特別支援教育報告」今後の特別支援教育の在り方に

ついて(最終報告)のポイント)

以上の点をまとめると、特殊教育から特別支援教育への転換の基本は以下の 4点に集約

できょう。
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①障害の種類と程度に応じた教育から、一人一人の児童生徒のニーズ、に応じた教育へ

転換する。

② 特別な場における教育から、通常学級を含めたあらゆる場における教育へ転換す

る

③ LD、ADHD児などの特殊教育において対象とならなかった子どもも対象とする

④乳幼児期から学校卒業後までの生涯にわたって(縦の繋がり)、地域の関係機関と

の連携に基づいて(横の繋がり)支援する。

こうしたわが国の制度的転換は海外から少なからぬ影響を受けている D この点は、特殊

教育から幌市Ij支援教育への転換の起点となった r21世紀報告Jの副題である「一人一人の

ニーズに応じた特別な支援の在り方についてJという表記に反映されているといえる O 具

体的には、 「一人一人j という考え方はアメリカから、また「ニーズj という理念はイギ

リスからの影響が大きい。そこで、本章ではイギリスとアメリカの制度と比較検討しなが

ら、日本における特別支援教育システムの方向性を考察する。その際、上記の 4点に加え

て、インクルーシブ教育の推進と保護者の権利保障という 2つの観点を加えることにする。

なお、教師教育及び、障害種別の教育については、他の章で言及されているので本章では触

れないこととする。

E あらゆる場における特別な教育的ニーズがある子どもの把握

1 日本における特別支援教育の対象者の媛妹性

日本ではJ特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議jが平成 14(2002)年に学

習障害 (LD) 、注意欠陥/多動性障害 (ADHD) 、高機能密閉症等、通常の学級に在籍す

る特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を明らかにし、今後の施策の在り方や教

育の在り方の検討の基礎資料とすることを自的として、 「通常の学級に在籍する特別な教

育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査j を実施した。その結果、通常学級

に 6.3%の割合で当該児童生徒が在籍していることが明らかにされた。この数値は、 40入

学級の場合、通常学級に 2'"'--3人は当該児童生徒が在籍している可能性を示すものであり、

特別支援教育関係者に与えた影響は大きかった口

この数値は調査が実施されてから 8年近く経過した現時点においても、著書・論文にお

いて引用されているが、時代遅れの感は否めない。たとえば、文部科学省が示じている f特

別支援教育の対象の概念図j をみても、特別支援学校と特別支援学級については平成 20年

度の数値であるのに対して、通常学級については平成 12年の調査で明らかにされた 6.3%

という数値のままであり、整合性がとれていない。

このような中で、特別支援教育関係の文献の中で「気になる子どもJ r因った子どもj

などの概念規定が不明確な用語が頻出するようになっている。文部科学省が行った「平成

20年度特別支援教育体制整備等状況調査j では、通常学校において、特別支援教育対象児

童生徒の実態把握を行っている割合は、幼稚園 83.6%、小学校 97.9%、中学校 92.0%、高等
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学校63.6%で、全体では 89.5%の学校で、実態把握を行っているという数値が示されている(文

部科学省[2009aJ)0 しかし、実態把握が未実施の学校もみられたり、実態把握の基準が均ー

ではないなど、特別支援教育の対象が不明確なまま、教育実践が進行しているといえる。

イギリスでも、 1980年代において同様な現象が生じていたが、現在は対象が明確にされ

ており、参考となるべき点が多いので、その経緯を以下に記し、 B本への示唆を検討する。

2 イギリスにおける特別支援教育対象の確定の経緯

1) 5段階評価システム

イギリスでは、 11981年教育法J (以下 181年法Jと略称する)により、 「特別な教育

的ニーズ， (Special Educational Needs :以下 SENと略称)Jの評価に関する手続きを整備し、

SENがあると判断された子どもについては、沖IJ定書 (Statement)注1)と呼ばれる文書を

作成するシステムを確立した。しかし、同法の実施にあたっての大きな問題点は、必要と

される特別な経費を政府が地方教育当局に支給しなかったという点であった口このため、

SENに対する捉え方や取り組みが地方教育当局によりかなり異なるとしづ結果を招き、判

定書が作成されている子どもの比率は地方教育当局によって 0.04%'"'"'4 %と大きく異って

いた。また、イギリス全体でみても、その比率は 2%)弱であり (Educationラ Scienceand Arts 

Committee [1987JJ44-148)、「ウォーノック報告Jが推;定していた約 200/0の子どもが SENを

有するという比率とはほど遠い値となっていた。

そのような中で、 1990年代に入ると 1992f(三に、 181年法J施行以降の特別教育の実態

を分析した 2つの報告書 (AuditCommissionIHMI [1992aJ [1992bJ) が出されている。その

中で、 1980年代以降の最も大きな問題点として以下の 3つが挙げられた。それは、①SEN

を構成する概念が不明確であり、学校と地方教育当局の倍々の責任が不明確であること、

②子どもの進歩及び子どもが受ける資源に対する学校と地方教育当局の責任が不明確であ

ること、③地方教育当局に 181年法Jを実施しようとする積極的な動機づけが欠落してい

ること、であった (AuditCommissionJHMI[1992bJ ，5) 0 こうした問題点を克服し、 181年法j

の理念を実現するために、 11993年教育法J (以下旬3年法j と略称する)においては1

年法Jは修正され、 193年法」の第 3部に「特別な教育的ニーズがある子どもj というタ

イトノレの下で、新しい規定がなされることになった。 193年法j 第 3部における最も重要な

改正点は、 181年法Jでは具体的な実施方針が明確にされていなかったのに対し、具体的

な施策を明示する「実施規員iJ (コード・オブ・プラクティッス) Jの公布についての規定

がなされたことであった。この「実施規則Jは翌 1994年に公表され (DfE[I 994] )、特別教

育システムにおける実践上の指針が示されることになった。これに伴い、地方教育当局、

学校理事会及び SENに関係する者は、この「実施規員iJJの内容を踏まえて施策を講じなけ

ればならなくなった。

この「実施規則j の中で、 SENがある子どもを特定するシステムが確立することになっ

た。 1実施規則j では、子どもの評価について、 5段階 (Stage) からなる新しいシステム

を導入している。 Stage 1 '""'-' 3は、学校を基盤とした評価であり、 Stage 4，5 は法的施策
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に基づく評価である。以下にその概要を示す。

Stage 1は、学級担任又は教科担任が、子どもの SENを確定し、本人と両親と相談する

段階である。担任は「特別な教育的ニーズ、コーディネーター (SpecialEducational Needs 

Coordinator:以下 SENCOと略称)Jに連絡し、 SENCOが SENの登録を行う。担任は、司常

の教室での活動において、子どもに密接に関わり、子どもの進歩の状態を観察する。

Stage 2では、個別教育計画(lndividualEducation Plan)が作成されるところに特徴がある。

この段階では、 SENCOが特別な教育的対応についての調整の責任を担い、常に担任と密接

に連携を保ちながら活動する。 SENCOは、 M連する情報を収集し、個別教育計画の作成を

保障し、両親への情報提供を行う。又、子どもの進歩の状況を観察し、校長に連絡する。

Stage 3では、教育心理学士等の学校外の専門家が関与するところに特徴がある。この段

階でも SENCOがリーダーとしての役割を果たす。

Stage 4では、地方教育当局が法的評価の必要性を検討し、必要である場合、多角的な専

門的評イ高を行う O

Stage 5では、地方教育当局が判定書の作成の必要性を検討し、必要であれば判定蓄を作

成し、措置を講じ、監督し、再審査を行う。

この評価システムの重要なポイントは、判定書を作成する必要はないが SENがあると考

えられるような、通常学校に在籍する児童生徒も特定され、登録されることにより、特別

な配慮を行えるようになった点にあった口

2) 3段階評価システムへの移行

193年法」第 3部は、 11996年教育法J (以下 196年法Jと略称する)の制定により、

その第4部に移行しているが、基本的枠組みは変わらなかった。一方、 2001年に成立した

12001年特別な教育的ニーズ・障害法J (以下 12001年法」と略称する)は従前の施策に

転換をもたらした。 12001年法Jは、 196年法J第lV部と 11995年障害差別禁止法 (Disability

Discrimination Act 1995) J 以下、 195年法j と略称する)第盟、 W部の修正を主な百的

とした法律である。 12001年法j は両法を全面修正するものではなく、部分修正や条文の

追加としづ形式を採っている。 12001年法」は 3部構成で、全43条と 9付員Ijからなる。第

1部の「特別な教育的ニーズJが 196年法Jの第lV部の修正を行い、また、第 2部の「教

育における障害差別j で 195年法j の第盟、lV部を修正している。また、 12001年法j と

共に、 1994年に出された「実施規則j も改訂版が出された (DfES[2001 aJ) 0 

これに伴い、評価システムも修正され、判定書が作成される前の段階が SchoolAction と

School Action Plus (就学前の場合は Ear1yYears ActionとEar1yYears Action Plus) という 2

段階に改正された。前者では学校内において個別教育計画が作成され、 SENCOを中心にし

て特別な教育的対応が行われ、後者になると学校外の専門家も関与するようになる。この

2段階のプロセスにおいても十分な対応が難しい場合に、法的評価が行われ、判定書が作

成されることになる。

Table 1 は、この評価プロセスからみた SENがある児童生徒の全学齢児童生徒数に対す
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る比率を示したものである。SchoolActionと SchoolAction PIω と判定書作成までを合わせ

ると、毎年その比率は増加し、 2008年には 20%を超えている。

また、イギリスでは学校査察システムが機能し、査察の観点の中に SEN施策が明確に位

置づけられている。 SENがある子どもの学力水準の向上も重要な観点になっているが、対

象が明確であるからこそ、評価が可能となっているといえる口

Table 1 SENがある子どもの比率

2005 2006 2007 2008 2009 

判定書有りの比率 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 
School Action，d〉School 
Acrion Plus 比率 14.9 15.7 16.4 17.2 17.8 

言十 17.1 18.6 19.2 20.0 20.5 

* Department for Children， Schools and Families (2009) Table 1 a， 1 bより筆者が作成

3 臼本への示唆

日本においても、平成 20(2008)年に改訂された「学校評価ガイドラインj において、

評価領域のーっとして特別支援教育が例示されてはいる。しかし、対象がu愛昧であっては

評価の持つ意義が薄らぐことは否めない。イギリスのような評価システムに登録されるこ

とにより、対象が客観的に確定されるシステムを構築し、政策立案の根拠を明示する施策

が必要である。そのためには、イギリスの判定書のような対象を特定する軸となる文書に

基づく実態把握が必要となろう。

現行では、特別支援教育システムの鍵となる「個別の教育支援計画Jや「個別の指導計

画」が作成されている児童生徒数を把握し、全国的なデータとして示す施策が求められよ

う。ただし、平成 20年度の通常学校の実態をみてみると、 何回551Jの教育支援計画j を作成

している学校は 38.9%、 「個別の指導計画Jは 58.9%となっており(文部科学省[2009a])、

当面は f個別の指導計画のJ作成からみた実態把握を進めるのが現実的であろう。

直 発達障害学生に対する支援システムーイギリスの高等教育における対応

からの示唆-

Z本では、特殊教育から特別支援教育への転換に伴い、従来対象で、はなかった LD，ADHD

等の発達障害のある児童生徒も対象に含まれるようになった。こうした児童生徒への対応

については、平成 15 (2003)年度より小・中学校を対象に「特別支援教育推進体制モデル

事業Jが推進され、対象児童生徒の実態把握や巡回柁談・専門家チームの活用が進展して

いる。また、この事業は、平成 17 (2005)年度より幼稚国・高等学校も含めた「特別支援

教育体制推進事業J (厚生労働書の「発達障害者支援体制整備事業Jとも連携)に引き継

がれた。

このように当初は義務教育段階における特別支援教育の充実から着手された施策が、現
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在は高等学校段階にまで拡充されてきている O しかし、後期中等教育以緯における発達障

害者に対する施策については立ち後れているのが現状である。これまで、小学校→中学校

→高等学校という下からの流れの中で、施策が展開されてきているが、高等教育機関にお

ける特別支援教育体制を整備する取り組みを行うことが、初等・中等教育段階の施策を改

善することに註給するといえる口

一方、平成 21年 8月 27Sに文部科学省 (2009)が f高等学校における特別支援教育の推

進について高等学校ワーキング・グループ報告」を出し、その中で「高等学校入学試験に

おける配慮や支援等Jについて示された。このように、日本ではようやく後期中等教育段

階における発達樟害者への支援に力が注がれる段階に入ったが、今後は 大学センター試

験での発達障害受験生への対応及び就学後の支援が必要となろう O 日本においても、障害

学生支援機構が発達障害学生に対する大学の支援の検討ーを開始している(日本学生支援機

構[2009J) ものの欧米に比べて遅れている感は否めない。

この点について、外国を見てみると、アメリカでは大学進学の際に高校生が受験する共

通テスト・大学進学適性試験 (ScholasticAssessment Test:SAT) において、発達障害学生に

対して試験時間の延長、拡大文字の使用、読み手の付加等の特別措置が講じられている。

また、欧米では障害差別禁止法の中で障害学生に対する差別の禁止条項が明示されており、

その内容が発達障害学生に対する対応に結びついている。

そこで、本節では、イギリスの「障害差別禁止法j を分析することを通じて、日本の高

等教育段階における特別支援教育システムの在り方を検討する。イギリスの大学では、障

害学生の内、読み書き障害 (dyslexia) の割合が高く注2)、今後、日本の大学における発達

障害者への支援システムを検討する上で参考となる点が多いといえる口

1 イギリスにおける障害差別禁止法

イギリスでは、 1995年 11月、障害者に対する差別を禁止する法律である「障害者差別禁

止法 (DisabilityDiscrimination Act 1995) [以下、 DDAと略称する]が成立し、 1996年

12月より施行されている。同法は、①雇用、②物品、施設、サーピ、スへのアクセス、③土

地や家屋の管理・売買・賃貸、④教育、における差別を禁止するものである。同法の施行

以降、関係者・関係機関は、障害を理由に障害者を他の者よりも非好意的に処遇すること

が禁止された。また、 1999年 10月からは、特別な支援を提供したり、サーピスの提供方法

を改善するなど、障害者に対する合理的な配慮、を行わなければならなくなったD さらに、

2004年から、アクセスの障壁となる建物の物理的状況に対して合理的な配慮、を行わなけれ

ばならなくなっている。

一方、 1997年に政権に復帰した労働党は、 DDAの一部を改正し、それまで DDAの執行

状況を監督していた「全国障害協会 (NationalDisability Council) Jを印章害権利委員会

(Disability Rights Commission) J [以下、 DRCと略称する]に改組し、その権限を強化し

ている o DRCは、 DDAを円滑に実施する上で重要な役割を果たしている。

また、労働党政権は、 1997年 12月に f障害者権利特命委員会 (DisabilityRights Task Force: 
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DRTFJ を設置した。 問委員会が、包括的で強制力のある障害者に対する市民権をし 1かに確

保するのかについて助言を行う役割を担うことになった。向委員会は、 1999年 12月に「エ

クスクノレージョンからインクルージョンへ (FromExclusion to Inclusion) Jを政府に提出し、

障害者の生活に影響がある 156件についての勧告を行っている。その中の第4章で教育に

おける障害者のニーズ、についても報告されており、高等教育についても言及されていた。

そのような中で、 f2001年特別な教育的ニーズ・障害法 (SpecialEducational Needs and 

Disability Act 2001) J 以下、 SENDAと略称する)により、 DDAで、教育を扱っていた第4

部が修正され、教育における障害者に対する差別の禁止が強化されることになった。 DDA

における高等教育に関する規定については、大学が障害者に対して教育施設等の対応につ

いて'情報を与えなければならないという要件に限定されていた。しかし、新たな条文が加

えられ、高等教育機関における障害による差別の禁止が明記されることになったのである。

2 r1995年障害差別禁止法j と r2001年特別な教膏的ニーズ・障害法j の概要

DDAは8部と付兵iJで構成され、第4部の第 29条から 31条で教育に!認する事項が扱われ

ている口その中の第 30条第(6)節において、 「大学の理事会は、障害者に関して大学が行

う教育・研究施設への対応についての情報を含んだ文書 (disabilitystatement) を作成しなけ

ればならなしリとされていた。しかし、雇用等の分野では明記されている障害による差別

の禁止についての規定はなされていなかった。

一方、 SENDAでは、第 2部の第 2主主の第 26条から第 34条で高等教育における事項が扱

われており、DDAに対して第 28条Rから第 28条X及び第 31条Aが加えられることになっ

た。この規定の中で、大学における障害による差別の禁止事項が記されることになった。

1 ) 差別の禁止の対象

SENDAは、大学の責任機関が入学決定の措置や、入学の方法について、障害者を差別し

たり(第 28R条第(1)節 (a)項(b項))、大学への入学申込を拒否したりして差別することを

違法とした(第 28R条第(1)節) 0 また、学生に提供するサービスにおいて差別したり(第

28R条第(2)街)、障害者を停学・退学させて差別することは、その期間にかかわらず違法

となる(第 28R条第(3)節) 0 

ここで、学生とは、教育機関の教育課程に参加又は関与している者となっている(第 31

A条第(3)節) 0 この定義を広義に解釈すれば、正規学生、非正規学生、又は他のかたちで

あれ、大学で学習している者はすべて法令上、障害による差別の禁止条項に該当すること

になる D

2) 差別の意味

法令上、差別には 2つの意味がある。

一つ自は、大学の責任機関が、障害に関する理由により、障害者を他の学生よりも非好

意的に処遇したにもかかわらず、その処遇の正当性を示すことができない場合である(第

28S条第(1)節) 0 

二つ自の差別は、障害者が健常者に比べて本質的に不利な状況に置かれた場合、合理的
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な配慮を行わなければならないが、その義務を果たさなかった場合である。

つまり、差別の有無の判断に際しては、 f非好意的な処遇J と「合理的な配慮」という

2つの概念が重要となるのである。

3) 非好意的な処遇

非好意的な処遇の理由は、障害と関連づけられなければならない。例えば、障害者が授

業料の未納を理由に退学させられたとしても、障害とは関係ないので、差別にはならない。

一方、他の障害者も同様に処遇されているという理由で、ある樟害者に対する非好意的

な処遇が許されることはない。つまり、一人ひとりのニーズ、に応じて、非好意的な処遇の

有無が判断されるのである。

一方、法令では、非好意的な処遇を正当化することが可能な理由を示しているが、重要

なものとして 2つが挙げられる。一つ目は、学業成績の維持に関する理由であり(第 28S

条第 (6)節)、二つ自は、特定のケースの状況に対して非好意的な処遇が必要不可欠とさ

れる理由がある場合である(第 28S条第(8)節) 0 以下、この 2点について検討してみる。

①学業成績の維持

DRCは、学業成績による正当化が逃げ道として使われるべきではないと警告している。

大学が挙げた理由が当該専攻コースにとって重要な要素でなければ、差別を正当化する理

由とはならない。一方、 DRCは、燈害のために、必要な学業の基準を学生が達成できない

可能性があるという理由で、学生を受け入れないケースを認めている。たとえば、発達障

害学生の場合、以下の例が挙げられる。

大学が読み書き樟害の学生について、個々の学生の特質-や、障害の状況や程度を考慮、に

入れずに、すべての読み書き障害の学生に対して、 「ジャーナリズムコースJへの受け入

れを拒否することは不当である口しかし、そのコースで必須となる内容を習得できないよ

う な重度の読み書き障害を持つ学生を受け入れないことは違法とはならない

(DRC [2002J ，60) 0 

②必要不可欠な理由がある場合

次に、非好意的な処遇が必要不可欠であるとしづ場合を示す。

行動・情緒上の問題がある学生が大学へ入学の申込を行った。彼は高等学校で多くの問

題行動を示し、授業を妨害し、他の学生の学習の妨げとなっていた。学校の教師たちは彼

に対して対応を試みたが、改善がみられなかった。大学は高等学校と連絡をとり、彼の行

動に変化が見られないことを確認した。大学は入学は認められないとの決定を行った。入

学を認めない理由はその特定の学生の特定の行動パターンに関係するものであった。この

ような理由の場合、学生の入学を認めなくても法令違反とはならない (DRC[2002J ，61-62)。

しかし、強調しなければならないのは、上記の状況が重篤であるという点である O 学生

の問題行動がわずかなものであれば、同じ状況でも障害による差別であるとみなされる可

能性もある。
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4) 合理的な配慮

大学は、障害学生が実質的に不利な状態に置かれた場合に、合理的な配慮、を行わなけれ

ばならない。その内容としては、建物の改修、カリキュラムの修正、教室の変更、特別指

導、試験における配慮、 (11寺間延長、パソコンの使用など)、代替手段での情報提供(点字、

拡大文字等)、補助者の提供、教職員の研修、大学の施策の変更、など様々なものが挙げ

られる。

一方、その配慮が合理的であるか否かを判断する際に考慮、すべき点も示されている O 前

述の学業成績の維持の基準などの他に、大学の寅任機関が確保できる財源、特定の手段を

講じる可能性の有無、健康と安全、他の学生を含めた他の人の利害などが挙げられている。

以下、個々の要因についてみていくことにする。

①財源

配慮、の合理性を判断する際、経費の問題がある。しかし、大学は財源の問題を理由に合

理的配慮を行えないとすることは慰難である。以下では、財源についての理由が認められ

る場合を示してみる。

車椅子の学生が、自分がアクセスできない建物で行われる選 2時間の実習の受講を求め

た。大学は、当時、大学の建物に車椅子がアクセスできるような措置を講じているところ

であった。そのため、この計画とは別にその建物の改修をするための予算を講じることは

困難であるとした。この場合、大学が合理的配慮を行うのはIAl難で、あると論じることは可

能である O ただし、ここで重要なのは、配慮、を行えない期間が想定的であること、及び、

その他の配慮を行っているという事実があったという点である。

②特定の手段の実施可能性

特定の障害学生にとっては利害が生じる配慮ではあるが、その経費と実施可能性からみ

て、配慮が困難である場合があることを、 DRCは認めている。一つの例を挙げてみる。

読み書き障害の学生は、長文を読むことが困難であり、すべての書物をテープ化するこ

とが必要であった。在籍する課程では、毎年内容が異なる長編の書物の講読の履修があっ

た。大学は、文書をテープにするシステムを備えていたが、処理に時間を要するものであ

った。この学生の在学期間に、大学がすべての書物をテープで提供するのは実際的ではな

いと判断されている。しかし、大学側には、指導教員や他の専門家と相談し、その学生が

書物にアクセスできるような他の合理的な配慮を探さなければならない(DRC[2002J ，89)と

されている点には留意する必要があるD

③健康・安全の要件

障害学生の健康と安全面を考慮に入れると、合理的な配慮、が難しい場合も考えられる。

一つの例として演麟コースの履修が挙げられる口このコースでは、舞台の照明装置に関わ

る内容が含まれていた。照明器具を取り替える j擦には、足場を登り、狭い台に座って作業

しなければならなかった。特別な装置を使えば、車椅子を釣り上げて、車椅子使用者が学

習できるように配慮を行うことは可能であったが、足場や台は車椅子の重みに堪え得るほ
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ど頑強で、はなかった。この場合、安全面を考えると大学がこの配慮を行うのが合理的であ

るとはいえなし¥(DRC [2002J ，90θ1)。

一方、安全性の問題があっても、合理的な配慮を行わなければならない場合もある D そ

の例を挙げてみよう o AをI'!まひで車椅子を利用している学生は写真コースを履修したいと

考えていた。しかし、精室の入り口は狭くて、入ることができなかったため、大学は入り

口に対する物理的配慮を行った。物理的な問題に加えて、教員は、暗室で、薬品を使用する

時に、健康と安全の危険があることを懸念していた。それ故、大学は、暗室での作業の際

に、補助者をつけるという特別な配慮、を行うことに同意した (DRC[2002Jラ92)。

④他の学生の利害

大学は、他の学生が著しく不利益を被るような場合は、合理的な配慮を行うことは求め

られない。

たとえば、学習困難のある学生が、通常の授業形態では講義内容の習得が国難であった

にもかかわらず、本人が個別の特別な支援を受けるのを了承しなかった事例がある。この

場合、特別な対応として、授業担当教員自身が学生にとって理解が難しい箇所を時間をか

けて教えることが考えられる口しかし、指導のベースが遅くなると、他の学生の履修計画

を妨げ、資格の取得にも影響が及ぶことが予想された。こうした場合は、合理的な配慮と

はいえず、見1jの配慮を検討するのが適切となる (DRC[2002J ，92-93)。

ただし、こうした例外は、他の学生にとっての不利益が相対的に少ない場合には適用さ

れない点に注意する必要がある O たとえば、グループ討議の授業の際に、聴覚樟害学生に

対して手話通訳を付け、そのために通常よりも多少時間を要したとしても、他の学生が不

利益を被ったとはいえずこの配慮は合理的であったと判断されるのである。

5) 予測に基づく対応の義務

大学の責任機関に課せられた合理的な配慮、の義務は、予測的義務であり、その場その場

の倍々人に対するものというよりは、将来入学するであろう障害学生も含めた学生全体に

対するものでなければならない。障害学生が入学し、あるサービスを求めてから、合理的

な配慮、を行おうとしても、時間的に困難な場合もありうるからである口

予測に基づく配慮の例として、複線型プログラムがある口これは、学生が異なるレベル

にアクセスできるような柔軟性を有しており、障害学生のニーズに容易に対応が可能であ

る。その他、障害学生が利用可能なソフトウェアにより、他の学生と同ーの形式で、オン

ラインで教材を提示できるようにあらかじめ整備しておくことなども挙げられる。

6) 障害についての情報の有無

障害に対して特別な手段を取らなかったことについては、大学の責任機関は以下の場合、

差別したことにならないD それは、障害者であることを知らず、知ることが明らかに不可

能であったこと、及び、その手段を取らなかったのが情報の欠如によることを証明した場

合である(第 28S条第(3)節) 0 これは、非好意的な処遇と合理的な配慮、の義務の両者に適

用される。しかし、この規定は、上述の合理的な配慮の義務の予測的性格との関連で検討
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されなければならない。

3 日本への示唆

本節の結果、イギリスでは、 DDA及び SENDAによって、障害による差別の祭止が明確

に規定されており、大学における障害学生の権利が保障されていることが明らかにされた。

その際、法令上、非好意的な処遇を行わないこと及び合理的な配慮を行うことという 2つ

の要件が重要であることが明かとなった。一方、法令上は 2つの要件が満たされなくても

正当化される理由も示されていた。しかし、事例をみてみると、大学がこの点を立証でき

るのは極めて限定的なケースであることが伺われた。

このように、障害学生の内、半数が発達障害であるイギリスの大学において、障害学生

に対する支援が法令上明確に確立している点はわが国でも参考とすべき点が多い。高等教

育における発達障害者への支援が義務づけられていることは、必然的にそれ以前の後期中

等教育、義務教育、就学前教育における支援体制の充実に繋がるからである O

現在、日本学生支援機構で、障害学生への対応についてのガイドブックが作成されている

が(日本学生支援機構[2009J)、障害に基づく差別禁止法が制定されていない日本において

は、障害学生への対応は個々の大学に委ねられているのが実情である。こうした状況下に

おいては、全国レベノレで、実施される大学入試センター試験において、発達障害学生への特

別措置を導入することが効果的で、ある思われる。センター試験での特別措置が講じられる

ことにより、高等学校における発達障害者に対する意識の喚起に繋がると同時に、受け入

れ組IJの大学における体制整備が強化されることが期待できょう。

W 特別支援教育における縦と横の連携(繋がり)

わが国の特別支援教育では、乳幼児から学校卒業後まで生涯にわたって(縦の繋がり)、

関係機関の連携のもとに(横の繋がり)、障害児の自立と社会参加を目指して支援すると

いう点が重要とされている。この点については、イギリスは 21世紀に入り、行政組織を改

編して、子どもに潟係するあらゆる機関が協働するしくみ、すなわち横の繋がりを強化す

るしくみが整備されてきている。

また、担本では特別支援教育の推進に当たって、 111毘Jjljの支援計画」や「個別の教育支

援計画Jの重要性が指摘されているが、その際には学校卒業後を視野にいれた「移行j と

いう概念がポイントとなっている。学校現場では、政府や文部科学省の諸文書でこうした

計画の必要性が指摘される以前から、 「個別の移行支援計画J等の名称で移行に関する文

書を作成する試みがなされてきた。こうした動きに影響を及ぼしたのがアメリカの「個別

移行計画(ITP)J等の取り組みである。

本節では、イギリスとアメリカのしくみを分析することを通じて、今後わが留の特別支

援教育における連携を強化するための施策についての示唆を得たい口
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1 イギリスにおける横の繋がり

刊 行政組織再編の背景としくみ

今詞のイギリスの行政組織再編は、 2000年のいわゆる「ピクトリア事件j に端を発して

いる。この事件は、 2000年に VictoriaC1imbieという 8歳の子どもが親戚の養母らによる虐

待で殺害された。このケースには 4つの自治体のソーシヤノレサ「ゼス機関、 3つの住宅サ

ービスの機関、 2つの病院、 2つの警察署の児童保護チーム、そして児童虐待防止のチャリ

ティ組織NSPCCが運営する専門機関のそれぞれが、彼女とその養母らに関わっていた。し

かし、殺害としづ最悪の結果となり、主に担当していたソーシヤノレワーカーは逮捕され、

保釈後も児叢分野の仕事につくことが出来ないなど、援助者に対しでも厳しい刑事上・業

務上の制裁があった。この事件では公的な誠査委員会が組織され、報告書 iTheVictoria 

Climbie lnquiry J (2003年 1月)が出された。そこでは事件の詳細な分析がなされるとともに、

ソーシャルサービスやヘルスケア、警察等の機関に対して連携の不足などが指摘され、そ

の対策として、専門職問の共通言語を確立することや、記録の共有方法、情報の伝達方法

などに関して具体的な 108項目の提起がされている O

同年、政府は「緑書:どの子も大事J(Every Child Matters)を公表した。緑書では、以下

の4点を重要課題として示したD

。子どもの生活に最も重大な影響を及ぼす家庭や養育者への支援を強化する

0子どもが危機的状況となる前に必要な対処を行い、連携を通じて子どもを保護する

Oピクトリア事件の報告で確定された根本的な問題で、ある f説明責任と連携の脆弱さ j を

解消する

0子どもに関与する人々が評価され、賞賛され、専門的知識・技能が提供されることを保

障する

また、ここでは、以下の 5つの要素、すなわち、①Beinghealthy、②Stayingsafe、③Enjoying

and achieving、④Makinga positive contribution、⑤Achievingeconomic welトbeing、が重要であ

るとの認識が示された。この 5点をポイントとし、関係機関の連携が求められている。

この緑蓄を受けて成立したのが i2004年子ども法」である。同法は、子どもや家庭のニ

ーズより効果的に対応できるようなサービス形態を構築するための法的基盤を整備するこ

とであった口 r2004年子ども法」により、それ以前は地方教育当局が担っていた SENがあ

る子どもへの対応が、子どもサービス局が担当することとなった。子どもサービス局は、

教育だけではなく、医療、福祉、労働、警察などの子どもを取り巻く様々な関係機関が関

与する横断的な組織である。

また、 2005年の教育基準局の報告において、上記の 5点についてその内容を以下の通り、

例示している (Ofsted[2005a] para.lO) 0 

①子どもが健康的な生活様式を確立すること、自尊心を持つこと、食欲があること、活発な生活

を送ることを促す

②いじめ、ハラスメント、その他の危険から守ること
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③学業や人格形成において良好な進歩を示し、子どもが喜んで教育を受けられるようにする

④自分の権利と棄任を自覚し、自分の意見が尊重され、地域生活に参加することを保障する

⑤将来の就労に必要な知識・技能を習得するのを支援する

さらに、 2005年の別の報告 (Ofsted[2005b])では、この 5つの視点を関連づけること及び

学校査察の評価要件にすることを求めている。

関係機関が連携して子どものニーズに対‘応するに際して、イギリスでは rCommon

Assessment Framework CCAF) Jが重視されている。これは、様々な関係者が共通で、使用する

評価ツーノレで、あり、子どもの特別なニーズを発見し、上記の EvelγChildMattersで重視され

ている 5つの点からみて必要な支援を明確にする際に役立つものである。 CAFの様式は定

められておらず、独自に作成するものである。

なお、 2007年にブラウン政権が誕生した際、教育技能省 (Departmentfor Education and 

Skills)と貿易産業省CDepartmentofTrade and Industry)の2省が再編され、子ども・学校・家

庭省CDepar加 lentfor Children， Schools and Families)、刷新・大学・技能省(Departmentfor 

Innovation， Universities and Skills)、職業・企業経営・規制改革省 CDepartmentfor Business， 

Enterprise and Regulatory Reform)の3省となった。教育技能省が管轄していた科学技術や高

等教育は切り離され、教育や家庭を中心とした子どもを取り巻く環境に特化した「子ども・

学校・家庭省j が誕生したことは、特別支援教育関係者には肯定的に受け止められている。

2) 臼本への示唆

このようにイギリスでは政府及び地方行政において 子どもを取り巻く様々な部局が横

断的に対応できるしくみが構築されつつある。

一方、日本では縦割り行政の弊害がみられており、このことは、特別支援教育における

関係機関の連携の重要性が指摘されながらも、個別の教育支援計画の作成が進展していな

いことにも表れている。イギリスにおいても CAFについては試行錯誤の段階にあるが、そ

のモデ、ノレも提示されてきている (Tutt[2007a] ，80-85) 0 イギリスの CAFの形式や活用方法

を分析することは、今後の日本の特別支援教育システムの鍵となる個別の教育支援計画の

方向性を探る上で有益で、ある口

また、平成 20年改訂の「学校評価ガイドラインj で特別支援教育の事項が例示されてい

るが、その内容をみてみると、 「特別支援学校や特別支援学級と通常の学級の児童生徒と

の交流及び共同学習の状況j 、 「医療、福祉など関係機関との連携の状況j 、 「校内委員

会の設置」、 「特別支援教育コーディネーターの指名や校内研修の実施等J、 「特別支援

教育のための校内支援体制の整備の状況」、 「個別の指導計画や教育支援計画の作成の状

況j となっており、組織やしくみが評価の対象となっている。一方、イギリスの学校査察

では、 EveryChild Matters で示された 5つの視点に沿って、子ども自身の進歩が指標とな

っている。もちろん、子どもの成長を促すためには、組織やしくみの整備が必要不可欠で

あるが、評価の対象は子ども主体であるべきであろう O その意味で、イギリスの学校査察

において、部局横断的な教育の成果がどのようなかたちで評価されているのかを詳締に検
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討し、日本における学校評価に反映させていくことが重要となろう。

さらに、民主党のマニフェストには「子ども家庭省j や「子ども家庭局」の設置がうた

われている。実際、幼保一元化の問題をめぐり、文部科学省と厚生労働省の縦部り行政を

見直し、省庁を再編して「子ども家庭省j を新たに設ける構想、が示されている注4)。イギリ

スにおいて、 2007年の省庁再編によって「子ども・家定・学校省Jが誕生した組織改編と

類似する動きがある。日本における省庁再編の検討は、特別支援教育の問題に特イとするか

たちで出てきたわけではないが、特別支援教育の基本理念の一つで、ある横断型の行政組織

による対応という点で、特別支援教育をより一層推進する原動力となることが期待されよ

う。それ故、おり保一元化の問題に限定せず、特別支援教育の側からも省庁再編の在り方に

ついては提言していくべきであろう。

2 アメリカにおける縦の繋がり

1 ) 移行という概念

社会参加と自立を視野に入れた教育を行う上で重要となるのが、上述の I{I~別移行計酒j

という月3認に象徴されるように、 「移行Jとしづ概念である。その起源は 1950年代にまで

遡ることができ、当初は、 「キャリア (career)Jという用語が一般的であり、 「キャリア教

育jや「キャリア開発」といったかたちで、障害児者への教育にも取り入れられていった。

たとえば、 1976~三には、障害児カワンシノレ (The Council for Exceptional Children) の部会と

して、 「キャリア開発部」が設けられ、移行に関する取り組みが行われた。

前節で指摘した通tJ~ 1975年の全障害児教育法により、 IEPを通じて障害児に対する教

育が保障されることになったが、障害児者の学校卒業後の就労、地域での生活、社会参加

といった側面には課題が残されていた。

そのような中、 1983年に「全障害児教育法j が修正され (P.L.98-199)、障害生徒が移行

支援サービスを利用できるようにするために連邦基金が支出がされることになった。翌

1984年には、特別教育・リハビリテーションサービス烏長であったウィル(Will，M.)により、

中等教育段階から就労に向けての「橋渡しモデルj が示された。このモデルでは、サーピ

スのレベルに応じて 3つの経路が示されていた。

一方、ハルノ守一ン (Halpenl，A.SJは、ワイルのモデルは就労のみを強調しているとして、

3次元モデルを提示した。ハルパーンは、移行の概念を「生活の質 (Qualityof Life) Jの

観点からとらえ、移行サービスの主要な目的は、障害者が自分の地域で成人としてよりよ

く生活していけるように支援することであるとした。そして、住居環境、社会・対人関係

ネットワーク、就労という 3領域を提示した。 その後、ハノレバーンは、移行の 4つの支柱

として、 「学業スキノレJ I職業スキノレ社会スキノレ自立生活スキノレj を提唱してい

る(Halpern[ 1993] )。

また、上記の障害児カウンシノレの部会名も 1993年に「キャリア開発・移行部Jと変更さ

れ、同部は移行について、 「移行とは、生徒として行動することから、地域における独立

した成人の役割を担うことへと立場を変えることを第一に意味する。その役割には、就労、
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高等教育への参加、家庭生活の維持、地域に適切に関わること、満足のいく対人的・社会

的関係を経験することを含んでいるJ(Halpem [ 1993] )と指檎している。

こうして、移行サーピスは成人としてのあらゆる領域に焦点を当てるべきであるという

基本的な考え方が形成されていった。

2) 移行サービスを支える特別教膏に関する法令

( 1) r全障害児教育法Jから現行法まで

「全障害児教育法jは数次の修正を経て現在に至っている。まず、 1986年の修正 (PL99-457)

では、 0-2歳の障害児にもサービスを提供すること、また、 3づ歳の就学前の障害児にも学

齢児と伺等のサービスを提供することが義務づけられた。さらに、 3歳未満の障害児とそ

の家族のために倍別家族サービス計画(IndividualizedFamily Service Plan:IFSP )の作成が義

務づけられた。こうして、 1980年代には、就学前教育から学校教育段階への移行に関する

サービスが強化されていった。

一方、卒業後については、上述の 1983年の修正法で移行サービスに関する連邦政府の資

金提供が規定された意義は大きかったが、本格的な施策が開始されるのは 1990年の修正法

からであるD この修正では、法律名が「障害者教育法JOndividuals with Disabilities Education 

Act ，PLI01-476)と改められ、 IEPの中「倍男IJ移行計画(IndividualizedTransition Plan 以

下ITPと略称)を 16歳までに組み込み、社会への参加と自立に向けーた教育が行なわれなけ

ればならなくなった。汀Pの重要性は、 i司法が「移行法j とも呼ばれていることからも十分

に察知することができる。同法では、移行サービスは、地域の中で、学校とその他のサー

ピス提供者との調整・連携によって与えられなければならないとされた。

続いて、 1997年の修正法(P.L.I05-17)では、 ITPの作成の期限が 14歳に引き下げられ、

より平くから、卒業後を見据えた計画が作成されることになった。また、 ITPの中に、関連

サービスを組み込むことが規定された。現在、この関連サービスの内容は、 「オージオロジ

ー」、 fカウンセリング・サービス」、 f早期発見・評価j 、 「医学サービスJ、 「作業

療法J、 「歩行訓練サービス」、 「保護者のカウンセリングと訓練j 、 「理学療法」、 f心

理学的サービスj 、 「余暇」、 「リハビリテーション・カウンセリングサービスj 、 「学

校保健サービスJ、 f学校でのソーシヤルワークサービスJ、 「言語病理学j 、 「移動j 、

「補助テクノロジ一機器とサービスJ (1997年修正法で導入)と多岐にわたっており、障

害生徒の社会参加と自立に大きく寄与するものとして学校教育において重要な位置を占め

ている O

さらに、 1997年の修正法により、通常カリキュラムへのアクセスが強調され、 IEP会議

に通常教育の教師が参加しなければならなくなった。加えて、本人が成人年齢(州によっ

て異なるが多くは 18歳)に達する 1年前までに、保護者の権利が障害生徒本人に移ること

を IEPに記さなければならなくなり、本人の主体性を重視するようになった点も重要であ

る。
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( 2) r2004年緯害者教膏改善法Jにおける規定

1997年の「障害者教育法修正j は、 2004年に「障害者教育改善法 CIndividualswith 

Disabi1ities Education Improvement Act) と改称され、現行のシステムはi司法の規定に基づい

ている。 I司法は「移行j についても重要な改正を行っており、第 602条で「移行サービスJ

の定義を次の通りに示している。

「移行サーピスJという用語は、障害児に対する一連の調整された活動を意味し、

(A)結果指向フ。ロセスにおいて計画され、学校から卒業後の活動への生徒の移動を保すために、学業や機

能的な達成の伸張に焦点を当てたものである。卒業後の活動とは、高等教育、職業教育、統合された場で

の就労(援助付き就労を含む)、継続・成人教育、成人サービス、自立生活、地域参加を指す。

(B)生徒の長所、好み、際心を考慮に入れた、個々の生徒のニーズに基づ、くものである。

(C)教育的指導、関連サーピス、地域での経験、就労やその他の卒業後の成人生活の自襟の開発、適切で

ある場合は日常生活スキノレの獲得、機能的職業評価を含んでいる。

まず、 「一連の調整された活動j とは、学校や様々な関係機関及びその他の支援システ

ムの間の協働を意味しており、横断的な連携による移行支援の必要性が指摘されている。

また「結果指向プロセス (result同 orientedprocess)が強調されており、卒業後の結果(成

人像)を踏まえた上で、学校教育段階での学業や機能面の技能を向上を促すことに焦点が

当てられている。ここでの機能とは、家庭や地域において可能な限り自立した生活を送る

ための生活上のスキルを意味している。

さらに個々の生徒の移行のニーズを検討する際に「生徒の長所、好み、関心を考慮に入

れるJとされており、本人の長所を重視し、長所を伸展させることに重点が置かれている口

この規定と関連して、移行に関する指導においては「本人主体」、 「自己決定」、 fセノレ

ブ・アドグォカシーj といった点が重視されている。

その他、第 614条では、 IEPの中に高校卒業後における移行の目標を含めるよう規定して

いる。また、その目標は、訓練、教育、就労、及び自立生活スキノレに関する年齢相応の移

行評価に基づいており、部定可能な内容でなければならないとされている。すなわち、抽

象的ではなく、具体的・客観的な記述が求められているのである。

一方、 2004年法において ITP作成の年限を再度 16歳に引き上げた。その理由としては、

移行にi捺しては「・・・・・・…・生徒は自分自身の生活(人生)を方向付け、一連の地域に根ざし

たサービス提供者や 連邦・州・地方の各種プログラムを活用しなければならない。多く

の障害生徒にとって このことに向けて棺当前から準備することはかなり難しい課題であ

り、準備に向けての十分な時間を与えることが必要であるJ(~ocker[2007J17-19) といった

点が挙げられており、上記の本人主体や自己決定を考慮している点が看取される。また、

ナトiや学校が 16歳以前に移行サービスを開始するのを妨げるものではなく、できるだけ早期

に開始することが奨励されている。
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最後に、 2004年の修正法では、生徒が高等学校を卒業する際、学校は生徒の到達度と移

行のニーズについての要約を提供しなければならないとされた。この文書は fパーフォー

マンスの概要 (Summaryof Perfor立lance:SOP)Jと呼ばれており、生徒の卒業後についても学

校側に一定の責任があることが示されている。

3) 教育以外の移行に関する法令

アメリカでは特別教育鑓係の法令だけではなく、 Table2に示す通りその他の関連分野の

法令と相互に関連を保ちながら、障害者の社会参加と自立を支援してきた。以下では、そ

の主要な法令について述べる。

Table 2 移行に関する主要法令の変遷

1963年職業教育法 (P.L.88-210)
1968年職業教育法修正 (P.L.90-576)
1973年 リハビリテーション法(P.L.93-112)
1973年総合的就労・訓練法
1975年全障害児教育法 (P.L. 94-142) 
1976年職業教育法修正 TitleII (P.L.94-482) 
1982年職業訓練パートナーシップ法 (P.L.97-300)
1984年 ノ号ーキンス職業教育法 (p.L.98-524) 
1986年障害者教育法修正(P.L.99-457) 
1986年 リハビリテーション法修正 (P.L.99-506)
1990年障害者教育法(P.L.l01-476) 
1990年障害者差別禁止法 (p.L.1 0 1-336) 
1990年 ノ号ーキンス職業・応用テクノロジー教育法 (P.L.IOl-392)
1992年 リハビリテーション法修正 (P.L.l02-569) 
1994年 アメリカ教育法:2000年目標 (P.L.103-227)
1994年学校一労働機会法 (P.L.103-239)
1997年 樟害者教育法修正 (P.L.105-17)
1998年 ジハピリテーション法修正 (P.L.105-220)
1998年 ノミーキンス職業・応用テクノロジー教育法修正 (p.L.1 05-332) 
2001年 一人も落ちこぼれを出さないための法律 (P.L.I0下110)
2004年障害者教育改善法(P.L.108-446)

* TestラAspel，andEverson (2006) p.12を元に筆者が加筆修正した。

( 1) 1973年リハビ 1)テーション法CP.L. 93-112) 

1920年代から 70年代初めまで、数度の修正を経ながらも半世紀以上にもわたって続けら

れてきた「職業リハビリテーション法j は、障害者の訓練と就職に主眼を置くものであっ

た。しかし、 1970年代に入ると、従来、同法の対象とならなかった障害者、すなわち職業

的自立が困難な重度障害者への援助の必要性を訴える声が強まっていった。これらを背景

に成立したのが 1973年リハビリテーション法であり、この法律では、 「職業j だけではな

く「自立生活Jを重視しているのが大きな特徴である。

また、同法の第 504条により、教育も含めて連邦政府の財政援助を受けている機関にお

いて、障害を理由とした差別を行うことを禁止した。 1964年の「公民権法j では、性、宗

教、人種、皮膚の色、出身国による差別は禁止したが、障害による差別の禁止については

明記されていなかった。その意味で、第 504条は、障害者の公民権法的な役割を果たすこ

とになった。

また、同法は、個別リハビリテーション計画 (Individua1izedWritten Rehabilitation 
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Plan:IWRP )の作成を求めた。 1¥¥改Pには、長期のリハビリテーション目標、リハビリテー

ションのタイプ、サービス提供の期日、評価手続きが記されなければならないとされ、内

容的にみて、 1975年の全障害児教育法における IEPの先駆ともいえるものである。

さらに、(1)障害者の地域社会での生活を認め、就労と同様に臼常生活における支援を得

ることが重要であること、 (2)障害者が受けるサービスの内容及びサービスの与えられ方に

対しては第一に樟害者本人がコントロールすべきであること、(3)州のりハピリテーショ

ン・プログラムに対して、最重度の障害がある者に優先を与えること、などが示され、こ

れらの諸点はその後の樟害者の社会参加と自立を促進する関連法令の基盤を形成するもの

となった。

C 2) 1986年リハビリテーション法修正 CP.L. 99-506) 

同法の主要な点は、州、!の職業リハビリテーション・プログラムの中に援助付き就労

(supported employment) を含め、そのために特別な資金が提供されるようになったことで

ある。援助付き就労サービスの開始により、全国にわたって、学校システム内で地域に根

ざした就労訓練プログラムを確立することが促進された。また、同法では、各州に学校か

ら職場へ移行する者の計画作成を旬、ト!のプランj に加えるように要請し、円滑な移行を目

指した点も重要である。また、第 508条で「電子機器へのアクセシピリティー」に関する

指針が示され、障害を補償するテクノロジーを媒介として、百常生活、就労、余暇など様々

な社会活動に参加で、きる機会が拡大されることになった。この意味で、 1997年障害者教育

法修正で関連サービスの中に導入された補助テクノロジーに (assitivetechnology)に繋がる

規定ともいえる。

C 3) 1990年障害差別禁止法 CAmerican w i th D i sab i I i t i es Act CADA): P. L. 101-336) 

1973年リハビリテーション法第 504条において規定された差別の禁止の対象は、連邦政

府の財政援助を受けている機関に限定されていた。本法では、これを私的機関を含むあら

ゆるサービスに拡大し、(1)就労、 (2)交通輸送機関、(3)あらゆる公共施設、における差別

の禁止を明記した。さらに、聴覚障害者と言語障害者が、他の人と TD D (Telecommunication 

Device for the Deafうを介して、 24持i問、通常の普通電話料金で、通訳サービスを受けられる

ようになった。このように ADAにより、障害者が社会生活全般において差別を受けること

なく生活するための法的基盤が整備されたことは、障害者の卒業後の社会生活への移行を

円滑化する上で大きな意義があった。

C 4) 1: 9~l'2年りハビリテーション法修正 (P. L. 102守 569)

本法では"IEPと個別リハビリテーション討?函 (IWRP)の関連性を保障しなければならな

いとされ、異なる分野の計画の関連性が強調されている。これにより、学校システムと職

業リハビリテーション・プログラムの機関関の障壁が取り除かれ、移行サービスの進展が

促進された。加えて、重度障害者への優先権を強化すると共に、地域に根ざしたリハピリ

テーションを強調Lた意義も大きかった。

また、従来は、予ハピヲテ←ションを受ける資格は、リハピリテーション関係者の評価
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に基づくものであったが、同法により、本人、家族、権利擁護者、教育関係者の評価デー

タも活用されることになった。つまり、中等教育段階の教師のりハビリテーション分野に

関与する可能性と責任が拡大した。

( 5) 1998年リハビリテーション法修正 (P.L. 1 05-222) 

地方、州、及び連邦レベルで、の就労フ。ログラムと訓練プログラムの統合を目指したもの

である。本法により、 IWRPが、 「倍J31j就労計画 CIndividualizedPlan fo1' Employment) :IPEJ 

に改称され、これ以降、 IEP と IPE の~連が重要視されることになった。また、障害者がリ

ハビリテーション・プロセスを通じて、 「十分な情報に基づく選択j を行う権利が規定さ

れたことは、障害児の自己決定の促進につながった。

(6 )パーキンス職業教育法 (1984[P.L98-524]， 1990[~L. 101-392]， 1998[~ し 105-332])

1984年法では、連邦資金を受けているすべてのプログラムに障害者が参加する権利があ

ることを認めた。さらに、職業教育プログラム活動は最少制約環境で提供され、適切な場

合は常に IEPの中に職業教育サービスが含められるべきであると規定し、学校教育と職業

教育との連接の必要性を示した。 19901:j三修正法では資金が増加され、また、 1998年修正法

では資金の運用方法の多くを地域の学校システムに委ねた。その一方で学校に対しては、

学業成績と職業の成績を潔連づけ、明確に説明する責任が義務づけられた。

( 7) 1982年職業訓練パートナーシップ法 (P.L. 97-300) 

本法は、 1973年の「総合的就労・訓練法j に代わるものである。 1973年の法律では、都

市部の経済的に恵まれない者に対して、職業訓練を提供することを呂的としていた。 1982

年の法律では、就労に対する大きな障壁に直面している者に対しでも職業訓練プログラム

を提供することを認め、その対象に障害者が含まれることになった。本法により、中等教

育段階にある障害生徒及び卒業生が本法におけるプログラムに参加できることになった。

( 8 )一人も落ちこぼれを出さないための法律 (P.L. 107-110) 

本法では、障害児も含めてすべての生徒に対して、中等教育からの移行を支援を行うた

めに機関横断的な方略的計画や協働を求めた。また、翌 2002年には特別教育に焦点を当て

た学力向上に関する大統領委員会が報告書を提出し、その中で P.L.I07-110に基づいて、障

害児に対する移行サーピスをより一層調整するように求められた。これ以降、連邦各機関

の連携協働が従来にもまして促されることになり、上述の 2004年障害者教育改善法につな

がることになった。

4) 日本への示唆

上述の点を踏まえて、日本の特別支援教育において移行のシステムを検討する際、考慮、

すべき点を述べる。

( 1) 教育以外の関連領域との繋がり

IEPの中に関連サービスの記述が義務づけられているように、教育以外のニーズに学校教

育段階から対応できるようになっており、卒業後の社会生活を充実させることにつながる

内容が含まれている。また、教育とリハピリテーションなどの関係法令において、互いの
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連携や相互補完が可能となるような規定が整備されている。

( 2) 本人主体の ITPの作成

ITPの作成に際して、本人の長所、好み、を考慮すべきことが法令に明記されており、本

人の主体性が重視されている。そのi擦には自己決定やセルフ・アドヴォカシーといった観

点が重視されている。実際、障害の種類に関係なく、自己決定ができている障害者は就労

や自立生活など多くの領域で 卒業後の生活が豊かであるとされており

(Wehmeyer&Palmer [2003] )、本人主体は ITP作成時に最優先で考慮されている。

(3) 生活全般にわたる移行支援

法令上、移行の領域は、 2004年障害者教育改善法の第 602条に規定されている「高等教

育職業教育就労継続教育・ 成人教育成人サービス自立生活地域

参加j の7つで、あるが、 ITPの中で取り上げられている内容は州によって異なり、多岐にわ

たっている。内容的には、この 7領域の下位に位置づけられる内容や、 7領域を横断する

内容であるものが多い。たとえば、 「金銭管理j 、 「健康J、 「移動j 、 「余暇j 、 「自

己決定/権利擁護j 、 「対人関係・社会性」などが取り上げられており、第 3節で述べた移

行の概念と合致するかたちで生活全般にわたる内容が対象とされている。

(4 ) 具体的な卒業後の自様(成人像)に基づく学校教育での実践

ITPの作成に際しては、結果指向プロセスが重視されている D すなわち、卒業後の各移行

領域における個々の生徒の自標像・達成像を描いた上での指導が重要視されている。また、

その|擦には、測定可能な自標であることが法的に求められており、また、その自擦は実現

可能な内容でなければならないとされている O 目標が高すぎても、低すぎても、障害生徒

にとってはマイナスとなり、特別教育担当教員の力量として、個々の生徒の卒業後の呂標・

成人像をいかに的確に描けるかが陪われている。

( 5) 社会参加と自立を視野に入れた早期からのカリキュラム編成

ITPの開始の法令上の義務は 16歳からとなっているが、それ以前に開始することは問題

はなく、むしろ推奨されている口特に、低年齢の時期から、学業上の課題を将来の生活と

関連づけながら、指導を展開してし¥く必要性が提起されている。

( 6) 地域に根ざした移行支援

上記 4)において、生徒の卒業後の自標(成人像)に基づいた指導の必要性に触れたが、

その目標は一般的なものであってはならない。なぜならば生徒が生活する場は異なり、地

域の実i育を踏まえたよで、生徒の将来像・成人像を播き、それとの関連での指導が行われ

ることが重要であるからである。たとえば、アメリカでは ITPの作成に際して、地域の職

業訓練の専門家が関与している。このように移行を視野に入れた指導内容は、一般的・平

均的な活動ではなく、生活基盤を踏まえることが必要である点が強く認識されている。

(7 ) 生徒の卒業後の生活に対する学校の棄任の明確化

2004年法で規定された SOPにみられるように、学校側は単に生徒を卒業させるだけでは

不十分であり、卒業後に対しても明確な素任を持つことが求められている。
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(8 ) 通常教育を踏まえた移行サービス

将来の社会参加と自立を充実させるためには、同年齢の健常児と共に学校教育を受ける

ことが重要である。 1997年障害者教育法修正で通常のカリキュラムへのアクセスの保障が

明記されており、 ITPも通常教育と遊離しないように配慮されている。

V イギリスにおけるインクルーシブ教育の展開と実情

インクルーシブ教育という用語は、 1990年代にそれ以前のインテグレーションに代わっ

て、徐々に使用されるようになってきた。インクルーシブナ教育は差違や多様性の尊重を基

調とする一方で、 1980年代はアメリカのレーガン政権やイギリスのサッチャ一政権におけ

る教育施策にみられるように、市場原理による学校改革が進められ、競争原理が導入され

ることにより、特別な教育的ニーズがある子どもの教育が危ぶまれた時代でもあった。

しかし、 1990年代にはイギリスにおいて保守党政権から労働党政権への移行に伴い、新

自由主義からいわゆる「第三の道jへの政策転換がなされている。こうした流れは、小泉政

権以降の自民党政権から 2009年の民主党政権への移行と符節を合わせる点が認められる。

ここでは、イギリスにおけるインクルーシブ教育の展開、実情、課題を分析することを通

じて、日本におけるインクルーシブ教育の方向性を検討する。

1 r1981年教膏法J以降におけるインテグレーションの展開

1978年の fウォーノック報告j の提言を受けて成立した r1981年教育法 (Education

Act 1981) [以下、 r81年法」と略称する)では、インテグレーションに関しては、第 2条

において、以下の条件が満たされれば、判定書が作成されている子どもに対して通常学校

における教育を保障することが地方教育当局の義務であるとされた。その条件とは、子ど

もの親の意見が考慮されていること及び、子どもの通常学校での教育が、 (a)子どもが必要

とする特別な教育的対応を受けられること、 ( b )一緒に教育を受ける子どもへの効果的

な教育の提供、 (c)財源の有効な活用、と両立することで、あった。こうしてインテグレーシ

ョンの原則が法的に明確に位置づけられた。

一方、サッチャ一政権下において、 1988年に戦後の教育制度の枠組み全体を根本的に変

革する r1988年教育改革法 (EducationReform Act 1988) [以下「改革法Jと略称する]が

成立し、同法は、インテグレーションの展開に対しでも大きな影響を及ぼすことになった。

改革法の自的は、第一に教育界に競争原理を導入し、学校を市場化しようという点であり、

第二に教育における中央集権化を進めようという点にあったD 特別教育関係者は、こうし

た施策によって学校の序列化が生じ、その結果、 SENがある子どもは序列化された学校体

系の末端に追いやられ、最終的にはインテグレーションが後退してしまう、といった点を

指摘していた。このように、特別支援教育関係者は「改革法」に対して否定的な見方をす

る傾向が強かった (Willey[1989 ]ラ136-138，Harris and Eden[2000Jぷ1) 0 

「改革法Jの実施により、関係者の特別教育に対する不安が高まる中で、 1992年に、 r81 

年法J施行以降の特別教育の実態を分析した 2つの報告書 (AuditCommissionIHMI 

ro 
ヴ

i



[1992a] [1992b]) が出されている。これを受けて、立~ 1-1)で指摘した通り、その後の

問題点を克服し、 i81年法jの理念、を実現するために、 11993年教育法J (以下 193年法j

と略称する)においてはl年法」は修正され、 193年法」の第 3部に「特別な教育的ニー

ズがある子どもj というタイトルの下で、新しい規定がなされることになった。 193年法J

第3部における最も重要な改正点は、 181年法」では具体的な実施方針が明確にされてい

なかったのに対し、具体的な施策を明示する「実施規則(コード・オブ・プラクティッス)J 

の公布についての規定がなされたことであった。なお、 193年法j 第 3部は、 11996年教

育法J (以下、 r96年法Jと略称する)の制定により i司法の第4部に移行しているが、そ

の基本的枠組みは変わっていなし ¥D インテグレーションに関わる具体的な規定は第 316条

( 193年法j では第 160条に該当)で扱われており、以下のように記されている。

r (1) ・ー・・・・・・・・・以 Fの 第 (2)節の条件が満たされている場合は、親の希望に反しなければ、子どもは

特別学校以外の学校で教育されなければならない。

( 2 )その条件とは、特別学校以外の学校でその子どもを教育することが、

(a)子どもの学習困難に必要な特別な教育的対応を子どもが受けられること

(b)その子どもと一緒に教育を受けることになる子どもに効果的な教育を提供すること

(c)財源の効果的な活用

と両立するということである。」

このように、 i96年法j においても、 181年法j におけるインテグレーションを実施す

る際の条件が引き継がれるかたちで明示されていた。

2 労働党政権におけるインクルーシブ教育の施策

イギリスの 1980年代以降の教育政策は、保守党政権下におけるものであったが、 1997年

に政権がブレアの率いる労働党に移った。労働党は政権につくと、同年 7月に、すべての

子どもの教育水準の向上を意図した白書「学校における学力向上J(D伍E[1997a]) を公表

した。その内、特に SENがある子どもを対象とした施策を示した緑喜「すべての子どもの

ための学力向上 :SENを満たすJ(DfEE [1997b])が向年 10月に出されている。縁書では、

2002年までに実現を目指す 8つの柱について具体的に提示しており、その中の一つに「イ

ンクノレージョンの促進j を掲げ、政府文書として初めてインクノレージョンという用語が明

示されることになった。そして、インクルージョンに関する具体的な目標を示した

(DfEE [1997b]，9) 0 

また、 [インクルージョンの促進Jと題する第4章では、サラマンカ声明を支持するこ

とを表明し (DfAE[199ワb]，44)、より一層のインクルージョンの進展に対する政府の関与を

強調した。そこではw インクルージョンについて、 「インクノレージョンはプロセスであり、

函定した状態ではない。インクルージョンが意味することは、 SENがある子どもが可能な

限り通常学校で教育を受けるべきであるということだけでなく、カリキュラムや学校生活
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において仲間と一緒に十分に活動すべきであるということであるJ (DfEE[1997b]，49) と

されていた。

政府は、関係者や関係機関からの緑書に対する意見を受けて、 1998年に SENに関する行

動計画 (DfEE[1998])を示した。その序文の冒頭で、教育雇用省大臣のブランケット

(Blu出 ett，D.) は、 「特別なニーズがある子どもの教育は、国家の重要な課題である。完全

にインクルーシブな社会、すなわち、すべての構成員が自らの貢献に対して自らを価値あ

る者とみなす社会の構築が重要であるJ (D毘E[l998]，2) と指摘し、インクノレージョンの

促進が重要な国家目標であることを示した。

その一方で、 「ある子どもにとっては、メインストリームの場は正しくなし1かもしれな

い。それ故、我々は、専門的な対応ーそれは、常にというわけではないが、多くの場合、

特別学校におけーるものであるがーが重要な役割を果たし続けると確信している j

(DfEE [1998Jユ3)とあるように、すべての SENがある子どもに対してインクルージョンを

求めているわけではなく、特別学校の存在を否定しているわけではない。むしろ、 「我々

の呂的は、子どもができるだけ多くの時間をメインストリームの場で過ごすということが

当たり前の前提となるような、地域におけるインクルーシブな教育システムを作ることで

ある。そこでは、特別学校(または、その他の専門的な対応)がふさわしい子どもに対し

ては、近隣の通常学校と密接なリンクがあるのである。・・・・・・我々は、地域の(教育)提供

パターンをより一層統合し、インクルージョンを最大限に実現するために、特別学校と通

常学校の教職員がより密接に活動することを促すつもりであるo J (DfEE [1998J ，23) とい

う指摘にみられるように、特別学校をインクノレーシブ教育を推進するための重要な機関と

して認識していることがわかる口

3 r2001年特別な教育的ニーズ温樟害法Jにおけるインクルーシブ教育

行動計画で、示された法令の修正は、 i2001年特別な教育的ニーズ・障害法 (Special

Educational Needs and Disability Act 2001) [以下、 i2001年法Jと略称する]で実現すること

となった。 i2001年法Jでは、インクノレーシブ教育を記した i96年法j 第 316条を以下の

通り修正すると共に、第 316A条を加えた。

第 316条 通常学校で SENがある子どもを教育する義務

(1)本条は学校で教育されるべき SENがある子どもに適用される。

(2)第 324条における判定書が作成されていない子どもの場合は、通常学校で教育されなければならない。

(3)第 324条における判定書が作成されている子どもの場合は、

(a)親の意向、または (b)他の子どもへの効果的な教育の提供、

と矛盾しない限り、通常学校で教育されなければならない。

まず、第 316条では、判定書が作成されていない子どもと作成されている子どもの場合

に分け、前者については、通常学校で教育を受けるべきであることを明記した(第(2)節)0 
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そして、後者については、親の希望と他の子どもへの効果的な教育の提供と矛盾しない限

り、通常学校で教育されなければならないとした(第(3)節)。つまり、親がインクルーシ

ブな教育の場を希望しない場合は、地方教育当局には通常学校での教育を提供する必要が

ないことになり、親に認められている学校選択権は幅広いものであることがわかる。一方、

「他の子どもへの効果的な教育の提供」の条件が適用できるのは、その学校に関して、地

方教育当局が(他の地方教育当局も含めて)、その矛盾を回避するために採ることができ

る適切な手段がないことを示した場合に限るとされた(第 316A条第(3)節 (b)項) 0 すなわ

ち、地方教育当局への説明責任が明記され、インクルーシブ教育不履行の際の条件の適用

が制限されることになった。

このように、インクルーシブ教育実施の条件としては、親の希望と他の子どもへの効果

的な教育の提供という 2条件が示されることになった。従来は、これに加えて、子どもが

必要とする特別な教育的対応を受けられることと、財源の有効な活用という 2条件が付加

されていた。その意味で、インクノレーシブ教育の実施条件の内の 2つが削除されたことは、

インクルーシブ教育を推進するものとして評価できるものでもあった。

4 インクルーシブ教育の実態

ここまで、政府文書や法令におけるインクノレーシブ教育に関する施策をみてきたが、実

際のインクノレーシブ〉教育の状況はし¥かなるものであったであろうか。

インクルーシブ教育研究センターの調査 (Rusterrnier& Vaughan [2005J)によると、 2002

年、 2003年、 2004年において、特別学校等の分離された場で教育されている子どもの数は、

それぞれ、 103，721人、 103，683人、 101，612人と多少減少している。しかし、全児童生徒数

の比率からみると、 0.84%、0.84%、0.82%となっており、インクルーシブ教育の顕著な傾

向はみられていない口また、インクルーシブ教育の実態は地方教育当局によってかなり異

なっていた。 2004年における特別学校等の分離された湯で教育を受けている子どもの比率

でみてみると、 Newham(0.06%) ，Rutland (0.23%) ，Nortinghamshire (0.45%)，Nottingham (0.47%)， 

Cumbria (0.49%)の比率が低く、インクノレーシブ教育が進展していることがうかがえる。一

方、特別学校への在籍率が高い地域としては、 SouthTyneside (1.46%)川lirral(1.34%) ，Halton 

(1.32%) ，Knowsley (1.32%)， Stoke同 011-Trent (1.23%) ， BiI羽ingham(1.21 %) ，Lewishaw (1.21 %) 

が挙げられ、かなりの地域差が認められる (Rusterrnier& Vaughan[2005J ，9-10)。

また、全体的にみると、 148の地方教育当局の内、特別学校在籍率が減少したのが 91、

増加したのが錦、変化無しが 9であり、約 3分の lの地方教育当局で分離が進行している

ことが指摘されている (Rusterrnier& Vaughan[2005Jぶ)0

また、教育基準局の報告 (Ofsted[200417) でも、インクノレーシブ教育について「通常学

校に在籍する判定蓄を有する子どもの比率はあまり変わっていなしリ、 「インクノレージョ

ンの潜在的な利点についての認識は高まっているが、その認識は一様ではない。すべての

学校が必ずしもその意義を評価しているわけではなしリ、 「行動上の罰難がある子どもの

受け入れが、最も函難な問題のままである」、 rSENCOと地方教育当局サービスによる効
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果的な活動により、職員の意識が高まっているが、態度と実践の進展は還しリ、

f通常学校と特別学校のパートナーシップは開発されていなしリといった指摘がなされて

おり、必ずしも、インクルーシブ教育が順調に進展しているわけではない状況が示されて

いた。

5 インクルーシブ教膏への見直し

1970年代以降、政府の諸文書や法令において、インクルーシブ教育の促進が明示されて

きてはいるが、実際の統計データにおいては、イギリス全体でインクルーシブ教育が進展

しているとはいえない状況にあることが明らかにされた。また、上述の通り、政府の総書;

と行動計画の両者が「インクノレージョンとは国定した状態ではなく、プロセスであるj と

し、かつ政府のガイダンスにおいても「インクルージョンとは、子どもをインクルードす

るために、学校、地方教育当局及びその他の機関が文化、政策及び実践を展開するプロセ

スであるJ (DfES[2001b]，2) としているように、イギリスでは政府として特定のインクル

ーシブ教育の状態像を示しおらず、そのため、インクルーシブ教育の実態についてはかな

りの地域差がみられることが指摘された。

また、特別学校の存在が否定されてはいるわけではなく、むしろ特別学校がインクルー

シブ教育を進展させるために重要な機能を果たす存在として認識されていることがうかが

われた。この特別学校とインクノレーシブ?教育の関係については、 r2001年法j に従って示

された政府のガイダンスの中の「インクルージョンとは、・‘・・・・・・・・・・通常学校と特別学校等

が協調して、お互いを支えあい、 SENがある子どもを支援することを強化するものである。 J

(DfES [2001 bJ ，para.8) といった記述に象徴されている口このように、現段階におけるイギ

リスのインクノレーシブ、教育は、特別学校やエクスクルージョンを否定するものではなく、

むしろ、これらの制度的存在を前提としたものであるといえる。

一方、 1990年代にインクルーシブ教育の推進が唱えられて以降、特別学校が減少してお

り、 1997年には 1，171校であったが、 2005年は 1，049校となり、 1害iJ減となっている。近

年、こうした傾向を懸念する声が上がってきている。たとえば、現在のイギリスの SENが

ある子どもに対する教育を方向付けたウォーノック (Warnock，M.)自身、インクノレーシブ教

育に対する見直しを提起し、 r r伺じ屋根の下にJすべての子どもをインクルードすると

いう単純な考え方ではなく、最善の状態で学習することができる場合、すべての子どもを

共通の学習体験の中にインクルードするという考え方を検討すべきである j

(Wamock [2005J， 13)と述べている。 また、ウォーノックは、通常学校で疎外感(エクスク

ノレージョン)に悩んで、いる SENがある子どもの問題に目を向け、 「インクノレージョンをい

う概念は、帰属の感情を含んでいなければならない。なぜならば、そのような感清が、学

習の成功にとっても、より一般的な幸福にとっても不可欠であると思われるからであるJ

(Wamock[2005J ，13)とも指摘し、教育環境のみならず当事者の心情にも配慮、すべきであると

している。教育基準局も「学習困難の障害がある子どもの最善の結果を決める際、最も重

要な要因となるのは、対応の形式ではなく質であるJ(Ofeted [2006Jヱ)と指摘している。
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このようなインクルーシブ教育に対する見直しが議論される中、政府の見解にも変容が

みられる O 当初、特別学校で教育される子どもの比率は低下すべきであるJ(DfES [2004 J ) 37) 

としていたが、 「特別学校を閉鎖する施策は採っていなしリ、 「特別学校は継続的に重要

な役割を果たす」、 「柔軟な対応の連続体 (af1exible continuum of provision) Jという考え

に基づいて将来の施策を考えている (House of Commons Education and Skills 

Committee [2006J 25間 27，DfES(2006) 25ω26 )という見解に転換じている O この「連続体j の

中には、特別学校も位置づけられており、多様な場での教育が想定されているといえる。

6 日本への示唆

イギリスではサッチャ一政権下で成立した「改革法j により、教育界に競争原理が導入

され、インクルーシブ教育の推進という点からみると関係者からの危J俣の声が大きかった0

1997年に労働党政権に移行して以降、政府の諸文書にインクノレーシブ教育の推進が明示さ

れるようになり、特別学校も減少傾向を示し始めた。しかし、教育の質という点からの見

直しも提起され、教育の場を「柔軟な連続体」として捉え、教育の場を通常学校に限定せ

ず、特別支援学校も含めて多様な教育の場を前提とするシステムとなっている。

イギリスでは特別学校が減少したが、それに対する反省の声が強まっている。日本にお

いては、全体的に少子化傾向にあるにもかかわらず、特別支援学校、特別支援学級、通級

指導教室で教育を受けている児童生徒数が増加しており、教室不足への対応に追われてい

る地域も多い。ここには、特殊教育時代に培ってきた教育実践の蓄積や専門性に対する評

価が反映されているともいえよう。

イギリスのインクノレーシブ教育の経緯をみると、日本が特別支援学校にセンター的機能

を付し、地域の特別支援教育推進の核となるように期待していることは妥当な施策であっ

たといえる。特別支援学校のセンター約機能を活用し、子どもが受ける教育の質を考慮し

たインクルーシブ教育の実施が求められよう。

羽 特別支援教育における保護者の権利保輝

日本では平成 19(2007)年度より、学校教育法施行令第 18条の 2が改正され，就学に関

して保護者の意見聴取義務が明記された。この規定は、就学指導における保護者の権利保

障という点で大きな意味を持つ。しかし、この規定は、特別支援学校への就学を通知する

場合と認定就学者として小・中学校に就学させる場合に限定されているという点、換言す

れば、学校教育法施行令第 22条の 3に示された特別支援学校への就学基準に該当しない場

合は当てはまらないという点で不十分である口また、諸外国に比べて実質的なシステムが

不完全である点は否めない。例えば、イギリスでは保護者の不服申し立て制度が確立し、

独立した第三者機関がこのシステムを運用している。そこで、本節では、イギリスにおけ

る保護者の不服申し立て制度を分析することを通じて、日本の特別支援教育システムにお

いて参考となる点を採る。
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1 保護者の不服申し立て制度の展開

イギリスでは「ウォーノック報告j の提言に基づいて成立した 11981年教育法Jにおい

て保護者の不服申し立て制度が導入された。不服申し立て制度は 2つに大見りされる。第一

は、第 5条に基づく不服申し立てであり、これは、当局が評価を実施した後、判定書を作

成しないと決定した場合に大臣に対してなされる不服申し立てである。第二は、第 8条に

基づくもので、作成された判定書又は修正された判定書に対する不服申し立てである。こ

の場合は、 2段階のプロセスがあり、保護者は判定書の内容に不満である場合は、まず初

めに、不服審査委員会に不服申し立てを行い、その結果にも満足しない場合は大臣に不服

申し立てを行うことになる。

こうして 181年法Jによって、不服審査委員会と大臣への保護者の不服申し立て制度が

導入されたのは大きな前進であったが、この制度にはいくつかの部題点が内包されていた。

まず第一は、不服審査委員会に関する問題である D この不服審査委員会は、 11980 1:j三教

育法J (以下、 180年法Jと略称する)によって設寵された委員会で、通常の教育におけ

る保護者の不服申し立てを処理する機関であった。つまり、特別な教育的ニーズをめぐる

問題も、通常の教育における問題と一括して処理されたのである。特別な教育的ニーズに

関する申し立ての場合には、 3、5、7人のいずれかで、構成される委員の内、少なくとも

1名は、特別な教育的ニーズに関する知識をもっ学識経験者を含まなければならないとさ

れている D しかし、不服審査委員会は、特別な教育的ニーズをめぐる問題を専門的に扱う

機関ではないという点で、大きな制約があったのである。

また、 180年法Jと 181年法Jにおける不服申し立ての聞には、不服審査委員会の権限

において大きな隔たりが認められていた。 180年法Jにおいては、不服審査委員会の決定

が当局を拘束するものであるのに対して、 181年法j の下では、不服審査委員会は、 (a)判

定書に記された特別な教育措置を追認するか、 (b)不服審査委員会の所見を考慮して再審査

するように当局に伝えることができるだけであり、当局に対して強制力のある決定を下す

ことができなかったのである。このような特別な教育的ニーズを扱う不服審査委員会の権

限の脆弱さは、保護者の権利規定そのものを揺るがすものであった。

さらに、不服審査委員会の構成からみても問題となる点があった。それは、不服審査委

員会の委員が、当局によって選出された者であるという点である。当局の決定に対する保

護者の不服申し立てを、当局が選出した委員が処理するのであれば、不服審査委員会が保

護者の意向に沿った決定を下す可能性は低かったのである。

一方、大臣への申し立てに関しての問題も提起されていた。具体的には、保護者が口頭

での糖、簡を受ける権利や、大臣の決定の様拠となっている公的助言を保護者が関覧する権

利が与えられていない点、及び、大庄の決定は当局を拘束しない場合が多い点が挙げられ

ている (DfE(1992) ，para20)。また、大臣への申し立ての内、約 3分の 2は、当局の見解を

支持するものであることが明らかにされている (AuditCommission!HN1 [1992J ，para.37)。

不服申し立て制度全体の問題としては、 181年法j における不服申し立て制度、特に第
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8条における 2段階を経る不服申し立ては、-長期間を要するプロセスであり、この制度を

用いる保護者は極めて少ない ことが指摘されている (Audit Commission/HNI 

[ 1992Jラpara.133)0 事実、決定に要する期間は、判定書を作成しないことに対する申し立て

の場合は平均 6~9 か月、また、判定書の内容に対する場合は平均 9 ~12 か月であり、複

雑 な ケ ースの場合はそれ以上必要であることが指摘されている (Audit

Commission/HNI [1992J ，para.37)。それ故、政府は、 2段階の不服申し立て制度は不必要であ

り、これに伴う遅れが申し立て人に対するこのシステムの有効'性を妨げていると結論づけ、

さらに、不服申し立ての処理の遅れが、申し立ての数の増加をもたらすと伺時に、問題を

複雑化させているとの認識を示している (DfE[1992Jぅpara.20)0 つまり、政府は、不服申し立

ての処理の遅れが保護者と子どもの苦悩を増大させ、子どもの教育にマイナスの影響を及

ぼすことを認めたのである。

こうした問題点を解消するために、 r1993年教育法j によって、第三者機関として「特

別な教育的ニーズ裁定委員会 (SpecialEducational Needs Tribuna}) (SENT) Jが設置されたの

である。 SENTは、 r81年法j 下における不服申し立て制度に比べて、裁定に要する期間

が短いこと、 SENTは SENに関わる問題を専門的に扱う機関であること、教育当局から完

全に独立した機関であること、 SENTの裁定は教育当局を拘束するものであること等の改善

がみられ、保護者の権利保障がより一層促進されることになった。

SENTは、 12001年特別な教育的ニーズ・障害法jにより、 「特別な教育的ニーズ・障害裁

定委員会 (SpecialEducational Needs and Disabi1ity TribunaI) (SENDIST) Jと名称を代え、 SENT

の活動を引き継し¥だ。一方、 SENTは 2008年 11月に、新たに 2段階からなる委員会へ組織

を変更した。新組織では、従来の SENTの活動は最初の第一裁定委員会に移行しており、

活動内容は大きくは変わっていなし 10 なお、新たなシステムの第二裁定委員会では、第一

裁定委員会の決定に不服で、あった保護者の不服申し立てに対応することになった。

このように不服申し立てのシステムは 2段階に変更となっているが、第 1裁定委員会の

活動内容と従来の SENTの間に大きな変化は無く、また、新システムは 1年を経過したば

かりであり、実質的なデータは公表されてないので、以下では従前の SENTにおけるシス

テムの状況をみていくことにする。

2 特別な教育的ニーズ・障害裁定委員会の活動

1 )不服申し立ての内容

不服申し立てを行える事項は、以下の 6つである。各事項によって、裁定委員会が下す

裁決の内容が異なってくる。以下では、その概要をみていくことにする。

( 1 )評価実施後、当局が判定書を作成しないと決定した場合。裁定委員会はその申し立

てを却下するか、判定書を作成してそれを維持するように当局に命じるか、又はそのケー

スを当局に差し戻して、裁定委員会の観察を考慮に入れて、子どもの学習困難のための特

別な教育措置を当局が決定する必要があるかどうかを検討させることになる。

( 2)判定書の内容注 1) に保護者が不服である場合(判定書が最初に作成された場合、修正
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された場合、当局が修正しないと決定した場合のすべてに該当する)。裁定委員会は、申

し立てを却下するか、判定書を修正するように当局に命じるか、又は当局に判定書の維持

を中止するように命じなければならない。

( 3 )当局が子ども(すでに判定書が作成されている子ども)の再評価を拒否した場合。

裁定委員会は、その申し立てを却下するか、評価を手配するように当局に命令しなければ

ならない。

(4 )当局が保護者からの評価の要請を拒否した場合。これは、現在判定警が作成されて

いない子どもに適用される。裁定委員会はその不服申し立てを却下するか又は評価の実施

の手配をするように当局に命令しなければならない。

( 5 )現在の判定書に記されている学校に対する保護者からの学校変更の申し立てに当局

が従わないと決定した場合。裁定委員会は、その申し立てを却下するか、保護者が指定し

た学校又は施設名に変更するように当局に命じなければならない。

( 6 )当局が判定書の維持をやめると決定した場合。裁定委員会は、その申し立てを却下

するか、又は現行の形式か裁定委員会が決定した通りに修正を加えて判定蓄を維持し続け

るように、当局に命じなければならない。

2) 不服申し立て件数の推移

Table 3は最近 10年間の申し立て件数の推移を示したものである(Tribunals 

Service [2009 J )。上段は申し込み件数であり、下段は申し立て内容が該当するとして受理さ

れた件数である。受理件数をみると、 2002/03年度をピークに、横ばい状態で、年間 3000

件を超す申し立てがなされていることがわかる。

Table 3 不服申し立て件数の推移

年度 98/99 99/00 00101 01102 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

申込 2595 2642 3035 3445 3772 3637 3513 3717 3378 3635 
受理 2412 2463 2728 3048 3532 3354 3215 3410 3110 3392 

3) 不服申し立ての処理結果

Table 4 は、不服申し立てがどのように処理されたのかについて示したものである

(Tribunals Service [2009 J) 0 

裁定に至ったケースは、 2006-07年度は 26%、2007-08年度は 30%と3分の 1~こ満たない。

それに対して、両年度とも 3分の 1以上の保護者が不服申し立てを取り下げている。また、

2006-07年度は 34%、2007-08年度は 300/0が和解している。この理由としては、聴開会開催

に至る前に保護者と当局が交渉を続け、当局が保護者の意向に応じたか、もしくは両者の

間で合意が得られた結果であると考えられている。当局の中には、一旦不服申し立てが提

起されると、保護者との接触ができないと誤解している場合もあるため、裁定委員会は非

公式に、保護者と当局に対して、交渉を継続するように助言しているという

(Harris [1997J ，19) 0 このように、裁定委員会が単に不服申し立てに裁定を下すだけではなく、
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保護者と当局との間を調停する機能も担っている点は評価に値しよう O

Table 4 不服申し立ての処理結果

度 2006-07 2007-08 

内容 件数 % 件数 % 

裁対和解象定外

1090 34 968 30 
811 26 978 30 
61 つ 61 2 

取り下げ 1214 38 1236 38 

3176 100 3243 100 

4) 不服申し立ての内容

Table 5は、最近 2年間における不服申し立ての内容について、その割合を示したもので

ある (TribunalsService [2009]) 0 06-07年度、 07-08年度ともに、評価の拒否が最も多く、そ

れぞれ 40%、 37% となっていた。次いで両年度ともに判定書の第 2~4 節が多く、それぞ

れ 26%)、30%となっていた。判定書の内容(第 2，3ラ4節)に関する申し立てを合わせると、

06-07年度は 48%)、07句 08年度は 53%となっており、全体的にみると、保護者の関心事は、

判定書の記載内容に関するものであることが察知される。

Table 5 不服申し立ての内容

年 度 2006-07 2007-08 

内容 件数 % 件 数 拡

評価の拒否 1237 40 1257 37 

判評校定定定価名警警書へのののののの維第第作拒変の一学成否持更223 ， の拒否

247 8 240 7 

判再学 のの拒中否止の決記定

58 2 56 2 
16 16 。
56 2 45 

半Ij 校の不明 。 。。
判定定書書 3節 335 11 391 12 
~，~IJ íÊfJf:O)m 2，3、4節 821 26 1030 30 
判定書の第4節 338 11 357 11 

3109 100 3392 100 

5)特別な教育約ニーズのタイプ別にみた不服申し立て

Table 6は、特別な教育的ニーズのタイプ別にみた不服申し立ての件数と割合を示したも

のである (TdbttnalsService [2009] )。同年度ともに、自問症が最も多く、 4分の 1以上を占

めているのが特徴的である。行動・情緒・社会上の困難、特異学習函難、言語・コミュニ

ケーション問題となっている。全体的にみると、比較的軽度の特別な教育的ニーズに関す

る申し立てが多いことがわかる。また、視覚障害や聴覚障害といった感覚障害に関する不

服申し立ても少ない傾向が認められる D
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Table 6 特別な教育的ニーズのタイプ見Ijにみた不服申し立て

年 度 2006-07 2007-08 
タイプ。 件数 % 件数 % 

ALItlstic uSrp，Eec11t1IU0t1i11o Disorder 781 25 944 28 
Behaviour，Emotional & Social Difficulty 574 18 570 17 
Hearing e imLpeaa irment 95 3 91 コ，、
Moder引 amingDifficulty 175 6 347 10 
Mu16 Sensory Impairment 2 。 2 O 
Other 3 O 2 。
PPS1ueP1ovyCfeCmor1eu自eanC Ll d Le13aae1nmasd ramnMMmg lUIg tDy MDlp伍1l白cc1ucLluety laty l羽田gDif日culty

165 5 152 4 
27 39 
42 73 2 
481 16 555 16 

SuSppneekcen1cfohiu c ，Language &COInmlmeat20n Needs 391 13 334 10 
own 336 11 255 8 

Visual impairment 37 28 

3110 100 3392 100 

6)不服申し立ての結果

Table 7は、 2006-07，2007-08年度における不服申し立ての裁定の結果を、判定書の内容

に関係のあるもの(上段)と無いもの(下段)に分けて示したものである (Tribunals

Service [2009 J ) 0 

全体的に判定書の内容に関係のある申し立ては支持される傾向にあることがうかがわれ

る。一方、判定書の内容については、学校名が記される第 4節のみの場合は、 3分の l以

上が棄却されており、第 2節(特別な教育的ニーズ)や第 2節(特別な教育的対応)に関

する申し立てよりも支持されにくい傾向が察知される口

この理由としては、学校選択に関わる問題は当局に対して財政的な負担を強いることが多

いため、裁定委員会が他の要因よりも財政的要因を重視する傾向が強くなるためではない

かとの指摘がなされている (Harris[1997Jス)0 

τable 7 不服申し立ての内容

年 }支 2006-07 2007-08 

内容 支 持棄却計 支持棄却計

評判判再価定書価書の拒の否作拒成の拒否
144 90 234 113 75 188 
41 24 65 40 25 65 

評定 のの維持否の中止の決定
5 8 13 8 2 10 
12 5 17 19 4 23 

判判判判学校定定定定名書書書書の第第第変 2，3 節

112 l3 125 74 11 85 

のの 42J節、4首長 438 25 463 379 26 405 
75 38 113 56 33 89 

の の拒否 2 6 8 2 コ 7 
への更学校の不明記 。 。。 O 

830 80 1039 691 181 872 

3 白本への示唆

イギリスの保護者の不服申し立て制度は数次の改正を経て、種々の問題点を克服しなが

「「
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ら現在に至っていることが明らかにされた。今後、日本おいても保護者の権利保障の必要

性が強調される可能性があるが、上述のイギリスのシステムの経緯は参考とすべき点が多

いといえる。具体的には、特別支援教育をめぐる問題に対処する裁定委員会を設置し、そ

の組織は行政当局から完全に独立した第三者機関とすることである O そして、対象とする

案件を明確化し、処理の手続きを整備する必要がある O

また、イギリスの場合、不服申し立てがなされても、裁定に至る前に保護者と当局が和

解する場合も多く、不服申し立て制度が存在することによって、子どもの教育を受ける機

会が奪われるというような悲惨な状況に陥らないで済んでいることが察知された。それ故、

日本で同様なシステムの導入を検討する傑には、単に不服申し立てを処理するだけではな

く、保護者と行政当局の間を調停する機能を重視することが重要となろう。

vn おわりに

1 障害に基づく差別の禁止法の制定(障害者の権利条約の批准)

以上、イギリスとアメリカのシステムと比較しながら、個別に日本の特別支援教育をめ

ぐる方向性を検討してきたが、日本と英米の特別支援教育システムを全体的に比較した場

合、大きく異なる点は、イギリスとアメリカでは障害差別禁止法が存在するということで

ある。 障害に基づく差別の禁止は、現在日本で批准が検討されている「障害者の権利条約j

第 2条に明記されている事項であるD 条約は、教育関係法でいえば日本国憲法と教育基本

法の問に位置付くものであり、批准された場合、特別支援教育システム全体に対する影響

は大きい。

第2条では、条約全体に通じる基本的用語として、「障害に基づく差別の禁止jの他に「合

理的配慮Jが定義されており、新しい概念として注目されている。 r合理的配慮j とは、障

害のある人がない人と同じように自らの権利を行使できるようにするための必要かっ適切

な配慮を指す。 r合理的配慮Jは置で述べたように、イギリスの障害差別禁止法において

も重要な概念、となっている。この 2つの基本的概念を合わせて考えてみると、差別とは意図

的・直接的な差別だけではなく、たとえば、スロープやエレベーターを設置しないといった

対応も差別であるという考え方であり、差別を幅広い概念としてとらえている。通常学級に

おける子どもも対象とする特別支援教育においては、この f合理的配慮」がもっ意味は極

めて大きいといえる。

一方、この「障害者の権芳Ij条約j については、政府の障害者施策推進本部が平成 19年 12

月 25 日に策定した f障害者基本計画J重点施策実施五カ年計画の中で、障害者の権利条約

の可能な限り早期の締結を詞指した必要な閣内法令の整備、が挙げられている。 2008年 3月

に、当時の自民党政府は条約批准に前向きな姿勢を示したが、関係団体から条件整備が不

十分であるなどの批判があり注3)、見送られている。今後、条約と園内法との整合性を踏ま

えた法的整備が必要となる。

イギリス、アメリカの障害児・者の教育施策は、障害児教育関連法と障害差別禁止法の
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中の教育関連条項が車の両輪のような機能を果たして、教育が保障されている。日本にお

いては、 [棒害者権利条約Jの批准と、それと連動する障害差別禁止法が成立し、その内

容が特別支援教育システムにおいていかに機能するかが今後の行方を左右するといえよ

つO

2 多様な教育の場の設定と保護者岡本人の選択権の保障

Vで述べた通り、イギリスではインクノレーシブ教育に対する見直しを踏まえて f柔軟な対

応の連続体 (aflexible continuum of provision) Jという考え方に基づいて、多様な教育の場

を設定し、最も適した学校が就学先として決定されている。イギリスでは特別学校を否定

するものではなく、むしろ、その存在を制度的な前提としたものである口

しかし、いずれの場を選択したとしても、資源に制約がある以上、完壁に教育の質を保

障することは困難であろう o {51!]えば、個に応じた指導を行うためには、制度的に人的配置

の条件が良い特別支援学校が効果的であるが、集団生活や社会性の育成のためには、通常

学級に夜籍することが好ましし¥かもしれない。

それ故、就学先の決定に際しては、様々な場におけるメリットを中心にその詳細を保護

者に伝えることが必要であろう。複数の場におけるメリットを詳細に説明することによっ

て、それぞれの場を相対的にみることが可能となり、その結果、それぞれの場における限

界も認識できるといえる。その上で、イギリスのような保護者の権利保儲システムを整備

する必要がある。現在、日本でも保護者の意見聴取義務が課せられているが、特別支援学

校への就学を通知する場合と認定就学者として小・中学校に就学させる場合に限定されて

いるという点で イギリスに比べて制約が大きい。

日本では小泉政権以降の新自由主義、小さな政府、地方分権等の施策により、教育関係

者の中にはマイナスの影響を危倶する声も多かった。一方、民主党政権においては、いわ

ゆる事業仕分けにおける対応にみられるように、特別支援教育を含めて教育分野の充実の

必要性が認識されている(日本教育新聞，2009.12.14)0 インクルーシブ教育を推進する上で

不可欠な教育予算の配分が進行することを期待したい。

今後、日本においても、特別支援学校から通常学級における教育まで、多様な場におけ

る教育内容や質が保障され、そのことを前提とした上で保護者に対する教育形態の選択権

を保障するシステムを構築する必要がある。

3 学校教育法の構成の問題

平成 19年4月に施行された改正学校教育法は、特殊教育から特別支援教育への転換をも

たらしたという点で大きな意義があるといわれている。しかし、章のタイトノレが「特殊教

育Jから f特別支援教育Jへと変わっただけであり、学校教育法全体からみた場合は、根

本的な枠組みには修正がみられない。

学校教育法第 1条は「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中

等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とするJとなっている。これを受けて、

学校教育法の章の構成は、第 8章 f特別支援教育J以外は、第 3章「幼稚園j から第 10章
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「高等専門学校」まで、第 1条の学校種別に対応したかたちとなっている。この構成から

すると、 「第 8章 特別支援教育j は「第 8章 特別支援学校Jでないと整合性がとれな

。
、、

B
U
V
 

特別支援学級や通級指導教室は、小・中学校に設けられているので、小・中学校の章に

位置づけられるべきであり、また、通常学級も含めてあらゆる場における特別支援教育の

必要性について新たに規定した第 81条第 1項も通常学校の章の中で規定されるべき内容で

ある。現在、特別支援学級や通級指導教室に代わって「特別支援教室(仮称) Jへの制度

的移行が模索されているが、 「特別支援教室(仮称) Jが法制度上、どのようなかたちで

学校教育法に規定されるのかが大きな課題となろう。第 8章は「特別支援学校j として独

立させ、通常学校が担う特別支援教育の機能は、各通常学校の章に移行する必要があると

考える。

インクルーシブ教育を推進する立場からすると、特別支援学校を独立した章とすること

に対して異議があるかもしれないが、Vで述べたイギリスのインクルーシブ教育の展開をみ

てみると、特別支援学校を今後の特別支援教育の推進の核と位置づけることが現実的であ

るO むしろ、特別支援学校の章を独立させ、その他の特別支援教育の関連規定を大学も含

めて通常学校の章に位置づけることが、今まで以上に、通常学校教員の特別支援教育に対

する意識の喚起につながるといえる。

特殊教育から特別支援教育への転換は、学校教育全体のシステムを大きく変えるもので

あるとされているが、学校教育法の構成上からもこの点が明確にされるべきであると考え

る。

註

1 ) 判定書 (Statement)の内容は以下の通りである。 Part 1 プロフィーノレ (Introduction)

[子どもの年齢、性別等が記される]，Part 2 特別な教育的ニーズ (Special Educational 

Needs) J、Pm1 3 特別な教育的対応 (SpecialEducational Provision) J、 Part 4 学

校名 (Placement)J、Part5 教育以外のニーズ、 (Non-educational needs) J、Part6: 

f教育以外の対応 (Non-educationalprovision) J 0 

2)例えば、マンチェスター大学では、 2004年において、全障害学生 2，147名の内、読み書き障

害の学生が最も多く1.040名となっており半数を占めている。

3 )例えば、日本障害フォーラム (2009)の意見等がある。

4)平成 22年 1月 27日参議続予算委員会における質疑応答より。
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第9章特別支援教育改革の諸観点

中村満紀男・岡典子

1 特殊教青から特別支援教育への転換とその理由一特殊教膏の制度的限界

( 1 )日本における特殊教育制度の胎動-1979(昭和 54)年養護学校義務制前まで

日本において、障害児の教育が特殊教育として法的に位置づけられたのは第二次世界大

戦後の 1947(昭和 22)年 3月 31日に公布、 4月 1Iヨから施行された学校教育法においてで

あった。戦前では、 1923 (大正 12)年盲学校及聾唖学校令に基づく動車学校と古学校のみ

が、制度としての障害児の教育であった。それ以外は、小学校に類する各種学校としての

光明学校と思斉学校があり ¥1941(昭和 16)年以降に展開される国民学校令関違法令によ

って、養護学校・養護学級の編制が、身体虚弱、弱視、難聴、吃音、肢体不自由等のJ3IJに、

国民学校から中学校・高等女学校まで可能となった(文部省[1978J) 0 

このような経過からみると、戦後の学校教育法における障害児の学校・学級の規定と I~

民学校令関連規程との連続性は明瞭である。しかし最大の相違点は、戦前の障害児の学校・

学級が、他の学校に関する規定とともに、分l岐型学校制度のもとで展開されたことであり、

学校間の接続関係は固定的で、棺互には閉鎖的であったように忠われる。これに対して、

戦後の障害児の教育は、 「学校教育法」第 6章特殊教育において、通常の小学校から高等

学校と同等の目的に加えて、 「その欠陥を補うために、必要な知識技能を授けること j と

いう独自な目的が明記された。

障害児の学校と学級の設量責任主体については、折衷的である。戦前では、富学校・聾

唖学校は道府県が、光明学校と思斉学校は市が、特別学級は市窪田了村が責任主体であった

が、戦後は基本的には障害児の学校はすべて都道府県が、特殊学級は市町村が責任主体と

なった。

戦後における特殊教育制度の形成は、戦時体制の崩壊により生じた日本全体の社会資源

の極端な弱体化により、養護学校の設置義務は見送られることとなり、任意設置である特

殊学級も開設されなかったから、戦前の遺産として遺った盲学校・聾学校に偏った形で行

われた。それゆえ、特殊教育制度の実体は富学校と聾学校であり、特殊教育の多くは通常

教育の枠内で展開されることになった。ところが興味あることに、とくに精神薄弱特殊学

級のような戦前的基盤が弱体であった分野に高いモラールと能力を備えた人材が集まり、

戦後精神薄弱教育の基盤をつくることになるのである。また、特殊教育制度の実体が盲・

聾教育に偏、っていた時代では、特殊教育制度としづ実体は部分的なものでしかなかったが、

後に特殊教育の対象となるはずのほとんどの子どもが通常学級に在籍していたから、特殊

教育の対象となるはずの子どもと通常教育あるいはその子どもや教員との距離意識は、結

果としてではあったが、制度が整ってきた後の時代にはみられないほど格段に近かったの

である。
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しかしここに難問が生じた。そしてその問題は、現代に至っても解決されないままであ

る。それは、障害児の教育的ニーズを充足する教育形態が、通常教育と特殊教育の関係、

そして障害児の他の子どもとの関係に関わるという古典的問題である。これはとくに精神

薄弱学級で生じた。もちろんこの問題は、他の障害カテゴリーでも生じたのであるが、他

の障害では、通常教育環境では教育方法上不可能ェ分離的な場での教育とし¥う教育上の利

益が、親・家族・地域社会からの分離という不利益を上回っていたのであったD しかし精

神薄弱学級が少数しか開設されていなかった持代では、精神薄弱児の教育を「普通学級で

おこなうことは、実は不可能にちかいが、今の日本の段階では、これをあえて、しなくて

は」ならなかったのであり、 「特殊学級を否定しではならないどころか、その増加につと

めるのが、ほんとうの教育的良心J (近藤益雄[1955J111) であると考えられた。近藤益雄

(1907-1964)はその主張の前提として、 l学級当たりの子ども数が 50-60名と過大、通常

の熱意と教育技術では通常学級で取り残されてしまう精神薄弱児の存在、精神薄弱児に対ー

する社会の冷淡さを挙げているが、彼はきわめて現実的な発想ももっていた。

1970年代までは、学校教育法の規定通りに特殊教育として障害児の学校制度が充実・発

展することが、|習と地方の教育行政2だけでなく、教員、親にほぼ共通する念願だ、ったので

ある口それゆえ、 195211三に文部省に特殊教育室設置(1962年に特殊教育課となる)、 1953

年「教育上特別な取扱を要する児童生徒の特別基準について(通知)J、1954年「富学校、

ろう学校及び、養護学校への就学奨励に演する法律」公布および特殊学級教員養成講習会の

開始、 1956年公立養護学校整備特別措置法公布、 1960年養護学校の設置計画開始、 1961年

から特殊学級計画設置の開始、 1962年「学校教育法施行令の一部を改正する政令JI司政令

等に対応する「教育上特別な取扱を要する児童・生徒の教育的措置について(通達)Jによ

る盲学校等・特殊学級の対象者の障害程度の規定(文部省[1978J756-760) といった一連の

展開は、分離的形態による特殊教育制度の充実をもたらすものとして、関係者間でおおむ

ね支持されてきた口

( 2)特殊教育制度の完成と問題

B本の特殊教育制度は、 1979年養護学校義務制の実施により、教育対象と教育措置を規

定するいわゆる 309号通達「教育上特別な取扱を要する児童・生徒の教育措置について」

(1978年 10月 6日、文初特第 309号)に基づく「特殊教育諸学校Jと特殊学級によって構

成されることで完成した。 309号通達では、重度・重複障害児の教育措置、就学指導体制の

整備(特殊教育センターの整備と就学指導委員会の設置)、就学猶予・免除に対する慎重

な措置が明記された。教育内容では、 1971 (昭和 46)年告示の富・聾・養護学校の学習指

導要領改訂で弾力的な教育課程の編成が可能となり、養護・訓練の領域が新設された口重

度・重複障害児の教育については、訪問教育という新しい形態を設けた。 1973 (昭和 48)

年にはすべての国立教育養成系大学・学部に養護学校教員養成課程が設置された。このよ

うに、特殊教育制度が全体としてしだいに充実していったが、それは通常教育との二元的

世界と障害に基づく教育対象の固定的な範囲としづ枠組みにおいてであった。日本の特殊
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教育制度は、中央集権制と民主制という条件によって、世界でも希に見る格差の少ない高

水準の教育レベルを達成したといえる口

しかし百本の特殊教育制度には、大きな問題があった。それは、教育対象の障害への限

定、就学先の選択権の行政主導、そして分離的な教育形態である。このような特殊教育の

発展に対する支持が「ほぼJと「おおむねj と上述したのは、そのような特殊教育の問題

点を認識する人々と運動が存在したからである。

たしかに、特殊教育制度の充実が、 F章害児やその保護者に対する差別を意図して展開さ

れたことはなかったであろうし、推進してきた人々がそのような非難を受けることは心外

であったと思われる。しかし、特殊教育体制に対して 1979 (昭和 54)年養護学校義務制へ

の見通しが立ったころ、通常教育とは分離的で、二元的な関係の特殊教育制度が完成するの

を目の当たりにして、その硬直性に警鐘を鳴らしたのは、戦後特殊教育制度の充実・発展

を主導してきた他ならぬ辻村泰男(1913-1979)であった。

( 3 )特別支援教育制度への転換

特別支援教育は、障害の有無やその他の個々の差異を認識しつつ、人格と個性を相互に

尊重し合い、誰もが生き生きと社会に参加・参画できる共生社会の実現を目ざすという理

念に基づく教育と学校の制度改革である。特殊教育から特別支援教育へ転換した直接の出

発点は、 1997年 1月の「特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議j 第一次報告

であるが、その後、特別支援教育構想は従来の特殊教育の欠陥の克服と国際的動向への認

識という 2つの要素を反映させつつ、内容を整えてきたといえる。

特殊教育はなぜ特別支援教育に転換されたのか。それは、特殊教育制度がつぎのような

障害児やその教育にかかわる新しいニーズや状況に対応で、きなくなったいたためであり、

こうした問題の解決や対応としての特別支援教育への転換が必要となっていたからである。

・障害の重度・重複化によって富・聾・養護学校としづ学校種別が子どもの実態

と合致しなくなったこと、

• LD等の障害児に対する教青的対応が提供していないこと、

・福祉・医療・労働等他機関との連携強化の重要性が認識されるようになったこ

と、

・障害の医学モデルではなく環境改善により国難や制約を補う必要があること、

・従来の都道府県ではなく市町村教育委員会が主体になって対応すること、

・教育の場は、障害児の成長や親の考え方(の変化)により、弾力的に考慮する

とともに、就学前から卒業後まで体系的に支援すること o

・日本の特別支援教育は、障害の有無にかかわらず、誰もが棺互に人格と個性を

尊重し支え合う共生社会に向けて、障害者の告立と社会参加を実現することを

目ざす(中教審答申第 2章)教育改革である。特殊教育から特別支援教育へ転

換した直接の出発点は、 1997 (平成 9)年 1月の特殊教育の改善・充実に関す

る調査研究協力者会議・第一次報告であるが、その後、特別支援教育構想、は、
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小泉政権による新自由主義政策の推進を背景としつつ、従来の特殊教育の欠焔

の克服と国際的動向への認識という 2つの要素において内容を整えてきたとい

える。

そして、インクルーシブ子教育運動を始めとする差異ニ差別の解消をめぐる医際的なトレン

ドが分断的な特殊教育制度の解消を迫ったことも、特別支援教育の登場を促すことになっ

たのである。

しかし、上記のような課題は、突然生じたわけではない。特殊教育制度下でも改善は試

みられてきた。 1965(昭和 40)年 1月、当時は特殊教育改革運動の中心でもあった日本教

職員組合の教研集会において、特殊教育から障害児教育への名称変更が提案されたのはそ

の一つの段階で、あったように思われる。下の諸点に示すように、障害児教育は特殊教育を

改善しようとしていたから、障害児教育としづ呼称は特殊教育制度に属するものの、特殊

教育の改革段階を占めていたのである。

①障害カテゴリーや程度にかかわらず、すべての障害児を義務教育の対象とした

②就学猶予・免除規程の違憲性が追究され、教育の権利性が社会的に是認されるように

なった

③特殊教育とは異なる教育の概念.el的・方法等が提起され、実践的にも深められた

④統合教育が可能な障害児には統合教育が推奨され、進められた

⑤教育機会を1iilf保しようとする親の主張が擁護された

しかし、医学的・心理的に障害カテゴリーが用意されていない障害児には適切な教育機

会が乏しかったし、特殊教育から排除されていた重篤な障害のある子どもの教育内容・方

法は米関発で、あった。何よりも、障害児教育の基本は、分離的な教育と特殊教育専門家中

心の擁護であり、特殊教育の解消で、はなかった。

前ページで列挙した特別支援教育への転換を必要とした状況はまさに、障害児教育段階

における特殊教育の隈界でもあった口特殊教育の中心的課題は、システムとして構築する

ことの欠如であるといってよい。特殊教育が LD等の障害児に対する教育的対応を制度と

して提供してこなかったことは、障害カテゴリーごとに教育の場を設定し、細分化と拡大

してきた特殊教育制度の限界を示すものだ、った。また、他機関との連携強化については、

卒業後の就労や福祉施設入所自体は、中学校特殊学級あるいは富・聾・養護学校高等部の

進路担当教員が、個人的な努力と献身により、労働や福祉の関係機関と調整しながら実績

を上げてきた歴史がある。また、医療を要する障害児のケアについても、担任教員が医療

機関と協力しながら実行してきたのであり、ある場合には教員が医療的行為と思われる職

務を代行してきたのであでる。要するに、日本では、学校・施設・病j涜・雇用機関が有機

的に関係しあい、障害児の成長や社会貢献のために全体として調整的な機能を発揮する仕

組みとしてのシステムが十分でないか、システムの構築が緊急性をもたなかったのである O

いま改めてこのシステム{的思考)が重要であると考えるのは、特殊教育が縦割りという

日本全体の仕組みの末端に組み入れられているからであり、それゆえに、特殊教育制度の

円。
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限界を認識するからである。

2. 特完Ij支援教育とインクルーシブ教曹との関連

それでは、特別支援教育は、世界的なインクノレーシブ教育への大きな流れにおいて、ど

のような位置を占めているのであろうか。最新のトレンドが最善であるとは限らないとい

う歴史的教訓に立ちつつも、今日のインクノレーシブ教育への世界的潮流の含意を洞察して

おくことは、特別支援教育が今後、展開していくべき方向性を明らかにするうえできわめ

て重要である。

( 1 ) 特別支援教警の不徹底な教育改革的性格と希薄な戦略性

1 )不徹底な教警改革約性格

21世紀初頭の時点における特別支援教育の構想と制度は、特殊教育における遺産と新し

いトレンドを組み合わせた新しい考え方を反映している。 r21世紀の特殊教育の在り方に関

する誠査研究協力者会議j による中間報告(2000!ej三日月)と最終報告 (2001!ej三]月)から、

「今後の特別支援教育の在り方に演する調査研究協力者会議Jの中間報告 (2002年 10月)

および最終報告 (2003年 3月)を経て、「中央教育審議会答申J(2005年 12月)における

到達点まで、これらの諸報告と答申は、特殊教育関係者を中心とする人々が築いてきた専

門的な知の結品であり、遺産継承で、あるといってよい。

初期の特別支援教育構想では、特殊教育の特徴については明確に問題点を示唆していた。

特殊教育が障害の種類や程度に応じて富・聾・養護学校や特殊学級といった特別な場で指

導を行うことにより、手厚くきめ細かい教育を行ってきたことを認めるものの、むしろ特

殊教育の問題点と解消方法を主に主張してきたのである。上記の 21世紀特殊教育の改革に

関する 2000年 11月中間報告および2001年 l月の最終報告における「特別な教育的ニーズj

の一時的な使用はそのような背景があったのかもしれない。しかしその後、 2004年 12月の

中教審答申(中間報告および答申)において、「従来の特殊教育が果たしてきた役割や実績j

を明記して、それを「継承・発展させJ、特殊教育の「教育水準や教員の専門性を維持・向

上できるよう j 推進することが主張されるようになる。そして特別支援学校教員免許にお

ける感覚障害における 12単位の割り当てにつながっていく 3

上記の諸報告と答串の出発点は 1997年 1月の「改善・充実に関する調査研究協力者会議J

(第一次報告)であったと思われるが、その報告から 2005年 12月の「中央教育審議会答

申」を仔細に検討すれば、問題の所在、課題の範囲、国際的トレンドその基盤にある理念

等への認識において、かなりの変化がみられる。 1997年報告では、障害児学校高等部の拡

充整備と訪問教育、交流教育の充実、早期の教育相談の充実がテーマで、あるに過ぎないし、

その発想自体も学校教育の観点から、いわば特殊教育の内部的発想からの提起であった。

それに対して 2005年答申では、国際的トレンドに対応するだけでなく、それから影響を受

けつつある宮内の障害者諸政策との総合的整備が見られるし、通常教育との関係や教員免

許を含めた制度全体の再設計への意欲、そして障害児の教育を従来よりも広く社会的基盤

のうえに位置づけようとしていることも理解できる。
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特別支援教育構想、では、特別支援教育に対してこれまでの特殊教育にはない役都が期待

されている。たとえば「学校全体で特別支援教育を推進することにより、いじめや不登校

を未然に防止する効果j である。その根拠は、 LD等の軽度発達障害児が「し¥じめの対象

となったり不適応を起こしたりする場合があり、それが不登'校につながる場合がj あり、

LD等の軽j支障害児に対する学校全体での特定iJ支援教育の存在である。同じように軽度発

達障害児は「常に教育的ニーズを把握しそれに対応した指導等を行う必要があるが、こう

した考え方が学校全体に浸透することにより、一一一当該学校における幼児児童生徒の確か

な学力の向上や豊かな心の育成にj 役立つし、 「特別支援教育の理念と基本的考え方が普

及・定者することは、現在の学校教育が抱えている様々な課題の解決や改革に大いに」役

立つ(中央教育審議会[2005b]5-6) と期待されている。

また、特別支援教育の理念や基本的考え方は、誰もが相互に人格と偲性を尊重し支え合

い、障害者が社会に参加・参画できる共生社会こそ、我が冨が目指すべき社会であるとい

う。その実現のため、障害者基本法や障害者基本計画に基づき、ノーマライゼーションの

理念に基づくに向けた総合的な施策が政府全体で推進されており、その中で、学校教育は、

障害者の自立と社会参加を見通した取組を含め、重要な役割を果たすことが求められてい

る。その意味で、学校教育関係者をはじめとして国民全体に共有されることを臣指すべき

である(中央教育審議会[2005b]6)。

以上のように、特別支援教育は特殊教育の現状を変革するだけでなく、学校教育の諸課

題の解決や共生社会の実現に効果があるとされている。

たしかに特別支援教育構想では、 2002年から 2003年にかけての特別支援教育の在り方に

関する調査研究協力者会議報告、 2005年の中教審答申、 2007年4月 1日の文部科学省初等

中等教育局長通知(19文科初第 125号)へと進むにつれ、ノーマリゼーションのアナ口ジ

ーとしての共生社会の実現や、自立と社会への完全参加との関連がより明確に強調される

ようになってきた。こうした意味では、特別支援教育も次第に国際的標準に近づいてきた

といえる。

しかし特別支援教育においては、共生社会の理念との関連に言及してはいても、インク

ルーシブ教育に見られるようなシステムやプログラムとの連動が部分的であるから、共生

社会等の表現や用語は修飾的な位置に留まっているように思われるのである。その理由は、

特別支援教育では、差異によって生じる差別の解消や民主制社会の充実といった大目的が

意識されていないことにある O さらに、社会的存在としての障害者、差別される対象とし

ての根源的感'情、分離的位震に対する認識も希薄である。

既に述べたように、インクルーシブ教育は、 socialexclusionの解消と socialinclusion 

という社会改革の実現のための手段である。このような改革を目ざすのであれば、イギリ

スの例からも明らかであるように、政府省庁の一課だけでは対応は不可能であり(ここで

も縦割りシステムが足榔となっている)、内閣全体の政策課題として掲げられるべきである

が、特別支援教育構想では共生社会の実現との実質的関連を見いだすことができないため、
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実体は障害児教育の改革に留まっているといえる。

2)戦略性の希薄さ

特別支援教育の教育改革における戦略性の位量づけも薄い。 2005年答申の 2ヶ月前に同

じ中央教育審議会が「新しい時代の義務教育を創造するJと題する答申を提出し、そのな

かで義務教育を外交や紡偉?と並んで留の最重要政策であるとし、義務教育の質の保証・向

上が国家戦略の中枢であるとする(中央教育審議会[2005aJ7，11)。一方でそのような現実

認識は特別支援教育とは関連づけがなされていない。また、インクルーシブ教育では経費

一効率論も必須事項であるが、 2002-2003年の「今後の特別支援教育の在り方について」

中間および最終報告では、国と地方の「厳しい財政事情Jが指摘されたが、その問題意識

は貫徹されなかった口

このように特別支援教育構想文書では、世界的動向と動[件の経緯の広範な皮映が不十分

である。 2005年 12月の中教審答申で示されているように、世界のトレンドで参照されてい

るのは国際連合におけるピーク的出来事のみであるぺなぜこのような象徴的出来事が国連

会議で合意されたのか、その基盤になっている先進国における社会的・政治的背景は何で

あるのかについての追究的態度が希薄である。 1997年の第一次報告から 2005iJ三の中教審答

申までの約 10年にわたる国レベノレの障害児教育の政策構想において、特別支援教育の本質

に関する検討が、歴史、現代の冨際的トレンド、将来を交差させながら十分に行われてい

ないのではなかろうか。そのために、インクノレーシブ教育のインパクトが正当に摂取され

ない結果になっているのではなかろうか。

特別支援教育は、 E本の障害児教育史に残る大転換点に位置する可能!注があるだけに、

障害児の教育にかかわる教師もまた、特別支援教育の目的や理念、が、これまでの特殊教育

と国際的トレンドとどのような関連があるのか、その意義を十分に理解して教育・指導し

なければ、特別支援教育は日本というローカノレで、部分的な教育改革で、しかありえず、本来

的な国際的トレンドを反映した成果を達成できないであろう。その意味で、特別支援学校

教諭免許資格における理念・自的についての教養軽視は懸念されるし 理念が制度に実体

化されなければ、それは単なる修飾となる 5

翻ってアメリカ合衆国では、特殊教育 (SpecialEducation)はどのように戦略的に位置

づけられているのだろうか。アメリカ大統領は、 1909年以降、児童(と青年)に関する白亜

館会議を必要に応じて開催してきたが、 1930年には児童の健康と保護に関する白亜館会議

を開催した。この会議は、著名な研究者だけでなく地方の有力な実践家・行政官も参集し

ており、その成果は、障害児の社会的位置についても実践的にもアメリカ特殊教育の画期

となった (Berry[1931])o第 6章で示したように、 W.].エリスの権利論は障害児がアメリ

カ社会でおかれた日常の現実をもとに提起されており、彼らの桂桔を解放する願意を社会

に理解してもらう好機になったであろう O

アメリカの障害者に対する対応はそれだけではない。他の例についてピークだけを示せ

ば、 1961年、ケネデ、ィ大統領は、大統領精神遅滞諮問委員会を設置した。ついで 1966年、
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ジョンソン大統領は、大統領精神遅滞委員会 (President'sCommittee on Mental 

Retardation: PCMR)を常置した (2003年には、 PCMRは町内esident's Commi ttee for People 

with Intellectual Disabilities: PCPID)に改称される)0 1978年、カータ一大統領は内務

省教育局内に全国障害者問題協議会 (NationalCouncil on Disability: NCD)を設置した。

1996年、クリントン政府の NCDは、全国障害問題政策サミット (NationalSummit on 

Disabi li ty Policy)で国内の障害者運動指導者 350人以上による会議を開催した。 1999年

にも NCDは、「公民権に基づき学校へ戻れ:連邦の関与を進めて一人の子どもも後に残すな」

と題する政策を展開した口このほかに、もちろん教育省特殊教育・りハピリテーションサ

ービス局 (OSERS)の政策もある。

わけでも、 2001年同月 2日、ブッシュ大統領は、大統領特殊教育における卓越に関する

委員会 (thePresident' s Commission on Excellence in Special Education: PCESE)を設

置し、 2002年 7月、問委員会は「新時代:r埠害児とその家族のための特殊教育の活性化j

と題する最終報告を大統領に提出したD この委員会は、 6ヶ月かけて、親・教育者・専門家

から意見を聴取した結果、「すべての障害児がその最大限の可能性を実現することを保証す

るという目標j に到達するためには、もっと多くのことが残っているとする。主要な勧告

の表題を示せば以下の通りである (thePresident' s Commission[2002]8-9)o 

1. 過程にはではなく、結果に焦点を

2. 防止モデ、ルに失敗モデ、ノレが含まれていない

3. 障害児を、通常教育の子どもとして第一に考えよ

障害児の可能性の開花と社会参加および貢献という特殊教育の大目的の背景については、

十分な分析が必要であるが、ここで強調したいことは、アメ yカでは、連邦政府が推進す

べき政策として特殊教育の改革を掲げる戦略と計算があるということである。アメリカの

特殊教育は日本のそれより盗かに巨大な問題であり、このような勧告に類似する内容が長

期にわたっても解決されてこなかったことを指摘するのは簡単であるが、それは、特別支

援教育の戦略性が希薄のままでよいという理由にはならないであろう O

( 2)特別支援教育における国際的トレンドの限定的反映

1 )理念

特別支援教育において画期的な制度と理念を含みながら、なにゆえに改革性と戦略性に

不十分さを残したのであろうか。それは、特別支援教育のインクルーシブ教育的要素は実

際には部分的で限定的である点に顕著である点に求められる。もとより、インクルーシブ

教育(運動)は欽米的文脈に基づいているからそれをそのまま援用しでも意味はないが、

その留期性を参照しておくことは不可欠な手続きのはずである。したがって、特別支援教

育の制度または構想においてインクルーシブ教育的要素が希薄なことを明らかにすること

は、特別支援教育の位置づけと課題を明確にすることになる。特殊教育の問題点をインク

ノレーシブ、教育による提起から吟味し、インクルーシブ教育の理念を根本から検討すること

で特別支援教育が改めて理論武装し、そのうえで、特殊教育の特長である各障害やニーズ
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に対応する教育や指導の在り方を両立させるシステムの開発に成功すれば、特別支援教育

の可能性は潜在的に高い。しかし現状の特別支援教育では、特殊教育の問題点をすべて改

善しうるものとなるかどうかだけでも未知数である。上記の文書に盛られた特別支援教育

構想、を欧米のトレンドと比較すれば、特別支援教育構想、は、欧米先進国あるいはユネスコ

等の包際機関におけるインクルーシブ教育が依拠している重要な概念やインクルーシブ教

育における決定的な要素や理念を必ずしも反映しているとはいえない。そのように指摘す

るのは、国際的トレンドへの単純な追随という意味からではなく、課題解決にあたっては、

より大きな問題意識が欠かせないとしづ意味においてである。

何よりも特別支援教育構想では、特別支援教育の理念や目的の記述において、それ以前

の特殊教育から転換しなければならない理由について、率直な説明が十分になされている

とはいえないし、重要な用語が、国際的文脈あるいは社会的環境と関連させて提示されて

いないのである。たとえば「特別な教育的ニーズj としづ用語が、 21世紀の特殊教育の

在り方に関する調査研究協力者会議の 2000年 11月中間報告および 2001年 1月の最終報告

に登場するが、それはこの 2つの文書にだけ見られる用語である口いうまでもなく、「特別

な教育的ニーズj は、障害児の教育に対する社会的観点と特殊教育に対する批判の内容を

もっている最も根本的な用語であるから、イギリスの J コーベット(JennyCorbet t)は、

特別な教育的ニーズ、について、歴史的観点、他の文化の参照、差異に関する検討ーの 3点か

ら分析することを提起しているように (Corbett[1998]1)、障害を単なる特別な「教育的ニ

ーズj とみるば済むわけではない0 0

特別支援教育構想における教育目的の本質論も部分的である口ある改革の提起において、

本質論の追究は不可欠なプロセスであり、改革には通常、複合的目的があるが、特別支援

教育にはこの両者が希薄である O 特別支援教育の理念や目的は、政策としての提示がそれ

以前の特殊教育から転換しなければならない理由について、説明が十分になされていない

し、国際的あるいは社会的環境と関連させて提示されていなし¥。構想文書においては自立

と社会への参加やノーマリゼーションが繰り返されているが、その意味の内実は十分に吟

味されているとはいえない。

たとえばインクノレーシブ教育で、は、専門家批判と当事者主導は重要な問題提起であるが、

特別支援教育構想では論じられていない。交流教育は 1997年第一次報告において詳細に論

じられているが インクルーシブ教育や特別な教育的ニーズにおける差異-差別と偏見と

いう繋がりでの発想はほとんどない。 2005年答申でも、いじめ、不適応、不登校という問

題の解消になっている。特別支援教育における通常教育との関係も、インクノレーシブ教育

における通常教育・特殊教育というこ元体制の解消や障害児の公立学校からの排除という

発想から捉えられていなし 10

特別支援教育がインクルーシブ教育と共通する視点としては、たとえば、 2003(平成 15)

年の特別支援教育の在り方に関する協力者会議最終報告で、は、ノーマリゼーションの進展

や地域づくりの観点が盛り込まれたほか(1はじめにJ)、従来の障害種別による対応の限界
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や LD児や重複障害児等への教育的対応の不備(間「第一章J)が指摘されている。さらに、

2005 (平成 17)年の中教審答申ではインクルーシブ教育をテーマとして含む国際的動向と

して、 1993年の国連「障害者の機会均等化に関する標準規則J、1994(平成 6)年の「サラ

マンカ宣言」、 2001(平成 13)年の国連総会における障害者権利条約関連の動向に言及して

いる。しかしこれらの用語や言及によって、特別支援教育がインクルーシブ教育に親和的

であるとは断言できない。

簡潔にいえば、特別支援教育構想は、個々の要素は評価されるべき内容6をもっているが、

基本は技術主義的な発想7に基づいており、それらの要素が大きな目的や理念、に基づいて十

分に構造化されているとはいえない。たとえば、校長のリーダーシッフ。や教育活動全体で、

の特別支援教育の推進が主張されるが(中教審答申 [2005b]12， 13)、英米のインクノレーシ

ブ教育における wholeschool approachとは異なる。後者では、伝統的な指導-学習の概

念の革新が前提となっている。

それに対して、インクルーシブ教育では、社会的統合論を例にとってみれば、障害等の

差異を理由として学校と生活においてコミュニティから分離あるいは排除されてきた人々

を、コミュニティの一員として過するのを基本とするのであるが、そこでの差異・スティ

ク、、マへの認識とその解消方法と社会の在り方は構造化されている。

1. すべての障害児に教育機会を提供するとともに、それを可能な限り通常の環境にお

いて、学校教育・就労・生活・娯楽・コミュニティのすべてで貫徹することを目ざす。

その結果、学校ではさまざまな差異の要素をもっ生徒聞の柁互作用によってスティグ

マは解消され、生活の場も可能な限り通常となる。

2. その達成には、通常教育、通常環境における就労、適切な訓練を一体化させるこ

とが必要であり、そうすることで統合的コミュニティの拡大や多元社会への完全な統

合を自ざす

3. そのようなコミュニティでは、家族・隣人・友人の間で思川、やりのある関係が

あり、差異のある生徒の自尊心を尊重することも重視される

結局は、インクルーシブ教育は、社会的・経済的・教育的格差、文化的・宗教的差異、

エスニシティの相違、障害等から派生する socialexclusionを解消するための、政治・経

済・宗教・文化等、広範囲に及ぶ教育改革・学校改革による socialinclusionを目ざした

社会改革運動であるが、特別支援教育は特殊教育の改革である点で相違がある。

こうして、特別支援教育とインクノレーシブ教育は、部分的には共通性・類似性をもつも

のの、基本的には異質のものであるといってよい。とりわけ、両者間の最も根本的な相違

は、インクルーシブ教育が通常教育・特殊教育というこ元体制の解消あるいは改善を基本

とするのに対し、特別支援教育では分離的教育を否定しない立場に立つという点である O

交流・共問教育の充実に対する提言や認定就学制度の導入からみれば、文部科学省が小・

中学校における障害児の教育の意義を否定しているわけでないことは明らかではあるが、
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インクルーシブ教育が公立学校からの障害児の排除や差別・偏見の解消、公正と卓越の両

立を自ざしているのに対して、交流教育では、豊かな人間性や社会性の育成、相互理解な

どは意義として挙げられていても、排除や差別の克服と明確に関連づけた言及は見られな

。、
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2)地域社会および通常教育との関係

インクルーシブ教育の究纏的目標は、自律的な学校とコミュニティの再生である。さら

に、インクルーシブ教育では、その対象は障害に限定しなし 1から、当然のことながら教育

の主な舞合は通常学校・学級である。一方、特別支援教育構想でも「地域Jは頻出用語で

あり、地方分権との弱連も強調されているが、既に地域機能が失われつつある今日の現実

を意識したうえで、地域の再生と関連づけた議論は展開されていなし 10

また、特別支援教育構想では「地域Jは頻出用語であり、地方分権との関連も強調され

ている。特別支援教育がローカノレ・レベルの政策で、あることはその通りであるけれども、

地域機能力汁ーで、に失われつつある現在、それの再生と関連づけて特別支援教育は構想され

ていなし¥。その必要性までには踏み込んでいない。それに対して英米のインクノレーシブ教

育では、教育-学校ーコミュニティの改革は民主制社会の実現が前提として考えられてい

るO すなわち、公正と卓越の両立を参照原理として、差異-差別-排除(スティグマ・ラ

ベリング)一自立と社会への参加の妨害という脈絡で考えられているから、差異は障害に

娘定されることはないのである。したがって対象数も極めて多くなり、教育の場も通常教

育が主たる場面となる。インクルーシブ教育による手続きにおける官僚主義8批判も地域・

学校の自律と密接な関連があるし、その意味では障害の有無を関わず親との協力的な関係

を構築することは不可欠であるから、特別支援教育が機能するには、 「地域j の頻出では

なくその実体化がきわめて重要なので、ある。

また、特別支援教育では、通常教育との関係は強調されてはいるが、その展望は必ずし

も明確ではない。第一に、そもそもなぜ通常教育なのかという理論的・理念的根拠づけが

希薄であるし、障害のもつネガティブな社会的意義とそれへの対処も示されてはいない。

第二に、特別支援教育は本来、通常教育を含む教育全体の改革であり、そうでなければ実

効性あるものとはなりえないにもかかわらず、現実には、教育学や教育心理学の専門家、

さらには通常学校の教員からも障害児教育の改革として受け止められているのが一般的で

はなかろうか。さらに第三として、方法論の不備が挙げられる D 通常学校における特別支

援教育を推進するうえで、特別支援教育コーディネーターの配置や広域特別支援連携協議

会の設置等が進められているが、それが新しい理念とどのように有機的に関連しているの

かが明確でないために、どのように、そしてどの程度機能するかは不確かである。たとえ

ばアメリカの教育改革において、コミュニティの再生とその機能化はつねに立ち返るべき

目標であったと思われるが(結果として、成功しなかったとしても)、特別支援教育制度の

システム設計に地域社会の再生のような展望の裏づけを求めることは、過大な期待なので

あろうか。今日、「連携」はあらゆる分野における常套句となっているが、特別支援教育内・
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外において連携を可能にする要件は行政的指示では成立しえなし 1から、ニーズへの専門家

としての対応を成立させる条件に立ち返る必要がある。

上述したように、通常教育との関係は特殊教育の萌芽期のほうが、特殊教育の側でも開

放的に考えていたものが、特殊教育制度が整備されるとともに、硬宜化したのである

3)特殊教育制度の潤題点との関連

特別支援教育では、特殊教育の成果である障害種別のきめ細かな教育を高く評価し、問

題点を克服しつつ、専門性の深化と対象範臨の拡大を通じて発展的継承を目ざしている O

特殊教育が長い年月をかけて蓄積し、発展させてきた障害種別の専門的な知識と技術は、

確かにインクノレーシブ教育が批判するような問題点を内包してはいるが、特殊教育的専門

性は、将来にわたって継承されるべき要素を含む不可欠な財産であることも確かである。

しかし一方で、特別支援教育では、インクルーシブ教育が批判する特殊教育の問題点に

ついて、十分な吟味を行っていないことについてはすでに述べてきたが、児童生徒一人当

たり教育費が障害児の学校では小・中学校よりも約十倍要する現状と今後の展望について、

費用対効果に関する議論も回避せずに多角的な観点から行うべきであった。

教育実践における脱中央集権化も特殊教育、そして特別支援教育の極めて重要な課題で

ある。日本の中央集権体制は、世界的に見ても高水準で、格差の少ない教育サービスを障害

児に提供してきたのであるが、その半面、教育という営為が本来前提とする子どもへの働

きかけという人間としての教師による働きかけを阻害する機能を果たしてきた。いわば教

室における教師の行動に対する規制である。保護者との関係も、牧歌的な時代とは異なる。

教育の分野だけに限られない問題である。

基本的な問題は、子どもの成長・発達を発生・促進するための創意工夫に大きな努力を

払い、その結果に応じて指導を調整し、指導がうまくし、かない場合は、最初の子どもの実

態把握に立ち返り、あるいは指導計画を抜本的に再検討し、良好な成果が得られることを

自らの喜びとするような教員としての当然の所為が成立函難になっていることにあるので

はなかろうか。個別指導計画といい、 PDSあるいは PDCAサイクルというような作業過程は、

そのような用語を使用するまでもなく、子どもの指導において必須のプロセスであった。

このような経験的に行われてきたことを法令化することは、保護者・教師・社会等におけ

る時代の変化でもあろう。しかし教師が教育に対する本来的な責任を問うのは当然で、ある

としても、指導の些末なシステム化は教師自身の興味・関心を綾小化することになること

が懸念される。

教育行政に要請されることは、通常教育と特別支援教育問の関係を融合する制度とする

こと、全国的な基準を設定すること、教育水準の地方向・地方内格差を生まない方策を設

けること、地方の実情に合致したサーピスを前提とすること、学校・教員の自律イヒを尊重

し、教師が画一的で硬直的な指導に陥らないことである。
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制度的観点のなかでとりわけ課題となるのは、いくつか列挙できる。教師教育制度の整

備、教育における個別的観点と文書化(保護者との教育計画に関する契約である)、長期

的観点に基づく指導計画、関係者間の横断的な協力・調整である。

教育制度は、平均的な子どもを想定して設計されているために、ある特定事例の成功が

他の多数事例の成功を約束するわけではないし、また、資源が無制限に提供されるわけで

はない以上、関係者すべてが 1000/0納得する結論を得ることを自擦としつつも、教育形態に

伴う教育上の利益を最大にし、不利益を最小限にするように制度の修正を含めて絶えず点

検すること、障害児とその保護者の責任において教育形態の選択を認めるとともに、いっ

たん選択した後も別の教育形態を選択する場合にはそれを保証すること、関係者間でそれ

ぞれのアイデンティティを尊重しながら障害児に最適な教育(とその変更)を継続的に提

供できる仕組みとすることが重要である。

教育制度のなかでも就学先に関する決定権の問題は重要である。就学における保護者の

選択権9は、現代の障害児教育の捜本的改革における基本要件であること、そしてそれが歴

史的に重要であることに鑑みる必要がある O 現代イギリス障害児教育の改革の画期となっ

たウォーノック報告について、独立教育助言団体、 Advisory Centre for Education (ACE) 

は、伺報告の最も重要なテーマとして、 「親を障害児教育におけるパートナーとして引き

入れることの重要性と、現在の障害児と非障害児を鋭く区別することを止めること j

(Advisory Centre for Education[1981Jl) を指j稿している O 間じように、アメリカ合衆

国でも、通常教育と特殊教育を改めることになった全障害児教育法 (PL94-142)の6つの

基本原理の一つは親の参加で、あった (Kirk& Gallagher [1989J， Gallagher [1991]より再録)。

これらにおける保護者の位置と役割は、従来の就学指導による措置におけるそれと比べれ

ば、根本的に異なる。かつて保護者は行政と専門家が決定するサービスの受け手でしかな

かったからである。

このような経緯にもかかわらず、現行の特別支援教育制度では、就学する学校の決定に

おいて保護者の意見を尊重することは明記されているものの、親の意思は総合的に判断す

る条件の一つにすぎず、最終的には義務教育を実施する責任を有する教育委員会が決定す

ることになっており このことは 特殊教育制度の残浮そのものであるといってよい。イ

ンクルーシブ教育では、障害当事者主導は重要な問題提起として位置づけられており、親

や障害当事者の教育ブ。ログラム決定・選択権の尊重を前提とするが、認定就学制度では、

ある子どもが「当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けること

ができる特別の事情があるj か否かの判断は、市町村教育委員会の権限である口このこと

は、インクルーシブ教育が元来、官僚的手続きに基づく教育を批判する社会民主主義的な

運動であるのに対し 特別支援教育はそのような要素が希薄な政策であることと関連して

いると思われる。さらに、地方分権の今後の動向を展望すれば、教育措寵に際しての親の

意思の尊重という国の基準(19文科初第 125号)が、 「適切な教育を受けることができる
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特別の事情」という市町村教育委員会の判断をないがしろにし、形だけのインクルーシブ

教育が出現する懸念を払拭できない。

なぜそのような状況に陥っているのかを考えてみれば、文部科学省のインクルーシブ教

育に対する受容の仕方に問題があることが指摘できる。文部科学省は以前とは異なってイ

ンクノレーシブ〉教育に受容的になっているが、その受容の仕方は恋意的な選択となっている

といってよい。しかし、インクルーシブ教育あるいは特別なニーズ教育の要素は、モザ、イ

クではなくパッケージとしての内容をもっているので ある要素は採用し、男IJの要素は無

視するわけにはし功￥ない。もちろん、背景が国や社会によって異なるから、すべての要素

を同一の仕方で受容することはありえないが、形やシステムを模倣しでも、肝心の要素を

排除したインクルーシブ教育はありえない。そのような意味で、インクルーシブ教育の重

要な要素である就学先の決定権は保護者の選択に委ねるべきであろう。

たしかに、子どもの状態の如何を関わず、フルタイムの通常教育の場を選択することが

自的となっている保護者が少数であっても存在することは内外の事例から容易に推測でき

るし、アメリカのフノレ・インクルージョン運動では保護者と専伺家の対立を想定している

(その判断の根拠には妥当である点も多しサ。しかし日本では、特別支援教育保護者の意

思と専門家の所見との間に対立を前提としない制度設計は両立可能である O それこそ、特

別支援教育制度の特長の一つで、ある乳幼児期からの対応のなかで、いかなる就学の場が最

適なのかが選択されていくのではなかろうか。保護者とともに専門家チームが障害の発

見・受容以降、最適なサービスを模索するなかで信頼関係が醸成されるとともに、就学の

場も絞られてくることが期待できるし、これまでの経験からいってもそのような事例は少

なからず存在する。保護者が就学先の選択権をもつことは、責任を伴うことでもあるが(註

2参照)、選択した結果が専門家や教育行政の目から見て妥当と思われない場合でも、サ

ービスの提供者として最適なサービスと場との関連を、保護者とともに継続的に追求する

ことになる。

この問題は、専門的資源、の存在およびその重層的ネットワーク化とも密接に関連する。

第一に、特別支援教育を受ける子どもの総数が増加する一方で、重度の視覚障害や穂覚障

害児が減少しているために、感覚障害児教育の専門性の維持は特別支援教育制度が成立す

る重要な条件である。このような低発生障害児教育の専門性は政策的に明確な意図をもっ

て対処されないと維持できない課題である。第二に、ネットワーク化の問題は、日本では

新しい課題であるD ネットワークを構成する要素そのものは、かなりの程度、すでに存在

する。乳幼児期以降の諸課題も解決されてきた事例も多い。しかし、ネットワークやシス

テムは日本では難しい課題である。縦割り社会の日本では医療・福祉・教育としづ各分野

で、ニーズに対する対応が完結していたし、また、有能な教員による名人芸や職人芸、ある

いは献身的な努力によって、偲々の教員が抱え込む形で解決してきた。そのために、分野

横断的なアプローチは、必要がある場合には教員等が個人的に解決することで、ネットワ

ークもシステムもその必要性がそれほど高く認識されなかったのである。この点でも、特

ハh
U

A
U
 

q
L
 



55IJ支援教育の構想、と制度が部分的なものにしかすぎなし、から、それを改革するには、縦割

り的で官僚的な仕組みの解消、地方分権と地域社会の再生、関係者の自立・自律および相

互信頼と任務の相互分担という遠大な課題と関連することは明らかである。

インクルーシブ教育では、障害当事者主導は重要な問題提起であり、親や障害当事者の

教育プログラム決定・選択権の尊重を前提とするが、認定就学制度では、ある子どもが「当

該市町村の設寵する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事

情があるj か否かの判断は、教育委員会の権限である。特別支援教育制度では、教育措置

の最終決定の責任は教育委員会にあるといういい方で、当事者である保護者の判断は尊重

される項目となっているにすぎない。このことは、インクノレーシブ教育が元来、官僚的手

続きに基づく教育を批判する社会民主主義的な運動で、あるのに対し、特別支援教育はその

ような要素が希薄な政策であることと関連していると思われるD

たとえば、ブノレ・インクルージョン運動唱導者の一人、 A. ガートナー (AlanGartner) 

の特殊教育批判における問題提起は、ヒューマン・サービス分野における利用者(当事者)

中心の生産的・非官僚的・非専門的なセルフ・へノレブ。の実践(ガートナー[1985Ji)の延長

線上にあることを理解すれば、インクルーシブ教育運動と特別支援教育制度の理念、の源に

おける相違は騒然としている。特別支援教育制度が当事者中心主義に転換しない理由には

このような歴史的背景があると患われるが、それだけでなく、当事者中心主義への転換が、

「モンスター・ベナレントJの時代と相まって、現場や教育行政において教育措置を巡る

問題を噴出させたり、混乱したりすることを懸念していることも、当事者中心主義への転

換を欝賭わせる大きな要素であると推測される。

しかしながら、そのような問題噴出や混乱は、一度は避けて通ることはできないのでは

なかろうか。混乱を最小限にする工夫はしなければならないが、混乱に対する懸念によっ

て決定や選択の主体に関する本来の問題提起を媛小化されてしまうことのほうが、特別支

援教育の改善を遅らせることになろう。 障害児の教育の最終的な目的が、自立と社会への

完全参加であることに異議はないのであるから、その目的実現においては、障害児および

家族の自立と自律は不可欠な要素であるはずであるし、彼らの自主的な選択と決定に対す

るサーどス提供側のパタ一ナノレな介入はもうよとめるべき時代ではなかろうか。

3.特別支援教曹を促進すべき日本の社会的状況

特別支援教育が、単なる障害児教育の改革に終わるべきではない役割を果たすべきなの

は、現代日本の社会的危機である。この危機的状況は、第二次世界大戦後に蓄積され、解

決されてこなかったさまざまな矛盾構造的なものである。

現代世界における理想は、心身・文化・宗教・民族・地理・思想等にかかわる差異を相

互に受容し、差別や対立の源泉とはしないインクルーシブ社会の構築であることを、ほと

んどの人が望むけれども、現実にはきわめて矛盾が多い願望であるともいえる。したがっ

て、インクルーシブ社会構想は夢想であると考える立場もある口しかし調和に欠けた現実

は、日本でも進行している。かつて世界に誇る安全で安心を代名詞とする国であった日本
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は、安全と安心とは程遠い日常生活に直面するようになってしまった。何よりも、子ども

を保護するはずの親が、虐待はもとより、殺害の加害者となる事件が跡を絶たない(平成

20年度の児童相談所で対応した先童虐待相談対応件数は 42662件(速報値)で、平成 2年

の約 38倍となっている)口

また近年の日本では、人間の相互関係も悪化している。大人では共感関係をもてない人

間関係が拡大し、学校内では子どもが人間関係を結ぶことに消極的で、集団的な人間関係

も育たない。したがって異なる価値観をもっ人々の交流による相互理解の機会も乏しい。

日本的な人間関係を育んできた礼儀や社会習慣まで、さまざまな名目により、他者に対す

る当然の敬意とともに放棄されている O 学校では、年少児でも大学生でもお客様となり、

受け身で自主的な行動に乏しい。

かつての社会的・経済的な平準化も喪失しつつあり、そのうえ経済的な格差は固定化し、

改善される兆しは薄いD 経済格差は社会格差に連動する。経済的な状況は改善せず、少子

化も続く O かつての購買力は低下している白それゆえ、今後は、若い世代は国外での活動

が期待されるが、内向きのままである O 期待が大きかった民主党政府から、この危機を打

関する抜本的な体系的政策は提起されていない。

現在の iヨ本の危機の深刻さは、社会のシステム全体が十分に機能していない点にある D

また、その偶題を根本的に改めるだけの人材難も深刻である。国民間の共感性が低下する

一方で、モラルもモラーノレも低下している。しかし深刻なのは、家庭や地域社会において、

基礎的感情や物事の是非、人格、個々の人間および社会的存在としての要件を育成する、

広義の教育が機能しない点にある。少子高齢化や国と地方が抱える巨額の負債は、このよ

うな病理的状況をますます深刻にしている。

一方で、このような事態に対する大学や研究機関の対応も十分でない。危機的な社会の

状況があり、人間が変貌し、社会が激変しているにもかかわらず、陳腐にみえる旧来の観

念的対応を繰り返す、半世紀の間続いたノレーティン的対応から脱却できない学問分野もあ

る。このような研究分野は、そのような対応では社会の現実が改善されるとはとうてい思

えないステレオタイプな反応を繰り返すことによって、当該学部への信頼の喪失の加害者

となっているかのようである O 最近の国家財政の危機は、研究や学問への資本投下の方法

を極端に変えており、競争という名のもとに弱肉強食化し、地味な学部分野は、いずれ大

学においては存続の危機に瀕するであろう。

現在の日本の現状は、分裂・格差、共有感の喪失と将来への希望の乏しさに充ち満ちて

いるといってよい。したがってこのような国内外の状況の改善あるいは問題の解決は、き

わめて慰難であることは自明である。その国難さは、学校や家庭を再生させるという部分

的改革では解消できないことにある。しかし、経済的にも社会的にも共生的な日本を建設

するには、文字通り日本を再生するしかない。たしかに分権化は部分的には実現している

し、今後は必要な方向ではある。分権の利益を十分に生かしている自治体もあるし、利益

の享受を可能にする条件を整えた人々や現代的価値観に体現した人々は、年齢・性別を問
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わず、新しい事業や活動において成功している。

しかし、観点を変えれば、いまこそ、インクノレーシブ社会がいまこそ必要な時代である

ということであろう O しかしアメリカのような社会の理念的基盤であるコミュニティは日

本には欠如している。さらに、現代の日本人は日本的・東洋的自然観を基盤とする生命へ

の畏敬を喪失しているし、社会的単位もない。かつて日本は、「癒しの社会 (healingsociety) J 

であった。これは障害者には閉鎖的に機能しているのであるが、長所になることができる

要素がある(ルテンダー・シミズ)。日本的な思いやりのある社会の建設という付加価値も

付けることが可能であろう D 少なくとも盲を含む視覚障害者が全体として社会自立を達成

しているのは、歴史的にも現代においても、司本はのみという実績もある。

註

1) 1917(大正 6)年 8月には、神奈川県茅ヶ 11碕に社団法人白十字会附属林間学校が開校さ

れたが、この学校は、 1900(明治 33)年第三次小学校令第 36条第一項但し警の規定に基

づく府県知事認可による尋常小学校で、あった(村田 [1997J28;桐山 [1999J39) 0 また、

盲学校・動車学校の初等部は、第 36条第二項により市町村立尋常小学校と「問視Jされ

た。

2)就学に関する事務は、 2000(平成 12)年 4月 1日施行の地方分権一括法により地方の

自治事務に変更されるまでは、国の機関委任事務であったD

3) しかしここには、専門性の継承について二つの問題がある。第一に、専門性(このこと

自体、必ずしも共通理解が十分でなしサの「維持・向上Jが喫緊の課題であることは誰

しも認めるが、感覚障害の専門家の数は多くはなし 1から、特別支援学校教員免許状の単

位設定が多くても必要な知識・技術・態度の形成・向上が可能かどうかという疑問があ

る。第二は、専門性は障害種別によって必ずしも同等に継承されているわけではない口

これは、とくに知的障害について指摘できる。それは、特別支援学校教員免許の知的障

害の割り当て 4単位問題とともに、教育課程の妥当性に関する科学的な検証の必要性が

指摘される。第三に、特別支援学校教員養成課程では、病弱教育の科目の配置が実質的

に必須であるにもかかわらず、適切な授業担当者を育成してこなかったためにその確保

に苦労するという 専門性をめぐって奇妙な現実が生じている。

4) 1993 (平成 5)年の国際連合総会における「障害者の機会均等化に関する標準規員UJ

の採択、 1994(平成 6)年の「特別なニーズ教育に関する世界会議Jにおける fサラ

マンカ宣言Jの採択、また、 2002(平成 14)年 10月の冨連アジア太平洋経済社会委員

会 (ESCAP)ハイレベル政府開会合における「びわこミレニアムフレームワーク」の採

択、 2001 (平成 13)年の国際連合総会における「障害者の人権及び尊厳を保護・促進

するための包括的・総合的な国際条約j 決議案の採択と「障害者権利条約に関する国

連総会アドホック委員会j の設置のみである(中央教育審議会[2005bJ3)。
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他の国際機関(ユネスコ・世界銀行・国連開発計画・ OECD等)や現在のインクノレー

シブ教育主要国における動向(それは特殊教育や教育が長年抱えてきた基本的問題の

解消を目ざしている)からインクルーシブ教育論の提起を展望しないがゆえに、イン

クルーシブ教育の真義を把握できないのではなかろうか。

5) 特別支援教育における理念・白的の追究は、教育職員免許の第 1欄における共通 2

単位という配分に見られるように必ずしも重視されていない。あるいは、そのような

理念と白的は、所与のあるべきものとして疑われない。しかしながら、教育の理念・

歴史・思想、社会的・制度的・経営的事項は、むろん特別支援教育全体に共通する内

容もあるが、障害ごとの独自の内容をもって展開されてきた。また、特別支援教育は

20世紀の特殊教育を革新する内容をもっ(可能性がある)と思われるから、そのよう

な内容を 2単位のなかで講述することは現実に不可能である口それゆえ、特別支援教

育の革新(可能)性は十分には理解されず、特殊教育・障害児教育の改正版という認

識に終わる可能性がある。

6) 2003年 3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)Jでは、システム

の抜本的再構築や行政・学校・家庭・地域社会の意識改革という新しく大きなチャレ

ンジの必要性を強調している(はじめに)。もっとも、システムや意識改革が、特別支

援教育内だけに限定されている可能性はある。

7) アセスメントはその一つである O 特別支援教育においてアセスメントが強調される

が、アセスメントが自己目的化したり、 「問題J児を特殊教育へ委託するための鑑別

診断のルーティン的過程になったり、選別の科学的手段になってしまった歴史的教訓

をどのように意識し、それをどのように回避するのだろうか。同じことは、調整・連

携機能についてもいえる。サポート・システム、とくに障害児教育やその他の専門家

から構成されるサポート・ティームの運用も同様である O さらに、特別支援学校教職

員免許における殻小化された技術主義の問題もある。免許法における指導法重視自体

は望ましいことではあるが、千差万別の状態にある障害のある子どもに対する指導に

おいて必要な教養は、対応できるマニュアノレ的な入門的知識ではなく、教師が子ども

に直接相対して、子どもの状態を自分の皮膚で感じ、自分の頭を使って指導の工夫や

創意を生み出す興味・関心と方法原理的なスキノレで、はなかろうか。これらは、マニュ

アノレで、は教えられないし、表面的な臨床でも会得困難であろうから、扱い方の会得工

小手先の技術主義に陥る懸念、がある。短期間の講義によって得られたそれぞれの障害

カテゴリーの特徴の知識に基づいて子どもを判断することは、若き日のサラソンが、

見かけで子どもの教育可能性を判断してしまった失敗 (Sarason[2002]96-99) を容易

に想起させる。

8) 平成 19年度から始まった特別支援学校教諭免許にかかわる課程認定では官僚的手続

きが自立った。そのことは、大学の教育研究の自律性・自立性を弱体化させている近

年の高等教育政策の例の一つにすぎない。ある大学において、特別支援学校教諭免許
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第 1禰での授業科目名として f樟害児教育の本質と特別支援教育の課題j が課程認定

委員会に提出された。その科目名は研究成果に裏づけられ、特別支援教育課程全体の

位置づけを考慮したうえで設定されたが、「趣旨は理解できるが名称が長すぎるJとい

う委員会の指摘により、認定期間の関係もあって、例示されている授業名(障害児教

育基礎理論や特別支援教育総論等)に修正せざるをえなかった。課程認定者の例示の

ような理論や総論という科医名は内容が抽象的で不明確であるから、学習する学生に

とっても有益とはいえないであろう。教員免許諜程認定の手続きでは、授業科目名の

例示が事実上の拘束力をもった結果、全国の大学における特別支援学校教諭免許に関

する課程では、金太郎飴のように類似した授業の名称が並んでいるのである D さらに

問題は、このような認定権をもっ人々が文部科学省の役人ではなく、専門家であるに

もかかわらず、官僚化していることにある。科自名の設定において必要なのは、科目

名自体よりも最低限充足すべき内容であり、科目名の設定もそれ以外の内容編成も、

授業を担当する教員に委ねられるべきであるD

9 ) 障害児教育における就学先の選択権とは、文部省が定めた就学基準によって就学す

べき学校・学級が一律に決定され、保護者の選択の余地がなかった経緯を背景に述べ

ており、今後、保護者が選択できるようにすべき就学先の範囲は、ニーズに対応した

必要で、適切な援助を受けた通常学級への措置を含めた障害児教脊関連資源を念頭にお

いている O したがって、公立学校における近年の学校選択権問題とは、交差する内容

(たとえば、保護者の選択行為による責任の明確化を通じた学校への積極的な関心と

学校のオートノミー。窪田 [1998J36) もあるが、同ーではない。
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第 3 部

特別支援教育における専門性と基本的課題



第 10章 インクルーシブ教育 a 特別支援教育における知的障害教育

の独自性と普遍性

米国宏樹幽野口晃菜睡山田康広・長島あゆ子

はじめに(要約)

米国宏樹

本章では、インクルーシブ教育・特別支援教育における知的障害教育の独自性と普通性

を考察することを目的とした。第二次世界大戦後の臼本における知的障害教育の展開を概

観することにより、特に、知的障害教育カリキュラムが、学校教育カリキュラムの総体の

中で、どのような特徴を持ち、如何なる位置づけにあるのかについて論じている。第 1節

では、インクルーシブ教育・特別支援教育の思潮における知的障害教育の現状と課題につ

いて、アメリカ合衆国におけるインクルーシブ教育と日本における特別支援教育の制度上、

実践上の議論から、その論点を整理した。第 2宝石では、戦後日本における精神薄弱教育草

創期の実践をもとに、知的障害教育が生活教育によって始められたことを論じた。第 3節

では、初期の学習指導要領の制定ならびにその後の改訂ーにおける精神薄弱養護学校の教科

内容の規定の変化や、通常学校の学習指導要領の教科内容の規定との対比を行うことで、

通常教育では主に教科外課程に含まれる「育成機能j を重視するような内容が知的障害教

科には多く含まれていることを論じた。そして、最後の第4節では、特殊教育諸学校なら

びに特別支援学校学習指導要領の改訂の要点を概観することで、知的障害と他障害種の教

育課程の異同について考察した。日本の特別支援教育カリキュラムと知的障害教育カリキ

ュラムは、学校教育カリキュラムの一貫性、連続性の中に知的障害教育カリキュラムが明

確に位置づけられるためのカリキュラム慌発の出発点として、すぐれた枠組みを有してい

ると評価できた。

第 1節 インクルーシブ教育・特別支援教育の思潮における知的障害教青の現

状と課題

1 .インクルーシブ・カリキュラム開発の必要性

1 .インクルーシブ教育におけるカリキュラム開発

米国宏樹・野口晃菜

教育における標準的思潮は、インクノレーシブ教育となってきた。現在は、ジェネラノレカ

リキュラムアクセシビィティの研究やインクルーシブ・クラスノレーム(学級経営・カリキ

ュラム)の研究が行われるようになってきている (Wi11 iams， W.， Fox， T.， Fox， W.， Roche， 

K.， Prue， ].， Farr， L.， & Di11enbeck A.， 2001 ; Rainforth， B. & Kugelmass， ]. W.， 2003 ; 

- 217 -



Villa， R. A. & Thousand， J. S.， 2005)。インクノレーシブ教育の実践における課題の一つ

が、実際に地域の通常学校において様々なニーズ、のある児童生徒を指導する際のカリキュ

ラムの在り方であることは、インクルーシブ教育に関する議論の当初から指摘され、議論

されてきているところでもある (Stainback& Stainback， 1992; Si va & Whi te， 1997; 

出ittler，2000; Rainforth & Kugelmass， 2004 )0 

障害児教育の分野では、従前より、メインストリーミングやインテグレーションの実践

を通して、障害のある児童生徒と棒害のない児叢生徒が同じ通常学級に在籍することに関

する議論は多くなされてきた口しかし、山口 (2008)が指摘しているように、単に子ども

を通常の学級に入れるだけでなく、適切な教育が保障されるための学校、教師の変革がイ

ンクルージョンの必須条件である(山口 [2008J22)。つまり、インクルージョンに関する議

論は、教育の場だけではなく教育の内容や方法にも焦点が置かれなければならない。

インクノレーシブ教育におけるカリキュラムについて、ユネスコは、 2005年に刊行した「イ

ンクルージョンへのガイドライン」において、 fカジキュラムは、個々の異なるニーズを考

惑した上で、全ての児童生徒がアクセス可能であるために、柔軟なものでなければならな

しリと言及している (UNESCO[2005J25)。このユネスコの提言は、各国は現行のカリキュラ

ムを見直し、全ての児童生徒にとって効果的なカリキュラムへと改変する必要があること

を示唆している。インクルーシブ教育は障害のある児童生徒のみに特化した理念ではない

が、コ『ネスコの提言は、障害のある児童生徒も含めた全ての児童生徒がアクセス可能であ

るカリキュラムを通常教育において作成することを意味しているといえよう O

しかしながら、障害児教育の分野では、先進国では特に、障害カテゴリーや障害特性に

よって異なる独自のカリキュラムや指導法が蓄積されてきた。それ故、中村・向 (2005)が

指摘するように、インクルーシブ教青の前提として、それぞれの障害カテゴリーの独自の

教育内容と方法が歴史的に蓄積されていることを認識し、それを尊重することが必要であ

る(中村・悶 [2005J20)。その上で、すべての児童生徒がアクセス可能であるカリキュラム

を作成するべきであろう O

2. 特別支援教育におけるカリキュラム開発の諜題

日本においても、インクルーシブ教育としづ世界的標準に近似する教育改革として、特

殊教育の特別支援教育への転換が図られてきた。 1993年の「通級による指導」の制度化や

2002 1:j三の学校教育法施行令の一部改正による就学基準の弾力化(認定就学者の規定による

障害児の通常学校への就学可能性の増大)、 2006年 4月の「通級による指導」対象児の拡大

などの一連の施策は、特別支援学校と通常学校通常学級の鴎の制度的隔たりを緩やかにし、

ニーズにもとづく教育支援の場と内容・方法の連続性を確立するものである口つまり、自

本の学校教育は、通常学級と特別な指導の場のそれぞれの教育的機能を見宜し、学校の教

育的営みを再構築するとしづ課題、すなわち、あらゆる児童生徒がアクセスできる新しい

インクルーシブ-カリキュラムの関発という課題に直面している。

また、 2007年 4月の特殊教育諸学校の特別支援学校への転換で、特別支援学校は、既存

。。
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の障害種別の学校ごとの教育カリキュラムでは対応不可能な重複障害児の教育的支援をい

かに組織するべきかという課題、すなわち、障害の重い様々な支援の必要な子どもたちを

内包する特別支援学校カリキュラムの開発という課題に直面しているD

この特別支援学校カリキュラムも、あらゆる児童生徒がアクセスできるインクルーシ

ブ・カリキュラムの一環であり、通常教育カジキュラムと特別支援教育カリキュラムとに

「一貫性j があればこそ、通常学級から特別支援学校までの教育の場と支援の内容・方法

の連続性が担保されるのである。

IT. 知的障害教育カリキュラムの独自性と普通性の検討の必要性

インクルーシブ教育の思潮の中で、実際のカリキュラムや授業を立案・実施する場合に、

知的障害者(知的障害を合わせ有する重複障害者も含む)の教育は、一見すると他の対象

と趣を異にする部分がある。

1 .米国における教育水準に基づくカリキュラムの導入と知的樺審教育に関する議論

現在、米国では、知的障害のある児童生徒を含む全ての児童生徒に対し、教育水準に基

づくカリキュラムを導入することが義務付けられている O 通常教育における「教育水準に

基づく教育改革(Standards-basedReform)Jが発端となり、連邦法に障害のある児童生徒

に対する教育水準に基づ、くカ Yキュラム導入が規定された。

「教育水準に基づく教育改革j とは、公立・私立学校の学力低下に対応する政策であり、

①高い教育水準の内容設定、②試験の使用による学校の支援状況の把握、③児童生徒の達

成度 (achievement)に対する教育者の説明責任の 3点に目的を置いた改革である (Nolet& 

McLaughlin， 2000)。

米留は、 1983年に「危機に立つ国家(ANation at Risk)Jを刊行して以来、学力低下へ

の対策として、「教育水準に基づく教育改革」を推進している (Roeber，1999; Nolet & 

McLaughlin， 2000;Smith，2006)o r危機に立つ国家」では、学力向上と教育格差の減少を目

指すべく、授業量の増加、新しい教科内容の導入、高校卒業要件の強化等の改革が提案さ

れた (NationalCommission on Excellence in Education， 1983) 0 

その後、 1994年に、ゴール 2000:アメリカ教育法(Goals2000:Educate America Act)と、

初等中等教育改正法(ImproveAmerica' s School Act)が制定された。この二つの法律では、

全ての児童生徒が教育水準に沿った教育内容を学習することに対し、学校・州、iが説明責任

を果たすべく、各州に対し、教育水準の設定と学力試験の導入が推進された (U.S. 

Department of Education， 1994a;1994b)o これらの法律の制定により、連邦政府としての

「教育水準に基づく教育改革j の方向性が示されたD

また、 1997年には、障害者教育法(IndividualswithDisabilities Education Act of 1997， 

以下 IDEA1997とする)が改正されたoIDEA1997には、障害のある児童生徒も他の児童生徒

同様、州、iや学区で定められている教育水準に沿った通常教育カリキュラムを学ぶべきと明
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記されている。更に、それらを学ぶことが困難である児童生徒については、その理由が侶

別教育フQ ログラム (IndividualizedEducation Prograrn，以下 IEP)に記述されなければなら

ないとしている。さらに、河法は、障害のある児童生徒に対して、通常教育と同様の学力

試験への参加を義務付けている (U.S. Departrnent of Education， 1997)0 

これらのことから、従来は、障害のある児童生徒の通常教育の場へのアクセスに焦点が

置かれていたが、この改正により、障害のある児童生徒の通常教育カリキュラムそのもの

へのアクセスこそが、インクルージョンであるという方向性が示されたことが向える。

吏に 2001年には初等中等教育改正法(NoChild Left Behind Act，以下 NCLB法とする)

が制定された白 NCLB法は、各州が一定の教育水準を設定し、全ての児童生徒がその水準を

達成するために、説明責任システムを構築することを義務付けた。障害のある児童生徒を

含めた、特別なニーズ、のある児童生徒に対しでも、州、|が設定する一定の水準に基づいたカ

リキュラムと、教育評価の導入が必要とされたのである (U.S. Departrnent of Education， 

2001)。

このように、法律が制定され、「教育水準に基づく教育改革Jが進展したことにより、特

別なニーズのある児童生徒に対し、他の児童生徒と同ーの教育水準に基づいたカリキュラ

ムと評価項目・方法を用いて指導や評価が行われることについて、現在、様々な議論が展

開されている。その中でも、特に知的障害のある児童生徒や、知的障害と他の障害を併せ

持つ重度・重複障害のある児童生徒には、歴史的に独自の個別カリキュラムにおいて機能

的生活スキル (FunctionalLife Skil1s)中心の指導が行われてきたことから、彼らが通常

教育カリキュラムへアクセスすることの妥当性の有無がそれぞれ指摘されている(例えば、

Ford， Davern，& Shnorr， 2001; Wehrneyer， Lattin & Agran ， 2001; Bouck，2004など) 0す

なわち、通常教育カリキュラムへのアクセスが義務付けられたことにより、歴史的に蓄積

されてきた、知的障害のある児童生徒のカリキュラムや方法論の位置付けが異なってくる

ということである O

また、 NCLB法に基づいて全ての児童生徒を対象とした学力試験を行うと、障害のある児

童生徒に対して、試験の項目にのみ焦点を置いた指導が行われる、分離的なプログラムが

増加する、などの意図しない結果が起こり得るとの指摘もされており (Co1e，2006)、障害

のある児童生徒の教育評価に関する議論も多くなされている(例えば、 Thur10w& 

Johnson， 2000; Browder， Spooner， Ah1grirn-Delzell， F1owers， A1gozzine & Karovonen， 2003 

など)。

2. 日本における知的障害教育の独自性と特那支援教育実践上の課題

日本では、学習指導要領において、知的障害教育における教科は、通常の教科とは名称

は同じでも内容の異なる独自の設定がなされているほか、学校教育法施行規則でも、知的

障害児には、生活教育に原点のある生活単元学習などの領域・教科を合わせた指導が認め

られている。

このような知的障害教育の独自性のために、知的障害教育と他の障害種の教育では、実
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践現場における自立活動の位置づけが異なっており¥知的障害教育では、重度・重複障害

児童生徒の指導にあっても領域・教科をあわせた指導が行われていることが多い。しかし

ながら、近年は、児童生徒の障害の重度化や多様化に伴い、領域・教科を合わせた指導の

実践上の困難が指摘されている(国立特殊教育研究所， 2006)。一方、他の障害種の教育で

は、教育課程の一部又は全部を「自立活動J中心の内容に替えた指導が行われていること

が多い

この違いは、知的障害教育が未分化な指導内容を教科・領域別に整理ーすることよりも、

未分化なままの内容でどのように指導するかの指導方法に重点を置いて指導実践を重ねて

きたのに対し、他障害では準ずる教育による明示された「通常教育の教科・領域内容の指

導Jと、教科・領域内容に含まれていない独自の指導内容領域としての f自立活動の指導j

の組み合わせで、領域別・教科J3IJの指導内容の指導時|習を配列しつつ、それぞれの指導内

容についての指導方法を追究してきたことによる違いであるとも考えられる白

この点に関する知的障害教育と他の障害種の教育の関の差異は，障害児教育担当教員の

資質や専門性に関する議論においても明確に見られる。

1999 (平成 11)年の盲・聾・養護学校学習指導要領の改正において 自立活動に関して個別

の指導計画の作成が義務付けられ、さらに， 2009 (平成 21)年 3月の特別支援学校学習指導

要領では，各教科等にわたる個別の指導計画の作成が義務付けられたわけであるが、山本

(2000)や斉藤(2009)は，子どもの状態に応じた教育課程の編成が行える力と自立活動の指

導力が，障害児教育担当教員の専門性に含められるべきものであることを指摘している口

一方 3 太田 (2000) は知的障害の特徴に沿い，継続・発展した教育上の支援方法」で

ある領域・教科を合せた指導の 4つの指導方法(1生活単元学習Jr fF-業学習Jr日常生活の

指導Jr遊びの指導J) の意義と実践方法を知り，計画し，実施し，発展できる力が，知的

障害教育の教師に求められることの一つであると述べている。知的障害教育の指導方法と

1 W学習指導要領解説(自立活動編U(文部省， 2000)では、知的障害者を教育する養護学校(特別支援学校)

に在籍する児童生徒に知的障害に結伴して見られる言語、運動、情緒・行動などの面の顕著な発達の遅れ

や特に配慮を必要とする様々な状態がみられるので、知的発達の遅れに応じた教科の指導などのほかに、

この点について、特別な指導が必要であり、これを自立活動で指導する旨が解説されている。つまり、知

的障害の各教科は、知的発達の遅れに対応して重度から軽度の者が家庭生活や社会生活などに必要とされ

る内容を示していることから 知的障害そのものへの対応は各教科で行われるという認識になっている。

吉田 (2000)は、自立活動は、各教科・道徳・特別活動に示されていない目標と内容であるが、他樟害種目j

の特殊教育諸学校における自立活動が、それぞれの障害にもとづく種々の困難に直接対応しているのに対

して、知的障害教育では「随伴する点について指導することが特色であり J、「知的発達の遅れの程度が重

度で、あっても、その指導内容は、直接自立活動の指導内容とはならないことに留意する必要があるj との

見解を示している(吉田 [2000J 104) 0 

2筆者の知るところでは、知的障害特別支援学校の多くでは、領域・教科をあわせた指導形態により、自立

活動の内容を含んだ指導が展開されてきている。例えば、①排池の指導は、教科 f生活j の内容を含んだ

日常生活の指導という領域・教科を合わせた指導として捉えることができる。同様に、②感覚・知覚学習

は、国語・算数等知的障害教科の内容及び自立活動をあわせた領域・教科を合わせた指導として、遊びの

指導や課題別学習、言語・数量という指導形態や週時程上の呼称で行われていることが多い。③電車など

の公共交通機関の利用(生活スキルの学習)は、教科生活の内容を含んだ生活単元学習でなされていること

がある。一方例えば肢体不自由特別支援学校では、これらの指導は、自立活動の時間の指導として行われ

ていることが多い。

つ臼りム



専門性は，領域・教科を合せた指導にあるとしづ指摘である。さらに，太田 (2000) は，

合せられる教科も独自性のある知的障害教科であることも指摘している口

通常教育には設けられていない独自の領域である自立活動は，今後の特別支援教育にお

いても，特別支援教育の専門性を象徴するものであり，自立活動と他の領域(各教科，道

徳，特別活動，総合的な学習の時間)との関係の整理は，個別の指導計画作成に際して考

慮、されるべき重要な点のーっとなる。しかしながら，知的障害教育においては特別支援

教育の専門性を象徴する自立活動」と，特別支援教育に内包される lつの教育領域として

の「知的障害教育の独自性と専門性を象徴する知的障害教科等」との関係は，指導内容の

整理と指導方法の整理との両方で3 より根本的課題となってくるといえるだろう。
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第 2節 生活教育としての知的障害教育の開始

米田宏樹

1 .本節の目的

上述のような教育実践上の課題を解決するためには、わが国における知的障害教育実践

の展開を整理し、方法としての生活教育や領域・教科を合わせた指導が、いかなる理由で、

どのような対象に適用されてきたのかを検証することが必要である。

日本の戦後知的障害教育における教育課程と指導法の展開については、望月(1979)の研

究や、名古屋の一連の研究がある。特に名古屋は、 1970年代後半以降の生活中心教育論を

支持する立場から、学習指導要領解説の記述の変遷や生活中心教育論者と批判論者の論考

記述を丹念に分析する手法で、近年、知的障害教育の独自性を論じている(名古屋，

2003;2004a;2004b;2005;2006など)0

しかしながら、知的障害教育と通常教育や他障害種の教育との問には、当然、普遍的な

ものも存在しているはずであり、知的障害教育の普遍性と独自性を、広く共通理解とする

ためには、これまでに展開されてきた知的障害教育の実践を、その時々の時代背景や対象

児観と照らし合わせながら整理していくことが必要であると考える。

本節では、戦後の「精神薄弱J教育の実験的先駆けである品川区立大崎中学校分教場お

よびその発展である青烏中学校の初期の実践、すなわち試行的知的障害教育の実践が、ど

のような背景(当時の社会状況や対象児の実態，対象児観，保護者の願いなど)に支えら

れて、いかなる形で作られていったのかを、年史や先行研究の記述をもとに整理すること

を目的とする。また、明治後期からの小学校特別学級における低能児教育実践の積み重ね

があったからこそ、戦後の知的障害教育は、中学校段階における教育の試行から始められ

たのではなし功瓦と考えられるため、特別学級における低能児教青実践の結果についても、

先行研究ならびに戦前の調査資料をもとに整理・概観したい。なお、本節では、歴史的用

語を用いることとする。
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ll. 特別学級における低能児教膏の帰結点としての「合科・統合j と生活指導

の重視

1 東京高等部範学校附属小特別学級小林佐源治の実践

1907年、文部省は、訪11令第六号により師範学校附属小学校に特別学級を設置することを

奨励した。翌 1908年に設置され、長く存続した学級のひとつに、東京高等師範学校附属小

学校特別学級(現在の筑波大学附属大塚特別支援学校の前身)がある。この学級は、マン

ノ¥イムシステムの補助学校をモデルに低能児の教育研究を臣的として設置された。

このころの低能児は、概念上、劣等児とは一応亙男rJされ、①白痴ほどではないが能力薄

弱で、②その薄弱さは一時的ではなく、③通常の教育内容、方法をもってしても教育国難

なものとされていた(中村-[1990J26)。しかしながら、鑑別方法が確立されていなかったた

め、この特別学級の対象児は、近隣の公立小学校在籍の原級留置児童で、尋常科第 l年級

を 2年以上学習しても、到底普通児と同一に教育することができないものを候補者とし、

観察と詳細調査、保護者に対しての入級の勧誘・意思確認、によって決定された。

この学級の初代担任であった小林佐源治は、低能児教育の基本的な教育方針を①各人の

能力を出発点とし、②それぞれの将来の見通しを立て、③できるだけ自活しうるようにす

ることとし、知育よりも「身体の養護鍛錬Jや「徳性の瓶養と良習慣の養成」を重視した。

この教育方針に基づく彼の指導実践は、知的教科より活動教科(唱歌，体操， I~酒手工)

の時間を多くし、児童によって特定の教科を霞き換え、さらに学校図作業を教科課程に位

置づける形で具体化された。また、彼は、教科の扱いについては、教科によって区分する

もの(算術，国語，図面手工，裁縫)と教科によって区分しないもの(修身，唱歌，地理，

歴史，理科，体操)に分け、個人差・能力差への対応を図った。

さらに、彼は、教授法における留意事項として、①事物を用いて感覚に訴えること(直

観化)、②少なく授けてよく練習すること(教材の必須化と反復練習)、③個人差に応じて

個別に指導すること(個別化)、④発動的に学ばせること(自己活動)、⑤実際的な知識を

重んじること(教材の生活化)等を挙げた(中村[1990J30-31) 0 

この小林の教育実践は、日本の f精神薄弱j 教育史における「合科・統合J(領域・教科

をあわせた指導)の最初とも捉えられている(森清[1972J16)。

2. 東京市補助学級の実態調査

1935年、東京市の補助学級調査委員会が各地の補助学級の教育実践を研究し、まとめた

『補助学級に関する誠査資料Jでは、低能児が能力相応に善良な人間として自ら生活し、

国家の一員として意義ある生活をするために、教材の進度割酌の基準が次のように示され

た(望月[1979J22)口

①尋常科第 1学年の教材に入る以前の教材を十分に補足すること O

②6カ年聞に履修すべき教科課程の標準は大体第 3・4学年程度でまとまるように整理考

察すること。

③児童の能力の実情により教材の進度は適当に酪酌を加うるべきこと D
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また、教科の具体的な扱い方の留意事項についても次のように示された。

①小学校令に規定された教科目は、一通りはこれを扱うも児童の実情に応じて適当に取

捨選択をなすべきこと

②教科目の扱いは一般に知的教科よりも技能的教科を重んじ、将来の職業生活にそなう

るべきこと

③教科目の取り扱いは児童の生活指導を中心としてなるべく総合的な取り扱いをなすべ

きこと

④その他体操と唱歌とを連絡して遊戯として指導すること O

⑤知的教科においては個々の児童の実情に却したる適当な学習の手引きを作成して指導

することを本体とすること九

さらに、生活指導が重視され、 f日常生活指導Jについても配慮されていた。

このころの補助学級の児童の実態は、東京市役所(1928)W東京市小学校補助学級の現状J

によると、調査した児童 475 名の生活年齢の範囲は、 7 歳台~17 歳台であり、 10 歳'"'-'11 歳

が最も多かった。同様に精神年齢の範囲は 2 歳台""-'12 歳台で、 8 歳~9 歳が最も多かった。

精神年齢 6歳未満のものは 40名で、あった(東京市役所[1928J33-37)0

このように見てくると、低能児教青における、生活指導の重視と教科の合科的教育方法

の発想は、当時の通常の教育内容と方法、すなわち、 f戦前の系統主義、主知主義に立つ読

み書き計算中心の教育J(望月 [1979J17)では教育関難な子どもたちへの実際的対応として

の帰着点であったと考えられる。

1年生以前の生活と学習の基礎的内容を指導する必要があり、かつ、 6年間で4年生程

度までの学習内容にとどまると考えられる状態像の児童に、卒業後の職業生活と社会生活

を見据えた指導を行うためのカリキュラムを模索した結果、教科指導よりも生活指導を中

心とした総合的な内容で学習活動が構成されることになった。

低能児教育の実践によって導き出された理念や方法は、戦後の精神薄弱教育にも継承さ

れたと考えられる

3-o/Uえば、知能指数低き児童に対して、昌史、地理、理科等の教科目の教授を欠くが如し、とされている(望

月[1979]22)。
4 例えば、ア)技能的教科(唱歌，体操，図面3 手工，裁縫)の教授時間を増やすこと、イ)知的教科(算

術，国史，地理，理科等)の時間を減ずること、ウ)技能教科の取扱は積極的に成るべく実用本位に指導

して将来の職業生活に資せしむること、とされている(望月 [1979]23)。

5例えば、ア)生活科、郷土科として修身、国史、地理、理科を総合的に取り扱うこと、イ)直観科、あ

るいは観察科として理科、留酒、綴方等総合的に取扱うこと、とされている(望月 [1979J23)。

G現在の教科書は普通児の能力と学習方法を基準として編纂されたものでこれをそのままで程度を低下す

るも補助学級の児童に対しては適当しない場合が多いことがその理由とされている(望月 [1979J23)。

7 戦前の 1933(昭和前年から 1944(昭和 19)年まで、京都市滋野小学校補助学級の控任をつとめた田村一

二の教育実践は、仁忘れられた子ら~ (1 942) ゃ r手をつなぐ子ら~ (1943)などの一連の田村自身の著作が、

1966年以降に再発行されたほか、杉田硲によって田村の実践が紹介された(杉田 [1958J 12-16; [1958J 

12-17; [1958J11-14; [1958J18-21)。また、杉田(1960)は、補助学級の教育課程を精神薄弱教育課程の系

譜のひとつとして紹介している(杉田 [1960J 17-23)0 
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泣生活教育としての戦後の精神薄弱教育の展開

1 .戦後6 ・3制義務教育と中学校実験学級の設置

戦後の精神薄弱教育の実践研究は、 1947年に文部省教育研修所内に、東京都品川区立大

~時中学校の分教場を実験学級として設置することから始められた。

この分教場は、 3年後の 1950年には東京都に移管され、東京都立青鳥中学校となり、

1957 (昭和 32)年には青鳥養護学校に改編され、高等部も設置された。

なぜ、精神薄弱教育研究が中学校の分教場の設置から始められたのか。

新しい義務教育制度では、 IB制中学校とは異なり、全員が無選抜で中学校に入学させら

れることになるため、中学校という高度な内容での義務教育に到底ついていけない生徒が、

精神薄弱児を含んで 10話は生じるであろうと予想され、その対策を考える必要があったから

である。新制中学校にあっては、小学校以上に、特殊学級が必要であると考えられた(三

木[1957J193-194)0 すなわち、この分教場(実験学級)の設置は、新制中学校生徒のための

特殊学級の創設であり、新制度実施に伴う教育上の問題解決のための実践研究の開始でも

あった。この実験学級の教育方針は、「この学級ではまず生活の能力と性行とを検定し、他

性に応じた教育を行うことはもちろんであるが、その教育は生活と生産に直結するもので

ならなければならなしリ(小宮山・飯田・藤島[1957J20) とされた。精神薄弱児の中学校卒

業後の社会的告立を実現するために8、新しい 6・3制義務教育(特に中学校教育)を、「学校

教育の因習乃至は枠J(三木[1957]196) にとらわれることなく彼らに対してどのように行

うかが、中心的な研究課題として取り組まれたのである。

2 教育の本質的自的と精神薄弱教育の方法

( 1 )総合生活教育の指向とバザー単元:実験学級開設から青鳥中学校期の 10年は、精神

薄弱教育は生活教育であるべきことが主張され、その理念が打ち出された時期であった。

実験学級開設当初は、個性に応じた生活と生産に直結する教育を目指しながらも、具体

的にl土曜日ごとに割り振られた教科を中心にした学習活動が行われた(月一社会科中心，

火一理科中心，水一家庭科中心，木一算数中心，金一国語中心，士一音楽体育中心)0 この

初年度の教育実践の反省会の結論として、①訓練の目的を「自律」におくこと、②指導の

方法はより作業的、より具体的なものを取り入れること、③指導の内容は生活に必要なこ

とを第一とすること、が打ち出され、そのまま 1948(昭和 23)年度の教育方針とされた(小

宮山ら [1957J21) 0 

1948 (昭和 23)年度から 1950(昭和 25)年度までは、作業を中心にした教育活動への転換

準備期間とも言える 3年間であった。生徒や保護者に、 f本当に実力のつく学習方法j とし

ての「教科書によらない勉強j、すなわち作業的学習の意義を理解してもらうための試み(教

8 卒業後の社会的自立が強調される文脈で、 f個性に応じた教育」を「生活と生産に直結する」具体的活動

内容で実施することがどのように実現されていたのか、あるいは実現が難しかったのかについては、今後

一次資料を用いて検証していきたい。課題や目標が個に応じていたのか。課題や自標を達成するための学

習方法が個に応じていたのか。両者それぞれと両者の関係を個々の対象児についてみていくことができる

史資料の収集を実現したい。
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科書による教科学習指導と通常の教科テストの実施)や、社会生活の必要性に即した教科

学習の徹底が行われた9 (小宮山ら[1957]22-26;宮崎[1979]7 -8) 0 

ここでは、現実度の高い学習活動の構築が宮指され、そろばん問題集、ワークブック、

努力!擦の記入と作業費の計算、努力帳の中の作業成績に対して支払われる青鳥銀行券10など

が、教材として作成された。

この他、夏休み中に希望者による「宿泊生活訓練」が水上学校11の寮を借りて実施された。

この実習は「作業生活合宿訓練」というべき内容で、生徒は水上学校校舎の塗装落とし作

業に従事し、民払いで賃金を受け取り、その賃金が生活費に高!J食費として加えられ、生徒

が報酬を自由に消費する仕組みになっていた(小宮山ら[1957J24-25;宮崎[1979J8)0

このような現実度の高い活動、特に努力を作業費として支払うとしづ評価が、生徒の学

習作業意欲を強く刺激する効果があったという(小宮山ら [1957J24-25)。

それでは、なぜ、現実度の高い教育実践が指向されたのであろうか。 1948(昭和 23)年

度に実施された「生徒将来の職業に関して父兄の希望調査j の結果、 f何とか一人前になれ

る職業につかせたしリという保護者の希望がありながらも、生徒の「現在の能力とは大分

かけ離れてj いたため、学校としては、卒業までにさらに f実力のつく方法を考えざるを

得なかった」からである(小宮山ら [1957J21-22)。

上述のような 3年間の準備期間を経て、 1951 (昭和 26)年度は、教科的指導ーから脱却し

た経験単元的な指導が大i憶に取り入れられた(杉田・小杉[1967J26) 0 r和泉玉)11遠足Jr赤

十字募金単元Jrバザー単元j 等がそれである。

「和泉玉)11遠足j は、新年度当初に、新入生と在校生の交流状況を観察することで、生

徒の活動や新事態への適応などをアセスメント 12することと、炊事学習や異い物学習などの

日常生活の指導を行うことを意図して、玉)11何回半での炊事を中心とした学習活動が設定さ

れたもので、あった(杉田・小杉[1967J26)口

f赤十字募金単元j は、社会奉仕活動として行われる赤十字募金を、その募金の実施と

集計を合わせてひとつの単元として打ち出したものであった。募金は、 5~6 名の小グル

ープになって街頭に出て直接いろいろな人たちに接しなければならないため、これに関連

して、話し言葉、態度、行動などに重点をおいた指導がなされた。この単元は、募金額が

9 この成果として、「各教科能力要素表」が作成され、これは、その後、各地の特殊学級に活用されたとい

う(宮崎[1979J8)。
10背鳥銀行券は、学校内で物品が購入できたり、「英語・ローマ字特別講習Jの受講料支払えたりする学校

紙幣で、あった。

11水上生活者の子弟のために 1930(昭和 5)年、京橋区月島西仲通九丁目 5番地(現中央区勝どき一丁目 11

番地)に設立された全寮制の学校(東京水上尋常小学校)。戦後は、 1946 (昭和 21)年 4月、都立移管と

なる。月島校舎と学寮、深)11校舎があったが、深)11校舎で児童生徒の教育を行うようになり、 1949 (昭和

24)年 2丹、月島の!日本校は中学生徒の付属学寮となった。 1966(昭和 41)年 3月にはその使命を終え、療

校となった(野口， 2006)。

12 このほかにも、生徒のアセスメントに関しては、 rw教育対象としての子どもたちの実態』をよりよく知

るため『総合精神検査』を行うことが 4月の職員会議で決められた(杉田・小杉[1967J26) 0 r総合精神検

査Jとは、「社会生活能力、向性検査、内田クレペリン、性格検査(シュナイダー)、フラストレーション

テスト(ローゼンワイク)、 D・C・1 体型Jであった(小宮山ら [1957J 27)。
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とにかく数値として出ること、社会的な承認が得られ生徒に自信を与えることができるこ

と13、学校としても公共の仕事だけに賓任を持ってやらなければならないことなどから、現

実度の強いまとまった単元として展開された(杉田・小杉[1967J26)。

「バザー単元Jは、青鳥中学校の新築校舎への移転を動機付けに、 f新しくできる学校の

内容を充実させるため、親達や他人に頼らずに、自分達の力で、バザーをやろう。これから

の勉強はみんなバザーをやることの中にとけこんでいる。J(小宮山 [1957J27) との生徒へ

の説明とともに開始された。 f新校舎の移転とともに靖れてお客さんをよんで開校式をする。

その時みんなに見てもらって買っていただく作品をがんばって作ろう J(杉田・小杉[1967]

27) という高い動機付けのもと、熱のこもった学習活動が展開されたという。その後引き

続き展開されたバザー単元とこの初年}支のバザー単元とは、やや意気込みの違った学習活

動で、あったと評されている(杉田・小杉[1967J28)。

学校の校舎移転と開校式の実施が、子どもの学校生活に直接関わる大きな出来事であっ

たことが、自分遠の学校を自分遠の手で作るのだという単元への強し、興味・関心と参加意

欲を、生徒に沸き起こさせたのであろうし、このことこそが、バザー単元の成功の理由で

あったと考えられる口

このバザー単元の詳細について紹介すれば下記のとおり(杉田・小杉[1967J28-29) 0 

設定の目的:①従来学習したもの(玉川遠足・赤十字募金等)を発展させ、総合生

活教育の一環として新校舎溶成式をJ拐し、この単元を設定した口②生徒の青年期

的特性として、こうしづ事業に参加することに対する興味に対応し、職業生活へ

の基底たらしめようとした。③合わせて収益をあげて、備品(校異，教具)の補充

をする。④かっこの単元を展開することによって、これに参加した父兄、外部に

対して、より一層この教育への理解を深めることを期している。

期間:1951 (昭和 26)年 6月四日から 10月 27日までの約 4ヵ月。「この期間中に

lヵ月半の夏休みが入るが、我が校の生徒の場合、休暇は普通学校のそれとおも

むきを異にし、学校活動を停止することはかえって弊害のある場合も多く、新し

い学校づくりの時期でもあり全校をあげて休暇を返上した。」という D

展開:次の 8つの展開で単元が展開された。

①動機付け「新しい校舎の立派な落成式を行おう。それには学校の設備備品を完

備しよう。」

②相談「それにはどうしたらよいか。廃品を回収して作品を製作し、販売するこ

とによって利益を得ょう。 j それには「バザーJo

③計画「バザーをどのようにしてやるか、作品、材料、製作、販売等についてJ

④材料集め「材料集めの依頼、宣伝ポスター、どのように集めるか、交通機関の

利用、郵便局の利用、御礼状、材料分類、量の確認J

⑤製作「原料作り、下ごしらえ、仕上げ、検査、市販の値段調べ、定価づけ、(品

1:l後に E本赤十字社から感謝状が届けられた(小宮山ら [1957J27) 
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自)男子(人形(昔、手)、額縁、空びん・空かん利用の花さし、灰皿、ブックカバ

ー、はたき、その他人女子(人形(衣裳)、まくらめ編み、火鉢しき、足ふきマッ

ト、ブックカバー、その他)J 

⑥販売 f宣伝ポスター、バザー通知、当日販売、通信叛売、値段と計算、陳列、

品物の包装、対人関係j

⑦収益音i算「原価と売す語、言十算と現金、収益j

③反省[態度、技能、参加度について考えるj

評価:①この単元開始前に実施した社会成熟度検査、各項目に含まれる学習効果の

評価。②対外的な学校活動としての反省。

指導上の注意事項:

①「設定g的に対しては、これが単なる作業教科にならないように注意すること、

つまりあくまで総合生活教育として、生徒たちの将来の職業生活へつらなるもの

として、はっきり全単元をつかむことが重要である。 j

② 1-今までの指導によって生徒集団の質的量的分化が棺当ハッキリしてきたから、

この点を利用し、適当な集団を作って、この集団相互及び集団内で、の教育効果を

あげるように努力する。J

③ fこの単元l士、・生活カりキュラムである、・最も長期にわたる、・生活カリキ

ュラムとしても非常に広範囲にわたるし、すべての生活、学習経験を含有してい

る、といった 3つの点で生徒一人ひとりを参加させていくのに、非常に小さな動

機づけをはさんでし¥かなければならないし、その場合色々な方法で全体の見通し

を子供達に与えてゆくことが必要である。J

④「これを機会に父兄ならびに社会一般の、この教育に対する認識を深め、さら

に協力させるよう努力する。J

「たとえどのように能力が低くともj、「生徒全員がその能力14に応じて、全校の工場組織、

販売組織の中に何らかの位置をもって生産の仕事に従事するような組織」がとられた fバ

ザー単元j 学習の結果、①「そうした組織の中で働くことによって、他人に対する態度社

会に対する糞任というようなものを体で覚えていくことができる。 J、②「自分にできる程

14 この当時の生徒の実態を示す資料は未詳であるが、 1955(昭和 30)年の生徒 50名について、知能指数と

運動能指数を示せば下記 Table2 -1のとおり。

Table 2ー 11950年度青鳥中学校生徒の知能指数と運動能指数

知能指数 割合(覧) 運動能指数 割合(出)

99"'90 2.0 80以上 O 

89"'-'80 2.0 79"'70 6.0 

79~70 22.0 69'"'""'60 28.0 

69~60 30.0 59'"'""'50 36.0 

59~50 36.0 49~40 26.0 

49~40 8. 0 39""'30 4.0 

39以下 。29以下 O 

出典:小宮山ら [1957J82. 
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度の仕事をくりかえすことによって体の機能も若干進歩するが、自分にできることがある

という自信をそこからつかまえるようになる。 j、③「自分の作ったものが、実際に売られ

るということで、自分の力、自分の価値というような自覚に似たものが芽生え、成長する。 j、

④「学校全体で長期間、製作、叛売のための組織的行動をする中で活動するために、念、に

社会的成熟ともいうべきものがみられる。 Jという生徒の学習上の成果が確認された(小宮

山ら [1957J 31)0 

この「バザー単元」は、 4~5 月で「人と人とのつながり j をほぼ完成した生徒に、「人と

道具のつながり Jr人と物とのつながり Jr複雑な人的交渉の経験」を学習させる、[製作J

と「販売jを中心にしたあらゆる社会生活の総合的長期学習であり(小宮山ら [1957J66)、

その教育的営みが「総合生活教育」と記述されたのである。

( 2)生活文脈の重要性:r総合生活教育Jとしての「バザー単元Jの詳細から、学校の

学習活動を現実度の高い生活の再現として再構成して設定するための工夫や、再現された

社会生活学習活動がすべての生徒にとって主体的に見通しを持って取り組める活動となる

ための工夫、生徒集団のダイナミクス活用の工夫などが、この教育には特に必要だと考え

られたことがうかがえよう。

作業による生産労働活動が中心的な活動で、はあったが、決してそれだけではなく、労働

の結果得た報麟での消費生活の学習が必ず含まれていたことも銘記されるべきである。

どもの生活の文脈を大切にするということは、 f学ぶ、遊ぶ、暮らすj ことがバランスよく

教えられるべきであるし、将来の職業生活を視野に入れれば、 r1i動き、余暇を楽しみ、暮ら

すJことが文脈を構成する要素になる O 初期の実践には、この要素が単元の中にきちんと

感り込まれていた。

また、生徒の学習成果の評価指標に、社会成熟度検査が取り入れられていたことは、社会生

活能力の獲得こそが教育の目指すべき成果であると考えられていたとの現れであるといえる。

さらに、「バザー単jCJという教育活動そのものを通して、保護者との連携・協力関係を

確立しようとしていたこと、保護者も含め社会に対して、精神薄弱者と精神薄弱教育に対

する理解を深め、賛同と協力を得ようと教師が必死に努力しなければならなかったことも、

初期の精神薄弱教育の重要な特徴であろう。

(3) r生きる力Jの育成の手段としての生活教育:大崎中学校分教場~青鳥中学校の実

践研究の結果から、精神薄弱教育の方向性は、「し¥わゆる教科書を使わない教育Jであるべ

きことが主張された。

教育の根本目標は文字学習にあるのではなく、「生きる力J15の付与であり、そのために、

15 生きる力j について明確な定義はなされていないが、①自然の事物に対してその性質を手先や肉体で

感じ取り、これを自分の目的に合わせて処理する技術を学び取らせることと、②社会を支配している法則

や人と人との関係を律している道徳を体得させることが、教育の目的とされていた(小宮山ら [1957J46)。

「生きる力j の意味するところの検証は、上述の「社会成熟度検査j を指標とした「社会生活能力」との

関連を含めて、今後の課題のひとつである。
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知能の働きに障害のある精神薄弱児に適した教育設計を考えることが必要であると考えら

れた(小宮山ら [1957J46)0そして、その教育の方法とは、 f彼らを取り巻く『自然』や『社

会Jを『教科書Jに感られた間接的経験の代わりに、じかに経験させていく J(小宮山ら

[I 95 7] 46-47)ことであり、「直接に彼らの手や足や感覚器官を通じて、身近に遭遇する自

然と社会とを、彼の身体で対処させ、その処理対応の経験の間に、法員Ijに出会い、自的に

会し、あぶなげのない一定の熟練に達しさせよう J(小宮山ら [1957J46) とすることであっ

生活教育とは、体を使って物(自然)と人(社会)とに直接あたって生活の力を得させ

ようという方法であり、精神薄弱教育の方法であるとされたのである。

3. 生活教曹を支えた教育観と精神薄弱観

教育が行われるときには、その対象をどのように捉えているかという対象児観が重要で

あることは言うまでもない。戦後の精神薄弱教育におけるオヒ。ニオンリーダーの一人であ

った三木安正の著作から、その精神薄弱者観を見てみることにする O 三木(I969)は、それ

までの三木の実践と論考をまとめなおしたものであり、青鳥中学校における実践に支えら

れたものである口この中で彼は、「精神薄弱者とは、出生のときからか、生後比較的早い時

期から、知能の発育障害があるもので、かっその障害の回復しがたいものをいう J(三木

[1969J3) と定義している。さらに、三木は、「知能の働きは、脳細胞の機能に関すること

であると同時に、その細胞組織がそのものの生育過程や環境条件との関連において、どの

ような働きができるようになったかということが問題なのであるから、医学が脳細胞ある

いはその組織の機能の回復・増進に関して寄与するのに対して、教育はその機能の内容の

充実について自擦と素材を明示し、環境的・生活的条件を整えていくというのが、その分

担きであろう。J(三木[1969J4) と、医学と教育の役割分担と協同について述べた。

三木は、知能の発達を、「脳細胞の成熟に応じて外界の刺激に対する反応が起こり、それ

が一定の行動パターンを形成し、さらに生活経験の拡大によって複雑化し、体制化してい

くこと j であると定義し、「脳細胞の未成熟・損傷j によって、「その体制化は制約」され

るとした(三木[1969J4)0

さらに三木は、「体制化が制約されるということは、いくつもの刺激を選択的に、又は総

合的に受け入れ、かつ、それに対応する多様な反応のパターンが用意されることに制約が

あるということ j であり、「認知の働き・概念形成、判断、推理、洞察といった抽象の働き

が十分に発達していないこと j であると述べている(三木[1969J4)。すなわち精神薄弱と

は「知能の働きの本質的なものの発達J(三木[I969J 4) が制約された状態であった。

したがって、精神薄弱者に対する教育とは、 fその制約の度合いに応じて生活能力をつけ、

生活の仕方を学ばせるために、刺激に対する反応ノミターン作りをし、その範囲や深さを拡

大していくために具体的な生活による指導を加えていくということ J(三木[1969J5) であ

った。三木は、精神薄弱教育を考える上で重要なことは、「脳細胞の未成熟あるいは損傷に

もとづく知的能力の制約が、学習という働きにおいてどのような構造的な特徴を持っかj
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(三木[1969J5) を究明することと、 fその(学習の)働きを生活能力の向上に集結してい

くような生活経験を与えていくこと J(三木[1969J5)の2つであると考えていたといえる。

三木は、「精神薄弱児の教育や精神薄弱者の社会生活への参加は、本人に対する教育訓練

もさることながら、これを受け入れる一般社会のほうにより多くの問題があり、その受け

入れ態勢のいかんによって、本人に対する教育方針も変わっていくと考えられるJと、「環

境的諸条件」の重要性も指摘している(三木[1969J6)。つまり、三木は、可能な娘り精神

薄弱者の能力を伸ばす教育が行われるとともに、その能力を十分に発揮できる生活の場が

保障されることが大切であると考えていた(三木[1969J8-10)。

このようなことから、精神薄弱の判別の基準や方法も、精神薄弱者の処遇の進歩、教育

内容や方法の改善、さらに一般社会の精神薄弱者に対する理解・認識の変化などに応じて

変化すべきものであると考えられていた(三木[1969Jll) 0 

三木は、精神薄弱児の知能構造の特性などを把握する検査方法の隣発が課題であると考

え、健常幼児の「精神発達研究の成果が参考になるj と述べているが、同時に rMA (精神

年齢)が同じでも CA (暦年齢)に大きな差があればその精神構造は違ってくることに注意

しなければならなしリことも指摘しており(三木[1969J ll)、生活の積み重ねを大切に考え

ていたことがうかがえる O

本人の生活能力の獲得・向上と周囲の理解・環境の整備との相互作用で精神薄弱者の社

会的自立、すなわち、社会生活への参加が実現するという考え方が、精神薄弱教育の思想

であった。

この思想が生み出した教育実践は、精神薄弱児に「社会生活に根ざした活動経験Jを教

材として提供し、その活動による経過と結果がそのまま、保護者や一般社会の精神薄弱者

理解につながるようにするというものであったといえよう。

N. r育成機能Jを重視した精神薄弱教育カリキュラム

戦前の小学校における低能児教育では、知的教科よりも技能的教科の時間を増やし，教

科指導よりも生活指導を中心とした総合的な学習を行うことが重要視されてきた。これは、

対象となった児童が、通常教育の小学校以前の段階の指導内容が必要な子ども達を含む対

象集団であったこと、知的教科の教科別の学習成果に一定の限界があると捉えられたこと、

卒業後の職業生活を可能にする教育が指向されたためであったD

戦後初期の精神薄弱教育は，新規の義務教育である中学校段階における教育の在り方を

検討することを主眼に、実験教育として開始された。この実験教育の展開の中で、は、精

神薄弱者の発達は健常児とは質的に異なるという立場が取られ、社会生活能力の育成が自

的とされた。そしてそのために、実生活にもとづいた生活体験の経験化を意図した学習活

動が立案・実施されたのである口

日本における知的障害教育は、明治末から戦後初期にわたる試みの当初から、直接的な

生活経験そのものを指導内容に設定し、教科には分けられない指導として取り組まれたも
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のであったことがうかがえる。

学校教育が、「教科教育を中心とする認識能力の形成機能J(教科課程)と f価値観や道

徳性，社会性の発達の育成機能J(道徳・特別活動などの教科外課程)の大きく 2つの機能

を有するとすれば、知的障害児の学校教育実践は育成機能Jを重視したカジキュラムバ

ランスで開始されたといえる 16

{イ寸言己]本節は、米田宏樹(2009)日本における知的障害教育試行の帰結点としての生活教育

一戦後初期の教育実践を中心に障害科学研究， 33， 145-157. を加筆修正した。
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第3節 昭和 38年と 46年養護学校小学部胸中学部指導要領精神薄弱編の

独自性と共通性

一「精薄教科Jと通常教育との比較と f生活科J新設に伴う各教科の変化一

山田康広・米田宏樹

1 .本節の目的

昭和 38 (1963)年養護学校小学部・中学部学習指導要領精神薄弱教育編(以下， 38年指

導要領)においては、教育内容が教科別に示された。しかし、その内容は通常の教科とは

異なり、生活を中心とした視点の精神薄弱教育独自の性格を有する教科 cr精薄教科J) が

設定された。また、指導方法として、生活単元学習など領域・教科を合わせた指導が規定

された。すなわち、 38年指導要領は教科別の提示形式をとりながら、生活教育による教育

実践を期待したものだ、ったといえる。しかしながら、名古屋(1997) が指摘するように、

その後の実践においては、教科目IJに指導する実践が多くなった。

その反省から、昭和 46 (1971)年養護学校(精神薄弱教育)小学部・中学部学習指導要

領及び養護学校(精神薄弱教育)小学部・中学部学習指導要領資料(以下， 46年指導要領)

では、領域・教科を合わせた指導による実践を促進し、生活に即した内容を教育的内容と

して大きく位童づけるため、教科「生活科」が設定された(小出， 2001) 0 これにより、昭

和 38年の社会、理科、家庭が廃止され、紹和 46年の各教科は、生活、国語、算数、音楽、

図面工作、体育の 6教科になった。また、名古屋 (2004a) は、この第 l次改訂において、

教科別の形式で内容を示した学習指導要領とは別に、生活単元学習などの指導の形態との 2
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重構造において教育課程を捉えることが強認されたと指摘している。

「精薄教科Jと「生活科j に関して、西 (1975)や田中 (1982) は、 f精薄教科Jが普通

教育との異質性を強調していることや社会、理科、家庭を廃して f生活科j を設定した理

論的根拠のなさから、「精薄教科Jや「生活科j が教科の概念から異質なものであることを

批判している。一方、名古屋 (1997; 2004 a ; 2004 b ; 2006など)は、 1970年代後半以降

の生活中心教育論を指示する立場から、領域・教科を合わせた指導などについて知的障害

教育の独自性について論じている。また、小出 (2001) は、自身が昭和 49(1974)年養護

学校(精神薄弱教育)学習指導要領解説の生活科の執筆者である立場から、生活科の設定

の経緯やその内容について解説している(経緯については，後述ill. 1. 1を参照)。

しかし、ーと述のように「精薄教科j や「生活科」の概念に関する論考は見られるが、こ

のような見解に対して、 f精?等教科j が通常教育(幼稚愚・小学校・中学校)と比較しどの

様な性格を有しているのか、生活科の新設に伴い 46年指導要領がどのように変化したか、

内容項目を比較・検討したものは見られないD

そこで本節では、(1) r精神教科」の内容項告と通常教育の内容項目と比較し、 f精神薄

弱」教科がどのような独自性や通常教育との共通性をもつのかを明らかにすること、(2 ) 

38年と 46年指導要領の内容項患を比較し、生活科の新設に伴って昭和 38年の内容項患が

実際にどのように昭和 46年に整理されたかを明らかにすることを課題としたJ精薄教科J

が持つ性格や生活に即した内容の教育内容上の位置づけを明らかにすることは、現在の領

域・教科を合わせた指導の実践に示唆を与えるものと考えられる G

知的障害教育における学習指導要領及び同解説に関する研究には、太田 (2004)や藤原

(2004) などが挙げられる白太田 (2004) は、学習指導要領解説における生活単元学習の

定義やその条件の記述の変遷を整理した。藤原 (2004) は、音楽科の内容項自の変遷を整

理した。本節では、太田 (2004) と藤原 (2004) の方法を参考に、対象資料の内容項尽に

関して新出表を作成した。新!日表の作成において、必要に応じてむ法による項自の分類、

整理を行った(本研究の来IT旧表は，本章の終わりの資料を参照)。本研究の対象資料は、課

題 (1 )では、 38年指導要領、 31年度版幼稚園教育要領、昭和 33年度版小学校学習指導

要領(以下，小学校指導要領)、昭和 33年度版中学部学習指導要領(以下，中学校指導要

領)、課題(2 )では、 38年指導要領、 46年指導要領とした。

なお、本稿において教育要領・指導要領及び資料，からの内容項自の引用については、幼

稚園を「幼j、小学校第 l学年を「小 1J 、f精神薄弱J教育においては小学部低学年、中学

年、高学年、中学部を「低」、「中J、「高J、「中学j と省略し、その項患の番号をもって示

すこととした。また、教科名など適宜、頭文字や略称を使用している(例えば，小学校国

語第 1学年の A読むこと(1) 3の項自は，ノト 1思A読 (1) 3のように示す)。また、本

研究は歴史的な研究であり、歴史的用語はそのまま使用することとした。
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E“幼稚園 m 小中学校との共通性と独自性

1 .国語

「精薄教科j 国語、小学校国語、幼稚留の言語の内容項目を分類し、「開くニとJ、「話す

こと j、「読むことム「書くことJに分けられた。

r I習くことJ、「話すこと j については、幼稚園と小学校(特に低学年)と f精薄教科Jで

共通した項目が多く見られた。どの学校・学年段階においても、開くことと話すことは実

際の生活場面との関連が強し 1行為であることから 三者において大きな違いが見られなか

ったことが考えられる。

「読むこと j、「書くこと j について、幼稚園には内容項目が見られなかった。小学校の

「読むこと j では、教科書など本・文章を読むことが活動の中心とし、「戸支を出さないで臣

で読むこと J(小 lA読イ)や r)1演序をたどって意味をとること J(小 2国A読エ)のよう

な読み方、 f文字の形に注目し、筆)1演に従って書くこと oJ (小 1国A警ウ)や「知らせたい

ことが相手に分かるように書くこと。J(小 2国A蓄イ)などのような書き方に関する内容

項目が見られた。「精薄教科j では、小学校のような読み方や書き方に関する内容項目は少

なかった。

一方、「精薄教科」の国語には読むものについて多くの内容瑛患が見られた。「身近な生

活において、しばしば触れる看板、広告、その他の標識などに注意を向ける。 J(精薄田低

( 3 )ア)や f時間割りやiヨ諜表などを読む。 J(精薄国高(2 )エ)など読み物以外に日

常生活に触れる文字も含まれていた。読むものの範囲は、「職業生活や経済生活に必要な伝

票、領収書、説明書などがわかる。J(精薄田中学(3 ) )など、生活年齢に即して設定され

ていた。

書くものについては、日記や記録、手紙などが見られ、小学校にも共通・類似した項臣

が見られた。しかし、「精薄教科j では、 f自分の名前や住所をはっきり書く。J(精薄田高

( 2 )オ)や f日付けや曜呂などを正しく書く。 J (精薄国高(2 )カ)のようにより呉体

的で身近なものが対象となっていた。また、「自分の履歴書を正しく写し書きする。J(精薄

国中学(6 ) )や「鯖単なメモや作業日誌などをつける。J(精薄国中学(8 ) )のように生

活年齢に却して書くものが設定されていたD

また、「精薄教科j の内容項目には、活動的な学習や総合的な学習が想定されたものが見

られた。「絵合わせや簡単なかるた遊びをする。 J(精薄国低(3 )エ)では、遊びなどの活

動を通した学習が、 f鉛筆やクレヨンなどで衝単な絵日記を書く。J(精薄国低(3 )カ)で

は図画工作との関連が想定される内容項目が含まれていた。

「精薄教科j では、「字と絵の違いがわかる。J(精薄国低(3 )ア)、「自分の名前をわか

る程度に書く。J(精薄国低(2 )オ)のように、発達年齢の低い児童を想定した独自の項

目が見られた。

2.社会

「精薄教科J社会の内容項目を分類し、「遊び・交際」、「ものの扱い・役割・きまり J、「交
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通・安全J、「金銭j、「社会のしくみ」に分けられたD これらの内容に該当する幼稚圏の内

容項目(主に社会)、小学校の内容項目(主に社会、道徳)を比較した口

「遊び・交際」について、遊びの内容は幼稚園と「精薄教科j に見られたが、小学校に

は見られなかった。学校で、働く教師などの名前や立場を知ることに関する内容項目は、幼

稚盟社会、「精薄教科j社会、小学校 1年の社会に共通して見られた。友達に関する内容で

は、誰とでも仲良くすること、あやまちを許すことなど幼稚園の社会(幼社 5)、小学校の

道徳、「精薄教科Jに共通して見られた凸一方で、「精薄教科」中学部「悪い遊びをしたり、

よくない仲間にはいらないようにする。 J(精薄社中学 3)が含まれているが、これと同様

の内容項告が中学校道徳にも見られた(中道 3 (4))。

「ものの扱い・役割・きまり J、「金銭」、「交通・安全」についても、 f遊び・交際」と同

様に、幼稚j認の内容項目と共通・類似する内容項目が多くみられ、小学校・中学校段階に

おいてこれらの内容は、道徳の内容項目(主に f日常生活の基本的生活習慣」分野)に含

まれていた。

「社会のしくみ」に関する内容では、幼稚園社会、小学校社会、「精薄教科j 社会におい

て、郵便局、消紡署、工場、商}苫など共通した題材が学習する内容に含まれていた。しか

し、幼稚園で、は、それらに対して「郵便配達・車掌・巡査・農夫など、身近な働く人々に

親しみをもっoJ (幼社6)や「停車場・郵便局・消防署・工場・詣底などを見に行く J(幼

社6)という内容項患であったD 精薄教科でも、「見学その他の活動を通して、警察署(交

番)、郵便局、消防署、病院、駅、デ、パートなどで傍Jいている人々を知る。J(精薄社中 (20))

や「切手やはがきを買ったり、速達や電報を頼んだりする活動などを通して、郵便局のは

たらきを理解する。J(精薄社中学 9)のように活動を通して理解することや実際にそれら

を利用できるようにすることを内容項目としたものが多く見られた。一方、小学校社会で、

はそのような具体的活動が内容項臣には含まれていなかった。

また、「精?等教科j には法律や選挙など政治に関する内容項目が含まれていた。小学校社

会では政治に関する内容は、小学校第 5学年以降に見られる内容であったD 政治以外の「社

会のしくみj に関する「精薄教科」の内容項目は、おおむね小学校第 1学年から第 3学年

程度のものと共通・類似していた。そのため、「精薄教科j の政治に関する内容項臣は、「選

挙の意味がだいたいわかり、学級会や生徒会などの役員の選挙に参加する。J(精薄社中学

23) や「ごく身近な具体的なことがらを通して、法律の意味がわかる。J(精薄社中学 26)

のように、具体的な記述で、行動を通して理解することに重点を置いた内容項目であった。

幼稚園社会と「精薄教科」の社会は、小中学校の社会科と意味が異なる部分があり、社

会についての認識だけではなく、集団生活における基本的な技能や態度が含まれているこ

とが考えられる。そのため、幼稚関や「精薄教科j の社会には小中学校の道徳と共通・類

似する内容項目が多く見られたことが考えられる。小学校社会においても、第 1学年、第

2学年の低学年においては「この学年の社会科は，特に道徳の待問における指導との関係

が強い。J(文部省， 1958) とされていた。しかし、「具体的な社会生活の中で人や事物がど
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んな働きをしているか、その働きはどんな条件にささえられているかなどについての認識

を育てながら、その発展として・・-習慣形成や心情の育成を自指すj とされており(文

部省， 1958)、あくまで社会では社会への認識が重要な土台であることが望まれていた。

3. 算数、数学

「精薄教科j 算数・数学(以下，算数)と小学校算数、それに該当する幼稚園の内容項

目(主に言語4 数量や形、位置や速度などの概要を表わす簡単な日常用語を使う 0) を分

類し、「数と言十算J、「量と測定j、「図形と図表」、 f実用Jの4つに分けられた。

幼稚園の算数に該当する内容項自は、「日常経験す事物について、数・長さ・広さ・高さ・

重さ・形などを表わす簡単な E常用語を使って話す。 J(幼言4)のように、言葉を話すこ

とを通して数量に関する学習をすることが内容項目となっていた。

小学校の算数の内容項目は、算数の体系に沿った内容の記述であった。特に、「数と計算J

の内容項目では、数日昌や加減乗除の計算などに対して、その計算する数の位などが内容に

記述されていた。小学校第 l学年については、「具体的な事物について、まとめて数えたり

等分したりすることを通して、乗法・除法の素地となる経験を与える。J(小 1算 A (7)) 

や「児童の E常のことば、たとえば、さんかく、しかく、まる、はこのかたち、まっすぐ

なせんなどを用いて形を構成したりすること。 J(小 1算 C(1)イ)のように具体的な活動

によって示された項目も見られた。

一方、小学校と同様に算数の体系に沿った項包が見られたが、位や方法の細かな記述が

なく、概括的に示されていた。例えば、「簡単な加法や減法を用いる場合について知り、初

歩的な計算ができる口J(精薄算高(2 ))などで、あった。

f精薄教科j 算数・数学は、幼稚園のような日常用語を用いた学習に加え、具体的な経

験を通して数量に関する用語をしようしたり、数量を理解したりすることを内容項呂とし

てものが見られた。例えば、「具体的な経験を通して長い、短い、広い、狭い、軽い、重い

などがわかる。 J(精薄算低(2)) や「具体的な経験を通して、丸、三角、四角などの国形

の区別がわかり、名称が言える。J(精薄算低 (4))などが挙げられる。

さらに、具体的な経験として、「道具などをもとの数に合わせたり、もとの位置にかたづ

けたりすることができる oJ (精薄算中 (11))や「乗り物などの時刻表が読めるJ(精薄数

中学 13) のように学校生活や社会生活での場面を想定した内容項目が見られた。

また、 f精薄教科」にのみ「金銭」に関する内容項目が見られた。「きまった値段の簡単

な計算ができる。J(精薄算中(8 ) )や「身近な生活に必要な範留の金銭が処理できる。 J(精

薄数中学 9)、「街単な伝票・請求書・領収書などの意味がわかり、それに使われる漢数字

などが読める。 J(精薄数中学 11) など、金銭を取り扱う範囲についても生活年齢に即した

設定がされたものと考えられる。

4. 理科

f精薄教科j の理科は、その内容項目の記述の一致や類似している点から、主に小学校

の学習指導要領の内容項目を参考にしたことが考えられる。そのため、内容項呂の記述や
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配列は、理科の体系に沿ったものであった。 τable3 -1に、 IJ¥学校理科の単元の一覧を示

し、 f精?等教科Jにも含まれている単元を網掛けで示した。

「精薄教科J理科の内容項目は、おおむね小学校第 3学年から第 4学年までの内容項目

を中心に共通していた。小学校理科と「精薄教科j 理科の内容項目が多く共通しているこ

とには、小学校の理科においても内容項目に飼育や採取、観察、遊びなど具体的な活動が

重視されていることがその理由であると考えられる。

しかし、「精薄教科j の多くの項目が小学校第 l学年から第 4学年の内容と共通する中、

一部、小学校第 5学年、第 6学年の内容項目も含まれていた。それは、第 5学年の(1 ) 

オ病原体と寄生虫、第 6学年の (4)ク 電気の配線・電気器機、(5 )ア 鉄・銅・ア

ノレミニウムの性質、ウ 線維と性質であった。これらは、社会生活での健j棄や衣食住と密

接に関係している分野であるため、小学校高学年の項gでありながらも、その必要性から

f精簿教科Jの内容として加えられたものと考えられる。

また、「家憲や小動物などを飼い、続けてその世話をするとともに、その育ち方や著しい

習性などに気づく。 J(精薄理中学 2) のように、小学校の飼育する動物の範囲には見られ

ない家畜も含まれていた。

Table 3ー 1 小学校理科の単元の一覧と「精薄教科j に含まれる単元

第 1学年 |第 2学年 !第 3学年 i第4学年
(1) 

'7落花の殺結
;'f 四議事の、野l!l;J

うに罰織の!虫
;n:也"o"/jゆ111，ω建物〆
討す 鼠沿の昔話

(3) 

ア学校麹の世話

イ 季節の生物

ウ 磯く虫の生活

エかえるの生活

オ花などのしる

拘 λの、休

(2) 

"7 飽き撃の笑気

イ 土の性鍵

ウ )111京の様子

ヱ 月の形の変化

(1) 

ア いもやまめ

不 動物の務ち方‘苦手性

ウ JIIやj也のy比率やも

::r. 磁石ゆ一生@i変作
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会 主主物の冬越'l:.，
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夕 食物<i!i栄幾委長
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第 5学年
)
 

4
2
E
 

(
 アいね

イ発芽

ウ 花と虫の隣係

エ魚のからだ

オ病原体と寄生虫

(2) 

ア 嵐の向き・強さ

(3) 

ア地j覆

イ たい穣岩

ウ 化 石

工 地 下 水

オ石炭・石油

(4)ア 地球の自転と昼夜

(5) 
ア窓j祭

イ物のすわり

ウ音の高低

ヱ音の伝わり方

オ 光の直進・反射・飽折

カ 熱の移り方

キ 電 磁 石

(6) ア火の起こし方

イ 酸素と二酸化炭素

ウ燃料

エせっけん

オ酸性・アルカリ性

第 6学年
(1) 

ア植物の綬・茎・ 3震
イ 森林の生物・保緩

ウ きのこやかぴ

ヱ 人体のっくり・健康

(2) 
ア空気の湿り気

イ 雨盤・積雪遊

(3) 

ア 火山・火成岩

イ 鉱物の性~と利用

(4) 

ア 振 り 子

イばね

ウ飽車やベルト

エてこ・翰軸・;脅1li

オレンズ
カ モーター

キ 電流の発罪名作用

設強気の複線・書記気議機

(5) 

議，錦、・アルミニヴふの

イ はんだと合金

号線維と様質

5. 音楽

f精薄教科j音楽、幼稚園音楽リズム、小学校音楽の内容を分類し、「開くことん「身体

表現J、「歌うこと」、「器楽」に分けられた。

音楽に演して、「精薄教科j、幼稚菌、小学校において、共通する内容項臣が多く見られた。
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「開くこと j に関しては、レコード・ラジオ、先生や友達の演奏、様々な音楽など、時く

ものについて共通した内容項患が見られた。「身体表現j に関しては、自由な身体表現や創

作的な身体表現、「歌うこと j に関しては発声、正しい音程、姿勢、斉唱、独唱、「器楽」

に関しては、リズム楽器、楽器の扱いが共通して、内容項目に含まれていた。

音楽に関連する諸経験を内容とした項目が、幼稚圏と「精薄教科j には共通して含まれ

ていた。例えば、 f友だちが出る演奏会や昔楽会を楽しんで開く。J(幼音 2)、「よい音楽映

画を見たり、音楽会へ行く。J(精薄音中学 1(3))、「皆といっしょに学芸会などで音楽を

楽しむJ(精薄音中学工 (4))のような行事と関連した内容項目が見られた。他にも、「し¥

つも使うリズム楽器の名前や使い方を知る。J(幼音 3)、リズム楽器や笛の名まえを知るJ

(精薄音低(3 )イ)のように楽器の名まえを覚えるという器楽の活動に関連した学習が

内容として含まれていた。

また、幼稚園と f精薄教科j には「身体表現」に関する様々な内容項目があり、共通し

て含まれていた。「出に合わせて歩いたり、かけたりする。J(幼音 4)や「音楽を開いてと

ぶ、歩く、かけあしする、手を上げるなどの簡単な運動をする。 J (精薄音低(2) イ)の

ように音楽を伴った運動の活動や、「動物や乗物などの動きをまねて、身体の動きをする。 j

(幼音 4) や「音楽に合わせて模倣遊びをする。 J(精薄音中(2 )エ)のように模倣や遊

びの活動が挙げられた。これらのように、音楽も eそれ単一の活動で、はなく運動や遊びなど

が合わさった活動を通した学習が両者で想定されていた。

小学校の内容はおおむね小学 2年生程度の内容までを「精薄教科Jで扱われていた。し

かし、「二拍子(六拍子)、三拍子および四拍子を感じとるJ(小 1A (3) ア)など、楽器

の特徴や演奏形態、楽典の知識と要求する鑑糞が内容項目、「歌いだし、息、つぎ¥フレーズ

のくぎり方および歌い終わりを正しく歌う J(小 lB歌 (2) キ)など、比較的高度な技能の

ような内容項呂は「精薄教科j には含まれていなかった。

しかし、「精薄教科」の内容は、 fよい音楽映画を見たり、音楽会へ行く J(精薄音中学 1

( 3 ) )や、 f開きたい音楽をレコードやラジオなどから選んで開く J(精薄音高(1 )エ)

など音楽の余暇への利用や生活年齢が考慮、されたと考えられる内容項目も見られた。

6. 図画工作

f精薄教科」の図商工作、幼稚園の絵画表現、小学校の図面工作の内容項自を分類し、「造

形活動(絵、版画、粘土、その他の造形、色や形)J、「造形活動に関する知識・技能J、「事

前・事後的な活動や態度」に分けられた。

「造形活動」に関して、小学校は造形活動に対して絵画、版画、粘土など手法、題材、

材料など学年ごとに決められていた。一方、「精薄教科j で、は小学校と同様、絵画、版画、

粘土などの造形活動に対して、内容が概略的に示されていたが、作るものの題材について

は特に示されていなかった。しかし、「自然物をできるだけじようずに並べたり、そろえた

り、重ねたりする。 J(精薄図低(5 ) )のように幼稚園と共通・類似した内容項目や f粘土

をのばしたり、丸めたり、平らにしたりし、また、ごく簡単な形を作ったりする oJ (精薄
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図低(6 ) )など、小学校以前の発達段階が考慮、されたと考えられる内容項目が克られた。

「事前・事後約な活動や態度j に関する内容では、小学校とけ:青薄教科Jで、は造形活動

への意欲や喜びなど態度に関する内容項包に含まれていた。一方、幼碓i翠と「精薄教科J

では造形活動の前後に行われる活動についての内容項目が多く見られた。例えば、「材料や

道具を準備したり、あと始末したりする。 J(幼絵 1)、「造形活動のための準備やあとかた

づけをするoJ (精薄図中(2 ) )のような準備・あとかたづけ、 f教師といっしょに、保育

室や廊下などを花や絵で飾る oJ (幼絵 3)、「自分たちの作ったもので教室を飾る oJ (精薄

図中 (12))のような作品の展示などが挙げられた。さらに、「精薄教科j では、「教室の掲

示物や飾りなど配置や配色に関心をもち、教室を美しくしようとする。J(精薄図高 (11)) 

や「絵画・版画・手芸品・工芸品などを見たり、作ったりして、余暇を楽しむ。 J(精薄図

中学 9) など実生活の場面で、造形活動の学習を活かすことを想定した内容項告が見られた。

7. 家庭、職業・家庭の f家庭J分野

f精薄教科」家庭とそれに該当する幼稚国(主に健康、社会)、小学校(主に家庭、道徳)

の内容項目を分類し、「基本的生活習'1寅(衣服、食事、排便、睡眠、清潔)J 、「家の決まり j、

「家族との生活」、「家庭生活の基礎的技能・手伝しリに分けられた。

「基本的生活習慣」の内容は、幼稚園の健康の内容項目と共通・類似していた。「精薄教

科J家庭の内容は、「普通児であれば、既に家庭生活で身につけているはずの基本的生活習

慣の形成や、身辺生活の処理なども含まれなければならなしリ(文部省 [1966J38) とされ

ており、通常の小中学生が身につけている、すなわち小中学校段階以前の幼児が学習する

基本的生活宵慣を想定して内容が設定されたことが考えられる O 同じような内容は、小学

校では、道徳に「服装・言語・動作など、時と場に応じて適切にし、礼儀作法を正しくす

る。J(小道(3)) という項尽などに見られた。

f家の決まり」、「家族との生活J、「家庭生活の基礎的技能・手伝しリにおいては、小学

校第 5学年、第 6学年に設定されている家庭の内容項Eと類似したものが見られた。例え

ば、「家族の生活時間をだいたい調べて、規則正しく生活したり、規則正しく生活したり、

余暇を利用して生活を楽しくしたりすることなどをくふうするoJ (小 6家百(1 )エ)と「余

椴の意味を知り、休日をなるべく楽しく過ごすようにする。J(精薄家中学 (21))、 f日常の

食事のぜんだてやあとかたづけを、衛生的、能率的にするしかたを考えて、実習する。J(小

5家 B (1) ア)と「食事の準備、あとかたづけなどの手伝いをする。J(精薄家高 (27))

が挙げられた。小学校の家庭においては、衣食住に関する知識のような知的理解やそれを

基礎においた技術の習得を内容とする記述が多くみられるが、「精薄教科j においてはより

兵体的に行動的な内容の記述によって内容項目が設定されていた。

8. 体育、保健体育

「精薄教科jの体育、保健体育(以下，体育)、小学校の体育とそれに該当する幼稚園(主

に健康)の内容項目を分類し、「体操j、「陸上J、「ボーノレ運動・球技J、「ダンス・表現J、「そ

の他の運動j、「健藤j、「安全j に分けられた。
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運動に関して、幼稚園では特に上述のような競技ごとに内容項自を分けて設定されたり、

配列されたりはしていなかった。これは、これまででも言及したように幼稚園では総合的

な活動を前提とした記述が多く、運動の場合も、音楽や遊びなどと関連した記述がされて

いることによると考えられる。

一方、小学校で、はそれぞれの競技・運動に対して様々な内容が記述されているが、「精薄

教科j では内容が概略的に示されていた。例えば、小学校においては「とび籍遊び・・・・・・ま

たぎ越し、踏み越し、腕立てとび上がり、とびおりをする。J(小 2体 B(1) ウ)やである

が、「精薄教科j では「鯖単なとび箱運動をする。J(精薄体中学(8 ))であった。

「精薄教科j の「ボーノレ運動・球技j の運動の種類を見ると、ころがしドッヂボーノレ(精

薄体中 (22))、簡易化したベースボーノレ、 ドッヂボーノレ(精薄体高(19))、いろいろなボ

ール運動、ピンポン、パトミントン、簡易化した野球(精薄体中学(17)， (18)， (21))で

あった。このうち、ピンポン、バドミントンは小学校・中学校の学習指導要領上にはない

競技であった。「精薄教科Jでは保健体育の!ヨ擦に「健全なスポーツや遠足に対する興味を

もたせ、余暇を利用し生活を豊かにしていく態度を育てる oJ (精薄保中学目標 4) とある

ように、余暇の生活で、の運動も考慮されていたことが考えられる O

「健康j に関する内容は、幼稚園の健康の内容項目と「精薄教科Jの内容項院が類似し

ていた。両者とも内容項目が具体的で、行動的な記述、もしくは「関心をもっj というよう

な記述で内容が設定されていた。 小学校低学年においてもこの傾向が見られ、「運動後、手

足を洗い、汗をふく J(小 1・2G (1)イ)が設定されていた。

一方、小学校高学年においては、健康な生活、身体の発達状態や健康状態、病気の予防

についての知識など知的理解に基礎を置いた上での処置や生活の仕方が内容項呂に記述さ

れていた。例えば、「激しい運動や長時間の作業など疲労の状態、各自の睡眠時間などにつ

いての経験を通して、休養・睡眠の必要を理解する。J(小 5体 G (1)エ)や fかぜの症状

や原因について知り、その予防に努める。 J(小 6G (1) ア)などが挙げられた。 r精薄教

科jでは、同様の内容において、記述はより具体的で行動的な記述によって示されていた。

例えば、「食べすぎや寝冷えをしないように気をつける。J (精薄体高 (28))、「病気になら

ないように食べ物や過労などに気をつける。J(精薄保中学(7)) などが挙げられたD

9. 職業・家庭の「職業j

「精薄教科j 織業・家庭の「職業Jに該当する幼稚園、小学校、中学校の内容項自を比

較した口

幼稚園社会には r2. 仕事をする。 Jとしづ分野があり、仕事における態度に関する内容

項自が見られ、 f精薄教科J職業にも類似した内容項目が見られたD 幼稚園の「仕事Jは必

ずしも社会生活の仕事を指すものではないが、教師の手伝いなど日常生活において身につ

けるべき態度と職業における態度に関連性があることは示唆さされる。また、リーダーの

指示や仕事の決まりなどをよく守る。J(精薄職 1(6))、「むやみに他人の失敗や過失をと

がめないようにする。 J(精薄職 1 (8))、「ことばや動作、服装に気をつけるoJ (精薄職 1

つ、U
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(15) )は、小学校・中学校の道徳の内容項目と類似していた。幼稚園、小学校、中学校で

は強調されないが、「精薄教科Jの内容項目では日常生活で、身につける態度や道徳について、

職業生活も範留とした教育が強調されていた。

また、「精薄教科J職業の内容は、前述の他の「精薄教科j の内容項iヨと関連が強し¥もの

が多くみられたD 例えば、 f作業の準備、あと始末、計画などJ(精薄職2第 2項(1 ) )は

図画工作の f事前・事後的な活動や態度j に、「作業に関連する諸施設の利用J(精薄職 2

第 2項(5 ) )は社会の「社会のしくみj に、「勤労、賃金、生計などについての基礎的知

識J(精薄職2第 2項(6 ) )は算数・数学の「金銭Jに類似した内容項患が存在した口

J二述のことから、職業の内容は、職業生活の場面を考慮した道徳やその他の「精薄教科j

の内容項告であることが考えられる。また、職業・家庭は、作業学習など職業教青の中心

的な科患であることから、作業学習は道徳や他教科の内容を作業を通して実践的に学習す

ることが想定されていると考えられる。

征「生活科jの新設に伴う各教科の変化

1. r生活科j の新設と生活に即した内容の強調

( 1 )指導要領改訂と生活科新設の経緯:昭和 45(1971)年、「盲学校、聾学校および養

護学校の教育課程の改善について(答申)Jにおいて、当時の特殊教育の普及から富学校、

聾学校および養護学校に就学する児童生徒の障害の種類、程度が広範囲に及ぶようになっ

たことに対して、心身に障害を有する児童生徒に対する教育のいっそうの充実のための教

育課程の改善が求められた(文部省 [1970J9L その中で、精神薄弱者を教育する養護学

校の小学部においては、「二歳から六歳程度の精神年齢の児童が大部分を占めている実態に

かんがみ、児童の精神発達の度合いに即応するように教科の分類について改めることと

し、・・・身辺生活の確立と処理、集団への参加などの能力を養うための新しい教科を設け、

その名称を『生活Jとすること」が定められた(文部省 [1970J13 -14)。

教科の分類については、「養護学校対象児叢の障害の程度が重度化してきたこと jにより、

「既存の教科による以外の様式で、教育内容を組織することの必要性j が高まったことが

契機となった。その「既存の教科による以外の様式」については、いくつかの案が検討さ

れる中、 f生活」を新設し、社会、理科、家庭の 3教科を廃止することが決定した(文部省

[1974J 50)。

[生活j の内容は、身辺生活、家庭生活、学校生活、社会生活の 4つの生活領域に区分

され、それらの領域において立てられた大項目を整理し、 11の分野の項目が設定された(文

部省 [1974]52 -54)。その 11分野は、「基本的生活習慣ム「健康・安全人「遊び」、「交際j、

「役割j、「手伝い・仕事J、fきまり j、「金銭;、「自然J、f社会のしくみj、f公共の施設j

であった。

昭和 46年生活科の内容項自とそれに対応する昭和 38年の各教科の内容項目を本章末資

料 Table1に示したD 昭和 46年の生活科の内容項目は、ほとんどが昭和 38年の社会、理科、
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家庭、体育の保健の内容項目と対応していた。また、国語、算数の内容項目も含んでいた。

(2 )身辺生活・基本的生活習環の内容規定と意味づけ:r基本的生活習慣j は、昭和 38

年の家庭を中心に、体育の保健、社会における基本的生活習慣に関する内容項自が対応し

ていた。

昭和 46年では、高学年において、高(3) r好ききらいをせずに食べると、からだによ

いわけがわかるパのような守るべき生活習慣とそれによってもたらされる結果に関する知

識や高(12) rそで、えりなど、衣服の各部の名称、がわかる。 j のように通常教育の家庭科

の要素を含んだ内容項自が新設された(本章末資料 Table10の網掛で①がついた項目を参

照)。

また一方で、昭和 46年において、昭和 38年の社会の高 (18) r人の迷惑になるような不衛

生なことをしないようにする。 Jや家庭の低 (33) r家庭の人が仕事をしているときは、じ

ゃまをしないoJのような、「迷惑をかけないようにする j というような表現内容項目が削

除された。

これらは、「基本的生活習慣Jなどの内容に対する立場の違いが影響したものと考えられ

る。昭和 38年の家庭は通常教育の小学校高学年における家庭科とは性格が異なり、その内

容は「普通児であれば、すで、に家庭生活で、身につけているはずの某本的な生活習'僚の形成

や、身辺生活の処理などJ(文部省 [1966J38)であるとされた。一方、昭和 46年では、 rw生

活』の内容が、成人生活のための準備のための、いわゆる“しつけ日的内容で構成される

べきではなく、児童の現在の生活を充実させ、高めるための内容J(文部省 [1974J54)で

あるという考えであった。

(3 )学校・家庭 E 社会生活場面を想定した内容の追加:昭和 46年では、昭和 38年に

概略的に示された内容項目がより具体的・行動的記述で示し直された。このため、内容項

目数が増加している。例えば、昭和 38年の社会の高(17) で「し¥ろいろな交通規射を正し

く守るoJと概略的に示されていたが、昭和 46年では「健康・安全j の中(7) r道路を横

断する時は、在左をたしかめ、手をあげてわたる。Jなど具体的に 7項目において示された

(本章末資料 Table10、締掛②の項呂を参照)。また、「金銭Jの内容項目の多くは、昭和

38年の国語、算数の内容項自が含まれていたが、それらに加え、中 (2)rW10円J、W50円』、

~100 円』などの貨幣の種類がわかる。 J や高(2) rl， 000円以下の貨幣や紙幣の種類がわ

かる。Jのように貨幣や紙幣の種類の理解に関する内容項目が新設された。

生活科の内容は、学年段階に着目すると、昭和 38年の低学年には設定されていなかった

中・高学年の内容項自が 46年には低学年で設定されたものがあった(本章末資料 Table10，

網掛③の項目を参照L例えば、昭和 38年低学年では係り活動に関する内容項目が見られ

ないが、昭和 46年には、手伝い・仕事・役割の低(5) rあいさつの号令かけや黒板けし

などの係り活動をする。 j が設定された。また、社会のしくみ・公共の施設の低(1 )九、

ろいろな種類のj苫があることがわかる。J、低 (4)可おまわりさん』や『郵便屋さん』が

わかる。Jなど、昭和 38年では中・高学年にしか示されていなかった内容が、より平易な
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内容記述の項臣として低学年に付け加えられた。

また、昭和 38年では中学部にしか示されていなかった内容が、昭和 46年小学部生活科

の内容に付け加えられた(本章末資料 Table10，五時接i、④の項目を参照)。例えば、昭和 46年

社会のしくみの高 (4) 1社会の行事や祝祭自などのおよその意味がわかる oJは、昭和 38

年中学部社会の 122 祝祭日の意味がだいたいわかる。Jに対応していた。

46 年指導要領の改訂において、 I~生活』の新設と関係あるなしにかかわらず、その他の

各教科の内容において・・・対象児童の障害の重度化が考慮、され、内容の程度がいくぶん

さげられたJ(文部省 [1974J50)0 しかし、上述のように、生活科の項目は、中学部の内

容が高学年に、 'iコ・高学年の内容が低学年にまで拡大して設定されていた。

また、手伝い・仕事の分野において、中(6) 1仕事のあとかたづけをする。Jなど「仕

事」としづ語句が使われるようになった(本章末資料 Table10，網掛⑤の項目を参照)0 1仕

事j としづ語句の定義は定かではないが、昭和 38年には見られなかった。この「仕事j と

いう詩句は、社会生活の区分で内容を構想したことから、取り入れたものであると考えら

れる。

生活科の内容項臣における生活場面の範囲を見ると、きまりの低(1) 1きまった通学路

で登下校する。」のように登下校、高(3) 1集会や校外学習などの時は、集団行動に必要

なきまりを守る口Jのように集会や校外学習など、学校・家庭・社会生活における場面を例

示した項目が増加した(本章末資料Table10，網樹、⑥の項目を参照)。

昭和 38年の冨語から生活科に移動したあいさつに関する内容項目は、食事のあいさつ、

寝起きのあいさつ、身近な人とのあいさつ(本章末資料 Table1 ，縞掛⑦の項自を参照)、

社会と家庭から生活科に移動したあとかたづけは、食事、入浴、学習道具・遊び道具、仕

事のあとかたづけ(本章末資料Table10，網掛③の項目を参照)と、学校・家庭・社会生活

と様々な場面に応じた内容項目に分けて示されていた。また、昭和 46年では国語からはが

きを書く項目が削除されたが、生活科において、はがきの購入から投函までの一連の項目

が新設された(本章末資料 Table10，網樹、⑨の項目を参照)。

生活科の新設の意図には、九、わゆる生活的内容を、教育内容として大きく位置づけj る

こと、「各教科や各領域の内容に合わせて授業を行う際の中心的内容を組織しておくことに

よって、教科男IJ・領域別に内容を分けない指導を充実させることJが挙げられた(小出 [2001]

18)。昭和 38年の内容項目との比較における生活科の内容項目の変化は、生活単元学習や

日常生活の指導など領域・教科を合わせた指導をするため、身辺・家庭・学校・社会生活

における生活経験を網羅するような内容項目を充実させたことによると考えられる。

(4)昭和 38年の理科と昭和 46年生活科自然分野:昭和 46年生活科の自然分野は、日吉

和 38年の理科の内容項目が対応していた。昭和 38年での理科低 (2) ウ「木の実や落ち葉

を拾って、木の実遊びゃ葉並べなどをして、実や葉の色・形・大きさなどに関心をもっ。J

が、昭和 46年自然低(1) 1草摘み、木の実拾い、落ち葉拾いなどをして遊ぶ。Jとなった。

このように、昭和 38年の内容項目に見られた活動から得られる知識や技術、態度に関する
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記述が削除され、昭和 461:1三で、は活動内容のみの記述になった(本章末資料 Table10自然，

昭和 46年において削除された昭和 38年の記述を下線部で示した)。これは、生活科の内容

項目は「児童に経験されるべき活動として表現され」るとしづ方針によるものと考えられ

る(文部省 [1974J55)。しかし、その活動から児童の学ぶ内容が考慮されない場合、形式

的な学習になり、「遣い回る経験主義j に陥ってしまう危険性も存在すると考えられる。

2. 生活科の新設に伴う他教科における内容項目の変化

( 1 )生活に却した内容の削除と教科の知識・技能への限定:昭和 38年と昭和 46年の

生活科以外の各教科の内容項目を本章末資料 Tablellから Table15に示した。

昭和 38年国語から、あいさつや経験したことを話すこと、買い物に必要なことば、かる

た遊びなどの内容項目が生活科に移動した。また、時間割表などを読むこと、日記や記録

を書くことの内容項目が削除された。また、昭和 38年低 (1 )エ「絵本などを見て、その

内容について話し合う」が、昭和 46年低(2) r絵本、紙しばい、劇、幻灯、テレビ、映

画などを見て、おもしろかったことを自由に話す。 Jになったように、表現が単に「言語すJ

に変更され、「話し合う J活動が内容項目の表記からなくなった(本章末資料 Tablell，網

掛①の項自を参照)0これらの変更により、国語科の内容項自の中に生活場面における聞く・

話す・読む・書くことを用いた実生活における活動の内容項目が少なくなった。

また、「読むこと、書くこと」で低(6 )九¥ろいろな線や形などをなぞったり、書いた

りする。」など書くことに関する意欲や動作が新設された(本章末資料 Tablell，網掛②の

項自を参照)。昭和 38年から引き継がれている項目と合わせると、特に「書くこと j の内

容は、ひとつひとつの「書く J行為で示された内容項目が多くなった。生活科の新設から、

国語科の内容項目は、実生活の活動のまとまりとして示されたものが減り、開く・話す・

書く・読むことそのものの動作単位で、示された項告の割合が多くなり、国語の知識・技能

の習得に関する内容に限定されたと考えられる。

算数では、昭和 38年の道具の数合わせや買い物などの内容項目が生活科に移動した(本

章末資料-Table12のA印の項目を参照)0 また、昭和 38年の中(12) I学習の道具や給食の

食器などをひとりひとりにまちがいなく配ることができる。」は削除され、昭和 46年に低

( 3) I物を配ったり組み合わせたりなどして、 1対 1対応をする。Jが新設されたように、

具体的に生活における活動として示されていた記述が、削除された。こうした生活科への

移動や削除、記述の変更により、算数においても、生活場面における活動で示された内容

項目が減った。

昭和 38年 低 (1) I身近にあるいろいろなものを並べたり、比べたり、取りかえっこを

したりする。」、(9) Iおもちゃや道具を種類別に分けてしまったり、もとの位置にもどし

たりすることができるパの内容は、昭和 46年低(1) rおもちゃや道具などを種類別に分

けたり、並べたり、比べたりする。Jにまとめられ、数量的な操作活動のみに内容が限定さ

れた。さらに、昭和 38年、昭和 46年の両方に数を数えるという内容項目があるが、昭和

46年算数科ではそれに加え、中(1) I具体的なことがらを通して、順番がわかり、順序数
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を唱える。Jが内容項目に新設され、数量概念、の内容が重視された。また、昭和 38年の算

数では、内容項目に「具体的なことがらの取り扱いを通してJなど活動を通した学習に関

する記述が含まれていたが、昭和 46年では図表以外の分野においてその記述が削除、変更

されていた(本章末資料 Table12の下線部を参照)。

昭和 46年の音楽では、高(10)r簡単なリズム絵譜を見て、合奏をする。Jのような楽譜、

図面工作では高(6) r色合いの違い、色の寒暖などがわかり、色の組み合わせを考えて表

現する。」のようなデザ、インや低(10) r自分の作品について話をする oJや中(10) r友だ

ちの作品を見て話し合う。Jなど鑑賞の内容項目が新設された。これらは通常教育の音楽や

図面工作に含まれている内容であり、精神薄弱教育において音楽や図画工作教育が拡張さ

れた。また、昭和 38年体育科において大まかな競技名で内容が示されていたのに対し、昭

和 46年体育科ではそれぞれ競技の具体的な運動や動作で、内容が示されていた。

昭和 46年の音楽や図面工作、体育で、は学習活動に事前・事後的な活動や態度に関

する内容項目が削除された(本章末資料 Table13，Table14， Table15のφ印の自Ij徐項目を

参照)。例えば、昭和 38年の音楽の中(3 )エ f楽器をていねいに扱う。J、図面工作の中

( 2) r造形活動のための準備やあとかたづけをする。」、体育の高 (31) r運動器具の破損

に注意し、危険が起こらないようにする」などが削除された口昭和 46年の生活科にこれら

の習慣的な活動に関連した内容項自が存在したことにより削除されたと考えられる。

昭和 38年図面工作においても、中 (11) のように図画工作の知識の習得に関して「造形

活動を通して」という記述があり、活動を通した学習が示されていたが、昭和 46年ではそ

の記述が削除されていた。また、昭和 38年体育科では、内容の配列において、特に高 (20)

から (22) に運動会の競技がまとめて示されていた。これは、運動会を行事単元とするこ

とが想定されていたと考えられる。しかし、昭和 46年ではそれらの項自は、競技別の大項

目の中に整理され、一部項目が生活科に移動した(本章末資料 Table15網掛の項目を参照)。

生活科以外の教科は、その教科の知識・技能の習得に衡する内容に限定された。国語や算

数では、生活場面における活動を示した項目が、音楽や図面工作、体育では、それらの活

動の事前・事後 Ij~な活動や関連した活動の内容は生活科へ移動、または削除された。

( 2 )教科の内容と生活に即した内容の鶴連性:しかし、そのような傾向がありながら

も、昭和 46年の国語、算数には生活と関連の強し 1分野は、存在した。例えば、思語の「開

くこと、話すこと Jでは、放送を開くことや伝言、話し合いや学級会など、「開く・話すj

のひとつひとつの動作単位で、内容項目が示されていた。しかし、これらの項自を実践する

場面は、実際の生活場面であることが考えられる。算数では、図表などの項目では昭和 38

年の時には f具体的なことがらの取り扱いを通してj という記述が昭和 46年低 (6 )にお

いて「遊びや生活表などで使う O、Xの記号の意味がわかる。 j となるなど具体的場面の例

示がなされるなど、実生活との関連の強く、実用性の高い記述に変更されていた。

音楽や図面工作においても、教科の知識・技能に内容を限定される傾向にありながらも、

一方で、生活場面や他教科・他領域との関連が見られる項目の新設や記述の変更が見られた。
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音楽では、中(1) 1場面に応じた音楽の流れているなかで、遊んだり、給食を食べたり、

身じたくをしたりする口」のように生活場面に範囲を広げた項目が新設された。図商工作に

おいても、中 (4) 1行事などのさいに、身のまわりや教室などの飾りを作る。Jが新設さ

れ、行事との密接な関連がもたれた。また、低・中学年において「身近なものj を材料・

用具とするとし 1う記述が増加した。

生活科以外の教科で、教科の知識・技能に内容が限定された。しかし、教科の中にも生

活と関連の深い分野や内容項目は含まれており、学習した教科的な内容を実践する場面は

実際の生活場面で、あった。 46年指導要領解説においても、生活科の「交際」と盟語、「金銭J

と算数など生活科とその他教科や領域との関連が示され、「指導を展開する場合には、区分

された別々の活動としてではなく、 1つの活動として児童に経験させるj ことが留意点と

して挙げられていた(文部省 [1974，]56)0 そもそも生活科の新設の経緯として、児童生徒

の障害の重度化から「既存の教科による以外の様式で、教育内容を組織することの必要性J

が高まったことが挙げられていた(文部省[1974J50) ように、発達段階の低い児童生徒

であるほど教科と生活とを区別した教育内容の分類は、困難であったことが考えられる。

N.教科外課程の内容を教科に含めた精神薄弱教科

1 .幼稚園・小中学校の道徳との共通性と生活年齢に即した内容

幼稚園と比較して「精薄教科Jと共通している点は、集団生活における基本的な技能や

態度、基本的生活習慣が教育内容に大きく位置づいていることであった。 r精薄教科j にお

いて、それらの内容は、社会や家庭に含まれており、通常教育の社会や家庭とは異なる点

が見られた。小中学校においてこのような内容は、道徳の内容項目に見られた。

また、幼稚癌と「精薄教科j は、内容項目が具体的で行動的な記述によって示されてい

る点でも共通していた。音楽、運動、遊びを関連を持たせるなど、様々な内容を合わせて

総合的な活動として学習させることを前提とした内容項目も、両者で見られた。さらに、

準備や片付け、行事など学習に関連する諸経験も内容項呂とされていた。これらは、幼稚

園と「精薄教科」の両者が、生活教育を教育方法とする前提によるものであると考えられ

る

小学校と比較し、「精薄教科j はその教科ごとに異なるが、おおむね低学年、中学年の内

容で共通・類似する内容項目が見られた。しかし、それらの「精薄教科Jの内容項目でも、

概略的な記述や具体的、行動的な記述で、示すなどの配慮がなされていた。また、小学校の

内容よりも発達段階の低い児童を想定した内容項目が f精薄教科Jの低学年を中心に見ら

れた。

一方、小学校の高学年に含まれる内容も f精薄教科Jには含まれていた。その場合も、

小学校のように知識など知的な理解に重点を置くのではなく、兵体的、行動的な記述によ

って示されていた。この他にも、「精薄教科Jの内容として取り扱う題材には、生活年齢が

考慮されたと考えられる内容項目が多く見られ、社会生活場面を想定した内容項巨や、余
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暇への活用に関する内容項gが見られた。

f精薄教科」の職業のような教科や領域は、幼稚園・小中学校にはなかったが、職業の

内容項目ごとに見ると、幼稚園の集団生活に関する内容項目や小中学校の道徳(特に，中

学校の進路指導)に関する内容項患と共通して見られた。また、他の[精薄教科Jの内容

項患とも関連しており、特に中学部の「精薄j 教育では、作業学習を中心に、各教科の内

容や道徳、進路に関する学習を総合的に行うことが想定されていたと考えられる。

本研究の結果からも、「精薄教科j が幼稚園のような領域という考え方を中心とする生活

教育を前提としている内容項目と共通性が深いこと、小中学校の各教科の内容に加えて道

徳に相当するような内容項目も合わせて「精薄教科」の内容としていることから、西(1975)

や田中(1982)は、通常教育における「教科」の概念と比較して、「精薄教科j の意義や理

論的根拠のなさについて批判していた。しかし、「精薄教科Jを単に通常教育の「教科j の

枠組みのみにおいて検討することは閤難であると考えられる D また、米田 (2009)が示し

たように、「精薄教科」においても、教科外課程に含まれる「青成機能」を重視するカリキ

ュラムバランスを有していると言える。

2. r生活科j 新設による生活経験の拡大と領域調教科を合わせた指導

38年指導要領は、領域案など生活経験主義に基づく教育内容を便宜的に教科別に示した

ものである。そのため、教科の内容には、その教科の知識・技能に関する内容と、その内

容に関連した、もしくは便宜的に教科に組み込まれた生活経験が含まれていた。 461:j三指導

要領において、後者は生活科の内容として整理され、前者が教科の内容として残った。昭

和 38年と比較し、生活科の内容項目は、身辺・家庭・学校・社会生活における生活経験を

網羅するように項臣が充実されていた。一方で、その他教科の内容項目は、その教科の知

識・技能に内容が限定される傾向が見られた。

しかし、名古屋 (2004a)が昭和 46年の第 l次改訂において強調されたと指摘した教育

課程を 2重構造で理解する見解が重要であることからも、生活科とその他の教科が完全に

独立しているわけではなく、実践に移すためには、生活科とその他の教科との関連が考慮

されなければならない。指導の一例として、「電話のけいこj としづ単元の学習内容におい

て、国語の「話すことJの「簡単に伝言するJ、「はっきり話す」、「正しい発昔で話す」、「て

いねいなことばで話すJの内容項自を挙げている。それは、げE生、友達などと話し合う J、

「簡単な取りつぎができるJ(交際)など生活科との関連し、日常の伝言の仕方の学習ゃあ

そびに発展すること、「消防署に知らせるJということから、生活科の「社会のしくみJの

内容との関連を指摘している。その他にも、体育における運動用具の出し入れ、整I旗、清

潔、図面工作における自然物を使った造形などの活動について、生活科との関連を指摘し

ている。他の領域については、「係活動を決める、分担する、行事に参加するJは特別活動

と生活科の「役害IJJ、「遠足の時など、ごみの始末をする。公園や遊園地などでのきまり、

約束を守る。自他の持ち物の区53IJJは道徳と生活科の「きまり」との関連を指摘している

(秋山 [1974J24 -27)。
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一方、西(1975) や田中(1982) は、生活科が生徒指導などにおいて指導される内容を

多く含むことから、教科として異質であることを指摘している。しかし、生活科が既存の

教科による教育内容の分類の盟難さへの対応として新設された経緯から、生活科を教科と

して否定することは可能であるかは疑問である。本研究における内容項自の比較からも、

生活科は教科指導とその他の生徒指導や道徳などの教科外課程で、身につけるべき力が分離

されず、一体となった形を想定して教育内容が分類されていることが考えられる O またそ

の他の教科も指導方法においては他教科・領域と合わせて指導することが想定されており、

単に教科別指導のみではなく、教科タト課程における指導も含まれると考えられる。

[付記}本節蛮は、山田康広・米田宏樹 (2010)精神薄弱教科 f生活科J新設に伴う各教科の

内容の変化一昭和 38年と 46年養護学校(精神薄弱教育);J¥学部・中学部学習指導要領

及び資料の比較一.障害科学研ヲ~， 34， 67-81.を加筆1!李正した。
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第4節 特別支援教育における連続性のある学校教青カリキュラムの一類型と

しての知的障害教育カリキュラム

一富・鐘・養護学校及び特別支援学校学習指導要領の展開を概観してー

米国宏樹・野口晃菜 a 長島あゆ子

1 .本節の目的

本節では、前節までの論考に加えて、盲・聾・養護学校及び特別支援学校学習指導要領

の展開を概観することで、総体としての特別支援教育カリキュラム、あるいは、学校教育

カリキュラムにおける知的障害教育カリキュラムの位置づけを考察することを目的とする。

学習指導要領は、学校教育にある程度の国全体として統一性を保たせるために、国が示

す一定の基準である。各学校は、関係法令ならびに学習指導要領に示された基準を遵守し

つつ、児童生徒の発達段階や特性および地域や学校の実態に却したその学校独自の教育計

画、すなわち、学校の教育課程を編成することになる。

障害児教育の展開において、知的障害とその他の障害種の教育内容が如何に規定され、

如何なる変遷をだどってきたのかを概観し、知的障害教育と他障害種の教育課程の関係に

ついて検討するD ここでは、富・聾・養護学校ならびに特別支援学校の小学部・中学部の

学習指導要領の改訂を中心に見ていくこととする。

立.盲・聾 m養護学校の学習指導要領の展療

1 .準ずる教育に重点を置いた学習指導要領の鱗定(昭和 30年代)

富・欝・養護学校の学習指導要領は、当初は学校種別に制定された。まず、 1957 (昭和

32)年 3月に、「富学校小学部・中学部学習指導要領一般編」および「聾学校小学部・中学

部学習指導要領一五般編jが文部事務次官通達として示された。この学習指導要領の特色は、

通常学校に準じた教育目標、弾力的な教育課程の基準、小・中学校に準じた教育内容にあ
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り、普通教育に準ずる盲・聾教育という色彩の強し 1ものであった(山口 [2004J94) 0 

続いて、ようやく 1963(昭和 38)年に「養護学校小学部学習指導要領肢体不自由教育編J、

「養護学校小学部学習指導要領同病弱教育編ム「養護学校小学部・中学部学習指導要領精

神薄弱教育編j が、翌 1964(昭和 39)年には肢体不自由教育と病弱教育の「養護学校中学

部学習指導要領」が、文部事務次官通達で示された。

肢体不自由教育と病弱教育の学習指導要領の特色は、教育の目標、教育課程の編成、教

科の種類・目標・内容などが小・中学校に準じて定められ、障害に対する特別の教育活動

が付け加えられたにすぎないものであった(山口 [2004J97)。障害に対ーする特別の教育活動

は、肢体不自由教育では教科として f体育・機能訓練j が設定され、総員iJの第4に f機能

訓練j の項が記述された。重j支障害児への教育課程編成上の対応は、「重症脳性まひ児童の

ために特別に編成された学級や肢体不自由児施設等に入院治療中の児童については、実情

に応じた特別な教育課程を編成し実施することができるj と記述されるにとどまったD 病

弱教育では教科として「養護・体育j が設定され、総員Ijの第 4に「養護活動j の項が記述

された。

一方、知的障害教育の学習指導要領は、制定当初から独自の内容となった。戦後の知的

障害教育は、アメリカの経験主義教育の影響を受け、教科カジキュラムから生活カリキュ

ラムへと移行し、総合的な生活経験を重視した教育実践が、特殊学級を中心iこ展開された

(大野[1992J2-3)。ここでの教育|引禁は、社会自立や社会適応であり、学力の形成という

よりもむしろ、生活力の形成に主眼が置かれた。昭和 30年代に入札生活主義教育の内容

の組織化が検討され、 1956(昭和 31)年の「品}I日領域案J(道徳・情緒・知識・技術・身

体)や 1959 (昭和 34)年の r6領域案J(生活・情操・健康・生産・言語・数量)が出さ

れた口しかし、 1963 (昭和 38)年に出された「養護学校小学部・中学部学習指導要領精神

薄弱教育編Jは、教育内容が各教科等の分類形式で組織された。これは、教育行政上は、

一つの学校教育制度の中の知的障害教育であり、他の学校と同様、教育内容が各教科等で

組織化されることが望ましかったからである。

教育実践の実態と学習指導要領の組離を解消するために、①教科は従来の概念とは異な

り知的障害教育にふさわしい内容とすること、②教青内容の分類形式と授業の内容は異な

り、各教科等を合わせた指導を行うこと、の 2点が確認された。この学習指導要領の特色

は、特殊学級での使用も考慮、し、対象者を知能指数 50~60 程度で想定したこと、教育目標

が、ノト・中学校とは異なり、生活主義教育の考えに基づいて一般臣標 8項自・具体的目標

27項臣から構成されたことなどが挙げられる(山口 [2004J97)。一般目標は大きく「身辺生

活の確立と処理Jr集回生活への参加と社会生活の理解Jr経済生活および職業生活への適

応Jの三つに要約され この三つについて具体的自標が示された口

2. 障害児教育の毘擦の明確化と「養護・訓練j の新設 (1971(昭和 46)年の改訂)

盲学校・聾学校の小学部・中学部・高等部学習指導要領は、 1964(昭和 39)年より 1966

(日喜和 41)年までの間に順次改訂され、文部大臣告示の形で示されていたが、 1971 (昭和
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46)年 3月には、富・聾・養護学校のすべてで、小学部・中学部学習指導要領が改訂され、

学校種別ごとに、文部大旺告示の形で示された。翌、 1972(昭和 47)年には、高等部学習

指導要領が告示された。

今次の改訂の特徴は、①盲・聾・養護学校の教育自標が学習指導要領に明記されたこと

(第 1に、知的障害教育をのぞ、いて、学校教育法で定められた小・中・高等学校の教育目

標と伺様の自標、第 2~こ心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識、技

能、態度及び習慣を養うことの 2つ)、②第 2の教育目標に対応した特別の指導領域として、

-養護学校共通に「養護・訓練」が新設されたことほ標と内容は共通に示された

が、指導計画の作成と内容の取り扱いについては学校種別ごとに独自のものが示された)、

③児童生徒の障害の程度、能力・適性等の多様化に対応するために教育課程の弾力的な編

成が行われるようにされたこと(樟害を 2つ以上併せ有する児童生徒は、併せ有する障害

の種類に対応する富・撃・養護学校の指導要領に示す各教科の目標・内容に関する事項の

一部を取り入れることができるように明記され、また、これらの児童生徒のうち学習が著

しく困難な者については、各教科等の包標・内容を欠くなどして、養護・訓練を主として

指導を行うことができることとされた)、等が挙げられる(大南[2000J19)。

知的障害教育については、知能指数 30~50 の中・重度の知的障害者を主な対象とした改

訂が行われた。 f養護・訓練j は地の盲・聾・養護学校と共通で新設されたが、教育臣擦に

ついては依然として独自のものが記載された。知的障害各教科については、小学部におい

て、精神年齢 2歳から 6歳程度の就学前の発達段階に位置している児童が大部分を占めて

いる実態にかんがみ(大野[1992J16-17Lr生活科jが設けられ、生活・国語・算数・音楽・

図工・体育の 6教科とされた。

今次の改訂は、児童生徒の障害の実態、が複雑多岐にわたっていることの認識が深まり、

特殊教育の目的・自標を明確にし、重複障害や中・重度の障害にも対応できるようにする

ための改言了であった。

3. 養護学校教育の義務制実施と盲・聾・養護学校学習指導要領の一本化 (1979(昭和

54)年の改訂)

1979 (昭和 54)年の養護学校教育の義務制実施をもって、障害児教育の義務制が障害種

別を関わず、すべての障害児に実施されることとなった。このような障害児教育をめぐる

情勢の変化に対応するために、前回の改訂の趣旨を継承しつつ、「盲学校、聾学校及び養護

学校小学部・中学部学習指導要領Jr同高等部学習指導要領Jとして一本化され、知的障害

教育も含め、各樟害共通の教育目標が設定された。①学校教育法に規定された小学校・中

学校等の教育目標に準じた目標と、②障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知

識、技能、態度および習慣を養うこと、のこつである。

また、児童生徒の障害の重度化、重複化に対応できるようにするため、重複障害者等に

関する特例規定が設けられ、一層弾力的な教育課程が編成できるようにされた。さらに、

これまで就学猶予・免除の対象であった重度の障害児に対応した改訂として、障害のため
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に通学して教育を受けることが困難な小・中学部の児童生徒に対して、教員を派遣して教

育を行う訪問教育についての教育課程編成の特例が示され、盲・塁塁・養護学校が克童福祉

施設等との連携を密にし、指導効果をあげるように配慮すべきことも明記された。

このほか、養護学校教育の義務制実施に対応して、 -養護学校の児童生徒と通常

学校の児童生徒および地域社会の人々が活動をともにする機会を積極的に設けるように、

交流教育に関する規定も設置されている。

なお、知的障害教科が別に設定され記載されている点は、学習指導要領が一本化されて

も変わりはない。

4. 通常学校と富・護軍養護学校学習指導要領との一覧性確保 (1999(平成 11)年の改

訂)

( 1 )通常学校の学習指導要領の改訂と特殊教育関連規定

1979年についで、 1989(平成元)年に盲・欝・養護学校の学習指導要領が改訂された。

ここでは、これまで、幼稚園教育要領を準用することとされていた幼稚部に盲・欝・養護学

校の教育要領を制定し、幼稚部から高等部まで、の教育の調和と統ーが図られるとともに、

早期教育の充実が目指された。このほか、各学部に所要の改訂が行われた。

学習指導要領の改訂で、特筆すべきは、この 1999(平成 11)年の改訂である。従来、教

育課程審議会では、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教青課程の基準の改善についてj

諮問を受け答申を出し、その後に、「富・聾・養護学校の教育課程の基準の改善について」

諮問を受け答申を出していた。つまり、通常学校についての答申が出された後に、富-

養護学校についての答申が出されるという二重構造が続いていた。しかし、この改訂に当

たっては、文部大臣から「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護

学校の教育課程の基準について」諮問があり、通常学校と盲・聾・養護学校の審議が同時

進行で行われ、一本化された答申が出されたのである(大南[2000]9)0 これによって、通

常学校の学習指導要領に、障害児教育に関連する規定が新たに設けられることになり、通

常学級から盲・聾・養護学校までの教育の場の連続性と一貫性が保たれることになった。

具体的には、交流教育に関する規定と、特殊学級及び通級による指導に関する規定につ

いて、大きな改善が見られたD

交流教育に関する規定は、 1979年の改訂で富・聾・養護学校の学習指導要領に初めて規

定されたが、通常学校の学習指導要領にはその規定はなく、 1979年 7月の文部事務次官通

達によって、通常学校に格段の配慮を促すのみであった。今次の改訂によって、通常学校

の学習指導要領にも交流教育の規定が設けられた(大南[2000]10-11)。

特殊学級および通級による指導に係る規定も、小・中学校学習指導要領に初めて設けら

れ、教師簡の連携や指導内容・方法の工夫を行うべきことが明記され、合わせて特殊学級

および通級による指導の場合の教育課程編成の特例(学校教育法施行規則)が掲載された。

(2 )富・聾・養護学校学習指導要領の改訂

通常学校の学習指導要領の改訂と同様、 2002(平成 14)年度から実施された完全学校週
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5日制のもとで、各学校が特色ある教育を展開し、幼児児童生徒が豊かな人間性や基礎・

基本を身に付け、個性を生かし、自ら学び考える生きる力を培うことを基本とした改訂が

行われた。知的障害養護学校の小学部をのぞき、各学校の小・中・高の各学部に総合的な

学習の時間も設けられるなど、通常教育と同様の改訂が行われた。

それ以外の改訂の特色は、①授業時数の配当の弾力化(自立活動や総合的な学習の日寺院

に充てる授業時数は各学校が適切に定める)、②重複障害者等に関する教育課程編成上の特

例の改善(下学年[下学部]適用の範囲の拡大や高等部における訪問教育の規定の新設な

ど)、③偲に応じた指導の充実(個別の指導計画の作成人④樟害に基づく種種の困難の改

善・克服等をねらいとする指導の充実(養護・訓練の自立活動への改称)⑤高等部におけ

る職業的自立の推進(教科・科目の新設)の 5つである(大南[2000J23)0

このうち、障害に対応した特別の領域である「養護・訓練j の「自立活動j への名称変

更では、合わせて、目標の見置しと内容の改善が図られた。これは、障害のある幼児児童

生徒が自己の持つ能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するための基礎となる

f生きる力」を培うには、一人一人の障害の状態等に応じたきめ級かな指導を一層充実す

ることが重要であり、児童生徒の自立を自指した主体的な活動を一層推進するべきである

と考えられたことによる。

自立活動の目標は、「個々の児童生徒自身が自立をめざし、燈害に基づく沼難を主体的に

改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、持って心身の調和的発達

の基盤を培う」と改められた。養護・訓練の受動的・強制的イメージを払拭し、「それぞれ

の発達段階に応じて、自分の持てる力を可能な限り活かし、発揮して、よりよく生きる『自

立jJ をめざした主体的な活動が「自立活動j であることが銘記されなければならないであ

ろう O また、きめ細かな指導を担保するために、学習指導要領では、重複障害児の指導と

自立活動の指導について、{昌男Ijの指導計画を作成することが義務づけられている。一人一

人に応じて指導内容を組織する自立活動には各教科のように教えるべき内容が組織化され

た既存の教科書がないため、{鶴男Ijの指導計画の作成は不可欠であるといえる。

直.特別支援教育を体現するための学習指導要領の改訂 (2009年3月の改訂)

と知的障害教育

1 .特別支援学校学習指導要領の告示

2008 (平成 20)年 1月、中央教育審議会は、「幼稚歯，小学校3 中学校，高等学校及び特

別支援学校の学習指導要領等の改善について」答申を行った。

特別支援教育に関しては、①社会の変化や子どもの障害の重度・重複化、多様化への対応、

②複数の障害種別に対応した教育を行うことのできる特別支援学校制度の創設、@幼稚園、

小学校、中学校及び高等学校等における特別支援教育の制度化などに対応し，障害のある

子ども一人一人の教育的ニーズ、に対応した適切な教育や必要な支援を行う観点から、教育

課程の基準の改善を図ることが示された(中央教育審議会[2008J)。
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この答申を踏まえて、 2008(平成 20)年 3月に出された新幼稚滋教育要領、小学校学習指

導要領及び中学校学習指導要領では、障害のある幼児児童生徒の指導に当たっては、特別

支援学校等の助言・援助を活用して、個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成して指

導を充実させるべきことが規定された。

特別支援学校学習指導要領に関しては、通常学校の学習指導要領に準じた改善として、

①教育基本法改正等で明確となった教育の理念、を踏まえ「生きる力j を育成すること、②

知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること、③道徳

教育や体育などの充実により，豊かな心や健やかな体を育成すること、の 3つの方針で、改

訂が行われた(文部科学省[2009b])o

また、特別支援教育独自の改善として、「社会の変化や幼児児童生徒の障害の重度・重複

化、多様化などに対応し、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育

や必要な支援を充実するj ための改訂が行われた。改訂の要点をえミせば以下のとおりであ

る(文部科学省[2009b])。

①障害の重度・重複イヒ，多様化への対応:障害による学習上又は生活上の困難を改善・

克服するための指導領域である f自立活動Jについて、障害の重度・重複化、発達障害を

含む多様な障害に応じた指導を充実するため、その内容として、他者とのかかわりに関す

ることを示す「人間関係の形成Jが内容の区分として新設されるなどの改善が図られると

ともに、指導計画作成の手順等が明確に示された。また、重複障害者や訪問教育に関し、

指導計画作成上の配慮、事項が示された。特に、重複障害者の指導に当たっては、教師関の

協力した指導や外部の専門家を活用するなどして、学習効果を高めるようにすることが規

定されている。

②一人一人に応じた指導の充実:すべての幼児児童生徒について、各教科等にわたる「個

別の指導計画Jを作成することが規定された。すなわち、自立活動の指導と各教科等にお

ける指導の関連性が理解できるような指導計画の作成がすべての子どもについて義務付け

られた。さらに、教育、塁療、福祉、労働等の関係機関が連携し、一人一人に応じた支援

を行うため、すべての幼児児童生徒に「儲別の教育支援計画」を作成することも義務付け

られた。

③自立と社会参加に向けた職業教育の充実:知的障害者である生徒に対する教育を行う

特別支援学校における職業教育を充実するため、高等部の専門教科として「福祉j が新設

された。ここでは、知的障害者が、福祉の現場で介護の担い手として活躍することが期待

されている。また、特別支援学校が、地域や産業界と連携し、職業教育や進路指導の充実

を図ることが規定された。

④交流及び共同学習の推進:幼稚園，小学校，中学校及び、高等学校等の幼児児童生徒と

の交流及び共同学習を計画的、組織的に行うことが規定された。この交流及び共同学習の

推進については 2008(平成 20)年 3月に公示された小学校、中学校等の学習指導要領にも、

「特別支援学校などとの開の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交
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流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること j と規定された。

2. 特別支援教育における知的障害教育カリキュラムの位置づけ

( 1 )知的障害教科及び領域・教科を合せた指導形態の継続

特別支援学校は、幼稚圏、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障

害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善するために必要な知識，技能，態度及び

習慣を養い，もって心身の調和的発達の基盤を培うために、 f自立活動Jという特別の指導

領域を設定して教育を行う学校である口特別な指導の場として、「学校j が組織されるわけ

であるから、その役割を十分に果たすべく、一人一人の児童生徒等の実態に応じた弾力的

な教育課程が編成されなければならない。今次の「特別支援学校幼稚部教育要領J、同「小

学部・中学部学習指導要領ム IRJr高等部学習指導要領J (文部科学省[200gb])に示された

教育内容について見ると、幼稚部教育要領では、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、

肢体不自由者、病弱者共に、「幼稚園教育要領第 2章j に示す内容に準ずることと自立活動

の内容が規定されている口しかしながら、小学部・中学部・高等部学習指導要領では、知的

障害者を教育する場合については、これまでのの学習指導要領の規定を引き継ぎ、各教科

の I~I 標や内容が独自に示されている。知的障害者以外の障害者の各教科の指導については、

小・中学校・高等学校学習指導要領第 2章(高等学校にあっては 2章と 3章)に示す各教

科の自様、各学年の目標および内容、指導計画等に準ずることとされている。

小学部の教科についてみると、知的障害者の教育では、「生活Jr国語Jr算数Jr苦楽Jr図

画工作J r体育j が設定され、内容が 3段階で示されている(以後、知的障害教科と表記す

る)。一方、他の障害者の教育が準ずるIJ¥学校の教科は、「国語Jr社会Jr算数Jr理科Jr生

活Jr音楽Jr図面工作Jr家庭Jr体育j が設定されている。

たとえば、知的障害教科の「生活」が、 f日常生活の基本的な習慣を身に付け，集団生活

への参加に必要な態度や技能を養うとともに、自分と身近な社会や自然とのかかわりにつ

いて関心を深め、自立的な生活をするための基礎的能力と態度を育てる」ことを目標にし

て、元々は、社会、理科、家庭、体育の保健的な内容を合わせ含むような教科として設定

されたものであるのに対し、小学校の「生活j は、 f其体的な活動や体験を通して、自分と

身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心をもち、自分自身や自分の生活について考

えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ、自立への

基礎を養う j ことを自標に、低学年(1・2年)のみに、「理科j と「社会j を廃して設定

された教科(単純に理科・社会を合わせたという理解はすべきではない)であるという違

いがあるように、知的障害教科は、名称は通常の教科と同じでも、目標や内容が異なると

いう理解と実際の内容の設定は、従来どおり変化はない。

また、学習指導要領解説では、知的障害教育では、効果的な指導形態として、日常生活

の指導、遊びの指導、生活単元学習学習、作業学習などの「領域・教科を合せた指導」が

従前から実践されてきたことが説明されており、指導上の留意点も 4つの指導形態ごとに

詳述されている(r特別支援学校学習指導要領解説総員IJ編(幼稚部・小学部・中学部)J 
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245-247)。この点でも従来からの知的障害教育は継承されている。

( 2)重複障害者等に関する教育課程編成の特例と知的障害教育カリキュラム

特別支援学校が、一人一人の児童生徒の実態に応じて必要な指導を柔軟に行うことがで

きるように、学校教育法施行規刻で教育課程編成の特例が認められている O この特例に関

する、より具体的な規定は、特別支援学校学習指導要領に示されている(小・中学部学習

指導要領第 1章「総則J第 2節「教育課程の編成J第 5r重複障害者等に関する教育課程の

取扱いJ;高等部学習指導要領第 1章「総員IjJ第 2節「教育課程の編成j 第 6款「重複障害

者等に関する教育課程の取扱いJ)。

学習指導要領に示される「重複障害者等」の「等Jは、重複障害者に限定せず、障害の

状態により当該学年の各教科の学習が悶難な児章生徒に対しでも、その実態に応じた弾力

的な教育課程を編成することができることを意味している。ここでいう重複障害者は、原

則的には、学校教育法 72条で規定される 5つの特別支援教育領域(視覚障害者、聴覚障害

者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者)のうち 2つ以上の障害を併せ有する児章生徒の

ことを指すが、指導上の必要性から言語障害や情緒障害などを併せ有する児童生徒を含め

て考えてよいとされてきた(文部科学省 [2004J179)0 具体的な特例を示せば下記のとおり

(文部科学省[2009aJ)0

① 当該学年の各教科の学習が困難な児童生徒に関する特例:( i )各教科及び外国語活

動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができること。(ii )各教科の各

学年の目標及び内容の全部又は一部を、当該学年の前各学年の毘標及び内容の全部又は一

部によって、替えることができること o (iii) 中学部の各教科の巨標及び内容に関する事項

の全部又は一部を、当該各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の

全部又は一部によって、替えることができること。(iv)視覚障害者、聴覚障害者、肢体不

自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の外国語科につい

ては、外国語活動の臣標及び内容の一部を取り入れることができること o (v) 幼稚部教育

要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができること D

② 知的障害を併せ有する児童生徒の場合:r各教科j または f各教科の目標・内容の一

部Jを当該教科に相当する知的障害教科に替えることができる O なお、この場合、小学部

の児童については、外国語活動及び総合的な学習の時間を設けないことができる。

③ 重複障害者のうち、学習が著しく図難な児童生徒の場合に関する特例:各教科、道

徳、外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科、外国語

活動若しくは総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主として指導を行うことができる

ものとする。

④ 訪問教育に関する特例:障害のため通学して教育を受けることが困難な児童生徒は、

障害が重度かまたは重複しており各教科の学習が著しく困難な場合が多いと考えられるこ

とから、上記①②③の特例によることができる。また、特に必要があるときは、実情に応

じた授業時数を適切に定めるものとする。
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すなわち、「通常学校の教科等十自立活動」による教育課程、「知的障害教科等十自立活

動」による教育課程、「自立活動(を中心にした指導)による教育課程」という 3つのカリ

キュラムの類型があり、それぞれの類型の連続性を担保するものとして、下学年・下学部

の教科内容への代替指導があるとしづ構造で、特別支援教育におけるカリキュラムが想定

されているといえる。

N. 学校カリキュラムの類型のーっとしての知的障害教育カリキュラムの具現

化のために

今次の改正では，すべての幼児児童生徒について教科等にわたり倍別の指導計画を作成

することが規定され，特に自立活動の指導計画の作成手順についても具体的に明示された。

指導要領では，知的障害特別支援学校において， r各教科の指導に当たっては，各教科に示

す内容を基に，児叢又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて，具体的に指導内容を設

定するものとする。また，各教科，道徳，特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせ

て指導を行う場合には，各教科，道徳，特別活動及び、自立活動に示す内容を基に，児童又

は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて，具体的に指導内容を設定するものとする。 j と

述べられている。知的障害教科では，発達段階 l歳程度からの指導内容が，生活上の具体

的行動の発達(生活年齢的発達)と知的機能の発達の両面を含む大まかな系統性をもって，

小学部 3段階，中学部 1段階，高等部 2段階の 6段階で示されている。したがって 3 毘標

達成のために必要な指導内容を段階的に取り上げた個別の指導計画の作成が重要になる。

館別の指導計画作成に際しては， r 1:由々の児童生徒の知的障害の状態や経験等を考慮しなが

ら，各教科の相当する段階の内容から実際に指導する内容を選定し，配列して具体的に指

導内容を設定する」ことになる。

知的障害教科が，知的発達の遅れや適応行動の国難，すなわち，障害による学習上・生

活上の困難に応じた設定であることから，知的障害特別支援学校では， r全般的な知的発達

の程度や適応行動の状態に比較して 3 言語，運動，情緒，行動等の特定の分野にみられる，

顕著な発達の遅れや特に配慮を必要とする様々な状態による困難の改善等を図るために，

効果的に行う必要があるJ(文部科学省[2009a]) 場合に自立活動の指導を行うと説明され

ている。従来からの知的障害教育における自立活動の捉え方を踏襲した説明である。

しかしながら，術撤すれば，この解釈も，①系統性をもって r(知的障害のある)すべて

の児童生徒に確実に指導されなければならない内容である知的障害各教科等Jと② f個々

の児童生徒の障害の状態や発達の程度等に応じて選定される内容である自立活動J(知的障

害教科等の学習上又は生活上の困難を軽減・克服するための教育)という説明ができる。

こう理解すれば，他障害と同様， r (知的障害)教科等十自立活動j による教育課程という

共通理解は可能で、ある。

知的障害教科で示された認知発達の系統的学習を下支えする学習や，生活年齢で、個々の

児童生徒に期待される生活行為の発展の系統性を様々な支援を活用しながら遂行し実現す
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る学習を自立活動として捉えれば、知的障害教育においてもその実践は着実に行われてき

ている。

児童生徒の①知的発達の水準，②生活経験の蓄積の水準(生活年齢の視点)，③個々の障

害特性等の視点から総合的にカリキュラムを構成すれば、「通常学校の教科等十自立活動J

による教育課程、 f知的障害教科等十自立活動」による教育課程、「自立活動(を中心にし

た指導)Jによる教育課程の連続性の中に、個々の児童生徒を位置づけることができるので

はないか。そして、そうした連続的なカリキュラムの捉えかたを指向する中で、通常教科

と知的障害教科の関係、知的障害教科と自立活動の関係が再検討‘されるべきであろう。

米国のインクノレーシブ教育の議論において、 Noletand McLaughlin(2000)は、通常教育

カリキュラムへのアクセスを前提とした現在の障害児教育の在り方は、基寝室となる通常教

育カリキュラムに修正(モディフィケーション)を加え、指導法を工夫(アコモデーション)

したりするものでなければならないと言及している。すなわち、障害のある児童生徒には、

①通常教育カリキュラムの内容と方法に変更を加えないカリキュラム、②通常教育カリキ

ュラムの内容に変更を加えないが、方法を変える(アコモデーション)するカリキュラム、

③通常教育カリキュラムの内容・方法を変える(モディフィケーション)カリキュラム、④

通常教育カリキュラムと内容・方法が異なる代替カリキュラムの 4種類の教育内容・方法

から形成されている連続体によって、障害のある児意生徒の個々のニーズに対応すること

ができるとしている口そのため、 IEPにおける指導目標や内容は個別であるが、通常教育カ

リキュラムを学習することへの期待を前提として、通常教育カリキュラムを学習するため

に児童生徒がどのようなスキルが必要かと考えることから始まるべきと言及している

(Nolet長 McLaughlin[2000]9)口すなわち、通常教育カリキュラムと特殊教育カリキュラム

における教育内容を、全く異なるものではなく、一つの連続体として捉えるということで

ある。

日本の特殊教育・特別支援教育における学習指導要領の展開を概観すれば、日本におけ

る特別支援教育のカリキュラム類型は、この Noletand McLaughlin(2000)のモデルと同様

のカリキュラム展開を、すでに制度として実現してきたものであるとも評価できるのでは

なかろうか。障害の程度が軽度で、通常の教科の内容が修得可能な児童生徒であっても、

障害による学習上・生活上の問題に対処する知識、技能、態度を養う自立活動は、必要な

ものであり、通常カリキュラムに自立活動を加えたカリキュラムが基本形である特別支援

教育カリキュラムこそが、障害のある児童生徒の倍別のニーズに対応しつつ、すべての児

童生徒が共通の学習内容の修得を自指すという、インクルーシブ教育のカリキュラム開発

の出発点であるといえる口

しかしながら、本章で見てきたように、日本の知的障害教科が拠って立つ前提は、通常

の教科内容の修得を基準にしたアコモデーションというよりはむしろ、教育の目的、すな

わち、児童生徒の自立と自己実現を達成するという共通の大前提を基準に指導内容の配列

がなされてきたといえる。障害による学習特性から、修・得されるべき教科内容は、今の児
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童生徒の生活に活かされるべきであり、将来の生活に活きるべきものであると考えられて

きた口この考え方は、知的障害教育のみに必至な考え方というよりは、学習の成果を学校

外の生活において問う場合には、誰しもが考慮する観点であろう。今と将来の生活に活き

る学習という生活に即した学習内容の評価基準が、通常教育においても強く意識されるよ

うになれば、知的障害教科と通常教科の学習内容の普遍性や評価基準の連続性が担保され、

知的障害教育カリキュラムの学校教育カジキュラム全体における位置づけとその役割が、

さらに明{確になるだろう O

ドー~
、、 、、 、、旬

、、‘
、、 ~ 

~ 、旬、~ ‘、町・ f特殊」教青と関連サービス

(拡大した力 1)キュラムにおける知識とスキル)

~ 、、

「通常」カリキュラム
、、‘・ 句、、

、、
、、‘ 、、、、、

、、 ~ ‘、、 ‘、、 ~ i、、、

アコモデーション アコモデーション モヂィフィケーション 代替

モディフィケーションなし

通常教育カリキュラムの 通常教膏カリキュラムの・個別の教育呂標

通常教育カリキュラムの -教膏内容 -教膏内容 -個別の機能的力りキ

-教育内容 -達成水準 -達成水準 ュラム

-達成水準 に変更を加えない • JI自序と時間割

• JI関序と時間割 -指導

-指導 • JI頭序と時間害IJ の全てあるいは一部に変

に変更を加えない -指導 更を加える

に変更を加える

Fig. 1 .通常教育力リキュラムと特殊教膏カリキュラム

く出典:Nolet &地cLaughlin (2000) Accessing the General Curriculum: Including Students wi th 

Disabilities in Stadards-Based Refor~ Corwin Press， California. p.13> 

【付記}本節は、米自宏樹 (2009)教育課程に係る法令と学習指導要領.安藤隆男・中村満紀

男編著，特別支援教育を創造するための教育学，明石書j苫， 199-219;米田宏樹(2009)

r{回覧Ijの指導計画の作成jと知的障害特別支援学校における教科・自立活動を考える.

実践障害児教育， 37 (5)， 16-17を加筆修正した。
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窃 f立 幼稚園雌小中学校との共通性と独自性Jの新IB表

Tableト 1国語「聞くことJの内容項目
!昭和 3:]料鵡臨時偶13.3修め学校 '1IIJl堕盟主
がJfiE悶[Ycl惜 2.llliーをr.ilく。} ド低学勾つ
0教問iや友だちの絡を開いたり，友だちどうしの話合いを聞く。 11 (jア動物，采り物その他s 身近な生活のなかの本物を表わした絵

Oラジオや数例の笈認などを苦手んでl1klく。 11 本，写災，模型などを楽しんで見る。

0多くの友だちといっしJ:Iこ聞こうとする。 11 (Iイ友だちといっしょに短い紙しばい，麟，幻燈，放送などをしまい

O話をする人のほうへ向いて関心 i まで見たり聞いたりする。

0いたずらや税務をしないで，静かにi問く。 11 (2ア担任や友だちなどの話を開く。

0幼児活・方言・なまりや1、品なことばと正常なことI:fとの区日1)をだんだんに聞き分ける。 11 (2イ話しかけた人のほうを向いて開く。

{小])[1羽狩八(開くこと，話すこと)] 11 (2ウ担任などのさしずと!:-Imいて，できるだけそのとおり行動する。

(1)ア協のÍ'I'納入りをすること。 ILS主主」給芥J一年cL._1全 ~， _Ý~壁今ど土手主苧~}9宇J~~o_ _日目句ー ーー 司

(1)イ話し手のほうを.l'Lて，じゃまにならないように~割くこと。 11 <中学年)

(1)ウ潟の内容をだいたい悩iき取ること。 11 (Jア担任や友だちなどの話を注なして関心

(})エ物穏や法務r，などを開いて楽しむこと。 11 (Jイ J担任などのさしずや説明などを正しく開き取る。

(2)ア掲示や説明を聞く。 11 (J ウ簡単な放送や録音などを開くことに俄れる。

(2)イ物務や霞認などを附く。 11 ()エ簡単な茂吉Eや物語などを皆といっしょに楽しんで路く。

(2)トーに示す活動のほかこど七li'i]けの短い放送を開くJf重)J作イヒをする」なども望ましL、。 U(Jカ担任などから指示を受けたり，住専を設いつけられた時には，

(小2)[宙滞 A(開くこと，認すこと)1 Il -，民間~¥τ三りきR り行到す主。

(J)アみんなとも、っしょにl郎、たりj活したりすること。 11 (i高学明

(J)イ注意を集中して開くこじ れlア人の誌を注立してrmく。

(J)ウ話されていることの版削こ従って開くこじ れlイ人の認を終わりまで鰯く。

(2) ・・・・・・ J:!こ示寸前~訟のほか， f)政迭を11+1くJ[lfUJil:イとをするJなども裂ましい。 れiウ 簡単な話なら，聞いてそのあらましがわかる。

〈小川閣総 A(聞くこと，話ーすこと)] いエ鏑i持放送や録法などを関心

(J)アわからなし、ときに{土問き返すこと。 ドiオ叢穏や物詩などを皆とし、っしょ!こ楽しんで開く。

(])イ挺点を聞き取ることの れlカ r，.flきとれない時やわからないときは聞き返す。

(2)・・・・・・Jこに示寸前搬の!日、「放送を聞くJf滋J{とをするjなども望ましい。 れlキ担任などのさしずや説明を.iEしく開き取って行動する。

〈小4)[閣総 A(聞くこと，約すこと)] 11 (中学部〉

(2)・・・・・・ iニに示す古f;mlJのほか放送を!おくJfJ刻化をする」なども製ましい。 11 1(J 人の言語を注意して終わりまで関心

(1)¥5)[通証人(1伝=-1::，示占三I::)J 一一ーー♂ー ー一一一一一一一一一ーーー ーーー一一一11 1(2 鰐i~1な誌の姿点を開きi向。

(2) ・・・・・・ iニ!こ示す活動のほか政送を114JくJf'iTh:;r;f;"やマイクロホンなどを使って認すJf殴!などを 11 1(2 簡単な放送や録帝の姿点を路き取る。

する」なども製ましい。 11 )(4 指示や競mなどを正しく僚iき取り，それに従って行動する。
一(1)¥6)[1悶是正人伺え=-1::， :計三正)J一一一一一一一一一ー"ー司戸一一一一一一一一 ーーー ω 町ザ』匂ー 11 1(5 物語などを開いて，苦手びや悲しみなどを感じる。

(2) ・・・・・・上に示寸-l;"Ii!fVJのほか f1tc;去を11若くJf路1)などをするJf校内放送をするjなども望ましい。

Table 1-2国語「話すことJの内容項信
昭和:n年幼税関羽昭和 3去をふd入門学校
幼稚|潤

[ t上会3.さまりを守る]

0幼稚001 に~そたとき、帰るときにあいさつをする。

[辺約1.訟をする。]

0名まえを呼ばれたり，仕事をざいつけられたとき，返事をする。

O簡単な問に答える。

Ot当分の名まえや住所，学級の名，数日~jの名などをしづ。

O簡単な日常のあいさつj行総を使う。

0きのうあったことや，議|認の途中で児たことなどを蜘みんなの前で話す。

O友だちの名を正しく1I'f-ぶ。

。友だちといっしょにiiisし合う。

O相手の&-iを兇ながら話す。

Oひとの話が終ってから話す。

Oひとから開いた滋を，ほかのひとに話して聞かせる。

Oことば遊びをする。

0疑問1や興味をもつものについて，活発に質問する。

0数制iの指導(淡.!Ji.意欲を診しない稼度)に従い，正しいことばや詩翻でお;す。

(小1)[[lil?，lJ f¥(j詩iくこと)mfiすこと)]
(1)ア話の付1間入りをすること。

(j)オ有ifを主主おうとしているかが相手にわかるように話すこと。

(j)カはっきり返事をすること。

(1)キ linき手のほうを凡て認すこと。

(2)ウあし、さつをする。

(2)エ質問をしたり応答:をしたりする。

(2)オ数人の付3郎で;苦し合う。

(2)上[こ示す活動のほかこどもi白11すの短い欣送を開くJfill1J作化をするjなども望ましい。

日(1)発音に父をつけ，また，幼児音を使わないこと。

(小2)[図路 A(I渇くこと，認すこと)]
(J)アみんなといっしょに関v、たり話したりすること。

(I)ユニ務ち縫いてはきはきと;訴すこと。

(1)オみんなに闘えるようにはっきりと認すこと。

(2)ア交問をしたり応答をしたりする。

(2)イ会;活ーをする。

(2)ウ話合いをする。

(2)エ 兇たことや悩路iいたことなどの設!燐潟をすす弓る。
(位2)はオオ-経霊験金したことや霊蕊室潟などをE話古
(2幻)上に示す沼汚-動の!ほまか紋送を附くJf動作化をする」なども望ましい0

B(1)総資!こいつそう試をつけること。

iう(6) ていねいなことばとn;溢のことばのあることに気づくこと。

ハ
h
upo 

nノム

ng;f，113日々.
({JJ:学年)

(1)ウ紙しliい，!認し幻燈，映画iなどを.¥'Lて，おもしろかったこ
とをことばや!1i!JWで表わす。

(J)エ絵本などを兇て，その内容について3苦し合う。
(1)オ話を{招いたり，絵本などを見てsごっこi盤ひ'や燦l遊びを

する。

(2)オ身近な人に，ごく簡単な日常のあいさつをする。

(2)カ自分の名まえ，学校や抱径の名などをぎう。

(2)キ名まえを呼ばれたときには，はっきりと返事をする。

(2)ク 院の前にあるものについて，担任や友だちなどと認す。

(2)ケ克たこと， llfJいたこと，遊んだことを担任や友だちなどと

話す。

(2)コ担任などに簡単な依頼や訴えなどをする。

(中学年)

(1)オ身近な人に簡単な 1:1fii'・のあいさつをする。

(j)キ自分の綾などの名まえや住所，学級や学校や担任の

名などを主主う。

(1)ク担任などに簡単な依頼や希望などを言う。

(1)ケ簡単なことなら，家の人や担任や友だちなどに尋ねた

り，答えたりする。

(j)コ身近な経験について，家の人や担任や友だちなどに

話す。

(j)サ皆の前で簡単な話をする。

(j)シ開き手のほうを!向いて，なるべく気おくれしないで話

す。

(j)ス抱任からの簡単な伝言を家の人などに伝える。

(j)セ簡単な紙し!まい，幻燈割J.吹田IT，放送などを兇たり!話1
b、たりして，おもしろかったことなとeを話す。

(j)ソ友だちといっしょに，階i1jiなせりふのあるi測をする。

(j)タなるべく正しい話しかたや発音で話す。

(j)チ身近な生活における簡単なきまりや約束ごとなどにつ

いての意味がわかる。

(j)ツ係単なm物に必要なことばがわかる。

(商学年)

(1)ク簡単な日常のあいさつをする。

(j)ケ 自分の住所，氏名，年令などを乏しくぎう。

(j)コわからないことを犯任や友だちなどに進んで尋，ねる。

(j)サ人から物事を関かれたときには，はっきり答えるο

(j)シ人に物事を額むとき，ことわるとき，あやまるときなどに

適切なことばを使う。

(j)ス来客があった滋合に取り次ぎゃ告す1単な応待をする。

(l)セ繍i殺なイえぎなら正しく伝える。



(Jj'3)[[羽詰 A(開くこと，認すこと)]

(l)ウ自然な態度で話すこと。

(1)エ適切な大きさの戸で話すこと。

(1)オ煩序に従って話すこと。

(1)カ大事なことを慾さずに話すこと。

(2)ア質問をしたり応答をしたりする。

(2)イ会話をする。

(2)ウ話合いをする。

(2)エ説明をする。

(2)オ経験したことや物語，怒認などを認す。

(2)上に示す活動のほかf放送を!渇くJfl刻化をするjなとも望ましい。

日(1)発膏に気をつけて認すようにすること。

(小4)[国務A(紛くこと，話すこと)]

(2)ア会認をする。

(2)イ話合いをする。

(2)ウ説明をする。

(2)エ報告をする。

(2)オ経験したことや物語，君主話などを認す。

(2)上に示す活動のほか放送を開くJf劇化をするjなども望ましい。

B(1) iEしい発音で話すようにすること。

13(7) 全国に通Jfjすることばとそのこと地で、しか使われないことばとの巡いを理解すること。

上に示すJ昔話事事項のほか全i還に通用することばで文書室を塁手いたり，また，認をしたりするように努めるこ

とJも望ましい。

〈小5)[1翠誇A(開くこと，話すこと)]

(2)ア話合いや会議室に参加する。

(2)イ説明をする。

(2)ウ報告をする。

(2)エ発表をする。

(2)オ朗読をする。

(2)ょに示す活動のほか放送をi渇くJr電話ーやマイクロホンなどを絞って話すJf慰!などをするjなとも望まし

(小6)[lJfllt吾A(1l4'1くこと，話すこと)]

(2)ア話合いや会議に参j服する。

(2)イ説明をする。

(2)ウ報告をする。

(2)エ発表をする。

(2)オ良Jj~充をする。

(2)上に示す活動のほか放送をlJ.!lくJf鼠!などをするJf校内放送をするJなども皇室ましL、。

Table 1 -3 国語「読むことjの内容項目
;綴豹131'伴幼緑樹、昭和問多小や校学校

主}J科目ilil
f ~交むことJ に闘する項目なし

(ノトJ)[国訴A(読むこと)}

(1)ア音読ができること。

(J)イ子討を出さないで認で統むこと。

(1)ウ拾い読みでなく，穏や文として絞むこと。

(J)エ何が惑いてあるかを考えて読むこと。

(2)ア身のまわりの簡単な苦手き物を読む。

(2)イ児童の日常生活に取材したものを読む。

(2)ウ知織や情報を与える鈎恥な文訟を統む。

(2)エ経験を広め心情を鐙かにする霊童話，説話などのさまぎまな文章を読む。

13(2) ひらがなを読み，また，主主くこと。

13(3) かたかなの一部を読むこと。

(1)ソ簡単な~い物に必要なことばを使う。

olタ霊祭の人や担任，友だちなどに見たり，開いたりしたこと

を，できるだけ縦序よくj認す。

(j)チ皆のi消で自然な態度で話す。

(1)ツ映画，劇，放送などをえたり，開いたりして b その内容

について言話し合う。

(1)テ先たり.1潟いたりした以!首.'1].放送などの内容につい

て絞i列する。

(J)ト栂手のし、うことをよく鈎いて話し合いをする。

(J)ナ学級会などてふ巡んで話し合いをする。

(J)ニ必要な11寺に方立や乱暴なことばなどを使わないて、認

す。

(])ネ皆といっしょに楽しく総単なl努!などをする。

(1)ヌなるべく正しl、訴し方や発音で.)底当な速さや大きさの

j釘で話す。

(])ノ簡単なことなら泡話をかけたり.1絡し、たりする。

(中学部〉

1(6) 初手や紛に応じたあ1:、さつをする。

1(7)柿手や1誌に応じた話し方をする。

1(8)得手のいうことをよく聞いた上でおす。

1(9) 知りたし、ことやわからなし、ことは進んで鉢ねる。

1(10)人に!渇かれた主義合，はっきりと応答する。

1(1)伝を将平に iEしく伝え，まちがし、なく取り次ぎをす

Q。

1(2)経験したことについて説明する。

J(l3) 見たり，隣'lt.、たりしたことの要点を泌す。

1(1'1) 学級会，生徒会などで!当分の意見を人にわかるように

1~寸ー。

I(I5) ~習の1mなどにおいて，作終!こ必姿なことばの聞き取
りや使Jflに昔話回れる。
1(6) 話し合いのきまりを守って，有効に話し合う。

1(17) I決認îj ・感1) ・物 ~a"}j5z.送など， J.iたり聞いたりして楽しむ。

1(8) 教n~iや悶 jニの人にはなるべく紋絡を使って訴す。

1(19) 必姿なときに付金隠に通用することばを使って泌す。

1(20) 皆といっしょにi華1Iのせりふのやりとりをして楽しむ。

1(2 1)沼稲でのやりとりを隙~にする。

日諸手目 38.句三
(低学年)[国語]

(3)ア身近な生活において，しばしば触れる者

復，広告，その他の標識などに注意を向ける。

(3)イ字と絵の違いがわかる。

(3)ウひらがなや漢字で警かれた自分の名まえが

わかる。

(3)エ絵合わせや簡単なかるた遊びをする。

(中学年)

(2)ア絵本や綴単な紙し!ま(.¥幻澄などを見た

り，聞いたりして，その内容のあらましがわかる。

(2)イひらがなや鮪単な淡字を読む。

(2)ウ漢字で裂かれた家族，友だち，担任などの

名まえや学校名がわかる。

13(4) f第3 指導計図作成および学習指導の方針Jlこ示す学年別漢字配当表の第]学年に配当されている漢字をや

心とした 10~50 字ぐらいを読み，そのだし、たいを裂くこと。
(2)エ日常生活において，しばしば触れる看絞，

広告，その他の探殺などの意味がわかる。

(小2)[図諮.1¥(読むこと)]

(1)ア勢いてあることをだいたい読み取ること。

(1)イ誌や文として読むことに慣れること。

(1)ウ文章に即して惑いであるとおりに読み取ること。

(1)エ順序をたどって意味をとることo

(J)オ J子きなところやおもしろし、ところを妓きlJ:jすこと。
(1)カ読むために{::.、婆な文字や詩句を婚すこと。

(1)上に示す指導~JPftのほか本や雑誌の読み方がわかることJf学級文庫の利用のしかたがわかることJなどについ
て指導することも望ましい。

(2)ア身のまわりの塁手き物を読む。

(2)イ 9EiIiiのf:l1常生活に取材したものを読む。

(2)ウ知1;;穏やi情報を与える説明的な文章を読む。

(2)コユ経!鉄を広め心情を基金かにする童話，鋭部，詩なとeを読む。

B(2)かたかなをひととおり統み，また喜子くこと。

B(3) f第3 指導計凶作成および学習指導の方針iこj示す学年7jlJ漢字配当茨の第2学位までに配当されている漢字

を中心とした 110~160 字ぐらいを読み，そのだいたいを幾くこと。

(小3)[国語 A(読むこと)]

(J)ア正しくくぎって適当な速さで読むこと。

(J)イ長い文訟を終りまで絞むこと。

(1)ウ横議きの文較の読みに慣れること。

(l)エ婆J誌をおさえて読むこと。

(l)オ絞み取ったことについて感想をもつこと。

(l)jJ わからない文字や語句を見つけ出すこと。

(l)キ読み取ったことを他人に伝えて楽しむこと。

(l)J二に示す指導専攻のほか学級文態の利用のしかたがわかることjなどについて指導することも認ましい。

(2)ア児盗の日 'W;生活iこ取材したものを読む。

(2)イ知織や情報を与える説明，解説などを読む。
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(2)オ日常生活において，しばしば佼われるかた

(2)アやさしい統み物を読むことに興味をもっ。

(2)イ日常生活において，しばしば触れる看板，

広告その他の機織，立てjし掲示などの意味がわ

かる。

(2)ウひらがなや淡字で警かれた語句や短い文を

読む。

(2)エ時期制りや日課還をなどを読む。

(中学部)[[連絡]

(I)やさしい統み物を読む。

(2) 忠常生活に必要な看板，広告，その他の標

搬，立てキし掲示などをできるだけ正しく読む。

(3)職業生活や経済生活に必要な伝紫，領収

警，説i労慾などがわかる。

(4)テレビ，ラジオなどの番総や列車，パスなどの

持亥IJ漢がわかるo

(5) 新聞や雑誌などを，見たり，読んだりすること



(2)ウ経験をjムめ心情を鐙かにする滋話，物総，伝記，詩，脚本などを読む。 11 Iこ関心をもっO

13(2)かたかな1-:郊を統み，また， i笠くこと。
B(3J r第:1 jお必:計図作成および学習指導の方ー針11こ示す学年)JIJ淡字配当書道の第3"学年までに配当されている淡字

をの心とした:J IO~ :l 50 学ぐらいを絞み，そのだいたいをおくこと。

Iう(4) i'英字:で持く節分とカ砲なで裂く部分の区見IJをすることにより，送りがなについての初歩的な意織をもつこと。

iう(5) 祁句への関心を鴻すこと。

iう(6) 文のqJの弦1米の切れ沼やことばのかかり方lこti窓すること。

(小4)[tjfJ;J吾/'¥(絞むこと)}

(2)ア児mのお常生活に取材した Il記または手紙，記録または報告などを統む。

(立)イ知l織ゃれな幸殺を与える説明，解説，報道などを統む。

(2)ウ経験を11:.め心的を政治、lこする盗;iii，物新，伝記， i神，脚本などを読む。

日(2) r第3 指導計画作成および学習指導の方針11こ示す学~)JIJ漢字配当表の第4学年までに記当されているj英字

を中心とした 500字ぐらいを統み，そのだいたいを怒くこと。

日(4) 総合]のおli'i.について注怠を向けること。

日(5) 文の中の意味の切れ目やことばのかかりjJにいっそうおi窓ずること。

B(8) ローマ学については，次の事演を指i認する。アローマ字でいた務や簡単な文などを読むこと。

J-':こ;j三寸指潟市rlllのほか全国にiili加することliで文殺をいたり，また，話ーをしたりするように苦手めることjも製まし

(小5)[阿部 /¥0読むこと)]

(2)ア Yl五10)日常生ffifこ取材した日記または手紙，紀録または報告，感想などをi読む。
(2)イ知識や情報を与える説明，解説，V!l道などを絞む。

(2)'7 経験を広め心情をl~:かにする物ffiL 伝記，待，総本などを読む。

(ノj、o)[[)iI鶴八(読むFこと)}

(2)ア児廷の13常生活にi伐材した!ヨ日立または手紙，記録または報告.!~怒などを読む。

(2)イ立:fliii車や情報を与える説明，解説，総道などを!読む。

(2)ウ経験を)1;め心情を監かにする物続，伝記守，仰本などを読む。

Table 1 -4 国語「書くことJの内容項目
担昭G漁 3汎Z圭修詳毒彰}雌i総餓紙、 昭和3幼古句伴主わyづj
主幼刷JJ1'バ川11帆f，附:附附 iいi低忌学判奇年ニ [[毘翠5箔卸苦計} 

r1些くことJに闘する項目なし 11 (2)オ 自分の名まえをわかる程度lこ君主く。
(小J)(1翠総 t¥(おくこと)} 11 (よ)カ鉛慾やクレオンなどで絡単な絵日況をお;

(1)ア慾こうとする気J守を縫うこと。
(j)イ{可を:三おうとしているかがわかるようにむくこと。

(j)ウ文字のj移にn:怠し， m順に従って響くこと。 11 (2)ク絞めるようlこなった文字を佼って表わしたこ

(2)ア話合いによって共同で文京を作る。 11 とばを接写する。

(2)イ文や短い文l74:を克て{!}く。 11 (2)キひらがなや漢字で自分の名まえを裂し(→

(2)ウ身近なことで興味なもうたことを文平にむく。 11 己主j)

(2)上に不す活動のほか文字や新勾を総み合わせて文を作るJr絵などを見て文章を怒くjなと'も議ましい。 11 (2)ケ絵日記をおく。

13(2)ひらがな伝統み，また，怒くこと 11--(瓦手話)[面的ーーザー

お(4) r第3 指将削m作成および学問時のJJfIl+1!こ利~半年耳IJ漢字国己当表の第1学年に高出されている淡学を中 11 (2)オ自分の名まえや住所をはっきり往く。

心とした 10~50 字ぐらいを統み，そのだいたいを詐くこと。 11 (2)カ 日付けや限日などを乏しく慾く。

月(~~ _r， J~τ色)~，三と主主l:，手t':/JJ~琴引考??}:?I子プ:号子~~ ー即日命日ーー ー 司 _.11 (2)キひらがなや術単な淡字をく。

(/j'2) [1週潟/¥(書くこと)J 11 (2)ク 日常生活において，しばしば使われるかた

(J)ア巡んで怒こうとすること。 11 かなで裂き表わすことばを診し

(1)イ知ら仕たいことが相手にわかるように怒くこと。 11 (2)ケ簡単で短い文などを怒写する。

(1)ウできごとの順序をたどって役くこと。 11 (2)コ簡単な記録などを愁く。

(J)エ怒いたものを統み低すこと。 11 (2)サはがき程度の簡単な通俗文や日記などを

(!)オ文学の形や然l駁に注意して正しく詐くこと。 11 択。

(2)ア身近なできごとについて文取を怒く。

(2)イ文や緩い文fli:をJLて怒く。
(2)ウ怒いたものを発是正しあう。

(2)コニ簡単な文を!均し、てく。

(2)上に示す活動のほか持イTJをと組み合わせて文を作るJなども望ましい。

iう(2)かたかなをひととおり読み，また，諮くこと。

お(3) r 貫~3 指導百十翻作成および学留俗語字[の方針{こJ 示す学年目IJ淡字配当表の第2学年までに配当されている漢字
在中心とした 140~160 字ぐらいを統み，そのだいたいを怒くこと。
お(4) r， J(てん)1こ注意し，また， ro1(まる)を正しくうつこと。

8(5) カリJょづかいに注:Q":すること。

13(6)ていねいなことばと法通のことばのあることに気づくこと。

(+3)[閣議i¥(怒くこと)}

(])ア 若手こうとするものをよく見て怒くこと。

(1)イ滋こうとすることがらをはっきりさせてから後くこじ

れ)ウかなり長い文訟を君主くこと。

(1)コユ必婆iこ応じて継絞してくこと。

(J)オ大事なことを落とさずにこと怒くこと。

(])カ文学の組立}Jの基本に注意して，J形を設えて怒くこと。

(1)上に示す指導苦手演のほか綴怒きに恨れることjなどについて指導することも望ましい。

(2)ア日常生活や学習のことを務く。

(2)イいろいろな行事やできごとを幸子く。

(2片手紙を暫く。

(2)エ総書見したことや学級のできごとを怒く。

(2)1二 iこ示す活動のほか学級の新制や文絡を作る」なども~まい，、0

13(2)かたかなさを苦告を統み，また，怒くこと。

日(3) rtお3 総議李総-@ii作成および学習指導の方針11こ示す学年l;lIJi漢字配当殺の第3学年までに配当されている漢字

を中心とした 310~350 字ぐらいを統み，そのだいたいを諮くこと。

13(4)淡字で章子く部分とかなで苦手く部分のi玄昆IJをすることにより，送りがなについての初歩的な主主織をもつこと。

(小4)(1通総 i¥(撃事くこと)]

(2)ア臼常生活や学習のことを怒く。

(2)イいろいろな行撃やできごとを努く。

(2)ウ統滋や研究の記録を怒く。

(2)ユニ手紙を慾く。

口。
ハh
u

n
L
 

(中学部)[関係}

(6) 自分の}滋i窓怒を正しく写し裂きする。

(7)鮪 lìí.~ょ手紙や日記などを愁く。

(8) fii'j単なメモや作業日誌などをつける。

(ヨ)ひらがなやかたかなや淡字まじりの文を君子く。

([0)適当な大きさの文字でr.J(てん)， ro1(ま

る)などに注2ましながら文を怒く。

([J)日常生活においてしばしば触れるローマ字

などに関心をもっ。



(2)上に示す汚妥当jのほか学級の新開や文集を{乍るJなども望ましい。

8(2) r第3 指導官十蘭作成および学習指導の方針JIこ示す学年目IJ漢字配当表の第4学年までに配当されているf英字

を中心とした 500守とぐらいを談み，そのだいたいをさ3くこと。
8(3) r， J(てん)をうち，またその他のおもな符号などの使い方を理解すること。(ローマ字文の場合を含む。)

8(6) 文訟の常体，敬体の迷いを理解すること。

8(7) 全国にi通用することばとその土地でしか使われないことばとの違いを耳臨写すること。

日(8) ローマ字{こっl'-crま，次の事項を指導する。

アローマ字で:恥、た認や簡単な文などを読むこと。 イロー?字でb~や簡単な文を怒くこと。
上;こ示す指導事事項のほか全信誌にiお刻することばで文章を怒:いたり，また活をしたりするように努めることJも喜望まし
L、。

(小5)[[:j;J詩 A(幸子くこと)]

(2)ア記録を詐く。

(2)イ手紙を悉く。

(2)ウ f:t!，惣iを持く。

(2)エ物持などのあらすじを慾く。

(小6)[国務 A(むくこと)]

(2)ア記録をく。

(2)イ報告をj穿く。

(2)ウ手紙を脅し

(2)コ二感想ゃな見を持く。

(2)オ妓怒きをしだり，要約をしたりする。

(2)上に示す活動のほか務などを苦手くJr物;活などを脚本に答きかえるJなども望ましい。

Table2 -1 社会「遊び・交際J
3活防安手品雑録、将軍fl33年小学事宅対校 叩ザザ ノ 1い側明年

O遊びゃ仕事のきまりを守る。 UJJ-社、3J 11 (低和子)

0友だちと{中よく遊ぶ。[幼ー干上ー5] 11 (6) J引壬の情導により，友だちとし、っしょに鬼遊びゃ砂遊び

O友だちの仕事や遊びのじゃまをしない。{幼社 5] した 3すべり台をすべったりする遊ひ。などをする。

(中学年)

(3) 簡単な遊びなら担任がL、なくても自分たちで遊べる。

(4)簡単な遊びのノレールがわかる。

(5) 他人のじゃまをしないで遊んだり{土療をしたりすーる。

(6) 巡い遊びゃ危険な遊びをしなし、ようにする。

〈治;ヤ:{f.)

(11lルールを守ーって皆島、っしょに遊ぶ。

(12) 仲間{こI;}:t、れない友だちもいっしょに遊んでやる。

(低予年)

(9) 担任の先生や自分の組の友だちがわかる。

(10) I可分の学{交の校炎先生がわかる。

('1]学年〉

(11) 学校の先生や校務長えなど関係、のある人がわかる。

(16)絡単な約束なら守るようlこする。

幼稚i潤{社会}

0教師や友だちとの約束を守る。 (3)

Oあやまって迷惑をかけたら，すぐにあやまる。 (5)

O友だちのあやまちを，互に許し合う。 (5)

。だれとでも{中ょくする。 (5)

O友だちがほめられたら，みんなで蕗んであげる。 (5)

01遜っている友だちを見たら、助けてあげる。 (5)
O絞切にしてもらったら「ありがとうjをしづ。 (5)

Oあやまって迷惑をかけたら、すぐにあやまる。 (5)

O友だちのあやまちを、互に許し合う。 (5)

〈小1)[社会]

(1)学校では先生はじめいろいろな人々が，それぞれの仕事を過して力を合わせながら自分たちのために

働いてくれている。

(4) 集箆生活では，1i.に自分の:立見や希裂をすなおに述べあったり，人の立場や意見も考えて1'T~めしたり

しなければならない場合が多い。

〈小学校道徳〉

(7)自他の人絡を絡返し，お1i.の幸揺を|還る。

(8) 自分の正しし、と信ずるところに従って意見を述べ，行動し，みだりに他人の意見や行動にlfdJかされな

〈商学年〉

(J)友だちの宮古をよくi渇いて，相手の考えを知る。

(2) 自分の言い分を無理に友だちにおしつけないようにす

る。

(3) 年下のこどもをいたわって仲良く遊ぶ。

(4) 友だちの過失ゃあやまちをむやみにとがめなし、ようにす

る。

(5) あやまちをしたらわびるようにする。

し、。

(9) 自分の考えや希望に従つてのひーのひ'と行動し，それについて災任を持つ。

(24) だれにも親切にし，弱し、人や不幸な人をいたわる。

(25) I当分や世の中のために尽してくれる人々に対し，尊敬し感謝する。

(26)互に信網しあい，{'中よくIl!Jけあう。

(27) 自分の好ききらいややj容にとらわれずに，公正にふるまうとともにF だれに対しても公平な態度をとる。

(28) 人の立場を草n解して，広い心で人のあやまちをも['9'す。

(中学校道徳)

2(3) つとめて級虚な心をもって，他人の意見に耳を傾け，自己を高めていこう。

2(4)他人と意見が食い違う場合には，つとめて祁手の立場になってみて，建設的に批判する態度を築い

ていこう。

2(5)あやまちは率i亙に認、め，失敗にはくじけないようにしよう。また，他人の失敗や不幸には，つとめて緩

かい励ましなおくろう。

3(4)怒を怒としてはっきりとらえ，決然と退ける5郎、意志や態度を築いていこう。

〈中学部〉

1 学級会や生徒会などで次のような活動をする。

(J)自分の意見をはっきり述べる。

(2)他人の意見をよく開き，相手の立騒をJ!l!解する。

(3) 話し合いでものごとを決める。

3 恵、い遊びをしたり，よくない仲間lこはいらなし、ようにする。

4 図上の人や来客などに，ていねいなことばや態度で応符

する。

Table2 -2社会「役害IJ.決まり」
将軍守系幼糊類、昭和33存イ斗鴻4ヲ手掛
幼稚|麹{社会]

O自分の持物，幼稚劉の遊兵や道具などを，きまった場所に置く。 (3)

Oひとの物を佼うときは， 1fI:しを得る。 (4)

O仕事や遊びの道具を，正しくたいせつに使う。 (4)

O共同の道具や遊兵は，みんなで公平に使う。(4)

O物を紛失しないように気をつける。 (4)

O物を紛失したときは，すぐにその旨を届ける。 (4)

O落し物!土，拾ってすぐに届ける。 (4)

(小1)[社会}

(2)みんなで佼う道呉や施設の使い方，行事への参加のしかたなど，学級や学校できめ

ん主主と宇よヌ_9.'11.f~"， ~/，:，主存型~l:"_\~ぞ号ミヨ~1J't宅手t~ろと手'-eきι} ー

昭和38ιp
(低学年〉

(1)自分のlおゃげた箱，終選戸だななどがわかる。

(2)自分の鉛緩やノート，かぱんなどがわかる。

(3) 自分の籾子やバュ!1ftくつなどがわかる。

(4) 他人の物をだまって持ってb、かない。

(5) 落とし物を拾ったら届ける。

(J 3)卵子やかさ，かっぱ，作業衣などをきめられた場所におく。
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主iJf1T.[潤[{土会]

0仕事や遊びに112うものは、自分で用主主をしたりかたづけたりする。(1)

O遊びゃ仕事のさまりを守る。 (3)
Oへやのなかや廊下のさまりに従う。 (3)

〈中学部)

6 学校のきまりを守り，また，学級会や生徒会などで，自分たちの生活{こ必要

なきまりを話し合って決める。

7 地域社会のしきたりなどを知り，それに従う。

Table2-3社会「交通・安全J
?II協和311{f::幼稚臨昭和均年φさ学校，t~~移絞
jJ)機関

[社会-3.きまりを守る}

Oみちくさをしない。

0きめられたとおり，送路をt1:復する。
{長llJJl¥，-5‘けがをしないようlこする。 i
011合瞥を与える!WJ物などにifr若干らない。
O交通のきまりを守ってtiJ;<。

0染物には.II[誕is:ーを守って乗ったりおりたりする。

。火事やj也長誌のときは，教師iのさしずに従い，静かにi手く安全な場所へ移る。

(小1)[社会]

(10) 自分たちの濁図にi広いろいろな遂路があり，また各種の乗物が走っていて，

人や物を巡る:たいせつな役都を果しているが，その利用には危険も伴うから P 登下

校などにはつねに注意が必婆である。 “ 

(11) 自分たちの周回こは。公園空地遊関地などもあり.遊び場その他に役立 11 (高学年)

っているが，その利用のしかたについてもいろいろな注窓ゃくふうが必要である。 11 (16) 日常生活ーに関係の深し、いろいろな交通襟織を知る。
(/J¥ 3) [:社記-ー 四ー“一一一ーー一一一一一一ー一一一ーーー一一一一一ー -11 (1?)いろいろな交通規則を正しく守る。

(6) 村(防nの人々は学校公民館.図書書館，公闘などの公共施設を利用して生 11 (18)人の迷惑になるような不衛生なことをしないようにする。

j舌の向上に役だてている。 11 (J9) 事内や人の集まる場所などで障が、だり，不作法なふるまいをしないように
(/J¥学謡選福ーー ーー白骨句叩叩也町一ー』一一一一一一一一ーー一一一一一一----- -11 する。

(1) 生命を隷び，総泌を精進し安全の保持に努める。 11 (20) 公砲や遊底地などの公共の施設をたいせつに取り扱う。

(32) 公共物をたいせつにし，公徳を守り，人に迷惑をかけない。

{中学校i道徳 11 (rt学部)

J(l) 生命を毒事び安全の保持に努め，心身ともに健全な成長と発逮を遊げるようにIiJ}Jも 11 8 交通波長Ijや公衆道徳などを守る。

つ。
自己!まもとより，他のすべてのものの生命を線ぶことは，人間が窓章をある生活を営むた

めの第一歩である。からだも心も，いたずらにその場の気分に負けないで，節度があり均

衡のとれた生活をすることによって，総燥な成長と発i蜜を遂げるように努めよう。

:II!昭和38俸

〈低学年〉

(15) プールや階段，マンホール，配f重役，ストーブなどの学校内の危険な場

所に気をつける。

(16) 踏切]や横断歩道，フpラットホーム.JII.JfJ7.fcr也などの通学途上にある危

険な場所に気をつける。

〈中学年)

(17) 道を歩く，右ffilJを歩く，信号に従うなどの交通規則を守る。

(18) 遂で遊んだり，人をつきのけたり，石を投げたり，他人の家や)13畑に無断

ではいるなど，他人の迷惑になるようなことはしなし、ようにする。

(19) 乗り物の乗り降りは順序を守り，率内で綴し、だり，窓から頭や手を出したり

しないようにする。
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Table2-4社会f金銭j

総数塁手づ治学校・ヰ学校 話器君主務総

〈小学校道徳) (中学年〉

(5)ものや金銭をだL、じにし，じようずに使う。 (22)近所のRfi庇を見学することなとe告と過して，そこで売られている品物を知る。

(低学年・中学年においては，自{也のものの区別をすること，ものや金銭をだ (23)きまった繊の簡単な品物ならi溺応に行って潔うことができる。

し、じに使うこと，公共物の愛護と使い方などを指導し，高学年においては，さら (24) むだ使いをせず.ほしもものがあってもときにはがまんをする。

に，これらを関連づけたものを内容とすることが望ましい。) ((2科5)学お年金〉をたいせつ{こJl¥(り扱う。

(24) いろいろな商j苫があることを知り，それらのJ;5で突ってLも品物がだしサこし、わかる。

(26)学用品などの値段がだいたいわかる。

(，tJ学校道徳) (27)筏Tjl_な災L叫泌をする。

1(4) 11寺Fr司や物資や金銭の価値をわきまえて，これらを活用しよう。 ((2中8)学ほ部し〉い物や必、婆な物を賢うために貯金をすることを知る。

合沼!fl包で充実した生活を営むために，時間や物望をや金銭などの姉絃をよく

わきまえて，これらをむだにすることなく，計画的に汚吊しよう。特に決められ 17 いろいろな酪応で光っている品物の紹類と値段がだいたいわか1')，ひとりで災い物を

た1I寺刻はよく守り，公共のものはそまつにしないよう!こ気をつけよう。 t奇吟oヂ o 

20収入によって計画的!こ生活をた'てることとlけ訟の必裂を知る。

21 ifijJ労に対して報酬が得られることを矢jJる。

Table2 -5 社会吋士会のしくみJ
昭和 31然幼線機、崎署器犯益事小学校

志/)維劉{社会6]

0幼稚闘には， !lflH長その他の教締や，働く人のいることを知る。

O自分たちは，殺や主力機図の教師をはじめ，多くの働く人々の世話になっている

ことを知り，感謝の気持をもっ。

0郵便自己i輩・司王完全・巡j1t.f，¥益夫など，身近な働く人々 に親しみをもっ。

O停準場・郵便局・消防饗・ヱ話3・阪r.sなどを見に行く。
0ままごと・染物ごっこ・死燈ごっこなどのごっこ遊びをする。

Oみんなとし、っしょに留の祝日などを楽しむ。

〈小l社会〉

(5) 家の職業l土，家肢の生活をささえるもとになっているたいせつなものであり，

友だちの家と比べてみても，いろいろな総菜があることがわかる。

(ノj、2社会〉

(4) 工場では，大ぜいの人身が，生活!こ必要ないろいろなl弘物を機械を使って

大設に作り出している。

(5) 庄の人々は生産者と消主著者とをつなぐ役l~IJを来しているが， IHJ滋や市場きから

品物を仕入れる仕事その他にいろいろなくふうをしている。

(6) 交通，運輸の仕事に携わっている人々は，安全にしカも平く人や物を巡ぶた

めに努力している。

(9) 草子察官， i封切7言，医師などは，盗難，けが，火災，病気等の不幸からみんな

の生活を守るための住専を休みなく続けているが，自分たちとしてもこれらの事故

を未然iこ紡ぐくふうをしなければならない。

(10) これらの人々の{士事の特色は，いつでも仕事にとりかかれるように用意して

おり， 11寺にはその(土事に生命の危険が伴うことなどである。

(11)人々 は郵便，鐙iJ!fiなどを利mして，よその土地の人々と必婆な連絡をしてい

るが，郵便局などで{動いている人々 は，それらが雑実に-lF-く相手{こ届くよう努力し

ている。

(小3)

(4) 村(田T)では，みんなの在~燦を守ったり，火災や水容などの災警を防いだりす

るために，保健所，診療所， i湾i訪問，水防@jなどをつくってB さまざまな活動を行

っている。

(7)村(111ηの人々は，昔から神社や寺i涜などを中心として祭その他の行事:を催

し，楽しみをともiこしてきた。
(9)村(町7の人々の仕事や詳しには，後信，電話や各種の交通機関などによる

他地域との通信，往来，物資の総送等もたいせつな働きをしている。

協和級生手

(中学年〉

(20) 見学その他の活動を通して，撃事録諮(交ml，鄭使Jfo，消i坊w，病院，!1JJ;;，デノ〈
ートなどで織し、ている人々を知る。

(21) 公幽やi盤阪地などでのきまりを守る。

(科学年〉

(2]) 欝然や消防号rt.郵便j渇，病院，市役所(IIIT'村役滋)などのある場所を知弘それ

らの随i設のはたらきなどがだいたいわかる。

(22) 知った総所なら，ひとりで切符:を災い，乗り物に粂って行くことができる。

(23) 家肢の人の職業などを過して， I止のなかにはいろいろな職業があることを知る。

(25) 近くの工場などを兇学し，そこで作られている物や働いている人々の活動の綴

子を知る。

(29) 迷足や旅行などの機会{!:過して，その土地の傑燃や人々の生活の機子{こ関心

をもっ。

(30) 新開やラジオー，テレビなどを過して社会の大きなできごとなどに関心をもっ。

(3]) J也j戒の祭りやその他の行事などに!基i心をもっo

(仁1'~幹部〉

9 切手やはがきを狩ったり， iilii窒や泡wを頼んだりするr;f，-ffvJなどをi必して.郵便jぬの

はたらさを理解し，それをf即日する。

10 復;活のはたらさがわかり B 必裂に応じてこれを手IJ川寸る。

11 簡単な外傷や病気ならひとりで診療所や病院などに行くことができる。

12 I出淡なものごとを発見したとき s 繁察や消防署に知らせるなど，適当な処鐙をと

る。

13 f::、嬰に)，t;じて，乗り物の時刻表や料金表がだl、たいわかる。

14 簡単な地図をたよりにして，目的地に行く。

15 乗り換えがあっても，交通機関を利用してa的地に行く。

16 J也被のデパート，劇場，公障などのおもな建物や施設を知る。

18 工場の見学などを逃して，物がつくられてL、く過程や様子を知る。

19身近な生活を通しておもな職業の種類とそれらのはたらさを知る。

22 祝祭日の意味がだいたいわかる。

23 選挙の主主味がだいたいわか仇学級会や生徒会などの役員の選挙などに参加す

る。

21 税金の意味がだいたし、わかる。

25未成年者に禁じられていることがわかり，それらを守る。

26ごく身近な具体的なことがらを通して，法律の意味がわかる。

27 迷足や旅行などの機会を過して，おのおのの土地の模様や人々の生活の様子な

どについて，関心や理解をもっ。

28 新11iJ.ラジオ，テレビ，映i鼠雑誌などを通して， 13本や世界の大きなできごとなど

に対する見sAlを広if，また，それらlこ対する関心を深める。

Table3“ 1 算数・数学f数と計算jに関する内容項目
HZ称 3年年幼稚鼠ス言語盃亙事麗
{言認 1]

Oグループの友だちの人数を数える。

0ひとつ・ふたつと，一番目・二番沼を使い分ける。

〈小1)[算数 A数と計算]

(1) 100までのものが確実に数えられるようにする。

ア数詞を正しく唱えること。

イ偶数を数えること， 2ずつ， 5ずつまたは 10ずつなどにまとめて数えること。

ウ煩序や位伎を数で表わすこと。

(2) 100までの数を読んだり怒いたりすることができるようにする。

(3)数について理解させる。

ア 10までの数の情成。

イ二位数について，各位の数字の意味を知ること。

ウ数の系列における数の位霞，数の大ノトおよび順序を知ること。

(4)ものを分類して数えたり，これを表の形などに技選して記録したりする経験を与える。

(5)加法・減法がj官いられる簡単な場合について理解させる。

ア jJn法・減法が用いられる場合とその記号を知ること。

イ加法・減法の記号を用いて式をかいたり読んだりすること。

(6)加法・減法について計算する能力を1111ばす。

ア 和 が JO以下の一位数と一位数の加法，およびその逆の減法。

イ 10，20，30，などについての計算，二位数と一位数とについての計算などで， J二のアの程度の計算でできるもの。

g15'粉3寄生存 〆 /ノ マてでご二三:
(低学年〉

(1)身近にあるいろいろなものを並べたり，比

べたり，取りかえっこをしたりする。

(9)おもちゃやi差異を種類31Jに分けてしまった

り，もとの位鐙にもどしたりすることができる。

(2) 具体的なもので多い，少い，大きい，小さ

いなどがわかる。

(中学年〉

(1)身近にあるいろいろなものを数えたり，そ

れを数字に望書いたりする。

(6) 兵体的なことがらのなかで，加える必要の

あることがわ方、る。

(7) 呉体的なことがらのなかで，余ったり，足り

なヵ、ったり-tることがjコカミる。

(高学年〉

(I)兵体的なことがらの扱いのなかで，やや

広い飽凶の数を数えたり，読んだり，惑いたり

する。
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ウ手口が 10よりι大きくなる 位数と一位数のJJII/tおよびその辺の減法。

(7) 具体的な本物について，まとめて数えたり等分したりすることを通して}乗法・除法の楽li!!となる経験を与える。

(小2)[算数 A数とiWb'il]
(J)ものを適当にまとめて数えるなど.数をじようずに初しも能))を{IIIぱす。

(2) 数についてのJll!m!(を深める。

ア 1000まで読み j)と災わし方。

イ位取りの考え))の珂!解。

ウ Oの意味，たとえば.~1立を災わすことや.2-2 ， :1十0などに閉して計算{こJH，、る数とみることなどを知ること。

工数の系列における数の位i佼。
オ数の大ノl、， 111員}'y.(!)Jヒベブ)0

(:3)加法.v成法が川いられる場合についてのJlH解を深める。

(4) イ立数どうしの))111去およびその逆の減法が，f，{1i実にできるようにする。

(5) 三位数までの数について， JJIlI1，'V成法の計算をする能力をfilJliす。

(6)寄u本j形式による加法・減法ωし7!'たを知らせ，その計算のJm組!や手II[員について理解させる。

(7) JJ[I法・減法についてのぷ本的な関係をf理解させ，これを計算やその結果の抗的、めに用いることができるようにする。

ア減訟はJml，去の逆ω関係になること。

イ加える総FFゃヲ|く断!~f:をかえても結果が変らないこと。

(8) 具体的なことがらに即して，乗法の意味について期解させる。

ア采訟がmし、られるJ必て?を知ることの

イ染?去のR己すそ知り，こuを百しく月II、ること。

ウ }LlLが用いらnることを長nること。
(9) J主体的な l!Ç物のII~扱を過して，存110の巧え)Jの);!;礎となることがらについて浬解させる。

ア・…の2ばい， 舗 の1/3(三ぶんのー)などの意味を知ること。

(]O) 具体的なことがらについて，その関係会加法・減法および乗法の記号を用いて，式に表わしたりそれを談んだりする

能力をjJjI/ます。

Table3-2算数・数学f量と測定」に関する内容項目
昭和撃幼機関'， 11務;ftW33 年IJ~止対支
えiJ.'j弔J[1J終 4]

Ol"1j!;経験する本物について，数.J是さ・1仏さ・おさ..mさ.ns;などを表わす筒単な

日常JTln穏を絞ってねす。 (t、くつ・なんにん・なんびき・ながい・みじかい・ひろい・

せまい・たかい・ひくい・おもい・かるい・まるい・しかくなど)

昭和総年

〈低学年)

(6) 籾， 11， Iぬがわかる。

(7) 1¥1分の年がjっかる。

(中学年)

(2)簡単な!Jn法や減j去をJI1し、る場合について

士nり，初 ti主 Il'~なれm:ができる。
(3)そろばんのしくみがわかり，数をおいたり，

読んだりする。

(1) J主体的なことがらのJ泣いのなかで.I司じ穏

頴のものを集めたり，まとめて数えたり， I言lじよう
に分けたりする。

('1'学部〉

1 数の範聞を広げ，数えたり，統んだり.む(.、

たり，加l法・減法の計算を圧しくしたり寸るよう

lこする。

2 そろばんを使って，簡単な力11法や減法がで

きる。

3 J主体的な取がらの敏いを過して，術単なZ是

認ミ・除法の意味とそれを用いる場合について

:rlR角平する。

。迷近・方向・位i澄・ill.uJtなどを表わす告i1itjiな13常川穏な使って訴す。(とおい・

ちかい・むこうへこちらへ・うえに・したに・まんなかに・まえに・あとに・はやい・お

そいなど)

(2) 具体的な経険を通して長い，短い， 1.よい，狭い，縫い.1立いなと'がわかる。

(4)カレンダーなどに続しみ，日付Itや阿世日がわかる。

(小 I)[~数B散とiWI 定}
(1)具体的な事物について，大きさの比較などを通して，長さなどの盆やその測

定の意味を潤!解するのに法機となる経験を与える。

(2) 11寺刻の概念を漸次IYIらかにするとともに，簡単な綴合について，とl打、を読

む能力をjlll/ます。

ア 11寺wJや日 11寺{こi鍔することばを知lること。

イと!tし、で，何11寺，何時半などを読むこと。

〈小2)[算数日歓と3111iE]

(1)長さなどの訟の概念と測定の窓l);jミについて理解させる。

(2)長さの単位を知らせ..長さを測定する能力を{Ijllます。

ア長さの単位(メートノレ，センチメートル，ミリメートル)と，その相互関係。

イものさしの使い方。

(3) I舟刻およびl断Uiの概念を抑i次明らかにするとともに，鈎単な場合にとけし、を

正しく絞むことができるよう{こする。

ア i時，分および日とそれらの関係、を知ること。

イとけいによる締wJの絞み方(分まで)を知ること。

ウ在話時iな場合lこ，きまった11寺京11から.30分， 111寺r:丹.211寺Ii丹など，前および後の

11寺刻を ~ilること。
エ巡，月，年などのしくみを知ること。

(5) 簡単な場合に， 11寺劾がだしずこし、わかる。

(6) 具体的な生oと結びつけて、だいたいの時刻や午前パr-l去の区別がわかる。

Clll道兵などをもとの数に合わせたり，もとの位鐙にかたづけたりすることができる。

(J2)学習の送呉や給食の食器などをひとりひとりにまちがし、なく配ることができる。

(向学年)

(5) 身近にある具体的なものを比べることを過して，長さや還さを表わす単位やそれを

は均、る道具のあることがわかる。

(中学部)

4 具体的な事がらの扱いのなかで，長さや盗さや容friなどをはかる単位を知りJ、ろ

いろな測定の煎兵の使い方に渋れる。

5 具体的な生活を通して， 11寺普|で時刻jや時間がわかる。

6 具体的な生活のなかで.1廷がつかえる。 年号。 I月=30日， 31 1ヨ。 1年=12月。

li!M=7日。

7 具体的な生活のなかで，温度計(寒暖計・体混百十)の使い方がわかる。

Table3-3算数・数学「図形と図表jに関する内容項B
「磁季語、主主祭効率陸胤IJ胸恥i件緩〆 。 ー白山町一二一入 Wflì-~草加 38 年
~l柄欄{主主言語-4] 11 <低学年〉

O日常経験する築物について，数.:1対・広さ"認さ・1宣さ・]fS;などを表わす術単な日常用絡を 11 (4) 具体的な経験を過して，丸，三角，四角などの図形のi羽 IJがわかり，名

使って話す。(し、くつ・なんにん・なんびき・ながい・みじかい・ひろい・せまい・たかい・ひくし、. 11 ;rq;が言える。

おもい・かるい・まるい・しかくなど) れ 3) 具体的なことがらの取り扱し、を過して，上や下，前や後などがわかる。

。迷近・方向・{立鐙・速度=などを淡わす樹上i重な日常用務をiiEって話す。(とおい・ちかい・むこ 11 (5) 具体的なことがらの取り扱いを過して， 0.xなどの紀号の窓1沫がわか

うへこちらへ・うえに・したに・まんなかに・まえに・あとに・はやい・おそいなど 11.:;;)0

件、1)[算数C IZl形 11 <中学年〉

(1)具体的な務物についての鋭綴や構成などの操作を過して，図形の概念を理解するのに 11 (9)丸三角，四角などがだいたし噛ける。

基礎となる経験&与える。 11 (3) 具体的なことがらを返して右ゃながわかる。

ア兇滋のお常のことば，たとえば，さんカペしかく，まる，はこのかたち，まっすくなせんなれlC 身近な生活のなカミで使われてし、るO.xなどの約:わかる。

どをよ百いてz基本的な図形を認めたりおい淡わしたりすること。 11 (高学年〉

イ基本的な図形を作ったり，また，それらを用いて形を構成したりするこじ れ1O~丸，三角，凶偽，長四角などがわかり，それらがかける。
(2)鱗単な場合に，方向や位鐙!こ関することばを正しく郎、る能力を伸ばす。 11 (9) 術単な生活の処理を.O. xなどの表でき提わす。

(小2) 11 (寸コ学部)

[~客数 A 数を計算J(ll)簡単なことがらを，差是やグラフの形に盤理して表わしたりそれを統ん 11 8 三角定木やコンパス含使って，簡単な図形がかける。

だりする能力を伸ばす。 11 13 劇物などの時刻表が絞める。

[算数C 図形 1114術単な禄グラフなどを読んだり，惑いたりすることができる。

(1)図形の概念を濯解するのに法縫となる経験をしりそうままかにする。

(2)方向や位霊堂をし、っそう1Eしく認い差是わすことができるよう!こする。
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数学3-4算数・数学「実用Jに関する内容項目
監護軍1 号玉三;1)稔潟、政争J 主料、・中学校 昭和 38若手

〈低学年)(め

かド学年)(8)

〈高学年)(8)

〈中学部〉

9 .Jlr切かな生E号に必姿な総闘の金銭の処理ができる。

10節lil.なこづかい!f援をつけたり，郵便局などで，貯金の出し入れができる。

II 簡単な伝紫・5古求お;・領収認さなどの意味がわかり，それに{受われる淡数字などが;読める。

12物のねだんや割引・阪符などの窓味がだいたいわかる。

Table4-1 理科「植物・動物・からだJ~こ関する内容項目
将軍1131年幼稚畿

1身近にあるものを見たり開いたりする。

O花や革や木などを見て絡す。

0飼育してしも金魚・小鳥・こん虫・にわとり・うさぎなどな見て揺す。

Oちょう・とんぼ・ありの綴子を克る。

O動縫物の成長をや変化を継絞的に見ょうとする。

O!liやおの鳴き声をI1iIく。
2. lliIJ物や植物の世話をする。

0揺をまいたり，蕊を植えたり.7Jcをやったりする。

01[:主主の尊敬りを手伝う。

0おたまじゃくし・金魚・小鳥・虫などをいたわる。

。動物の殺が，子をいたわって育てるところに気づく。

OllilJ物の食べ物がし、ろいろ迷うことに気づく。

。木やE草花を，むやみに折ったり摘んだりしない。

3 身近な!当然の変化や葵しさに気づく。

O隠さ詳の変化の様子を見る。

。山・海・)11，器h被物・天体の美しさを観賞する。

0おたまじゃくしなどの変化を見たり，絵にかいたりする。

話通 33主F小学俊 ノ 11' B起草03法修

(小 I}(1) 11 (低学年)

ァ:ftだんのfI1~花の綴察ム ill話の手伝いをする。I\([)花だんや草花などの綴療と世話の手伝いをする。
(ア)春の校庭ーをめぐり.:!Eだんの草花やl廷木の花の色・形などを観然し，いろいろ 11 ア殺の校庭をめくもなどの活動を過して../Eだんの紅花や佼彪の草木{こ親しみを

なものがあることに気づき，校庭の草木{こ殺しむ。 11 むつ。

(イ)あさがおのような粒の大きな種子をまき，様子のまきj'jを知る。まいた滋子に水 11 イ Jとだんの紅花や!鐙木の-IEに!丸 rr.]じ色や巡った色をしたものがあることを知る。

を与えて発芽をまち，発:jf-や育つ傑子を見守り.11l:話の手伝いをして，これを愛育 11 ゥ 1[:だんの草花の筒 ll~ t.d世話をする。

しようとする。

(ウ)森まいた草花のf綿花について話し合い.花を数えたり，つぼみや業を観察した

りなどLて，殺しみをもっとともに，その色・形.jl在た11などの違いに気づく。

(エ)秋咲く草花を綴委譲して，秋になると蒋・変のころ見られなかった草花のl咲くこと

に気づく。

(小2)(1) 

ア草花の世話をし，育ち方{こ関心をもっ。

(ア)者と秩{こ，花だんに，作りやすい草花の様子をまいたり，球根を結えたりして，

遜類によって，まいたり結えたりする時期や方法に遠いのあることを知る。

(イ)まいたり{随えたりした滋子や球根の，芥ばえや育ち方が種類によって迷うこと，

よく育てるためには日がよく当るようにし，ときどき水をやらなければならなし、ことに気

づく。

(ウ)雑蕊を抜いたり，水を与えたりなどの手入れやl投認ができるようになる。

(エ)種子を取ったり.BR椴を撚ったりして，一つの種子や1業後から多くの穏子や球

技ができることに気づき，翌年のために，それらを保存することができるようになる。

(小3)(1) 

ア学校宮古の世話ーをし， ]草花や野菜の育ち方・ふやし方を調べる。

(ア)学校図や楽関(こ 2 容と秋に，へちま・えんどうなどその時期の種子をまさ，続け

てu!:誌を寸るとともに，馨しい変化を記録することができる。

(イ)前の植え換えをし，摘物には儲え換えるとじようぶに育つものがあることを知る。 11___________争白恥鞠

(ウ)あぶらなのようなっくりの見やすい花を綴察して.:{Eはがく・はなびら・おしベ・

めしべなどからできていることを知る。

(エ)へちまには，突のできる花と笑のできなし斗ととあることに気づく。

(オ)へちまの7J<.取りをし，伎の吸った水が茎のよ方にのぼることを知る。

へちまのjk:の内部を観察し，その筋を利用することを知る。

(ガ)君主や木で，さし木・株分けを行い.i1li物には，さし木・株分けでふやすことので

きるものがあることを士!lる。

(キ)球根などの水栽培をし，根や:Jqドが出る傑子や，業・つぼみ・1Eの様子を綴祭記

録して，球恨の中に幾分のあることに気づく。

(ク)草花などに箱よけをしたり，これらを簡単なフレームなどのやに入れたりして，

草木の中には冬の寒さを防いでやる必嬰のあるもののあることを知る。

(小})(J)

イ里子山の自然、のありさまを綴察する。

(ア)森.E[.秋に野山に出て，そこの草木.!lミ・為などの種類や様子を鋭察し，それ

ぞれの季節の自然に親しむ。

(イ)野山で.1fiつみ・1Eつみ・花束つくりなどをして遊び，それぞれの花の磁類や

機子に気づく。また，木の実や裟・3定を使って木の災遊びをくふうしたり，革街つくり

や楽ならべなどをしたりして，実・茎・1誌の色や形などに気づく。

ウ虫などを取って観察する。 11 エばった，せみ，かたつむりなどの親しみやすい動物をさがしたり取ったりして，そ

(ア)ばった・せみ・かたつむりなどの親しみゃすい動物を校し，それらの居場所ゃ 11 の色や形.i!量動のしかたなどに気づく。

活動の俊子に関心をもっ。

一日)-}尽?主学fでそ、た?たつ字互考規一祭!，-e~-?J号L 英昭IJ~~l:か主苧と:'_I~~_?~~ -- _11 

(中学年〉

0)花だんにE草花などを被え，その出:誌をしその育ち方に関心をもっ。

ア花だんや槌え木{まちなどに作りやすい草花の種子をまいたり.JoKfiを被えたりし

て，それらの芽ばえや育ち方にi鎚心をもっ。

イまいたり摘えたりした種子や球授がよく育つように世話をする。

ウ花だんの草花や縫木の花のi色形などを観察し，し、ろいろなものがあることに気

づく。

〈高学年〉

(1)草花などの世話ーをし，その育ち方に関心をもっ。

ア花だんに球授を被えたり，水;fJU告などをして，花が咲くまでの様子を観察し，そ

の育ち方などに興味や関心を深める。

イ革手と秋に，学校図や3区間などにその時期の滋子をまき，それがうまく資つように

続けて世話をするとともに，その著しい変化に気づく。

("i"学部〉

1 草花などを栽培し，それらがよく育つように手入れや世怒などをする。

(1)学校図や茶劉などに泰と駄にその時郊の種子をまいたり，球擦を植えたりして，

育ち方が種類によって巡うこと，よく育てるためには日がよく当たるようにすること，と

きどき水をやらなければならないことなどに気づき，手入れや|位認を続けてする。

(2) 種子を取ったり，球被を煩ったりして，一つの種子や球根から多くの種子や球

綴ができることを匁]る。

(3) 草木で，さし木や株分けなどを行ない，植物はさし木や株分けなどで，ふやす

ことがでさることを匁1る。

〈低学年〉

(2) 野IlJの自然に援し，草花や虫などに関心をもっ。

ア四季おりおりに野111に/J:Iて，草木，色，烏などの織予に関心をもっ。

イ里子iねで革摘み，花摘み.1EW:つくりなどをして遊び凪いろいろな草花に親しむ。

ウ木のjk:やi落ち業を拾って，木の実遊びゃ梁;ltべなどをして，災や紫の色・形・大

きさなどにI基'1，しをもっ。
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〈小2)(J) 

イ i虫学おりおりの野山のありさまな観察する。

(ア)四季おりおりに野111fこIHて，立li'i!lの草木・虫などの五ft類や係子，窓の色，吹く

風，媛かさなど，それぞれの季節の著しい特徴に気づく。

(イj 四季おりおりの肝山の1'fi.を集めて， -IEだんやはちに植えたり， j1pし1E.j!jIし葉に

したり，木の実でこまなどをf1ごったするI!司に筏類によって花・災・裟・*などがill;うこと
に気づく。

(ウ)秋から冬にかけて*が色づいて滋ちる木と，そうでない本のあることや，革の池

上の部分がたいてい姑れてしまうことなと1こ気づく。

(こr.) !fU(ドの担rlLJにIIjて，昂:木の芥liえなどを観察したり，つみぷをしたりして，{手

めいた1'1然の印象在深める。

ウ 1 1]対11の虫の生活lこ I~l心をもっ。

(ア) 山知lの!llを観綴したりJ采耳きしたりして，!Uには多くの石Rl舗があり，その11ft績によ

って，すんでいるJißl~iや活動ω様子のit;;うことに気づき，作物を得する以のいること

を知lる。

(イ) IIJ)jljで採集した虫をびんや焔に入れて，えさを与え，食べる後子を観察すると

ともに，それらの虫の生活に興味を深める。

エ託l!.やノj、JII(海)の生物を縦察する。

(ア)池やIJ、JII<fflDで?魚・!U・尽などいろいろな動物を観察したり探tI!したりして，そ

れそ'れの動物のすむJJ'j所や活動の様了に気づく。

(イ);1也や小JII(海)で探悠したいろいろな動物を水続とともにAくそう!こ入れて級察

し，それぞれのj形や泳ぎ方などについて迷いのあることに気づくの

(ノj、4)(1) 

エ'.Ilを飼育したり，綴察したりじて，その ./1ミの変化を総べる。

(ア)ちょう，または油、いこなどを飼育・ r~L主唱し，その資つ係子を記録して， 911からダj
!h・さなぎを総て1& <11となる ì.Jf~に気づく。

(イ)か・ I:ìえの -~lーの変化や生活の係 fを観察して，これなもとにして，!JÆ I徐する
方法を考えることができるようになる。

カ生物の冬越しのしかたを;澗ベる。

(ア)冬の江If'JlJや校低沿どで， 1ii'i物の地下の長・いも・絞・冬:!-Fなどの観察をi必し

て， 1笹物はいろいろな?，t;;で冬â:i包~-;J-lTí 災に気づく。

(イ)こん虫はそのfílì~頃によって，卵・幼虫圃さなぎまたは成虫のようないろいろな状

態で冬を越すことを観終し，あわせて，身近に見られるその他の動物の冬の越し方

を知る。

(ウ)平手・哀のころttられた烏の中には，秋から冬にかけて見られなくなるものがあ

り，秋・冬のころになると彩・J[のころに児られなかった稲煩のj誌が見られるようにな

ることをう:11る。

(ノj、1)(1)

工飼っている動物の観綴と 111:8吉の手伝いをする。

(ア)うさぎ・にわとり・小おなと'のような殺しみやすく飼し、やすい動物lこえさを与えた

り，運動させたりなと'して観察し，興味とi鶏心を深め，これをかわいがる。

(イ)さんざょやめだ。かなどをガラスの水そう{こ入れでえさを与え，その食べ方や泳

ぎ方に気づく。

きんぎよなどには，大きさ・色・ Jr~の巡ったものがあることに気づく。

(中学年)

(2) 野ILiの自然に緩し草花や!llなどを観察する。

ア四季おりおりに壁hlJには1て，そこのl原木・虫・おなどな観察し，それぞれの季節

の自然に殺しむ。

イ野山で劫:摘み， 1E摘み， 1EJRつくりなどをして遊び，革や花の極類や係子に気

づく。

ウ木の実や溶ち裂などを紛い，それらを使って木の実遊びをくふうしたり， i'j¥:箭っ

くりや3創立べなどをして，実・主主・菜の色や形などに気づく。

エばった，せみ，かたつむりなどの親しみゃすい動物をさがしたり，取ったりして，

その住む主号所や活!llhの保子などに関心をもっ。

(i喜i学年)

(2) 野山の自然の有後を観察し生物の様子などを総べる。

ア問季おりおりiこ盟flJJに出て， ~IF 山の草木s 虫， .1込などの種類や生活の保子を;総

べたり，なの色吹く風の強さなどの迷いに気づいたりして，それぞれの季節の自然

に親しむ。

イ 11IJ.111の虫を観察したり，採集したりして，住んでいる場所や活動の綴子を知り，

また，古河ったりして，それらの'.llの生活について!l!!n;jこを深める。

ウ池や小川(海)で:(((.1王・良などのいろいろな動物を観察し，それらが住んでいる

場所や活動の様子について興味を深める。

<r1]学官!I)
3虫を餓ったり観察したりしてーその一生の変化などに気づく。

4 観察などを通して身近な生物の冬盤しのしかたなどについて知る。

(低学年)

(3) 飼っている動物をかわいがり，その世話の手伝いをする。

アうさぎ，にわとり，小鳥などのような親しみやすく，飼いやすい動物に水やえさを

i子えたりして，ニオもらをかわいがる。

イきんぎょやめだかなどをガラスの7Jくそうに入れてえさをi子え，その食べ方や泳ぎ

(3) 飼っている動物をかわいがり，その世話をする。

アうさぎ，にわとり，小鳥などのような，親しみゃすく，飼いやすい動物{こえさを与え

たり，運動させたりして，かわいがってそのw話をする。

イめだかやふな，げんごろう，水すまし，たにしなとーの魚や虫，貝などを水そうなど

に飼って，その活動の僚子を観察する。

(/J、4)(1) 11 (高学年〉

イ飼っている動物のut話をし，その育ち方や資料1を調べる。 11 (3) 飼いやすい動物を鈎って，うまく育つように位認をしその育ち方やえさの徹類

(ア)にわとりゃうさぎなと'のような良品、やすい動物がうまく育つようにi!t話をし，育ち 11 なと'について知る。

方，えさの級弊t事事しい習性について知る。
(中学部〉

2 家滋や小動物などを飼い，統けてその世話をするとともに，その育ちかたや著し

い習性などに気づく。

〈中学年〉

(5) 自分の歯について関心をもっ。

ア歯を観察して，その形や大きさを知り，そのはたらきがわかる。

イむし簡とよい磁の違いなどを知って，留をたいせつiこする。

(小2)

オ自分のi:おについての関心を深める。

〔ア)禽を鋭善策して，その1診や大きd，むし訟とよいおなどの逃いに気づく。

(イ)字L瀦4立法け換ること，抜17換った歯は二度と抜け換らないことや，滋のはたらさ

を知り，歯をたいせつにするようになる。

(小3) 11 (高学年〉

カ人のからだのおよそのつくりを話題べる。 11 (5) 人のからだのおよそのつくりなどを調べる。

(ア)からだを外部から綴綴して，筋肉・骨組みなどのおよそのつくりに気づき，内蹴 11 アからだを外部から綴祭して，筋肉，信組みなどのおよそのつくりを匁lる。

泌総'釘のおよその{立草壁を知って，姿勢を正しくすることがたいせつなことに気づく。 11 イ符，)J詰なとeのおもな内際総官のおよその位燈をlilって，安勢を正しくするように

する。

11 (6)食べ物lこは，いろいろな干盗殺があることをまIIる。

〈小4) 11 (中学部〉

キ自分のからだの5遣すや，からだのおよそのはたらさを調べる。 11 6 自分のからだの発育ゃからだのおよそのはたらきなどを総べ，健康や安全に心

(ア)健康診断の測定滋料を治学年までのものと比較して，体滋・身長など，自分の lがける。

からだの成長iこ気 づ く 。 l I ( ! ) 健 康診断などを通して， j体盤・身長など自分のからだの成長に気づく。

(イ)激動・体温・呼吸などが， i運動したときや病気のときには正常時と巡うことを知 11 (2)鼓動・体温・呼吸などが，運動したときや病気したときには，正常11寺と巡うことを

る。 11 知る。

(ウ) 口・医・瓦7・4革'J;支持警の清潔に注意し，むし歯・トラホームなどの病気にかからな

いようにする。

夕食物に含まれる栄養議のはたらさに腿心をもっ。 11 7 日常の食物には，発育と活動に必要な栄養素が含まれていることを知り，一つの

(ア) 日常の食物は，でんぷん・滋・し!まう・たんぱく質・どタミン・カノレゾウム・鉄のよう 11 種類だけでは，栄養を完全にとることができなし、ことがわかる。

な栄養護者を含んでいることを知る。
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(イ)これらの栄養素は，それぞれ独自のはたらさをもってし、て，一つの種類の食物

だけでは，栄養を完全にとることはできないことを知る。

〈小5)

オ病原体と寄生虫のfiIl類や人体にはし、るまでの経路を知る。

(ア)伝染病には結核，赤痢などがあり，病原体によって伝染することならびにそ

の経絡を知る。

(イ)病原体が体 l人liこは~、っても，必ず発病するものではないが，栄養の不足や，

過労，不吉li生なと'のためにからだが弱っているときには，発病しやすいことを知る。

(ウ)人体の寄生虫!こは，回虫・ぎょう虫・十二指脇虫などがあり，健康イこ彫饗するこ

とに関心をもっ。

(エ)恒11'..や卜二指腸虫の苦手生経路を知り，検使の必要vや，これの駆除予防につ

いての理解を深める。

(オ)病原体は日光・然・薬品などによって殺すことができることを匁lり，これを実行

するように努める。

6 自分のからだの鐙脊ゃからだのおよそのはたらきなどを総べ，健機や安全に心

がける。

(3) 栄養不足や過労，不節1ミなどのため，からだが弱っているときには，病気にか

か1)やすいことを知る。

(4)回虫や十二指脇虫などのf寄生虫を知り， ~会伎の必基きやこれらの駆虫法や予i坊

のしかたなどがわかる。

(5)伝染病は病原体によって伝染することB 病原{本i土，日光・存在・薬品などによって

殺すことができることなどを知り，これを実行寸るよう努める。

ア天気の変化に関心をもっ。

(ア) 11誇・議 '1お雪などの天気には，よく附れている，少し縫っているなどのように

それぞれ程度の逃いのあることに気づく。

(イ) 日によって，暑さ・寒さなどがi逢うことに気づく。 11 (4) 天候や気候や土地の燦子などについて関心な深める。

(ウ)俗日の天気の様子を簡単な記号で2~3滋 IHj記録し，天気l土日によって変り， 11 ア 1おのうちには，墜と夜，制と夕方などの変化があることな知る。

また1日のうちでも変ることがあることに気づく。 11 イ季節によって殺さや裂さにi議いのあることを知る。

(エ)吹き流しなどを利用して， J誌の向きや強さがし、ろいろと変ることに気づく。 11 ウ具体的な状況を通して，天気の変化に関心なもつ。

(小3)(2) 11 (中学部)

ア四季おりおりの天気を潟ベ，その特徴に関心をもっ。 11 5四季の天気や気候，土地の係子や}y位などを翻べる。

(ア)泊季の天気の係予を観察して，かすみ・梅雨・霞・入道室長・夕立・にじ・台風・ 11 (I)鋭療などを過して，村正雨，泳，夕立，台!札結1，匂など，選手飾によって特徴のめ

穏.~など，本館iによる特徴のある気象現象や R ざしの巡いに気づく。 11 る気象や瑛象に関心をもっ。

(イ)季節により，殺さ・寒さに違いがあることに気づく。

(ウ)四本おりおりの主主を観察して，いろいろな形があることに気づき，][は入道慾，

秩はすじ議など，さ季節によって多く見られる裳のあることを知る。

(エ) 1年の終りiこ，季節ごとの観察記録をまとめ，季節の移り変りについて理解を深

め，季節の特徴を知る。

(;J、4)(2) 

ア気温を測り，その変化を総べる。

(ア) iffiL度百十を正しく操作して気温が測れるようになる。

(イ)気?訟を測り，それが1おのうちでも，また季節によっても変化することに気づく。

(ウ)地温や水温をiJllJり，気温とのiきいに気づく。

(;J、1)(2) 11 (低学年)

イ土.Ii1Jの路fJ:i:や，いろいろな石などの保子{こ!関心をもっ。 11 (4) 天気や土地の絞子に関心をもっ。

(ア)学校の近くの111・丘・池・川などを綴察し，土地にはおい所や低い所，水のたま 11 イいろいろな機会を過して，土地にはIU'丘・)11，池・海などのあることを知る。

っている所や流れてしも所などがあることに気づく。 11 ウ石ころ拾い，石並べ遊びなどを過して石の色や形などに関心をもっ。

(イ)石ころを集め，色やj彩で分けたり，石主主べなどをしたりして，石の色やIf手に関心

をもっ。

Table4-2理科「天気・地形Jに関する内容項目
在留軍目前年幼縁関 。 ん

3.身近な自然の変化や美しさに気づく。

OI19~手の変化の様子を見る。

O日の出と日の入り， ['1なたとおかげを比べる。

OQ妥い日と主主い日，日?守れたgとをゑりや雨.JiiRの!ヨなどを上ヒベる。

OIU，海.)11・阪J槌[物・天体の美しさを観賞する。

0おたまじゃくしなどの変化を見たり，絵にかいたりする。

O紛れの臼や雨の日などのしるしをつける。

B磁設部z手和軍狗持 3幻3芸年F

(1ぺ小ト、1) (2) 

ア天気には，いろいろあることに関心をもっ。

(ア)天気には術・鋒'm・i蓄などがあり，また， J弘が吹く段もあることに気づく。〉

(;J、2)(2) 

イ雨水のゆくえにi潟心をもっ。

(ア)地上に降った雨水を銀銭し，雨水は低いほうに流れてjこを織ったり，押し流し

たりすることに気づく。

(イ)土や砂に71<をかけ，水がしみこんでし、く様子を観察して，.Ii1J上に降った雨水の

一部は地下{こしみこむことを知る。

(ウ)雨がI~手り続いた後の小)11や?むなどを級察して， )11や泌などの水がふえたり，濁

ったりしていることから，雨水の一部は)11や池に流れこんだ、り低い月rrにたまったりし

ていることに気づく。

ウ太陽を観察し，その!lVJきに関心をもっ。

(ア)太陽を色の縫い下じきや色ガラスを通して観察し，太陽はいつもまるく見えるこ

とを石在カ通める。

(イ)太陽は毎日東から出てF互にはいることに気づくとともに，これをもとにして，東

西南北の方角を知る。

(ウ)立木や棒などの影の!fOJきに興味をもち，影{土棚・昼・タとしだし、に活から来へ

拶Jし、ていることから，影の動くのはs 太陽が主lド!!lIJくためであることに気づく。

昭和:3事司三

m学年)

(4) 天気や土地の様子!こ関心をもっ。

アそのときどきのlIiす，鈴， m~などの天気がわかる。

〈中学年)

(4) 天然や土地の後子に関心をもっ。

H侃音量， I有などがあり，また，I!IRの吹くおもあることを知る。

(3) 温度計を哀しく操作して，気温を測ることができる。

(4)気温をi¥1IJり，それが113のうちでも，また，季節によっても変化することに気づく。

(中学年)

(4)天気や土地の様子にI~奇心をもっ。

イ学校の近くの山・丘・)11.地などを綴察し，土地;こは高い所や低い所，*のたま

っている所や流れている所などがあることを知る。

(高学年)

(4) 天候や気候や土地の機子などについて関心を深める。

エ池上にl岩手った雨水を観察し，水は低いほうに流れ，土を織ったり，物をおし流し

たりすることが才コかる。

オ太滋l立毎日東からU:lて蕊{こはいることがわかり，これらをもとlこして東VJi南北の

ブバ立を知る。

カ影踏みなどの遊びを通して，籾・昼・タで影のできる方向や長さに迷いのあるこ

とを知る。

エ月のいろいろな形に関心をもっ。 11 (司3学部)

(ア)ときどき月を観察したり，その形を絵にかし、たりしてh 月/;i三日月・半月.~前月 11 (2)太陽，Jl，Af'.などについてl;o心を深める。

などいろいろな形に見えることに気づく。

(3)ケ様石の性質を認可べる。

(エ)磁石(コンパス)を使うと，方位を知ることがでさることに気づき，磁石の使い方を 11 (6)磁石を使って東西南北なと。の方{立がわかる。

知る。
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(/J、1)(3) 

ア)Ijの水の流れ方捌ベる。 11 (5) )11の水の流れ方などを繍べ， III(海)の水のはたらきなどについて知る。

(ア) )11僚で，)11磁s流れの速さ，7l<のかさなどを観然して，これらがよ流と下流とで

i率いがあることを知る。

(イ))11に木Hーなどな流して流れの係予告了総べ， )11 のやうたとJ~さとでは流れのj返さに

迷いがあることに気づく。

イ川や海の水のはたらきを絢べる。

(ア))11が泌がりくねって流れていることや，大水の前後の111僚の滋子の逃いなどか

ら， )11の水には， )11底や民主を向IJったり，削りとった石や砂や粘土を巡んだり，それら

を水i迂に絞らせたりするはたらきのあることを考えることができる。

(イ)海岸のがけ・砂浜の敏子などから，潟水にも川の水と同じようなはたらきがある

ことを知る。

(ウ)雨水や)11の水のはたらさで.長い間に土地の僚子がしだいに変化してし、くこと

を知る。

Table4-3 理科fおもちゃ・道具・機械Jに関する内容項目
脇信荷額一一一一
5.1幾A!s:ベム遊具を見る。

0機関車や自動車などを興味をJ~Î'って見るD
Oおもちゃなどの締法にl刻，心をJ守つ。
O木製品，金料製品の区日IJに気づく。

O磁石，山めがねなどを使って遊ぶ。

昔話物お主判長学校

(/J、1)(:J)

ア )!(tlで[liiJくおもちゃを総べる。

(ア)風1j[.)ifi¥愉(かざわ)tJ:と'のようなJ1Rの力で防Jく術単なおもちゃを作り，それがよ

く!WJくように作り方在くふうする。

{イ)作ったおもちゃを風に当てたり，うちわであおいだりして，その動く保子が風の

!古jきや強さによって逃うことに気づく。

ォー綴のはたらきに関心告ともつ。

(ア)鋭に文字や絵などを119<して，文字や絵などのI"Jきが巡って見えることに気づ

く。

(イ)鏡を使って光あて遊びなとeをして，光を決まった所に当てるにはs鋭のl向け方

をくふうしなければならないことに気づく。

キ!滋1:';のはたらき{こ!弘i心をもっ。

(ア)隊磁石やUJ彩舷おを使って{沙妙、集めをしたり，くぎなとeをつけたりして，磁石に

i土砂鉄ゃくぎなどをよくつける所とよくっけなしゅ?とあり，また，紙やピニルなどを隔

てても，砂鉄ゃくぎなどを引きつけるはたらさのあることに気づく。

(イ)磁石で身のまわりのいろいろな物を絢べ，磁石が引きつける物と引きつけない

物とがあることに気づく。

(ウ)磁石を使うおもちゃや遊びをくふうして，磁石のはたらさに興味をもっ。

(小2)(:3) 

ウこまの日lり方を紛ベる。

(ア)いろいろなこまを作って，よく回るようlこくふうして遊び，心旅のつけ方や，こま

の返さ・形によって，泊り方が変ることに気づく。

オ終下さんの1mび方を総べる。

(ア)簡単なおもちゃのi"j\:Tさんを作って1i~1まし糸!ヨやおもりを繍節して遊びB 風
の|向さやかさのひろがりゴyによって滋下さんの1ftび方にi違いがあることに気づく。

カコム風船やボールなとeで，空気のはたらきに関心をもっ。

(ア)ふくらましたゴム風船のiコを/1Mし、て赦すと飛ぶことに興味をもち，風船をふくら

ませる禄皮によって， jf~び方!こ違いがあることに気づく。

(イ}ふくらましたゴ、ムj風船を水中に押し入れたり，水中で風船の口を開いたりして，

手ごたえのあることやあわの出ることに気づく。

(ウ)ボールにたくさん空気をj1f1しこむと，よくはずむようになることに気づき，空気を

つめて使うものを考える。

クせっけんの溶け方や、ンヤボン去のでき方を総べる。

(ア)せっけんを溶かしてせっけん水を作り，せっけんは水よりも湯に速く溶けること

に気づく。

(イ)シャボン去を吹いて，その大きさや色に興味をもち，吹き方や飛ばし方をくふう

する。

(ウ)水の中にせっけんを少しずつ溶かし，そのたびに、ンヤボン玉を吹いてみて，せ

っけん水の話題さによっvて，シャボン五がうまく吹けたり吹けなかったりすることに気

づく。

イ物の浮き沈みに関心をもっ。

(ア)ちやわんやさらのような形のものは，水面に滋く場合，その箆き方によって，水

に浮かんだり沈んだりすることに輿味をもっ。

(イ)泊料iこlニなどで船を作って水に浮べ，水に沈むものでも，形によっては，浮く場

合があることに気づく。

(小:3)(:3)

アゴ‘ムや!まねを利用したおもちゃをくふうする。

(ア)ゴムやばねなどの弾力を利用した簡単な動くおもちゃを作仇よく動くようにくふ

うし，ゴム・!まねなどの弾力が動力としてはたらくことに気づく。

イ紙玉でつぼうや水でつ{まうのはたらきを総べる。

(ア)紙ヨミでつiまうなどを作り，たまがよく飛ぶようにくふうし，押し絡められた空気の

カ:こ気づく。

昭和38fF. 
(f丘学年〉
(5)おもちゃや身近にあるごく簡単な道具などで遊び，その後い方lこなれる。

ア風取を風にあてて闘して遊び，そのまわり方を観察する。

イ銃に文字や絵をうつしたり光をあてたりして遊び，鋭のはたらきに隣心そもつ。

エ水道のせんや泣般のスイッチの扱い方，ドアや窓の11Mけ方や締め方がわかる。

ウ磁石を使った遊ひ'などをして， 1磁石のはたらきに関心をもっ。

(中学年〉

(6) おもちゃや身近にある簡単な道具で遊び，その扱いに憐れる。

エ俸磁石やU1磁石を使って砂鉄をま長めたり，くぎなどをつけたりして，磁石のはた

らきに関心をもっ。

ア木の実やその他の材料でこまを作り，よくi到るようにくふうして遊ぶ。

イ紙，糸，石ころなと'で簡単な務下さんをftって飛iましたり，ふくらました鼠紛の口

を開いて放したりして遊び，その飛ぴ方を翻ベる。

ウせっけんを水{こ溶かしてせっけん水を作り，シャボン去を吹いて，その大きさや

色に興味をもち，吹き方をくふうする。

オはさみ，小刀，ベンチ，くぎぬき，懐中電燈，吸い上げポンプなどのような身近な

主亭主理主ぞvn 、予j習!P::今望号?で~具り見~::'~Jミ考2そそ， _to):巷日こ慣れる。
(商学年)

(7)簡単な道具のしくみやはたらさがわかり，その使用に{慣れる。

オ物には水によく浮くものと沈むものがあることを知る。

アゴ、ムやlまねを使ったおもちゃをくふうして作る。

イ紙でつlまうや水でっぽうを作り，玉や水がよく飛ぶようにくふうする。
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(イ)水でっぽうを作って遊び.*'が吸いこまれたり，押し出されたりするしくみに気

づき，水を速くへ飛ばすように押し方や綴ItjJなどをくふうする。
エ音の伝わり方に関心をもっ。

(ア)糸活を作って遊び，糸を伝わって変が問えることに気づく。

(イ)金属・木なと。を伝わって音がよく協えることに気づく。

(ウj聡診器・伝声管などを使って遊び，これらを使うと，音がよく|尚こえることに気づ

く。

カ虫めがねのはたらさを総べる。

(ア)虫めがねで物を見ると，大きく見えることに気づき，虫めがねの使い方に恨れ

る。

(イ)虫めがねを白から離して，迷くの物を見ると，物がさかさまlこ小さく見えることに

気づく。

〈ウ)虫めがねに日光を当てると，員三の'1':こ明るい所ができ，虫めがねを動かして，

これを小さくすると.~い紙などが古車、げることに気づく。

(小5)(6) 

ア火の起し方と消し方を;鴻べる。

(ア)こんろで火を起し物が燃えるには空気が必要なことに気づき，じようずな火の

起し方をくふうする。

(イ)燃えているまきや木炭を火消しつぼに入れたり.水をかけたりすると火が消える

ことから，火告と消すには空気を断ったり， 1.昆度を下11たりすることが必要であることを

理解する。

エせっけんのはたらきを誠べる。

(ア)ま*，.食塩水などにせっけんを入れてよく疑ると，食塩水のほうはせっけんが法

けにくく，あわだちの惑いことに気づく。

(イ)ぜっけん水とま水に泌を終してよく援り，その変り方を比絞し，せっけん水はilll

を制1Iかい粒に分けることを知る。

(ウ)せっけん水とま水に，すすを加えてよく絞り，その変化を比べ，せっけん;j，は

すすを細均、く分itる1'1oiまのあることを知る。

(エ)せっけん水とま水の液i:lnに毛糸や毛織物を浮べE せっけん水のほうが毛糸や

毛織物のi郎こ速くしみこむ性質のあることに気づく。

(小3)(3) 

コ 豆・送球の点燈のしかたを五日jべる。

(ア)乾泣池・立法球・ソケット・導線などを使ってfi返球を点後して，乾従池にはト

とーの爆があることを女11り，同綴とに豆滋球を導線でつなくーと点燈することに気づく。

(イ)乾浴池と豆電球の回路にスイ、ノチをつないで豆総球を点滅させて， 1m路の

iff¥が員iEれていると浴気が巡らないことに気づく。

{ウ)章trr!:1!l!と豆電球の@路lこ，金物・紙・木なと'を入れて豆'，'ま球の点;憾のしかたを

繍ベ低気を通しやすしものと通しにくし、ものがあることに気づく。

(小6)(5) 

ウ首位革やベルトのはたらきを制ベる。

(ア)自転車や，とけし、などの機械について，歯車によってカが伝えられていること

を怒解する。

(イ)かみ合っているこつの縁取の回転のi向き.I弓唱え数などについて理解する。

ヱてこ・輪紬・滑箪のはたらきを繍ベる。

(ウ)十持率をitうと，プ]の方向や，大きさを変えてはたらかせることができることを理解

する。

(小 1)(5) 

ウてこに関心をもら，その使い方をくふうする。

(ア)俸をてことして使い，/J、さなカで主主い物を耳目Jかす方法をくふうし，てこには，て

こをささえる点.カを1)IJえる点， 1JI1えたカのはたらく点のあることに気づき，これらの

点の位鐙が変ると，同じ大きさのプ]を}JIlえても，物にはたらく力の大きさが変る事実

を知る。

(イ)はさみ・おしぎりなどは，てこのはたらきを応用した道具で、あることを知り，その

使い方に綴れる。

ウ糸電話を作って遊び， tまが糸を伝わって11自こえることを知る。

エ虫めがねでものを見たり，虫めがねに光をあてて聡いお[を終がしたりして，虫め

がねの!立たらさ'を知る。

カこんろの火のじようずな起こし方について知る。

キせっけんを{巡って，いろいろなおを洗い，よごれの滋ちぐあいなどを絢ベる。

ク I~ 1哲生活に必嬰な簡単な総兵や道具のはたらきを鉛lり，その使用!こ憐れる。

(巾学部〉

12 Il?ii生活で使われるいる簡単な道具のはたらきに|品j心をもち，その使い方がわ

かる。

(3) ~i'i.怪 1司Llの I州選と.\1..浴 Jl誌を幹線でつなく・とぷ燈することを知り，これらを{変って簡
単な道具をくふうして作ろうとする。

(!)滑車や歯車などを使っている簡単なおもちゃや道具のはたらきに関心をもち，

その使い方がわかる。

<2> てこ，ころ，サイ*ンなと'のはたらさとそれらが使われて!し、る場合を知り，それら

の使い方がわかる。

Table4-4理科「日常生活の処理J
昭和 33年小学校

(/J、6)(5) 

ク家j廷の電気の配線や気器具の安全な敏い方をJ!J!解する。

(ア)スイッチ・コート¥ソケットなどのしくみ，はたらきを理解して，これらを回路に正し

くつなぐことができるようになる。

(イ)屋11漏出械のしかたを全日り，安全器・ヒユース、など‘のはたらきを理!併する。

(ウ)家庭の泡気球具を安全に扱えるようになる。

(小6)(6) 

ウいろいろな繊維について，その性笈を淵ベる。

(ア)いろいろな糸や布を調べて，それらには動物から取ったもの，櫛物から取った

もの，合成したものなどがあることを知る。

(イ)いろいろな糸や日本紙を顕微鏡で絢べて，それらが繊維からできていること

や，それらの繊維は形状に速いのあることに気づく。

(ウ)毛織物・綿織物・ナイロン製品など，またはそれらの糸を熱したり， 0全性・アルカ

リ1伎の液に入れたりして，繊維には，熱や薬品!こよって変化を受けやすしものと，受

けにくし、ものがあることに気づき，正しい扱い方を考える。

(エ)紙は植物の繊維を1J1l工して作ったものであることを知る。

「扇面38;{季一一一一 一ー一 十一~人

< tl~ 学部〉

9 日常用いられている塗料，防腐剤，紡虫剤!などのはたらきや使用法などを知る。

10石油，アルコールその他対!の性質や用途について知る。

11 家庭の沼気の配線や;笹熱器具.の安全な被い方がわかる。

(1)スイッチ，コード，/ケットなどのしくみやはたらきを知り，それらを@路iこ正しく

つなぐ‘ことができる。

(2) 1設内配線のしかたを知り，安全線，ヒェーズなどのはたらきがわかる。

(3) 家経の没気器呉を安全に扱えるようになる。

8 身近にある毛織物，綿織物，綿製品，ナイロン製品などに佼われてしも繊維の

性質にi泌心をもっ。
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ア t割、・剣・アルミニウムなと'のt't伎を総べる。 11 13 ~，鱗，アルミニュウムなど， 1]常多く使われる金属のおもな性質を知り，その性

(ア)鉄・銅・アルミニウムなど日常多く使われる金成の色の遂いを観察したり，小刀 11 質に応じたfJ日、方がわかる。

やガラスなと'でこすってかたさを比べたり，同じ体綴のE立さを比べたりして，それぞ

れ性質が巡うことに気づく。

(イ)いろいろな金胤の針金や箔(はく)を観察して，それは金総の伸びたり，広がっ

たりする性質を平IJJfjしたものであることをど知る。

(ウ)鎚い古iを{むって，1Stき入れや焼きもどしそし，かたさが変ることに気づき，その

性質が刃物などに手IJ!iiされていることを知る。

(エ)よくみがし、たくぎを，空気やや水気のあるところにi泣いたり，これを熱したりし

て，それらの表而のさびる係予に違いのあることに気づき，欽のさびに然さじなザjミさ

びのあることを匁lる。

(オ)ろくしようを観綴し。このさびは銅を水分の多い所lこ;長く鐙くとできることや，ろく

しようは有滋であることを知る。

(カ)記長を燃料iのI伎に入れたり，アノレミニウムを般性・アルカリ伎の液に入れたりする

と続けることに気づき，そのときI:Uてくる気体が水君主であることを知る。

(キ)鉄や鈎にめっきしたものや，泌・主主料を塗ったものを，そのままの鉄や銅などと

しりしょに水気の多い所に[泣き，さびる様子を比較f観察して，さびをlりjぐ方法に気

づく。

Table5-1 音楽「開くことjに関する内容項目
f!B狗::m十年iIPI和 3:1塁手幼強劉

{予苦楽 2，欽 IJ!Iを聞く。 I
0数時計iや友だちが歌うのを静かに聞く。

m書資{緩やラジオの歌を盗んで|詩lく。
0友だちがH:¥るおJi奏会や帝楽会を楽しんで!滋く。

Oいろいろなよい音楽をたくさん関心

0ひとが飲うのを，気をつけて聞く

iliJ寄付告主jt，ふ伊J主党

[音楽 A 鑑賞J(小学]年)

(J)楽しく間く態度を縫う。

ア自I'ilに身体反応をし々がら1mく。
イ明るくりズミカルな者楽を聞く。

ウ J品写?毎場liを日告IT!iや情景を怨、{象しながらIlHく。
エ1J，fI，、た紋やす記長の主泌をねずさむ。

(2) IN'泊込に開く習制を養う。

ア先生や友だちの紛;や託ir者きを静かに聞く。

イ 1皮i去やレコードなどの斎楽を総かに聞く。

(3) 音楽的感'1'to)芽ぱえを{IIIIます。

ア二J布子および三jl'17ーを感じとる。
イ身体反応(遊び)を通して"フレーズを感じとる。

ウ音楽を|矧いて.和lit!の美しさを~~1tがJにっかb。

(4) 柴総の特徴を出解させ，その楽総のもつ特有の音色をi渇き分けるim力を裟う。

アリズム楽援護資(木容を含む。)，ラッパ類，バイオリンおよびけん猿楽器の音色に毅しむ。

(5) 波書き形態について理解させる。

アひとりで演奏すること(独唱や独奏)と大ぜいで演奏すること(せい鳴や合奏)の違いに気をつ

けて開く。

(6)愛好1111をもたせる。

アなるべく違う様類，逃う術者き形態の音楽を，次の3仰を含め，年間81位以上聞く。

「おもちゃの兵隊J(イエッセノレ)， r森のかじゃJ(ミヒアエリス)， rガボットJ(ゴPセック)

(小学2f!っ
(1)楽しく聞く怒[支を養う。

ア自由!こ身体反応をしながら関心

イ IYiるくリス♂ミカノレな音楽のほかに，静かで美しい音楽も関心

ウf/lr字音楽を，場面や情殺を想像しながら関心

エ聞いた散や音楽の主婚を口ずさむ。

(2) 約か{こ聞く習恨を養う。

ア先生や友だちの綴(や演奏を静かに[141く。

イ放送やレコードなどの音楽を静かに聞く。

(3) 音楽的感覚を伸ばす。

ア二拍子(六拍子)，三 J1!J子および四113 子を!~じとる。
イ身体反応を通して，フレーズを感じとる。

ウ旋律の終止のll{じを，感覚的につかむ。

エ音楽をi却し、て，平fJ)好の奨しさを感笈:的につかむ。

(4) 楽器の特徴を滋解させ，その楽器のもつ特有の王子色を総き分ける能力を養う。

アリズム楽総ー類，木墨色欽恕，ラッパ類，バイオリンおよびけん盤楽器の音色に親しむ。

(5) 演奏形態について理解させる。

アひとりで淡楽すること(M!I誌や独善幸)と大ぜいで演奏すること(せいI喝，合唱または合奏など)

のi惑いにき託をつけて獄iく。
(6)愛好ollをふやす。

アなるべく逃う種類b 巡う演奏形態の音楽を，(;1::の3出1を含め，年間8出i以上関心

「おと。る人形J(ボルディーニ)， rかつこうワルツJ(ヨナーソン)， rトノレコ行進I!IlJ(ベートーベン)

[音楽]

(低学年〉

(J)聞くこと。(音楽に親しむ。)

ア自由にからだを動かしながら開く。

イよい音楽が流れているなかで遊んだり，休息したりオる。

ウ紙しぱいや人形しlまいなどを見ながら聞く。

エ先生の歌や演奏をi昔1く。

(中学年〉

(J)聞くこと。(よい音楽に親しむ。)

ア自由に身体反応をしながら開く。

イラジオやお音器等のまわりに袋まって向く。

ウ描写音楽なと1こ興味をもっ。

エ先生や友だちの!欽や演奏をよろこんで関心

(治;学伴〉

(1)隣くこと。(よい音楽を楽しむ。)

アよい音楽を静かに関心

イよい音楽を皆といっしょに聞く。

ウ描写音楽などを聞いて1易商や↑野放を想像する。

エ続きたい音楽をレコードやラジオなと'から選んで関心

オ先生や友た‘ちの歌や演奏をむ争かにi認く。

(中学部)

1(J)よい音楽を静かに早朝いて楽しむ。

1(2) いろいろな穐類の音楽を鑑策する。

1(3) よい音楽映画を見たり，音楽会へ行く。

1(4)皆といっしょに学芸会などで音楽を楽しむ。
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Table5 2 音楽「身体表現」に関する内容項目
話護老母者三幼幸義援喜

[音楽 4.!立}Jきをリズムで表現する。}

Ollhに合わせて歩いたり，かけたりする。

O!RfJ物や染物などの動きをまねて，身体の動きをする。

O楽器の者に反応して，リズム(l'~な動きをする。
。 l鈎や移~(こ合わせて，自由にリズム的なl!i!Jきをする。

O自分の感じたこと，考えたことを，そのまま動きのリズムで表現する。

滋おお年小学校

(小学 l年)

{音楽 A 鐙食i
(1)楽しく開くj態度を縫う。

ア!'llliに身体反応をしながら総jく。

(3) 苦楽的l各党のwrまえを11j!!ます。
イ身体反応.;(遊び)を過してp フレーズを感じとる。

i 音楽己表現(欽唱)]

(l)楽しく敬う放度を主主う。

エ自由な身体表現をしながら欽う。

{音楽 8 表現(創作)]

(J)創造的に表現する意欲を育てる。

イ音楽に合わせており造的に身体表現をする。

かJ"学2年)

{音楽 A 鑑賞}

(J)楽しく附く態度を主主う。

ア自由に身体反応をしながら関心

(3)音楽約感覚を伸ばす。

イ身体反応を過して，フレーズを感じとる。

[音楽日表現(歌Ii!il))

(])楽しく歌う態度を縫う。

エ i当IIlな身体表現をしながら歌う。

[音楽日畿現(創造))

(J) tllJ造的に表現する議磁能力をま室う。

イ 音 楽lこ合わせて創造的!こ身体談現をする。

Table5-3 音楽「歌うことJに関する内容項目

喜選手持 3君主手

(低学年〉

(2)からだを動かす。(からだを動かして楽しむ。)

アリズミカルな音楽をI~司\.、て手・足を自由{こ動かす。

イ音楽を開いてとぶ，歩く，かけあしする，手を上げるなどの簡単な述。jをする。

ウ絵手をしながら，また，打楽器をたたきながら歩く。

エ動物，梁り物， ).訟や雨などの!RfJきをま詰わした音楽を!淘いて，それらをからだの凶J

きで表現する。

(中ヤ:守三〉

(2)からだを動かす。(傍i単な音楽のリス、ムに合わせて楽しくからだを拶jかす。)

ア主主単な?苦楽に合わせて，手足を I~ rl， rこ動かす。

イ手やIEを音楽に合わせてリズミカルに!fyJかす。

ウ音楽に合わせ7て手と足をいっしょに動かす。

エ音楽に合わせて模倣遊びをする。

(，TII学年〉
(2) からだを動かす。(りズムに合わせて.?裂しくからだを動かす。)

アゆるやかな速さや静かなrllllこ合わせて，からだをド1rIJに動かす。

イ音楽に合わせて，やや?主将j'な手，足の運動をする。

ウ簡単なフォークダンスをする。

エ音楽を矧いて，自由な身体炎淡をする。

(中学部〉

2(]) いろいろなリズムに合わせてからだを動かす。

2(2)音楽!こ合わせてh いろいろな運動をする。

2(:l)資楽に合わせて，フォークダンスやスクェアーダンスなどをする。

2(1) 青楽を!苦lいて感じたことを創造的!こからだの!WJきで表現する。

昭和 31年幼緑樹z

[音楽1.拶:を級;う。 1
0ひとりで盗んで歌う。

0学級全体や小さなグループにはいって，みんなといっしょに楽しく欧う。

O 自分の度j京で，あるいはみんなの前で，ひとりで歌う。

0すわって飲ったり，立ってi欽ったりする。

0手を打ったり，歩いたりしながら歌う。

。紋いよい姿勢で飲う。

0はっきりしたことばで敏弘

Oすなおな戸で歌う。

01苦緩やリズムに気をつけて歌う。

Oよい駄をたくさん党える。

0欽遊びをする。

0いろいろな楽器に合わせて歌う。

0音楽的な短い節を，日Il輿的に作って飲う。

;昭和 33奪三小学校

(小学 l年)[音楽 8 表現(歌唱)]

(J)楽しく歌う態度を縫う。

ア i蕊唱法で歌う。

イみんなといっしょに歌う。

ウひとりで歌う。

エ自由な身体表現をしながら歌う。

オ歌詞の内容を理解し，気持をこめて欧う。

(2)法礎的な歌唱技能を身につけさせる。

アよい姿勢で歌う。

イどならないで歌う。

ウはっきりした発音で飲う。

エそのi出を肢も美しく表現できる速さと強さで歌う。

オリズムや音程を正しく欽う。

カ伴奏を聞きながら歌う。

キ拶:い出し，怠つぎ，フレーズのくぎり方および歌い終りを正しく紋う。

(小学2i手)[音楽お表現(歌唱)]

(1)楽しく歌う態度を養う。

ア i磁唱法で鋭;う。

イみんなといっしょに歌う。

ウひとりで歌う。

エ I~ [却な身体表現をしながら歌う。

オ歌詞の内容を理解し，気持をこめて歌う。

(2) 基礎的な歌唱技能を身につけさせる。

アよい姿勢で歌う。

イ美しし、歌声にtlS:れる。
ウはっきりした発音で歌う。

エ そ のilllを最も美しく表現できる速さと強さでfl!kう。

オリズムや音程を正しく歌う。

カ伴奏を!鈎きながら歌う。

キ活文し、出し，怠つぎ，フレーズのくぎり方およびi欽い終りを正しく歌う。

クレガートな敏い方に慣れる。

級車口 38年

(低学年)

(1)ア知っている駄を元気に!欽う。

(1)イ先生が矧;う簡単な欲1111をまねて欽う。

十1)ウをまといっしょに飲ったり，ひとりで!欽うたり寸『る。

(4)エ絢を張って口を大きくf;~l 、て歌う。

(中学年〉

(4)ア習った歎や，好きな駄のヲズムや発音をしだいに正しくする。

(4)イ先生の欽い方や口もとに注意し，それをまねて歌う。

(4)ウ伴奏に合わせて，皆品、っしょに欲ったり，ひとりで敬ったりする。

(4)エとeなったり，小声すぎたりしないように歌う。

(高学年)

(4)ア知っている歎，好きな歎をはっきりした発王子と正しいリズムで歎い，音fAもでき

るだけ整えるようにする。

(4)イ先生の歌う歌山を模倣して正しく歌う。

(4)ウ術単な歌の内容を理]解して飲う。

(4)エ皆と声をそろえて欲う。

(中学部)

4(1)音の g~l弱，音程，リズム，発すなと1こ気をつけ，できるだけ乏しく怒:う。

4(2) 伴奏を聞きながら， Jむを合わせて，できるだけきれいにせい唱する。

4(3)鮪単な翰鳴や合鳴をする。

口
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Table5-4音楽「楽器Jに関する内容項目
一リ

s畷寝奈狗詩 3幻Eぷ々伴持修ミ幼華磯撃燭隣: ν γ 

['{音苦楽 3.楽t総号をひく心。]
0*んで楽器をひく。

0カスタネット・タンプリン・たし、こなど，いろいろなりズム楽擦を使う。

O欲や行進にあわせて，創作的{こリズム楽若告をひく。

0汽司王の後や動物のなき戸などをまねて，楽器をひく。

O役割を分J宣したり，交代したりして楽器を使う。

OmJllI者の合図に従って楽器をひく。

0いつも使うリズム楽総の名まえや使い方を知る。

Osil1認をたいせつに使う。

11峨湾問ι総動i、や校
(小学 i年)[音楽 8 表現(総楽))

(J)楽しく泌若手する態度を養う。

ア歌ったり慨し、たりしながら，手を打ったりリズム楽認を打ったりする。

イリズムi!tびをしながらリズム楽器な打つ。

(2) リズム楽Wtを淡善ぎする必{凝技能を身につけさせる。

アよい姿勢，正しいl'Iiちj'jで打つ。

イその楽1l!1を五をも炎しく殺現できるi玄さと強さで打つ。

ウ大太鼓，タンブジン，トライアングル，鈴およびカスタネットなどのリズム楽器の奏

法に悩れる。(小太鼓，シンパルおよび拍子木などを含めてもよい。)

(3) 旋律楽器告に綴しませる。

ア木智でリズム事ぎをしたり，簡単な綻手jtをさぐりぴきする。(欽容を加えてもよい。)

イハーモニブJでリズムおをしたり，簡単な旋律をさぐり吹きする。

ウオルガンで，ごく簡単な綻律をさぐりびきする。

(4) 合革委の1&磁技能を縫う。

(5) 楽器の取扱や手入れにi':l:診する習慣を養う。

(小学2年)[安楽日潔現{総楽)J
(J)楽しく演奏する滋耳Eを主主う。
ア日放ったり附いたりしながら，手を打ったりリズム楽器を打うたりする。

イリズム遊びをしながらリズム楽器な打つ。

ウ JiIE伴楽総で，好きな肢体をj策事きして楽しむ。

(2) リズム楽w.~を， i演奏する法磁技能を身につけさせる。

アよい姿夢f，¥正しい持ち方で，美しい青色が出るように打つ。

イそω楽1111をi注も重量しく淡現できる速さとう会さでnつc

ウリズム楽詰量級のお法lこ溜熱する。

(:3)旋律泌総を演奏する議機技能を身につけさせる。

アハーモニカで p 習った麟;や摘併な綻律を吹く。

イオルガンで，リズム炎をしたり簡単な臨調主をさぐりびきする。

ウ木琴や欽苦手で，リズム事ぎをしたり簡単な旋律をひく。

(4)合fIJiの;J;l;錨能力を裟う。
(5) 楽器の取扱や手入れに注意する潔僚を養う。

Table6 1 国画工作「造形活動」に関する内容項目
昭和治停幼稚機:;.a!l稔f;33年ノJ"学校
幼稚i強i絵i酪1 絵をとかいたり，物な作ったりする。}

01当iおなのびのびした気持で，絵をかし、たり，物を作ったりする。

O[翻内外の日常生活，身近に兇関するもの，自分が経験したさまざまなことを絵や物に表現する。

Oごっこ遊びゃi釧遊びに使うものを，かいたり作ったりする。

01.'1分で考えたことや感じたことを，絵や物に作って表現する。

O砂i盤主誌で， 1ヨtむな立体淡現をする。

。クレヨン・絵の具・紙・粘土・砂・木Jt.布きれなど，必要な材料を使って，絵をかいたり物を作ったりする。

(小1)(l)絵をかく。

ア児設が自社iにilillんでかくことを主とするが，必姿に応じて定置を与えてかかせる。

イかく足題材は，人物・動物・交通機関その他児盗の生活澱1ftから適:ft:選んでかかせる。

ウかさ方!丸兇設の自然宛生約な方法を滋んじ， fl的法についてのおしつけをすることなく，かくことの興味をそそり，

恋し、のままにかくようにさせる。

エこの学習に伴って，美ししものをえる酪びを味わわせる。

ー ~-_ t品ìil!ïfl 料l立，鉛鍛・クv3~て. /，ス獄・不透明水容ミ~J.'ld号詮(7) þ立など長撃に応Gτいろし、ろなものを使わせる。
(小2)(1)絵をかく。

ア、イ (小1と防じ)

ウかき方i立，児2震の自然発生的な方法を盤んじ，各自の持ち味を生かし，それぞれ違ったL、き方の絵をのびのびと

かくようにし，それがおのずから創造的な表現になるようにさせる。

エ(小lと同じ)

オ揃i留材料l立，鉛慾・クレヨン・パス類・不透明水絵の呉など必皇室に応じていろいろなものをちe.わせ，しだいに材料の

使い方{こ慣れさせる。

(小1)(2)版画を作る。

ア}坂磁の種類は，し、ろいろの印その他のものを持して作る版画，氷の主主やその{むのものに絵の具やインクをつけ，そ

れを!坂として作るもの，たく本的の版図など，簡易な方法の中から1~2訟の方法を選んで作らせる。

』ーイ脳月予の他については，_(l)F男子る'- 司 ----- -

〈ノj、2)(2)版画を作る。

ア}法廊の磁類!乱押してfやる版画，実物版童ij，こすり絵，紙版磁，石こう・粘土:などのようなやわらかい版材による版

図，その他これに室長するものの'1]から 1~')緩類選んで作らせる。

イ滋材その他については， (1)に準ずる。ただし版衝は一つの版から向じ絵がしてつか得られるところに特色があり，

興味もあること

llef和初年

(低学年〉

(5)ウ係*な楽器などで音あてi笠びをする。

(3)アいろいろなリズム楽認を白山に打ったり，簡単な一昔筒を自由iこ吹いたりす

る。

(3)ウリズミカルな音楽を捌いたり，歓を歌いながらリズム楽器をnつ。

(3)イリズム楽器やffiの名まえを知る。

("1]学年)

(3)アハーモニゴ7，木繁，オルガンなと1こ税しみ， t}J歩的な奏法を士11る。

(3)イ身近にある楽総の名まえを知る。

(3)ウ簡単な音楽に合わせてp 皆とし、っしょにリズム主義援をnつ。

(3)エ楽器をていねいに扱う。

(5)ウ身近にある楽器の音色をだいたい聞きわける。

〈商学年)

(3)ア木容iやノ¥ーモニカ，オルガンなどを使って，簡単な敏治のさぐりびき，さぐり吹

きをする。

(3)イピアノやレコードなとoの音楽に合わせて，法といっしょにリズム楽器を演奏す

る。

(3)ウ楽器の取り扱いや手入れなどに注意する。

('-1"学訟の
3(1)木繁，ハーモニカ.t:こて筒，オルガンなどを“楽する。

3(2)リズム楽器や旋律楽総を使って合奏することを楽しむ。

3(3)楽器の取り扱いに注慈し，手入れをliI包実にする。

時説草1138司王

(低学年)

(2) 鉛悠，クレヨン，パス類，水絵のよえなと‘でか

L 、たり，塗ったりする。

(中学年)

(3) 1YrHli:.クレオン，パス類.Jk絵の兵などで，

ていねし、にかいたり，ぬったりする。

(科学年)

(2)鉛m:.クレヨン，パス綴，7k絵のJえなと。を必
袈に応じて使い，自分の意図した表現をする。

〈中学年〉

(9)画用紙なとeで紙Jit].函iを作って応1)る。

(科学年〉

(5) ゴム板，リノリウム絞などを彫刻!刀で彫り，そ

れを使って版画をjj，IJる。

(低学年〉

(1) 粘土をのばしたり，丸めたり，平らにしたり

し，また，ごく簡単な形を作ったりする。

〈中学年)

(6) 粘土で球なと.の繍~な形を作ったりする。

〈高学年〉
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ア (小lと同じ)

イ作り方は，遊絞がJ.自然発生的な方法を主とし，粘土の取扱に依れさせる。

(，J-3)(3)粘土二を主材料として，いろいろなものを作る。

ア作るものは，人物・動物などの彫滋的なもの曾遊び退兵・染物・援物などのような工芸的なもののやから，任意に選

ばせて作らせる。ただし，必要に;;tじ，泌を与えて作らせることもある。

イ作り方l立，自然発生約な方法をもととし，必姿に応じて材料の扱い方，表現の方法を徐々に会得させる。

(小5)(6)役にたつものを作ったり，総長x:の事長習をしたりする。

ウ ・・・粘土での成形，焼成の初歩，その他必要な技術の習得をさせる。

(小1)(5) いろいろなものを作る。

ア作るものは，色紙・やj字紙その他身辺にある自然;f;j料や人工材料を使って，器物・器具・遊び道具・交通機関その

他いろいろなもの.11il象的なものの中から自由に作らせたり，磁を与えて作らせたりする。作るものの形は，平!lii，半立

体，立体と寸る。

イ作り方は.児~の自然発生的な方訟を主とする。作るものによっては，作り方の緩序方法を釘1らせるものもあってよ

(小2)(5) いろいろなものを作る。

ア作るものは，色紙，中j平紙，その他身辺にある自然材料や人工材料をi!Eって， li:5物・総兵・絵築物・交通機湖・遊

具・玩具の類，人物，動織物，風致などのようなものや，平而，立体の初歩的な地象権j没の中から，好きなものを巡!ませ

て1'¥Oらせたり踏を与えて作らせたりする。

イ作り方は，自然発生的な方法を主とする。しかし作るものによっては多少見通しをつけ金作る方訟を考えて作らせ

る。

〈ノJ-3)(5) いろいろなものを作る。

ア作るものは，色紙，中l半紙， )手紙その他身辺にある誇材料を絞って，児窓の生活にとって役にたつものや，作るこ

とそれ自身に興味あるもの，もっぱら組立のおもしろさにE重点をおくもの，主主礎的な感'l't O) 訪iI事~Iこ役だつものの中から自
主的に選んで作らせたり，教師が趨を与えて作らせたりする。

〈ノ].4)(6) いろいろなものをwる。

ア作るものは粘土，各級の紙類，竹.;;1てその他身辺にある務材料を使って，児訟の生活に役!こたつもの)~l{党問11

総d左{礎的な構成事I!習などを目ぎすもの，作ることそれ自身に輿事長あるものの中から，自主的に選んで作らせた仏教師

が1mを与えてwらせた号する。

〈ノJ-5)(6)役にたつものを作ったり，構成の練習をしたりする。

ア作るものは，各滋の紙，粘土，竹，木，針金.f衣食その他身辺にある材料を使って，生活上の役にたつものを作っ

たり，構成上興味あるものを作らせる。役にたつものを作る場合!土書きと照との関係について初歩的なJ理解をさせる。

主!)雄図{絵師2.形や色を知る。 1
0木の主主・木の実・1Eなどを集めて，鐙湿したりきれいに並べたりする。

O四角・丸・三角などを，自由にかし、たり作ったりする。

0色や線でいろいろな筏岐を作る。

0色紙や;(fiきれを切ったり，ちぎったりして.自分の好きな形や物をII'つてはりつける。

〈小1)(4)模綴を作る。

ア{乍る模様i立.f-f1をjijlして作る僕様，木や取の主主その他の実物の配列による模様，色紙を切ったり，ちぎったりして

はりつけて作る模様，絵のffil-.クレヨン・パス類などで自由にかく模綴司その他これに類するものの中から適当なものを選

んで作らせ7る。

イ配色についてはJ 、ろいろな色を使う経験をさせる。(配色のよしあしについての問趨は積極的に舷れなくてよい。)

(ノj、2)(4)模織を作る。

ア{乍る模様は.j!jlして作る模綴，実物を並べて作る模様，色紙その他をはりつけて作る模様，絵の具・クレヨン・パス

類などでお rbにかく模被，その他これに:類するものの中から任窓のものを選んで作らせる。

イ配色については，色を使う経験をますます i変革5にし.おのずから配色のよしあしに関心をもつようlこする。

(4) 粘土で動物なと‘の形を作り，色をぬったワ，

J.1Ê~ 、たりする。

(低学年)

(5) ひもにどーズ類を過す。

(6) 自然物をできるだけじ上うずに波べたり，そ

ろえたりー議ねたりする。

〈中学年)

(1) はさみを使って，函用紙や色紙などで鱗単

なj形を切り抜いたり，それをのりで去さしくはったり

する。

(5) 色紙などな使って，簡単な折り紙，はり絵，

ちぎりi会などを寸ーる。
(7)どーズ過しなどで，色を交互に過す。

(8) 11然物や糸・布などで，簡単な筏緩や飾り

を作ったりする。

〈商学年)

(3) 節用紙， J挙紙，または，糸.1'iiなどで簡単な

ものを作る。

(6) ビーズなどでごく簡単なものを作る。

(8) 富十金，板金などを使ってB ごく総単なものを

{乍る。

(中学部)

4 木材、や石材¥コンクりートや金正誌などの材料

を{史つでものを11oる。

(低学年)

(3) 色やj形を考えて.Ij:さみでilliiJ目紙や色紙な

どを切ったり，それをのりではーったりする。

(7)いろいろな積み木で!司 rlJにもののj惨を作

る。

('1"ザ:{I三)

(13) 持ち物の4際機や色などにi刻心をもっ。

Table6-2 図面工作「造形活動に関する知識・技能」に関する内容項g
a前哨 31匁幼機織、昭和 33年小合学校 ω ~一一一九
幼科t閤{絵画]

0材料をじようずに使う。(J)

0鐙・繭絞・粘土紋・はさみ・かなづちなど，絵をかいたり物を作ったりするために之、裂な諸道呉をじようずに使う。(1)

O材料や道具を準備したり，あと始末したりする。(1)

Oしろ・くろ・あか・ちゃ・きいろ・だいだい・みどり・あお・むらさきなどの色を知る。 (2)

〈ノl、J)
(4)機嫌を作る。

ウ(l)， (4)および次の(5)の学習と関連して，クレヨン・パス鎖・絵の兵・色紙!Jどの色の名を党えさせる。

(5) いろいろなものを作る。

ウ紙の切りブ折り方.lllHf方，のりのつけ方などの方法を努得させる。

エはさみのi!Eい方に慣れさせるo

(小2)

(4)模傑を作る。

ウ色については.1司じ名まえの色でも少しずつ巡ったもののあることや，また色にはだいだいやあかのように暖かい感

じのするものと，あおのように寒い感じのするものとがあることに注意を向けさせる。

(5) いろいろなものを作る。

ウ紙の切り方.lJrり方，曲げ方，接合，組み立ての方法などを習得させる。

エはさみ，ものさしなどの使い方に慣れさせる。

(小3)(5)いろいろなものを作る。

ウ各磁の紙の被い方，その他身辺にある材料を扱う技術のお]歩的な管f与をさせる。
エ三角定木，コンパス，切出し小刀などのi1:い方を練習させる。

(1J-4)(6) いろいろなちのを作る。

ウ各磁の紙の扱い方，粘土によるj成7f~，竹・木の初歩的な扱い方，その他必~な初歩的な技術を習得させる。

エ三fij定木，コンパス，切出しノト刀，のこぎりs なた，きり，その他必要な用具の使い方および手入れの練習をさせる。

(小5)(6)役にたつものを作ったり，構成の練習をしたりする。

ア作るものは，各種の紙，粘土，竹，木，針金，板金その他身辺にある;f;j料を使ってb 生活Jニの役にたつものを作った

り，構成上興味あるものを作らせる。役にたつものを作る場合は美と用との関係について初歩的な理解をさせる。

ウ木材の切り方，削り方，援会方法などの初歩.j友金，針金の切り方.1出11方，接合方法などの初歩を会得させる。

エ三角定木，コンパス，簡易な木工用具や金工用具，その他必要な用具のi'.t!い方および手入れのしかたを練習させ

る。
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〈低学年)

(8) 造形活動のごく議本となる色や形や烈兵・

材料の名をおぼえる。

(中学年)

(10) 木片などに金づちでくぎを打ちこむ。

Oll造形活動を通して，基本になる色や形や

用具や材料の名をおぼえる。

〈お学年)

(7)のこぎりやきりなどを使って，ごく簡単な木

工品を作る。

(ヨ)造形活動に必要な用具や材料の名をお

ぼえ，その使い方lこtBまれるo

(中学部)

2 製作題材や材料のf及し、方や用具の使用法

がやや困難な場合にも進んで製作をやり通す。

3 できるだけ合理的に材料や用兵を使う。

5 のこぎり・かんな・のみ・なたなどの工具の使

い方に慣れる。

6 ベンチ・ねじまわし・ハンド‘ト‘リノいグライダー・

いとのこ機・ミシン・節単な織機・綴み機などの

使用に慣れる。

7 塗料や接着剤などの利用に慣れる。

14 造形的な能力を将来の機業生活に活用す

るための基礎的な扱し、もする。



Table6-3 図i画工作「事前・事後的な活動や態度」に関する内容項目
J Z扇子証言主通語京語扇7両五小学校

Y)J科H泌
[絵悩2]

O~しい絵・形・色などを見て，協和した突しさを味わう。

[絵iilli3]
。なるべく多く，ヨさしい絵や製作物・1Eや淡色などを見る。

Oいろいろな絵や物を見て，その突しさについて話し合う。

O教師とし、っしょに，保宇f重宝や廊下などを1Eや絵で飾る。

O人の作品をだいじにする。

[世~絞5‘けがをしないようにする。 1
0はさみやのこぎりなどの危険を{半う用具は，きまりを守って使う。

(小])

(1) 絵をかく。

エこの学TtIに伴って，炎しいものを見る喜びをl味わわせる。

(小2)

(1) 絵をかく。

エこの学切に伴って，美ししものを見る若手びを味わわせる。

01&税減俸

〈低学年)

(1)身近な材料や用~を使って， ，~忍ったまま自由{こ造形的な表現をする。

(中学年)

(j)自由な造形的淡現を過して，材料ゃm兵の使烈に慣れ，表現の意欲を高める。

(2)造形活動のための治倫ゃあとかたづけをする。

(]2) 自分たちの作ったもので教設をi1i!iる。
(i必学年)

(1)造形活動iこよって白分の意思したものが表現できる蕗びを味わう。

(10) 美しいi間設や作品{こ触れる。

(11)教室主の掲示物や飾りなと'の配鐙や況色に関心をもち，教室を美しくしようとする。

(12)共同製作などで相手と協力する。

(13) 自分の作品とともに他人の作品もたいせつにする。

(中学部)

1 i釘杉山Jな活動によって，自分の意図したものを表現することに苦手びと自信をもっ。

8身近な器具や用具などの修怒ができる。

9 絵n富・)坂磁・手芸品・工芸品などを見たり，{1こったりして，余暇を楽しむ。

10 共!f，J製作などで相手と協力する。

11 自分の作品とともに他人の作品もたいせつにする。

12 自他の作品のできばえに関心をもっ。

13 l~ 分のへやや教室などの配置・配合や装飾をくふうする。

15 けがをしないように注意する。

Table7 -1 家庭「基本的生活習慣」に関する内容項目
; n面識 3i~年長)，和感1:11説家今斗母校
主iJfiHlill
[総局t~ 1 代目花}

。できるだけ自分で衣服を校たり脱いだりする。

Or対話器でさっぱりした次JIIiを治る。
Oj¥1肢をきちんと身につける。

。衣Jlf:i.を殺すぎたり純計{こなりすぎたりしない。

O溢il;JJな服装で仕事やi遊びfとする。
{社会叩J]

。ひとりで衣服を持たり， II)~し、だり， iまき物をはいたりすと。

(小学校道徳〉

(3) 1服装'1JH託・動作など， 11寺と1おに応じて適切にし，礼儀作法を正しくする。

(小5~京i江)
八(j)身なりの設え方をllj!解させ，簡単な被11日の修理ができるようにする。

ア u ~~~務の正しL 、法};について， ドイ告や上;jfrの樋綴， ~するI1償月三，姿勢との関係

などを知る。

ウ 日常の身なりを縫えるように努める。

/\(3) 併1 単な被J1~(/)手入れや，しまっのしかたができるようにする。

ア被!恨の手入れやしまっのしかたを調べる。

イブ‘ラッシの告をい}Jを知る。

ウ i当分の~J1授のたたみ方を災習する。

A(l) 隠的に応じた被j恨の務方ができるよう{こする。

ア衣服の!援かい狩方，涼しい務方について，次j恨の材料，形，色，lll:ね方など

をと知iる。

イ条(i位に応じた主主II~のWMtあのしかたについて知る。

ウ活動に便利な衣服について考える。

.Y)Jf世間{長tr絞ー 1~食事]

。食事のil守に手を洗う。

。鮪埼1な食事の耳iljJ1Iiゃあとかたづけを手伝う。

O食事のがI後，しばらくは静かに休む。

。よい姿勢で食射する。

。おちついてよくかみ.こ!玄さないで食べる。

O食べ物の好ききらいをざわない。

13(4) 日常の食務作法を身につけさせる。

アこれまでの経験をもとにして，日常jの食事の望ましいしかたについて考える。

イお茶の入れ}]，飲み方，菜子ゃくだものの食べ方を実習する。

ウ来客lこ対する茶菓ゃくだもののすすめ方を~習する。

(小6家庭)

日(~.l)日常の食事作法や会食のしかたを身iこつけさせる。

アをまとともに望ましい態度で食事をするしかたを災習する。

イ腕るい消潔な食事の協を{乍り，楽しく会食するしかたを笑資する。

幼稚i溺[健康守1-TTil!!l 
。なるべくさまった時間lこm便する。

O使所で排便する。

。使所や衣H置をよごさなし、ように府使する。

Offl使t去の始末をじようずにする。

om使のあと，手を洗う。

昭和 38年i芸家礎科1
(低学年〉

(J)洋H比ねまさ，ンヤツなどの，簡単な衣}恨の続税をする。

(2) 脱いだものをだいたいたたむ。

(3) 上若と下務の区別をする。

(4) はきものがiまける。

(中学年〉

(])衣服の~I悦をする。
(2) 脱し、だものをたたむ。

(3) 上えま割下表の前後，差是哀の区日IJをする。

(4) くつの左右加古川し，かがとを踏まないではく。

(21)はきものをそろえてあがる。

(i高学年〉

(j)衣服の絞脱をきちんとする。

(2) 下校のとりかえや，自分の衣JI誌のしまつをする。 (3) ほころびやよごれに注意す

る。

(4)はきものをきちんとはく。

(5) 運動や作紫にふさわしい級装をする。

(中学者1¥)

(1)自分で服装を設え，衣級のしまつをする。

(2) いつも清潔な下穏をきるようにする。

(3) 鞍さ，軍事さ，外出などに応じて衣Jlf1.をかえる。

(低学年〉

(5)よくかんで食べる。

(6) なるべくこぼさないようにして食べる。

(7)なるべく好ききらいをしないようにする。

(8) 食前に手を洗う。

(9) さじ，はしなどがだいたい使える。

(0) 食事の途中で遊!まないようにする。

(中学年〉

(5) よくかんで，こぼさなし、ように食べる。

(6)なるべく好ききらいをしない。

(7)食前には必ず手を洗う。

(8) さじ，はしなどが使える。

(9) 行儀よく食べる。

(i高学年〉

(6) 作法を守って楽しく食事をする。

(7)きまった時間以外iこ間食をしないようにする。

(中学部〉

(1) 作法を守って楽しく食事をする。

(f在学年)

(]1)用使を告げ，便所へ行く。

(12)排便のしまつがだいたいできる。

(J3)できるだけ便所をよごさない。

(11)戸を締めて潟使をする。

(15) 用便後，手を洗う。

(中学年〉

(10)便所へはいるとき，ノックをして戸をあげ会きちんと締める。

(1l)照使後必ず手を洗う。
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(高学年)

(8)便所の使い方を守って用伎をする。

(中学部)

(5) 生理のしまっや排 ttつについてのよい潔僚や， i近所を使用する場合の作法を身

につける。

(低学年〉

(16) 卒箆・早起きをする。

(7)ひとワで綴る。

([8)緩まきをがえて寝る。

(20)渡る前に使所へ行く。

(中学年〉

(12) 皐綴・早起き，ひとり平安などができる。

(13) なるべく自分で緩まきやふとんなどのしまつをする。

(14) 怒る前や夜中にひとりで便所へ行く。

(科学年〉

(10) 白分でふとんのあげおろしをする。

いや学部〉

(6)就絞，起i成持のよい習慣と作訟を身につける。

({11学年〉

(21) ~9!1ぬ溺をみがく。

(22)飯を洗う。

(23) 手足がよごれたら淡い，ぬれたらふくようにする。

(24) おじるが出たらかむ。

(中学年〉

(15)切LIlii:の悩みがき，洗面を必ずする。

(16) 手足がよごれたら洗い，ぬれたらふく。

(171換じるが出たらすぐかむ。

(18)いつもハンカチ，はな紙などを忘れないようにする。

(19) 髪をといたり，淡ったりする。

(高学年〉

(11)ていねいに歯みがきや洗街をする。

(12)手足をきれいに洗ったりふいたりする。

(13) 舜じるが似たら，すぐきれいにかむ。

(14) ハンカチ，はな紙などを忘れなし、ようにする。

(15) 自分で散髪にいったり，援の手入れをしたりする。

(16) つめなの[ましたり， 11"あかをためたりしないようにする。

(17)ふろでからだを洗ったり，ふいたりする。

(中学的)

(7) からだをお~書記にする習慣を身につける。

Table7-2家庭「家のきまりJの内容項目
:昭和 31再編画， u昭和 33俸 小 学 校 認
(幼機関)

i社会 3.きまりを守る]

。特別な場所へ行くときは、どこへ行くかを告げ、言午しを得る。

(小学校道徳〉

(1)生命を尊び，健康を地巡し，安全の保持に努める。

(4)身のまわりを自信J!H・盤とんし，環境の美化に努める。

(5)ものや金銭をだし、じにし，じようずに使う。

件、5家庭)

C(l)すまいの消揃の正しいしかたを理解させ，簡単なそうじ用品を作らせ，進んで

消織を実行するようにさせる。

アすまいを清掃することの必裂について，衛生上，精神上などから考える。

イそうじに適当な身じたくについて考える。

ワすまいの各部の法織のしかたを7知り，実践するように努める。

エそうじ用具の種類やその佼い1;，しまい方および手入れのしかたを知る。

オぞうきん，ちりとり，くず入れなどのような鈎単なそうじ用品を作ったり，修理!加

工したりする。

C(2)すまいの皇室濯骨盤とんのしかたを理解させ，実践させるようにする。

アすまいを整理・殺とんする必~について考える。
イ自分の持ち物の整理11.墜とんのしかたについて類7.J1J.使用に便利な援き方，使

fli!3t数による撹場所，整とんの美しさなどを考えてくふうする。

ウ室内や家のまわりの数滋・整とんのしかたをくふうする。

エ調和lのある物の陸き方を考える。

昭和 38年

(低学年)

(25) 家庭の言いつけをできるだけ守る。

(26) できるだけ，はきものをそろえるようにする。

(27)できるだけ，使ったもののあとかたづけをする。

(28) 浴気器呉B ガスのせん，マッチ，刃ものなどの危険物にさわらな1，、ようにする。

(29) 家[廷でたいせつにしている物や金銭など，かつてに触れないようにする。

(30)ふすまや障子などを絞らなし、ょうiこする。

(31)家の内外の危険な場所で遊ばないようlこする。
(32)だまって遊びにし、かなし、ようにする。

〈中学年)

(20)家族の言いつけを守る。

(21)はきものをそろえてあがる。

(22) できるだけ戸のあけ締めに気をつける。

(23)使ったもののあとかたづけをする。

(24) 電気器兵，7fスのせん，マッチ，刃ものなどの取り扱いの危i換なことがわかり，

かつてに触れないようにする。

(25) 家主主のたいせつにしている物や金銭などに，かつてに触れなし、。

(26) 家の内外の危険な場所がわかり，また，それに気をつけるようにする。

(27)遊びにしだときは家の人に告げる。

<i商学年)

(18)家庭内のきまりをギl'る。

(19) 戸のあげ締めや戸締まりに気をつける。

(20) 自分の持ち物をできるだけ墜とんする。

(21)家庭内にあるいろいろな危険物の取り扱いに注意し，危険な場合は家族に知

1(1)生命を尊び安全の保持に努め，心身ともに健全な成長と発逮を遂げるように 11 らせる。

励もう。 11 (22) 家族のたいせつにしている物や金銭の取り扱いに気をつける。

1(3)盤耳11撃とんの習似を身につけて，きまりよくものごとが処理できるようにしよう。 11 (23) 外出する11寺は，家の人に行きさきを告げる。

(中学校道徳 11 (中学部)

1(4) 11寺問や物資や金銭の価値をわきまえて，これらを活用しよう。 11 (8)家庭内の盤主lU震とんに協力する。

(宮)家庭内のきまりを進んで、守る。

(10) 家庭内にあるいろいろな危険物を注意して取り扱い，危険な場合には適当な

処鐙をとるようにする。

(11)外出する時は行く先を告げ，鮒宅する時界~を守る。
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Table7-3 家庭「家族との生活jの内容項目
ι8自7ぬ31年幼稚j畿〆餓孝信孝子ぷ紫綬4ゆ校

(/J、1社会)

(8)家庭では，みんなが仕事のLで協力するばかりでなく，いろいろくふうして，楽しいIl寺|潟や行事をもつよ

昭和 3B年
(低学年)

(33) 家族の人が仕事をしているときは，じゃまをしない。
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Table7 -4家庭「家庭生活の基礎的技能・手伝しリの内容項目
i顧問糊酬も協和33制略核，中今後 ( 、 i川部員 3同
(小学校道徳 11 (中学年)

1130 はたき，ほうき，ぞうきんなどを使ってよごれたところ

をきれいiこする。

A(!) 身なりの骨量え方を沼!解させ，簡単な被服の修理ーができるようにする。

エボタン，スナップなどの正しいつけ方を~習する。

オほころびのなおし)Jを実習寸る。

A(2) lMi':主的な被Jl自の 1~JjJを理解させ，簡単な洗たくができるようにする。

イもめんの下えまなどの簡単な洗たくの実習をし，実践するように努める。

(ア)洗たくにふさわしい身じたくをま:lJる。

(イ)洗たく!lJJ{の孤燃とfiJ2い方を知る。
{ウ)洗剤の事長級， JTIしも分 mし、Jjについて知る。

(エ)洗い方，し{まり方，干し jJおよびたたみ方を~iJる。

日(]) 日常?の食引のぜんだてやあとかたづけのしかたを理解させ，進んでそれらを実行するようにさせる。

ア 日常の食事のぜんだてやあとかたづけを，術生的， íjg~特約にするしかたを考えて，実留する。

13(2)食物の栄養について理解させる。

ア食事についての栄養的な2主義について考える。

イ日常食品の栄養護若について鱗べる。

ウ 栄 養(fp訟法礎食品n干について知る。

日(3) 野菜の生食，ゆで卵符菜の持ll~ 、ためなどの簡単なj調理を~潔させる。

(下位工J¥W笹川住)

(小6~ぷ!怒〉
日(2) ごはん，みそしる，目玉淡，こふさいも，サンドイッチ程度の簡単な日常食の総理を実脅させる。

(下f立攻自省題名)

Table8-1 体育「体操J

(25) ハンカチ，くつ]すなどの告をたくや，鮪単なボタン

つけをする。

(26) はたき，ほうき，ぞうきんなどを使ってs そうじをす

匂。

(27)食事の準備，あと泊五たづけなどの手伝いをする。

(28)その他，鮪liiな手伝L、やお使いをする。

〈中学部〉

(4) 進んでそうじゃお使いをする。

(15)淡たくや絡単な衣類のつくろい，戦J!I!などをす-

G。
(6)食べ物の名称や滋綴，栄皇室なとeのことを知っ

て，簡単な調怒をする。

(17)簡単な器兵などの製作や修理をする。

融1耳語議蕊頭副坪不平語一一一一日 (ι 11掲示D381f"
幼稚i巡{長~J~t-2 いろいろな巡!lthや遊びをする。 11 <低学年)

0いろいろな形で歩いたり，返ったり，とんだりする。 110)担任。指示によってl列に並ぶ。

(小 l)A 徒字体操 11 (2) 1列こ蛇んで歩く。

(1)アしゃがんだりB 立ったりする。 11 (3) 次のようなごく鮪単な徒手体操をする。

(1)イ足を大きく持齢、たり，片足または両足でとんだりする。 11 しゃがんだり，立ったりする。

(1)ウ illli:f.で押したり， 01いたりする動作をする。 11 イ を前後，左右:こ関く。

(l)エ腕をいろいろな方向に振り上げたり，振り回したりする。 11ウ 両足をそろえてとんだり，片足で立ったりとんだりする。

(1)オ片手なすりよげながら，体を左171こl治げる。 11 .:x. I泌を扱ったり振り回したりする。

(l)カ鮒仰で，足くびを握って体を前に淡くillJl1'，両側iの悶からうしろをみたり，手 l オ片手をすりあげながら，からだを左右iこIlhげる。
を艇にあて体をうしろにそらして，うしろを見るようにしたりする。 11 しゃカ5んで歩いたり，いぎって歩いたりする。

(l)キ体を左右に回して，体fJUJで手をたたく。干患を大きく吸ったり，吐いたりする。

(小 2)A徒手体操 11 ([1'学年)

(1)アしゃがんだり E 背伸びしたりする。 11 (1) 1列こまっすぐ並んだり， 2列に並んだりする。

(1)イ足を大きく聞く。 11(2) lJIJや25'IJに並んで歩く。

(1)ウ雨足または片足で，移動したり台所]きを変えたりしてとぶ。 11 (3) 次¢ような鏑単な徒手体操をする。

(1)エ将司王で押したり， 01し、たりする動作をする。 11 しゃがんだり，背{qlびしたりする。

(1)オ j泌をいろいろな方向に燦りあげたり，綴り回したりする。 Iイ 足を前後，左布に大きく器開く。

(1)カ片手をすりあげながら，体を左右iこd担げる。 Iウ雨足または片足で，その場でとんだり，とんで移動する。

(])キ指先が，.Itll国や足先につくまで体を前に深く曲げる。 Iエ腕を前後・左右に振ったり，閉したりする。

(1)ク倒鈎]で， liiii'<I:下げたまま体をうしろにそらせ，うしろのものを見る。 Iオ i泌を古I)や燃やよlこ，あげたりさげたりする。

(I)ケ関5却で，体を前に深く凝り幽11'，両脚のfIIlからうしろに物を投げたり，体をう j カ片手をすりあげながらからだを左右にilluずる。
しろにそらせ.磁の上からうしろに物を投げたりする動作をする。 1キ腕を左右に探って首ゃからだを回す。

(I)コ体を左(右)に回して，関手でtr..(右)からうしろに物を投げる動作をする。 1 クいざって歩るくとき，腕の力だけで前進する。

〈小3)A徒手体操 i ケ息を大きく吸ったり，吐し、たりする。

(1)次の連動によって，身体を金身的，総合的に動力寸ーことができるようにする。 1 高学年〉

ア間総で手をひざにあて，または腕を前に主主ってひぎを屈伸する。 11 (1) 171JこlEしく設んだり， 23'IJにまっすぐ並んだりする。

イ足を前後{こ広く開いたり，足を交互に前に探って闘の下で手をたたいたりす I1 (幻 i列や2列{こ投んで，正しい姿勢で歩く。

る。 11(3 次のような後手体換をする。

ウ足を前後・tre:t;に持寄附してとぶ。 1アひぎを浅く淡く曲げたり，仲[ましたりする。足を左右に開閉してとぶ。

エ腕で上下を突く動作をする。 11イ腕を前・被・とにあげたり，下げたりする。うちそとおよび前とうしろに回旋する。

4
i
 

n
H
U
 

つλ
-



オ l痴を，詰ijと上に仮ったり，前後に回Iをしたりする。

カくびを荷台後・1.1:右に曲げたり，左右にl召したりする。

キ片腕を儲から上にあげながら体を左右に必J!ずる。

ク1*をiliIにillJげて践を雨脚のIllJに入れるようにしたり E うしろの物が見えるまで体

をうしろにt!l!げたりする。

ケ続立てtk臥(が}の姿勢で，足を手の位陸までひきつけて進む。

コあお向けで，問手と両足を床につけて前後に歩く。

サ問腕を左(右)からうしろに綬りあげながら，体を左(お)1こ回す。

シ長1:を包旋して， [i可手で空間にできるだけ大きなまるや償8の字をかく。

幼稚闘{縫様 2.いろいろな運動や遊びをする。}

ア岡武;絡設による遊ひと ・5設定jj在;没(たとえば，ぶらんこ 2 シーソー.すべり台，

弦り拷，~機(てし、)，シャングルジム，平均台など。)を使って逮重治する。

イ鉄総遊び…ぃ腕立てとび上がり，定かけ凝り，うしろおり，足ぬき回りをする。

ウとび筏遊び・ またぎ越し，踏み越し，Jll主立てとび上がり，とびおりをする。

(ノj、2)
ア i琵定施設による遊び一 協定施設(たとえば，ぶらんこ，シーソー，登り総， ，塁

線(てしす，ジヤンク‘ルジム，平均台など。)を使って運動する。

イ鉄線遊び ...1路立てとび上がり， i主かけ反り，前回りおり，足ぬき回り(前後述

絞)をする。

ウとび箱遊びー・またぎ越し，踏み越し，腕立てとび上がり，とびおりをする。

エマット遊びーふたり組認定殴り，前回りをする。

(/J、3>
ア欽俸巡目白J白 ーさか lこがり， iilirEI]りおり。足かi-j援りをする。

イとび筏速!WJ・ 踏みとび(とび箱，横， ，認さ約 30cm)，腕立てとびのり(とぴ符，

縦，尚さ約 50cm)，1泌立てとび上がりおり(とび籍B 機， I認さ約 50cm)をする。

ウマット逃!WJ".前lillり(通li統)をする。
(小 4>
ア鉄俸運動ーー…さか上がり(iill絞)， .@か!t上がり(J震って上がる)，踏み越しおり，

腕立てうしろ121り，足かけうしろ回りをとする。

イとび綴運動… ..fl持脚の腕tr.てとび滋し(とび箱，縦，おさ約 50cm)凶脚のi泌立

てとぴ主主し(とび箱， j演，高さ約 40cm)，高1][8]り(とび絡，縦，商さ約 30cm)をする。

ウマット運動 .....w1[8]1)(i度絞めしろ回りをする。

(ノj、5}
ア鉄俸ili!!WJ'・0・ーさか上がり(f判事(しつ))，足かけ上がり，腕立てうしろ回り(間足を

そろえて)，足かけうしろ回りをする。

イとび筏巡!WJ旭川 e ・8号仰の腕立てとび越し(とび箱，縦，泌さ約 60cm)，閉j照のl腕

立てとび越し(とび箱，償， jf4jさ約 50cm)，前回り(とび箱，縦， ÎIÍ~さ約 40cm)，をす

る。

ウマット運動ーーとびこみ前転，前回り(!対腕!)，うしろ問り([1自制J)，腕立て俄j転，背

ア鉄拷運動・・・さかよがり(M1s菜(しつ))，腕立てうしろ回り(迷絞)，足かiナうしろ回

り，足かけが]閉り)JEか!t上がり一足かけうしろ沼りをする。

イとび箱ili!!WJ'υ 開日持!のi節立とび越し(とび符，縦，iWjさ 70cm)，間制lの腕立てと

び越し(とび筏，横， I泌さ約 60cm)，腕立て機とび総し(とび絡，機， i¥主iさ約 70cmo{犬

1:抗(が)の姿勢)，前回り(とび符，縦， I高さ約 50cm)，をする。

ウマット運動ー 前回り一後回り，とびこみ白i1転，腕立てiJl!ji伝，背支持腕立て前

転倒立(拒IiWJ)をする。

ウ誌をiiiJ後左右にlilJIずる。 ir:.おに回す。

エ体を前後，左右!こ曲げる。左手1¥こ回す。蹴立てふくがをする。

オ大きく怠を吸ったり， uJ:~ 、たりする。

(中学部)

(1) 2列(こl乏しく並んだり， 47"Jに並んだりする。

(2) 27'IJに並んで足なみをそろえて歩く。

(3) ~のような後手体操がひととおりできるようにする。

アひぎを浅く p 深く，t!l!げたりする。足を左右にIIA倒してとぶ。

イ j泌を前・被・上にあげたり綴ったり，組{申したりする。前後，内外に痘l旋ずる。

ウ誌をlj1j後，左右にl!lllずる。左右に図す。回旋する。

エ{本をli立後，tr.右にi!hげる。左右に閉す。回旋する。腕立て伏がをする

オ 怠を大きく吸ったり，語以、たりする。

〈低学年)

(4)ぶらんこにま在ったり.すべり台ですべったりする。

(5) マット遊びでゆりかごなとーをする。

(6) 

(4) ぶらんこに梁ってひとりでこぐ。

(5) マット遊びで機lillりやがj回りをする。

(6) 低鉄総で足告とかけて仮ったりする。

(7)IJ7-均台を波ったり，平均台の lこで縞単なi立lバ'1'をする。
(8) 怒ていやはんと絡を使って遊ぶ。

(9) とび符遊びをする。

〈尚学年)

4) マット運動で証l!絞して機回弘前回りをする。

(5) 平均台i選!立IJで，JiJ主で立ったり，存者矧な!WJ作をするo

(6) 低鉄絡を使って簡単なi!El立IJをする。

(7)懸汲i約まげを少しする。

(8) ごく簡単などび箱運動をする。

(中学部)

(1)マット運動をひととおりする。

(5) 平均台を自由に渡る。

(6)鉄線運動、でさかあがり，足かけあがりをする。

(7)綬:r!iiJ碗まげをする。

(8) 簡単なとび符迎!WJをする。

Table8-2体育「陸上J
ii都知ゴ聖母親J務総弘昭和 3百年小学校

!t;.IJ税i溜[1健康 2.いろいろな運動や遊びをする。 1
0元気にかけたり，とんだり，はねたりする。

0いろいろな形で歩いたり，走ったり，とんだりする。

Oかけっこ・まりなげその他いろいろな競争をする。

(/J、1)

(1)次の運動によって，走・眺の能力を高める。

アかけっこ(約 30m)" …まっすぐに走る。

イ位換えリレー- ・i'Jとまった方法で撹換えや引継ぎをする。

ウ並びっこー…・・位置を移動して早く並ぶ。

エ )11とび ・片足や両足でとび越す。

i オゴムとび…ひざの高さぐらいをとび越す。

(小 2}

(1)次の迷!fVJによって，走・跳の能力を語読める。

アかけっこ(約 30m) ・ そろってスター卜する。

イ回旋リレーハ ωーじようずに殴って走る。

ウかけ足・…・約1分間隔じ綿子でかけJEをする。

エ )11とび 片足や両足で踏み切ってとぶ。

オゴムとび・ -"H裂の高さぐらいを走って行ってとぶ。

(小 3)

(1)次の運動によって，定・銚の能力をおめる。

ア短距離走(約 50m)・・ スタンディングスタートで腕を調子よく振って走る。

イ折返しリレー一走りながらバトンの受け渡しをする。

ウかけ足.....約2分1mみんなで調子を合わせてかIt足をする。

エ走り嬬とび……片足踏切でとぶ。

オ定り潟とび一 片足踏切で綴木をとび越す。

昭和初年

(低学年〉

(7)コースにそってかける。

(8)かけっこをする。い白一(約 30m)

(9) 1奇じ絢子でかけ足をする。....・・(約1分11号)

(中学年〉

(10)かけっこをするo …・・(約 50m~80m)

(1)同じ調子でかけあしをする。…・・(約3分問)

(12)雨足をそろえて立ち隠とびをする。

(13) 片足ふみきりで幅とびをする。

(高学年〉

(9) かけっこをする。ー・・・(約 80m~100m)

(JO) 皆でそろってかけ足をする0 ・・ー(約5分間)

(Jl)約1時間歩く。

(J2) 助走をつけて憾とびをする。

(J3) 高とびをする。

(14)スキップ歩きをする。

(20) 鮪単なリレーをする。
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(Jj、，1)

(])次の運動 lこよって，走・跳の能力を~，~める。

ア短距!縦走(約 80m)…，クラウチングスタートで走る。

イ IJj形リレー・"'Aりながらバトンの受け波しをする。透い越すときは外側から追い

j泣す。

ウ持久走・ 0・0がJ3分間みんなでそろってかけ足をする。

エ走り婚とぴぃ一日!JZ主に速度をつけてとぶ。

ォー走りおとび…ー・片足で踏み切り，徽木をとび越す。

(/J、5)

(1) 次の運動によって，走・跳の能力を尚める。

ア短距縦走(約 100m)…・体をやや摘に傾けて走る。

イリレー "'~(J5tかないし6歩走りながらバトンを受け取る。

ウ i滋努A白 l滋答物をしてつか{泣いて越す。

エ j>!y夕、定 例じような間母子で約 600m走る。

オ定例l話とび・ 踏切j線を決めてとぷ。

カ返りJ自}とび・.DjJj:をや踏み切りを考えてとぶ。

(小 6)

(1)次の運動によって， )伝・銚の能力を高める。

ア短~{!自在ノ長(約 100m) ・ 0 ・"，j.本をややi持に傾けて，手足のriJ，\j平日を保ってi直線やコー

ナーをiEる。

イリレー，…リレーゾーンがじょうずに佼える。

ウ|滋113.1，を さきょ主で踏み切れるように足を合わせる。

エ 持 久J包・ 0・一同じような絢子でがJI，OOOmAる。

オー走り中R{とび -そりとびのような形でとぶ。

カ jじり，¥活とぴ …・とびiI&しJjや~:fJ也を考えてとぶ。

キ立ら三段とび i院を大きくふってとる;。

(中学部〉

(9)全力で走る""，，(約 100m)

(JO)皆でそろってかけ足をする。 一(約lO分間)

(JI) 約2時間主主く。

(]2) 走り憾とびをする。

(]3) 走り商とびをする。

(]9) いろいろなリレーをする。

Table8 -3 rボール運動・球技」
昭和3i;，手幼機密弘司協和 3H卸小学校 。 1↑ng事担 3君主手

幼f在留百[i述駿一2 いろいろな運!l1iJや遊びをする。付低学年)

0かけっこ・まりなげそのi伽、ろし、ろな競争れる。 1いlC ボールをころがしたり，投げたりする。

(小1) 11 (吋:学長引

(j)炊の運動によって，ボールの11M設に慣れさせ，側まなゲームができるよ引こする。 1れ 14 ボールを投げたり，っし、たりする。

ア手波し附送球.""';Jfーノレを上・償から手渡しする。指をII持し、て問手でボーノレを抗告える。 11 (22) ころがしトソチボールをする。

イころがしドッジボーノレ…ーがーノレをころがし， '1'の者{こ当てる。 11 <i高学年〉

ボーノレを当てられなし、ように身的わす。 1い16 ボールを投げたり，受けたりする。

ウたま入れι・・・おい所につったかこ'に紅(臼)球を投{ず入れる。 i腕ゃからだを絢子よく使って投げる。 11 (19 簡易化したベースボールやドッチボールなどをする。

エ対ヂIJ*'-ルけり とまっているボールをItる。ころがってくるボールをとめてける。 11

(小 2) ド仁l'和利

(J)次の運動によって，ボールのJ&j及にtol:れさせ，簡単なゲームができるようにする。 11(J7 しろいろのポール運動をする。

ア投げ渡し断送球“尚子で上・俄・ドから初手のi伐りやすい所にボールを投げる。それたボー/レは移 11 (18 ピンポン，パトミントンなどをするO

lliiJしてli行える。 11 (21 簡易化した野球をする。

イ円形ドッジボーノレ "i'13手をねらって投げる。ボールをよく見て身をかわす。

ウボール投げ白…ーボールを隠様に当てる。ボールを速くへ投げる。ボールを附手でl11iえる。

エ対列ボーノレけり・・・ボールを手・{本・足でとめ，けり返す。

〈小 3)

(1)次のボール運動の技能を後い，ゲームができるようにする。

ア方形ドッジボール ・片手でねらいをつけて強く投げる。ボールを両手てが日える。ボールを見て寸ばや

く身をかわす。

イハンドベースボール・ 片手で持ったボールを他の手で打つ。ゴ.ロやフライボーノレをliliえてベース{こ投

げる。投げられたボールをJlIlえる。走塁をする。
ウフットベースボーノレ・…佼いであるボーノレを走って行ってける。方向や，強さを考えてボールをける。ボ

ールはからだの正記でとるよう{こ，ポールの飛んでくるほうへ移動する。走塁lをする。
エラインサッカー・ ーボールをけっーて逃める。方向を決めてボールをける。

(ノj、1)

(j)次のボーノレ運動の技能を後い，ゲームができるようにする。

アボートボール・・… 4パスや1....リプルでポールを進める。ボールをとったら，じゃまされていない味方を投し

てパスする。パスしたらすぐあし、ている所に走る。相手{こ触れないで相手をじゃまする。

イハンドベースボール…・・・投手の投Ifたボーノレを手で打つ。ゴロやフライのボールを早くその位鐙に行っ

てじようずにとる。走裂をする。若手~I:jJをする。

ウフットベースボールー・ ωuころがされたまたは授かれたボールを走って行って，足の叩でける。けられたボ

ールをいろいろの場合に応じて正絡に平く処遜!する。走塁をする。審判jをする。

エラインザッカー・…相手や味方の位鐙に応じて方向・強さを考えてボールをける。パスされたボールを

すばやく移動して取る。 tfl手がボールをけるのをlf.でじゃまをとする。

〈ノj、5)

(l)次のボール運動の技派Eを号室い，ゲームができるようにする。

アボートボール‘・…・走りながらボーノレを長liえ， 2歩以内にパスする。ドリブルして11こまったらs 続いてドリブ

ルしないでパスかシュートをするo三偽パスをする。十日手を決めてじゃまをする。審判jをする。

イハンドベースボール・・・投手の投げたボールを手またはラケットでわっ。ゴロやフライボールを平く移動

して取り，適切な疑!こすぐ佼げる。 lili球のとき，近くのものがノ《ツグアップする。走塁をする。審判をする。

ウ簡易ザッカー …ドリブノレやパスでボールをi1主め，ゴーノレにけり込む。足.Jl持1・体を使ってボーノレを止め

る。磁の上からスローインする。相手のボールを前や械からじゃまをする。ゴールキーパーは，ボールを手や

足で止めて防ぐ。寺普l'IJをする。

〈小 6)

(1)次のボーノレ巡錫jの技能を高め，ゲームができるようにする。

アボートボール… 走っている味方の速度，方向を考えてパスをする。片手のパスをする。ボールだけで

なくまわりも見て，ドリプルをする。ボールを得たら，速く攻める。繍手を決めてじゃまをする。寺普tlJをする。

イソフトボール…….îEしい燃えでスイングしてボールを打つ。走嬰・盗塁・帰~をする。パックアップやベー
スカバーをする。審判jをする。

ウ 言語J!J.，サッカー…白白白右足も是正足も使ってける。ヘッディングをする。ドリプルからノミスや、ンュートをする
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Table8-4 rダンス・表現J
量殺 31々 まえ総務、謀議扇面五三存表 一 一γ-------，.-".. 一一一ノ F意事長奪三

幼稚悶[1苦楽-4.!fVJきのリズムで表現寸る。 11 (低学年)

orthに合わせて歩いたりsかけたりする。 11 (11 リズミカノレな音楽にできるだけ合わせて歩

O動物や乗物などのおJきをまねて，身体の動きをする。 11く。

〈小1) 11 (12 動物やま走り物などのごく僚tjiな模倣遊び

(1)ア矯駄な歌を伴う遊び 1をする。

(ア)タやitこやけ，かごめかごめ，あわぶくたった，おしくらまんじゅうなどをする。 11 (中学年)

(イ)自由隊形やllll円で，スキップ，ランニング，ウォーキングなどをする。 11 (15 音楽{こ合わせて歩いたり，走ったりする。

(1)イ模倣遊び 11 (16 方、ごめかごめなどの簡単な款を伴う遊びを

(ア)動物・粂物・遊びなどの簡単な談倣をする。 11 する。

(イ)ひとりないし3人で，はう，ころがる，歩・走，銚路，周{lllなどの1.2拍動作を速度を変えて行う。 11 (17 動物や乗り物などの模倣遊びをする。

〈小 2) 11 <商学年J
(])ア簡単なl款を伴う遊び 11 (21 簡単なフォークダンスをする。

(ア)11:，、ちもんめ，かりにいきましようv のぞきっこ，ぴょんぴょんとんでなどをする。

(イ) 21室内や対列で，スキップ，ランニング，ウォーキングなどをする。

(1)イ模倣遊び

(ア)動物・染物・遊び・手伝いなどのi務~.な模倣をする。
(イ)ひとりないし3人で， (土う，ころがる，歩・定，銚路， FtiW¥lなどの1，2牧草h作を速度を変えて行弘前後に移動したり，

l自ったりする。
(/)、3)
(1)ア簡単な歓を伴う遊び

(ア)11:し、ちもんめ，かりにいきましよう，のぞきっこ E ぴょんぴょんとんでなどをする。

(イ 21室内や対列で，スキップ，ランニング，ウォーキングなどをする。

(1)イ模倣i遊び

(ア)動物・粂物・遊び・手伝いなどの簡単な模倣をする。

(イ)ひとりないし3人で，はう，ころがる，歩・走，銚隠，庖{Ijlなどの1，24自動作を速度を変えて行う。市If1去に移動したり，

l互!ったりする。
(/)、1)

(1)ア簡単なフォークダンス

(ア)エースオブダイヤモンド，きつねとがちょう，あんたがたどこさなどをする。

(イ) 1滋円・2m円・1亨1)縦!隊で，ツーステップ，ポルカステッブ，ホ、ノプ，バランスなどをする。

(1)イ表現

(ア)潟・1111物・行事:・物絡などから特徴をとらえて簡単な淡現をし，よい組合せをつくる。

(イ)4人ないし6人で歩・走，跳隠，周{111，砲がi!，殴転などの1，2，:3， 4始動作を強度をかえて行う。前後・注右に移動

したり，回ったりする。

(小 5)

。10学1f)
(22)フォークダンスをする。

(1)アフォークグンス

(ア)みんなで楽しく，アメリカンプロムナードなどをする。

(イ) 2滋ITJ・弁)"3'IJ・1没射形でB スキップ.ギャ口、ノプ，ウォーキング，ミクサーなどをする。相手と絢子を合わせて腕る。

(1)イ表現

(ア)自然現象・日1ii'生活事象・音楽・物詩などから題を選んで表現し，簡単なまとまりをつける。

(イ)4人ないし6人で歩・五三，跳鯨，昭伸，回続，回転，振動，平均などの1，2，3， 4拍動作を，強度を変え，絡手と対

応して行う。lIIJ後，左右，斜めに移動したり，闘ったりする。

(ウ)表現の特徴やよい総みあわせを感じとる。

(小 G)

(1)アフォークダンス

(ア)郷土の氏自fu，トロイカ，パージニアリールなどをする。

(イ)方射形・対3'¥)・HfHfjでスキップ，ランニング，ウォーキング，ギャロップ，スタンプ，日本民踊の手ぶり・足どりなど

をする。それぞれの殴の焔りの特徴にふさわしく腕る。

(1)イ表現

(ア)自然・1'1常生活事象・音楽・物絡などから題を選んで表現し，中心をもつようにまとめる。

(イ)4人ないし6人で歩・走，銚総，屈{It，1ヨ旋s 剖転，振動，平均，{jlJなどの1，2，:3， 4拍動作を強度や迷絞を変えて

相手と対応して行弘前後，左右，斜めに移動したり，限ったりする。

(ウ)趨や内容のえらび方，表わし方，まとめ方などについてよい表現を見分ける。

(エ)内容にふさわしい伴奏音楽をくふうする(リズム楽器，綻律楽器，歎を敏うなど)。

Table8-5 体育「その他の運動」
}II選手口幼税関為的和利略語 二一 。 一一11盟主[38笠
幼稚刷機僚 2.いろいろな運動や遊びをする。 11 (低学年)

0符IIIなどの染物で遊ぶ。 11 (13 鮪Iitな鬼遊びをする。

Oなわとび・たまなげ・2雪遊び・鬼遊びなどをする。 れ 11; すもう遊びをする。

。鈴わか綱引き・たまなげなど，簡単なゲームをする。 11 (15 水遊びをする。

(小!) 11 (山学年)

アすもういい 押し出し遊び，片足すもうをする。 11 (18 ことも郊の自転車に乗る。

イ鬼遊び …ひとり鬼，場所とり鬼けん鬼をする。 11 (19) 助ナられて，初歩の水泳をする。

ウなわとび短なわで片足前とび， p苅足とび， 1回1ilE2跳腿とびをする。長なわで大波小i伎をする。 ド 20: 鬼遊びをする。

エ水遊びー・…水中を歩し、たり，走ったりするなどの遊ひずによって*'こ慣れる。 ド21:片足ずもうなどをする。

(小 2) 11 (23: 総号きや球入れなどをする。

アすもう -押し出し遊び，片足ずもうをする。

イ鬼遊び…・・子ふやし鬼，場ffrとり鬼.Itん鬼をする。

ウなわとび…・短なわでかIt足とび， 1回旋I跳践とびをする。

長なわで回旋とびをする。

エ水遊び・…一水中を歩いたり，走ったり.*をかけあったりして水{こ俄れる。

(ノj、3)
アすもう‘ 中艇の構えで抑しあいずもうをする。 11 (向学年)

イ鬼遊び・いことり鬼，ともえ匁，守三つなぎ鬼，総みw，をする。 11 (15)なわとびをする。

ウなわとび 短なわで連続してとぶ。 長なわでいろいろの回肢とびをする。 11 (11) 初歩の水泳をする。

エ 水 遊 び ー産買を水につけ，沼を聞き，ぬまたは口から，~，をはく。水中じゃんけん，石拾いなどを行い，からだの浮く 11 (18) こども加の自転車に乗る。

ことを知る。
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〈小 1)

アすもう…・..jij1しと突きをmいてすもうをする。

イなわとび…・・・短なわであやとび，ふたりとびをする。長なわでいろいろな回旋とぴを行い，どちらからもはいれるよう

!こする。

ウ水泳

(ア)説iかぶり ・・直置を*につけ，自をIJ甘さ，奥または口から怠をはく。

(イ)浮くこと・ 沈み)i.浮きjJ.立ち方をする。

(ウ)泳ぎ ・ばた足，平i*のt永ぎ(犬かき)をーする。
(エ)立ち飛込み…ー低い台からとび， JEから71<にはいる。

(ノj、5)
アすもう…・しこ・{rjl)拘i・淫ぴ足・攻めなどの基本動作をする。

押しあい，突きあい，押しと突きを用いたすもうをする。

イ水泳

(ア)クロール 伏し浮きでばた足を用いてひと怠だけ泳ぐ。

tイ)平泳ぎ・ 0・ー顔を水fIIjにIIJしt かえる足またはあおり足で泳ぐ。

(ウ)さか飛込み -踏み切ってiiJiから水lこはv、る。
〈ノト 6)

アすもう…しこ・{ljlJ肉i・1箪びJ1':'攻めなどの法本動作を行う。

押しあい，突きあい，移りあいの練習をする。押し・突き・得りを用いたすもうをする。

イ7J</iK
(ア)クロールぃ υ 腕と足のすVJ作をfJ!i)fno<Jにするo腕で水をかいたときに，盟、を吸う。

(イ)平泳ぎハー主として脚の力で泳き¥i院は浮きをとる。

(ウ)潜水 a・日平泳ぎのl2i昔話で潜水する。

(エ)さか飛込み……低い台から飛び込む。

Table8-6 体育(保健)の「健康jに関する内容項目
昭和ま必然幼強|齢、昭和 33勾小学妓

幼級制

[(!;主総 3.伝染病その他の病気にかからなし、ようにする。 1
0ハンカチや総ブラ、ンなどは，自分のものを使う。

o "['IVj注射や身体検査を受ける。

。身長・付覧洲定などに関心をもっ。

0からだのぐあし、が泌くなったときはB すぐ教Il捕に知らせて，手当を受ける。

{在gslt-5.けがをしないようにする。]

(1) ilß !f~Jでけがをしなし、ようにし，からだのm潔に気をつける態度や習慣を5喜久

イ巡!1l!J後，手足をちたい.f¥'をふく。

(l)巡部Jでけがをしなし、ようにしからだの清潔に気をつける態度や符慌を猿う。

イ ilslfVJ後，手足を洗い.1'1をふく。
(小 5)

(l)総淡な生活 身近な日常生活における飽!lJi・安全について基礎的な事項を理的Jさせ，これを日常生活において

実践する態度や苦手慨をまをう。

アからだや身の回りを常lこ清潔にすることの必婆な知る。

イ立{立，股{立，歩行などの姿勢について相互に比較しながら，よい姿勢と怒い姿勢に気づくとともに，怒い安勢のきょ

う正のしかたをsJ!解する。

ウ激しいìlli!li!Jや長lI~fljlìの作業なとVコ疲労の状態，各自のJI垂11民 i待問などについての経験を過して，休養・ JI卵民の必

嬰を耳J!角草する。

エ運動が健I~:U二必要なこと，自己の{建淡状態{こ応じた運動のしかたなとーについて理解する。

(2) 身体の発途伏態や意l!燦状態 自己のからだの発Jlij状態や総燦状態について潔解させるとともに，恒常生活にお

ける総!.iIt災常の状態について理解させ2 健康異常に注意する態度を養う。

ア主主Jstl診断の結果に基いて，自己の身長・体箆・胸間・l主誌を知り，またE 他人や周年齢の者と比較し，自己のから

だの形態(j<]t，.t発迷=状態を~-nる。

イ健康診断の結果に説いて，自己の視力・i憶力の状態，疾病異常・の有無なと・の健波状態についてまnり，進んで治

療を受けたり，総j来告とそこなわないように注窓したりすることの必姿に気づく。

ウlJ<1i活設・背筋力・綴jJ・基礎的巡lli!J能力なと'の測定の結果に基いて， 1き己のからだの機能の現状を知り，超¥ffJJがこ

れらの機能の向上に役だつことに気づく。

エ健康~'l\常?の状態にあるときは，顔色が感くなったり，気分が態くなったり，食欲がなくなったり，頭痛がしたりすること
などを知玖また，その場合には，体温・j派!まく.n;P.I!&なとiこ変化が起ることもあることについての理解を深める。さらに健

燦災常の場合は，進んで処鐙を受けるようにする。

(小 5)

(1)病気の予i坊 お古1・かかりゃすい病気の症状とその予IlJjのしかたについて理解させる。

アかぜの経状や係悶について知り.その予防に努める。

イインフルヱンザの続伏や感染経路を知るとともに，その予防lこは，うがいをしたり.Ji目、者に近づかないことなどが必

婆であることを知る。

ウ回虫病，ト二十管j防虫干潟の症状について知るとともに，そのl感染経路についての濯解を深め，その予防に注意し，

定期的に検伎を受It.虫卵があったときは，駆虫に努めるようにする。

エ I~せん，かいせんなどの皮勝機の主主状や感染経絡を知り，その予防には，からだや衣服のiì!l'潔がたいせつである
ことをま官る。

オトラホームの症状や感染経路について知り，その予防に努める。

カ食中訟の症状やおもなる係閣について知るとともに，その予妨にはs ねずみやごきぶり(あぶら虫)の駆除，食物の

保存にf主芯守すること， 加熱して食べることなどが必婆であることを知る。

キ赤狩iの症状を去QるとともにJ r滑化器糸の伝染病の予防には，下水やふん使の完全な処理，なま水ゃなまものを飲

食しなし、こと.Iまえの発生の防止や駆除など，いろいろな方法があるが，日常生活において手をよく洗うことや食物の務

潔!こ注;なすることが長をもたいせつであることを知る。

ク結核についてはa発終していても8党症状のほとんどないことや，その予防には，定期的な健康診断を受け，その

結果に従って適切な処鐙を受けることが必婆であることを知る。なお，自然防転者!ま，約1か年，日常生活において特

に栄養や休養に注怒しなければならなし、ことを知る。

ケ伝染病の発生状態などから，伝染病の予防のために，予防接種が必姿であることを知るとともに，定期的に受けな

ければならない予防接磁の種類を知る。
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(22) 綱引きや球入れなどをする。

1-(中学部)

(1心なわとびをする。

(15) 自転車に梁る。

(16)水泳をする。

(20)すもうをする。

昭和 :18.均三

(低学年)

(J6)からだのよごれに気をつけ，手足や綴など

を清潔lこ{呆つようにする。

(J7)病気になったときは，殺や先生などの言う

ことを!Uiく。
(18) いちどにたくさん食べすぎないようにする。

(19)よくかんで食べることに慣れる。

(20) かびのはえたものや，腐ったものを食べた

りしなし、ょう{こする。

(21)健康診断や予防接続をいやがらずに受け

るようlこする。

(中学年)

(24) からだのよごれに気をつけ，手足や顔など

を消ー潔に保つ。

(27) 好ききらいをしないで何でも食べるように

する。

(25)飽燦診断に関心をもつようにする。

(26) けがや病気のとき，すぐ手当を受けるよう

にするc

(28)タトi封から』胤ったときなどにうがし、をする。

(29) 予防接種をいやがらずに受けるようにす

(23) 身体や身の回りの清潔に気をつけるように

する。

(24) 革きさ寒さに気をつけるようにする。

(25) 疲れたときなどには適当な休養をとるよう

lこする。
(26)健康診断のたいせつなことを知り，病気が

あったら治療を受けるようにする。

(27)発事脅し吐きけ.D;長旅など，からだの綱子の

怒いときにlえすぐ親や先生lこ話すようにする。

(28) 食べすぎや寝冷えなどをしないように気を

つける。

(29) うつる病気とうつらない病気のあることを知

り，進んで予防接種を受けるようlこする。

(中学部)

(1)進んで身体および身辺の情潔に気をつけ

る。

(2)暑さ寒さlこ気をつけ，綿単な処置をとる。

(3)疲れたときなどには，適当lこ休猿をとる。

(4) 健康診断のたいせつなことを知り 2 慈L、とこ

ろは進んで治療を受けるようにする。

(5) 発熱や吐きけ，頭痛などの総子の怒いとき

は，様子を正しく訴える。

(6) 簡単なけがや生理の処置を自分でする。

(7)病気にならないように食べ物や過労などに

気をつける。

(8) 予防接種の意殺を知り，進んで予i応接事f(を
受ける。



Table8-7 体育(保健)の「安全Jに関する内容項目
gg殺さl査手袋j稔鎖、f!H勃均等科、1没後

幼稚閤

[健康-3.伝染病その他の病気にかからなし、ょう{こする。}

O指やおもちゃなどを口に入れない。

0ほこりやごみの多い所で遊lまない。

{健康-4 設係iやm兵をたいせつに扱い， じようずに使う。 1
0運動の設備やJfL!誌の使い方を守る。

0いろいろな遊具をいためないように使う。

Oいろいろな遊具を分け合って使う。

0使用した用具や遊ー兵!立，きめられたとおり始末する。

{健康 5.けがをしないようにする。}

OiQ'fび老若や遊び方のきまりを守って危険をjljiぐ。

0ガラスの絞片やこわれた道具など危険な物があったら，おとなに知らせる。

Oきり{おやかすり傷など，けがをしたら，すぐに手当を受ける。

(小 i、2)

(l)運動でけがをしないようにし，からだの裕潔に気をつける態度や習慣を議九 1I 
11 (高学年)

ア運動をする場所の小石や危険物を取り除く。 11
11 (30) あぶない遊びゃ人に危平等を加えるようなこ

かj、3、4)
11 とをしないようにする。

(1)健康・安全に注意して運動を行う態度や習似を養う。 11
11 (31) 運動用Jえの被僚に注意し，危険が必こら

ア運動をする場所の危険物を取り除き，安全に盤織する。 11
11 ないようにする。

イ用具の破僚に注意する。 11
11 <11'学問。

ウ絞い服装で遂動をする。 11
11 (引退!!lllJl*共の使い方や遊び方を知りB けがの

エつめをいつも短く切っておく。 11
11 ない安全な生活を送る。

オ準備ill!lf!!]・盤織運動をする。 11

緩 和 年

(低学年)

(22) :J、石やガラス玉，磁!誌などを仁lや耳に入

れないよう:こする。

(23) 遊びゃ運動のとき，おしたり，ついたり，わ

るふざけをしないようにする。

(24) マッチや刃物など身近にある危i淡なもの

などがわかる。

(中学年〉

(30) 遊びゃill!l!iIJのとき，おしたり，ついたり"わ

るふt!けをしなし、ようにする。

(31) 遊びゃ運動する場所の小石や危険物を

JjQ.り除くよう!こする。

(小 6)

(2) 傷m:の防止 けがややけどの原自主とその防止について逃解させb 簡単な応急手当ができるようにする。

ア交通事故，遊びゃ運動の事故，その他a常生活における挙故のj旅凶と予|坊のしかたについて知り，また安全につ

いての波乱IJを耳尚早し，必要に応じて安全についてのきまりをつくる。

イやけどの原因と予防のしかたを知る。

ウすり傷，t;J]り俗の手当や簡単な止flll法 1まうたいの筏l4iなしかたおよびやけどの簡単な手当について耳li解するとと

もに，それに必要な技能を養う。

Table9職業・家庭の「職業jに関する内容項自

める。

(3) 自分が{動くことが人の役にたつことを知lる。

(4)仕事の内容と!3分の分犯する役割がわかる。

(5) 人の仕事にむやみに手だしゃ口だしをしないようにする。

(6) リーダーの指示や仕事のきまりなどをよく守る。

(7)仲間とよくjiitカする。
一一一一一一ーー一一ーーー一一日即時日目侍問宇 ----11 (8) むやみに他人の失敗や過失をとがめないようにする。

〈小学校 11 (9)住専をかつてに始めたり，無断で作業場を離れたりしないようにする。

{道徳 11 (10) 根気よく仕事を終わりまでやる。
(l)生命を尊び、健康を地進し、安全の保持{こ 11 ulIふざけたり，むだ話をしないようにする。

努める。 11 (12) 失敗や過失などはかくさずにすぐ報告する。
(2)自分のことは自分でし、他人にたよらない。 11 (13) わからないことはよくtJ司きただすα

(3)服装、言語、動作など時と場に応じて適切に 11 (14) 失敗や過失はくり返さないように気をつける。

し、礼儀作法を正しくする。 11 (15) ことばや動悦服装などに気をつける。

([0)正法でかげひなたなく、災心を持った到 11 (]6) 作業場に無織ではいったり，使い方のわからない道具や機械，材料などをか

性のある行動をする。 11 ってにいじったりしないようにするn

([2)正しい目標の実現のためには、 iお難に耐え 11 (17) 危険な場所や物などに注意する。

て最後までしんぼう強くやり逃す。 11 (]8) 放路や危淡な状態を発兇したらすぐ報告する。

(26)互に信綴しあい、料以助けあう。 11 (19) 常にからだの瀦子に注意する。

(28)人の立場を理解して、広い心で人のあやま 11 (20)休み時f1l'Jの意味を知り，有効に使う。
ちも3ヰす。
(2古)規則や、自分たちで作る決まりの意義を:ElJl

解し、進んでこれを守る。

(31l勤労の線さを知るとともに、進んでカを合わ

せて人のためになる仕事をする。

53手口 31幕議謀議〕言語弱卒ぷ今後・7科事扇
(幼稚翻〉

{社会2仕事をする。 1
0仕事を熱心にする。

0仕事をくふうしてする。

O仕事を完成する。

0仕事をやりそこねたら，またやりなおす。

O進んで仕事を手伝う。

2露霜語系救援;
l 倒人や共同の作業や実習を通し，次のような内容について11言語卒する。
(j)働くことに関心を持ち b 進んで仕事に参加iする。

(2) 物を作ったり，作業を完成したりすることの際びを味わい，仕取へのじ!幻を両:

)閣議ヲる?言語議議終j

;家庭

t 社会

社会

密語

社会

体育

家庭

ゃい学校〉

[道徳}
1(2)正機適切な設業づかいや能率的ttl!ilJ作が

できるように努めよう。
1(5)仕事を進んで行い、校気よく最後までやり

ぬく態度や習慣を身につけよう。

2(5)あやまちは率直に認め、失敗にはくじけな
いようにしよう。また、他人の失敗や不幸には、つ
とめて11妥泊、く励ましをおくろう。

3(2)お互に倍額しあい、決まちゃ約束を守っ

て、集団生活の向上に努めよう。

[特別教育活動}

進路指導
(1) 自己の個性や家庭潔境などについての

理解
(2) 総菜・上級学校なと。についての理解

(3) 就職(家事・家業従事:を含む)や進学に

ついての知機

(4) 将来の生活における適応についての理

解

2 地域や学校の笑情，生徒の実態等に応じて，次の第1攻に述べるような作業の!

うちからb 殺も適当と考える磁おをi墾び，~習を中心にして，単なる技能の習熟に!
かたよらないよう留意し，純一に下記の第2攻に偽lずる事項について指導する。

(第1項)

(J)飼育・栽培
(2) 淡林・水産jJUヱ
(3) わら力B工

(1) 紙加工

(5)木・竹材加工
(6) 金縞加工

(7) 石材加工
(8) 粘土・セメントカ日:

(9) 印刷j・1製本

(10)家事手伝い

(Jl)繍.f!t!
(]2) 手芸・裁縫

(J3)その他

(貫32Jm
(1)作業の準備，あと始末，言|酒など。
(2) 道具・機械・材料等の乏しし、使い方(手入れ，管J'!lL修耳Eなどを含む。)

(3)道具・機械・材料等の名手Fや種類など。
(4) 作業にi泌巡する通信・伝迷・運搬・充~.記I際・ Ht.~草・ ~tffiけなどの実務。
(5) 作業iこIWJilliする諸施設の利用。

(6)勤労，資金，生君!などについての基礎的知織。
(7) 作業lこ関連する用館。

(8) 実習する場合の心得など。
(9)その他

図画工作
図画工作

図商工作
閣総

社会

数学

od 
oo 

η
L
 



• rrn W生活科』の新設に伴う各教科の変化」の新旧表

は必ず手を洗う。

閣総低(2)オ、 '['(1)オ、向(j)ク(あし、さつ)

家庭低(6) なるべくこぼさないようlこして女

べる。低(日)さじ、はしなどがだいたい使え

る。'1
'
(5) よくかんで、こぼさないように食

べる， '1
'
(8) さじ、はしなどが佼える。

家!必低(7)なるべく好きさらいをしないよう

lこする。中(6) なるべく好ききらいをしな

体背中(27) 好ききらいをしないで{可でも食

べるようにするの

家臣王山I)(Z7) 食事の郁側、あとかたづけな

どの手伝いをする。

家1ft低(10) 食事の途'1'で遊ばないように iる必

する。中(9) 行後よく食べる。尚(6) 作訟を

ピって楽しく食事をする。

jlll科 f仁王(6) 食べ物には、いろいろな街宣員

があることを知lる

家i必Ill:(]2) j)1艇のしまつがだし、たいでき

る。 111:(3) できるだけ従日?をよごさないの

家l必低(15) 1J]{i1!1去、手を抗日。 'I'(]I) 斤j

便後必寸a手を洗う。

!瓦!総低0)ア、'1'(2)工、，i'lj(2)イ(j京総)

家庭紙(11) 戸を締めて)11伎をする。 '.1'
(jO) 便所へはいるとき、ノックをして戸をあ

け‘きちんと締める。

*1:立ItI(17) ひとりで寝る。

~J立低(1 8)緩まきをがえて綴る。
家i怠低(20) 終る古mに{立i所へ行く。【['(11)

終る11守や夜中にひとりで使0iへ行く。
I~訴II主(2)オ、仁1'(J)オ、 iw，(j)タ(あL 、さつ)

認さ!必低(16) Ilq話・早起きをする。小(12)

jil~甚・早起き、ひとり憾などができる。

言o立'1'(13) なるべく自分で緩まきやふとん

などのしまつをする。尚(0) n分でふとん

のあ:1おろしをする。

ヰn立低(21) i日i晩、障をみがく。低(22) iln 
を洗う。'1'(15) 粉、 i阪のi4:iみがき、計tifiiを
，~、ずする， ，uj(J 1) てL、i:J.t，、!こ鈎みがきや

洗liiiをする。
家庭低(23) 手足がよごれたら淡い、ぬれ

たらふくようにする。'¥'(l6) 手足がよごれ

たら淡い、ぬれたらふく。尚(12) 手~をき

れいに洗ったりふいたりする。

体育低(J6) からだのよごれにま誌をつけ、

手足や額などな総潔に保つようにする。中

(24) からだのよこ~;/èlこ%をつけ、手，@や

鋲などな約滋{こ保つ。向(23) 身体や身の

1mりの悩潔に気をつけるようにする。

2まIJJ;<<ま(24) $:，じるが出たらかむ。中(17)

ぬじるが出たらすぐかtr。前i(13) ぬじるが

出たら、すぐされL、にかむ。

家l必'1'(18) いつもハンカチ、はな紙なと'を

忘れないようにする。お(]4) ハンカチ、は

な紙などを忘れなし、ようにする。

~U送;rtí(17) ふろで刀、らだを洗ったり、ふい

たりする。

苦言をといたり、決ったワする。

i当分で紋髭にいったり、姿の

手入れをしたりする。

討会低(8) 伎といっしょに簡単なあとかた

づけをする。

ヰ1盟主{[(27) できるだけ、使ったもののあと

かたづけをする。中 (23) i吏ったもののあ

とかたづけをする。

家主主低(J)洋11員、ねまき、シャツなどの、総

単な衣j取の務目見をする。中(1)衣服の務

目見をする。泌(l)次般のえ音放をきちんとす

る。

家庭低(2) 見見いだものをだいたいたたむ守

中(2)脱いだものをたたむ。

~盛誌や{宇終にふさわしいおi淡

家民主主主(2) 下草まのとりかえや、自分の衣般

のしまつをする。

Eま民主語道(3) ほころびやよごれに注意する。

家庭低(4)はきものがlまける。ぷ(4) はきも

のをきちんとはく。

塁宮島筆中(4)くつの左右を区別し、かかとを

低(6) ひとりで!百{更をたす。

低(7) JlI使後、手を洗う。

中(4) 1.近所の僚燃がわかる。

中(5) 便所へはいるときはノ‘ノクをし、戸を

しめて111をたす。

中(6) 汀11史後、 11日銭をせ控える。 O
~:Ií(.j) 1:1分の家や学校以外のi9!iviもひとり

低(12) 手足がよごれたら洗い、ぬれたら

ふく。

低(]3) ぬしるが出たらかむ。

低(]5) いつもハンカチ、はなお〔などを持っ

ている。

仁1'(9) 浴J同(よくそう)にはいる前!こ、J15l:1lJJ(こ
かん)や手足などな5目。
中(JO) ひとワで入浴し、自分でからだを洗

つ。

i硲(7)滋かげんをみてから、浴機(そうliこ
はいる。 O
中(16) ひとりで髪をとかす。

ぷ(8) ひとりで援を洗う。

ひとりで散姿に行く。

次憾のよごれやほころび{こ気づい

て、えま替える。

潟(15) 寒E量、天候!こ合わせて衣阪を斜号室

するb く〉

低(16)巡動ぐつなどをひとりではく。

中(¥3)くつの左右を区別してはく。

体育科(27)発然、 1[[・き!了、 E話術など、から

だの縦二子の怒L、ときには、すぐ殺や先生に

絡すようにする。

{本脊中(28) 外wから断ったときなどにうが

いをする。

体育i廷(21) 在住Hi診断や予IW接線をいや

がらずに受けるようにする。中(25) 健阪診

断にIlkト心をもつよう{こする。中(29) 予防後

砲をいやがらずに'支けるようにする。[山(26)

主s[ぷ診断のたいせつなことを知り、病気が

あったら治佼を受けるようlこする。尚(29)う

つる病気とうつらない病気のあることを知l

O、進んです，防接孫を受けるようにする。※

体育'1.，学(8) 予防抜11.llの窓絡を知り、iJ主ん
で予防f華経を受ける。

※体育'1'学(6) 鱗 litなけがや生理の処!泣

を自分でする。

体育低(22) 小石やガラス玉、夜告をなどを

r::Jや耳にJJれなし、ようにする。

家庭低(28) 泡気探呉、ガスのせん、マッ

チ、刃ものなどのfIf.検物にさわらないように

する。中(24) 洛気紫具、ガスのせん、マッ

チ、 JJものなどの取り扱いの危険なことがわ

かり、かつてに触れないようにする。

尚(21) 家j定内にあるいろいろな危険物の

取り扱いに注窓し、危険な場合は家族lこ匁l

らせる。

体育{ほ(24) ?ッチや刃物なと'身近にある

危険なものなどがわカる。

家庭低(:JJ)家の内外の危険な滋所で逃

{まないよう{こする。小(26) 家の内外の危険

な場所がわかワ、また、それにま託をつけるよ

うにする。

社会低(15) プーノレや階段、マンホール、

隊法盤、ストーブなどの学校内の危i換な場

所に気をつける。

社会低(6) 踏切や償断歩道、プラットホ

ーム、 )11、用水池なと'の通学途上にある危

険な場所に気をつける。

社会中(6) 感い遊びゃ危険な遊びをしな

し、ようにする。

入れない。

低(3) ガスのせん、マッチ、刃物などの危険

な物にむやみに触れない。

ね(6) ガラスの1:波Jiーなどの危険物を取り除

く。

お(7)電気認具、ガス絵(せん)、 7 ッチ、刃

物などを安全にi設ワ扱うことになれる。

低(4) 注意に従って、家や学校の内外の危

険な場所で遊lまない。

向(8) 交通のひんぱんな道路、工事絵、用

水池などのfitl後な滋所では遊lまない。

低(5) 知らない人についてし、かない。 O
'N3)物を投げたり、，W，l、ところへ登るなど、

危険な遊びをしなし、。

中(4) 階段やストーブのそばで感ふざけをし

体育低(23)中(30)遊びゃ運動のとき、おし iない。

たり、ついたり、わるふざけをしないようにす l 
る。 i百i(30) あぶない遊びゃ人にffi容をjJII I n肉(9) 遊媛のi時{土、進んで殺や先生の指示

えるようなことをしないようにする。こ従う。 o

役会中(17) 道を歩く、右側を歩く、信号に

従うなどの交通規則を守る。

社会問(J6) 日常生活に関係、のげ品、いろ

いろな交通様織を知る。

社会i潟(]7) いろいろな交通規則をiEしく

守る。

担任の指導により、友だちとい

っしょに鬼遊びゃ砂遊びをした号、すべり台

をすべったりする遊びなどをする。

社会中(JO) 遊び送兵などを使うときは版

若手を守るようにする。

社会中(3) 簡単な遊びならj主任がいなくて

も自分たちで遊べるo

社会中(4) 簡単な遊びのノレーノレがわか

る。

体育低(14) すもう遊びをする。 9'(21)片

足ずもうなどをする。

関経低(3)コニ絵合わせや簡単なかるた遊

びをする。中(2)カかるた遊びゃ文字遊

びなどをする。

体育低(23) 綱引きや球入れなどをする。

中(22) 綱引きゃ球入れなどをする。

十士会商(12) 仲間{こはいれない友だちもい

っしょに遊んでやる。

役会商(ll)ノレールを守って皆といっしょに

遊ぶ。

i迂(6) 道路を歩くときは、自動車にx¥をつけ

。。
中(5)中道路はおffiilを歩き、歩道のある滋

合は歩道を歩く。

低(け

する。

樹祭場の延命ぶわtj.t入総勢広告主

低(2) 線接とか交線とかの意味がわかり、わ

がままをいわないで遊ぶ。

高(5) 共同の遊具をたいliつにし、ゆずりあ

って使う。

低('1) おもちゃなど身近にある物で遊ぶ。。

中(J)筏単な遊びなら、友だちといっしょに

遊ぶ。

中(2) ごっこ遊びゃ簡単なノレーんのある遊

びをする。

中(3) じゃんけんをする。く〉

低(3) すもう、かけっこなどの勝ち負けがわか

る。

中(4) 玉入れやカノレタとりなどで勝ち負けが

わかる。

高0) テレビ、ラジオの番組を選んで視聴す

る。。

尚(2) 自分で遊びを選ぶ。 O
お(3) 仲間にはいれない友だちとももりしょ

に遊んでやる。

高(4) グループを作り、ノレールを守って遊
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踏まないではく。 I中(14) はきものをそろえて上がる。

家彪低(26) できるだけ、はきものをそろえ

るようにする。 中(21)はきものをそろえてあ

がる。

ぶo

rÎ~(6) 白分で簡単な遊具を作って遊ぶ。

総{壬のt.

の名などを長う。

i溜i諮i廷(2)キt.まえを呼ばれたときには、

はっきりと返事をする。

閣総中(1)キ自分の殺などの名まえや住

所、学級や学校や担任の名などをおウ。 i滋
(l)ケ自分の住所、氏名、 {f令などを正し

くう。

社会低(9) 担任の先生や自分の組の友だ

ちがわかる。低(10) 自分の学校の校長先

生がわかる。中(11l学校の先生や佼務ぬ

などi芸j係のある人がわかる。

i昭和138年

社会中(19) 粂1)4均の梁りiぬりは縦斤:を守

り、車内で騒いだり、総からuJjや王手をI.!jした
りしなし、ょう{こする。

役会低(5) 滋とし物を姶ったら反iける。
役会中(21)公闘やi笠凶池などでのさまり

を守る。

社会員話(20) 公樹やi袋際j出などの公共の

織紋をたいせつに取り扱う。

まえをう。

低(2) 名まえを呼!まれたら、はっきり返事を

寸一る。

社会低(2) 自分の鉛繁やノート、かぱんな

と'がjコ泊、る。

卸会低(3)自分の紹子や洋級、くつなとeが

わかる。

社会低(13) 裕子やかさ、かっi王、作業衣

などをきめられた場所{こおく。

社会高(9)机ゃいす、戸だななどを畿とん

する。

家降雨(20) 自分の持ち物をできるだけ殺

とんする。

低(17) 自分の樹子、洋J1tl、くつ、かぱんな

どがわかる。

'1'(1)必攻'な11寺に、住所や絞の名まえをト?

っ。中(15) 総子、洋級、かばん、くつなどをき

まった所に佼く。

高(16) 自分の持ち物を霊安とんする。

中(2)自分の学校の先生、級せきの入、近

隣の人などがわ方、る。

HE平日 38;1ゴ

自主誇低(2)オ身近な人に、ごく簡単な日常

のめいさつをする。中(1)オ身近な人に簡

単な日常のあいさつをする。凶(I)ク簡単

な日常のあいさつをする。

Ilili絡低(2)ク aの脅I]にあるものについて、

担任や友だちなどと認す。

国務{民(2)ケ見たこと、 i湖L、たこと、遊dνだ

ことを担任や友だちなどと認す。

{翠街中(])コ身近な経験について、家の

人や担任や友だちなどに濡す。

家J丘中(29) 人の来lf}jが告げられる。

国税i潟(1)ス(来客の花、待)

出言語おcl)ノ (活路)

社会ぷ(4) 友だちの過失ゃあやまちをむ

やみにとがめないようにする。

社会主主(5)あやまちをしたらわひるようにす

る。

国務お(1)シ人!こ物事を絞むとき、ことわ

るとき、あやまるときなどに逃切なことばを

使う。

社会中(]6) 筋ljiな約束なら守るようにす

る。

11{1:f1146 'F 
中(5) 綴jギを守って主義り物の梁ワ降りをす

る。

中仔)滋し物を拾った時は、続や先生{こ灼i
ける。

i硲;(4)公i穏や遊i街地などのきまりを守る。

両者(5) 火災報知1 l!告や ~I! r，i"i詮総などをいた

すzらしないむ O
I I'~(G) 1れf(品や怒綴に触れたり、持ち出し

O 

見たこと、防いたこと、

遊んだことなどを絡す。

中(4)兇たこと、問いたこと、遊んだことを

家の人、先生、友だちなどに;活す。

お(I) }\I..たこと、 i益l~ 、たこと、遊んだことを

家の人、先生、友だちなどと話し合う。

中(5) 人の来}坊を先生や芸誌の人に告げ

る。

お(2) 従穏や来容があったi侍は、 i孜ワ次ぎ

や簡単な応対をする。

科(3) 友だちのあやまちをむやみにとがめ

Itv、。

がわかる。

IJ~総中(I)ツ簡単な ~~qめに必援なことばが

わかる。

凶線利(1)ソ簡単な災い物に必援なことば

を{交う。

社会中(2:l)きまったま員の簡単な品物なら

溶jl苫に行って闘うことができる。

第一数中(8) きまった鑑設の簡単な焚い物

ができる3

社会長五(27)簡単な潔い物をする。

算数尚(8) 定fdlï~壁が絞めて、有害時iなおつり

のある爽い物などができる。

社会中(24) むだ使いせず、ほししものが

あってもときにはがまんする。

社会中(25) お金をたいせつに取り倣う。

社会高(26) 学用品などの儀設がだし、たい

わかる。

社会お(28) ほしい物や必姿な物をyl:うた

めに貯金をすることを知る。

そうじなどを皆て'分担し合ってする。お(j5)

給食の手伝いや教室内外のそうじなど進

んで皆といっしょ{こする。

相会低(8) 法といっしょに鰐111なあとかた

づけをする。

家庭低(27)できるだけ、使ったもののあと

かたづけをする。中 (23) 使ったもののあ

とかたづけなする。

社会科(I3) 学芸会や運動会などの学校

行事に進んで参JJIlする。
討会尚(14) 誕生会や学芸会、運動会など

で使弘、ろいろな物を協何で作る。

お会i育;(31)池j戒の字詰りやその他の行事な

どにi刻，心を持つ。

低(3) もらったお年玉やこづかいをたいせ

つにする。

中(4)おかねをたいせつに扱う。

日高(4) 学剤品などのおよその値段がわか

る。

る。

中(j)運動会、学芸会などに参加する。

路(I)巡!Iii)会や学芸会などで、先生の手

{三いをするe

中(3) 誕生会や学級会などで、簡単な役

割を来たすc

前(2)J1出j戒の子ども会や祭りなどの行事に

参加する。

高(4) 先生の助けを借りて、誕生会や学級

社会中(9) いろいろな係りの役割がだいた

いわかる。

社会中(1 4) きめられた係りの{上 ~jrをきちん

とする。

11会i碕(6) 学級での当設や係りの仕事な

どを進んでする。

社会前(7)分担した作業などを最後までや

りとlずる。

ばった、せみ、かたつむりな

どの親しみゃすい動物をさがしたり取ったり

して、その色や形、運動のしかたなどに気

づく。中(2)エ lまった、せみ、かたつむりな

どの親しみゃすい動物をさがしたり、取った

ワして、その住む場所や活動の様子などに

関心をもっ。 i鴎(2)イ[日焔の虫を観察した

り、保策したりして、住んでいる滋阪や活動

低(2)あり、ちょう、かたつむりなどをさがし

たり、えたりして遊ぶ。

中(4) 身近にし、る昆虫(こんちゅう)、魚貝な

どを、見たり1&ったりする。

高(2)身近にいる見出(こんちゅう)、魚、小

鳥などを飼育し、観察する。

中(2)

をする。

高(3) 日[立、給食当若干、そうじ当者子などの

係り活!f!lJをする。

中(心筋i私な作業を、みんなて'いっしょに

寸ーる。

お(5)

ハ
y

q
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OOIT居'1'(1)ス J担任泊もの簡単な伝百を2ま

の人などに伝える。

問務;f~0)セ簡単な伝なら正しく伝え

る。

~)必中 (22) できるだけ戸のあけ絡めに気
をつける。占的(J9) 戸のあけ締めや戸絡まり

に%をつける。

tl会中(8) 給食の簡単な手伝いやへやの

そうじなどを併で分犯し合ってする。向

(15) 給食の手伝し、や教家内外のそうじな

どi並んで猪といっし上lこする。

家庭中(30) はたき、ほうき、ぞうきんなどを

使ってよごれたところをきれいにする。政i
(26) 1;)たき、ほうき、ぞうきんなと'を{iJ!っ

て、そうじをする。

社会中(J) 友立をから借りたクレヨンや絵

本、道具などをていねいに扱って必ず返

社会'1'(2) ilii'ぴ遊具や学籾Jfjtt、そうじ道

丸、学級文j誕の本など、学級の侃i品在大切

に取り級う。

社会i段(8) 倍以、っしょに繍 Iliなあとかた

づけをとする。

需主!必{改(27) できるだけ、使ったもののあと

かたづけをする。中 (23) {~ったもののあ

と油、たづけをする。

家臣正利(25) ハンカチ、くつ下などの洗たく

や、簡単な;j，クンつけをする。

※'1'学閲四日自身近なWHtゃiliJえなどの

{l/fJl.1!ができる。

家臣五低(:l2) だまっーて遊びにいかないよう

にする。中(27) 遊び!こL、くときは家の人に

告げる。お(23) 外出する11寺は、家の人に

行きさきを告げる。

社会低(!~)始1ì'iや終業、給食などの合い
i潤がだいたいわかる。

社会中(15) 学伎の lヨR*Iこそった行動がだ

いたいできるようにする。;w，(自)学校の日

総にそうで、きまりよく行動する。

II会主f(l2) Jこぱきとドばきを区別したり、

ごみをごみ:i'4iIこ捨てるなどの学級における

簡単なきまりを知る。

社会低(4) 他人の物をだまって持ってし、か

ない。

性会l古川10) 皆で{交うillび道具や学習月1
呉、そうじ道具や学級文)111の本などの学級

の備品を{1!ったら、正しくもとの{立鐙にもど

す。

中(1)近所の家や{自の教室などへ、紙ま

れた物を届けたり、J&1?iこ行ったりする。

高(1)近所の家や他の教家などへ{乏なに

し、く。

'1](2) はきものの綴とんや、窓の間関など

の手伝いをする。

'jJ(3) 絡IjJなそうじをする。

日百(3) きめられた滋rJrのそうじをする。
ií~(~) そうじ畑氏、運動m具、図怒;などの

号草津終とんをする。

前(日)ノ、ンカチゃくっ Fなどの洗たくや簡

単なボタンつIHとする。
際的
高(8)
る。

iほ(3) Jニlまき、下ばきを区別する。

低(4)ごみはごみ箱にK'fてる。
'i'(ゆ i滋匙主主どの時fたごみのす台》釈をす

あふ ③ 
低(5)むやみに他の家や教室にはいらな

い。 O
{ほ(6) 他人の物や学校の物を無断でJ守っ
ていかない。

中(4)学校のi盟議;やスポーツm具など、使

ったらかならず返す。

の|ド若子を匁1り、また、飼ったりして、それら

の虫の生活について興味を深める。ウ池

や小JII(海)で魚・当1・iヨなどのいろいろな

動物を鋭察し、それらが住んでいる織所や

話!fJIJの様子について興味を深める。

理科中(j)アiEだんや被え木Ifちなどに

作りやすい東花の稲子ーをまいたり、球棋を

結えたりして、それらの:ljァぱえや育ち)Jに

盟主主主.:::2....イまいたり航えたりした滋子

や球般がよく育つようにIlt泌をする。前(l)

ア花だんに球f:Rを縦えたり、 71，~;Jtj-l託など
をして、 11;-Il ~n法/古明市出エヌン制政 i

filiにはi幻・正.)11・池・海などのあることを知

る。中(4)イ学校のili:くのi幻・fi:・川・主主など

を綴絡し、土地にはi弱い所や低い所、水の

たまっている所や流れている所などがある

主主主主主L

理科;w，(4)オ太協は毎日東から出てVJiに
はし、ることがわかり、これらをもとにして京商

南北の方{立を知るの

理科低(4)ア。そのときどきの断、像、雨など

の天気がわかる。中(4)ア天然には、日行、

畿、雨、滋などがあり、また、阪の吹く日もあ

ることを知る。i!lf，(1)イ本節によって殺さや

篠さ!こ巡いのあることを知る。

体育依(20)かぴのはえたものや、腐ったも

のを食べたりしないようlこする。

耳H科低(5)ア i風車を朗iにあてて!日して遊

び、そのまわりjJを絞殺する。中(6)ウせっ

けんを水に浮かしてせっけん水を作り、シ

ャボンヨミを吹いて、

虫

めがねに光をあてて線い紙を1主がしたりし

て、虫めがねのはたらきをまnるの
湾!科低(5)エ水道のせんや縫燈のスイy

チの級い方、ドアや慾の聞け方や締め方

がわかるo φ(6)オーはさみ、小刀、ベンチ、

くさfぬき、懐中読ま燈、吸い上げポンプなど

のような身近な生活で{交われている総単な

総兵や道具のはたらきを知り、その敏いに

絞れる。

中(2) 草花の))1<1伎などを11ftえて77てる。
ね(j)紅花や野菜などを裁第し、観察す

る。

低イ3)

中(3) 身近にL、る小動物をかわいがる。 o
ね(3) 蚊やはえなどの繋虫を駆除する。。

{ほ(4) 公降、担rllJ、}II、海などで遊ぶ。

{丘(5) rお 1"さまJ、「おJ1さま」、「お駐さ

まJなどがわかる。 O
中(6) 太鋭、丹、監などと昼夜の簡単な関

係がわかる。 O
ilM8)太織のrHi:去の方角や汚の泌ち欠け

などがわかる。

{丘(6) ßl~、雨などの天気がわかる。

中(5) 冬!主主民く、 ~I土縫いなどの季節の特

徴がわかる。

i高(7) 1引き存の変化がわかる。

政(5)テレビ、ラジオの天気予報を利用す

る。。

i!lf，(G) 地主筆や台風などに関心をもっ。o
向(4)かびのはえたものや腐ったものがわ

かる。

すをび遊、ノd
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どい(7)紙飛行機、 1昔、こまなどを作って遊

』二。

中(8)磁石、車どはま地なと'を使って遊ぶ。

尚(日)水欽砲、糸T笹話、 Tここなと'を作って

遊ぶ。

阪Clo) 虫めがね、乾滋池などを使って遊

ぶ。

rl'(9) 議灯のスイッチ、修司1浴灼などのも泣

いになれる。

ね(1J)簡単な箇機総具などの七泣いになれ

る。
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昭和 38年

社会中 (20) j在学その他の活動を通し

て、警警察署r-(交番)、郵便局、消防護号、

綴段、駅、デパートなどで働いている

人々を知る。

社会;l!Ii(21) 警察や消i坊事号、郵便局、書普

段、市役所 C!llT'村役場)などのある場

所を知り、それらの施設のはたらきなど

がだいたいわかる。

社会議(25) 近くのエ識などを完ま詳し、

そこで作られている物や鋤いている

人々の活動の線子を知る。

社会議 (29) 選定や旅行などの機会を

通して、その土地の様緩や人々の生活の

様子を関心にもつ。

社会蔭(30) 新関やラジオ、テレどなど

をi盈して社会の大きなできごとなどに

関心をもっ。

社会慈 (23) 家族の人の務幾などを透

して、 t註のなかにはいろいろな職業があ

ることを知る。

※社会中学 22 祝祭臼の意味がだいた

いわかる。

社会中 (22) 近所の街底を克学するこ

となどを通して、そこで売られている品

物を知る。

社会商 (24) いろいろな碕j苫があるこ

とを知り、それらの庖で売っている品物

がだいたいわかる。

低(1)

がわかる。。

中(J) 自分の住んでいる冨Tや村の山、

)11、海などの様子がわかる。 O
Z富(1) 自分の箆の名や、世界のいくつ

かの留の名がわかる。 O
;l!Ii(2) 都道府医裂のあることがわかる。

<> 
低(2) 護室率やパスに主義る跨!こは、切符

や定期券の必姿なことがわかる。。

中(4) 日常利用しているパスや澄慈の

切符を、ひとりで潔う。<>

低 (3) 通学のパスや龍王撃に粂せてもら

えば、自的地で降りる。<>

中(5) 通学のパスや篭主撃をひとりで事i
F脅する。<>

中(6) 自盟主主事や後再まには、人を粂せる

もの、荷物をi翠ぶものなどいろいろな縫

菱重のあることがわかる。。

さんJや f遣事緩やさ

(7) 学校や家の近くの交番がわか

る。

中(9) 救主主主事や消防車のはたらきがわ

かる。

演 (3) 警祭、消防護、郵便局、病段、

市役所(町、村役t醤)などのある檎所がわ

かり、そのおよそのはたらきがわかる。

滋 (8) 生活!こ必婆ないろいろな品物

が、エヰ語や畿~などで作られていること
がわかる。

中 (2) 身近な社会の行撃に関心をも

っ。

諮 (5) テレビ、ラジオを過して社会の

大きなできごとを知る。

中(3) 家の人の総書患がわかる。

高 (6) 家族の入の磁綾などを還して、

世の中にはいろいろな軍建築があること

がわかる。

重幹線3 はがきや切手の殺球がわかり、

ひとりιで投留iとうかん)ザる旬。綴

務 主士会のf守系や祝祭日ーなどのおよ

その雪量号事がわのちる

蕊(7) いろいろな霞j苫で突っているお

よその品物がわかる。

;l!Ii(j) 

で利用する。

;l!Ii，(Z). 道義がわからなくな、った略法、交

軍事ぜたザね!S>'o参
議制 公感や遊君聖地zを事i照fずる@
第(心 iまがをや切手-O!J穆轡がわがて主

て、事蹄tる。命

罪悪t5)二家(1));..や先生の勤行を4昔りて、

※数学中学 10 簡単なこづかい1擦をつ i郵便局，Jio銀好守険金をすみ'o.@
けたり、郵便局などで、貯金の出し入れ!被L扮 公衆電騒のま泣かになねる。⑤

ができる。 I
φl立削除された環司、 AIま{也教科に移動した項呂、。!主新設された項司であることを示す。

網j卦O数字の項目 1;):本橋本文の記述説務参照項包である。

出兵 38年指導要領、 46年指導要領より作成
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Table11 昭和 38年と昭和 46年の国語の内容項呂
沼和 38年

;喜男定之と，緩す?ζ と lよ殺 ι樹:五ニとーネ主義認すこと}

(j)ア 動物、乗り物その他、身近な生活のなかの翠物を表わ

した絵本、写葉、模型などを楽しんで見る。

(j)イ 友だちといっしょに短い紙しばい、麟、幻燈、放送な

どをしまいまでJiたり聞いたりする。

(2)ア 援任や友だちなどの話を溜〈。

(2)イ 認しかけた人のほうを向いて開く。(→中)

(2)ウ 担任などのさしずを間いて、できるだけそのとおり行

動する。

(2)エ 絵本、紙しばい、幻燈などをJiながら話を防く。

昭和 16年

(1) 身近なさりきのなかの

事物を表わした絵本、写真、

模型、短い紙しばい、劇、

幻灯、テレビなどを楽しん

で見たり関いたりする。

(4) 担任や友だちなどの

話や、さしず、説明をまち

がいなく間きとる。

(])ウ 紙しばい、縦、幻燈、映画などを見て、おもしろかっ I(2) 絵本、紙しばい、劇、

とをことばや動作で表わす。 I幻灯、テレビ、映画などを

低|川.:r;榔引を完て、その内容について匙起 I晃て、おもしろかったこと
(J)オ 絡を聞いたり、絵本などを見て、ごつ」遊びゃ~I遊び|を自由!こ話す。
をする。 I(3) ごっこ遊びゃ綴遊び

(2)オ 身近な人i二、ごく簡単な日常のあいさつをする。 A生|のなかで、自由に話したり

活 |聞いたりする。

(2)カ 自分の名まえ、学校や担任の名などを震う。企生活

(2)キ 名まえを呼ばれたときには、はっきりと返事をする。

企生活

(2)ク 自の前にあるものについて、担任や友だちなどと話 I (5) 担任などに簡単な依

す。 A生活 i殺や訴えなどをする。

(2)ケ 民たこと、開いたこと、遊んだことを担任や友だちな

どと認す。.A生活

(2)コ 担任などに簡単な依頼や訴えなどをする。

(J)ウ 簡単な放送や録音などを閤くことに慣れる。@

(J)ヱ 簡単な霊童話や物語などを皆といっしょに楽しんで聞

く。

(J)ア 担任や友だちなどの誌を注意して聞く。

(J) 簡単な蜜話、物諮、放

送、録音などを皆といっし

ょに楽しんで隣く。

(3) 話し手のほうを見て

注意して劉〈。

(2) 担任などのさしずや

(J)イ 担任などのさしずや説明などを正しく関き取る。 I説明を正しく聞いて行動す

(J)カ 担任などから指示を受けたり、仕撃を言いつけられた|る。

時には、よく潤いてそのとおり行動する。 I(5) 話し合いの荷など、相

手の話を終わりまで静かに

関〈。

(j)オ 身近な人に簡単な臼裁のあいさつをする。&生活

(1)キ 自分の殺などの名まえや住所、学級や学校や援イ壬の名

などを雷う。.A':E.;舌

(1)ク 担任などに鱗単な依頼や希望などを言う。

中 I(1)ケ 簡単なことなら、家の人や担任や友だちなどに尋ねた

り、答えたりする。

(1)コ 身近な経験について、家の人や怨佳や友だちなどに話

す。 A生活

(1)サ皆の前で簡単な話をする。 φ
(1)シ喜男き手のほうを向いて、なるべく気おくれしないで認
す。 φ

(J)ス 担任からの簡単な伝言を家の人などに伝える。

(1)セ 簡単な紙しばい、幻燈、郎、娘菌、放送などを見たり

間いたりして、おもしろかったことなどを話す。 φ
(1)ソ 友だちといっしょに、簡単なせりふのある劇をする。

(1)タ なるべく正しい話しかたや発音で話す。

(1)チ 身近な生活における簡単なきまりや約束ごとなどに

ついての意味がわかる。 φ
(1)ツ 簡単な貿物に必要なことばがわかる。 A生活

(1)ウ 簡単な結なら、部いてそのあらましがわかる。

(1)ヱ 簡単な放送や録音などを聞く o • 

(1)オ Z童話や物語などを皆といっしょに楽しんで部く。

(j)ア 人の話を注意して星野〈。

(l)イ 人の穏を終わりまで間く。(→中)

(1)カ 聞きとれない時やわからないときは聞き返す。

(1)キ 担任などのさしずや説明を正しく酪き取って行動す
蕗 i

る。(→中)

(4) 箔単な伝言をする。

(6) 友だちといっしょに、

簡単なせりふのある劇をす

る。

(7) 幼児語と正しいこと

ばのちがいに気づく。 O
(8) まちがった発音とiE

しい発音のちがいに気づ

く。

(1) 担任などの説明、友

だちの話、簡単な放送、録

音などを続いて、ことがら

のあらましがわかる。

(2) 話を終わりまで注意

して潤いたり、わからない

ときには聞き返したりす

る。

(3) 先生や家の人などに、

要件を漆とさずに、簡単に

伝言をする。

- 294 

昭和 38年 l昭和 16年

奇襲jむニと、議事くこ主(上殺:読むこと、下段:懇てこと)

(1) 図形や絵などの異同

がわかる。。

(3)イ 字と絵の遠いがわ I (2) 文字と絵のちがいが

かる。 Iわかる。

(3)ウ ひらがなや漢字で I (3) 自分の名まえの文字

撃かれた岳分の名まえがわ iがわかる。

かる。 I(1) 絵本、テレビなどに出

(3)ア 身近な生活におい

て、しばしば触れる看板、

広告、その他の標識などに

j主窓を向ける。

(3)エ絵合わせや簡単な

かるた遊びをする。 A生活

てくる文字に興味をもっ。

(5) しばしば触れる看板、

広告その他の標識などに注

重宝する。

(3)オ 自分の名まえをわ I (6) いろドろな毒患や匂形な

かる程度に響く。 /Eをなぞったり、欝いたり色

(3)カ 鉛筆やクレオンな |亨る'.<)@ 
どで簡単な絵日記を撃〈。
φ 

(2)エ 臼常生活において、

しばしば触れる看板、広告、

その他の標識などの主主昧が

わかる o

(2)イ ひらがなや簡単な

漢字を読む。

(2)オ a常生活において、

しばしば使われるかたかな

審きのことばを読む。{→

高)

(2)ア絵本や簡単な紙し

1まい、幻澄などを見たり、

言語いたりして、その内容の

あらましがわかる。

(2)ウ 漢字で惑かれた家

族、友だち、担任などの名

まえや学校名がわかる。 A

生活

(2)カ かるた遊びゃ文字

遊びなどをする。 A生活

(2)ク 読めるようになっ

た文字を使って表わしたこ

とばを警写する。

(2)キ ひらがなや;奨学で

自分の名まえを饗<0 (~ 

高)

(2)ケ 絵日記を著書く。@

(2)イ 臼常生活において、

しばしば触れる糧板、広告

その他の標識、立て札、掲

示などの意味がわかる。

(2)ウ ひらがなや漢字で

響かれた語句や短い文を読

む。

(2)ア やさしい読み物を

読むことに興味をもっ。

(2)エ 時間割りやヨ諜表

などを読む。 φ

(j) 絵本などの文字に関

心をもち読もうとする。

(2) しばしば触れる登板、

広告その他の機織などにつ

いての関心を認める。

(3) 身近な生活のなかの

撃物などを表わした、ひら

がなで謬かれた館単な語句

を読む。

(4) 絵本や簡単な紙しぱ

いや幻灯などを見たり開い

たりして、その内容のあら

ましがわかり、絵本などに

興味をもっ。

(1) しばしば触れる種板、

広告、その他の標識、立て

札、掲示などの意味がわか

る。

(2) ひらがなや、よく佼わ

れる簡単なj英字やかたかな

で著書かれた語句や短い文を

読む。

(3) 絵本や、やさしい読み

物を読むことに輿妹をも

つ。



(J)テ 克たり、衝いたりした映画、鋭、放送などの内容につ

いて説明する。 e
(J)コ わからないことを担任や友だちなどに進んで尋ねる。

令

(J)ク 簡単な日常のあいさつをする。 A生活

(J)ケ 自分の住所、氏名、年令などを正しく奮う。 A生活

(j)セ 鰭単な伝言蓄なら正しく伝える。

(J)ス 来容があった場合に取り次ぎや簡単な応待をする。 A

生活

(4) 話し合いや学級会な

どで、関き手のほうを向い

て、はっきりと話す。

(5) 友だちといっしょに、

簡単な戯などをする。

(6) なるべくiEしい発音

で話す。

(7) 必婆なときには、てい

ねいなことばで認す。

(2)カ 日付iすや隠臼など

を正しく撃〈。⑧

(2)キひらがなや簡単な

渓字を響く。

(2)ク B常生活において、

しばしば使われるかたかな

で盤き差是わすことばを婆

く。

(2)オ 自分の名まえや住

所をはっきり務く。

(2)ケ簡単で短い文など

を盤写する。

(2)コ 簡単な記録などを

撃〈。 φ
(2)サ はがき程度の簡単

な遜熔文やS記などを盤

くo φ 

とする。 0愈
(5) ひらがなで語句や短

い文を撃く。

(6) 自分の名まえなどを

漢字で墾く。

令部
0)サ 人から物撃をE若かれたときには、はっきり答える。 φ
(j)ネ 皆といっしょに楽しく箔単な劇などをする。

(J)ヌ なるべく正しい認し方や発音で、適当なi迭さや大きさ

の芦で話す。

(1)ニ 必要な時に方言や乱換なことiまなどを使わないで認

す。

0)シ 人に物Z蓄を緩むとき、ことわるとき、あやまるときな

どに遼切なことばを使う。 A生活

(1)ソ 簡単な爽い物に必要なことばを使う。 A生活

(1)タ 家の人や担任、友だちなどに見たり、酪いたりしたこ

とを、できるだけ綴j亨よく認す。 A生活

(1)チ 皆の郊で自然な態度で認す。@

(1)ノ 簡単なことなら霊童話をかけたり、開いたりする。企生

j舌

φは削除された環呂、 &.1ま{也教科!こ移動した項目、。i立新設された項自であることを示す。(→中)がついている昭和 38年の攻131立、昭和 46年では中学年で

あることを表す。

続掛O数字の項131立本橋本文の記述説明参照環自である。 出兵 38年指導姿領、 16年指華客獲領より作成

Table12 昭和 38年と昭和 46年の算数の内容項呂
昭和 38年 昭和 16年 昭和 38年 昭和 46年

議長と計算 殴署長と殴章受

{丘
(J) 身近にあるいろいろなものを並べたり、比 (1)おもちゃや選奨などを種類別人 十1) 災体的な経験をi還して、 (4) 鈎の形について興味や趨

べたり、取りかえっ」をしたりする。 分けたり、並べたり、比べたりする。 丸、ニ角、四角などの図形の区 主に主ま託主づ五くι。丸、 思角などの特徴
(9) おもちゃや道~z.f重類JlIJ に分けてしまっ JlIJがわかり、名称が玄える。

たり、もとの位蜜にもどしたりすることができ (3) 奥体的なことがらの取り

る。 (2)数重量の大小などを比べ多い少な 扱いを遜して、よや下、首IJや後 (5) ょや下、青Ijや後ろなどがわ

(2) 具体的なもので多い、少い、大きい、小さ い、大きい、小さいなど主主主~ などがわかる。 かる。

いなど空並立主L (5) 奥体的なことがらの取り (6) 遊びゃ生活殺などで使う

扱いをi湿して、 O、xなどの記 。、×の自己号の献がわかる。 I
号の意味がわかる。

(J) 身近にあるいろいろなものを数えたり、そ (]) 具体的な」とがらを遇して、 (9) 丸、ニ角、思角などがだい (5) 丸、ニ角、四角などの形が

中 れを数字に響いたりする。 i領番がわかり、 JI震序数を唱える。 O たい撃iする。 わかって、名称がいえる。

(6) 桑体的なことがらのなかで、加える必要の (2) 身近にあるいろいろなものを (6) 怠分のからだについて、

あることがわかる。@ 数えたり、数字を読んだり警いたり (3) 具体的なことがらを通し 右、左がわかる。

(7) 具体的なことがらのなかで、余ったり、足 する。 て右や左がわかる。 (7) 身近な生活のなかで使わ

りなかったりすることがわかる。@ (3) 具体的なことがらを通して、 (10) 身近な生活のなかで使わ れているO、×などの表がわか

必要iこ応じてものを加えたり、滅ら れているO、×などの表がわか る。

したりする。。 る。

言語
(J) 具体的な」とがらの級いのなかで、やや広 (1) やや広い範童話の数を数えた (10) 丸、ニ角、四角、長四魚 (7) 丸、ニ角、四角、長四角な

い範囲の数を数えたり、読んだり、惑いたりす り、読んだり、著書いたりする。 などがわかり、それらがかける。 どがわかり、それらが饗iする。
る。 (2) 簡単な加法や滅j去を照いる場 (9) 罪事単な生活の処理を、 O、 (8) 簡単な生活の処理を、 O、

(2) 簡単な加j去や滅j去を用いる場合について 会がわかり、初歩的な計算をする。 Xなどの表で表わす。 xなどの表で表わす。

知り、そ初ろ歩ば的んなの計し算くがみでがきわるか。
(3) り、数をおいた

り、読んだりする。 φ (3) まとめて数えたり等分したり

(4) 具体的なことがらの扱いのなかで、向じ種 する。

類のものを築めたり、まとめて数えたり、同じ

ように分けたりする。

鐙封勝定 E署い物一

{忌
(6) 朝、昼、娩がわかる。 φ (3) 物を配ったり組み合わせたり (8) 潔い物には、お金が必要な

(7) 自分の年がわかる。 φ などして、 1対 1の対応をする。く〉 ことがわかる。 A生活

~ I ;，:~ 具体的な絞殺を通して長い、短い、広い、 (4) 長い、短い、広い、狭い、重 (8) きまった値段の簡単な寅

狭い、軽い、重いなどがわかる。 い、絞いなどがわかる。 い物ができる o &.生活

(4) カレンダーなどに殺しみ、 B付けや曜日が

わかる。(→高)

(5) 簡単な場合に、時劾がだいたいわかる。(-

高)

(1 J) 道具などをもとの数に合わせたり、もと

の佼霞にかたづけたりすることができる。 A生

j舌

(J2) 学習の道具や給食の食器などをひとりひ

とりにまちがいなく忍ることができる，+

高 (5) 身近にある具体的なものを比べる」とを (4) 長さや釜さを表わす単位やそ (8) 定価表が読めて、簡単なお

過るiし差異ての、長あさや重さを表わす単位やそれをはか れをはかる道具のあることがわか つりのある翼い物などができ

ることがわかる。 る。 る。 A生活

(6) 異体約な生活と結びつけて、だいたいの時 (5) 時計でだいたいの時五IJがわか

五IJや午前-午後の区別がわかる。. る。

(7)今 Bはx月×臼であるかがわかる。 (6) カレンダーを見て、民付けや

5翠aがわかる。

@は削除された項目、 &.1ま他教科に移動した壊g、。iま新設された項目であることを示す。(→中)がついている昭和 38年の環gは、沼和 46年では中学年で

あることをき監す。また、記述の変更部分に下線を引いた。出典 38年指導要領、 46年指導要領より作成
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Table13 昭和 38年と昭和 46年の音楽の内容項呂

昭和 38年 昭和 46年 昭和 38年 昭和，16年

ゑ?み 〆/クプバみア〆〆ッ ZみYノ%ィ九。かグ¥づみ

内ん(%J)だ“丸り音三、号楽絵ごがう1を流かWれいてたいりbるJ、?な休か?怠で¥/し、遊た

;二塁苦幾多ノ

〆 JシーO 

(])イ んよだいり音、楽休が，慰流したれてりすいるるな
(5)ウ 箔単な楽器などで音あて (1) 太鼓、カスタネット、鈴、コツ

かで遊 。 遊びをする。 プなどで、音あて遊びをする。

(J)ア 由自にからだを動かしな りする。 (3)ア いろいろなリズム楽器を (9) 行進曲や浴写音楽などのレコ
低 がら餓〈。 (2) 知っている歌のレコードを 8由に打ったり、語審単なー音笛を ードj演奏に合わせて、太鼓、タンブ

(1)エ 先生の敬やj策著書を程調く。 楽しんで簡く。 自由に吹いたりする。 リン、カスタネット、水笛などの白

(J)ウ 紙しぱいや人形しばいな (3) 先生の歌や演奏を開く。 jt~ I ~)ウ リズミカ jしな音楽を潤い 由演奏をする。

どを見ながら隣〈。 たり、歌を歌いながらリズム楽器 (JO) 先生が演奏するオルガンやア

(j)ア 自白人身体反応をしなが (j) 場面に応じた音楽の流れて を打つ。 コーデオンなどに合わせて、富由!こ

ら隣く。 いるなかで、遊んだり、給食を食 (3)イ リズム楽器や笛の名まえ ノ、ーモニカを吹く。

べたり、身じたくをしたりする。 を知る。 φ

(])イ ラジオや盤音器等のまわ 。 (5)ウ 身近にある楽器の音色を (4) ハーモニ力、木琴、鉄琴、トフ

中 りに室長まって隣c (2) 自分で、レコードをかけて楽 だいたい潤きわける。 イアングル、シンパルなどの音あて

(1)ウ 描写音楽などに興味をも しむ。 (3)ア ハーモニ力、木琴、オル 遊びをする。

つ。 ガンなどに殺しみ、初歩的な奏法

(1)エ 先生や友だちの歌や演奏 を知る。

をよろこんで関〈。 ~ I ~:イ 身近にある楽器の名まえ
(J)ア よい音楽を静かに開く。 (j) 好きな酪のレコードを選ん をまEる。 φ

で、かけて楽しむ。 (3)ウ 箔単な音楽に合わせて、 (9) 打楽器を使って、街単なリズム

(1)エ 隣きたい音楽をレコード (2) レコード音楽などに会わせ、 皆といっしょ!こリズム楽器を打 合著書をする。

やラジオなどから選んで翻c 模擬楽器を使って楽しむ。 つ。

認 (1)ウ 描写奮楽などを聞いて場 (3) 描写音楽、行進曲、舞曲、序 (3)エ 楽器をていねいに扱う。

笛や鱗望号を想像する。 場など、いろいろな音楽を鴎〈。 φ 

(])オ 先生や友だちの歌やj資姿 (4) 先生や友だちの歌や演奏を、 (6) 先生の拍子打ちゃリズム打ち

を静かにi溜く。 静かに開いて楽しむ。 を模倣する。 ο
(J)イ よい音楽を皆といっしょ (3)ア 木琴やハーモニ力、オル (7) ハーモニ力、一音答、木琴、鉄

に関く。 ガンなどを使って、箔単な歌麹の 王手、オルガン、けん盤ハーモニ力、
i 多ノγ 一戸ノ Fク ノ - ノ今 o一 〆〆ノ M 、仏 dノノvノクク ペん、 今 Y さぐりびき、さぐり吹きをする。 アコーデオンなどの楽器!こ親しみ、

(2)ア リズミカルな音楽を筒い 初歩的な奏j去を知るとともに、簡単

て手・足を自E包に動かす。 な旋律のさぐりぶきやさぐりびきを

(2)イ 音楽を闘いてとぷ、歩く、 (5) 音楽に合わせて、手をたたい E霊 する。

かけあしする、手をよけ=るなどの たり、歩いたり、走ったり、止ま (3)イ ピアノやレコードなどの (8) いろいろな打楽器や旋律楽器

簡単な運動をする。 ったりする。 音楽に合わせて、皆といっしょに を使って、簡単な曲の合奏をする。

{底 (2)エ動物、粂り物、風や雨など (6) 歌や幽に合わせて、花、ちょ リズム楽器を渓書きする。 (臼) ピアノやレコードなどによる

の動きをき量わした音楽を聞いて、 う、魚、うさぎ、象、ジェット機、 (3)ウ 楽器の取り扱いや手入れ 演喜善に合わせて、合奏や部分著書をす

それらをからだの動きで表現す 消防車などの模倣表現をするo などに注意する。 φ る。

る。 (7) かごめかごめJのような簡 (JO) 簡単なリズム絵譜を見て、合

単な築回遊びをする。 奏をする。 o
(2)ウ 拍手をしながら、また、打 (8) タンプリンやカスタネット 1，制フ弘浪人 ぷご

楽器をたたきながら歩く。 などで拍打ちをしながら歩く。 (4)ア 知っている歌を元気に歌 (11) 大きな芦で、のびのびと楽し

(3) 音の速度、強弱、高低に合わ つ。 〈歌う。

せていろいろな歩き方、走り方を (4)イ 先生が歌う簡単な歌曲を

(2)ア 簡単な音楽に合わせて、手 する。
低

まねて歌う。

足を自El3に動かす。 (5) 簡単な音楽の始や拍子に合 (4)ウ 皆といっしょに歌った

(2)イ 手や足を音楽に合わせて わせて、手や足や全身を動かす。 り、ひとりで歌ったりする。

中 リズミカルに動かす。 (6) 「せっせっせJrはないちも (4)エ 胸を張って口を大きく隣

(2)ウ 音楽に合わせて手と足を んめJなどのような、リズミカル いて歌う。

いっしょに動かす。 で簡単な集団遊び?をする。 (10) 知っている歌のレコードド会

(2)ヱ 音楽に合わせて模倣遊び (7) 簡単な音楽劇をして楽しむ。 わせて歌う。

をする。 。 十ilウ 伴奏に合わせて、皆とい (JJ) みんなといっしょに歌った

(8) 音楽に合わせて、動物や乗り っしょに歌ったり、ひとりで数つ り、ひとりで歌ったりする。

物などの緩倣表現をする。 たりする。 (J2) やさしい歌拐なら、まちがえ

(2)ア ゆるやかな速さや静かな ないで欽う。

磁!こ合わせて、からだを自由に!lllJ
~ 

(J3) 先生の歌う筋単な歓を、まね

かす。 (りイ 先生の欽い方やおもとに て歌う。

(2)イ 音楽に合わせて、やや複雑 注意し、それをまねて歌う。

~ な手、足の運動をする。 (4)ア 習った歌や、好きな数の

(2)ウ 簡単なフォークダンスを (5) 曲想にふさわしい自由な身 リズムや発奮をしだいにましく

する。 φ {本表現をする。 する。

(2)エ 音楽を聞いて、自由な身体 (4)エ どなったり、小予告すぎた

表現をする。 りしないように歌う。

(JJ) どなったり小声すぎたりしな

るfぐ いよう、できるだけ正しく歌う。

(5)ア 替の強弱や速い、おそいが (4)ウ 摺単な歌の内容を理解し (12) 簡単な歌の内容を理解して歌

わかる。 φ て歌う。 つ。

低 (5)イ S集まれ、立て、すわれなど (4)ア 知っている歌、好きな歌

の替による会い図に合わせて動作 2答 をはっきりした発音と正しいり

をする。 A→体育 ズムで歌い、音程もできるだけ整

(5)ア 替の強弱や速い、おそいiこ えるようにする。

敏感に反応し、奮の高い、低いが (4)イ 先生の歌う歌曲を模倣し

中 わかるo • 
て正しく歌う。

(5)イ 集まれ、立て、すわれなど (4)ヱ 皆と声をそろえて歌う。

の合い函の音にびんしように反応

する。 A→体育

(5)ア 和奮を関いてきめられた

iIt 動作をするo.

(5)イ 身近な生活のなかにある

いろいろな替にj主主主を向ける。.

φiま削除された演呂、 AIま他教科に移動した項目、。は新設された項目である

ことを示す。出典 38年指導婆鎖、 46年指導要領より作成
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Table14 昭和 38年と昭和 46年の図面工作の内容項目

昭和 38年 昭和 46年 I a古和 38年 i昭和 46年

議彩語議~τ てで?で十 1マア芳三六十プ十川ん 与三、 7寝議定扇家事予言養護み技能川円二イ二?でτ予三j今、らざ戸く、

(2) 鉛宝春、クレヨン、パス類、 I (1) クレヨン、パス類や絵の具など I(8) 造形活動のごく釜本となる I(6) いろいろな色や形をつかつて、

水絵の具などでかいたり、塗つ iを使ってかく。色や形や周桑・材料の名をおぼえ!自由な組み合わせや組み立てをす

たりする。 I(2) 身近なものをつかい、その形を i低 iる。 Iる。く〉

(4) 粘土をのばしたり、丸めた!生かして、押したり、こすり出した I(7) 基本約な 2、2の色名をおぼえ

り、平らにしたりし、また、ご! りして版画にする。 I る。

く簡単な形を作ったりする。 1 (3) 粘ことをちぎったり、こねたり、 1 (11l 造形活動を遇して、 J基本に 1 (6) 基本的な色や形、身近な用呉や

(5) ひもにどーズ類を過す。 φj たたいたり、のiましたり、丸めたり、 I Iなる色や形や用主主や材料の名をお|材料の名をおぼえる。

(6) 自然物をできるだけじよ |平らにしたりして、ごく簡単な形を I IIまえる。
うずに並べたり、そろえたり、 i作る。 I(0) 木片などに金づちでくぎを

盤ねたりする。 1 (4) 粘土遊びでは穴をあける、筋を 1 1打ちこむ。. I (9) はさみやめりなどの基本的な

低 1 (7) いろいろな積み木で自由 jつけるなど必至芸に応じて身近なもの|中 1 (4) はさみを使って、画用紙や色 IJ膏奨の使い方になれる。

にものの形を作る。..を伺呉として使って作る。く I I紙などで簡単な形を切り抜いた

(3) 色や形を考えて、 lまさみで I(5) 草花、木の菜、小石、木片など I I り、それをのりで楽しくはったり

画用紙や色紙などを切ったり、 i身近なものに関心をもち、それらに I Iする。

それをのりではったりする。 Iさわったり、並べたりなどする。 I(13) 持ち物の様様や色などに関

(8) おもちゃや綴み木などでいろ| 1，[.をもっ。 φ
いろな形を作る。 o I I (7) のこぎりやきりなどを使つ

(9) 工作しやすい紙類や主主の菜な IIて、ごく簡単な木ヱ品を作る。

どを、ちぎったり、折ったり、切っ 1 1 (8) 針金、板金などを使って、ご

たりつないだりなどして、作ったも 1 1 く鏑畿なものを作る。

ので遊ぶ。 1 1 (9) 造形活動に必姿な用主主や材

車i↓の名をおぼえ、その使い方に僚

議|れる。
(3) 鉛章表、クレオン、パス類、

水絵の奥などで、ていねいにか

いたり、ぬったりする。

(5) 色紙などを使って、簡単な

折り紙、!まり絵、ちぎり絵など

をする。

(9) 濁照紙などで紙版画を作

ってJffit]る。

(6) 粘土で球などの筏単な形

を作ったりする。

中 I(7) ビーズ通しなどで、色を交

互に通す。@

(8) 自然物や糸・布などで、簡

単な模様や飾りを作ったりす

る。

(1) クレヨン、パス類、絵の主主およ

び色紙などを使って、自分のかきた

いものをかく。

(2) 紙その他、扱いやすい材料で版

を作り、版匿にする。

(3) 粘土を使って、自分であらわし

たいものを作る。

(5) 包装紙や箱などの身近な材料

を使って、自由な表現をする。。

(7) いろいろな材料を使って、切っ

たり、幽げたり、つなぎ合わせたり

などして、僚主韓な言宗や動物などを作

る。 O
(8) 71<の流れや風などで!l!!Jいたり、

走ったりする簡単なおもちゃを作

る。 O

3家欲，態度2長老戸数約撃事秘密激: ゾ

I (1) 身近な材料や用具を使って、

低 i思ったまま自由に造形的な薮現を

する o φ 
(j) 自由な造形約者受現を過して、

材料や用主主の使婦に溺れ、設現の

窓欲を言語める。。

(2) 造形活動のための準備ゃあ
中|

とかたづけをする。@

(2) 自分たちの作ったもので教

室を飾る。 φ

(J) 造形活動によって自分の意

図したものが表現できる警びを味

わう。 e
(10) 美しいJ!l禁や作品に触れ

る。

(1Il 教室の掲示物や鈴りなどの
蕊|

配置や配色!こ関心をもち、教室を

美しくしようとする。 φ
(12) 共同製作などで相手と協力

する。@

(3) 自分の作品とともに他人の

作品もたいせつにする。 φ

0) 記憶や想像などに基づいて、絵

の主題をきめてかく。。

(2) かきたいものをよく見てかく。。
(3) 彫刻刀を使って、ゴム板やりノ

リウム板などで、版を作り、簡単な

絞函を作る。

(4) 粘土などを使って、作る物の感

じができるように作る。

(8) 粘土で器物など成形し、必要に

応じて焼成する。

(9) 風や水の力、ゴムの弾力性など

をさ主かして、動く簡単なおもちゃを

作る。。

(0) 糸、ひも、布などで簡単なも

のを縫ったり編んだりする00
(11) 紙類をおもな材料とし、定規、

切り出し小万などを使って、繍単な

家や橋などを作る。 0
・は削除された項目、J..Iま他教科に移動した項呂、。lま新設された項自である

ことを示す。出典 38年指導要領、 46年指導要領より作成

(2) 鉛霊堂、クレヨン、パス類、

水絵の具などを必要に応じて使

い、自分の意図した表現をする。
φ 

(3) 随用紙、感紙、または、糸、

布などで簡単なものを作る。

(1) 粘土で動物などの形を作

り、色をぬったり、焼いたりす

る。

高 I(5) ゴム板、リノリゥム板など

を彫刻刀で彫り、それを使って

版画を隣る。

(6) ビーズなどでごく筏単な

ものを作る。@

※理科高(7)ア ゴムやlまねを

使ったおもちゃをくふうして作

る。

(12) Ifんのう、のこぎり、きり、

糸のこぎりやベンチなどの使い方が

わかり、木や針金などでいろいろな

ものを作る。

(5) ポスターなどで、知らせたいこ

とをよくわかるように、色や形を使

ってあらわす。。

(6) 色合いの遜い、色の寒暖などが

わかり、色の組み合わせを考えて君主

議する。く〉

(7) 対称や繰り返しなどの慾じが

だいたいわかり、それを生かしてまE
Z認する。。
物伊叩ヤゆ叩句"一伊ヤー吋…瀞抑制一叩叫伊旬開市?ー尚伊ゅー吻戸

ペマデヴ 今 匂

(JO) 自分の作品について認をす

る。。

(0) 友だちの作品を箆て話し合
うo。

(4) 行撃などのさいに、身のまわり

や教室などの飾りを作る。 O
(13) 美しいg然の風景や造形品L

F，!I心をもっ。
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Tablel5昭和 38年と昭和 46年の体育の内容項目

系下f楽'1'(5)イ
(j) 1 ylJ にまっすーぐ~(~んだり、 2タIJに枚んだ
りすーる。
(2) 1 yljや2ylJi こ ~tんで歩くo
(3)オ 腕 をi狩や慣や l二{こ、あげたりさli'たり
する。
(3)アしゃがんだり、背伸びしたりする。ウ
lifij)止またはH叫足で、そのJb}でとんだり、とん

'i'1で移動する。
(3)カ )1-手をすりあ{ずながらからだをi.E.~.ゴ
にIllJlfる0 ・キ jliiiを左右[こJ反ってmゃか
らだをとIL'I寸。 φクいさつて歩るくとき、腕の
JJだけでがiilliする。@ケ怠を大きく吸った
り、 111:し、たりする。 φ
(1) ぶらんこに釆ゥてひとりでこぐ。
(8)緩てし、やはんと俸を使って遊ぶ。
(18) こども川の I~ 'I[c;Ijr.に来る。

(:3)しゃがんだり、立ったり、その場とびをす
る。
(4)腕l(あし)をfI月後左右 lこ開いたり、腕を振っ
たり、 l'ミiしたりする。
(5) lilij手、両足を地床につけた姿勢で、!まっ
たり、歩いたりする。
(6) 身近にあるJ将兵や遊兵を使って、いろい
ろな遊びをする。
(7)湖i'E施設や三i総本などを使って、いろい
ろな遊びをする。

{ほ

~宙iで早く集合する。
(2) 距縦をとってlylJに並ぶ。
(3) 1 ylJに枚んで歩く。
(，1) 手、定、 J二体、ドIl支を1111げたり、 fil1iました
りす姐る。
(5) 押したり、%、たり、ささえたりする。。
(6) Ji-足とび、両足とびをする。
(7)おぶって短い阪総を歩く。く〉

(8) 身近にある月j兵や逝一具を使って、遊んだ
り、運動したりする。

伶) [司定総設やか¥¥Z;i1iなどを使って、みんな I，¥0 I (22) ころがしドッチボー
でいろいろな遊びをする。 I I ノレをする。/

i
 

j
t
h
 

1) 百羽区菅可 iぬをとって、 1~2列で綾子11 -'1鳴
る。
(2) J~2yIJで正しく歩く。
(3) ワズムに合わせて行illiする。。
(1) 上体をそらせたり、体の前後応、fJ¥IJJ邑、!日
綻をする。
(5) その場とびで、大きくとぴ上がったり、しゃ
がんだりするo

(6) n~後左右にとんで移動する。
(7)交互に腐とびをする。く〉
(8) 限定施設などを使ったいろいろな巡!li!Jを
する。
(9) 長なわとびをする。
(]O) ラジオ体操第 lを、示純lこ従って行二な
う。 O

ど
を

な
び

め
遊

ご
料

治
針

コ
崎

温

fv

ヵ

出

午

分
筒
マ
仏

仰
の
す

h
ド

低 1I (5) ?ット遊びでゆりかごなどをする。

(6) f芯愈RI事で足をかけて凝ったりする。
(9) とび符遊びをする。

村吻紅葉務夜寝務長宗主持Z
'!1(]4) すもつ遊びをする。
中(21)片足ずもうなどをする。 A生活
中(23) 繍む戸や球入れな〆たするn A'+，:fi号
制20)綱引きや覧表入れなど殺する"J/i .. 性m
低(J 6) 、 (20)~(24)";'生活
低(J7) 病気になったときは、税や先生などの会うことをi潟く。令
{s:(J 8) いちどにたくさん食べすぎないようにする。@
低(J9)よくかんで食べることに似れる。 φ
仁川21)~(30)";'生活

中(31)遊びゃ運動する場所の小石や危険物を取引玲くようにする。 φ
科(23)、(26)、(27)、 (2宮)、 (30)";'生活
お(24) 暑さ寒さに気をつけるようにする0+
同(25)疲れたときなどには適当な休養をとるようにする。 φ
向(28) 食べすぎや寝冷えなどをしなし、ように気をつける。 φ
高(31)運動J山えの破損{こ泊ー意し、危険が起こらないようにする。。
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第 11章 特別支援学校における自立活動指導の専門性の向上

一肢体不自由教育における外部専門家との連携についてー

椴本雄次

はじめに

これまで障害児教育は、障害種別毎に障害の特性に応じて能力・可能性を最大限に伸ば

していくため、大学の教員養成及び現職研修などを通じて教員の専門性の向上に努めてき

た。さらに近年は一部の学校においては、外部の専門家や専問機関との連携推進により、

学校における指導の専門性を高める取り組みがなされてきた。

そこで、障害児教育分野の中でも、外部の専門家・専問機関と関係において、とりわけ

医療分野との極めて密接な連携・協力の下に発展してきたのが肢体不自由教育であり、そ

の中核的な指導領域でもある自立活動に焦点をあてて、本章では、肢体不自由教育におけ

る自立活動の位置づけと教員及び学校の自立活動指導の実態と専門性への取り組みにつ

いて取り上げることにする D

1 .肢体不自由教育における自立活動(養護・訓練)の位置づけ

肢体不告白教育の淵源をなす粕学園は、創設者柏倉松蔵の「病院嵐ではなく、学校風に、

楽しい雰囲気の中で医療体操をjという構想から、学科の授業と彼の開発した医療体操が

日常の学園活動の両輪であった。また、最初の肢体不自由学校である東京市立光明学校で

は、通常の教育活動とともに、治療的設備を整え、校医が週 2日在校し、各学級に配置さ

れた看護婦がその指示に基づき治療・養護に当たっていた。このように、肢体不自由教育

では初期から、教科の学習と並んで、身体的健康の増進や運動機能の向上に対する多大な

努力が重ねられてきた。第二次大戦後創設された肢体不自由児施設において施設の医療・

訓練とともに、入所児には学習機会が確保されることとなり、施設内学級の設置、そして

昭和30年代以降の施設併設養護学校開設としだいに整備されることとなったD その際に、

一つには、入所児に対する学校における教育と施設における医療・療育の調整、施設と学

校の組織的連携のあり方が改めて間われることになった口他方、都市部に設置された施設

併設でない単独養護学校では、各校独自に教育課程を編成したことからその差異が問題と

なった。

それに向け文部省は紋体不自由養護学校の学習指導要領の作成に着手し、 1963年通達の

形で定められた。そこでは、障害の改善・克服のための指導が「体育・機能訓練J(中学部

では「保健体育・機能訓練J)と教科の中に位置づけられ、医師の処方に基づき特別な技能

を有する教職員が当たることになった。 r機能訓練の時間においては、特別な技能を有す

る教職員が、学校医の処方に基づき、(中路)指導するものとする」と規定し、その指導

内容・方法の専門性の必要性や指導のあり方に言及している。その内容が、機能の訓練、

職能の訓練、言語の訓練と示されたように、施設の訓練のそれと変わらず、このため、養
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護学校教育の有する専門性への懸念が医療関係者から表明された。そして1971年版の学習

指導要領では、障害への特別の訓練を重視して、学校の教育活動全体を通して配慮される

べきこと、その内容は個別的、計画的、継続的に指導されるべきであるとして、障害児教

育酒有の領域として f養護・訓練jが新設された。指導は、専門的知識・技能を有する教員

が行うことを原則として、全教職員の協力の下に関する指導を行うこととなった。この19

71年版では、「養護・訓練の時間の指導は、専門的な知識、技能を有する教師が中心とな

って担当し、全教師の協力のもとに、効果的な指導を行うようにすることが必要であるj

と規定したことにより医療か教育かをめぐる論争が起きた。さらに、 1979年の養護学校教

育の義務f~IJ により、障害の重度・重複化が進行する中ますます養護・訓練の指導への個別

化、高度化の必要性が増すことになり、「必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家

の指導・助言を求め、適切な指導ができるようにするj こととなった。その後、 1989年版

学習指導要領の改訂では障害の重度・重複化、多様化に合わせて、人間としての基本的な

行動を遂行するために要求され、心身の発達に必要な要素を含む養護・訓練の内容を包摂

し、個々の児童の実態に応じた個別の指導計画の作成を明記した。 1999年改訂の学習指導

要領では、障害の状態の改善・克服を目指す主体的な活動であることを明示するため、領

域名を「自立活動」に改称し、今日に至っている O

2. 自立活動(養護・訓練)指導の実態と専門性への取り組み

筆者がこれまで関係した肢体不自由特別支援(養護)学校を対象にして実施した幾つか

の実態調査 (1989，1991，1993，1997， 1996，2006) の結果から、自立活動指導の実態と教員

及び学校の専門性への取り組みについてその概要を述べる O

肢体不自由特別(養護)学校では自立活動(養護・訓練)部等の組織を設置し、担当者を配

置している学校が比較的多い傾向にあった。自立活動(養護・訓練)の指導的立場にある教

員の中には、自立活動(養護・訓練)教諭免許、理学療法士、作業療法士、あんま・マッサ

ージ・指圧師などの資格を有する者が僅かだがいる。特に最近は医療的ケアへの対応で看

護師の配置が増えている。習得した技法として、動作法をはじめ、静的弛緩誘導法、摂食

訓練、ボパース法、感覚統合など運動に関する技法が多かった。

指導内容においては、単一障害の場合では上肢動作や作業動作に関する内容に、重複障

害では健康の維持や改善、感覚の活用、環境の把握に関する内容に重点が量かれていた。

個別の指導計画の作成にあたって必要とされる事項に、「医学的診断に関する情報収集と

活用j、「児童生徒に関する多様な情報の収集と活用Jr実態把握における専門家との連携j

が、指導の擦に必要な事項には、「関連する理論・技法の習得Jr必要な教材教呉の選択と

活用及び創意工夫Jr補装兵、補助用具等に関する知識と活用Jr家庭及び医療機関との連

携Jr自己研修の必要性と研修機会の積極的な活用」などが高かった。
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3. 自立活動指導における校内の連携体制

肢体不自由教育創始期の施設内学級においては、人的・物的にも施設の援助のもとに学

校教育が展開されていた。教員と施設職員との混成チームによって、機能部練、職能訓練、

言語訓練が特別指導として実施された。その後学校の教育体制がしだいに整備されると、

従来多くの肢体不自由特別支援(養護)学校においては、学校として専門性を確保するため、

例えば、自立活動(養護・訓練)の専任教員を配置したり、校務分撃に吉立活動部を設けた

りするなどして、専任教員が自立活動の時間の指導を担当して効果を高めたり、学級担任

の行う自立活動を支援したりする体制を取っていた。しかし、近年は、児叢生徒の障害の

重度・重複化に伴い重複学級に多くの教員を学級担任として配撞し専任教員を置かなかっ

たり、コミュニケーションの指導や支援機器の活用に関する指導担当として専任教員を配

置したりする例もみられる。岳立活動の指導を効果的に行うためには、多様な専門性が必

要とされるが、個々の教員が習得する専門性には自ずと限界がある。専任教員や自立活動

部は、学級担任に自立活動に関する情報を提供したり、個別の指導計画の作成に担任とは

異なる立場から参加して多面的な見方を提供したり、また外部の専門家・専問機関との連

携や情報の収集・提供を行ったりしている。

ここに今月、専門的な知識や技能を有する教師を中心に学校全体の組織的な対応の下で、

複数の教師等の協力により適切な指導を行うことはもとより、必要に応じて、医師、看護

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理学の専門家等の助言や知見などを指導に

生かす体制が構築されることになった。

4. 特別支援教青時代の自立活動指導の専門性の必要性

外部専門家・専門機関との連携の必要性の背景としては、①障害の重度・重複化にとも

なうニーズ、の多面化・多様化、②保護者(本人)からの学校に対する教育的要求の高度化、

③特別支援教育における開放的な連携システムの構築、④支援会議を通しての偲別の教育

支援計画の策定・実施を挙げることができる。

肢体不自由特別支援学校では障害の重度・重複化が進行する中、ますます自立活動指導へ

の個別化、高度化の必要性が増大した。在学者の多数を占める重度・重複障害者児に対し

て、自立活動の指導の焦点化がしづらくなってきたことも、自立活動の指導の弱体化につ

ながっている。脳性障害の児童生徒には、自立活動の内容のすべての面に着信しながら、

個々の児童生徒の抱えている困難の原因を把握し、それに留意した指導を展開しなければ、

自立活動の指導の成果を上げることができない。また、自立活動を主とした指導対象児の

増加にともない、学級担任が自立活動の指導を含むすべての指導を担当する指導体制をと

る学校が増加したことも、自立活動の指導の弱体化を促している。しかし、保護者は、今

日ほとんどが就学前の早期療育を受けて就学させていることから、学校においても高度の

療育提供の継続を学校に期待し、自立活動を指導できる専門性を教職員に要求している。

特別支援教育は、!日来の教師・学校中心の閉鎖的・自己完結型のシステムから、開放的・
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連携型のシステムへの転換ということができる。男IJ支援教育の進展にともない、長期的な

視点に立った乳幼児期から学校卒業後までの一貫した教育的支援を行うため、医療、福祉、

労働等の様々な側面からの取り組みを含めた効果的な支援が一層重要になっていくもの

と考えられる。関係者・関係機関が、一人一人の肢体不自由児とその家族を一生涯見守り、

必要なときに様々な分野の関係者が力を合わせて必要な支援を行っていく体制を地域に

構築していくことが緊要な課題である。特別支援教育体制の中で、肢体不自由教育におけ

る自立活動指導の専門性は、個別の教育支援計画の策定にあたって外部の関係機関と連携

し専門家と協働しつつ、教師には{罰則jの指導計画に基づいた教育実践を推進していくため

に不可欠となっている O

特別支援学校学習指導要領 (2009年)において、重複障害者については「専門的な知識

や技能を有する教師間の協力の下に指導を行ったり、必要に応じて専門の医師及びその他

の専門家の指導・助言を求めたりするなどして、学習効果を一層高めるようにするムま

た自立活動については「必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求

めるなどして、適切な指導ができるようにするJことが規定されている O

5 重度・重複障害児の自立活動指導における専門性

教師の専門性について、佐藤(1996)は、技術的熟達者と反省的実践家のモデルを提示し、

前者が知識と技術を成熟化させ確実性を拡大する方向を志向するのに対して、後者は問題

に主観的に関与して省察により絶対的正解のない事態での解決を志向するとしている。

肢体不自由教育の中核をなすともいえる自立活動は、障害に基づく種々の困難を改善・克

服するための主体的な教育活動の領域として設けられている。この自立活動の教育課程に

おける位置づけは、図 1のように、大きく 2通りに分かれる。一つは、運動障害のみの単

一障害児を対象とした、各教科等と独立して並列的に位置づけられた自立活動で、主とし

て身体の動きやコミュニケーションを中心として構成される標準教育型と、もう一つは、

重度・重複障害児を対象とした、各教科の基礎をなす基本的な活動能力の習得を促すこと

をねらった重複教育型である。この自立活動を主とする教育課程の対象となる重複障害者

については、 f全人的な発達を促すために必要な基本的な指導内容を、個々の児童生徒の

実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにするJとなっている。特に必要性

の高い自立活動の内容と方法には次のようなものがある。

「健康の保持」では、重度の肢体不自由児のなかには、体温調舗が困難であったり、睡

眠と覚醒のリズムが不規則で、あったり、経管栄養やたんの吸引などの匿療的ケアが必要と

なるなど、健康管理に配慮、すべきものがみられる。こうした子どもには、家庭や匿療機関

と連携し、規則正しい生活Yズムを形成し、健康状態の改善を図ることが大切となる。

「身体の動きj では、基本的な姿勢の保持、上肢や下肢の運動動作の基本的技能、食事

や排濯:などの B常生活動作Cactivitiesof daily living: ADL)が主要な内容となる。そ

の指導には、整形外科的な誤練法、発達神経学的なボイタ法 心理学的な動作訓練法、さ
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図-1 自立活動と各教科の教育課程における位置づけ

治療的・並列型自立活動(樟害の状態の改善・克服)

発達型・統合型自立活動(人間として基本的行動の遂行)

らに静的弛緩誘導法といった、各種の方法が開発されて、使用されている。個々の障害の

状態や年齢に応じて適切な方法を選択する必要がある。

「コミュニケーション」では、脳性まひの場合に、発声障害・構音障害・リズム障害な

ど言語表出に関する指導が重視される。その指導は、発声に穏係する部位(頚・肩・腹部)

の緊張の弛緩、呼吸調節の改善、摂食動作を通じての発声機能の向上、構音機能の向上に

わたる O また、音声や身体による表出が国難とみられる場合は、残存する機能を活用した

ジェスチャ一、シンボノレ、エイドなどの多様な拡大・代替コミュニケーション

(augmentati ve & a1 ternati ve communication : AAC)を導入することも考えるべきである。

しかし、指導の実施にあたって、いかなる内容や方法を選択し、実施するかは規定がな

く不確実なため、現場では常に大きな課題とされている D

6. 自立活動指導における専門家・専門機関間の連携のあり方について

ここに今日、必要に応じて、医姉、看護師、理学療法土 作業療法士、言語糖、覚士、心

理学の専門家等の助言や知見などを指導に生かす体制が構築されることになった。学校・

地域によっては自主的にあるいは教育委員会等により外部の理学療法士、作業療法士、看

護師・医師、言語聴覚士等の専門家を活用し、自立活動指導に対する助言・指導や研修会

の実施等、専門性の向上を目指した取り組みが行われている。

多職種間の連携について、問中 (2005)は、複数の者(機関)が、対等な立場に位置した

うえで、同じ目的を持ち、連携を取り合いながら、協力し合い、それぞれの役割(機関の
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図-2 自立活動指導における連携のタイプ

専門性)を遂行することと定義し、そのためには、何よりも互いの専門性を尊重し、役割

分担を明確にする必要があるとしている。連携とは、異なる立場や組織の人が、情報を共

存させ、一致した目的を持ち、それぞれの役割の共通認識や互いの立場・職種に対する理

解のもと、協力して活動することである D 香川I(2005)は、連携の最も望ましい姿とは、相

互に異質な情報や技術等をもった人・器官・組織等が、共同して一つの目的達成を自指す

ことによって、単独では実現国難な、より高く包括的なレベルの成果を生み出す営みと捉

えることができる口

専門家の連携レベルとその役割には、①情報交換 (information)レベル:診断・評価に

関する情報提供、研修会講義、②スーパービジョン (supervision)レベル:指導計画・指

導方法に演する指導助言、③コンサルテーション(consultation)レベル:協働での指導実

践・ケース検討会議が想定することができる D また、自立活動指導の連携のタイプには、

]anz(2008)を参考にして、図-2が考えられる口

7. 外部専門家との連携体制の現状

全国特殊学校長会 (2007)誠査では、教育課程の実施において、外部専門家の導入・連携

の取組は自立活動で約 5 割を占め、外部専門家の導入・連携した実施頻度は、 1 年に 1~

2 呂程度 34%、学期に 1~2 回程度 28 0/0 、月に 1~2 回程度 17 0/0 、逓に 1~2 回程度 16%

であった口また、外部専門家の導入の費用負担は、県費等による予算措置 50%、報賞費等
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による校内の予算措霞 13%、保護者支払いによる措置 6%で対応していた。教育課程の実

施における外部専門家の導入の課題として、予算的な裏づけがない 400/0、地域によっては

専門家を確保することが難しい 34%、教育課程の実施上難しい 12%などが挙げられた。

研修・教育相談・心理相談等においては、外部専門家の導入状況は高かった (910/0)が、

実施頻度は 1 年に 1~2 回程度が 79% と高いとはいえない。その内容は、 i亙療的ケア・摂

食研修、自立活動研修、各障害教育の基礎で、あった。

専門家の導入・連携において、外部講姉として必要に応じて依頼しているが 73%で、職

員として配置したのは 7%であった。また、外部専門家の導入・連携で、助言を受けて教

諭が指導 430/0、教諭と一緒に指導を実施 410/0、専門家が一人で指導 70/0であった口

全国特定iJ支援学校長会 (2008)によると、自立活動の指導に外部専門家を活用している学

校は 87.9%であった。導入している外部専門家としては、看護姉、理学療法士、作業療法

、授業改善・教育相談等の大学等研究関係者であった。 2007年調査では看護師が 52%、

理学療法士、作業療法士等 29%であったが、 2008年誠査では理学療法士、作業療法士等

が 37%、看護師 24%と逆転していた。最近は重度・重複障害化に応じて、複数障害種の

学校が増えて、首科医、整形外科，医、リハビリテーションi豆、指導医、リハビリ工学、教

材アドバイザ一等専門家も多様化していた。 自立活動に専門家を活用し指導が f充実して

いるJrほぼ充実しているJと答えた学校と f充実していないJrあまり充実していないJ

と答えた学校の専門職の配置状況は、前者では専門職員が配置されている割合が高く、後

者ではそれが低かった。

さらに、外部専門家の活用を、児童生徒の指導 175校(87.9%)よりも、教師の資質向上に

向けている学校が 183校 (92%) と多かった。外部専門家の活用は、「児童生徒の実態把

揮Jr!3立活動の実際の指導Jr自立活動についての教員への劫言Jr自立活動の教員研修j

であり、 7割程度の学校で成果として挙げている。

佐藤(2009)の誠査では、 PTが関わっている支援内容では、 f歩行練習への指導・助言j

fポジショニングへの指導・援助Jr移動手段への助言Jr r関節可動域訓練への指導・助

言j が多く、 PTの専門性が発揮されやすい項目であった。 OTの支援内容としては、 f食事

動作への指導・助言Jr道具操作等の手の使い方への指導・助言Jr更衣動作への指導・助

言Jr教育教材への助言jが多く、やはり OTの専門性が発揮される項自であった。その他、

「自立活動内容への助言Jr教員に対する研修会の実施Jr介助方法への助言」も多かった。

一方、外部専門家の穏わりのない支援内容としては、「保護者に対する研修会の実施Jr個

別の教育支援計画の策定・実施・評価への助言Jr運動会等の行事への助言Jr個別の指導

計画の作成・実施・評価j の項目であった。これらの項昌は、学校側としてあまり必要性

のない、教員の役割として認識され、教員の専門性がより発揮されるものと捉えられた。

このことから、外部専門家と教員の職種の専門性と役割が、ある程度整理された状態で、

外部専門家が関わっていると考えられる。

外部専門家が関わっている支援内容の項臣への効果について、とても感じているなど肯
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定的な評価が 9割強を占め、有用性が示唆された。しかしながら、日常的に外部専門家の

活用に問題のある学校が 6割以上、特に「ほとんどできないJr全くできなしリを合わせ

ると 41校あり、 2割以上を占めていた。工藤ら (2006;2007)によると、学校教員は、教育

と医療・福祉との連携を、 6割以上が不十分と評価し、十分と評価したのは 1割にも満た

なかった。保護者は、特別支援教育に対する理学療法士、作業療法士の導入でき期待する

内容は多くを挙げているが、教育と医療・福祉の連携の評価は 4割以上が不十分で、十分

は2割のみであった。

佐藤(2009)によると、ほとんどの教員が、他職種の専門家との連携を必要としているが、

連携の充足については過半数の教員が不十分!と回答しており、必要度と充足度との間で差

異がみられた。ここからは、他職種専門家との連携はあるが、連携の内容や方法について

はまだ模索的で、十分に機能していない可能性がうかがえる O 実際の連携で、多かった方法

は、「教員が医療機関に訪問Jr専門家による研修会・勉強会に参加Jr保護者を介しての

連絡」であったが、教員が有用と感じた方法は、「教員が医療機関を訪問Jr専門家が非常

勤として来ているj であった。外部専門家を非常勤講師あるいはボランティア的に配置し

ている学校が多いのに、連携方法については専門家の常勤化が選択されており、専門家と

「ケース会議後に気軽に相談し話ができるJr実態や目標を共有し、継続的に相互に支援

し評価できるシステムを構築するj など、常時相談ができ、学校生活の状況を把握し臨離

を生じない連携のあり方が求められている O そのためには、関係機関と業務委託し学校に

専門家を配寵したり、来校頻度を増やしたりする方策が考えられる。

8. 外部専門家の自立活動指導への導入・活用事業の開始

東京都教育委員会 (2008)は、都立肢体不自由特別支援学校に、①自立活動における指導

内容・方法の充実を I~ ること、②教員の専門性を向上させることを目的に、 2004 年度から

外部の専門家を導入した。その成果としては、教員の自立活動の授業力が向上したこと、

児童・生徒の実態の把握が深まり、それを指導計画に生かすことができたこと、指導内容・

方法の深化、教材教具の倉Ij意工夫への影響がみられた。また、外部の専門家を講師にした

研修会、校内研究会等を実施することで、障害に対する知識が深まった。さらに、児童・

生徒の信頼感、教員の安心感、保護者の期待感につながった。その課題としては、校内運

営体制の整備、専門家との打ち合わせ、ケース会議の時間の調整の因難、保護者への指導・

助言の機会が挙げられた。

2008年度の留の特別支援教育関係予算においては、特別支援学校等の指導充実事業の中

に、 rpT，OT，ST等の外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研究事業Jが挙

げられており、 121泉市が指定され、特別支援学校における理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士等の外部専門家を活用した指導・助言による指導方法等の改善や、外部専門家の専

門的な視点からの指導の向上校内研修による専門性の向上等についての実践研究が行わ

れており、その成果の普及が図られている O
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9. 特別支援学校における自立活動指導の連携の事例

特別支援学校では、特に重度・重複障害児の自立活動指導において外部専門家とどのよ

うな連携協働が実施されているのかを中心に検討することにする D

A特別支援校では、外部の理学療法士、作業療法士、言語糖、覚士、心理士、視覚専門家

を個々ではなく療育機関との組織潤契約によりチーム編成し、複数の異職種による多角的

な評価を実施し多面的な指導・助言を入手している。それに基づき教師を交えた関係者に

よるケース会議を開き呂標や課題を検討する。その結果を指導に活用していく実践力が教

師の専門性であると位置づけている。校内組織としては、専門家仲コーディネータ一件自

立活動部仲担任教師の双方向の連携体制を整え情報の円滑な伝達を図っている。

B特別支援学校では、県の特別支援学校体制整備モデノレ事業の一環として、 2006年から

外部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士等の参画による教員と連携した

授業のあり方、効果的な指導方法を研究している。事前に担任が児童生徒の実態や指導経

過、課題等を整理し、専門家が授業時に行う行動観察を踏まえ、放課後に事例検討会を開

き、指導・助言を受ける形式で、追指導を年間数回重ね、支援方法の検討・改善を進め、

その妥当性を評価している。授業の客観的評価が教師の意識変革につながり、児童生徒の

変容への気づきや課題の焦点化など授業力向上をもたらしている。さらに、保護者を交え

た事例会議や相談も実施し、そのことが学校教育への信頼を深めている O

C特別支援学校では、すでに早くから{井設の総合療育センターによる特別健康診断事業

が実施されており、センターの専門家が校内支援コーディネーターの調整により、授業場

面に参加して診断評価・助言指導を行っている O 理学療法士による運動機能面、作業療法

士による感覚・ ADL面、言語聴覚土による摂食苗を中心にした指導・助言を受けて、教師

が授業にそれを反映させるよう努めている。年間 3自の定期的な相談、指導・助言・評価を

ふまえた成果を研究報告会で広く全体の教職員に発信している。

D特別支援学校では、個別の教育支援計画を策定するため、リハ相談、ケース会議等多

様な場からなる医療・教育連携体制を構築し、異職種間で共通のツーノレの開発と評価と目

標の共有化を図る取り組みを行っている。担任教師と外部専門家とのコーディネートを行

う療育相談係が配置され、 1弓係は担任とは異なる立場から参画して多面的な見方を提供し

たり、外部の専門家・専門機関かケ情報の収集・提供を行ったりしている。

これらの事例は部分的であっても、外部専門家の役割として①診断・評価に関する情報

提供や研修会講義、②指導計画・方法に関する指導助言(スーパーピジョン)、③協働での

指導実践・ケース会議(コンサルテーション)の 3つの連携レベルを実現しているといえる O

また、連携タイプ。からいえば、 3及び C特別支援学校は侶53iJの専門家との連携であるこ

とから multidisciplinary typeに、 A特別支援学校は、専門家がチームを結成した連携で

あるので interdisciplinarytypeに、そして D特別支援学校は自発的とはいえ、地1域の

専門家・関係機関からなる連携体制を構築していることから transdsciplinarytypeに分

類することができるだろう。
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厳しい条件制約の中で、教員や専門家が「連携できている j と考える状態は、「自由に

意克を述べ、気軽に'情報交換ができる状態Jr課題や状況などを共通理解できている状態j

「互いの立場を尊重し、受け入れ、対等な立場で協力できている状態Jr目標や方針が一

致している状態Jrいつでも必要なときに話し合いができる状態j が挙げられる。いつで

も直接話すことでき、互いの様子を把握できる状態が望まれ、そのことが、専門家の常勤

化への要望になっていると推察される O

おわりに

肢体不自由特別支援学校として自立活動の専門性を維持・向上させるには、外部専門

家・専問機関との連携を欠かすことはできない。特別支援学校における自立活動指導の

jヨ~性向上のためには、①研修機会の拡大~現職研修のあり方、②チームワークによる校内

指導体制の確立、③専門性の向上を配慮、した人事異動の実施、そして、専門家との連携を

深化するためには、①11i!!l551Jの支援計画の策定と実施の充実、②教員と専門家の協働による

指導、③地域の療育システムの構築を検討し実践する必要があろう。

肢体不自由特別支援学校の教師の自立活動指導の専門性を向上させるため、どのような

連携が必要とされるのか。その解明には、①校内体制の状況からみた活用効果を比較する

こと、②専門家の役割として連携レベルからみた効果を検証すること、③実践過程におけ

る教員と専門家との連携の実態と専門性向上の課題に関する意識変容を把握することを

目的に、各地域・各学校の事例を比較検討すること、④協力校の実践過程を臨床的立場か

ら分析すること、が今後の研究課題に挙げられる。
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第 12章 特別支援教育における聴覚障害教育の独自性

佐々木順ニ

1 .はじめに

聴覚障害は、特殊教育制度下では、統合教育(インテグレーション)、特殊学級(難聴

学級)を拠点とした通常教育との連携、交流教育等が比較的早期から行われてきた燈害種

であるが、特別支援教育制度下では発達障害重視傾向とも相侠って軽視される傾向がある O

したがって特殊教育から特別支援教育への制度的転換における聴覚障害教育の課題の第

ーは、これまで通常教育の中で、あるいは通常教育との連携によって行われてきた経験を

いかに定着させ、継承・発展させていくかという点である O

聴覚障害はまた、補聴器等のテクノロジーに支えられた残存聴力活用と口話習得の教育

により、健常児への近似が比較的強く期待されてきた障害種でもある(聴覚障害のもつこ

の特徴は、上述のような統合教育の早期からの開始とも関係する)。しかし、穂覚障害児

は人工内耳のような最新の技術によっても聴児と|可ーになるわけではなく、言語習得、学

力保障、アイデンティティ形成に向けた特別な指導・支援を必要とする O とりわけ言語と

しての手話の使用を穂覚障害教育にどのように位置づけるかは、聴覚障害児と聴児の差異

を社会文化的問題として捉えるかどうかの問題であり、特別支援教育の対象が基本的には

「障害j に限定されていることに根本的関いを投げかけている。この間いは、インクルー

シブ教育の対象範囲をどのように設定すべきかという、世界各面で行われている議論とも

重なる O

したがって第二の課題は、新しい特別支援教育において聴覚障害のもつ社会文化的意味

をどのように認識していくべきなのかを追究・追求することである。

2. 特殊教育における聴覚障害児の「統合教育j の成果と課題

1 )通常学校・学級に在籍する聴覚障害児の位置

日本の特殊教育は、第二次世界大戦後に制定された学校教育法の下で、盲・聾学校の就

学義務制の開始、養護学校の計画設置、特殊学級の整備・拡大を進めてきた。特殊教育制

度の就学措置の特徴は、各障害について医学的な鑑別に恭づき分類し、その分類に基づい

て、児童生徒を特殊教育諸学校、特殊学級、普通学級へと適正に就学させるというもので

あった。

聴覚障害の領域では、 1960年代以降、聾学校の児童生徒は減少しはじめ、一方では特殊

学級(難聴)に在籍する児童生徒が急増していく(図上 2参照)。通常の学級に在籍す

る聴覚障害児も、徐々に増えていったと考えられる。文部省が 1967 (昭和 42)年度に実

施した「児童・生徒の心身障害に関する誠査j は、これまでの特殊教育諸学校・特殊学級

の対象の他に、通常の学級に在籍する弱視、難聴、言語障害などのある児童生徒の存在を
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明らかにし、これらの児童生徒に対する「特別な配慮」が必要であるとした。
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こうして、何年 7月には、 f特殊教育総合研究調査協力者会議j が設置され、 1969(昭

和 44) 年 3月、同会議は「特殊教育の基本的な施策のあり方について(報告)Jを提出し

た。同報告の示す、「特殊教育の改善充実のための基本的考え方j には、「心身障害児の能

力・特性等に応じ、柔軟で、弾力的な教育的取り扱いをすること Ji普通児とともに教育を

受ける機会を多くすること j など、通常教育との接続にかかわる問題への提言が盛り込ま

れた。

間報告は、とくに通常教育との接続に演する具体的施策として、「普通学校における指

導体制の整備Jを掲げ、第一に、「普通児とともに学習することが可能な心身障害児」に

対する「必要な施設設備j や「専門の教員」の整備・配置、巡回指導の実施を、第二に、

「特殊教育諸学校または特殊学級に在籍する児童生徒」についても「可能な範囲で普通学

校または普通学級において指導」できるよう、 rIUJ係の学校または学級相互の問の提携協

力Jを図ることについて勧告している O

通常学級に在籍する障害児を特定の時間抽出して指導する形態は、 1960年代後半には、

特殊学級への遇級という形で徐々に始まりつつあったが、これが正式に制度化されるのは、

1993 (平成 5)年の学校教育法施行規員Ijの改正によってである口しかし、これらの障害児

を通常の学級で指導するための制度的根拠はないに等しかった。ただ存在したのは、 1978

(昭和 53)年の初等教育局長通達「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置に

ついてJ(第 309号通達)における、「特殊学級において教育するか又は通常の学級におい

て留意して指導すること j という規定のみであった。

2) 通常学校・学級における聴覚障害児への教育実践と課題

このように制度面での制約はあったが、通常学校・学級における聴覚障害児の教育実践

は、保護者をはじめ、難聴学級や聾学校の教師、難聴幼児通盤施設の職員、大学教員や医

師などがインフォーマルに関与することによっておこなわれてきた。

通常学校における聴覚障害児の教育実践の内実は、利用できる教育的・社会的資源の違

いによって多様であったと思われるが、そうした実践には共通する、保護者や聴覚障害教

育専門家による期待があったと思われる。それは、聴覚障害児が、地域の子どもたちの関

係のなかで成長していくこと、多様な個性のある子どもたちの中で人間形成をしていくこ

とである。聴覚を最大限活用し、音声で会話する能力は、そのための重要な条件であると

ともに、聴児とのコミュニケーションによってさらに高まるものであると期待された。

一方、これらの教育実践には以下に述べるような三つの課題があったと考えられる。第

一に、通常の学級に適応できるかどうかは本人の努力に任される部分が大きかったことで

ある。例えば、聴覚障害児は、通常の学級の授業において教師の話や他児の発言から十分

な情報を得られない状況に置かれやすく、そのような場合は、授業の流れから離れ、教科

書を使って自学自習するということがあった。

このことは、通常の学級のなかで、担任教師がどのように指導上の配慮、をおこなうのか、

自分以外の教師や関係諸機関との協働した形での指導・支援をどのようにおこなうのかと
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いう指導・支援の方法論が確立されておらず、それを支える制度的根拠もなかったことを

意味する。これが第二の課題であった。

そして第三の課題は、糖、覚障害児の障害認識あるいはアイデンティティを育てることの

藍要性が十分認識されてこなかったことである。聴覚障害教育の理念は、聴児と同じよう

な言語発逮を促し、聴者社会の中で生活できる力を身につけさせ、社会的自立を実現させ

ることで、あったし、現在、穂覚障害児を教育するほとんどの特別支援学校・学級等が掲げ

る理念も根本的な部分は変わっていない。この理念は、障害認識やアイデンティティを育

てることと必ずしも矛盾しないが、聴、児との近似を目指す方向性がより強調される歴史が

あった。

3. 特別支援教育における通常学校の聴覚障害児の支援のあり方

1993 (平成 5)年の通級による指導の制度化は、通常の学級に在籍する聴覚障害児に適

切な教育をおこなうための制度的根拠の出発点となった。そして 2007(平成 19)年度に

は、特殊教育から特別支援教育への制度的転換がなされ、通常の学校が当該学校に在籍す

る障害児に対し「学習上又は生活上の困難を改善・克服するための教育j を行うことが明

された(学校教育法第 81条 1)蓑)。また、特別支援学校は、通常の学校の要詰に応じて、

こうした障害児の教育に関し「必要な助言又は援助を行うよう努めるものj との規定が新

たに加わった(向法 74条)Q

さらに、文部科学省は 2007(平成 19)年度から、特別支援教育支援員への地方財政措

置を開始し、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への学習支援を拡充する方向へと

動き出している。

こうした変化は、通常の学級における聴覚障害教育の課題のうち、本人の自助努力に依

存するもので、あったという点、ならびに、通常学級のなかでの指導・支援のための方法論

と制度的根拠がなかったという点の改善にかかわるものである。この改善を確実にするた

めには、これまでの通常学校・学級における聴覚障害教育の教育実践の蓄積と反省を十分

に踏まえる必要がある。

それでは、三つ患の課題であった障害認識あるいはアイデンティティの育成については

どうであろうかe 近年の特別支援学校等の実践報告を読むと、この面についても新たな変

化を見出すことができるc例えば、『聴覚障害』誌第 694号 (2009年 1月)の特集 fセン

ター約機能Jには、聴覚障害児を教育する特別支援学校が、地域の通常の学校に在籍する

対する教科学習の補充、言語学習の拡充だけでなく、聴覚障害児同士が集団

を形成する機会を設け、障害認識を促していくことが fアイデンティティの確立において

に大切なものj と投置づけて地域支援をおこなっている様子が描かれている(小西

[2'U09]4-11}o 

聴覚i翠害児の欝審認識やアイデンティティの育成の教育的重要性が認識されるように

なったことと、特別支援教育への制度的転換とに直接的結びつきはない。しかし、多様な
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者が受け入れられる環境をつくること、そして多様な一人ひとりが自己認識を深め、他者

とかかわりをもてるようになることは、通常学校・学級で、障害の有無にかかわらず、一

人ひとりが対等な関係で学校生活を送ることができるために、期待される教育目標である

と思われる。

文献
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第 13章 要支援・要保護児童の教青的ニーズと特別支援教育の課題

佐々木順二

1 .はじめに

小論は、日本の特別支援教育を、「障害J以外の状態に基づく学習上、生活上の困難を

もっ子どもの教育的課題という点から検討し、特別支援教育のさらなる変革の可能性を探

ろうとするための、ささやかな一歩である O その際、経済的困難や虐待等、家庭養育に問

題のある子ども(=要支援児童・要保護児童)の学習上、生活上の困難に焦点をあててい

く。

世界の特殊教育あるいは障害児教育の潮流は、インクルーシブ教育 (inclusive

education)である。例えば、 1994年 6月にユネスコから出されたサラマンカ声明は、「通

常の学校内にすべての子どもたちを受け入れるという、インクルーシブ教育の原剥」を提

起している。同声明は、インクノレーシブな学校は、身体的、知的、社会的、情緒的、言語

的あるいはその他の状態に関係なく、すべての子どもたちを対象とすべきであると述べる。

その中には、障害のある子どもや英才児、ストリートチルドレンや労働している子どもた

ち、辺境地の子どもたちゃ遊牧民の子どもたち、言語的、民族的、文化的マイノリティの

子どもたち、その他の恵まれない地域や周縁におかれた地域の子どもたちも含まれる。

しかし、インクルーシブ教育の理念をどのように解釈するか、各国の教育の現実のなか

にどのように受容しうるのかは、その国の教育がおかれた歴史的・社会的・文化的文脈を

考慮しなければならない。

例えば日本では、 2001年 1丹に調査研究協力者会議による f21世紀の特殊教育の在り

方について~一人一人のニーズ、に応じた特別な支援の在り方について~(最終報告)Jが

文部科学省に答申されて以来、特殊教青から特別支援教育への制度的転換が進められてき

た。学校教育法等の関連法令の改正を経て 2007年4月に特別支援教育制度が本格的にス

タートした。

だが、特別支援教育は、基本的理念と対象の点で、インクルーシブ教育の範障にあると

は言えない面がある O 特別支援教育の基本的理念は、 f障害のある児童生徒の視点に立っ

て一人一人のニーズを把握して必要な教育的支援を行うという考え方に基づいて対応を

図るJというものである。子どもを中心に据え、個別のニーズに対応するという考え方は、

インクルーシブ、教育の理念の一つで、もある O しかし、特別支援教育は、通常の学校それ自

体の変革の志向を欠き、対処すべき教育的ニーズを「障害Jに限定して捉えている点で、

インクノレーシブ教育の志向とは異なる D

さて、日本の学校教育の問題に目を向けると、障害のある児童生徒の教育問題以外にも、

学校と地域や家庭との関係の変容、基礎学力を保証する場としての公立学校の機能の低下、

経済格差を反映した教育格差の再生産、多数の不登校の児童生徒への対処(近年微減しつ
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つあるが根本的解決にいたっていなし¥)等をあげることができる。

小論で、は、家庭養育の問題と子どもの学習上、生活上の国難との関係に着目する。その

理由は、地域と家庭との関係の希薄化、経済不況の長期化により、社会から孤立して子ど

もの養育をせざるを得ない家庭、子どもの養育費に図窮する家庭が存在するからであり、

子どもの心身の発達を虐待から守り、教育を受ける権利を保障していくことが重要な課題

となるからである O

なお、小論で、は、家庭養育に問題のある子どもを総称して要支援・要保護児童とよぶ。

根拠は、わが国の児童福祉法にある要支援児童および要保護児童の規定である。要支援児

童とは、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童であり、要保護児童と

は、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童であ

る(先輩福祉法第 6条の 2第 5項・第 8項) 1 

2. 日本の特別支援教育の対象範囲

特殊教育から特別支援教育への移行により、特別な支援を受ける対象は拡大した。これ

までの特殊教育は、特殊教育諸学校(富学校・聾学校・養護学校)、特殊学級、通級指導

教室という、三つの特別な場で行われる教育のことをさしていた。

これに対し、特別支援教育では、これまでの特殊教育の対象の他に、小・中学校等の通

常の学級に在籍する LD、AD/HD、高機能自閉症などの発達障害が加わることとなった。 2002

(平成 14)年に文部科学省が実施した、ノト・中学校の教員を対象とした調査によれば、知

的発達に遅れはないが、学習面や行動面で著しい困難を持っていると担任教師が回答した

児童生徒の割合は 6.3%)であった。医師の診断に基づく結果でないため、度ちにこれらの

障害であると判断することはできない。しかし、通常の学級に在籍する約 6010の児童生徒

が、学習面や行動面で特別な支援を必要としているとすれば、特別支援教育はこの児童生

徒たちへの対応も求められることとなる D

ところで、特別な支援を提供する根拠があくまで「障害j であることは、特別支援教育

制度においても変わりない。 Table1は、現行法に基づく、特別支援学校、特別支援学級、

通級指導教室の対象となる児童生徒の障害の種類を示している口特殊教育制度からの変更

点は、第一に、通級指導教室の対象に上記の学習障害者、注意欠陥多動性障害者が追加さ

れたこと、第二に、自閉症者の障害特性への対応のために、通級指導教室および特別支援

学級の双方において情緒障害から独立して扱われるようになったことである(下線部分)。

つづいて Table2は、 2008(平成 20)年度にこれら三つの教育形態で、教育を受けた義務

教育段階の児童生徒数を示している。向表から 234，153人が特別支援教育を受けたことに

なる。同年度の義務教育段階の児童生徒数が 10，785， 303人であるから、特別支援教育を

l厳密には、要支援児童あるいは要保護児童の保護者(し 1る場合は)や「特定妊婦J(出産後の養育につい

て出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦)を含む概念である(児童福祉法第 25条

の2)。
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Tab I e 1 特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室の対象

対象とする障害種

特別支援学校 視覚障害者、穂覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身

体虚弱者を含む)

特別支援学級 知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障

害者、自閉症・情緒障害者、その他鰭害のある者で特別支援学級に

おいて教育を行うことが適当なもの

通級指導教室 言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者、

注意欠焔多動性障害者、その他障害のある者で、この条の規定によ

り(*)特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

備考 *学校教育法施行規員IJ140条

受ける児童生徒数の比率は 2.2%である。なおこの比率は、 2000(平成 14)年度がl.30/0、

2004 (平成 16)年度が1.6%であり、特別支援教育の対象は徐々に拡大しつつあるといえ

る。

しかし、通常の学校に在籍して特別支援教育を受けーる児童生徒に限定すれば(特別支援

学級、通級による指導入その比率はl.60/0であり、前述の文部科学省による調査で示され

た 6.30/0という数値からは程遠い。つまり、担任教師からは小・中学校で、学習面や行動面

で12El難を示すと認識されながら、公的な特別な支援を受けないまま教室にいる児童生徒が

存在すると考えられる。

Tab I e 2 特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室で教育を受ける

義務教育段階の児童生徒数

小学部 | 中学部 合計

特別支援学校 34， 258人 26， 044人 60，302人

小学校 中学校 合計

特別支援学級 86， 331人 37，835人 124， 166ノ、

通級による指導 46， 956人 2， 729人 49，685人

合計 | 山 45人 i 川 08人 i 234， 153人

出典文部科学省『平成 20年度特別支援教育資料』

3.長期欠席児童生徒数の推移からみた学校教育の課題一不登校の原因からー

1 )長期欠席児童生徒と特別支援教育の対象

学校教育全体から特別支援教育の対象を考える際、長期欠席児童生徒に着目する必要も

あるだろう口なぜなら、まず長期欠席の原因の中に、児童生徒の学習上の困難や学校生活
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を送る上で、の困難が含まれている可能性があるからであり、また長期欠席による学習空自

を補償することも特別支援教育の役割として規定しうるからである。

Table 3は学齢児童生徒長期欠席の理由別の人数の推移を示している。同表から読み取

れることは次のように整理される口第一に、 1990年代に学校ぎらい/不登校(以下、不登

校)を理由とする長期欠席が急増し、それは特に中学校で顕著である O 第二に、病気を理

由とするものが徐々に減少しつつあるのは、医療の進歩や医療と教育の連携の促進などに

より、慢性疾患児の入院期間が短期化されたからであると推測される O 第三に、その他の

理由によるものも相当数存在し、原因を特定しづらいものや要因が複合する例があると考

えられる O その他の理由の内訳をさらに明確にしていく必要がある。第四に、経済的理由

によるものは減少しつつある。

1991 

Table学齢児童生徒長期欠席状況の推移 単位人

学校ぎらい/不登校 病気

小学校中学校 小学校中学校 言十 小学校中学校

89 486 53448 9652 43796 32640 15273 17367 4835 10236 

181 813 8159] 16569 65022 78826 44689 34137 9611 16806 

143 494 130227 26047 104180 70803 43444 27359 8794 10717 

78 220 12 24077 102149 48823 29086 19737 89051 9075 

47 194 ]29124 23927 105197 46568 25248 21320 110141 12171 

年度 i総計

1995 

1999 

2003 I 193327 

2007 I 199118 

出典 文部省『特殊教膏資料J文部科学省『特別支援教育資料J

備考 ①1991年震までは年間 50日以上の欠席を、それ以降の年度は

年間 30日以上の欠席を長期欠滞とする。

② f学校ぎらいjの項目は 1997年度以降「不霊校」に変更。

それでは、長期欠席児童生徒のうち、特別支援教育の対象として考えていくべきなのは

どのようなケースだろうか。これは二つの観点から考えることができる O 一つは、あくま

で障害(慢性疾患や身体虚弱などの病気を含む)に限定する観点であり、いま一つは、障

害に限定せず、学習上や学校生活上の困難を有するかどうか、換言すれば、特別な教育的

ニーズがあるかどうかをみようとする観点である。

前者の観点をとる場合、上表で病気に分類される児童生徒は、その疾患が学習や学校生

活に及ぼす困難に応じて、特別支援教育を受ける可能性がある。

また不登校に分類される児童生徒のなかには、心身の不調が激しく出ることによって心

身症と診断されるケースや、不安感や緊張感、抑うつ感、無力感が長く続くような情緒及
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び行動の障害とみなされるケースも存在する O 実際、近年心身症や情緒及び行動の障害の

ある児童生徒が、病弱者を教育する特別支援学校や特別支援学級で教育を受けるケースは

著しく増え、病類別の比率では 26.9%と最も高い(国立特殊教育総合研究所[2006J2-4)0

さらに、近年、発達障害のある児童生徒が不登校にいたる事例が少なくないことも指摘

されている D 例えば、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある児童生徒が、周囲との人間

関係をうまく構築できなかったり、学習上のつまずきを克服できなかったりする状況が進

み、不登校にいたる事例等である(文部科学省 [2003J)0 通常の学校における特別支援教

育体制の整備が始まりつつあるが、発達障害のある児童生徒がその障害ゆえに不設校にい

たらないような努力が急務といえる O

2) 家庭環境に起因する特別な教育的ニーズと特別支援教育

それでは、後者の観点すなわち特別な教育的ニーズという観点から、長期欠席児童生徒

と特別支援教育の対象との関係をみるならば、何がみえてくるだろうか。筆者は、児童生

徒の家庭環境に起因する学習上、学校生活上の困難をあげる。

確かに、保護者の経済的理由による長期欠席児童生徒の数は減少してきた。しかし、家

庭生活に起因する不登校の都合は 1990年代を通じて 20%前後を推移してきたし、登校困

難の背景に虐待が疑われる事例があることも指摘されてきた。保護者が学校に行かせなか

ったり、虐待による心的外傷ストレスにより適切な人間関係がつくれず、非行に走ったり

といったことが起こりうる(文部科学省[2003J)0

児童相談所での虐待の対応件数は、 2000年に児童虐待の防止に関する法律が成立して以

降、増加の一途を辿り、 2007年度には4万件を越えた。この 10年間で 10倍近くの増加で

ある。児童養護施設に入所する児童の数も増加しており、全国の児童養護施設が収容でき

る定員に対する在所率は 9割を超えた。つまり、児童福祉の言葉でいえば、要支援児童、

要保護児童が増えているのである。そしてその背景には、家庭と地域との関係の希薄化、

子育て環境の孤立がある D

さて、虐待を受けた児童生徒数の増加は、同時にその児童生徒一人ひとりの学習上、学

校生活上の困難が広がっていることを意味する。学校は、虐待を受けた児童生徒の教育的

ニーズ、に組織的に対処すべきであることは明白である。そこで特別支援教育は、このよう

な要支援児童・要保護児童の教育的ニーズにどのように応えていけるのだろうか。

4. まとめにかえて

2006 (平成 18)年 5月、学校等における児童虐待防止に向けた取組に関する調査研究会

議によって「学校等における児童虐待防止に向けた取組についてJ(報告書)が提出され

た。その中では、学校として虐待防止の校内体制の整備を組織的に行うことの必要性や、

特別支援教育も含めた関係諸機関との連携のシステムづくりに言及している。とくに注目

されるのは、不登校、非行、いじめ、自殺などの生徒指導上の問題と、特別支援教育で扱

われる学習上の困難の問題とが重なりあう場合があることを示し、それらの共通の背景と
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なりうる要因として、虐待と発達障害を位置づけた点である。また、教育と福祉の両領域

をつなぐ職域であるスクーノレソーシヤノレワーカーの意義に言及した点も本報告の特徴で

ある D

特別支援教育の対象は、これまで述べたように障害に限定されている。しかし、家庭環

境に起因する児童生徒の学習上、学校生活上の困難が存在し、そこに発達障害をはじめと

する障害が関係しうることを考えれば、特別支援教育は要支援・要保護児童の教育的ニー

ズにも取り組んでいく必要がある。少なくとも、これからの特別支援教育は、すでに始ま

りつつある学校における児童虐待防止に向けた取り組みとの積極的な連携を求められる

と考える。
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第 14章 特別支援教育における教職の専門性と新たな協働の同僚

性の構想

安藤隆男

1 .緒言

特別支援教育においては、社会的要請から専門性に関する議論が盛んに行われている D

しかし、何を根拠に専門性を定義するのかは明確ではなく、実に多義的に使用されている

のが現状であろう D

ここではまず、教職の専門性 (professionalismof teachers) とは何かについて概念、

の整理をしておきたい。

1956年、リーパーマン (Lieberman， M.)は、彼の著書“Educationas a Profession"に

おいて専門職の特性 lについて提起した。この中で、もっとも重視されたのが、教師の実

践における最適な判断を行う上での権利であり、かっ判断に対する費任を意味する、自律

性 autonomyである。稲垣(1998)によれば、教職の実態に鑑みたときに、リーパーマン自

身は、提起した特性がすでに実現されているとは考えていないとし、教師をめぐる内外の

課題が存在していることを指摘した上で、特に教師にその力量と意識における変革と、自

律性の内実的な形成を求めたのである。

彼の理論は、専門職を把握する方法論としての特性論 (trai t approach) として位置づ

けられ、その後、わが国においても専門職の構成要件として、議論が展関されるのである

(名越[1981])。リーパーマンの提起に端を発した議論は、現実には完全な理想、型として

の専門職は存在し得ないのではなし1かとされ、教職には、生涯にわたる『専門職としての

理想型を希求するプロセス』に意義があるとする、プロセス論 (processapproach) の台

頭を誘導するのである (Ozga& Lawn[1981])o 

一般に教職の専門性を規定するときに、教師が児童生徒の実態に応じて、授業をデザイ

ン・実施・評価する一連の営為において、どれだけの知識・技能を有しているかが重要な

ポイントとされる。『結果としての知識・技能の獲得』という視座に依拠するものである。

しかし、獲得すべき最低限の知識・技能とはどの水準を想定するのか、水準に達したかど

うかの判断は、誰が、どのような基準で行うのか、あるいは、科学技術の進歩が著しい現

代にあって、知識・技能は獲得した段階ですでに最新ではなくなっている可能性があるの

ではないか、と間し 1かけたときに、この視座の脆弱さを指摘できる o W専門職としての理

想型を希求するプロセスJにこそこの脆弱さを補完する視座があると見なせるのである

(安藤[2008J)。

このように理想的な専門職を志向すること、すなわち専門職化 (professionalization)

には、基本的に二つの方向性がある。ひとつは、教職が職業としてどれだけ専門職として

の地位を得ているか、という専門職性 (professionalism)の高度化に関わることである。
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ふたつは、教育行為における専門的知識・技術の中身となる、専門性 (professionality)

の高度化に関わることである。前者は地位論に立脚するものであり、職業の地位の状況と

向上を問題とする。 ILO'ユネスコ f教員の地位に関する勧告J(1966)はこの例である O

後者は、役割論・実践論に立つものであり、 1970年代後半から大きなトレンドとなるもの

である。

本撃では、教職の専門職化における役割論の立場に依拠し、近年のわが国の教育政策に

おける新たな同僚性 collegialityに関わる内容を抽出するとともに、特別支援教育にお

ける協働の同僚性に関わる現状と課題について考究するものである。

2.わが国における近年の教育施策における新たな同僚性

これまで中央教育審議会などの場において、学校教育に関わる施策立案の議論が行われ、

数多くの提言がなされてきた。ここでは、最近の提言等における教師の向きあうべき新た

な同僚性について整理する。

(竹中央教育審議会(第一次答申) ~ 2 1世紀を展望した我が盟の教育の在り方につい

て](1996 (平成 8) 年 7月)

中央教育審議会は、 f今後における教育の在り方j、「学校・家庭・地域社会の役割と連

携の在り方j、「国際化、情報化、科学技術の発展等社会の変化に対応する教育の在り方」

の3部から構成する[i2 1世紀を展望した我が国の教育の在り方について』の第一次答申

を行った。

本答申では、これからの社会は、国際化、情報化、科学技術の発展などが一層進展し、

変化の激しい時代、先行き不透明な時代であるとし、今後の教育の基本的方向として、豊

かな人間性など時代を超えて変わらない価値のあるものを大切にするとともに、社会の変

化に的確かっ迅速に対応する教育が必要であるとした。そのような中で、これから求めら

れる資質や能力は、変化の激しい社会を[生きる力]であるとし、これをはぐくむために、

①子供たちをはじめ、社会全体に〔ゆとり]をもたせること、②学校・家庭・地域社会の

連携とこれらのバランスのとれた教育の推進、家庭や地域社会における教育の充実、を掲

げた。とくに、学校・家庭・地域社会の連携の観点から、社会に対して「関かれた学校づ

くり j の推進が提唱されたのである。

( 2) 中央教育審議会(答申)~今後の地方教官行政の在り方について] (1998 (平成 10)

年9月)

中央教育審議会は、 1998年 9月に『今後の地方教育行政の在り方について』を答申した。

本答申では、第 1章において教育行政における菌、都道府県及び市町村の役割分担の在り

方について言及した上で、教育委員会制度の在り方や地域の教育機能の向上などに演する

教育委員会の果たすべき役割をとりまとめた。このような文脈において、第 3章として「学

校の自主性・自律性の確立についてJを位置づけ、その中で「地域に関かれた学校づくり j

を推進するためには学校が保護者や地域住民の意向を把握し、反映するとともに、その協
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力を得て学校運営が行われるような仕組みを設けることが必要であるとして、実情に応じ

て学校評議員を設けることができるよう提言した。

同審議会は、 2004(平成 16)年 3月、『今後の学校の管理運営の在り方について』を答申

した。 地域に関かれた信頼される学校づくりを目指して、 2000(平成 12)年に導入された学

校評議委員制度の取り組み状況を踏まえ、保護者や地域住民が一定の権限を持って運営に

参画する新しいタイプの公立学校(地域運営学校)に関する制度を構想した。学校の運営

への保護者や地域住民の参画を制度的に保障するための仕組みとして、教育委員会が、地

域運営学校の運営について協議を行う組織である[学校運営協議会j設置の必要性を唱え

たのである。これからの学校は、地域に開かれた学校づくりを推進するため、保護者や地

域住民の連携の下で、学校運営を行うことが求められたのである。

( 3 )文部科学省『学校評価ガイドライン〔改訂)~ (2008(平成 20)年 1月)

2006年 3月、文部科学省は、「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」をとり

まとめた。この中で、自己評価と外部評価からなる学校評価の方法が提案され、保護者と

地域住民は、外部評価者として位置づけられた。

その後、 2007年 6月に改正された学校教育法により、学校評価の根拠規定として第 42

条が新設され、これを受け同年同月に、学校教育法施行規則において、①自己評価の実

施・公表、②保護者など学校関係者による評価の実縮・公表、③自己評価結果・学校関係

者評価結果の設置者への報告、に関する規定が来~たに整備された。そして、学校評価の推

進に関する調査研究協力者会議での議論を経て、文部科学省は「学校評価ガイドラインj

の改訂を行ったのである。

主な改正点としては、第一に、施行規則の改正を踏まえ、それまでの「外部評価jを「学

校関係者評価jに改めるとともに、評舘者に保護者を加えることを基本としたことである。

第二に、学校評価の実施手法を、①各学校の教職員が行う評価〔自己評価〕、②保護者、

地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、自己評価の結果について

評価することを基本として行う評価〔学校関係者評価〕、③学校と直接関係を有しない専

門家等による客観的な評価〔第三者評価〕、の 3つの形態に整理した。学校の外部者とし

ていた保護者や地域住民を、学校関係者として位置づけたことは注目すべきことである。

(4 )諸提言における協働の向僚性の構築

地方分権化の推進と教育における規制緩和の流れの中で、地方自治体では、少人数学級

の実現や複数担任制の導入など、独自の教育施策の採用を可能とした。このことは、教師

間の同僚性に関わる伝統的な教師文化に一石を投じることとなったといえる。いわば新た

な教師開での協働の同僚性の視点を提起したとみなせる O

また、わが国の学校評価の枠組みにおいては、それまで外部者と扱った保護者や地域住

民を、学校教育関係者として位置づけた。学校運営上、向きあうべき存在として改めて保

護者や地域住民に注目したことから、協働の向僚性として保護者や地域住民を対象化した

ものといえる。
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このようなことから、近年の学校教育の施策に関わる議論とこれに基づく提言において

は、協働の同僚性の構築が来~たに求められるのである O

3. 特別支援教育における協働の間僚性

特別支援教青は、従来の特殊教育の対象だけでなく、学習障害 LD、注意欠陥多動性障

害ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その

一一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又

は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものである D 障害や場に

依拠する指導から個々のニーズ、に応じた指導へと転換したことから、これまでの盲・

養護学校のみならず、すべての学校が特別支援教育の担い手となったのである。

特別支援教育の展開にあたり、従来の盲・聾・養護学校は、長年にわたって培ってきた

専門性に基づき、ノト・中学校などの要詰に応じて助言、援助を行う特別支援学校へと移行

された。

ここでは、新たに制度化された特別支援教育における協働の同僚性に着目して、その系

譜をいくつかの観点から整理する。

( 1 )特別支援教脊において提起された新たな概念

2003 (平成 15)年 3月、『今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)jでは、新た

な概念として、個別の教育支援計画、広域特別支援連携協議会、特別支援教育コーディネ

ーターを提案した。たとえば、個別の教育支援計画は、「障害のある子どもを生涯にわた

って支援する観点から、一人一人のニーズを把握して、関係者・機関の連携による適切な

教育的支援を効果的に行うために、教育上の指導や支援を内容Jと規定して、その策定、

実施、評価 crplan-Do-SeeJ のプロセス)における中核的な要素として、関係者・機関の

連携を挙げた。

個別の教育支援計画における関係者間の関係の観点からは、まずは、教師間の連携を前

提とした関係性を指摘できる。学級担任教締の外に、自立活動の担当教師、養護教諭など

が連携の対象となる。連携の中心的役割は、特別支援教育コーディネーターが担うもので

あり、教師間の関係性を紡ぎ、これを基盤に就学中における保護者や関係専門家との連携、

そして就学前及び卒業後の関係者との連携へと展開するといえる D この関係者間のつなが

りや連携は、基本的に、特別支援教育の制度化において提起された他の概念においても含

意される。

( 2 )医療的ケアの実施及び外部専門家の配置

特定fj支援学校における児童生徒の障害の重度・重複化が指摘されて久しい。文部科学省

の統計によると、過去 15年間の義務教育段階での重複障害学級の在籍率は、およそ 40%

前半で推移している。それまで増加の一途をたどってきた重複障害者の割合は、障害領域

によって大きく異なるものの、近年にいたりおおよそ一定のレベルで、安定化する傾向にあ

るO
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重複障害、とりわけ重度・重複障害者の存在が注宮されてきた特別支援教育の現場にお

ける今日的課題として、次のふたつの事業に注目したい。第一は医療的ケアの実施に関す

ることであり、第二は自立活動に関わる専門性向上を期した外部専門家の導入、配置に関

することである O

①特別支援学校における医療的ケアの実施について

文部科学省による特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査によれば、 2008年 5月時点

での特別支援学校の在籍者のうち、医療的ケアを必要とする者の割合は 6.2%であった。

看護師を配置し、看護師が医療的ケアを実施する県は 16であったのに対して、教師も共

に実施する都道府県は 31に達している O 実施に教師を加えるか否かは、忠治体によって

異なるものの、すべての自治体で学校に看護師の配置がなされていることに留意する必要

がある。

また、医療的ケア実施体制整備の観点から、運営協議会の設置が重要となるが、これは

すでに 41の都道府県で設置がなされている。運営協議会の構成員は、自治体によって若

干の違いはあるが、学校関係者をはじめとして、医師、看護師、学識経験者、保護者、自

治体関係部局からなる。

②外部専門家の導入、配置

児童生徒の障害の重度・重複化は、教育課程の編成上、自立活動領域の相対的な重みを

増す結果となっている。自立活動領域で、の指導の専門性をし 1かに向上、確保するかは、 i喫

緊の課題となっている。このような背景から、文部科学省は、平成 20年度から fpT 、O

T、ST等の外部専門家を活用した指導方法などの改善に関する実践研究事業j を立ち

げ、全国 13県市の特別支援学校 49校に研究委託を行っている。障害の重度・重複化がも

っとも顕在化する全国の特別支援学校(肢体不自由)では、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚土などパラメデイカルな専門家の導入が行われているのである。

( 3 )特別支援教育における自立活動の指導の新たな展涜

2006年 3月、学校教育法施行規則(以下、施行規則とする)の一部改正が行われ、通級に

よる指導の対象に、来)yたに LD、ADI-ID、自閉症(以下、発達障害とする)を加えた。

同年 4月から施行規則が実施されたことにより、通級による指導を受ける発達障害者の数

は年々増加し、 2006年度は 6，894名であったのが、 2008年度には 14，135名となった。通

級対象者全体の両年度比較では、 8，237名の増加であり、その 87.90/0を発達障害者が占め

ていた。通級による指導の対象者は、発達障害者などの潜在的な需要から、今後ますます

増加することが予測できる。

通級による指導とは、通常の学級に籍を置く教育的なニーズがある児童生徒に対して、

特別の指導を、特別の場で行うものである D 施行規則の規定により、通級による指導は、

特別の教育課程をもって編成できるとされ、特別の指導は基本的に自立活動と位霞づけら

れるとともに、教科指導の補充を行うことも可能とされた。

さて、特別支援学校学習指導要領の規定によれば、自立活動は、「自立活動の指導」と
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「自立活動のi時間における指導(以下、時間の指導とする)Jとに分けられる。前者は学

校教育活動全体を通じて行う指導であり、後者は、小学部を例にすると、各教科、道徳、

特別活動、総合的な学習の時筒、そして外国語活動との密接な関連を図りつつ、時間を特

設して行う指導である O 時間の指導は、概念的には自立活動の指導に包含される O しかし、

自立活動の指導の前提で、ある学校教育活動全体を通じた指導を具現するためには、時間の

指導をコアにして、各教科などの領域との関連を図るという考え方が注目できる O 時間の

指導と自立活動の指導との関連は、個別の指導計画として明記されなければならないのは

周知のとおりである。

このように整理すると、通級指導教室で行われる指導は、原員IJとして自立活動の時間の

指導に、在籍する通常の学級での指導は、自立活動の指導に、それぞれ位置づけられる D

通級指導教室での待問の指導の成果は、つねに通常学級で、の各教科等の指導と関連づけら

れ、その経過や結果は、あらためて待問の指導にフィードパックされるのである。

上述のように、通級による指導を受ける児童生徒の飛躍的な増加は、自立活動の指導に

関与する通常学級の教師の存在をクローズアップさせ、通級指導教室での時間の指導との

関連をし¥かに図り、個別の指導計画としてどのように具現していくのかを明確化すること

を求めるものといえる。

2008年 3月に告示された小学校学習指導要領で、は、今後、通常の学級での自立活動の指

導の展開を想定し、総長Ijにおいて「障害のある児童などについては、特別支援学校等の助

言又は援助を活用しつつ、例えば指導についての計画又は家庭や医療、福祉等の業務を行

う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の児童の

障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。特に特別

支援学級又は通級による指導については、各教師問の連携に努め、効果的な指導を行うこ

とJを規定した。個別の指導計画、あるいは個別の教育支援計画の用語こそ使用していな

いが、実質的にはこれらを示唆するもので、関係教師間の連携を掘った背景に上述の通級

による指導の動向があることを指摘できる。さらに、学校教育法の改正により、第 74条

規定を新設したほかに、小学校等の学習指導要領に特別支援学校のセンター的機能の付与

を明示したことはきわめて重いものである。

特別支援教育の制度化は、障害に基づく、あるいは場に依拠する指導から、個々のニー

ズに応じた指導へと転換するものとされるが、通常の学級における自立活動の指導の新た

な展開は、まさに特別支援教育の理念の具現化に資するものといえる。

(4 )特別支援教育における協働の同僚性の抽出

これまで、教師が学校教育の専門家としてその力量を発揮すべき授業の場に、児童生徒

の障害の重度・重譲化を背景に、看護師を含めた外部専門家の配置が行われること、特別

支援学校の教育課程の編成領域である自立活動が、個々のニーズ、に応じた教育を具現する

指導として、小学校などにおいて導入、実施されるようになってきたことを指摘した。-"...

こで改めて、顕在化するこれら諸事象から、新たな同僚性に関わる課題を抽出する。
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第一に、教師間の協{動的なアプローチの導入を挙げる O 児童生徒の障害の重度・重複化

は、経営や指導の形態等に大きな変化をもたらした。ティーム・アプローチの導入である O

これまで、教師の専門性の議論は、もっぱら教師個人が身につけている知識・技術・態度

などの向上を目指す、教師個人モデ、ノレに主眼が置かれる傾向にあった。ティーム・アプロ

ーチの導入は、複数の教師が経営者あるいは授業者として協働することを意味し、学校教

育現場において教師個人モデ、ノレで、は解消し得ない本質的課題を内包することを示唆する

ものである O 特別支援学校では、複数の学級担任制や指導形態としてのティーム・ティー

チング (TeaillTeaching)が導入され、個別の指導計画作成においても複数教師の関与が

指摘されている(安藤[2000J)0

今津(1988)は、教育実践の中で、間われる課題に対して、同僚と協働して解決を図ること

によって、教師の質を向上させる「学校教育改善モデ、ノレj を提起した。このモデ、ルは現職

教育において重んじられるものであるが、養成教育段階においても、同僚との協イ動的な課

題解決に関わる意欲、態度を溜養し、基礎的な知識・技能を身に付けさせることが求めら

れる。

第二に、特別支援学校の教師は、保護者や外部専門家等との協働が求められることを挙

げる D 特別支援学校は、就学する児童生徒の生涯を見通した指導を実現するとともに、地

域のニーズ、のある子どもたちに対する指導・支援に努めることとされた。特別支援学校の

教師は、同僚教師はもちろんのこと、地域のさまざまな専門家と、長期的な時間展望によ

り、協働的な課題解決を図ってし¥かなければならないのである。すなわち、教師の課題解

決における協働すべき対象は、間僚教師の外に、地域を基盤にさまざまな専門家を仮定し

たのである。

第三に、小学校などの通常の学級の教師は、通級指導教室の担当教師や関係者との協働

し、個々のニーズに応じた自立活動の指導を展開してし 1かなければならない。そして、教

育的な診断結果と指導の見通しについては、侶別の指導計画や個別の教育支援計画として

作成されるのである。

以上から、学校教育現場における協働の同僚性として、これまでの教師間の関係性は謂

うに及ばず、保護者や多様な外部専門家との新たな同僚性を構想してし1かなければならな

いことが示唆された。

これまで特殊教育の現場において当事者(教師)が同僚教師と協働して課題解決を行っ

てきたことは、特別支援教育においても引き続き求められるとともに、新たに教室に登場

してきた外部専門家なども、地域における協働の同僚性として意味づけられるようになっ

てきたのである。

4. 教師の同僚性に関わる現状と課題

特別支援教育の充実においては、授業という場における教師間の協働がこれまで以上に

重要となることに加えて、新たに登場したさまざまな専門家を、協働の同僚性として意味

Q
d
 

nノ
臼qa 



づけ、教師は諸課題の解決に当たらなければならないことを確認した。

ここでは、わが国の教師の伺僚性に関わる現状を分析し、将来の協働の問僚性の在り方

に道筋をつけていきたい。

( 1 )教師組織の特性について

教師組織の特性は、個業性にあるといわれる。従来、組織の特性は、{固業性及び協働性

の関連から説明されてきたが、教師組織は、協働性に比べて他業性が色濃く現れるとされ、

それゆえに、疎結合組織 (looselycoupled system) といわれた (Orton& Weik[1990J)o 

教師組織における各成員は、独立性と分離性が保たれ、結びつきが比較的ゆるやかな中で、

必要に応じた共同的な行動をとるとされたのである口

このような疎結合組織では、教育における思標が唆妹になりやすいことや教育の諸課題

において教師が用いるべき技術が暖妹であることが指摘されている(佐古[1996J)。すな

わち、教師組織は、教師の行動を組織目標の達成に向けて収数させにくいのである O

( 2 )教師の偲人主義と私事化が間僚性に及ぼす影響について

欧米の教師は個人主義 (individualism) 的傾向が強く、これが協働の同僚性を培うよ

で船路となるとされた。ハーグリーブス (Hargreaves，A.) によれば、近年の教育改革に

おいて協働の実現を図るために、政策的に「策定された同僚性 (contrivedcollegiality)J 

を導入したとされる。これに対して日本の教師は、教師役割に基づいて普段から集合的、

祁互作用的な教育活動を行う協働的な教育の文化を実現していると見なした。

紅林(2007)は、わが国の教師の同僚性に関わるハーブリーブスの理解の前提に誤謬があ

るとして、自らの実施した調査研究(藤由ら [2003J) をもとに、日本型同僚性の実態につ

いて解釈を行った。紅林によれば、日本の教師は、個人主義(individual ism) に基づく

学級王国的性格とプライパタイゼーション (privatization) の進行により、間僚間の関

係性が希薄化しているという O

このような状況下で、結果として教師をして次に示すような意識構造へと誘引するであ

ろう。第一に、教師問では、棺互不干渉の規範を醸成しやすく、居心地のよさを求める保

守主義に支配されやすいこと、第二に、日常的な関係性の希薄化に対して、集団内での教

師は、必要に応じて個人の判断で選択的に協力関係を結ぶ経験知を有しており、現状の同

僚性は教師にとってたいへん都合のよいものとなるのである。

加えて、特別支援教育は、準ずる教育を前提としながらも、児童生徒の障害の重度・重

複化が進む中で、個々の児童生徒のニーズに応じた指導を実現することが求められる。教

育課程の基準である学習指導要領に示される自標、内容に準拠した指導を前提とした小学

校などと比べて、不確実性 (uncertainty) がより高く、養成段階で必ずしも専門性の担

保がなされていない教師の心的状況は不安定であり、同僚性において向調的行動を生起さ

せやすい。このような状況下でのティーム・アプローチの導入は、教師個々に専門性の深

化への動因を削ぐことになりかねないのである(安藤[2'001]) 0 授業では、教師も児童生

徒も皆で楽しく過ごす授業風景の中に、個人主義やプライバタイゼーションの進展が潜在
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化している可能性が示唆されるのである。

5. 結語

特定IJ支援教育は、特殊教育において培ってきた専門J性に基づくとともに、新たに求めら

れる専門性を担保してはじめて成立、展開できるとされる D 本稿では、特別支援教育にお

いて求められる新たな専門性について、協働の同僚性の観点から整理を試みた。

学校教育に関わる施策の動向では、教師間は謂うに及ばず、保護者、地域住民、さらに

はパラメディカノレな専門家など、新たな協働の同僚性を求める傾向を看取できる O 教師の

同僚性に関わる知見においては、これまでメンタリング mentoring機能など教師の専門性

の向上に資する positiveな側面が強調される一方で、個人主義や私事化の広がりを背景

に、同僚性は時代的に変質を遂げてきている可能性も示唆される O 協働の同僚性の構築を

求められる中で、これを実現するのは容易ではないことが分かる。

現実の教師は、同僚性の positive-negativeな荷極的な機能をi暗黙下で適宜使い分け、

職務を認知し、遂行し、そして成長 (professionaldevelopment) を遂げるとすれば、そ

の機序に対するさらなる学術的検討を行うべきであろう。また一方で、教師組織次元でし

か解決し得ない課題に対しては、何らかの協働の同僚性の溜養を期してし¥かなければなら

ない。このことへは、たとえば、特別支援教育における教師教育 (teachereducation)、

とりわけ現職教育 (in-serviceeducation) の論点が重要となろう。本稿ではここまでの

言及にとどめておきたい。

註

1 )リーパーマンは専門職の特性として、①独自の欠くことのできない社会的サービスで

あること、②サービスを果たす上で、の高次の知的技術を持つこと、③長期にわたる専門

的教育を受けていること、④広範囲な自律性を有すること、⑤自らの判断に責任を持つ

こと、⑤報酬より、サービスが重視されること、⑦専門的基準を高めるための自治組織

をもつこと、③職業集団として倫理綱領をもつこと、を掲げた。

2) 富学校、聾学校及び養護学校学習指導要領(平成 11年 3月)解説一自立活動編ーの第

2章「自立活動の意義と今回の改訂の要点」に、「知的障害者を教育する養護学校の自立

活動の特色j が示された口これは、知的障害教育において、養護・訓練の理解とこれに

基づく指導が行われていないことの実態を踏まえ、新たな自立活動への改訂にあたり、

その趣旨の徹底と指導の充実を期して項を起こしたものと理解できる口これは、知的障

害教育のみを問題とするのではなく、特殊教育全体の課題であるという認識を新たにす

ることが重要で、ある。
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後記

日本の特別支援教育は、どのように進むのであろうか、あるいは頓挫するのであろうか。

2009年 9月の民主党政権の誕生の意義は、さまざまに表現されている。司本初の民意によ

って誕生した政権である、あるいは、第二次世界大戦後長らく続いた政官民を基盤としな

い初めての政権である。しかし、その後半年しか経過していないのに、歴史的な意義が実

体化される可能性には、平くも大きな疑問符がつけられている。拙速な判断であることに

は違いないが、政権につく前に示していたさまぎまな構想を政策化する裏づけが、きわめ

て薄弱であることが明らかになりつつある今、 f}I:B速j ではなく「先見j に変わるかもしれ

ない。

基本的な政策すら混乱しているうえに、そのうちのーっとなるべき教育政策についても、

民主党の教育政策は、一部の関係者のみで検討されたにすぎず、党内で十分な議論を経て

いないとされる。教育政策こそ、本来は日本の再生を託すべき政策群の根幹であろう口政

治・ビジネスの世界から親に至るまで、さまざまな分野と次元において人材が払底し、自

己主張が支配しがちな現実を考えると、エリート育成から義務教育に至るまで、教育の在

り方と人材育成へのその具体化が焦居の問題で、あることに異論を唱える人はほとんどいな

いと忠われる。

特別支援教育の改革こそ 日本の教育政策全体を設計する!擦に参照すべき基準ではなか

ろうか。残念なことに、現時点では体系イとすることはできないものの、方向性としては間

違いない。その一つの根拠は、日本社会の共生度の高い伝統であるむ島田ゆえに共生度が

高いこと、それゆえに排除性もあることをも認識しながら、日本の特長を再発見し、その

仕組みを分析し、それを参考にしながら、現実の世界的規模における競争と共存のシステ

ムを作り出すうえで、日本は相対的にではあるが、有利な条件をもっているように思われ

る。 21世紀初頭の今、日本の障害児教育関係者の研究・実践の蓄積と深化のうえに、新し

い地平を築くべき時期であるように思われる。

そのためには、歴史を理解し、将来を洞察する人材が必要である。しかしながら、日本

全体の難局を乗り切るだけの、立法・行政、ビジネス等すべてにわたって人材難が指摘さ

れている。日本の人材育成システムが機能不全に陥っていることになる。特別支援教育(障

害児教育)は、その例外になることができるだろうか。

2010年 3月 31S 

中村満紀男
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